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団体名 所管局 ページ 団体名 所管局 ページ

1 （公財）東京都人権啓発センター 総務局 1 24 （株）東京スタジアム
オリンピック・パラリンピック準備
局

172

2 （公財）東京都島しょ振興公社 総務局 6 25  多摩都市モノレール（株） 都市整備局 177

3 （公財）東京税務協会 主税局 11 26  東京臨海高速鉄道（株） 都市整備局 182

4 （公財）東京都歴史文化財団 生活文化局 17 27 （株）多摩ニュータウン開発センター 都市整備局 187

5 （公財）東京都交響楽団 生活文化局 26 28 （株）東京国際フォーラム 産業労働局 192

6 （公財）東京都スポーツ文化事業団
オリンピック・パラリンピック準備局
教育庁

32 29 （株）東京臨海ホールディングス
港湾局
産業労働局

199

7 （一財）東京マラソン財団 オリンピック・パラリンピック準備局 38 30  東京交通サービス（株） 交通局 210

8 （公財）東京都都市づくり公社 都市整備局 43 31  東京水道サービス（株） 水道局 216

9  東京都住宅供給公社 住宅政策本部 52 32 （株）ＰＵＣ 水道局 221

10 （公財）東京都環境公社 環境局 64 33  東京都下水道サービス（株） 下水道局 226

11 （公財）東京都福祉保健財団 福祉保健局 81

12 （公財）東京都医学総合研究所 福祉保健局 89

13 （公財）城北労働・福祉センター
福祉保健局
産業労働局

94

14 （社福）東京都社会福祉事業団 福祉保健局 100 合　計　団　体　数

15 （公財）東京都保健医療公社 病院経営本部 110 　 ３３団体

16 （公財）東京都中小企業振興公社 産業労働局 123 　　 　公益財団法人　　２０団体

17 （公財）東京しごと財団 産業労働局 130  　　　一般財団法人　　　１団体

18 （公財）東京都農林水産振興財団 産業労働局 137 　 　　社会福祉法人　　　１団体

19 （公財）東京観光財団 産業労働局 143 　 　　特別法人　　　　　１団体

20 （公財）東京動物園協会 建設局 150 　　 　株式会社　　　　１０団体

21 （公財）東京都公園協会 建設局 157

22 （公財）東京都道路整備保全公社 建設局 161

23 （公財）東京防災救急協会 東京消防庁 168
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戦　略

・長期的な視点に立った人材育成方針を策定し、
個々の職員の実情に応じて所要の研修を受講させ
ることで、人権啓発のスキルの向上を図った。

・新たに専門員を採用する際に、求める人材像につ
いて、団体内で専門員を交えて検討し、その内容を
募集要項に明記した上で採用活動を行った。適切
な人材を採用することができたが、その後退職とな
り、欠員状況にある。

・事業実施の中核となる職員の育成を図るととも
に、各職員が研修等に積極的に参加することができ
るよう、組織的支援を行っていく。

・法人の将来を担う優れた人材を確保するために、
人材育成方針の下で、組織的に業務を推進する専
門員の体制を構築し、業務内容と処遇の見直しを
検討していきたい。

・2018年度から開催している業務報告会議を通じ
て、より有効な人権啓発事業を適切に実施するとと
もに、進行管理の徹底を図っていく。

職員提案については、引続き業務の効率化や都民
サービスの向上につながるもの等を広く募集してい
く。提案数10件を目安とするが、団体としての一層
の改革実現のため、生産性の向上や働き方改革に
つながる提案を、より優先して募集することとし、応
募のあったものについて団体内で精査・検討を行っ
た上で、実施していく。

◇　職員により提案された事項は、法人全体の
進行管理に及ぶものから個々の事務の小さな
改善・効率化といったものまで様々であり、法人
の業務改善等において着実に成果をあげた。
今後とも、職員が常に新たな視点で自己の業
務の検証を図ることを求めていく。

◇上記のとおり、３年後の到達目標の達成に向
けて、着実に実施することができた。

・業務の能率が向上するもの、経費の節減又は収
入の増加が期待できるもの、利用者サービスの向
上が期待できるもの等についての職員提案を、実
現可能なものから順次実施した。

・成果としては、例えば、これまで毎回、専門員全員
と関係者が参加していた東京都との企画検討会議
を、上記業務報告会で意思決定した上で、担当の
課長のみが説明に行く形に改めることで、会議の参
加者数や会議にかかる時間を削減し、働き方の改
善につながった。

評価年度：2018年度

進行管理の充実
従来の業務報告会
に加え、進行管理会
議を実施

・会議の継続実施
・業務全体の遂行方
法等の総点検
・より的確な進行管
理手法の検討及び
試行

長期的な視点に立っ
た人材育成

長期的な人材育成
方針なし

人材育成方針の策
定に向けた検討、策
定、可能な取組から
実施

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度

公益財団法人東京都人権啓発センター

長期的な視点での人材育成や業務執行体制の効率化を推進することで、新たな人権課題等にも的確に対応できるよう組織体制を強化する。このことにより、東京都が「2020年における実行プラ
ン」で掲げている、東京都人権プラザで実施する都民講座や子供人権教室などの事業回数80回程度（2017年度から４年間）を達成する。

「経営改革プラン」評価シート

◇　職員募集に際して「求める人材像」を明記
することで、現職の職員に対しても組織が必要
とする能力等を明示した。これに加え、「人材育
成方針」及び「職員研修基本計画・研修実施計
画」を策定し周知することで、組織・職員双方が
人材育成に取り組んでいく決意と必要性を共通
意識とすることができた。
　当法人のように極めて小規模な団体に相応し
い、高い専門性と職業意識を有する人材の育
成・確保のため、今後とも長期的視点に立った
業務内容と、それに見合った処遇の実現を図っ
ていく。

◇　理事長直轄で企画を検討する会議として
「業務報告会議」を立ち上げ、理事者の考え方
を明確に示し、進行管理と計画的業務執行の
重要性を繰り返し周知徹底することで、法人職
員全員の意識改革を行った。
　2019年度以降、さらに進行管理の充実を図る
べく、個々の事業の企画から実施、検証まで行
う方策を講じる。

職員提案を募集し、
実現可能なものから
順次実施（10件）

・人材育成方針を策
定
・職員研修基本計
画・研修実施計画を
策定
・専門員をビジネス
英会話講習やコンパ
シートセミナー（人権
の基礎知識や人権
教育の実践方法を
習得するためのセミ
ナー）に、人権相談
員をカウンセラー養
成講座に参加させ
た。

・8月までは、進行管
理会議を継続的に実
施
・9月から従前の二つ
の会議を業務報告
会議としてさらに機
能的な形に改めて実
施
・年度末の２・３月
は、次年度事業の円
滑・確実な実施を見
据えて月２回開催

職員提案による業務
改善の実施

2017年度経営目標
改善実施数10件

職員による業務改善
の実施数10件

経　営　課　題 組織体制の強化

財団固有人材の育成及び業務改善の推進

要因分析

・今年度から各事業ごとに必要な工程を線表で見え
る化し、よりわかりやすい形で管理するように改め
た。

・理事長、専務理事、事務局長、各課長及び専門員
が揃った場で、企画内容、企画進行状況を確認・検
討し、法人事業全体を俯瞰し的確な進行管理を行う
ことを目的とした「業務報告会議」を設置し、毎月１
回開催することとした。

対応方針2018年度実績個別取組事項 団体自己評価

３年後の到達目標
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・研修講師出講事業
の出講料の改定を
調査、決定

・今年度港区から受
託して実施した人権
啓発事業について、
区市町村連絡会議
でＰＲを実施

・港区実施事業につ
いて、全５回の実施
結果を踏まえて来年
度の実施に向けた
検討を実施

・1,160千円以上の
収入額の確保

・税額控除の活用な
ど、収入増に向けた
取組の検討

・団体会員と個人会
員の合計で1,140千
円の収入を確保

・新たな寄附金の仕
組みに取り組むこと
を決定

・目標額には2万円達さなかったが、加入者数ベー
スでは、ほぼ目標達成水準にある。
　具体的には、団体会員に対する継続加入の依頼
や、当団体が主催する啓発行事での積極的なＰＲ
の実施等による新規の個人会員の確保などにより
昨年度の同時期とほぼ同規模の収入を確保でき
た。

・新たに自己収入を増やす取組として、職員から
提案のあった「チャリボン」への参加を検討し、参
加に向けた規程整備を行った。

　※チャリボン：㈱バリューブックスが運営する、古
本のリユースを活用して. NPO等の寄付集めを支
援する仕組み。

・既存の広報物の見直しを図り、講座、学習会等
行事実施の際のＰＲを積極的に実施する。

・親しみやすくわかりやすい案内チラシを作成し、
センターのウェブサイトのホームページを見直しな
ど、賛助会員制度のＰＲを図る。

・新たな寄付金制度として「チャリボン」へ参加し、
そのＰＲチラシを作成するなど広報に努める。

経　営　課　題 自主財源の確保

戦　　　　　　略 研修事業収入・賛助会費収入の確保

３年後の到達目標
研修講師出講事業の出講料の改定や研修受託等の拡大、賛助会員の確保等に取り組むことで、可能な限り自主財源を確保（研修事業の収入12,461千円以上、賛助会員受取会費1,160千円
以上）し、都民のニーズや財団に寄せられる期待に応えるための独自事業を実施する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都人権啓発センター 評価年度：2018年度

団体自己評価

研修事業収入の拡
大

･講師出講事業の出講料について、他機関での実
施事例を調査の上、料金の改定案を検討し、法人
内で2020年度の改定を決定した。

・区市町村の人権担当者が集まる会議において、
当団体が港区から受託して実施している事業につ
いて説明を行い、事業の受託に向けた働きかけを
行った。

・港区からの受託事業については10月から11月に
かけて、フィールドワーク2回を含む全5回の連続
講座の企画から運営までを実施した。2018年度内
には実施結果を踏まえて2019年度の実施内容の
検討を行い、港区との調整を行った。

・2018年度に決定した出講料の見直しを確実に実
施するため、クライアントに対する周知を行う。そ
の際、クライアントのニーズを探るなど、研修後の
フォローにも努め、料金見直しによるユーザー減と
ならないよう努める。

・ニーズに応じ、対応可能な研修講師を新たに委
嘱するなど法人の体制強化を検討していく。

・区市町村会議のほか、企業に対してもＰＲを行
い、研修受託に向けて広報に努めていく。

◇新たな団体会員の獲得も果たしたこと、さら
に新たな寄付金制度として「チャリボン」への
参加を決定したことと合わせて、自主財源の
確保という観点から評価すれば、ほぼ、目標
を達成できたものと考えられる。
　今後とも、行事、講座や学習会などの機会を
捉えての広報やホームページの見直しなどに
より積極的にＰＲに努め、「人権啓発」を旨とす
る公益法人という位置付けの中で可能な範囲
で、自主財源の確保に努めていく。

◇上記のとおり、３年後の到達目標達成に向
けて、概ね実施することができた。

◇　研修講師出講料金の改定に当たって、理
事会及び評議員会で議論を重ねることで、見
直しを決定することができた。
　アンケートをとり、研修実績を明らかにし、研
修後のフォローを充実するなど、より多くのク
ライアントを獲得できるよう取り組んでいる。

2018年度実績 要因分析 対応方針

賛助会費収入額の
確保

2016年度実績
団体：35団体
35口
個人：50名
70口
2017年度経営目標
1,160千円

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

・研修講師出講事業
の実施
１時間当たり料金：１
時間以内17,000円、
１時間超   15,000円

・特別区職員研修所
講師養成研修を受
託

2016年度決算額（研
修事業の収入）
12,461千円

・研修講師出講事業
の出講料の改定の
調査、検討

・自治体が実施する
研修の新たな受託
等に向け、区市町村
連絡会議等での広
報の実施

・新規の受託等事業
の検討、試行
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・都民講座における
募集定員に対する
参加者数の割合の
維持・向上

募集定員数に対す
る参加者数の割合
過去３か年平均
87.9％

募集定員数に対す
る参加者数の割合
の維持・向上

都民講座を６回実施
し、募集定員数に対
する参加者数の割
合は、平均で84.8％
（定員を超えた参加
者数のあった回は参
加率100%として計
算）

・各回定数80名に対して、第１回は112名、第２回は
97名、第３回は35名、第４回は81名、第５回は52
名、第６回は102名の参加があった。

・第３回は若年層や子育て中の母親を、第５回は児
童及び子育て中の家族をターゲットとして、新たな
対象層を開拓するために従来実施してきた内容と
は異なる切り口で開催した。

・参加率という表面的な評価だけでなく、講座の内
容が人権啓発につながったかという質の評価も合
わせて行う必要があるため、従来の参加率に加え
て、アンケートにおける評価についても成果指標に
加える。
・新たなアプローチは今後とも必要であると考えて
いる。当面は試行錯誤とならざるを得ないが、より
広い層に訴求するテーマに取組んでいく。

・実施回数増
（13回。うち新しい場
所での出張展示１
回）

・主催者へのアン
ケートの試行

・22回実施
（うち新規会場３箇
所）

・主催者へのアン
ケートの試行実施

・展示のアウトリーチ活動として、障害者スポーツ
体験会や人権に関する本の展示等を積極的に行
い、プラザのＰＲの場としても活用した。

・人権プラザ視察に来館の際等に積極的に事業の
ＰＲを行うことで、日本サッカー協会や港区の高齢
者向けの交流施設など、様々な場所で新規に実施
した。これにより、年間で目標回数を約70%上回る
実績をあげた。

・主催者へのアンケートの試行については、12月の
人権週間の行事に合わせて実施した。

今後とも継続して目標達成を果たすために、ユー
ザーとなる団体のニーズを探り、それに対応してい
くとともに、更なる法人組織・体制の強化を図ってい
きたい。

・既存の展示の更新・充実を毎年行っていくことに
あわせ、2020大会後の企画の検討に着手する。

新たな特別展示の
検討、制作

「オリンピック・パラリ
ンピックと人権」の展
示

次の展示制作に向
けた進め方及び展
示テーマの検討

「東京都オリンピック
憲章にうたわれる人
権尊重の理念の実
現を目指す条例」の
制定を受けて、常設
展示室の更新につ
いて東京都と調整を
実施

・新条例の啓発パネルや人権課題の解説コーナー
の新設等について東京都と調整した。

・既存の展示に関しても、内容の更新や充実につ
いて検討を行った。

2018年度実績 要因分析 対応方針

体験学習会の充実

2017年度経営目標
24回

実施校アンケートの
試行

・実施回数24回

・実施校アンケート
の本格実施

・実施回数28回

・アンケートの本格
実施

・小中学校からの要望に合わせて、聴覚障害者で
聴導犬ユーザーである講師からの講話や聴導犬に
よるデモンストレーション、車椅子バスケットボール
体験、アイヌ文化体験学習会等をオーダーメイドで
実施した。これにより、新規の学校も含む28校、年
間目標回数を15%上回る実績をあげた。

・実施した全校からアンケートを取り、学習会が児
童・生徒にとって人権を考えるきっかけとなったとい
う高い評価を得られた。

出張展示先の新規
開拓、充実

2017年度経営目標
12回

アンケートの実施な
し

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

◇　展示制作に向けた検討については、可能
なものから実施しつつ、2020大会後も見据えて
東京都との調整を行った。2019年度には、展
示テーマなどの企画を具体化する。

◇　2018年度都民講座は、これまで参加を得
られなかった層へも訴求するというチャレンジ
をした初年度であった。
　また、東京都各局の人権課題の啓発活動を
担う機関として、企画段階から各局との調整も
実施した。
　短期的な成果にとらわれず、10年という長期
の指定管理期間を活用し、より広い層に対して
有効かつ着実な人権啓発を実現していく。

◇上記のとおり、３年度の到達目標達成に向
けて着実に実施することができた。

◇　体験学習会、出張展示ともに目標回数以
上の実績をあげた。
　これは、小規模な当法人の能力を考慮すれ
ば、まさに予算と人員の範囲内での最大限の
効果である。今後は、より有効な人権啓発を実
現するために、その他の事業や体制なども含
め、総体としての人権啓発事業の在り方を検
討していく。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都人権啓発センター 評価年度：2018年度

経　営　課　題 啓発機会の拡大と実施事業の質の強化

戦　　　　　　略 啓発事業の拡充及び質の向上

３年後の到達目標
体験学習会を24回、出張展示を15回実施するとともに、新たに実施するアンケートの意見を踏まえた事業の見直しにより質を向上させ、東京都人権プラザの外部での啓発機会を拡充する。さ
らに、新たな特別展示の制作、都民講座の実施（募集定員数に対する参加者数の割合を３か年平均90％以上）により、東京2020大会の開催等を契機として人権課題に対する都民の関心を高
めていく。

団体自己評価

・今後とも、アンケートを活用するなどユーザーニー
ズの把握に努め、2020大会後を見据えて障害者ス
ポーツメニューに加え、さらに教育委員会との連携
強化を図ることで、魅力ある体験学習会を実施し、
実績をあげていく。
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・教員や地方自治体職員、修学旅行生等の施設
見学希望者に対して、可能な限り相手方のスケ
ジュールや要望に合わせ、きめ細かい対応を行っ
た。これにより、移転前の年間の平均入場者数比
で倍増に近い、前年度と比較しても約4割増を達
成した。

・現在、施設見学対応だけでなく他にも様々な啓
発事業を並行して実施しているため、限られたマ
ンパワーでの受け入れは限界に達しており、団体
等からの要望を断らなければならない状況にあ
る。

・2020大会に向けより一層の展示室の充実を図
り、多くのユーザーのニーズを捉えた来館者対応
に努める。

・このためにも、現有マンパワーでは対応の限界
に達しており、これを維持・していくためには、優先
順位も考慮しつつ、組織体制の強化を検討する。

・今後とも、電飾看板の掲出を継続するとともに、
電飾看板の有効性をアンケート等により検証す
る。

新たな交通広告の
実施

調査・検討
最寄の都営地下鉄
駅に看板（駅電飾
ボード）等を掲出

最寄の都営地下鉄
の３駅（浅草線及び
大江戸線の大門
駅、芝公園駅）に新
たに電飾看板を掲
出

・10月から最寄の都営地下鉄の３駅に電飾看板を
設置し、ＰＲの強化を図った。

・電飾看板には、プラザの展示室等の写真も盛り
込み、施設の概要がすぐに伝わるように工夫し、
また、駅から施設までの案内情報もわかりやすく
載せることで、来館者の利便性を向上させた。

・2018年度に実施した、「特別区職員研修所講師
養成研修」と「港区から受託して実施している人権
啓発事業」を2019年度も確実に実施する。

・5月から6月にかけては特別区からの受託事業の
実施、10月から11月にかけて港区からの受託事
業の実施というスケジュールとなっており、組織体
制の強化とともに、新規事業の受託に向けた検討
を行う。

展示室の入場者数
の増加

展示室の過去３カ年
（2013～2015 年度）
年間平均入場者数
4,456人

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

自治体が実施する
人権研修の受託に
向けたPR活動等の
実施

特別区職員研修所
講師養成研修を受
託

・区市町村連絡会議
等での広報の実施

・新規事業の受託に
向けた検討、試行

・今年度、港区から
受託して実施してい
る人権啓発事業に
ついて、区市町村連
絡会議でＰＲを実施

・港区事業について
は、全５回を実施
し、来年度の実施に
向けた検討を実施

・港区からの受託事業については10月から11月に
かけて、フィールドワーク2回を含む全5回の連続
講座を実施した。

・実施結果を踏まえて2019年度の実施内容を委託
者である港区と検討・調整した。

・区市町村の人権担当者が集まる会議において、
当団体が港区から受託して実施している事業につ
いて説明を行い、受託事業の拡大について働きか
けている。

展示室入場者増の
取組

展示室の入場者数
8,245人
（前年度比38.3％
増）

◇　展示室の入場者数は、大幅に増加した
が、当法人の能力から比すれば対応できる限
界を超えている。
　今後、より有効な人権啓発を実現するため
に、実施事業全体を俯瞰し、再検討を行い、
組織体制の見直しの検討も含めて総体として
の人権啓発事業の在り方を検討・実現してい
く。

◇港区から新規事業を受託・実施するととも
に、その実績を区市町村連絡会議でPRするこ
とができた。
　「特別区職員研修所講師養成研修」と「港区
から受託して実施している人権啓発事業」の
実績を基礎として、体制強化と併せて、新規
事業の受託に向けた検討を行う。

◇　新たな交通広告として、地下鉄駅への電
飾看板の掲出を実現した。
　当該事業を継続するとともに広報の充実を
図っていく。

◇上記のとおり、３年後の到達目標達成に向
けて、着実に実施することができた。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都人権啓発センター 評価年度：2018年度

経　営　課　題 東京都人権プラザのＰＲ強化

戦　　　　　　略 自治体へのＰＲや交通広告を活用したＰＲの強化

３年後の到達目標
東京2020大会の開催を人権に対する都民の関心を高める好機と捉え、これまでのホームページなどの広報活動等に加え、新たに実施する自治体からの人権研修の受託に向けたＰＲ活動等
により、東京都人権プラザや財団への潜在的なニーズを掘り起こし、来館者の増加を目指す。2020年度にはプラザの主要施設の一つである展示室入場者数6,000人を達成する。
また、駅から施設までの案内情報も含めた交通広告を新たに実施することで、プラザの存在を周知するとともに、来館希望者の利便性を向上する。

団体自己評価
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評価年度：2018年度

戦略①については、人材育成方針を策定するとともに、その方針に基づき研修基本計画、実施計画を策定して計画的に事業を進め、３年後の到達目標達成に向けて着実に前進している。戦略②につ
いては、出講料の改定や、新規受託等事業の試行を踏まえて次年度実施に向けた検討を進め、更に、新たな寄付金制度を活用するなど、自主財源確保のための取組を積極的に展開している。戦略③
については、体験学習会や出張展示の実施に積極的に取り組み、目標回数を大幅に上回るなど、極めて優れた成果を上げている。また、アンケートの活用や都民講座のテーマの工夫など、実施回数
の増加にとどまらず質の向上や対象層の拡大に向けて努力を重ねている。都民講座については、新たな切り口でのテーマにも挑戦し、対象層の拡大に向けて積極的に挑戦する姿勢は評価に値する。
また、戦略④についても、交通広告の実施等、来館者の利便性を向上させる取組を行い、展示室の入場者数は前年度比で約４割増を達成するなど、３年後の到達目標を上回る成果を上げた。

人権啓発を事業の柱とする小規模な団体で、事業拡大が困難な事情がある中、費用対効果を考えながら一つひとつ着実に取り組んだ結果、各経営課題のほとんどの項目において年度目標を達成でき
ており、３年後の到達目標に向けて着実に成果をあげている。また、達成できなかった項目についても、課題分析や対応について検討がなされており、団体が担うべき、都民の人権意識の高揚を図
るという役割を適切に果たすべく努力している。
引き続き、都民のニーズ等を把握しつつ、LGBT等の新たな人権課題にも、関係機関と連携しながら対応していってもらいたい。

公益財団法人東京都人権啓発センター

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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団体自己評価

　後年度収支予測は、すべての保有債券の予
測を積み上げるとともに、最新の社会経済状
況を反映させた、精度の高いものとなってい
る。
 これを基に、今後見込まれる赤字額など、公
社を取り巻く厳しい状況を都・町村と共有したう
えで、中期計画を策定した。
　中期計画には、公社の自律改革として、「選
択と集中」による事業見直し、財産運用益のみ
に頼らない事業展開の検討などの抜本的な見
直しを盛り込んだ。
　金利等の影響により前回（2017年2月）の収
支予測に比較して赤字幅が減少しているが、
依然厳しい状況に変わりはない。今回新たに
中期計画に盛り込んだ、事業の見直し・検証
の進捗管理を活用し、積極的に自律改革を推
進していく。

要因分析 対応方針

公益目的事業の実
施内容の見直し

2018年度事業計
画、予算の決定

公社収支予測及び
中期計画を踏まえ、
公社理事会及び評
議員会の審議を経
て2019年度事業計
画、予算の決定

中期計画（2019-
2021）の策定

計画策定部会の設
置（3月）

部会（数回開催予
定）において内容を
検討し、公社理事会
及び評議員会の審
議を経て、中期計画
を策定

　自主財源対応事業を対象に収支予測を行った。
　保有する61の債券一つひとつについて、償還ま
での利息と買換え後の予測利息を積み上げ、財産
運用益を算出した。
　収益・費用は、対前年度消費者物価指数や人事
院勧告の例月給勧告率を、収益・経費上昇率や人
件費上昇率に適用し、算出した。
　この結果、超低金利により財産運用益の減少か
ら、2017年度からの10年間で累計、約1億5千万円
の赤字が見込まれることが明らかとなった。

　第4次中期実施計画の事業評価、人口推計や収
支予測を盛り込み、経営目標評価委員の意見、町
村の意見を踏まえ、以下の視点から策定を行っ
た。また、経営改革プランの目標を包含するものと
した。
・「選択と集中」を進め、真に必要な施策・事業の推
進を図る。
・既存事業の効果検証を積極的に行い、今後の方
向性を見出す。
・町村の意向や都の施策を踏まえ、各事業の見直
しを図る。

　2019年度は、中期計画初年度にあたるため、計
画に基づく自律改革として、次の事業の見直しを事
業計画に明記した。
・東京宝島事業を踏まえた地域振興補助事業の仕
組みの検討
・アンテナショップの機能やあり方の検討、通信販
売の費用見直し
・広報宣伝事業における都や町村との役割の整理

　引き続き、精度の高い後年度収支予測を適時
行っていく。
　日銀金融政策決定会合にて、今後も超低金利を
続ける方針が示されたことを踏まえ、財産運用規
程等を見直し、安全性を確保しつつ、より利回りの
高い債券の運用を可能にする。
　また、厳しい財政状況の中、他団体との役割分
担や事業効果の検証などの事業見直しを行うとと
もに、財産運用益のみに頼らない事業展開など、
公社のあり方の見直しも検討していく。

　経営改革プラン改訂版(2019年度)で変更した目
標を反映させる改訂を行う。
　また、公社の自律改革の一つとして、今回新たに
中期計画に、見直し・検証事項の進捗管理を盛り
込んだ。進捗及び成果を可視化して、定期的に公
社運営検討委員会に報告していく。

　中期計画及び事業計画に基づき、事業見直しを
進める。
・地域振興補助の補助対象を検討
・アンテナショップについて、昨年度実施した調査
結果を踏まえ、町村が参加する部会にて検討し、
次期運営事業者の選定に反映
・通信販売の外部委託・取扱商品の価格の検証
・観光の情報発信や就業体験事業について、都・
町村・他団体が同一目的で実施している類似事業
を精査し、必要に応じて事業を拡大又は縮小

公益財団法人東京都島しょ振興公社

限られた財源の下、東京オリンピック・パラリンピックや地方創生に向けた気運の高まりを契機として、特産品の販路拡大や島しょ地域のＰＲにおいて公社の存在意義を発揮していくため、2018年
度に中期計画を策定し、必要な事業見直し等を行い、後年度収支予測（平成29年２月実施）からの改善を図る。

３年後の到達目標

経　営　課　題 公社収入額を踏まえたバランスのとれた公益目的事業の実施内容等見直し

公社収入額を踏まえたバランスのとれた公益目的事業の実施内容等見直し

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

戦　　　　　　略

戦　略

　中期計画におい
て、公社事業の見直
しを図ることとした。
　2019年度の事業
計画及び予算につ
いて、中期計画の内
容を踏まえ、理事会
において策定した。

　2018年10月～12
月の債券平均利回
り率を適用し、収支
の予測を実施した。
　理事会及び評議員
会に報告し、財政状
況を共有した。

　島しょ町村企画財
政担当課長等から
なる策定委員会にて
計画案を取りまとめ
た。
　2月理事会におい
て第5次中期実施計
画を決定した。

2018年度実績個別取組事項 ～2017年度 2018年度

後年度収支予測 29年2月実施

2019度の事業計画・
予算策定に先立ち、
実績を考慮した収支
予測を再実施
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アンテナショップリ
ニューアルに向けた
運営委託事業者の
選定

現在の事業者によ
る運営委託（2019年
度まで）

アンテナショップ周
辺地域の再開発等
リニューアルに向け
た関連情報の収集

竹芝地区再開発に
係る関係者に聞き
取りを行うとともに、
開発がアンテナ
ショップに与える影
響や効果について
調査を実施

　2020年に地上40階建の業務棟、18階建の住宅
棟の建設や浜松町駅から竹芝駅まで直結する歩
行者デッキが設置されるほか、浜離宮周辺にはホ
テルや劇場が整備される予定である。整備にあ
たっては、桟橋や島しょが意識されているとの情
報もあり、竹芝地区全体の回遊性向上が見込ま
れるなど、この機会を最大限に活用することが重
要である。

　調査の結果、ショップ近隣に現在の1.1～1.7倍の
人が流入する可能性が判明した。これを踏まえ、
アンテナショップの機能や運営のあり方を検討す
る。
　検討結果を反映させた仕様書を作成し、BtoCの
視点を取り入れた運営委託事業者選定を行う。加
えて、愛らんど委託業者の次期選定のタイミング
に合わせ、通信販売事業についても、全面的に外
部委託とする検討を行っていく。

特産品取扱店舗を
２店舗新規開拓し、
取扱店舗数18店を
目指す。

覚書を取り交わして
いる特産品取扱店
数：22店舗
（うち30年度新規締
結店数：4店舗）

　離島の食材を扱うレストランや地域特産品を扱う
売店等にアプローチしたほか、産業交流展など
BtoB向けのイベントで、制度に関する周知を行っ
た。また、アンテナショップの紹介をテレビやWeb
媒体で実施したことで、企業からの問い合わせが
あり、販売協力店の覚書締結に繋がった。
　特産品取扱店数22店舗、うち新規締結店舗4店
舗を達成し、2018年度目標を大幅に上回った。

　アンテナショップを活用したＢtoＢ向けのイベント
を実施するなど、引き続き、新規特産品取扱店舗
の販路拡大を目指す。

　引き続き、調査結果を踏まえ、アンテナショップ
の機能や運営のあり方について、2019年度検討
部会において検討を行っていく。

アンテナショップリ
ニューアルに向けた
愛らんど運営部会
における検討等

部会での検討立ち
上げ

部会での検討結果
取りまとめ
外部への基礎調査
委託

検討の基礎資料と
するため、監理団体
経営目標評価委員
の意見を踏まえた
調査を実施。

　2018年度の評価委員ヒアリングでの委員意見を
踏まえ、公社運営検討委員会において議論を行
い、2019年度に部会においてアンテナショップの
機能や運営のあり方を検討することとし、この基
礎とするため、商品の適正価格やアンテナショップ
の活用、店舗収支についての調査を行った。
【調査概要】
・島しょ生産者の実態把握
・アンテナショップの活用検討
・アンテナショップ及び通信販売事業の収支分析
　　調査の結果、各島の販路開拓の方法やショッ
プ利用者の満足度、他自治体のアンテナショップ
の傾向などの情報を得た。また、マーケティング機
能やビジネスサポート機能など愛らんどショップに
相応しい機能や、集客策などの販売促進策の提
案もあった。

団体自己評価

イベント出展
2017年度イベント出
展件数26件(見込
み)

概ね前年度のイベ
ント出展件数を確保
し、そのうち少なくと
も２件を新規イベン
トとする。

出展件数：26件
（うち新規出展9件）

　イベント開催時期や前回売上実績を踏まえつ
つ、秋葉原や日本橋など都心開催の集客力の高
いイベントに出展し、効果的に東京諸島の特産品
ＰＲを実施し、出展件数26件、うち新規出展9件を
達成した。
　2018年度は「特産品PR」を重点的な目的として、
新規出展に際しては集客実績を踏まえて決定す
るとともにこれまで参加していたイベントについて
は出展料や実績を踏まえ精査することで、効果的
に東京諸島の特産品ＰＲを実施することができ
た。

　引き続き、2018年度の出展件数を確保しつつ、
都心開催の集客力の高いイベントなど、効果が見
込まれるイベントに新規出展し、効果的・効率的に
東京諸島の特産品ＰＲを実施していく。
　また、インバウンド向けのイベントや移住定住希
望者向けのイベントなど、ターゲットを絞ったイベ
ントへの新規出展を目指す。

　より集客力の高いイベントに出展するととも
に、販売協力店制度による販路拡大を着実に
進め、島しょ地域の特産品を広くＰＲした。特
に、特産品取扱店数については、2018年度目
標を18店と設定していたが、候補店への積極
的なアプローチにより、2018年度時点で22店
となり目標に達したため、プランの改訂におい
て上方修正を行い、2019年度及び2020年度
の目標を再設定した（2店舗ずつ増加）。
　アンテナショップリニューアルに向けた検討
については、基礎調査及び関係者への聞き
取りにより専門家の知見を得ることで、都・町
村を交えた部会でのアンテナショップのあり方
検討に向けた動きを着実に進めた。
　これらの取組に加え、来店者増などによる、
愛らんどショップの売上増により、特産品売上
高は１億４，３００万円を達成し、順調に推移
している。

東京諸島特産品販
売協力制度

覚書を取り交してい
る特産品取扱店数：
16店舗（2017年度
時点）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 特産品展示販売事業の強化

戦　　　　　　略 特産品展示販売事業の強化

３年後の到達目標

島しょ地域特産品の認知度向上を図るため、毎年度、新たな出展イベントや特産品取扱店舗を開拓するとともに、アンテナショップのリニューアルを実施することで、特産品売上高１億５，２００万
円を達成している。
・毎年度２件の新規イベントへの参加を実現
・特産品取扱い店舗 ２２店舗

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都島しょ振興公社 評価年度：2018年度
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応募者数：30人

　漁業就業支援フェア等の就業相談イベントにお
ける事業周知や全国紙での告知を行った。
　しかし、例年8月に実施している八丈島の漁業体
験が、受入先の都合により9月開催となった。夏休
み期間外となったことで、応募者数が大幅に減少
し、（11人→4人）、応募者数の合計は30人にとど
まった。

　民間転職サイト主催の新・農業人フェアの参加な
ど、農業に興味のある人に対して就業体験事業を
直接アピールする。また、専門Webサイトで当事業
の実施をＰＲするなど、応募者数の増加を目指
す。
　2018年度の反省を踏まえ、応募が見込める時期
を見極め、適切なタイミングで実施を図る。
　町村との役割を整理したうえで、移住希望者に
対する情報提供体制の整備など、今後の公社の
役割を検討していく。

　引き続き、各島の２か国語マップの作成・配布や
ライブジャパンなどのＳＮＳでの広報など、インバ
ウンドを見据えた情報発信に努める。
　また、プレスを対象としたイベントの開催をするな
ど、BtoBtoCの視点を踏まえ、より効果的に情報発
信を強化していく。

インバウンドを見据
えた情報の発信

ホームページ多言
語化
外国人向けイベント
の実施・発信

2017年度イベントの
課題検証、より効果
的なイベントの実
施・発信

欧米豪の外国人を
対象とした店舗イベ
ントを実施し、37人
が参加した。
（2017年度はアジア
系25人参加）

　2017年度のイベントで、島に行ってみたいとの意
見が多くあったため、2018年度のイベントでは東海
汽船の協力を得て、島へのアクセス方法等につい
て詳細な案内を行った。
　また、島酒を自由に試飲できる時間を設ける等、
島を体感できるイベントとしての工夫を行い、ほぼ
全員の参加者から島に興味を持ったという意見な
ど、好評を得ることができた。

就業相談イベントで
の周知を図り、就業
意欲のある応募者
を２人増やし、応募
者数35人を目指す。

団体自己評価

ＨＰやSNSでの情報
発信

アンテナショップと公
社ＨＰの統合
人気特産品の紹介
等コンテンツの充実
2017年度情報発信
件数：229件（11月末
現在）

各島と連携し、地域
情報の発信を前年
度比約５％増やし、
情報発信件数362件
を目指す。

情報発信件数：363
件

　東京諸島の知名度向上の観点から、ＨＰ及び
SNSにて次の情報発信を行った。　これらの取組
により、情報発信件数363件で、目標を達成した
・島じまん2018等各種イベントの告知
・業者を活用したテレビやWebニュース等の媒体へ
のプロモートにより、東京諸島が取り上げられた際
の情報発信
・アンテナショップの利用促進の視点から、売れ筋
商品や新商品、レストランの季節限定メニューの
紹介、店舗イベントの実施報告
・島しょ地域を身近に感じてもらう視点から、新た
に店内に設置したショップ利用者との交流ノートの
記事紹介（店員がコメントや島情報を追記）
「いいね！」獲得は100前後と、ある程度の関心を
示しており、徐々にではあるが認知度が向上して
いる。

　引き続き、特産品を中心に、売れ筋商品や新商
品、レストランの季節限定メニューの紹介等により
情報発信増を目指すとともに、今後は、件数の底
上げだけではなく、情報発信の目的を明確にし、
ターゲットを絞った情報発信の方法、目標を検討
のうえ、実践していく。
　また、同一目的で実施されている他団体の類似
事業を精査し、相乗効果を発揮できるよう公社の
実施すべき広報事業を見直していく。

2018年度実績 要因分析 対応方針

   ＨＰやＳＮＳでの情報発信は、さまざまな視
点から着実に件数を重ねており、「３年後の到
達目標」３９７件に迫っている。ＨＰへのアクセ
ス件数が2017年度の８万４千件から大幅に増
加し、2018年度は９万２千件を上回った。
　また、テレビやWeb、雑誌等へのプロモート
活動などにも積極的に取り組み、広く情報発
信を行っている。
　就業体験事業については、応募者数が目標
に届かなかったものの、実施方法の課題が明
らかになったため、今後の応募者増につなげ
ていくことが可能と考えている。
　インバウンドを見据えた情報の発信につい
ては、参加者の意見を踏まえた改善を行い、
島への興味をより促す取組を実施すること
で、イベントへの多くの参加者を得て、好評を
博した。

就業体験事業
開催地の拡充2013
年度からの延応募
者数：97人

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 広報宣伝事業の強化

戦　　　　　　略 広報宣伝事業の強化

３年後の到達目標

島しょ町村の意向を踏まえた細やかな情報発信による島しょ地域のＰＲが図られている。ＨＰ等での情報発信件数や就業体験事業への応募者数が増加し、ホームページの多言語化等を実施
することでホームページアクセス１６万件（セッション数）を達成している。
※広報宣伝事業の効果測定方法について今後検討していく。
・公社ＨＰ、SNSにおける情報発信等件数 ３９７件
・就業体験事業応募者 ３９人

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都島しょ振興公社 評価年度：2018年度
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対応方針

　アンケート調査により、真に必要とする者の
搭乗の機会を奪う「直前キャンセル」の実態を
明らかにし、解決策として、キャンセル料金と
船運賃を踏まえたシミュレーションを行い、具
体的なキャンセル料金を設定することができ
た。
　また、過去のアンケート調査等において意見
の多かった三宅島発着場の移設についても、
関係各署との綿密な協議を重ねることにより、
11月に実施することで、利便性の向上に寄与
することができた。
　2018年のアンケート結果では、前年と比較
し、満足度が71.5％から76.2％に向上してお
り、「３年後の到達目標」に迫っているが、三宅
島発着場の移設による利便性向上もその一因
と考えられる。
　離島間を結ぶヘリコミューターは、島民生活
に欠かせない交通手段として定着しており、関
係する町村間の重要なインフラであることか
ら、公社第5次中期実施計画においても、事業
展開の柱の一つとして、新たに位置付け、イン
フラを確保していく。
　運航事業者への支援にとどまらず、利用者
の満足度向上は、安定的な運航事業につなが
ることから、継続的に利用者の意見を直接吸
い上げて課題を把握し、その解決を図るため
のツールとして、アンケート調査は有効に機能
している。
　今後も利用者をはじめ、関係町村・運航事業
者等、様々な意見に真摯に耳を傾け、対策を
講じることで、更なる満足度の向上、搭乗率の
引上げにつなげていく。

利便性等の向上に
向けた取り組み

2016年度に実施した
アンケート結果を踏
まえ、八丈島～青ヶ
島便の臨時便試行
（7～9月）、
予約電話通話方法
の改善（4月）の実施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

三宅島離発着場所
の移設（ヘリポート
から三宅島空港）支
援

2018年度支援経費
予算要求

三宅島空港への移
設（10月目途）に向
けた関係者調整

2018年11月1日に、
ヘリ発着場を三宅島
ヘリポート内から三
宅島空港内に移設
した。

　移設により、複数の島民の利便性が向上するこ
とから、公社を中心に三宅村、空港管理者、運航
事業者、公社が連携して協議を重ね、ヘリ発着場
を空港内に移設した。
 その結果、ヘリ発着場を空港内に移設し、また移
動のための費用や身体的な負担も削減出来たと
考えられ、利用者の利便性が格段に向上した。
　空港への移設に当たっては、運航事業者や公社
のHP、関係町村の広報紙やIP電話を活用した広
報により、事前周知を図り、丁寧な案内に心掛け
た。

公社、運航事業者、
都を検討メンバーと
するキャンセル対策
検討会を設置し、新
たなキャンセル料金
体系案を検討した。
新たなキャンセル料
金体系について、
2019年6月から導入
する予定。

　検討会では、キャンセルを減らし、搭乗率を上げ
るための対応として、現行のキャンセル料金導入
時の導入効果、キャンセル料金の他社比較、船便
との就航時間・運賃比較、キャンセル待ちをしても
搭乗できない者の人数等を分析し、具体的な料金
案（キャンセル料金体系案）を議論した。
　複数の島民に影響が出ることから、関係町村長
の了解を得るとともに、運営検討委員会で議論し、
2019年6月からの導入を決定した。
　島民へは関係町村の広報紙等を通じて周知を図
り、理解を求めるご案内を実施している。

　新たなキャンセル料金体系を踏まえ、搭乗率の
推移を分析するとともに、導入後のアンケート等で
利用者の実態や意見を把握し、必要に応じて対応
を検討する。
　現在運航している機体2機のうち1機は就航から
18年が経過（先のアンケート調査で、機体が古いと
いう意見があり）し、更新の時期を迎えており、整備
費の増大等も予想されるため、早い段階から関係
者による検討会を設置し、更新に向けた検討を行
う。

　移設後の課題を調査し、必要に応じて関係者と
連携し、課題解決を図っていく。

2017年度アンケート
結果を踏まえた取組
の実施
（キャンセル対策の
検討など）

経　営　課　題 ヘリコミューター利用者に対する利便性の向上等

戦　　　　　　略 ヘリコミューター利用者に対する利便性の向上等

３年後の到達目標 ヘリコミューターの利用者アンケートを実施し利用者の意見を把握し、利便性・満足度向上に向けた取組を実施することで、ヘリコミューター利用者満足度７７．３％を達成している。

　団体自己評価

アンケート調査 12月実施
12月実施（予定）必
要に応じたアンケー
ト項目の変更

12月の1か月間、搭
乗者の不満点に関
する意見を集約・類
型化して具体的に把
握するなど、今後の
運航改善に活かす
ため、アンケート調
査を実施した。

　2017年度実施の項目を踏襲し、利用者満足度、
路線ごとの搭乗目的・搭乗理由の経年変化を収集
し、課題を明らかにした。
　この結果、島民は「仕事」「帰省」で利用すること
が多く(2017年度:85%　2018年度:84%)、ヘリコミュー
ターが生活路線として定着していることが明らかに
なった。また、路線によってはヘリを船欠航時の保
険としていることが明らかになった。このことが、船
の就航状況を待って、ヘリの予約を直前キャンセ
ルすることにつながっていると推測された。
　この結果を踏まえ、さらにキャンセルの実態を把
握するため、島に、キャンセル理由や時期などの
聞き取りを行い、関係者による検討会を設置し、対
策を講じた。
《参考》
　大島→利島間は「船欠航」が最も多く(2017年
度:56%　2018年度:39%)、ヘリを船欠航時の保険とし
ていると想定

　引き続き、利用者アンケートを実施し、結果の分
析により利用者の実態や意見を収集して課題を明
らかにし、利便性・満足度向上に活用する。

　また、より多くの意見をいただけるような手法を検
討するとともに、公社・運航事業者などの関係者が
見落としている課題や利用者からの要望が的確に
把握できるよう、必要に応じてアンケート項目を工
夫していく。

2018年度実績 要因分析

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都島しょ振興公社 評価年度：2018年度
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戦略①については、後年度収支予測や人口推計を踏まえた現状分析及を行い、中期計画に反映した。これによる課題と今後の取組の明確化により、積極的に自律改革を推進していることについ
て、評価する。今後も適時後年度収支予測を行い、目標到達に向けてPDCAを推進していってもらいたい。戦略②については、特産品取扱店舗数が早くも３年後の到達目標を達成するなど優れた
成果を上げており、特産品売上高の伸びも順調に推移している。戦略③については、積極的かつ戦略的にSNSを活用して情報発信を行った結果、ホームページへのアクセス件数を大幅に伸ばすな
ど、公社が島しょ地域を束ねる役割を担いながら島しょ地域の魅力の効果的なPRを行い、振興に寄与している。就業体験事業については目標の応募者数に届かなかったものの、課題分析と対応
策が検討されている。戦略④については、公社が中心となって複数の関係者間における調整を円滑に行い、ヘリコミューターの新たなキャンセル料金の設定や三宅島ヘリ発着場所の移設の実現
など、利用者の利便性・満足度向上に向けた取組を着実に実施した。こうした利用者目線に立った取組は、高く評価する。

各経営課題に関する年度目標について概ね達成できており、特に戦略②や④については３年後の到達目標の早期達成や利用者の利便性向上に向けた各種取組を実現するなど、総じて団体として
一定の成果を上げている。
引き続き、中期計画や経営改革プラン、今年度の取組状況等を踏まえた事業見直しを行って積極的な自律改革を進めるとともに、３年後の到達目標達成に向けて着実に成果を上げていくことを
期待する。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都島しょ振興公社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①／ 5

公益財団法人　東京税務協会

①

①

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・民間企業との意見
交換（延べ11回実
施）
・講演会等への参加
（延べ９回実施）

・新規事業メニュー
を洗い出し、その実
現可能性について
分析・検証を実施

・アンケート（２７団
体）等を実施し、
ニーズを把握

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

会員団体のニーズ
把握・可視化

　ICT・AI等の将来像を見据えた上で、協会事業の主軸として財政基盤を支えていく新たな事業を複数企画し、事業内容の分析・検証等を経た上で、具体的な事業化に向けて取り組んでいる。３年後の到達目標

経　営　課　題 新たなビジネスモデルの構築

将来を見据えた新規事業の展開

・各自治体にアン
ケートを実施（11団
体）

・アンケート調査、ヒ
アリングによる各自
治体ニーズの把握

主軸となる新規事業
の検討

・中期計画の見直し
の中で新規事業に
ついても検討

・新規事業メニュー
の洗い出し、採算性
（収支計画）など、実
施可能性の分析・検
証

ICT・AI等の情報収
集

―

・民間企業との意見
交換
・講演会等への参加
・情報媒体を適時確
認

戦　略

・会員団体支援の実現かつ財政基盤を支え得る
主軸事業を展開していくためには、長期的な検討・
調整を要する。
・そのため、組織横断的な中期計画ＰＴにおいて、
会員団体のニーズを基に新規事業メニューの洗い
出しを行い、その一部について実現可能性の分
析・検証を実施した。

・協会が実施する研修などの機会を捉え、各自治
体のニーズを把握するためアンケート調査を実
施。
・加えて、一部自治体に対して電話調査を実施。
・調査の結果、Web講義・教材の導入に向けては、
各団体のネット環境・学習環境の確保等の課題が
あることを把握。
(詳細は②の１段目・２段目参照)

・会員団体等のニーズを把握し、新規事業を推進
していく上で、協会事業とＩＣＴを融合して事業展開
できないか、民間企業と連携して検討。
・新規事業展開に活用しうるＩＣＴやＡＩ等の情報を
得るべく、民間企業が開催する講演会（延べ９回）
のほか、ＡＩ技術導入自治体の説明会等に参加し、
意見交換を積極的に実施。
・また、新規事業検討の端緒とすることや、ＲＰＡの
活用を検討するため、意見交換（延べ11回）を実
施。

・分析・検証の結果を踏まえ、短期的には、専門人
材のスポット派遣事業の新規展開を検討する。中
長期的には、コールセンター事業等の受託拡大を
目指す。
・スポット派遣事業は、滞納整理や固定資産税分
野において高度な税務知識・ノウハウを持った専
門人材を活用し、会員団体が支援を必要とする期
間のみ、短期的に人材を派遣する新たな形態の
事業で、2019年度中の試行、2020年度中の受託
開始を目指す。
・コールセンター事業等の受託拡大は、自動車税
コールセンターにて運用を開始したAstima（時間外
自動応答機能やＦＡＱなどオペレーター支援機能
を有したコールセンター運営システム）の技術やノ
ウハウを他税目又は他団体への転用・拡大を図る
ことを目的として行うもので、2019年度中の事前準
備、2020年度中に試行を実施する。

・上記新規事業展開の検討にあたって、まずは会
員団体向けに電話調査等を実施し、具体的なニー
ズ・課題の把握を進める。
・また同時に、更なる新規事業の展開に関する調
査をあわせて進め、事業化の可能性が高いもの
から速やかに実現に向けて取り組んでいく。

・収集した情報をもとに、協会事業とＩＣＴ等との連
携を図り、実施できるものから速やかに取り組む。
・協会事業とＩＣＴ等との連携を検討する際には、
ICT化の効果が期待できる研修事業等において東
京都主税局との連携が不可欠であることから、定
期的に協議する場を設け、新規事業の推進体制
の強化を図っていく。
・また、紙ベースの事務処理が中心の受託事業に
ついて、RPAの知見等を活用して、効率化の提案
を主税局に行っていく。

団体自己評価

・新規事業について組織横断的にメニューの
洗い出しを行い、実現可能性の分析・検証を
実施した。この検証を通じ、中長期的そして短
期的な取り組みの方向性を協会内で整理・共
有することができ、今後の事業化に向け具体
的な検討を進める体制を構築した。

・また、先進自治体の説明会に参加するととも
に、民間企業とも繰り返し意見交換を行い、新
規事業の展開に活用しうるＩＣＴやＡＩ等の情報
を積極的に収集・検証した。この収集した情報
や知見を、上記の新規事業検討に反映させた
ほか、協会内のノウハウとして蓄積・深化する
ことで、事業化に向けた具体的な検討の際に
引き続き活用していく。

・以上のとおり、ICT・AI等の将来像を見据えた
上で、新規事業の検討・具体化に着手してお
り、目標達成に向け着実に取り組みを進めて
いる。
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②／ 5

公益財団法人　東京税務協会

②

②

・WEB講義やWEB教材の販売について、利用
者ニーズを把握する必要があり、そのための
アンケート調査を多くの自治体職員が集まる
当協会のセミナーで実施した。

・このアンケート調査の回答を集計・検証する
ことで、WEB講義や教材に対する利用者の考
え方や課題を把握することができたため、今
後のシナリオ作成や提供方法の検討の際に
適切に反映させていく。

・一方、WEB講義やWEB教材の実現に当たっ
ては、閲覧料の徴収方法や協会・利用者双方
のセキュリティ環境の確認、利用者との質疑
応答の手法を含めた効果的な提供方法の検
討など整理事項が多岐に渡る。

・そのため、試行を実施し、それに対する満足
度を分析するなど成果検証や課題把握を着
実に行い、利用者と一体となって持続可能な
仕組みづくりを進める必要がある。

・2018年度は、アンケート調査を通じ、利用者
の基本ニーズを把握したことから、今後は目
標達成に向けた具体化を進めていく。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 評価年度：2018年度

経　営　課　題 会員団体等の期待に応えた事業の実施

戦　　　　　　略 自治体支援の新たな展開

３年後の到達目標 　ICTを活用した自治体支援の新たな展開、例えばWeb教材の販売など遠隔的な支援を実現することで、会員団体等への貢献ができている。

団体自己評価

Web講義の検討 －

・自治体ニーズを把
握
・自治体のセキュリ
ティ環境の確認
・Web授業用のカリ
キュラム、シナリオ
の検討

対応方針

データベースの活用
検討

－
－
（④の３段目にて作
業）

（④の３段目参照） －

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・自治体ニーズ把握
のためアンケートを
実施

・Web講義を具体化していくためには、各自治体に
とってどのような形態が受講しやすいか検証する
ことが肝要。
・そのため、多くの自治体職員が集まる当協会の
セミナーでニーズ把握のためのアンケートを実施。
・アンケート調査により、一定のニーズがあること
は確認できたが、受講するためのネット環境を整
備するのに支障がある自治体が存在することや、
事例討議等の実践的な研修よりも、講義形式の基
礎的な研修の方が適していること等を把握。

・受託研修事業において、育児や介護中の職員に
提供しているＤＶＤのデータを活用して、2019年度
中にＷｅｂ講義の試行を実施する。
・その結果を踏まえて、課題の検証を行い、2020
年度の導入に向けて環境の整備と仕組みづくりを
進めていく。

Web教材販売の検
討

－

・自治体ニーズを把
握
・提供方法などの仕
組みを検討

・自治体ニーズ把握
のためアンケートを
実施

・Web教材販売を具体化していくためには、Web教
材の活路を見出し、様々な活用形態を提案する必
要がある。
・そのため、多くの自治体職員が集まる当協会の
セミナーでニーズ把握のためのアンケートを実施。
・アンケート調査により、一定のニーズがあること
は確認できたが、書籍の電子版販売については、
紙媒体の書籍販売よりも料金の低減化が求めら
れていることを、講義教材・音声のダウンロード販
売については、質疑応答のできる環境整備を求め
られていること等を把握。

・アンケートの結果を踏まえ、提供方法等の仕組
みの検討、Web販売に適した形式での教材の整備
等を進め、2019年度中に試行販売を実施する。
・その結果を踏まえて、課題の検証を行い、2020
年度の導入に向けて環境の整備と仕組みづくりを
進めていく。

・簡易のデータベースを構築した上で、質問傾向
等の分析・検証を行っていく。
・データベースにより蓄積した知識やデータの提供
方法・範囲について、会員団体等のニーズを把握
していく。
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③／ 5

公益財団法人　東京税務協会

③

③

　・企画部門をプランの推進役として2018年度
に確立したことにより、今後「①将来を見据え
た新規事業の展開」や「②自治体支援の新た
な展開」を中心となって進める組織体制を具
体化した。

・一方、ICTを活用した新規事業を検討するた
めに、システムに長けた職員が必要となるが、
協会が求める職員を外部からすぐに採用する
ことは困難である。そのため、新規事業の検
討状況等を踏まえながら確保策を検討するだ
けでなく、協会内で職員を育成することも視野
に入れていく必要がある。

・そこで、システム担当者を選出し、ITリーダー
として位置付けるなど、協会内において新規
事業の構築に向けた人材育成を進める環境
を整備したところである。

・プラン推進役となる企画部門の確立やＩＴリー
ダーとなるシステム担当者の選出など新たな
事業展開を見据えた体制づくりに着手してお
り、今後はこの体制を活用・強化していくこと
で、業務改革を継続し得る組織力を磨いてい
く。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 評価年度：2018年度

経　営　課　題 継続的な業務改革、事務改善の実施

戦　　　　　　略 企画部門の強化

３年後の到達目標
　「①将来を見据えた新規事業の展開」や「②自治体支援の新たな展開」を円滑に推進できる体制が整備できている。また、税制改正や労働関係法令の改正など、将来的な環境変化にも柔軟
に対応し、継続的に業務改革、事務改善を実施しうる組織力を有している。

団体自己評価

組織体制等の検討 －

・PTにて業務割り振
りを検討
・業務割り振り等を
もとに必要人員の検
証
・協会内協議
・関連部署協議

対応方針

システム担当職員
の育成・登用

－

・システムに長けた
職員を選出（1名）
・システム関連の研
修、育成メニューの
検討・受講

・対象職員を選出

・新規事業構築等を見据え、協会内でシステム担
当者を選出し、この者をＩＴリーダーとして位置付け
た。
・システム担当職員に対し、RPA(WinActor)導入に
係る基礎知識の習得を図るため、事業者による研
修を実施した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・企画部門をプラン
の推進役として確立

・協会内にＰＴを立ち上げ、来年度以降の執行体
制を見据えた組織のあり方を検討するとともに、必
要な組織体制を協議し具体化につなげた。

・2018年度に、企画部門をプランの推進役として確
立した新組織体制を整備した。

体制構築のための
採用・登用

－

・新たな事業展開を
踏まえた必要人材
の検討
・採用要件等の整
理、採用計画作成

・必要人材を検討
し、採用要件等を整
理

・ICTを活用した新たな事業を展開していくために
は、協会の事業を理解しているだけでなく、業者と
対等に協議できるシステムに長けた職員が必要で
あるが、当該職員をすぐに確保することは困難。

・当該職員をすぐに確保することは困難なことか
ら、新規事業の検討状況や想定業務量も踏まえな
がら、確保策を検討していく必要がある。
・また、確保策と同時に協会内で育成することも視
野に入れていく。
・加えて、受託事業におけるシステム投入に当たっ
ては、主税局のシステム担当部門に対し人的支援
を求めていく。

・新規事業構築に必要となるシステム知識の習得
を目指し、研修や育成メニューの検討を実施して
いく。
・システム担当職員の育成に当たっては、2018年
度に導入したRPＡ(WinActor)も活用し、ICT知識や
操作方法の習得を図っていく。
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④／ 5

公益財団法人　東京税務協会

④

④

・2018年度中に、専門性の高い自治体OBの
確保を目指す人材バンク制度を創設した。今
後は、本制度を有効活用することで、自治体
OB職員の情報を幅広に集め事業を支える人
材の確保につなげていく。

・専門人材が有している知識・データを集約化
する取り組みを試行することで、課題の掘り起
こしと方向性の共有を図った。今後は、効率
的かつ協会内のノウハウ継承に資する手法を
整理し、データベース化を実現させていく。

専門人材の確保につながる制度を創設すると
ともに、専門知識やノウハウ継承に資する取
り組みを進めているところであり、引き続き協
会の専門性維持を図っていく。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 評価年度：2018年度

経　営　課　題 専門性の維持・向上

戦　　　　　　略 専門人材の継続的な確保、知識・ノウハウの継承

３年後の到達目標
　専門職人材バンクを創設し、その登録者数15名を確保する取組等を実施することで、専門人材を確保するとともに、ICT等を活用した税務知識のデータベース化を実施することにより、組織
の強みである専門性の維持が図られている。

団体自己評価

専門職人材バンク
の創設

－ ・人材バンクの検討

対応方針

税務知識のデータ
ベース化（FAQ）

－

・個人で保有してい
る知識・データの集
約（試行）
・協会内用のデータ
ベースのフォーマッ
ト構築

・専門人材が受け付
けた質問等につい
て受け答え記録を
集約し、データベー
ス化の取組を試行

・個人で保有している知識・データ集約の試行を実
施。
・専門人材は、種々様々な質問を受け付けたり、
浩々たる知識を有したりしていることから、データ
の集約に難航した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・人材バンクの創
設・運用

・当協会の強みは、高度な税務知識と実務経験を
有する専門人材（自治体ＯＢ）を抱えていることで
あるが、この専門人材が高齢化傾向にあり、後継
人材の発掘やノウハウの継承が困難となってい
る。このことから、人材バンクを創設し、メールなど
による簡易な登録方法を実現することで、自治体
ＯＢの確保を目指す。
・2019年度に創設を予定していた人材バンク制度
を年度末に前倒しで創設し、東京都及び特別区に
周知した。

・運用を開始した人材バンク制度の周知を更に進
めることで、専門人材の確保につなげていく。
・人材バンクの登録者については、知識・経験のレ
ベルに応じて、講師や自治体支援のための人材
派遣の拡大のほか、スポット派遣事業の新規展開
につなげていく。

定年退職年齢の柔
軟化

－
・確保する体制を念
頭に、引き上げ年齢
等の検討

・定年年齢の引き上
げや非常勤としての
活用などを検討

・後継人材の発掘やノウハウの継承のためには、
貴重な専門人材をいかに留め置くかが重要な視
点である。
・そのためには、ただ単に定年年齢を引き上げる
だけでなく、非常勤としての活用など複合的に検
討している。

・就業規則の改正を見据え、協会内協議や関係部
署との協議を重ね、定年退職年齢の柔軟化を進
めていく。

・質疑応答の中からデータに集約するもののルー
ルを作成した上で、データベースを稼働させてい
く。
・稼働後は、データベースを随時更新するととも
に、知識・データの集約対象職員を拡大していく。
・データの集約に当たっては、将来的に外部に発
信していくことを念頭におくと同時に、集約データ
は協会内のノウハウ継承策として活用していく。
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⑤／ 5

公益財団法人　東京税務協会

⑤

⑤

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 評価年度：2018年度

経　営　課　題 人的資源の有効活用

戦　　　　　　略 固有職員等の確保・育成

３年後の到達目標
　固有職員等の確保・育成を図り、枢要監督職（管理係長）への登用等を実現することにより、協会の事業を安定的に運営していくための人員体制が示されている。
　固有職員等の確保については、固有職員（常勤嘱託員を含む。）の採用3年以内の離職率が現在35～40％程度のところを、約30％程度に抑えられている。

団体自己評価

管理係長選考試験
制度の策定

・係長選考はあり、
管理係長選考はなし

・管理係長選考試験
制度の案を作成
・課題抽出・解決策
の検討
・幹部職員にヒアリン
グを実施
・キャリアパスを検討

・課長補佐級職員
(管理係長用)の給料
表を作成
・課長補佐級職員選
考制度を検討・創設

・当協会の固有職員は、事業所業務の知識・ノウハ
ウは有しているものの管理監督という視点について
は、東京都ＯＢの知見・経験に頼る部分が大きく、
課長補佐級職員(管理係長・監督職）への登用には
至っていなかった。
・東京都ＯＢの減少が見込まれる中で、当協会が実
施する既存事業の安定的運営を維持する観点か
ら、課長補佐級職員に固有職員を登用すべく、課長
補佐級用の給料表を整備し、選考制度を創設した。

・選考制度により、2019年度から固有職員を初めて
課長補佐級職員(管理係長)に登用する。
・今後は、選考制度を運用し、現在の監督職の退職
動向を踏まえつつ、課長補佐級職員の登用を進め
ていく。

・課長補佐級職員選考制度を検討・創設したこ
とで、固有職員を初めて監督職である課長補佐
級職員に登用した。

・加えて、東京都への長期派遣を通じ、固有職
員が都の職員と協働し実務に当たる中で、現
場の経験や実例を東京都に還元した。

・枢要監督職（課長補佐級職員）への登用を実
現するとともに、東京都との人材交流を進める
など、協会の事業を安定的に運営していくため
の人員体制を積極的に構築しているところであ
る。

東京都との人材交流
・派遣研修として1名
を1年間派遣

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

給与等の処遇検討 －

・給料表の改定を検
討
・給料表改定手続
・関係部署検討

・検討を行った結果、
財政運営状況を踏ま
えると実現困難

・他の監理団体等と比較すると、待遇が十分とは言
えず、採用３年目までの職員定着率も低い傾向に
ある。
・このことから、給料表の見直しを含めた、人材定着
のための方策を検討。
・退職金制度なども検討したが、協会財政運営の状
況から現時点ではすぐに導入することが困難。

・職員構成のベストミックスについて、課長補佐級職
員への登用や事業別の収支バランス等を鑑みた上
で、引き続き検討していく。

・人材交流を継続（1
名）

・人材交流を実施（１
名）

・固有職員を協会のコア人材として育成する手段と
して、都との人材交流により、都の政策形成を学ぶ
ことで、事業の柱となる人材の育成を目指してい
る。
・2018年度は、東京都に長期派遣（1年間）として、
職員を１名派遣した。

・現在の人材交流を継続していく（1名）。
・加えて、今後は、東京都からも専門人材の派遣を
受け入れることにより、双方に有益な人材交流とし
ていけるよう、東京都主税局と調整を図っていく。

・給与等の処遇改善に向けて、賞与増額など引き続
き実現できる方策を検討していく。
・併せて、勤務時間の柔軟化など給与とは別の側
面から定着率の向上を図る方策についても検討し
ていく。

将来的な人員体制
の検討

－
・無期雇用の在り方
検討

・無期選考合格人数
の検討

・当協会で長年勤めてもらう観点から、固有職員の
無期雇用化を推進しているが、すべての固有職員
を無期化することは協会財政の問題や、事業縮小
等への対応が困難となってしまうという問題により
難しい。
・協会の事業執行体制の安定化と協会財政への負
担のバランスを斟酌しながら、2018年度は11名を無
期選考試験の合格者とした。
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【戦略①】
新規事業の分析・検証の結果、スポット派遣事業の新規展開、及びICT技術を活用したコールセンター事業の新規分野への拡大という、具体的なメニューの選定を行った。今後は、目標のスケ
ジュールに沿って、新規事業の具体化を着実に進められたい。局としても、ICT等の活用による受託事業の効率化とあわせて、これらの取組について積極的な支援を行っていきたい。
【戦略②】
Web講義、Web教材の検討において、実現に向けての具体的な課題を把握したことは着実な一歩である。今後、具体的な検討・準備を重ね、2019年度中の試行に繋げられたい。
【戦略③】
プラン推進のための組織体制を2018年度中に確立し、実体的な職員の育成に取り組んだことは、一定の成果である。今後、強化した企画部門が、プラン推進役としての役割を果たされることを
期待している。
【戦略④】
人材バンク制度を前倒しして2018年度中に創設したことは、新規事業の展開にも繋がる大きな成果である。引き続き、協会の強みである専門人材の確保に向けた取組を進めるほか、税務知識
データベース化を実現されたい。
【戦略⑤】
昨今の人材不足を踏まえ、管理係長選考制度を前倒しして2018年度中に創設した。引き続き、都との人材交流の継続、職員構成のベストミックスの検討・実施も推進し、協会事業の安定的な運
営に努められたい。

【総合評価】
経営目標評価の委員ヒアリングを踏まえて、新規事業メニューの選定を行ったほか、ICT等の活用による受託事業の効率化を目指すこととしている。また、人材バンク制度の創設等、一部目標に
ついては2018年度中に前倒しで達成した。引き続き、2019・2020年度の目標達成に向けて個別取組が着実に推進されることを期待している。
特に新規事業として掲げているスポット派遣事業、コールセンター事業の新規分野への拡大については、都及び各自治体の税務行政の支援を目的とした、政策連携団体活用戦略に則った事業で
あり、選定には主税局も携わった。これらは活用戦略に掲げる役割分担のとおり、税務実務を補完する、高度な税知識・ノウハウを必要とする業務であり、協会が担う役割としてふさわしい。
そのため、局としても、目指すべき将来像に向けて、これらの取組が実現するよう、積極的な支援を行っていきたい。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京税務協会 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

・職員派遣
・研修結果の報告

1名を派遣し、研修結
果の報告会を実施
研修内容を活かした展
覧会事業を実施
2019年度に向けた募
集を実施

予定どおり2018年6～8月に1名の職員を英国の文化施
設等に派遣し、より専門性を深める研修を行った。さら
に、研修で得た成果を基に展覧会「写真の起源　英国」
展を実施した。
2019年度については、2名を派遣予定。

・職員の専門性を向上させるため、美術館における新た
な分野や、劇場におけるコンテンツ制作や舞台技術に関
する海外等の先進事例を学ぶ研修を実施する。
・さらに、アートマネジメントや社会的課題解決につなが
る文化政策など、これまでと異なる分野をテーマとした研
修についても幅広く検討を行い、専門性の向上を図って
いく。

・専門性の高い優秀な人材を確保・育成するため、早期
に実現可能な改善策を検討・実施する。
・新たな人事制度については、国・都などの動向（定年延
長など）も踏まえて、制度設計、関係各所との調整を行
い、2021年度の導入に向けて、着実に取組を進める。

新たな人事給与制度
の確立

新たな人事給与制度
の骨子の検討及び関
係各所との調整

新たな人事給与制度
（案）の関係各所との
調整及び交渉、次年
度導入に向けての予
算要求

早期に実現可能な処
遇改善策として、2019
年度より正規職員と契
約職員の手当（住居・
扶養手当）を統一

今後、新たな課題として定年延長への対応が必要となる
が、当財団としては国・都の対応を踏まえて、方針を決
定する必要がある。この定年延長への対応は処遇改善
や新たな制度設計と密接に関係するため、合わせて検
討する必要がある。
2021年度から定年延長を行うと言われている国や、これ
を踏まえた都の対応を見た上で、次期指定管理の開始
期間も考慮し、当財団における新たな制度の実施は
2021年を目指す。

団体自己評価

優秀な専門人材確保
のための、非正規職員
の正規職員への雇用
転換

雇用転換による正規
職員割合の増加

社会経済状況及び職
員年齢構成・ポスト等
の推移を視野に入れ
順次転換

2019年4月に4名転換
専門性の高い職員を確保するため、着実に転換手続き
を行い、予定どおりの転換者数を確保した。

・専門性の高い職員を採用するため、対象となる職員に
対して、転換制度について、十分な周知を行うとともに、
非正規職員の経験を考慮した人事制度を構築し、着実
な転換を図っていく。

専門性の高い優秀な人材の確保のため、雇用形態
転換を着実に実施するとともに、転換しやすい人事
制度について検討を行った。また、職員の専門性向
上のため、幅広く研修テーマを設定し、職員派遣研
修として今後、２ヵ年で４名を派遣する予定である。
人事給与制度改革については、早期に実現可能な
処遇改善を行うなど、必要な対応を行うとともに、制
度の検討や関係各所との調整・交渉を行った。
社会状況や当財団を取り巻く状況を勘案しながら、
計画を踏まえ、着実に人材の確保及び育成に向け
た取組を進めることが出来た。

専門性向上のための
研修の充実

職員派遣研修制度の
創設

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 人材の確保及び育成

戦　　　　　　略 雇用及び育成にかかる制度や方針の見直し

３年後の到達目標

国内最大級の芸術文化の団体として、専門性の高い優秀な人材確保のために、以下の取組を実施する。
○非正規職員から正規職員への雇用転換を着実に実施する。
○職員の専門性向上のための研修制度を実施（国内外派遣5名程度）し、優秀な人材の確保・育成を図る。
○財団を取り巻く状況を踏まえた新たな人事給与制度を2019年度から導入・運用する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度
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②

②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人 東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 持続的な事業実施のための財源確保

戦　　　　　　略 長期的な視点に立った財務基盤の強化

３年後の到達目標

○東京2020大会実施年である2020年度において、質が高く魅力的な自主事業を都民や東京を訪れる方々に提供するため、公益目的事業における財源の獲得増や収益事業の収益増により、自己財源を20.4億円確
保する。
○財務連携により財団全体で積み立てた特定資産を各施設に効果的に再配分することにより、2020東京大会関連事業や各施設の芸術文化事業の充実を図り都民に還元する。（3年で5億7千万円）
○認定法上の公益目的事業を統合することにより、多彩な事業を実施しやすくすると共に、統合のメリットを活かした財務連携により、安定した事業実施を図る。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

公益事業における自己
財源の獲得増

13.4億円
10.2億円
（江戸博、現美工事休
館のため）

12.0億円

文化庁等からの補助金の獲得が堅実であった。更に、展
覧会など他団体と共催事業において多くの集客があった
ことによる分配金の収益や、自主制作した劇場公演を地
方の劇場に積極的に売り込んだことによる地方との連携
事業収益が好調であった。

展覧会において多数の来館者が集中することによる顧客
満足度の低下を避けるための鑑賞環境の維持などに留
意しながら、魅力のある事業展開により入場料収入や共
催事業収入などを確実に得ていく。更に、協賛金や助成
金の獲得にも努めることにより自己財源を確保し、安定的
な自主事業の実施に繋げる。

2018年度の個別取組事項に関しては、いずれも堅
実に取組むことができ、一定の成果が挙がってい
る。３年後の到達目標の達成に向けた進捗は順調で
あるが、確保した財源が都内の芸術文化活動の振
興に真に寄与するものになるよう、効果的な活用の
視点も持ちながら、引き続き確実に取組んでいく。

収益事業の収益額増 5.2億円
4.1億円
（江戸博、現美工事休
館のため）

5.0億円

展覧会等への多数の来館者があったことから、レストラン
等の飲食施設やミュージアムショップに係る事業収益、ま
た展覧会に係る事業共催者との商品販売収益が好調で
あった。

レストランやショップにおいて、展覧会等の事業内容に合
わせた商品を多数取り揃えるなど利用者サービスの向上
に取組むことで、展覧会・公演等事業の集客を館内のこ
れらの施設の利用に確実に繋げ、収益の増加に繋げる。

東京２０２０大会の文化プログラムである「Tokyo Tokyo
FESTIVAL」の盛り上げのため特定資産を更に活用し、人
材育成や教育普及事業などを充実させることにより、芸術
文化活動の振興及び発信を図っていく。

特定資産の活用 4千万円程度 7千万円程度 6,751万円

収益事業の利益額を集約し一括で積み立てた特定資産
を活用し、事業の充実を図った。（以下の事業を実施）
・東京文化会館の東京音楽コンクールの充実（1,245万
円）
・東京芸術劇場のオルガンコンサートの充実等（2,343万
円）
・共通・連携事業及び職員派遣研修等（3,163万円）

ー公益目的事業の統合
公益目的事業が3つに
区分されており、財務
上の連携に制限

公益目的事業を統合
公益目的事業を統合
済み

公益目的事業について、平成29年までの3事業区分（公
1：博物館及び美術館を活用した文化の振興、公2：音楽
及び舞台芸術の振興、公3：芸術文化の基盤整備及び発
信と提供）を一本化（芸術文化の振興並びに基盤整備及
び発信と提供）する変更認定を行った。
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美術館・博物館におけ
るユニークベニュー事
業実施（4施設）

4施設で実施

東京都や観光財団と連携を図るとともに、より利用しやす
いように利用者の要望に応えたフレキシブルな対応（休館
日以外の実施、時間や使用場所など相手の希望に合わせ
た設定）を行うことで、庭園美術館、たてもの園、写真美術
館、東京都美術館の4施設で実施。

2019年度から江戸東京博物館、現代美術館でもユニーク
ベニュー事業を開始する。先行実施している他館と同様に
館の特性に合わせたフレキシブルな対応についても検討
する。また、他団体等との連携、民間事業者を活用するこ
とで、活用促進を図る。併せて、効率的に対応できる体制
を検討する。

・2018年度の効果検証により効果が認められたため、国立
美術館と東京メトロと連携しながら、より多くの人が参加し
やすいコンテンツになるよう、内容の改善を図るとともに、
外部資金を活用してプロモーションを拡大させる。

・鉄道事業者等公共交通機関と連携し、効果的な広報を展
開していく。

外部団体との広報連携
国立美術館等との広報
連携実施（サマーナイト
ミュージアム等）

・国立美術館等文化施
設との広報連携実施

・鉄道事業者等公共交
通機関との広報連携実
施

・国立美術館等文化施
設及び鉄道事業者と連
携したイベントの開催

・20代30代の新規顧客
の創出

国立美術館、東京メトロと連携し、各館を回遊する「7つの
謎解きミステリーラリー」を実施し、20-30代の顧客層及び
美術館・博物館への関心の薄い層の開拓を図った。（参加
者における20-30代の割合：45.9％、年に1回程度～全く行
かない：41.6%）
また、連携したことにより、経費負担なしで東京メトロ全駅・
全車両にポスター掲示が可能になるなど、効果的かつ効
率的な広報展開が実現した。

団体自己評価

「共通広報」及び「各館
広報」の強化

・財団HPの大幅リ
ニューアル実施（年度
内）

・インスタグラムを活用
した発信

・財団内の共同事業の
アピール･ロゴの作成･
運用

・財団HPコンテンツの
充実（事業ニュース記
事、テーマ別の事業紹
介など）

・SNS等での発信強化
による財団ホームペー
ジへのさらなる誘導

・財団内の共同事業の
アピール・ロゴの運用

・財団HPコンテンツの
充実とPV数増加（前年
度比約30％増）

・SNSから財団HPへの
流入数72,902PV/全体
2,237,399PV

・財団HPに動画掲載、
連携事業にロゴ使用等
を実施、サマーナイト
ミュージアムの共通イ
メージ画像を作成

・HPリニューアル後、日・英での全施設イベント情報や事業
ニュース記事を充実させたことにより、昨年度よりＰＶ数が
大幅に増加。（3月末時点累計：2,237,399PV（Ｈ30）
/1,704,256PV（Ｈ29））
・SNSから財団HPへの誘導を促進するため、画像の選定
や掲出方法を工夫するとともに、各館との相互リツイート等
を積極的に行った。
・大学生のインフルエンサーを起用したSNS広報、外国人
向けニュースサイト等の民間サイトへの記事広告の出稿な
ど、各ターゲット別にサマーナイトミュージアム向け広報を
実施した。
・財団スローガン「芸術文化のあたらしい出会い」をイメー
ジした動画を財団HPトップ画面に掲載、財団連携ロゴを活
用したチラシ等の作成などを実施することで、財団連携事
業をアピールした。

・財団ＨＰのコンテンツを日・英で充実させるとともに、
都立文化施設の多彩な事業やイベントを横断的に紹介す
るニュース記事等をタイムリーに届けていくことで、財団事
業をわかりやすく「見える化」し、都民に役立つサイトとし
て、閲覧数の増加を図る。

・大学生や外国人などターゲット別に、様々な媒体・ツール
を選定し、ＳＮＳ等と連動させるなどして、より戦略的な広
報を展開する。

・財団連携事業をアピールすることに加え、財団事業が中
心となっている「Tokyo Tokyo FESTIVAL」のプロモーション
を財団全体で推進していくことで、財団事業の魅力発信、
認知拡大を図る。

2018年度実績 要因分析 対応方針

財団の各施設が実施している事業の広報に加えて、
それらを横断的、一体的に見せる取組みを充実した
結果、ホームページ閲覧数が昨年度比31％増となる
など一定の広報効果があった。
また、ユニークベニューの実施により、施設の魅力を
活かした新たな利活用の開拓に努め、認知度の向上
につなげた。
さらに外部団体と連携したイベントを実施することで、
若年層及び美術館・博物館への関心の薄い層の来館
を促進することができた。

MICE振興施策との連
携による施設のPR

美術館・博物館におけ
るユニークベニュー事
業実施（4施設）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 発信力の強化とプレゼンス向上

戦　　　　　　略 多角的な広報とプレゼンス向上

３年後の到達目標
○財団が関与する様々な文化事業や各文化施設の認知度とともに、財団全体としての認知度を向上させる。
○子供・若者や外国人などの新たな顧客層が育ち、芸術文化に興味を持つ人々の裾野がより大きく広がっていることを目指す。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度
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企画の選定・制作
2,436件の応募から13
件を選定

国内外を問わず幅広く募集を行った結果、総数2,436件
（うち海外28件）の企画が応募された。これらの企画を外
部有識者等12名による１次審査、２次審査を行い、企画
案を選定、平成31年2月に発表した。今後、プロジェクトの
制作を進め、2019年秋以降に順次実施する。

・採択企画の制作を行うとともに、東京2020大会に向けた
関連イベントやラグビーワールドカップに合わせて、集中
的に事業紹介を行い、効果的な広報を実施する。
・一部企画については2019年秋以降に先行実施し、2020
年度実施事業についての期待感を高める。

・東京文化プログラムのデータベースについては、引き続
き対象となる事業の実績データの入力を進める。
・アーカイブの記録・公開に向けた方針については、当財
団事業のチラシ等の静止画は原則としてデータベースに
入力する方針とした。
・都や関係機関と調整のうえ、より多くの方に見ていただ
けるアーカイブとなるよう、ブラッシュアップを図っていく。

東京文化プログラムの
アーカイブ化による継
承

事業のアーカイブ化の
実施

東京文化プログラムの
アーカイブ化の構想・
計画

・東京文化プログラム
の文字情報のデータ
ベースの構築に着手

・各事業の静止画及び
動画の記録状況等を
確認した。

東京文化プログラムのアーカイブ化の基礎情報となる文
字情報のデータベースの構築を、東京都との共催事業と
して推進。都の負担金を活用して、ロンドンオリンピックの
文化プログラムを参考に、リオオリンピック後から行われ
た財団各館の全事業を調査し、データベース化するため
の必要な項目（事業数・参加者数・実施地域・参加アー
ティスト数など）を検討し、構築した。
また、各事業について、文字情報の他、静止画及び動画
のアーカイブの記録状況等を確認した。

団体自己評価

利用者視点に立った施
設運営及び挑戦的な
事業の実施

・利用者視点に立った
施設運営

・各施設の特性を活か
し今までの枠組みを超
えた挑戦的な事業を企
画・実施

・施設運営の不断の見
直し（利用者や専門家
等による点検、課題整
理）

・新たな価値を提示す
る挑戦的な事業を実施
（美術館・博物館等9施
設、ホール2施設及び
アーツカウンシル東京
で実施）

・施設サービス魅力向
上プロジェクト12施設
中9施設で実施
・顧客満足度調査を実
施

・各施設等で新たな価
値を提示する挑戦的な
事業を実施

・3施設（たてもの園、東京都美術館、 東京文化会館）を
先行して点検。点検結果を元に、対応可能な事項から順
次対応するとともに、次年度以降に対応する事項、継続し
て対応を検討していく事項に整理した。また、他の6施設
（休館中の2館及びレジデンス施設を除く）についても、同
様の自主点検を年度内に実施した。
更に、顧客満足度調査を経年比較が出来るよう継続的に
行い、利用者のニーズを把握を行った。

・双方向のコミュニケーションを形作る「お弁当」にまつわ
る歴史的資料や「お弁当」をテーマにした現代作家の作
品を展示する体験型展覧会「おべんとう展」（東京都美術
館：入場者数66,146人）など、各施設において事業を実施
した。

・施設の自主点検の結果を踏まえ、2019年以降に対応す
る予定の項目(館内サインの改善検討や多言語対応等）
については、順次対応を進める。
顧客満足度調査の結果については、各施設で精査の
上、改善すべき項目、調査から得られたデータを踏まえた
対応（駅からの案内等）について検討する。

・アートと他分野のジャンル横断の企画、ＶＲ等の最先端
の技術を活用した企画、参加・体験型の事業等、挑戦的
な事業を通じて、多様なニーズにこたえる。

2018年度実績 要因分析 対応方針

施設サービスの点検を行い、即時対応可能な事項
（チラシの配架やポスター掲示の整理等）について
順次対応し、2019年度以降に対応する項目につい
ては、検討を行った。
また、利用者ニーズの把握に努め、利用者視点に
立った施設運営を心がけた結果、顧客満足度調査
で満足度90%を得ることができた。より改善すべき事
項等について検討を行った。
参加体験型の企画等を通じて、新しい楽しみ方を提
示し、都民の多様なニーズに応えた。
東京文化プログラムのアーカイブ化については、
データベースの構築を着実に進めた。
今後は、より多くの方に見ていただけるアーカイブと
なるよう、関係機関との調整を進める。

「Tokyo Tokyo
FESTIVAL*企画公募」

事業の検討・公募

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 文化芸術の継承と新たな取組

戦　　　　　　略 多彩な事業展開による文化の継承と挑戦

３年後の到達目標
○都を代表する文化団体として、利用者視点に立ち、不断の施設運営の見直しに取り組むとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、新たな価値を提示するような挑戦的な事業の実施によって、都
民の様々なニーズに応える。
○主要な東京文化プログラムをアーカイブ化して広く紹介し、継承する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度
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・ぐるっとパス拡大（参
加施設90）

・運営体制整備の検討

・参加施設数の増加
（80→92）
・事務局人数（2名→3
名）

・アンケート結果等の利用者ニーズから、都内だけでなく
千葉、神奈川、埼玉の中心部からも周遊性、利便性や集
客数などを考慮し、参加を促した。その結果、新規8施設
が新たに参加（再参加4施設）することなり、参加施設数が
80施設から92施設に増加し、利用者サービスの充実を
図った。また、次年度に向け、新たな参加施設の調整等を
実施。販売実績：37,653冊（前年度比105.6％）、利用者
数：300,140名（前年度比124.4％）
・事務局の人数を2名から3名に増員し運営体制を整備し
たことで、参加施設の増加に伴う業務量増などに適切に
対応した。

・ぐるっとパスについては、周遊性や利便性の向上を図る
ため、関係する施設との調整、運営の検討を行い、参加
施設の拡大に取り組む。
・インバウンド対応の充実、ｅチケット対応の実現に向け
て、取組を進める。

・東京キャラバンは、2019年度は全国５か所（いわき市な
ど）で、各自治体と連携して行い、2020年度は、集大成と
して都内で実施。
・地方劇場とのオペラの共同制作、巡回公演、展覧会の
巡回展により、人材育成・運営ノウハウの共有を図るとと
もに、運営について検証・改善を行う。

地方との連携による全
国的な文化振興

東京キャラバン*、地方
劇場との共同制作、巡
回展等の実施

・東京キャラバンの実
施（3箇所）

・舞台芸術の共同制作
（1件）

・展覧会の巡回
（5件程度）

・東京キャラバン3箇所
実施

・地方劇場との共同制
作及び連携によるオペ
ラ公演の実施及び準備

・巡回予定の展覧会6
件実施

・毎回、地域を変えて実施している東京キャラバンについ
ては、各地域特有の文化や伝統等のコンテンツを活か
し、各自治体と調整・連携することで、豊田、高知、秋田で
実現。
・「オペラ夏の祭典2019-2020《トゥーランドット》」（2019年）
の地方公演に向け、東京文化会館と地方劇場とが共催協
定を締結。
・3つの地方劇場と東京芸術劇場の共同制作による「東京
芸術劇場シアターオペラ」を実施した。
・「プーシキン展」「藤田嗣治展」（東京都美術館）、「フラン
ス絵本の世界展」「アール・デコと異境への眼差し展」（庭
園美術館）など、地方巡回展として実施。

団体自己評価

海外連携による事業展
開と発信

海外と連携した事業を
実施

海外関係機関との連携
を強化し、海外と連携し
た事業を実施
（例：パリ・タンデム）

・パリ・タンデム他、国
際連携事業12事業を
実施

・パリ・タンデム事業として東京都と共催し、パリにおいて
「FUROSHIKI　PARIS」及び「からくり人形の動態展示」を実
施。屋外広告やフリーペーパー、ＳＮＳ等を活用した広報
展開を行った結果、総計8万人の来場者となった。
・北京での「日中韓博物館国際シンポジウム」に江戸東京
博物館が参加、北京首都博物館にて江戸東京博物館と
の共同企画による「北京と江戸」展を実施。
・野田秀樹作・演出による「贋作　桜の森の満開の下」を、
パリ国立シャイヨー劇場にて上演。

交流事業・共同制作を通じた2国間等の海外連携及び国
際会議（国際博物館会議）・シンポジウムへの参加による
多国間連携に取り組み、事業の充実と文化事業の発信力
の強化を図る。

2018年度実績 要因分析 対応方針

パリ・タンデム事業では東京都と共催してパリ市との
連携事業を実施し、また、博物館国際シンポジウム
やオペラの国際共同制作など海外との連携事業を多
数実施することで、東京、文化の魅力を発信すること
ができた。
ぐるっとパスの参加施設数の増加により、周遊性、利
便性が向上し、より多くの方が芸術文化に触れること
ができる環境づくりに寄与した。
展覧会や公演、イベント等を地方と共同で実施する
ことで、ノウハウや研究成果を共有し、全国的な文化
振興に寄与した。

文化施設等のネット
ワークの構築による
サービス充実

美術館・博物館等の共
通入館券（ぐるっとパ
ス）実行委員会への参
加（参加館80館）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 2020年に向けた東京の文化シーンの活性化

戦　　　　　　略 国内外の地域・施設との連携強化

３年後の到達目標
○2020年に向け海外と連携した事業を展開し、国内外に発信する。
○都内及び近県の文化施設との連携を進め、多くの方が、芸術文化に触れる体制整備に寄与し、またサービス向上を図る（美術館・博物館の共通入館券の参加館100館に拡充）。
○地方との展覧会、舞台芸術、イベント等の共同実施等（27件程度）を通して、学術研究や技術・運営ノウハウの共有を図り、全国的な文化振興に貢献する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度

21



⑥ ／ 8

⑥

⑥

・事業検討

・関連団体との連携を
検討

・職員による検討会の
実施（課題共有）

・各館における事業検
討を開始

・高齢者施設等との連
携WSを実施

・横断的な検討チーム
の設置と検討実施

・高齢者施設でのワークショップ（東京文化会館）やＮＰＯ
と協力したワークショップ（現代美術館）を先行的に実施
した。また、各館でも実施に向けた検討を進めた。
・職員による各館横断的な検討チームを設置し、課題共
有を行い、各館において超高齢社会を意識した事業の
検討を開始

・先行的に実施した東京文化会館の取組の効果検証を
踏まえて、幅広い対象者に対応するプログラムやアウト
リーチ活動を実施する。
・高齢者等に対するプログラムを実施するための人材育
成や外部機関との連携についての仕組みを構築する。

都内の文化拠点で地域との連携事業を実施するととも
に、2020年における協働事業の拡充に向けた準備を進
めていく。

地域振興のため、都内
の文化拠点形成によ
る魅力向上

施設の立地する地域
や事業を実施する地
域において自治体、施
設、団体等との連携を
実施

上野、両国、清澄白
河、池袋、恵比寿、六
本木、小金井、八王子
における協働事業実
施及び拡充のための
調整*

各施設が存在する地
域での連携事業を実
施するとともに、六本
木や八王子で地域連
携事業（アーツ）を実施

上野（東京都美術館：Museum Start あいうえの、東京文
化会館：夏休み子ども音楽会）、両国（江戸東京博物館：
両国にぎわい祭）、清澄白河（現代美術館：MOTサテライ
ト）、池袋（東京芸術劇場：東京芸術祭、サラダ音楽祭）、
恵比寿（写真美術館：恵比寿映像祭）、小金井（たてもの
園：小金井薪能などの地域団体との共催）等、各館が地
域と連携して事業を実施。
また、六本木：六本木アートナイト、八王子：伝承のたま
てばこを実施した。

団体自己評価

社会包摂や社会的課
題に繋がる芸術文化
活動への助成・支援

アーツカウンシル東京
による社会支援助成を
実施

助成・支援の実施、評
価
（採択15件程度）

第１期8件採択
第2期8件採択

障害者や高齢者、子供、青少年、在住外国人等が主体
的に関わる芸術活動や、社会や都市のさまざまな課題
を見据え、その改善に資することを目的とした先駆的な
芸術活動を支援する「芸術文化による社会支援助成」の
第1期募集は申請29件のうち、カウンシルボードの審議
を経て8件を採択、第2期募集は応募15件、うち8件採
択。

・評価方法等について検証を行い、評価の精度を高める
など、より効果的な助成・支援ができる仕組みとする。

2018年度実績 要因分析 対応方針

社会包摂や社会的課題解決に繋がる活動に対し、
助成を通じて支援した。
高齢者施設等と連携した事業を一部施設で先行的
に実施するとともに、社会的課題に対応する取り組
みについて、財団各館を横断した検討チームで検
討した。
また、都内の複数の文化拠点で地域の自治体や文
化施設、団体等と連携した事業を実施し、地域の振
興と魅力向上に貢献した。

超高齢社会を意識した
事業の構築

各館での対応状況を
把握、整理

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 社会的課題解決に貢献　

戦　　　　　　略 社会的課題の解決に貢献する取組の実施

３年後の到達目標

○東京を拠点とする芸術団体やNPO、福祉団体等が実施する、障害者や高齢者、子供、青少年、外国人等の創造活動や体験機会の拡充と、その環境整備に資する活動を支援する（45件程度）。
○来るべき超高齢社会を意識し、職員の意識・知識を向上させ、また関連団体とのネットワークを作りながら、文化の力で社会課題に対応すべく、事業を構築する。
○地域振興を目指し、自治体、施設、団体等との協働事業を実施するなどして、地域総体としての魅力を高める。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度
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・対応計画の見直し、整
備

・関係者・団体との連携
によるバリアフリー化の
検証

・職員研修の継続

・見直し、整備の実施

・専門機関による施設
検証2施設実施

・6回の研修を実施

・昨年度の実績及び今年度の進捗状況等を勘案し、次年
度以降の計画を予算要求に合わせて計画の見直しを実
施。
・ブリティッシュ・カウンシル（シェイプ・アーツ）による施設検
証を江戸東京博物館、東京都美術館で実施。
・最寄り駅からのアクセス調査を現代美術館で実施（2017
年に9施設実施）
・都内の特別支援学校及び学級向けに財団の取組を紹介
する冊子を配布（4,900部）
・2017に引き続きバリアフリー研修を初級を4回、新たに研
修内容を充実させた中級を2回を実施

・バリアフリー化対応計画の見直しを行う。
・障害のある方が芸術文化を楽しめる環境を整備するた
め、検証結果をふまえて、案内表示等を見直す。
・施設のソフト面の取組（情報発信の充実、研修内容の充
実等）を進めていく。

・前年度の取組を踏まえ、各館で引き続き、外国人も楽しめ
るプログラムを企画・実施する。

・対応計画の見直しに基づき、さらなる充実に向けて、対応
を推進する。

インバウンド対応の充
実

・外国人向け伝統文化
プログラムの実施

・対応計画による多言
語対応

・外国人も楽しめるプロ
グラムの実施

・対応計画の見直し、対
応拡充

・外国人向けプログラ
ム、外国人も楽しめるプ
ログラムを実施

・計画見直しの実施

・外国人向けプログラムとして、外国人向けボランティアガ
イド（江戸東京博物館）、外国人向け伝統文化・芸能 短時
間体験プログラム（アーツカウンシル東京）などを継続的に
実施するとともに、恵比寿映像祭でやさしい日本語（英語要
約有）によるガイドツアー（写真美術館）を実施。また、外国
人も楽しめるプログラムとして、東京大茶会（英語で楽しむ
茶席）等を実施、楽落らいぶで英語字幕を導入（東京文化
会館）。

・昨年度の実績及び今年度の進捗状況等を勘案し、予算
要求に合わせて次年度以降の計画の見直しを実施。

団体自己評価

ダイバーシティ（多様
性）に着目した事業の
展開

・TURNプロジェクト*実
施

・公園通りギャラリー*
オープン・展覧会・アウ
トリーチ実施

・ダイバーシティを意識
した展覧会準備

・TURNプロジェクトの継
続実施

・アウトリーチ実施

・関連展覧会調査・調整
・関連パフォーミング
アーツ検討

・TURNプロジェクト4事
業を実施

・アウトリーチ：展覧会2
件実施

・関連展覧会調査・調整
実施
・関連パフォーミング
アーツ等検討及び準備

・TURNとして交流プログラム、TURNミーティング、TURN
LAND、TURNフェス4を実施
・改修工事中の渋谷公園通りギャラリーPR展示として、都
内各所で展覧会を実施（四谷三丁目ランプ坂ギャラリー、
八王子学園都市センター内ギャラリー、芸劇アトリエイース
ト・ウエスト）
・関連展覧会として、東京都美術館で「アーツ＆ケア
Walls&Bridges」に向けた調査・調整を実施
・関連パフォーミングアーツ等として、東京文化会館で
「WSWS 2020 on stage&legacy」、東京芸術劇場で「東京ホ
ワイトハンドコーラス（仮称）」に向けたワークショップを実
施。

・障害のある方が参加できるアウトリーチ事業や参加型の
ワークショップを実施する等、様々な背景を持つ人々の参
加と交流を促進するための取組を進める。
・コミュニケーションを活性化させるような発信拠点の運営
に向けた準備を行う。

2018年度実績 要因分析 対応方針

財団全館で、多言語化やバリアフリーに向けた取組
みを進め、外国人や障害を持つ人がストレスなく楽し
める環境を整備した。
また、障害者を含む多様な層が参加できるイベントや
ワークショップ、外国人も楽しめるプログラム等を、年
間を通じて幅広く実施した。
このように、社会課題の解決に向けて、あらゆる人の
参加と交流を促進するための取組みを着実に進める
ことができた。

バリアフリー、ユニバー
サル化の推進

・対応計画によるバリア
フリー化

・最寄駅から施設まで
のアクセシビリティ調査

・職員研修の実施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 多様性の尊重

戦　　　　　　略 様々な背景を持つ人々の参加と交流を促進

３年後の到達目標

○東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、ダイバーシティに着目した取組を計画的に実施する。
○障害を持つ人が文化施設をストレスなく訪れることができるように整備するとともに、事業や観覧環境に高い満足を得るよう、取組を実施する。
○伝統文化を体験できるプログラムをはじめとし、訪日外国人が各施設において事業をストレスなく楽しめ、豊かな文化体験を得るようにする。プログラムは財団全館での実施を目指す。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度
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対応方針

アーティストの発掘・支
援

・東京音楽コンクール*
と入賞者事業の実施

・若手作家発掘事業の
実施

・コンクール応募者の
拡大のための取組の
充実、入賞者事業実施

・新たな現代美術の賞*
の応募審査の実施

・コンクールは応募者
数減（前年度比77%）、
入賞者起用事業101件

・Tokyo Contemporary
Art Award（TCAA）の実
施

・東京音楽コンクールは、応募者拡大のため、特設サイト
の立ち上げ、プロモーション映像の作成、ツイッターでの
情報発信等を行ったが、他のコンクールとの日程重複に
より、応募者が減じた。入賞者の支援に関しては、上野de
クラシックやまちなかコンサートなど入賞者を起用した事
業を継続的に実施したほか、都内の文化施設と連携し、
若手アーティストの活動支援を行う事業を新たに実施。

・中堅アーティストを対象とした新たな現代美術の賞であ
る「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021」につい
て、119名の応募があり、選考委員によるアーティストのリ
サーチやスタジオ訪問等を行い、2名の受賞者を決定し
た。

・インターンシップ、
アーツアカデミー*の継
続実施
25名程度

・大学等との連携によ
る専門人材育成の検
討

・インターン26名、アー
ツアカデミー20名　計
46名

・人材育成事業につい
て整理した上で、大学
等との連携について検
討を実施

・インターン26名を18校から受け入れるとともに、アーツア
カデミーを20名が受講。

・検討チームを設置して、各館等で実施している人材育成
事業の制度、連携先の大学及び連携方法について検討
を開始

・各館で引き続きインターン及びアカデミー生を受け入
れ、人材の育成に努める。

・検討チームで、各館の課題等を踏まえ、人材育成事業
の統一的な運用など制度を整理して、連携先大学の選定
や連携方法等について調整していく。

・コンクールの更なるプロモーション推進に努めると共に、
入賞者の起用や紹介等を通じて、支援の一層の充実を図
る。また、コンクール及び入賞者の海外への発信も強化
し、コンクールのステータス向上につなげる。

・海外での活動支援、現代美術館での展覧会および日英
バイリンガルの作品集の作成等、受賞者への継続的な支
援を行うとともに、新たに受賞者の募集、選考を実施して
いく。また、それらを通し、海外発信と賞の知名度の向上
につなげる。

団体自己評価

子供・若者への文化体
験の提供

子供、若者への文化体
験の実施

スクールプログラム、ア
ウトリーチ、乳幼児向
けコンサート、伝統文
化プログラム等の子
供・若者への文化体験
の充実

スクールプログラム155
件、アウトリーチ264
件。乳幼児向けコン
サート3件、伝統文化プ
ログラム42件実施（約
20,000人が参加）

昨年度までと同様、美術館博物館のスクールプログラム
（江戸東京博物館、たてもの園、写真美術館、東京都美術
館）やホール系の乳幼児向けコンサート（東京文化会館、
東京芸術劇場）等を実施した。
また、バレエホリデイ（東京文化会館）はバレエを習う子供
やバレエファンに広く訴求し、5日間で78,000人の来場が
あった。

・各館で行っているスクールプログラムやアウトリーチに
ついて、実績等を踏まえて改善しながら継続実施するとと
もに、より多くの子供・若者が文化体験に参加できるよう
に、ホームページでの周知も充実していく。

・子供や若者の入場優遇措置の拡大など参加しやすい仕
組を検討する。

子供や若者を対象とした事業を多数実施し、文化に
親しむ環境を拡充した。
また、インターンシップやアーツアカデミーを着実に
実施し、専門人材の育成を図った。大学との連携に
ついては、引続き検討チームで調整を進める。
東京音楽コンクール入賞者を新規事業で起用し、活
動支援を拡充した。また、次世代のアーティストの発
掘と育成に関しては、美術作家に対する賞を新設
し、中堅作家への支援も充実させた。

文化事業を担う人材の
育成

大学等との連携による
専門人材育成の検討

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

経　営　課　題 次世代の育成　

戦　　　　　　略 将来の観客層及び芸術文化の担い手の育成

３年後の到達目標
○次世代の文化を担う子供・若者に対して、館内外での文化体験の機会を提供し育成する環境を整える取組によって、文化に親しむ層を増加させる。
○文化事業を担う専門人材の育成のため、大学等と連携する。
○次世代のアーティストを発掘・育成し、広く紹介し、活躍する場を提供するため、コンクールや賞の定着化を図るとともにステータスの向上に努める。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度
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○ 東京都歴史文化財団の2018年度の取組について、以下の理由から、その実績を高く評価する。

・「雇用及び育成にかかる制度や方針の見直し」については、「新たな人事給与制度の確立」について、制度設計時期を一部見直したものの、処遇改善策を早期に導入しており、
   いずれの取組事項についても目標を達成していると捉えられることから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「長期的な視点に立った財務基盤の強化」については、いずれの取組事項についても目標とする指標を達成していることから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「多角的な広報とプレゼンス向上」については、「「共通広報」及び「各館広報」の強化」においてホームページコンテンツの充実により30％のアクセス数の増を記録したことや、
  「外部団体との広報連携」において新たな層の来館を促すことができたことなど、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「多彩な事業展開による文化の継承と挑戦」については、「利用者視点に立った施設運営及び挑戦的な事業の実施」において、施設運営の見直しに資する取組として顧客満足度調査等を
   実施し成果を上げていることを始め、いずれの取組事項についても目標を達成していることから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「国内外の地域・施設との連携強化」については、「海外と連携した事業展開と発信」における12の国際連携事業の実施を始めとして、いずれの取組事項についても目標を達成している
   ことから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「社会的課題の解決に貢献する取組の実施」については、「超高齢社会を意識した事業の構築」において予定を前倒ししてワークショップを開催したことを始めとして、
   いずれの取組事項についても目標を達成していることから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「様々な背景を持つ人々の参加と交流を促進」については、いずれの取組事項についても目標を達成していることから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

・「将来の観客層及び芸術文化の担い手の育成」については、「文化事業を担う人材の育成」において、目標を大きく超えたインターン等の受入れを実現したことを始めとして、
   いずれの取組事項についても目標を達成していることから、本戦略を着実に進めていると判断できること。

○ 長期ビジョン、経営改革プランの2018年度の評価及び2019年度の改訂内容を踏まえ、オリンピック文化プログラム（Tokyo Tokyo FESTIVAL）の成功に欠かせない都政の重要な
   パートナーとして、引き続き、東京の魅力を高める多様な事業を展開していくことを望む。

○ また、健全な経営により生み出した黒字等を活用した財務連携等、複数施設を同時に運営しているスケールメリットをさらに活かしながら、各都立文化施設の個性を活かしつつ、
   戦略的に事業展開を図っていくことによって、都民に還元していくことを期待する。

「経営改革プラン」評価シート

団体名： 公益財団法人　東京都歴史文化財団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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戦　略

　2018年度は、目標に掲げたとおり、東京
2020大会の気運醸成とその後のレガシー創
出を目指した新たな音楽祭「TOKYO MET
SaLaD MUSIC FESTIVAL」（サラダ音楽祭）を
開催し、延べ8千人以上のお客様に楽しんで
いただくなど音楽祭を成功させた。
　この音楽祭の中で、新たな子供向け事業を
実施したほか、青少年にオーケストラの生演
奏に触れる機会を提供する「ヤングシート事
業」では新規応募率の目標を達成した。
自主公演の入場者率は目標に達しなかったも
のの、チャレンジング要素の強いプログラムな
ど新たな音楽芸術の普及向上に取り組んでお
り、全体として、「新たなクラシックファン層の
獲得と音楽芸術の更なる普及向上」に向けた
取組みが進捗している。

・9月17日に、「TOKYO　MET　SaLaD　MUSIC
FESTIVAL　2018」〔サラダ音楽祭※〕を開催した。
・「歌う」「聴く」「踊る」をコンセプトに、子供から大
人まで誰もが楽しめるよう、メインコンサートのほ
か、０歳児から入場可能なコンサートや、ワーク
ショップ、街なかでのミニコンサートを実施し、来場
者数は延べ８千人以上にのぼった。

※「歌い、聴き、踊る」ことができる音楽祭として、
「Sing and Listen and Dance」の頭文字をとり、名
称を「TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL[通
称：サラダ音楽祭]」とした。

・新たな子供向け音楽事業として、サラダ音楽祭
において、０歳児から入場可能なコンサートや、歌
やダンス、楽器体験、楽器作りなど、親子で参加し
て楽しめるワークショップを実施した。

・例年実施しているPRに加え、音楽鑑賞教室に参
加する児童・生徒へのPRについて、主催者である
教育委員会・学校の担当者とのきめ細かい調整に
より、例年以上の告知（チラシ配布）を実施でき、
新規応募者の獲得に成果があった。

・公演プログラムは、音楽監督大野和士の方針を
踏まえ、スタンダードな曲目から演奏機会の少な
い佳作や日本初演の現代音楽に取り組むなど、演
奏内容の深化とレパートリーの拡大を目指し、演
奏水準の向上に資するものとした。その結果、新
たな音楽芸術の普及向上の観点からは公演の必
要があるが、集客は期待できない企画が存在す
る。
・2018年度は、チャレンジング要素の強いプログラ
ム構成が多くなり、集客を見込める公演プログラム
が相対的に減少したことから、平均入場者率の実
績は目標を下回る状況となった。
・また、チケット購入者が当日来場しない割合が1
割～１．５割存在するが、天候、体調等に影響され
る状況があると推測される。

・2019年度は、日数を拡大し、子供向けコンサー
ト、ワークショップなどプログラムを拡充するととも
に、ゲーム音楽など多彩なコンサートの実施によ
り若者へのアプローチも強化する。
・また、劇場外のコンサートなど、地域や場所を拡
大して実施し、より多くの方々に参加機会を提供
する。

・2019年度は、サラダ音楽祭で、０歳児から入場可
能なコンサートや赤ちゃん向けのオペラ、各種の
ワークショップなど、子供向けのプログラムを拡充
して実施する。
・こうした新たな子供向け音楽事業の取組を踏ま
え、既存事業の見直し等を引き続き検討していく。

・新規応募者率の更なる向上に向けて、音楽鑑賞
教室に参加した生徒へのPRを引き続き強化して
いくとともに、SNSでの青少年向け告知を検討･実
施していく。

・音楽芸術の更なる普及向上を図るため、多彩な
プログラム内容を企画するとともに、楽曲、ソリスト
に関する解説、聴きどころなど情報提供を積極的
に進め、広報活動を強化し、集客に努める。
・2019年度はアニバーサリーイヤーに因んだ企画
が多いため、関連した団体等と連携を図り、新た
な販売ターゲットの開拓及び集客に努める。
・チケット購入者の当日欠席率を減らすため、購入
者へのリマインドや興味喚起を目的とした広報活
動を検討・実施する。また、来場できなくなった方
のチケットの有効活用方法等を検討していく。

団体自己評価

自主公演の年間入
場者率の確保

過去３年平均
８３．３％
(2014～16年）

８６．０％

ヤングシート(青少
年招待席)事業の新
規応募者率の向上

・約500名を招待(年
間)

・新たな事業ＰＲ手
法の検討、実施

・新規応募者率
45％

子供向け音楽事業
の拡充・再構築

・マエストロビジット

・音楽鑑賞教室（50
回）

・音楽アーティスト交
流教室

・事務局横断的なＰ
Ｔにおける既存事業
の見直し、子供向け
音楽事業の体系化
の検討・構築

大規模音楽祭事業
の実施

・企画立案

・予算要求

・プレイベント
　（1日間）
・メインコンサート
・０歳児から入場可
能なコンサート
・参加型イベント

公益財団法人　東京都交響楽団

○東京 2020 競技大会を絶好の機会ととらえ、東京 2020 大会後のレガシー創出を目指し、楽員等の人材や演奏ノウハウを最大限活用し、誰もが楽しめる大規模音楽祭を 2018 年度から実
施する。
○ また、新たな子供向け音楽事業を実施するとともに、ヤングシート（青少年招待席）の新規応募者率を現状の４割から６割に引き上げることにより、若年層を中心として新たなクラシックファ
ン・都響ファンを増やす。
○ これらを通じ、新たな都響ファンを、都響音楽事業の核である自主公演の来場者につなげ、これまでになく高い自主公演の入場者率（８６％）を達成する。

３年後の到達目標

経　営　課　題 音楽芸術の更なる普及

新たなクラシックファン層の獲得と音楽芸術の更なる普及向上

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・新たな事業PR手
法の実施

・新規応募者率
49.5％

・9月17日に音楽祭
を開催

・メインコンサート　１
回
・０歳児から入場可
能なコンサート　１回
・ワークショップ：7回
・ミニコンサート：13
回

７９．３％

・ＰＴでの検討を踏ま
え、サラダ音楽祭に
おいて、新たな子供
向け音楽事業を実
施

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都交響楽団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 多様なニーズに応じたサービスの提供

戦　　　　　　略 東京を代表するオーケストラとしてのサービス向上

３年後の到達目標

○来場者アンケートにより問題点を把握し、ＰＤＣＡサイクルにより継続的に改善を行うことで顧客満足度９０％を達成する。
○東京を代表するオーケストラとして、ＷＥＢの多言語対応に積極的に取り組むことにより、外国人へのサービスを向上させる。
○多摩・島しょや病院等、演奏会場に来場できない方々に直接音楽を届ける「出張演奏会」を６５回実施する。また、都響の特徴であるこれらの活動のＰＲを強化することで、都民のオーケスト
ラとしての認知度向上を図るとともに、新たな出張演奏会の依頼につなげ、より幅広い都民に対して音楽を届けていく。

団体自己評価

来場者アンケートの
実施と顧客満足度
の向上

来場者アンケートの
実施

顧客満足度87％
（2017年度上半期）

・実施、改善、検証

・顧客満足度90％
・顧客満足度88％

・来場者アンケートにおける顧客満足度は、各公
演によって約75％から約95％まで幅があり、演奏
曲目等の公演内容によって変動が大きい。
・結果として、平均では約88％と、目標の90％には
達していないが、この質問項目に無回答の方が一
定程度存在し、無回答を除いた場合の満足度は
約95％と高い水準となっている。

・顧客満足度については、目標には達していない
ものの十分高水準であるため、今後については、
アンケートに記載された苦情や要望等を改善して
いくように目標を見直し、サービスの質を高めてい
く取組を進めていく。

　来場者アンケートについては、2018年度の
目標には達しなかったものの十分高水準で
あったことから、サービスの質の観点で目標を
見直し、プランを改訂している。
　その他のお客様サービスに係る研修や外国
人対応の充実は計画どおり実施するととも
に、社会貢献に資する出張演奏会は目標を上
回る回数を実施した。
　こうしたことから、全体として「東京を代表す
るオーケストラとしてのサービス向上」に向け
た取組が進捗している。

お客様サービスに
係る研修

・救命救急研修

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

外国人対応の充実

・英語版都響ＷＥＢ
サイトの運用

・月刊広報誌におけ
る曲目解説の英文
表記

・ＷＥＢチケット購入
サービス（英語版）
導入に向けた準備

・都響ＷＥＢサイトの
多言語対応検討

・開発事業者との調
整
・中国語及び韓国語
のページ（一部）を
作成

・ＷＥＢチケット購入サービス（英語版）導入につい
て、2019年度のリリースに向けた開発事業者と調
整及び導入に向けた準備を進めた。

・都響WEBサイトのリニューアルに伴い、英語サイ
トの内容を増やしたほか、スマートフォン等モバイ
ル端末でアクセスした際、容易に英語ページに遷
移できるよう改善した。また、中国語及び韓国語
の楽団プロフィール、年間プログラムのページを作
成した。

オーケストラ公演の本番・リハーサルとの関係で
実施可能な日程が限られる状況ではあるが、出
張・演奏スケジュールの効率的な設定などにより、
社会貢献に資する出張演奏を積極的に実施して
いく。また、ホームページや関係団体との連携など
を通じて、こうした活動のＰＲを強化していく。

・接遇研修

・救命救急研修

・接遇研修
  4名参加（4月）
・救命救急講習
　2名参加（3月）

・2017年度及び2018度の新規採用職員４名が、都
の監理団体等職員向けの接遇研修を受講した。

・救命救急研修については、２名が東京防災救急
協会等の実施する「救命救急講習」を受講した。

・サービスの向上に向けて、今後も、接遇研修や
救命救急研修のほか、クレーム対応研修や障害
者対応研修などお客様サービスに係る研修を実
施していく。

・ＷＥＢチケット購入サービス（英語版）を導入する
とともに、グローバル化に向けた更なる多言語対
応を検討・実施するなど、東京を代表するオーケ
ストラとして、外国人対応の充実を図っていく。

社会貢献に資する
出張演奏会の推進

過去3年平均
63．7回
(2014～16年）

・65回

・社会貢献事業のＰ
Ｒ強化

・69回

・社会貢献事業のＰ
Ｒ強化

・出張演奏スケジュールを効率的に設定して、積
極的な訪問を行い、目標を上回る出張演奏を実施
した。

・ＭＸテレビの「東京クラッソ！NEO」の番組企画に
協力することで、テレビ放送を通じて被災地支援
活動をＰＲした（10月放映）。
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都交響楽団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 東京を代表するオーケストラとしてのＰＲ

戦　　　　　　略 発信力の強化による認知度の向上

３年後の到達目標
○ 都響ＨＰをリニューアルし、コンテンツの充実や利便性向上を図ることにより、2020 年のＨＰのアクセス件数を2012 年度（前回ＨＰの改修後）比で約３割増加（2,055 千回）させる。
○ 都民のオーケストラとしての活動（社会貢献活動や教育活動）に特化したＰＲなど、より効果的に都響の認知度を向上させるための手法を検討・実施する。
○ 動画配信を推進することにより、日本国内のみならず世界中の音楽ファンに都響の音楽を発信する。

団体自己評価

都響ＨＰへの年間ア
クセス件数の向上
(ページビュー)

1,945,138回
(2016年度）

・都響ＨＰリニューア
ルの実施

2,000,000回

・都響ホームページ
のリニューアルを実
施

・2,084,875回

・2019年2月末にホームページをリニューアルし
た。

・ページビュー数は指揮者による作品解説の特設
ページなどコンテンツの充実や、ツイッターやイン
スタグラム等からホームページに誘導するなどの
取組により、目標を上回る2,084,875回を達成し
た。

・リニューアルにより、利便性を向上したホーム
ページにおいて、楽団の活動ページや動画・音源
等のコンテンツの充実、ＳＮＳの発信強化とＨＰと
の連携などに取り組み、ページビュー数だけでな
く、ユーザー数の向上にも取り組んでいく。

　都響ホームページのリニューアルを計画通
り実施するとともに、ホームページの年間アク
セス件数は目標を上回った。また効果的なPR
の実施やコンサート映像等配信についても、
検討の上で具体的な取組を進めており、全体
して「発信力の強化による認知度の向上」に
向けた取組が進捗している。

効果的なＰＲの実施
・チラシ、パンフレッ
ト、ＨＰ、ＳＮＳなどを
通じた広報活動

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

コンサート映像等配
信の推進

・動画配信サイトで
コンサートの一部に
ついて映像配信を
実施

・新たな配信サービ
スに係る費用対効
果の検討

・実施に向けた調整

・新たな配信サービ
スに関する情報の
収集及び検討

・新たにYouTube動
画を7本公開した。
（2017年度4本）

・導入に向けた課題
整理

・販促に合わせたYouTubeでの動画公開、SNSで
の告知を展開し、閲覧数の増加を図った。

・海外を含めたインターネット動画サイトに関する
情報収集及び課題整理を実施した。

・現行の広報に係る
課題抽出と解決策
の検討・実施

・顧客情報の分析及
び分析結果に基づく
手法の検討・実施

・これまでのチケット購入者の情報入手方法及び
購入方法等と、新聞広告、ＤＭ等の広報手段及び
購入行動の傾向を分析したところ、楽曲、購入方
法及び年代により効果的な広報手段が見いだせ
た。
・分析結果をもとに、ターゲットを絞った効果的なＰ
Ｒ手法を検討し、チラシ、パンフレット等、紙媒体に
加え、2018年5月よりデジタルネイティブ世代を
ターゲットにインスタグラム（SNS）の運用を開始す
るなど、ＨＰ、ＳＮＳなど多様な情報伝達手段を用
いて広報活動を実施した。

・2018年度の分析結果をもとに、公演チラシの配
布方法をより費用対効果の高い手法となるよう見
直して実施するなどターゲットを絞った効果的な
PR手法の実施・検証と、更なる強化に取り組む。

・著作権、著作隣接権等の整理をした上で、動画
の公開範囲の拡大や、公開期間の延長など、内
容を充実させ、閲覧数と認知度を高め、効果的な
動画等の特設サイトの設置を目指すとともに、引
き続き、海外を含めたインターネット動画サイト等
に関する情報収集と課題整理を実施していく。
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都交響楽団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 自主財源の更なる確保

戦　　　　　　略 財政基盤の更なる強化

３年後の到達目標

○ 自主公演の入場者数向上や適正なチケット価格の設定に取り組むことで、都響の事業収益の基礎となる自主公演の入場料収入について、２０１６年度（256,444 千円）比で約１割強の増加
を目指す（289,000 千円）。
○ 現在支援を受けている企業・個人に対して、継続支援の働きかけを行うとともに、更なる新規の獲得に努め、２０２０年度の協賛企業９５社、個人サポーター数２６６名を目指す。
○ 民間からの助成金について、助成の趣旨を踏まえた計画的な申請を継続して実施し、安定的な確保に努める。

団体自己評価

自主公演の年間入
場料収入の確保

過去3年平均
242,955千円
(2014～16年）

273,000千円 287,379千円

・会場使用料・出演料等の経費と助成金等の収入
のバランスを勘案するとともに、幅広い客層が入
場可能となるような割引制度等による適正なチ
ケット価格の設定などにより2018年度は目標を上
回る入場料収入を確保した。

・経費と収入のバランスなどを勘案した適正なチ
ケット価格の設定やＨＰのリニューアルによる発信
の強化・利便性の向上を通じたチケット販売の向
上などにより、安定的な入場料収入の確保に努め
ていく。

　自主公演の年間入場料収入や個人寄付金
の更なる獲得に向けた個人サポーター数は、
目標を大きく上回る成果を上げた。また企業
協賛金の更なる獲得や助成金の安定的な確
保に向けた取組みも計画どおりに実施してお
り、全体として、「財政基盤の強化」に向けた
取組が進捗している。

企業協賛金の更な
る獲得

協賛企業
85社
(H29.11.30現在)

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

個人寄付金の更な
る獲得

個人サポーター
243人
(H29.11.30現在)

・課題の抽出と改善
策の検討、実施

・個人サポーター数
250人

・課題の抽出と改善
策の検討、実施

・個人サポーター数
285人

・演奏会場でのPRブース設置によるコミュニケー
ションの強化や新規獲得・継続促進キャンペーン
の実施など、個人サポーターの確保に努めた結
果、サポーター数は目標を上回り、過去最高値と
なった。

・助成金の安定的な確保に向けて、助成団体の調
査や過去の助成決定の実績等を踏まえ、計画的
に助成金の申請を行っていく。

・メセナ活動に取り
組んでいる企業等
の調査

・企業への新たなア
プローチ方法の検
討

・継続企業への働き
かけ

・協賛候補企業の調
査

・新規アプローチ方
法の検討・実施

・継続企業への働き
かけ実施

・協賛企業 84社

・協賛候補企業の調査・アプローチを実施した。

・東京商工会議所台東支部にて傘下の企業役員
に対しプレゼンテーションを実施し、その後の企業
訪問により成果があった。

・支援組織（都響倶楽部）との連携により紹介企業
があり新規企業を獲得した。

・東京商工会議所やロータリークラブ等の各支部
でのプレゼンテーションの機会を得て、企業訪問を
重ねるとともに、支援組織（都響倶楽部）との連携
をさらに深め、紹介企業を得て、新規企業の獲得
を目指す。

・併せて、継続企業への支援継続の働きかけを続
けていく。

・個人寄付金の更なる獲得に向けて、個人サポー
ターの継続を働きかけるとともに、新規獲得に向
けての新たな取組みを検討し、積極的に実施して
いく。

助成金の安定的な
確保

民間助成金
3,250千円
（H29公演分）

・助成団体の調査

・計画的な申請

・助成団体の調査と
計画的な申請を実
施
（助成金9,180千円を
申請）

・助成団体の調査や過去の助成決定の実績を踏
まえ、助成の趣旨に合致する演奏会を選定して計
画的な申請により、2019年度分は助成金9,180千
円を申請した。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都交響楽団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 人材の確保・育成

戦　　　　　　略 演奏水準の維持向上と事務局の質的・量的な強化

３年後の到達目標
○計画的に優秀な楽員を確保することにより、演奏水準を維持向上させる。
○計画的な事務局職員の採用・育成により、事業を戦略的に実施できるよう事務局機能を強化する。

団体自己評価

計画的な楽員の採
用

・オーディションの実
施

・オーディションの計
画的な実施

・優秀な楽員の獲得
に向けた取組の検
討、試行

・オーディションを４
回実施

・優秀な楽員の獲得
に向けた取組を試
行実施

・2018年度中にオーディションを４回実施した。合
格者３名のうち１名がオーケストラ業務への適性
審査を経て入団し、残り２名は今後適性審査を実
施予定。

・オーディションの実施に当たり、海外在住の演奏
家等もオーディションを受けやすいように、希望者
にはピアノ伴奏者を楽団で手配するなど、優秀な
楽員獲得に向けた取組を試行した。

・演奏水準の維持向上に向け、各セクションの状
況を踏まえて計画的にオーディションを実施すると
もに、優秀な楽員の獲得に向けた取組の試行結
果を検証し、改善に取り組んでいく。

　計画的に優秀な楽員を確保するため、実施
方法を工夫しながらオーディションを実施した
ほか、事務局職員についても、採用・育成方
針の策定や研修派遣の実施等を計画的に進
めるなど、「演奏水準の維持向上と事務局の
質的・量的な強化」に向けた取組が進捗して
いる。

「東京都交響楽団事
務局職員採用・育成
方針」の策定

・策定なし

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

研修派遣の実施
事務局職員を東京
都に派遣開始（１
名）

・長期派遣研修の実
施（１名）

・事務局内への研修
効果の波及方法検
討

・長期派遣研修の実
施（１名）

・事務局内への研修
効果の波及方法検
討

・４月に職員１名を長期派遣研修として東京都に
派遣し、派遣職員は、都の文化事業に関する業務
を経験した。

・研修効果を波及させるため、派遣から戻った職
員について、都で得た知識・経験を他の職員に共
有できるポスト・業務に配置することとした。

・「採用・育成方針」
の策定

・職員自身が業務目
標を管理する制度を
導入

・「採用・育成方針」
を策定

・職員自身が業務目
標を管理する制度を
試行導入

・2019年３月に、目指すべき職員像や人材育成へ
の取組などを改めて整理し、「東京都交響楽団事
務局職員採用・育成方針」を策定した。

・職員が自ら業務目標を設定して成果を確認する
目標管理の仕組みを試行導入し、上司との面談に
より目標の達成度を共有するなど、職員の育成・
指導に取り組んだ。

・新たに策定した「採用・育成方針」を踏まえ、欠員
状況を勘案して優秀な職員の獲得に向けた採用
を実施するとともに、目標管理制度の導入結果の
検証と改善など、人材育成の取組を進めていく。

・2019年度も引き続き職員１名を長期派遣研修と
して東京都に派遣するとともに、派遣職員が都で
得た知識・経験を他の職員とも共有するなど、研
修効果の波及に努めていく。
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○ 東京都交響楽団の2018年度の取組について、以下の理由から、その実績を高く評価する。
・ 「新たなクラシックファン層の獲得と音楽芸術の更なる普及向上」については、「大規模音楽祭事業」である「TOKYO　MET　SaLaD　MUSIC　FESTIVAL　2018」を開催したことに加え、数
字目標を掲げた「ヤングシート（青少年招待席）事業」についても目標を大きく上回る成果を上げている。「自主公演の年間入場者率の確保」については目標値には届かなかったものの、日
本初演の現代音楽等にあえて取り組む等のチャレンジング要素の強いプログラムを選択したからであり、2018年度の成果を通じ、東京2020大会の機運醸成とレガシー創設に向けて、本戦略に
ついて着実に進めていると判断できること。
・ 「東京を代表するオーケストラとしてのサービス向上」については、「お客様サービスに係る研修」をはじめとした３点の取組事項について目標を達成している。「来場者アンケートの
実施と顧客満足度の向上」については目標値には届かなかったものの、経営改革プラン策定時と比べて1ポイント増加していること等から、2018年度の成果を通じて、本戦略について着実に
進めていると判断できること。
・ 「発信力の強化による認知度の向上」、「財政基盤の更なる強化」及び「演奏水準の維持向上と事務局の質的・量的な強化」については、いずれの戦略についても、全ての取組事項につ
いて目標を達成しており、特に、「財政基盤の更なる強化」に係る「個人寄付金の更なる獲得」については、不断の努力によって過去最高の個人サポーター数を達成した。そのため、2018年
度の成果を通じて、これら戦略について着実に進めていると判断できること。
○ 中期経営計画、経営改革プランの平成30年度の評価及び平成31年度の改訂内容を踏まえ、引き続き、東京都交響楽団の強みである社会貢献活動や教育活動を進めるとともに、入場料の確
保など、自主財源拡充のための方策を更に充実していくことが望まれる。
○ また、平成31年度に拡大実施する「TOKYO　MET　SaLaD　MUSIC　FESTIVAL」を確実に成功させるなど、東京2020大会の気運醸成やレガシー創出に資することを期待する。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都交響楽団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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計画的な職場ﾛｰﾃｰ
ｼｮﾝ等による人材育
成

・固有職員について
適切な異動がなされ
ている。

・一部の資格取得や
研修を実施してい
る。

･固有職員について､
ｽﾎﾟｰﾂ部門だけでは
なく組織の枠を超え
た人事異動を促進

･資格支援の制度設
計

･2018年度ｽﾎﾟｰﾂ部
門･埋蔵文化財部門
間で人事異動実施

･体育施設管理に関
する資格支援制度
を試行(2名取得)

・計画的な職場ﾛｰﾃｰｼｮﾝ等による人材育成を図る
ため、ｽﾎﾟｰﾂ部門・埋蔵文化財部門間で人事異動
を実施

・ｽﾎﾟｰﾂ施設全般の維持管理に関する総合的な知
識を備えてｽﾎﾟｰﾂ施設の管理を実施できるよう、1
名が体育施設管理士の資格を取得

・体育・ｽﾎﾟｰﾂ施設の運営に関する総合的な知識
を備えて、施設の効率的運営及び活性化を実施で
きるよう、1名が体育施設運営士の資格を取得

・継続実施

・資格取得等の支援制度を開始

･将来的な人材の構
成について人事戦
略ﾌﾟﾗﾝを策定
･上記戦略ﾌﾟﾗﾝをふ
まえた固有職員･契
約職員の処遇の改
善案を策定

・「組織体制・人材育
成方針」に反映

・各種別職員（都派遣職員、固有職員、契約職員）
の基本的な役割を明確にし、職員配置をより最適
化できるようにした。

・事業展開の状況に即して「組織体制・人材育成方
針」を柔軟に見直し
・方針に基づき主任級昇任選考を実施（対象者2
名）
・方針に基づき契約職員を固有職員に振り替える
人員要求を実施予定（数名）
・管理監督者層の早期育成を検討

・監理団体改革の結果を踏まえながら都と協議し、
速やかに実行（1名）

・派遣方法につき都（局）との人事交流の協定内容
を都と調整

都施策の実践力を
高めるための職員
育成

都からの派遣職員
受入れは行われて
いるが事業団から都
への職員派遣は行
われていない

･現在検討が進んで
いる監理団体改革
実施方針にも謳わ
れている｢双方向型
人事交流｣について､
効果的な実施に向
けて都と協議

「組織体制・人材育
成方針」に反映

･派遣先希望ﾎﾟｽﾄを検討

・監理団体改革の動きを踏まえながら､「組織体制･
人材育成方針」の策定と並行して都と協議を進め､
2019年度から実施することとなった｡

団体自己評価

新たな知見を持つ高
度専門人材の活用

事業の場面におい
てｱｽﾘｰﾄ等を活用し
ている。

外部人材活用ﾌﾟﾗﾝ
の策定
→①外部人材(ｱｽ
ﾘｰﾄ､東京2020大会
関係者､大学教授､ｽ
ﾎﾟｰﾂ関係団体､競技
団体､ｽﾎﾟｰﾂ以外の
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等)､②活用
形態(直接雇用､ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ契約､ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄ契約､ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ
会議等)の視点を考
慮

・外部人材の活用の
視点を取り入れた
「組織体制・人材育
成方針」を策定

・専門家2名を直接
雇用し、外部人材を
活用

・事務局長を委員長とするＰＴを4回開催し、3月に
策定

・事業に必要な外部人材を検討

・地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ事業において、ｸﾗﾌﾞ設立、支援等
のため、外部人材を活用
①　地域ｽﾎﾟｰﾂ等を専門とする大学関係者
②　ｽﾎﾟｰﾂ社会学の専門知識を有するｽﾎﾟｰﾂ推進
　　委員

・事業に応じた専門性を有する外部人材を活用し、
事業をより効果的に推進

・高度専門人材が持つ知見やノウハウについて、Ｏ
ＪＴや研修等を通し組織内での継承を促進

・専門的な知識を持った人材を事業で活用。ま
た、外部人材が他の職員の相談に乗り、適切
なｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うなど、事業団の業務遂行に貢
献し、効果的な事業展開ができた。

・職員の処遇の改善や適切な研修実施に向け
て、「組織体制・人材育成方針」を策定した。

・東京都との人事交流について、都と協議を進
め、2019年度から実施を開始することとした。

・部門間の人事異動、資格取得支援の試行に
より、職員の幅広い知識習得・能力の開発を
実施した。

効果的・効率的な人
員体制の構築・強化

・管理監督職は都派
遣職員のみ

・固有職員は主事級
（1級職）のみ（平成
25年度採用開始後）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 組織体制の充実による企画調整機能の強化

戦　　　　　　略 外部人材の活用や職員の適正配置等によるスポーツ事業の企画・調整機能の強化

３年後の到達目標

・新たな知見や高い専門性を持った人材が最も効果的な形で活用され、長期的・戦略的な事業展開・団体経営ができる体制が整っている。
・各種別の職員が適材適所に配置され、処遇の改善や研修等が行われている。
・双方向の人事交流について都との協議をふまえ、実施されている。
・計画的な人事ローテーションや資格取得促進により、職員の幅広い知識・能力が身についている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都スポーツ文化事業団 評価年度：2018年度
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評価年度：2018年度公益財団法人　東京都スポーツ文化事業団

・スポーツ実施率の向上に向け、実施率の低い層に訴求しやすい事業が実施されている。
・東京２０２０大会のレガシーを生かした事業が実施されている。
・実施率の低い層をはじめ、誰でも気軽にはじめやすいレクリエーション事業が実施されている。
・安全な情報セキュリティ環境が整備され、サイバー攻撃等による被害が未然に防止されている。

３年後の到達目標

経　営　課　題 戦略的なソフト事業の展開

企画調整力に裏打ちされた実効性の高い事業展開

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

戦　　　　　　略

・競技団体と連携を
図りながらｱｽﾘｰﾄを
活用した事業等、ﾚ
ｶﾞｼｰにつながる事
業案を作成し、都に
提案・協議
・ICTを活用しながら
東京2020大会に向
けた特設ｺｰﾅｰを各
施設に設置・運営

・広域ｽﾎﾟｰﾂ事業におけ
る地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞへの
指導者派遣や、TOKYO
ｽﾎﾟｰﾂ施設ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ事
業における都民への施
設紹介実績を踏まえ、新
たにｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ機能を
持った事業を検討
・ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰと東京
武道館の特設ｺｰﾅｰに
ついて検討

・区市町村におけるｱｽﾘｰﾄ活用事業について、ま
ずは地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞへの指導者派遣の実態を踏
まえたうえで、より一層の活用に向けて検討を実
施
・東京2020大会のﾚｶﾞｼｰ普及に向けて、ｱｸｱﾃｨｸｽ
ｾﾝﾀｰで整備するﾒﾓﾘｱﾙｷﾞｬﾗﾘｰ等で活用するICT
について調査・検討を実施
・東京武道館は空手練習会場となる予定であるこ
とから、それを踏まえた展示を検討

・駒沢においてﾀｰｹﾞｯﾄを明確にした新規5事業を実
施するとともに、各施設において見直した事業を着
実に実施
・さらに、2020年度に向けた事業見直し（ｽﾎﾟｰﾂ実
施率の低い層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした計4事業）を推進

団体自己評価対応方針個別取組事項

・指定管理制度下で
の事業体系の見直
し検討及び都との協
議・調整

・ｽﾎﾟｰﾂ推進総合計画を踏まえ、ｽﾎﾟｰﾂ実施率が
低い層をﾀｰｹﾞｯﾄとした事業を検討
・駒沢やｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰでは、「するｽﾎﾟｰﾂ」だけで
なく「みるｽﾎﾟｰﾂ」「ささえるｽﾎﾟｰﾂ」のｽﾎﾟｰﾂ振興事
業を計42事業を提案。
・駒沢においては、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの要素を強化し、働
き盛り世代・女性・高齢者・指導者向けの5事業を
新たに実施

自主事業のﾒﾆｭｰの
充実・利用機会の拡
大

ｽﾎﾟｰﾂ推進計画等
に基づき各層に対
する事業を実施

～2017年度 2018年度 要因分析

・ｽﾎﾟｰﾂ推進総合計画に
基づき、事業内容の充
実や新たな事業の立ち
上げを検討
・指定管理の公募が行
われた駒沢及びｱｸｱﾃｨｸ
ｽｾﾝﾀｰにおいて、ｽﾎﾟｰﾂ
推進計画に基づいた事
業計画を提案

2018年度実績

・組織全体のｾｷｭﾘﾃｨ強化策の実施（例：ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟ
ﾘｼｰの強化、権限設定の厳密化や各機器の統合
集中管理による監視体制の強化）
・ｾｷｭﾘﾃｨﾏｲﾝﾄﾞ向上のための研修実施
・警視庁等との情報交換を継続実施
→最新情報をもとにｾｷｭﾘﾃｨ体制の見直し実施
・東京2020大会に向けた組織委員会との協議・協
力

・ｽﾎﾟｰﾂ実施率の向上に向けては、働き
盛り世代・女性・高齢者などﾀｰｹﾞｯﾄを明
確にした新規事業を立ち上げており、今
後も引き続き、効果の高い事業の実施に
向けて内容を拡充していく。

・ｽﾎﾟｰﾂﾚｶﾞｼｰの推進に向けて、ｱｽﾘｰﾄ・
施設・都民をつなぐｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業を立ち
上げるため、既存事業の実績等を踏まえ
て、検討を行った。

・都ﾚｸ協会と連携しながらﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ要素
を取り入れた様々な事業を展開すること
で、多くの都民にﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを体験してい
ただくことができたと同時に、事業団職員
にﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実施の知識やﾉｳﾊｳが蓄積
された。

・新たに配置した情報ｾｷｭﾘﾃｨ担当を中心
に、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ・ｿﾌﾄｳｪｱ両面のｾｷｭﾘﾃｨを強
化するとともに、警視庁との連絡体制を
構築するなど人的ｾｷｭﾘﾃｨも向上してお
り、2020年に向けたｻｲﾊﾞｰﾃﾛ対策を推進
している。

安全な情報ｾｷｭﾘﾃｨ
環境の整備

・警視庁主催のｻｲ
ﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ研修等
に参加
・ﾘｵ大会及び平昌
大会の動向につい
て情報収集

・ｼｽﾃﾑ部門の確立
（専門知識を持つｽ
ﾀｯﾌの確保）
・ｳｪﾌﾞｻｲﾄにおけるｾ
ｷｭﾘﾃｨの検証及び
強化策の実施（例：
外部専門業者にお
ける脆弱性診断、
ﾈｯﾄﾜｰｸ構成やｻｲﾄ
の仕様を変更）
・警視庁等の所管局
と連絡体制を構築
し、最新情報の共
有、情報交換

・ｼｽﾃﾑ担当の管理職と
一般職員を配置
・脆弱性診断の実施
・Webｻｰﾊﾞのｸﾗｳﾄﾞ化、
通信の暗号化、UTM導
入によるｾｷｭﾘﾃｨ強化
・標的型攻撃ﾒｰﾙ訓練の
実施
・警視庁や内閣官房主
催研修等への参加及び
警視庁との連絡体制確
立

・担当管理職や一般職員を配置し、研修等により
専門知識を強化
・情報ｼｽﾃﾑやﾈｯﾄﾜｰｸについて、都CSIRTのｾｷｭﾘ
ﾃｨ診断等を受診し、課題抽出及び対応計画策定
・Webｻｰﾊﾞのｸﾗｳﾄﾞ化と常時SSL化によりWeb環境
のｾｷｭﾘﾃｨを向上。各拠点へのUTM導入により、
不正ｱｸｾｽやﾃﾞｰﾀ漏洩等への対策を強化
・標的型攻撃ﾒｰﾙ訓練を実施し、全職員のｾｷｭﾘﾃｨ
ﾏｲﾝﾄﾞを醸成
・警視庁や内閣官房主催の研修に参加し、最新の
ｾｷｭﾘﾃｨ情報を取得。警視庁の情報連絡用ｳｪﾌﾞｻｲ
ﾄ「AUBA」に登録し、迅速な情報入手手段と有事の
連絡体制を確立

・引き続きｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ事業を検討。先行実施できる
ものから試行していくため、都と予算や人員を調
整。
①区市町村等からの指導者の派遣要請に応じ
て、要請内容に見合った指導者を区市町村施設
等に派遣する事業
②都民等からのｽﾎﾟｰﾂをする場所に関する問い合
わせに対し、場所・希望など相手の要望に合った
施設を紹介する事業
・ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰのﾒﾓﾘｱﾙｷﾞｬﾗﾘｰについては、他
施設との連携も踏まえながら都と実施内容を調
整。

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ事業の推
進

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂEXPO in
多摩等の実施

・職員にﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
資格を取得させる。
・事業内容や東京都
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会との
連携について検討・
調整

・職員のﾚｸ資格取得
・駒沢の指定管理におい
て、都ﾚｸ協会とｺﾝｿｰｼｱ
ﾑを形成
・都立学校活用促進ﾓﾃﾞ
ﾙ事業において都ﾚｸ協
会と連携
・ｽﾎﾟｰﾂ博覧会でﾚｸ事業
を実施

・4名がﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ資格を取得した。
・駒沢の運営において都ﾚｸ協会と連携し、ﾚｸﾘｴｰ
ｼｮﾝ要素を加えた事業を展開
・都立学校活用促進ﾓﾃﾞﾙ事業の体験教室事業に
おいて、都ﾚｸ協会との連携し、体験教室を実施
（計18回）
・約24万人が来場するｽﾎﾟｰﾂ博覧会2018におい
て、都ﾚｸ協会と連携し、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝのｺﾝﾃﾝﾂを拡
充

・都ﾚｸ協会と連携しながら、当事業団として新たに
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ事業（計2事業）を実施する。
・都立学校活用促進ﾓﾃﾞﾙ事業において都ﾚｸ協会
と実施する体験教室の回数を増加（27回）

ﾚｶﾞｼｰにつながる事
業の提案・実施

・駒沢運動場におけ
るﾒﾓﾘｱﾙｷﾞｬﾗﾘｰの
運営など1964年ｵﾘﾝ
ﾋﾟｯｸのﾚｶﾞｼｰに資す
る事業を実施
・東京2020大会ﾚｶﾞ
ｼｰの事業について
検討
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団体自己評価

利用者の声を重視
した施設運営

・一部利用者の声を
掲示

・各施設で利用者ｱ
ﾝｹｰﾄを実施

・事業団所管事項に
ついて公表

・ｺﾝｿｰｼｱﾑ他社所
管事項について更
なる協議

・利用者の声を還元
する仕組みの検討

・他社案件について
も前倒しで公表
・全社による担当者
会議において、利用
者の声を共有・検討
し、運営にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯ
ｸ
・重要案件について
は事業団幹部会議
において各館長が
報告
・団体利用について
利用者懇談会を開
催

・ｺﾝｿ各社は、各社の責任において所管事項を自
律的に運営し、利用者からの声に対しても各社の
部門責任者が対応。さらに、各社の責任者が一同
に会し、対応の詳細や都の考えなどを共有・協議
することで、都の意向を踏まえたｻｰﾋﾞｽの向上を
推進
・重要案件については、事業団の全幹部が出席す
る幹部会議において各館長が報告し、共有・議論
を行い、施設運営に反映
・利用者からの意見をもとに、設備や備品の整備・
更新、衛生面や接遇面での改善などを図ったほ
か、見える化改革や施設ｻｰﾋﾞｽ魅力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄなど
の動きも踏まえ、掲示物等の美観向上、HPや施
設内案内表示の工夫などを実施
・団体利用について、利用者を集めた会議を開
催。団体からの要望や意見を把握し、施設運営に
反映

・ｺﾝｿ全社による担当者会議において利用者の声
とその対応策について協議し、決定後、速やかに
実施。それら利用者の声やその対応について引き
続き公表していくとともに、事業団幹部会議におい
て議論・共有し、好事例について他の事業団管理
施設での導入を推進

・東京武道館における早朝営業の試行を実施（5
～6月にかけて開館時間を1時間半前倒し。ｱﾝｹｰ
ﾄ等による効果測定を行い、都に提言）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・利用者目線に立ったｽﾎﾟｰﾂ施設の運営に向
けて、ｺﾝｿの担当者会議や事業団の経営会議
等を通じて、利用者の意見などが共有され、
設備やｻｰﾋﾞｽの改善あるいは魅力向上の取
組に活用している。

・都立施設全体の魅力向上に向けて、ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｼｯﾌﾟ会議において、事業団の取組について情
報共有するとともに、他施設における有効な
取組は、事業団の施設運営に活用している。

・駒沢及びｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰについて、2019年
以降の指定管理を受託したため、これまで蓄
積したﾉｳﾊｳを活用して、ｽﾎﾟｰﾂ実施率の向上
等に寄与する事業を積極的に展開していく。

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議の
活用

・第１回ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
会議の開催

・東京都及び他指定
管理者との情報共
有

経　営　課　題 より効果的・効率的なスポーツ施設の管理と施設の魅力向上

戦　　　　　　略 利用者目線に立ったスポーツ施設の運営と魅力的なサービスの提供

３年後の到達目標

・管理運営する指定管理施設において、寄せられた利用者の声が施設運営に反映され、そうした対応に関する情報も含めて利用者に公開されている。
・パートナーシップ会議を活用し、都施策と連動し、各施設の利用者ニーズを踏まえたサービスが提供できている。
・都立スポーツ施設の指定管理について、事業団が持つ企画調整等の専門ノウハウを生かせる運営形態を構築し、魅力的な事業計画、執行を提案・実施することで、既存施設の確実な再受託
及び新規施設の受託を進めている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都スポーツ文化事業団 評価年度：2018年度

・東京都ｽﾎﾟｰﾂ推進
総合計画と連動し、
利用者ﾆｰｽﾞを踏ま
えたｻｰﾋﾞｽを展開
・実施した取組を適
宜PDCAｻｲｸﾙで検
証し、都と連携しな
がらｻｰﾋﾞｽの質・量
のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ、施設
ｻｰﾋﾞｽの魅力向上
を図る
・東京都及び他指定
管理者との情報共
有

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議を
通じて、他施設も含
めた各種情報を把
握
・自律改革、施設ｻｰ
ﾋﾞｽ魅力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄに基づき、掲示物
等の整理と利用者
の声の施設内掲示
を実施
・各施設の2019年
度事業計画におけ
るｽﾎﾟｰﾂ振興事業
等の充実策を共有

・2回のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議を開催(8/3、3/4)

・所管外施設の情報も共有できる貴重な機会とし
て、指定管理者評価委員会における委員意見や
利用者の声とその対応方法、都の意向などを共
有するとともに、意見交換を実施

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議を通して、自律改革や施設ｻｰﾋﾞ
ｽ魅力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて情報共有・議論し、そ
うした視点から施設ｻｰﾋﾞｽの改善を実施

・自施設での利用者の声を生かした取組やﾉｳﾊｳ
を紹介するとともに、他施設での好事例を導入す
ることにより、都立施設全体のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟに貢献
（紹介1事業、導入1事業）

・実施した取組で適宜PDCAｻｲｸﾙで検証し、都と
連携しながらｻｰﾋﾞｽの質・量のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ、施設ｻｰ
ﾋﾞｽの魅力向上を推進

・指定管理者側からも議題の提案や問題提起を
行い、会議を活性化

指定管理施設を通
じた都施策への積
極的な貢献

・駒沢について現状
分析、提案内容の
検討

・新規施設について
の調査、既存施設と
の比較検討

・駒沢：関係各社を
集めた会議体の設
置、東京2020大会
等を見据えた提案
書作成、選定委員
会対応
・新規：関係各社を
集めた会議体の設
置、他施設の情報
収集、運営体制の
検討、公募状況に
あわせ提案書作成
着手

・駒沢の第4期指定
管理に応募し、指定
管理を受託
・新規施設について
は、ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ
の指定管理に応募
し、指定管理を受託

・駒沢については、これまでの運営実績に基づき、
老朽化した施設を安全に運営するだけでなく、新
たに当事業団が代表団体となり、民間企業や都ﾚ
ｸ協会とｺﾝｿを形成することにより、民間ﾉｳﾊｳの活
用やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能の強化を図る提案を実施
・ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰについては、設置目的や基本方
針をできる限り実現し、大会のﾚｶﾞｼｰを次世代に
継承するべく、当事業団が代表団体となり、各ｺﾝ
ｿｰｼｱﾑの強みを生かした提案を実施

・新たに受託した施設も含め、管理施設全体を活
用しながら、ｽﾎﾟｰﾂ実施率向上や障害者ｽﾎﾟｰﾂ振
興のための各種ｽﾎﾟｰﾂ事業等を実施(81事業)
・2020大会会場となっている施設については、大
会の成功に向け、東京都及び組織委員会と緊密
に連携して施設を運営
・それ以外の施設については、ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ
2019™及び東京2020大会の影響で休館となる他
施設の受け皿としての役割を見据えて運営
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障害者関連資格の
取得促進

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾏﾅｰ検定
の実施

・左記検定を継続実
施
・過去2年の都立学
校活用促進ﾓﾃﾞﾙの
実施経験を生かし、
新たな資格取得推
奨制度の構築

・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾏﾅｰ検定
を実施。（3級30名認
定）
・障害者ｽﾎﾟｰﾂに係
る資格等を検討し、
対象を障がい者ｽ
ﾎﾟｰﾂ指導員とする。

・障害者、高齢者、妊産婦等、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙな視点を持
たせるため実施。施設管理及び事業実施のｻｰﾋﾞｽ
向上を推進
・対象とする資格（障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員資格）に
対する取得費用の補助による推奨制度を構築

･ｽﾎﾟｰﾂ振興事業に
おける障害者ｽﾎﾟｰﾂ
関連事業の実施

・他事業への障害者
ｽﾎﾟｰﾂの視点導入準
備
・他団体との連携に
ついて働きかけ

・都立学校活用促進
ﾓﾃﾞﾙ事業や指定管
理事業における関係
団体とのつながりや
経験・ﾉｳﾊｳをもとに
検討
・駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園
総合運動場や東京ｱ
ｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰの事業
計画において障害者
向け事業を提案

・都立学校活用促進ﾓﾃﾞﾙ事業では数多くの体験教
室事業を実施しており、障害者・健常者を問わず、
多くの方に障害者ｽﾎﾟｰﾂを体験
・ｽﾎﾟｰﾂ博覧会2018において、障害者も参加しやす
いﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾎﾟｰﾂのｺﾝﾃﾝﾂを追加
・指定管理事業においても障害者ｽﾎﾟｰﾂに関する事
業を実施。関連団体の協力を得ながら、より多く集
客する工夫や健常者も共に参加しやすい内容の見
直しなどを行い、今後、体育の日記念事業など3事
業に反映
・駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場第4期指定管理の獲
得に向けて、ｽﾎﾟｰﾂ推進総合計画を念頭におき、障
害者ｽﾎﾟｰﾂに関する事業を提案
・東京ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰについても同様に障害者ｽﾎﾟｰ
ﾂに関する事業提案を実施

・見直しを行った事業（3事業）を実施

・新規事業の準備

・障害者ｽﾎﾟｰﾂの実践の場となる都立特別支援
学校の開放を計15校に拡大し、ｽﾎﾟｰﾂ体験教
室を拡充した。

・広報活動を積極的に実施したことにより、団体
登録者数や利用者を拡大できた。

・既存事業や障害者、高齢者、妊産婦等の視
点を持つことができるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ検定資格の取
得により質の高い事業の実施やｻｰﾋﾞｽの充実
につなげることができた。

・都立学校活用促進ﾓﾃﾞﾙ事業等既存事業に障
害者ｽﾎﾟｰﾂの視点を導入するための検討を行
うとともに、2施設の指定管理者選定において、
障害者向け事業を提案した。

団体自己評価

都立学校活用促進ﾓ
ﾃﾞﾙ事業の拡充

･実施校10校
･事業紹介ﾘｰﾌﾚｯﾄ作
成及び配布
･施設予約ｼｽﾃﾑ構
築
･ｽﾎﾟｰﾂ団体等の協
力により体験教室を
開催

・実施校を順次拡大
（15校）
・事業を効果的に周
知し利用団体等を拡
大
・施設予約ｼｽﾃﾑ稼
働
・全実施校で多様な
体験教室を開催する
とともに運営体制の
制度設計を行う。

・実施校15校
・ﾘｰﾌﾚｯﾄ26,000部作
製及び関係各所へ
配付済み
・登録団体数が増加
・4月9日から施設予
約ｼｽﾃﾑを稼働
・ｽﾎﾟｰﾂ体験教室95
回開催
・来年度の体験教室
運営について検討

・事業団内の体制を整え体育施設の貸出しと体験
教室を開催
・事業の認知拡大に向けてﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し関係各
所へ配付するなど広報活動を実施
・年々登録団体数が増加（28年度末：120団体、29
年度末：189団体、30年度末：307団体）
・施設予約ｼｽﾃﾑを稼働し、体育施設の随時予約受
付を開始(体育施設の予約はほぼ施設予約ｼｽﾃﾑ
経由）
・東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会などの協力団体と緊密な連
携を取り体験教室を着実に開催。また、参加者拡大
に向けて障害者団体等関係各所に広報活動を実施
・体験教室の開催回数の増加が見込まれ、来年度
の体験教室運営を検討

・実施校を新たに5校追加し、計20校に拡大

・事業を効果的に周知し継続的な運営を実施

・全実施校で多様な体験教室を開催するとともに運
営体制を構築

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・左記検定を継続実施

・障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員資格の取得を促進（1名）

障害者ｽﾎﾟｰﾂ関連事
業の充実

経　営　課　題 障害者スポーツの更なる推進

戦　　　　　　略 障害者スポーツを実践する場の拡大及び支える人材の育成

３年後の到達目標
・障害者スポーツの実践の場となる都立特別支援学校の開放を拡大するとともにスポーツ体験教室を拡充する。
・質の高い事業実施、サービスの充実のため、障害者関連資格の取得を促進する。
・既存事業に障害者スポーツの視点を導入する（３事業）とともに、新規事業（１事業）を実施する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都スポーツ文化事業団 評価年度：2018年度
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〇引き続き、研修計画には他機関が実施する研修
など専門性を強化するための研修カリキュラムを組
み入れている。

〇東京都教育庁と研修目的で人事交流を実施して
いる。教育庁職員には、調査現場での調査を直接
実践させ、センター職員には行政の立場での事業
調整、指導を実践させている。【相互交流期間：１年
／各１名】

〇新規採用者5名に
それぞれリーダーを
任命し、ペア制を開
始した。

〇リーダー養成研修を6月に実施し、8月からペア制
を導入した。
○今年度のリーダー養成研修受講者数を計画より
も5名多くしたことで、2019年度は採用後速やかに
ペア制による育成が可能となる。

〇前年度リーダー養成受講者と新規採用者により
ペア制を引き続き実施する。
《新人職員数：２名》
〇調査事業の都合上、同一分室でのペアを組むこ
とが事実上困難なため、日々の業務に対する指導
は、同じ分室のベテラン職員が行い、職員としての
心構え、職場内での人間関係の構築、専門知識な
どをペア制により習得させる。

調査に必要な知識、
技術等を早期取得
するための実践研修
の充実

２０１６年度から部分
的に試行

〇調査現場で必要
な文化財調査の知
識・技術レベルを確
認し、個々の能力に
応じて向上させる。
（初年度研修）
・仕事への取り組み
方
・作業員との接し方
・安全管理

○初年度研修7科目
実施
　・報告書作成
　・事業調整
　・発掘調査の実践
　・整理作業の実践
　・安全管理
　・発掘調査の進め
方
　・写真撮影の実践

〇受講生の習熟度を考慮してカリキュラムを細分
化し、段階的に学習できるよう研修内容を工夫し
た。

〇実践研修（２年次）実施計画を策定し、研修科
目、実施時期などを決定した。

〇前年度末に新規導入した分析機器等を利用し、
機器操作及び基本技術の習得等のカリキュラムを
取り入れた。

監督職の早期育成
のための主任職員
研修実施

東京都が実施する
主任研修等への参
加

〇主任昇任者を対
象に研修カリキュラ
ムを新たに策定し、
専門職員育成を図
る。
〇専門知識以外に
も視野を広げるた
め、コミュニケーショ
ンやロジカルシンキ
ング等の研修を受講
させる。
〇他機関等が実施
する研修への参加
・奈良文化財研究所
・文化庁
・全国埋蔵文化財法
人連絡協議会
《対象者：２名》

〇主任職員２名、主
任昇任者２名に対し
て、人材支援事業団
が企画する研修を受
講した。
・主任研修：２名　・
政策ディベート（説明
力強化）研修：１名
・フォロワーシップ研
修：３名　・戦略的思
考による課題解決力
強化研修：１名
〇静岡県主催関東
甲信越静埋蔵文化
財担当職員共同研
修協議会：１名

〇引き続き、主任及び主任昇任者に研修機関での
研修を受講させる。

団体自己評価

新人職員の育成

【OJTリーダーになる
者】
東京都が主催する
チューター養成研修
受講
【受講者：２名】

〇民間研修機関に
委託してリーダー養
成研修を受講させ
る。
○チューター研修者
とペアで新人育成を
行う。
《受講者数：１０名》

〇リーダー養成研
修：6月27日実施
《受講者数：１５名》
〇リーダー養成研修
受講後のフィード
バック研修：11月27
日実施
《受講者数：１５名》

〇調査分室に配置する場合、調査期間、専門性等
を考慮して職員を配置するが、少人数職場のため、
必ずしも養成されたリーダーと新採職員が組めない
場合もあることから、平成28年度採用者まで受講者
枠を広げ、リーダー研修を受講させた。

〇2019年度以降も引き続き、リーダー養成研修、
フィードバック研修を計画している。【受講予定者
数：３名】

〇新規採用職員育成計画を継続して実施する
ことで、リーダー側職員の責任感、職務遂行能
力も向上される。

〇現場調査での知識向上だけでなく、分析等
精密機器類の操作等を理解することで、より広
範な「知識集団」として事業展開が可能となる。

〇教育庁との人事交流などで連携を強化する
ことで、東京都の文化財行政における埋蔵文
化財センターの役割もより重要なものになり、
発掘調査・整理作業・報告書刊行の定型業務
以外への役割も充実することが期待できる。

【新人職員】
ベテラン職員による
ＯＪＴ研修

前年度のチューター
研修者と当年度リー
ダー養成受講者によ
りペア制を開始す
る。
《新人職員数：５名》

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 調査研究職員の育成及び技術の継承の必要性

戦　　　　　　略 調査研究員の長期的視点に立った人材育成及び技術の継承（埋蔵文化財部門）

３年後の到達目標

・調査研究員の専門性を維持・育成していくため、新人職員、若手から中堅職員、監督職昇任対象職員の各段階の研修を創設・充実させ、人材育成を行うことで専門職員としての技術・ノウハ
ウを着実に継承できる。
・監督職職員による新人育成に加えOJTリーダーと新人職員をペアで配置し、新規採用者に対する人材育成を図っている。
・調査に必要な実践研修を充実し、若手から中堅にいたる職員の専門性を高め、技術の継承及び向上を図っている。
・監督職の育成を促進するため、研修カリキュラムを作成し、実施することで、次世代の監督職員の育成を図っている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 評価年度：2018年度
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　都が掲げる「スポーツ実施率70％達成」、「スポーツ都市東京の実現」に向け、着実に取組を推進している。

➢戦略１では、スポーツレガシーを推進する団体としてさらに発展するため、地域スポーツ等を専門とする大学関係者を地域スポーツクラブ事業に活用するほか、固有職員等の人材育成に取り
組み、組織力の強化に努めている。
➢戦略２では、指定管理を行う駒沢オリンピック公園総合運動場において、働き盛り世代や女性、高齢者などをターゲットにした事業を新たに５事業立ち上げ実施するなど、スポーツ実施率の
向上に取り組んだ。
➢戦略３では、利用者からの声を基に、東京武道館では駐車場の混雑予想をツイッターで発信するなど、利用者サービスの向上に取り組んだ。また、パートナーシップ会議では、他の指定管理
者と利用者の声を活かした取組等を共有し、掲示物等の美観向上に取り組むなど、都立施設全体のレベルアップを推進した。
➢戦略４では、都立学校活用促進モデル事業において、実施校を10校から15校に拡大して障害者がスポーツをする場と機会を拡大させるほか、それを支える人材の育成に取り組んでおり、障害
者スポーツの推進を着実に進めている。
➢戦略５では、埋蔵文化財部門で調査研究員の専門性を維持・育成していくため、新人職員、若手から中堅職員など、個々の能力に応じたＯＪＴや研修を実施し、技術・ノウハウの確実な継承
に取り組んだ。

　以上、専門性を活かし現場からスポーツ振興を発展させていくパートナーとしての役割を着実に果たした。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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団体自己評価要因分析 対応方針

2020 年以降を見据えた団体の長期経営計画
（アクションプラン）としてまとめた。策定後はこ
れに基づいて戦略的・効果的に事業を執行し
ていく。

・設立団体である都及び日本陸連と調整を行いながら
内容をとりまとめた。

・事業セグメントを４つに再構成し、既存事業の深化や
新規の取組を推進
　①　ランニングイベント事業
　　　～ひとびとがランニングを楽しむ機会の提供～
　　　　東京マラソンを世界最高峰の大会へ、オフィシャ
　　　　ルイベントの充実
　②　ランニングライフ事業
　　　～ひとびとの生活の中にランニング・ジョギングの
　　　　ある生活の実現～
　　　　ランニングスポーツやジョギングの普及振興
　③　ウェルネス事業
　　　～ひとびとが健康づくりに取り組む社会の実現～
　　　　健康寿命の延伸、豊かで健康的な生活
　④　社会貢献事業
　　　～走ることで社会につながる　スポーツの先に
　　　　ある社会貢献～
　　　　チャリティやボランティアを通じた社会貢献

・2019年6月開催予定の理事会において正式
決定する予定

・ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の実施状況を
確認、検証

長期経営計画
の策定

未策定 ・策定

一般財団法人東京マラソン財団

・長期経営計画が策定され、東京マラソンやそれ以外の事業において、大会運営のノウハウ等、財団の有する経営資源を有効に活用しながら、計画に則った段階的・効果的な事業執行が行わ
れている。
・東京マラソンの更なる発展やランニングスポーツの振興、ボランティアやチャリティ事業が一層拡充され、戦略的に財団事業が推進されている。
・事業としても収益構造としても東京マラソンのみに頼らない団体運営を行っていくための取組を検討・調整している。

３年後の到達目標

経　営　課　題 長期的な視点に立った戦略的・効果的な団体運営

長期的な経営戦略の策定・進捗管理

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
戦　略

・策定

・世界最高水準のラ
ンニングイベントとし
ての東京マラソンの
質の向上に加え、ス
ポーツを通じた社会
貢献といった視点を
踏まえ、事業セグメ
ントを４つに再構成
し、既存事業の深化
や新規の取組を進
めるなど、今後１０
年間の事業の方向
性を示した。

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度
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※カッコ内の数字は、経常収益に占める協賛金・参加料の割合

ボランティア
受託事業収益

約 450 万円
（見込）

収益の維持・向上
（大口の受託案件の
有無により大幅に変
動する）

約453万円

2016年10月のVOLUNTAINERの発足以降、活動が
徐々に認知され、有償によるボランティアの募集告
知やボランティア向けの研修等の依頼が増加した。
また、東京2020大会のボランティア募集開始に伴
い、自治体からのボランティア研修に関する受託が
増加した。

引き続き、都や組織委員会をはじめ全国のスポーツ
ボランティア団体等と連携しながら業務を受託して
いく。

参加料の検討

東京マラソン2020よ
り参加料改定
国内15,000円（税抜）
（16％）※

設立団体との事前調整を行いながらランナーをはじ
めとする都民に意見を募集し、都議会への報告を
経たうえで、2018年12月の理事会において、東京マ
ラソン2020より参加料を改定することが決定され
た。

引き続き協賛金に依存しない収支構造の均衡に向
けて着実な財政運営に努めていく。

引き続き競技運営や設営に係る委託内容を工夫
し、競技運営経費の一層の削減を図る。

競技運営経費
の削減

5.87 億円
（予定）

・設営期間、配置人
員等を工夫し、削減
を図る。
・5.67 億円

5.57億円
フィニッシュエリアの使用施設をはじめ、借用施設に
おける備品の手配方法を含めて見直し等を図った
結果、2018年度計画を達成することができた。

団体自己評価

協賛金収益（協賛物
品含む）の維持・向
上

約 26.7 億円
（H28 決算）
約 68％

・現協賛金額増額交
渉
・新規協賛企業獲得
交渉

・協賛金収益
26.5億円
・物品提供物
2.7億円

計　29.2億円

撤退する企業が発生（2社）する中、新規オフィシャ
ルパートナー企業の獲得及び上位企業を中心に協
賛金の増額交渉を進めた結果、2018大会を上回る
協賛金収益を確保することができた。

今後も大会価値の向上に努めるとともに、東京2020
大会後の企業の協賛からの撤退リスク等に備える
ため、契約更新時期を迎える協賛企業との契約を
維持し、協賛金収益の確保を図る。

数値を記載した取組については計画を達成し
た。ただし、個別取組事項として掲げたものの
多くが、東京2020大会の動向に少なからず左
右されることから、引き続き目標達成に向けて
取り組んでいく。

参加料の検討

約 4.5 億円
国内 10,800 円
約 11.5％

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 2020年以降の継続した収益の確保

戦　　　　　　略 2020年以降の継続した収益の確保

３年後の到達目標

経常収益が新規で３億円増加している。
・警備安全対策費の増に対応した収益確保
・経常収益40.5億円とする。（28決算39億円から新規＋３億円増、コース変更に係る都費1.5億円減）
・収益に占める協賛金と参加料のバランスが改善されている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 一般財団法人東京マラソン財団 評価年度：2018年度
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引き続き、都や組織委員会をはじめ全国のスポー
ツボランティア団体等と連携しながら業務を受託し
ていく。

ボランティア受託事
業

８件程度
（見込）

・受託可能メニュー
を整理し、発注しや
すい環境を整える。
・年９件

29件（有償16件）
・自治体　13件
・企業　　　６件
・団体等　 10件

2016年10月のVOLUNTAINERの発足以降、活動が
徐々に認知され、有償によるボランティアの募集告
知やボランティア向けの研修等の依頼が増加し
た。また、東京2020大会のボランティア募集開始に
伴い、自治体からのボランティア研修に関する受託
が増加した。

Fixed Track
設置個所 ０箇所

・東京都各局等と調
整し、新規設置を行
い、事業を開始す
る。
・１箇所

・１箇所３コース
国営昭和記念公園
に設置
2.5km・3.9kmコース
→1/26～
5.6kmコース→3/31
～
一般利用開始

都内公園管理者等と調整を進める中で、国営昭和
記念公園より公園の利活用に向けたスポーツの場
としての事業の合意が得られ、公園への計測機器
等の設置に係る調整・工事が完了し、2019年1月26
日から一般利用を開始することができた。

・Ｆｏｒ２０２０プロジェ
クトとして、小中学生
の活動を新設
（VOLUNTAINERジュ
ニアの活動）
東京マラソン2019参
加者実績：24組51人
2人1組×21組
3人1組×3組

引き続き、身近な公園等でランニングに親しめる環
境を整備するとともに、WEBサービス等を提供し、ラ
ンニングスポーツへの関心を高めるとともに、都民
の健康増進にも寄与していく。

・日程変更検討
・RUN as ONEによる
東京マラソンとの連
動PR

・引き続き、日程変
更を検討中。
・「東京トライアル
ハーフマラソン
2018」を2018年10月
27日（土）実施
参加者実績：2016人

同時期に開催される、他大会の募集締切が本イベ
ントの告知より早く行われていることなどが要因と
なり、参加者数が定員（3,000人）を下回った。

2019年秋の大会に向け、日程の変更を含め大会
の中身について検討していくほか、東京マラソンの
リンケージ（本イベントが東京マラソンへと繋がる
RUN　as ONEの一大会であること）をより強力にＰＲ
していく。

引き続き、子どものスポーツ及びランニングを含
め、スポーツレガシー事業の充実を図っていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

なし
レガシー事業の検
討、新規構築

経　営　課　題 2020年以降の事業運営　

戦　　　　　　略 財団事業の拡充、多様化

３年後の到達目標

スポーツレガシーとして、東京マラソン以外の財団事業が充実している。
・オフィシャルイベントが最適な時期に開催されるよう検討が行われ、イベントのＰＲも強化されている。
・スポーツレガシー事業において、子どもや障害者スポーツ等への普及啓発が推進されるとともに、回数も増加している。
・Fixed Trackの設置個所が増加している。
・スポーツボランティア受託事業のメニューや料金が整理され、積極的に受託が行われている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 一般財団法人東京マラソン財団 評価年度：2018年度

団体自己評価

東京2020大会のレ
ガシー

東京2020組織委員会と締結した協定に基づく東京
2020大会ボランティア応募促進のサポートを目的と
して、小中学生を対象としたボランティア活動を実
施した。2019大会では募集定員（15組30名）を大き
く上回る応募があり、メディアにも取り上げられた。

組織委員会との連携協力協定に基づき、東京2020
大会のレガシーの創出について、今後も検討して
いく。

数値を記載した取組については計画を達成し
た。秋のオフィシャルイベントについては、目標
達成に向けて広報を含めて計画的にPRを行っ
ていく。

2018年度実績 要因分析 対応方針

スポーツレガシー事
業

年７回

・沿道小学校等に働
きかけを行い、新規
実施箇所の開拓、実
施回数増を図ってい
く。
・年８回

・12回実施
（沿道小学校）
・３回実施
（東日本大震災被災
３県）

スポーツ基礎力の向上及び陸上競技の普及啓発
（キッズアスレティクス）に対する沿道小学校の関心
が高く、想定より多くの回数を実施することができ
た。

オフィシャルイベント
の充実

10月最終土曜日実
施
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VOLUNTAINER会員
数の増

約２万人（見込） 約２万５千人 ２万８千人

2016年10月のVOLUNTAINERの発足以降、活動
が徐々に認知され、有償によるボランティアの募
集告知やボランティア向けの研修等の依頼が増加
した。また、東京2020大会のボランティア募集開始
に伴い、自治体からのボランティア研修に関する
受託が増加した。

東京マラソンや財団オフィシャルイベントに限ら
ず、多種多様なスポーツボランティアの活動機会
を提供していくほか、活動ポイント制の拡充等によ
り、更なるボランティア活動の推進や会員にとって
魅力あるコンテンツの充実を図っていく。

・寄付先事業者の希
望を募り、委員会で
厳正に審査・検討の
うえ、新規寄付先事
業を決定する。
・18団体

20団体

・寄付者数の増加に応じた寄付先の多様性を確保
するため、新規寄付先団体を募集し、2019大会
（平成30年度）から新たに５団体を寄付先に加え
た。

寄付者数の増加に応じた寄付先の多様性を確保
するため、引き続き必要に応じて追加募集を行う。

引き続き、環境に配慮した大会運営の取組の１つ
として、洋服ポストで得た収益について効果的な
還元を図り社会貢献につなげていく。

洋服ポストの設置 新規実施

2018大会での実施
状況を踏まえ、設置
箇所・設置数等を再
検証しつつ、継続実
施

寄付された衣類の
総重量：3,740kg

2018大会では、コース沿道、フィニッシュ付近、ス
タートエリア（都庁1F・2F）に洋服ポストを設置して
いたが、2019大会では、ＥＸＰＯ会場、スタートエリ
ア（都庁2F)に集約し、2018大会の量を上回った。

団体自己評価

チャリティ寄付金額
の増加

約４億円

・アクティブチャリ
ティの浸透や海外法
人への周知のため
更なるＰＲに努め
る。
・約4.25億円

・5.86億円
（7,584件）速報値
・アクティブチャリ
ティ枠の拡充（100→
300）
・法人寄付最低金額
の引き上げ（10万円
→20万円）

・チャリティランナーの定員を1,000人増員し、5,000
人にするとともに、法人寄付最低金額をこれまで
の10万円から20万円に引き上げた結果、寄付金
額が増加した。
・寄付先団体が独自の取組で寄付金の募集を行う
アクティブチャリティ枠を100から300に拡充した。

今後も新たな寄付募集の方法や寄付先団体の拡
充を検討しながら、寄付文化の醸成を図っていく。

数値を記載した取組については計画を達成し
た。引き続き、チャリティをはじめとする様々な
社会貢献に係る事業に取り組んでいく。

寄付先団体数の増
加

15団体

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 東京マラソンを通じた更なる社会貢献

戦　　　　　　略 東京マラソチャリティやボランティア等の更なる充実

３年後の到達目標
・チャリティ事業が拡充され、寄付金額、寄付先団体数が増加している。
・環境に配慮した大会運営が推進されている。
・スポーツボランティアの普及促進が行われ、オフィシャルボランティアクラブ「VOLUNTAINER」の会員数が増加している。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 一般財団法人東京マラソン財団 評価年度：2018年度
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評価年度：2018年度

　世界最高水準のランニングイベントである東京マラソンの円滑な実施のほか、2020年以降を見据えた団体運営を着実に進めている。

　➢戦略１では、2020年以降を見据え、財団が今後10年間に取り組むべき内容をアクションプランとして定め、東京マラソンの更なる発展に加えて、スポーツを通じた社会貢献に取り組むなど、
　　事業の長期的な方向性を示した。
　➢戦略２では、スポンサー企業との交渉を進め、協賛金収益の増額を達成するとともに、競技運営経費の削減にも取り組み、収支を向上させた。また、東京マラソン2020大会からの参加料の改定
　　（10,000円⇒15,000円（税抜き））を2018年12月の理事会により決定し、2020年以降の継続した収益確保の道を拓いた。
　➢戦略３では、スポーツレガシーとして子どもにスポーツやランニングに関心を持ってもらうためのキッズアスレティクス事業の実施回数を増やすなど、東京マラソン以外の事業の充実化を着実
　　に進めている。オフィシャルイベントである「東京トライアルハーフマラソン」については参加者数が定員を下回っているため、広報のあり方や日程変更を含めた検討が必要である。
　➢戦略４では、チャリティーランナーの定員を増員するとともに、法人寄付最低金額の引き上げに取り組んだ結果、寄付金額を大きく増加させることができ、社会貢献を推進した。また、「VOLU
　　NTAINER」の会員数も着実に増加しており、スポーツボランティアの普及促進に貢献した。

　以上、東京マラソンを通じて社会貢献を一層進めており、東京マラソンの更なるブランド力向上へ取り組んだ。

一般財団法人東京マラソン財団

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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健全な財務状況及び安定的な経営の継続 

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度

経営力の強化と信頼性の維持等による安定した収益確保

要因分析 対応方針

戦　略

　
　事故の防止については、安全対策に組織的
に取り組んだ結果、事故件数０件の目標を達
成した。将来的な事業の安定的な受託や新規
の事業獲得のためには、こうした取組を今後と
も継続的に積み重ね、公社に対する信頼を引
き続き高めていくことが重要であることから、将
来の到達目標の実現に資する成果をあげるこ
とが出来た。
　新規事業分野の開拓については、ＰＴの取組
を通じて、都、自治体、地元住民とも対象地に
おける課題についての共通認識を持つことが
でき、今後の解決策の提示に向けた第一歩を
踏み出すことが出来た。あわせて、事業提案
制度にも積極的に挑戦するなど、公社職員の
事業提案力等の向上にもＰＴの活動をつなげ
ることが出来た。このほか、空き地・空き家等、
今後の行政課題と考えられる分野にも先鞭を
付けるなど、将来の到達目標の達成に向け
て、新規事業や人材育成等の様々な布石を打
つことが出来た。
　経営分析力と事業提案力の強化について
は、全社システムのリプレイスや市町村の基本
データの収集入力を行うなど、経営分析力と事
業提案力の強化に向けた取組を着実に進める
ことが出来た。
　収支構造の改善については、全社的な収支
構造の分析や関係機関への働きかけを開始
する等、今後の公社の安定経営に資する取組
を行うことが出来た。
　まちづくり支援事業の推進については、自治
会等が行うまちづくり勉強会等へ職員を派遣
するなど、従来の費用助成にとどまらない積極
的な働きかけを行った結果、目標件数である
24件のまちづくり活動等への支援を行うことが
出来た。
　今後、３年後の到達目標である安定経営を
確実に実現するためには、無電柱化等の新規
事業にも積極的に進出していく必要がある。そ
うした新たな挑戦とあわせて、その基礎となる
経営力強化や信頼性の向上への努力が目標
達成には重要になることから、今年度は、その
ために必要な各種の取組を行うことが出来た
と評価する。なお、2018年度は、250億円強の
経常収益と黒字決算を達成する見込みであ
る。

・組織的な取組として、社内の専門委員会の現場
パトロールを全社的に実施した。また、新たな取組
みとして「安全体感教育」を実施した。民間企業の
協力のもと、研修施設において事故の危険性を体
感し、職員の意識向上を図った。さらに、全職員を
対象に個人情報チェックリストを配付し、個人情報
管理について確認を行った。これらの取組により、
重大な事故を未然に防ぐことで、公社への信頼向
上に努めた。

・今後とも、引き続き安全対策に取り組み、公社へ
の信用向上に努めていく。外部の専門家から公社
の安全管理の取組みについて意見を頂戴し、既存
の安全管理マニュアルの見直しをするなど、安全
対策を充実、強化する予定である。

団体自己評価

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

０件事故の防止

死亡事故
１件
（2012年度）

個人情報紛失事故
１件
（2015年度）

０件

公益財団法人東京都都市づくり公社

　経営改革を推進するため、事業ごとに収支構造や採算性を把握するなど、経営分析力を強化するとともに、自治体情報の充実と社内での一元的活用により、事業提案力を高める。また、土地
区画整理や下水道整備等の既存事業を安全かつ着実に執行して公社の信用を高めるとともに、自治体の新たなニーズを充足する新規分野の開拓・事業化を図る。こうした取組により、毎年度
250億円の経常収益と黒字決算を達成し、安定経営を確保する。

３年後の到達目標

経　営　課　題

・次年度もPTを継続して開催し、対象地区の問題
点の解決策の検討に向けて取り組む。課題解決に
必要な手法、事業等について更なる深掘りを図り、
自治体や住民に提案できる試案を作成・提案等を
行っていくことで、将来的な新規事業分野の開拓に
繋げていく。

・ＰＴでの研究により培った知識や経験等を活か
し、事業提案制度において事業選定を実現すると
いう成果を挙げたことから、調査研究活動を通じた
公社職員の事業提案力等の着実な向上を確認す
ることが出来た。新規事業分野の開拓に向けて
は、こうした各種能力の伸長を促す取組が必要で
あると考えることから、今後とも、ＰＴ活動に積極的
に取り組んでいく。

・各自治体の状況等の更なる分析を引き続き行
い、それぞれの自治体が抱えている各種課題に対
応した業務提案について、各部が連携して取り組
み、今後の公社運営に資する新たな事業分野の開
拓を推進する。

新規事業分野の開
拓

大学等と連携した研
究調査の開始
（2017年度）

・首都大と連携し、
「既存市街地再生ま
ちづくりに関する研
究」に取組み、社内
での中間報告を実
施

・ＰＴメンバーの知識
醸成と事業提案力
の強化を実施

・新規の取組として、
空き地・空き家及び
都市農地に係る制
度及び改善事例の
調査を実施

・大学等と連携した
研究調査のとりまと
め

・新規事業分野の検
討

・公社若手職員や首都大教授等によるＰＴを毎週
実施し、現地調査や住民とのワークショップを開催
して、対象地区（日野・福生・国分寺市）の課題抽
出やまちづくりモデルの立案を行う等の研究調査
を行った。1月には、都市整備局主催の業務体験
発表会や公社主催の都市づくりフォーラムにて研
究内容の発表を行うとともに、年度末には社内報
告及び対象自治体への報告を行った。こうした研
究成果の普及啓発を通じて、自治体運営の向上に
寄与することが出来た。なお、業務体験発表会で
は努力賞を受賞した。

・上記ＰＴ公社若手メンバーの事業提案力等の更な
る向上を図るため、東京都の事業提案制度に当該
メンバーを参画させた。結果として、「職員による事
業提案」全１９９件中、選定された６件の事業のうち
の一つに採択され、職員の能力向上とともに、都の
政策に貢献することが出来た。なお、本事業提案
の選定について、都知事より感謝状が授与され
た。

・空き地・空き家の現状や各種制度の調査、既存
の区画整理事業の手法を用いた解決策の検討等
を行い、職員に向けた研修会を実施したほか、都
市農地については、都市農地の現状や利活用手
法等を整理し、併せて各自治体に対して実態調査
アンケートを行って、多摩地域の市町の現状を把
握した。こうした取組を通じて、新規分野の更なる
開拓に向けた基盤作りに努めた。

43



①／ 6

団体名：

戦　略

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
公益財団法人東京都都市づくり公社

経営分析資料の課
題抽出
（2017年度）

・システムのハード
機器の更新

・自治体情報の内容
充実と情報管理の
一元化

経営分析力と事業
提案力の強化

対応方針 団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績

・基盤となるハード機器の更新を無事に終えたた
め、今後は、新会計システム運用の開始に向けて
情報収集等を行い、導入から運用までの進行管理
を徹底するとともに、新システムから算出した各種
データ等も用いて、経営分析力の向上を図る。

・データベースの更新とともに、各自治体の課題分
析等を行うための情報収集や、活用等に向けて資
料のブラッシュアップに取り組み 、事業提案力の強
化を図る。

　

・事務費算定基準の見直しについては、区画整
理、都市機能更新、下水道の各事業別に、現在の
事務費算定基準と実態との乖離等の状況の分析と
あるべき姿を検討し、自治体側の理解を求めなが
ら進めていく必要がある。そのため、まず第一に、
総務部において各事業別、事業所別の収支構造
の分析に取り組み、公社内で情報共有を図った。

・関係市町村連絡協議会に対し、事務費の見直し
に向けたスケジュールを提示する等、関係機関へ
の働きかけを開始した。

・公社事業の安定的な経営のためには、事務費の
算定基準の見直しは必要不可欠なものであること
から、引き続き収支構造や採算性等の分析を進
め、分析内容を踏まえた業務の効率化や事務費の
あり方について改善方針案の検討を行っていく。

・上記の方針に基づいて事務費の見直しを含めた
対応策を2019年度中に取りまとめ、更なる業務の
効率化や関係機関との調整を進める。

・積極的な住民参加による質の高いまちづくり活動
をサポートするための公社支援事業について、都
内全区市町村の窓口を訪問し、事業の概要や制度
の活用について説明を行い、普及促進に努めた。
また今年度より、自治会等が行うまちづくり勉強会
等へ職員を派遣し、市民のまちづくりへのサポート
やアドバイスを行うなどの活動も開始した。

・全社システムリプレ
イス（ＰＣ入替含む）
の完了

・市町村の基本デー
タの収集及び入力
完了

・新たに各部職員の中からシステム担当者を指定
し、年度当初からハード更新に向けた全社的な進
行管理を徹底した。その結果、全社システムリプレ
イスを9月末に実施し、その後のシステム障害等大
きなトラブルもなく更新作業を適切に完了した。

・新規事業の検討や事業提案等を行うための基礎
資料として、自治体の基本情報を把握するため、
各種統計等のデータを新たに収集し、入力を完了
した。また、収集した情報の活用を見据え、データ
ベースのレイアウト等の検討を行った。

要因分析

収支構造の改善
赤字決算
（2015年度）

・各事業の収支構造
や採算性等の詳細
な分析

・事業別、事業所別
の収支構造の分析
を実施

・関係市町村連絡協
議会に対し、事務費
算定基準の見直し
について、働きかけ
を開始

支援件数
24件

支援件数
24件

まちづくり支援事業
の推進

まちづくり活動等へ
の支援
<件数>
目標22件
（2017年度）

・まちづくり支援制度の更なる利用促進を図るた
め、次年度も都内市区町村へ制度説明を行う。制
度説明にあたっては、自治体の制度理解を進める
ため、パンフレットに加え、新たに自治体向けの概
要資料を用いてより丁寧な説明に努める。こうした
取組を通じて新たなまちづくり支援を増加させ、住
民主体のまちづくりの拡大を図る。
・また前年度に引き続き、自治会等に対してまちづ
くり勉強会の開催を働きかけ、意欲のあるまちづく
りの促進に寄与していく。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

要因分析

経　営　課　題 人材の確保と育成

戦　　　　　　略 職員のマンパワーの確保と人材育成

３年後の到達目標
　公社が質の高いまちづくり事業を推進していくため、採用制度や職員育成の充実、評価制度の見直しなど、事業を担う人材を確保・育成・評価していく仕組みを再構築する。また、女性管理監
督者の育成など、様々なライフステージにおいて、誰もが働きやすい職場環境を構築する。こうした取組により、土地区画整理士をはじめ業務で活用する資格について３か年で延べ15人取得を
達成するなど、まちづくりの課題に的確に対応する専門性の高い組織を形成していく。

・今後、「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」の施行に向けた対応として、
2019年度中に就業規則の改正を行う予定であり、
職員がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選
択できる環境づくりに取り組んでいく。
・管理職の魅力を女性職員に向けて伝える研修会
を開催し、女性職員の意識付けを強化する。また、
各職場で求められる資格や経験を提示する等、中
長期的にどのようなスキルや専門性を身につけて
いくべきかといったキャリアパスを示すことで、職員
の自己啓発意識の醸成、モチベーション向上に取
り組む。さらに、個々の経験や能力を把握して適正
な人事配置を行うことで更なる女性監理監督者の
登用を図る。

対応方針 団体自己評価

事業展開を担う人材
の確保

公務員試験合格者
の試験一部免除の
試行
 （2017年度)

・高度なスキルを持
つ職員の採用

・学校へのＰＲ活動
の充実による技術職
員の募集活動強化

・新卒採用２名
・経験者採用５名

・一次試験免除要件の本格実施等、選考方法の改
善を図るとともに、新卒者、経験者の募集を複数回
実施した。また、従来から実施している大学への
OB訪問等に加え、企業説明会への参加や公務員
予備校への求人情報の発信などを拡充し、公社事
業の将来を担う人材を確保することが出来た。

・新卒採用については、選考方法の改善を図り、民
間企業を目指している学生にも受験しやすい環境
を提供することで、十分な応募者数の確保に努
め、優秀な人材を獲得するための条件整備を図
る。
・経験者採用については、通年採用を実施し、即戦
力となる経験者の確保を図る。

　人材の確保については、新たに企業説明会
に参加するなど、採用情報の発信を拡充する
こと等によって、今後の公社の事業展開を担う
人材を着実に確保することが出来た。
　また、職員の育成については、新任職員から
管理職まで職層に応じた研修を実施し、業務
に関連する資格取得を奨励するなど、今後の
まちづくり課題に的確に対応できる専門性の
高い人材作りに取り組んだ。
　業績評価の拡充については、現行の制度の
内容を検証し、改善の必要がある課題の抽出
を行うなど、人事考課制度の再構築に向けた
取組に着手した。
　女性管理監督者の登用については、女性監
督職の任用を行い、目標の女性管理監督者４
人を達成した。
　今後、まちづくりの課題に的確に対応できる
専門性の高い組織を構築するためには、若手
から管理職、多様な経験を有した経験者、女
性職員までを含めた幅広い人材の確保や育成
等が重要であり、2018年度はその実現に向け
た様々な布石となる取組を行うことが出来たと
評価する。

職員の育成
チューター制度の導
入
（2017年度）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績

業績評価の拡充
人事考課制度の導
入
（2004年度）

・現行の人事考課制
度の検証と、課題の
抽出

・取組項目の検討実
施

・人事考課制度（業績評価制度、自己申告制度、
任用・給与制度）の再構築に向け、現行の制度の
内容を検証し、改善の必要がある課題の抽出を
行った。

女性管理監督者の
登用

管理監督者数
３名
(2017年度)

・女性が働きやすい
職場環境づくり
・管理監督者数
４名

・就業規則改正作業
に着手
・管理監督者数
４名
（うち、女性監督職
任用１名）

・誰もが働きやすい職場づくりのために、育児中の
職員が安心して働ける環境を整えるべく、子どもの
看護休暇の取得要件の改正のほか、就業規則全
体の見直しに着手した。
・自己申告・業績評価等の結果を踏まえ、監督職
への任用を実施した。

・業務に必要な能力
の再検討
（共通・職種別・階層
別など）
・資格試験にかかる
受験支援
（資格取得人数５
名）

・新任等職員の育成
・管理職研修の実施
・資格取得人数７名

・新任職員については、各事業や各業務において
習得すべき業務内容を整理するため、チューター
が新任職員育成計画書を作成し、所属長と連携の
上、OJTを実施した。また、新任職員以外の職員に
ついても、技術系固有職員の退職等を見据え、
OJTを通じた技術の継承や、外部研修や自己啓発
による資格取得などのOFF-JTを行い、将来を担う
専門性の高い人材の育成に努めた。
・都の総務局コンプライアンス推進部長や文書課
長を講師とする全管理職対象の文書・コンプライア
ンス研修を実施したほか、全管理職が参加する合
宿形式での能力開発研修を実施し、公社事業の中
核となる管理職の能力向上に努めた。
・資格取得を目指す職員について、通信教育受講
料や資格試験受験料の補助を実施し、資格取得を
奨励した。

・公社が今後とも質の高いまちづくり事業を推進し
ていくため、将来を担う新任職員について、チュー
ター制度を継続実施するとともに、ＯＪＴの充実に
努め、必要な能力の定着を図る。あわせて、安定し
た技術力の確保を図るべく、ＯＪＴを通じた技術の
継承等を継続する。このほか、外部団体への派遣
研修を実施し、職員の育成に取り組む。
・引き続き法令遵守や汚職防止等の徹底を図るた
め、コンプライアンス研修を職層ごとに実施する。
・職員の自己啓発への支援を継続し、資格取得の
更なる推進に努める。

・抽出した課題に基づき、今後、より良い人事考課
制度の構築を行うべく、自己申告制度や任用制度
の改正を行う。
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団体自己評価

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 土地区画整理事業による多摩地域の継続的な発展

戦　　　　　　略 土地区画整理事業の着実な実施と新規事業化

３年後の到達目標
　事業施工中の地区においては、着実な基盤整備や円滑な調整などにより、地域の都市機能増進の早期達成を目指す。新規受託地区では、地元や関係自治体との精力的な調整により、早期
の事業開始を目指す。また、自治体の新たな事業ニーズを把握のうえ、対応する事業案を提案・受託していく。こうした取組により、毎年度100億円規模の事業実施を達成し、多摩地域の発展に
貢献していく。

2018年度実績 要因分析 対応方針

事業地区内の道路
の効率的な整備

新規地区の受託
１地区
（2017年度）

・多摩地域の現状及
び将来動向の把握
及び分析
・自治体のまちづくり
にかかるニーズ調査

・多摩地域の現状把
握やニーズ調査等
を行い、１地区のま
ちづくり検討調査を
実施

・継続案件や新規受託等の動向について、新たに
総務部に設置した営業推進担当と区画整理部が
連携して各市にヒアリングを行うなど、新規受託に
向けた営業活動の強化に努めた。こうした取組を
通じて、将来的に事業受託の可能性がある福生市
福東地区について、公社としてまちづくり検討調査
を実施し、報告書をとりまとめた。

・今後、公社として行ったまちづくり検討調査の結
果に基づいて、整備水準ごとの事業計画や資金計
画を施行者となる福生市へ提案し新規地区の受託
に向けた努力を図っていく。

新規受託地区の着
実な推進
（鶴川駅南地区）

測量調査の実施
(2017年度)

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

・地域住民や地元自
治体、関係機関との
精力的な調整による
事業内容の具体化

・事業計画決定

・関係機関協議等の
実施、事業計画、実
施計画書の作成を
経て、国費導入申請
協議がほぼ完了

・来年度の事業計画
決定に向け準備中

・関係機関協議を経て、事業計画決定後に速やか
に事業に着手できるよう、市において国費導入申
請を進めており、都との協議が完了した。市と国と
の協議については、関東地方整備局との事前協議
が完了し、本省に協議中の段階である。これらの
過程において、公社としても積極的に市に協力を
行い、事業化の推進に貢献した。

・町田市が都市計画変更を行う鶴川駅自由通路、
北口駅前広場変更、北口地区計画変更等の協議
に時間を要したため、事業計画決定は2019年3月
から2020年3月に変更となった。

・引き続き、市における2020年3月の事業計画決定
を目指し、公社として協力を行うとともに、当該時期
を見据えた事前準備等に努め、事業規模の拡大や
多摩地域の発展に寄与していく。

・着実な事業実施による道路整備を進めるため、
今後とも事務所の全部署及び本社による調整会議
の定期的な開催等を通じて、課題の早期抽出や解
決に取り組み、経営改革プラン改訂版（2019年度）
に掲げた2019年度及び2020年度の目標である整
備延長2,300ｍの実現を図っていく。

　新規地区の受託については、新たに営業推
進担当を設置して体制の強化を図るとともに、
自治体の事業ニーズを把握して新規地区の受
託検討を進め、報告書の作成を行うなど、新
規事業化に向けて着実に歩みを進めた。
　また、鶴川駅南地区の事業に関しては、事業
計画決定スケジュールが１年遅れることになっ
たものの、事業着手に向けた準備作業につい
て、公社として市に積極的に協力を行い、事業
化の実現に取り組んだ。
　道路の効率的な整備については、関係部署
や権利者との調整を綿密に行うとともに、追加
整備等を行うことで、事業規模の確保に努め
た。
　こうした新規地区受託や受託地区における
道路整備に係る努力を通じて、2018年度は
100億円超の事業規模を実現している。今後、
自治体の要請に基づき受託実績のある無電
柱化事業の受託等も積極的に行うなど、新規・
既存の各事業について公社の各部署が連携し
て取組を進めることで、３年後の到達目標であ
る毎年度１００億円規模の実現を達成すること
が可能であると考える。

整備延長
2,762m
（2014～2016
年度平均）
目標3,162ｍ
（2017年度）

・整備延長
2,700ｍ

・整備延長
約2,380ｍ

・区画整理事業地区内の道路整備は、換地業務や
権利者との移転交渉等の事業全体の進捗状況を
鑑みて適切な時に工事を行っている。各事業地区
内の状況を踏まえて年度当初に作成した2018年度
の事業計画では、整備延長は約2,260ｍと目標を
下回る結果となった。しかし、各自治体と施工エリ
アや予算補正等の調整を行うことにより事業規模
の確保に努め、最終的な整備延長は年度当初の
計画と比較して微増となった。
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経　営　課　題 都市機能更新事業による地域の防災性や利便性の向上 

戦　　　　　　略 都市機能更新事業の重点的な推進と新規事業化

３年後の到達目標
　木密地域不燃化 10 年プロジェクトに基づく、特定整備路線の用地買収や、不燃化特区における木密関連事業について、区部で展開してきた事業実績をもとに新規事業案を自治体に提案・受
託していく。また、多摩地域の自治体における道路用地買収について、区画整理事業等で培った地域での調整についての実績をもとに、積極的に受託していく。こうした取組により、今後３か年
で合計160億円規模の事業実施を達成し、都の重要施策であるセーフシティの実現や、多摩地域の利便性向上に貢献する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

団体自己評価

　新規事業の受託については、各部が連携し
て各自治体にヒアリングを行うなど、営業活動
を強化して新規事業の受託に取り組むととも
に、新たに２路線の道路整備事業を受託し、目
標を達成した。
　特定整備路線等の用地買収については、新
たに設置した事務所を活用して、鉄道付属街
路事業に係る個別相談会を実施する等、地域
住民対応の充実を図ったほか、各事業につい
て理事も含めた全社体制での進捗管理の徹底
や、計画的・着実な補償交渉を実施し、困難な
ケース中でも粘り強く交渉を重ねて着実な用地
買収を行った。
　３か年で合計160億円規模の事業実施に向
けては、地価の高騰等を背景に権利者との調
整に時間を要する等、目標の実現に向けては
厳しい状況にある。しかし、将来の到達目標の
実現に向けては、引き続きニーズが見込まれ
る木密事業をはじめとする都市機能更新事業
の新規事業の受託に向け、新たに総務部に設
置した営業推進担当とも連携して積極的に取
り組むとともに、予算の100％執行に向け精力
的に買収を進めること等により、セーフシティ
の実現や多摩地域の利便性向上に貢献して
いく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・区部での事業拡大に伴い、新規事務所を設置し
た。

・新たに総務部に設置した営業推進担当と事業推
進部が連携して各自治体にヒアリングを行うなど、
新規受託に向けた営業活動の強化に努めた。こう
した取組を通じて、用地買収の受託実績がない自
治体も含め、事業化路線の予定など、新規受託業
務ニーズを把握し、新規２路線の受託を獲得した。

（新規受託）
①目黒区：都市計画道路補助第127号線
②武蔵村山市：立川都市計画道路3・4・39号武蔵
砂川駅榎線

・都内の不燃化特区における木密関連事業や道路
整備事業については、防災性や利便性の観点から
も今後とも進めるべき都市機能整備であるため、
公社の主要事業として積極的に取り組む。

・新規事務所については、都市整備局、建設局及
び北区からの事業受託に取り組み、用地測量を一
括発注してコストの削減を行うなど、公社受託のメ
リットを最大限活用して効率的に業務を行ってい
く。

・地域の防災性の向上に向けた各自治体の取組状
況や、道路整備事業の事業化動向を踏まえ、受託
業務ニーズの高い自治体へ営業活動を継続し受
託事業を拡大することで、目標の達成に向けた努
力を重ねていく。

・区部での新規
事務所の開設
・不燃化特区の事業
にかかるニーズ調査
を踏まえた事業化地
区の選定、事業提案
・多摩地域の用地買
収等にかかるニーズ
調査を踏まえた事業
化路線の選定、事業
提案
・新規事業受託件数
<道路>２路線

・次年度においても個別相談会を継続的に実施し、
鉄道付属街路事業に対する地権者等の理解を一
層深めることが出来るよう、区との連携を進めてい
く。

・本社と事業所が一丸となった体制で的確な進行
管理を行うことで、引き続き年度の事業執行を確保
するとともに、執行を妨げる諸課題の解決に向け
組織を上げて対応するように取り組む。

・補助46号線（原町・洗足）については、丁寧な折
衝を継続するとともに、権利者の高齢化や未相続
地等の案件に対しても、権利者の抱える諸問題の
解決を図りながら用地取得を進める。
・補助第86号線(志茂)については、次年度も事業
協力へのお願いを都と連携して行い、隣地との土
地境界確定が進捗するよう努める。
・補助83号線(十条Ⅱ期)については、予算100％執
行に向け精力的に買収を進める。

・2020年度には木密地域不燃化10年プロジェクト
の終了年度を迎えるが、木密の解消はセーフシ
ティの実現のために今後も重要な事項であると考
えるため、引き続き各自治体とも密に連絡を取りな
がら地区ごとの課題の整理と対応策を検討してい
く。

新規事業の受託

１路線
４地区
(2017年度)

・北区内に第二防災
まちづくり事務所を
開設

・不燃化特区、多摩
地域の新規事業受
託に向け、営業活動
を実施

・新規事業受託件数
<道路>２路線

特定整備路線等の
用地買収の着実な
実施

画地数
37画地
（2016年度）

目標87画地
（2017年度）

・新規事務所や各地
区の相談窓口を活
用した地域対応の
充実

・地区毎の状況や課
題をふまえたきめ細
かな進捗管理
・81画地

・新規事務所での個
別相談会の実施等

・進行管理会議を毎
月実施

・45画地

・地元区との協議、調整、連携等を進め、今年度よ
り北区内に設置した第二防災まちづくり事務所にお
いて、鉄道付属街路事業に関する個別相談会を実
施した。こうした取組を通じて、地権者の事業に対
する理解促進を図ることができ、事業着手に向け
た着実な進捗を行った。

・各事業の進捗状況の確認や課題解決策の迅速
な検討等を行うため、本社と事務所が連携して開
催する進行管理会議を毎月実施し、その結果を理
事とも共有を図るなど、事業の確実な執行に向け
た対応を行った。

・補助第46号線（原町・洗足）については、地価の
高騰が続く中で権利者との調整が滞ることが多く、
折衝不調が発生したが粘り強く交渉を続けた。
・補助第86号線（志茂）については、訴訟等もあり
地権者との調整が難航しているが、粘り強く交渉を
続けた。
・補助第83号線（十条Ⅱ期）については、計画的か
つ着実な補償交渉を実施し、計画どおりの成果を
上げた。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 下水道事業による生活環境の向上

戦　　　　　　略 下水道事業の着実な実施と新規事業化

３年後の到達目標
　下水道の未整備地域の解消により、都民の生活環境の向上に貢献するとともに、防災対策としての耐震化工事や浸水対策としての雨水管整備などにより、地域の防災性の向上に貢献する。
また、今後は多摩地域においても管きょ等の下水道インフラの老朽化が本格化していくなか、ストックマネジメントとしての長寿命化や計画的更新の事業をはじめ、自治体の新たな課題や事業
ニーズを把握し、解決に向けた事業案を提案・受託する。こうした取組により、毎年度 70 億円規模の事業実施を達成し、多摩地域の都市インフラの整備保全に貢献していく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 団体自己評価

新規事業の受託

<件数>
１件
（2016年度）
目標２件
（2017年度）

・防災対策や浸水対
策、ストックマネジメ
ントなど新たな自治
体ニーズの調査

・自治体への事
業の提案
 
・新規事業受託件数
２件

・自治体ニーズの調
査に基づく事業の提
案を実施

・新規受託件数
５件

・新たに総務部に設置した営業推進担当と下水道
部が連携して各自治体にヒアリングを行うなど、新
規受託に向けた営業活動の強化に努めた。こうし
た取組を通じて、島しょ部での下水処理施設整備
や多摩地域でのストックマネジメント等を受託し、各
自治体が抱える課題の解決に貢献した。

（新規受託）
・雨水整備事業
昭島市（締結日：平成30年7月3日）
・ストックマネジメント事業
国分寺市（締結日：平成30年4月1日）、
武蔵村山市（締結日：平成30年6月27日）
・新たなニーズ
八王子市
単独処理区の流域下水道編入に伴う北野ポンプ
場整備（締結日：平成30年4月16日）
・島しょ部への初進出
新島村
式根島処理区整備（締結日：平成30年8月1日）

・引き続き、新規事業の受託に向け、下水道部と総
務部が連携して継続事項や新規受託等の動向に
ついて各市にヒアリングを行うなど、新規受託に向
けて営業活動を強化し、事業量の確保に努めてい
く。

2018年度実績 要因分析 対応方針

　新規事業の受託については、防災対策や浸
水対策、ストックマネジメントなど新たな自治体
ニーズの調査を行ったことにより、 島しょ部で
の下水処理施設整備や多摩地域でのストック
マネジメント等の事業を受託し、執行した。そ
の結果、目標の新規事業受託件数2件に対
し、受託は5件で3件増（150％増）となり、目標
を上回る成果となった。
　管きょの効率的な整備については、早期の
起工に努めたことや、10月末までに全35件の
起工を完了させたことにより、入札不調や事業
打切りの抑制を図った。また、予定案件につい
て委託自治体との十分な協議調整を行った。
その結果、目標の布設延長12㎞に対し、施工
は12.4㎞で0.4㎞増（3％増）となり、目標を上回
る成果となった。
　事業収支の改善については、収支構造の本
格的な分析やその見える化、関係機関への働
きかけを開始する等、収支構造の改善に向け
た取組を着実に進めることが出来た。
　３年後の到達目標である70億円規模の事業
実施に向けて、こうした新規事業受託に向けた
努力や効率的な整備のための各種取組、事務
費改訂案の策定着手等を着実に進めた。2018
年度は、目標を上回る新規事業の受託や布設
延長を達成しており、今後とも事業規模の確保
に向けて努力を重ねていく。

管きょの効率的な整
備

<布設延長>
17.8km
（2016年度）

目標12.1 km
（2017年度）

<布設延長>
12km

<布設延長>
12.4km

・可能な限り早い時期での起工に努め、4月前まで
に6件（全体の17％）、第1四半期までに21件（全体
の60%・主要工事は100％）、10月末までに全35件
の起工を完了した。こうした取組を通じて、発注時
期の遅れによる入札不調や事業打ち切りの抑制を
図った。また、委託自治体からの要請により、起工
前に当初予定工事の中止や規模縮小等が発生し
た場合は、速やかに自治体と協議・調整を行い、他
工事の規模を拡大するなど事業量確保に努め、執
行率低下の抑制を図った。

・引き続き、管きょの効率的な整備に向け、可能な
限り早い段階での起工を図る。予定工事に変更等
が生じた場合は速やかに自治体と協議、調整し、
計画事業の執行に努める。
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・事業収支の改善に向けては、これまでも内部的な
検討を進め、人員の削減や2018年10月に南多摩
下水道事務所を八王子事務所内に移転して集約
化を図る等、効率化を図り、支出面の見直しを進め
てきた。また、収入面での改善には自治体側の理
解を求めながら進めていく必要があるため、適切な
事務費水準を算定するべく各事業の採算性を見え
る化し、公社内での情報共有を図った。具体的に
は、下水道事業の建設工事及び維持管理業務の
収支構造の分析や業務内容に関する実態と事務
費算定基準の乖離状況の把握・分析を行うなど、
見直しに向けた本格的な検討に着手した。

・関係市町村連絡協議会に対し、事務費の見直し
に向けたスケジュールを提示する等、関係機関へ
の働きかけを開始した。

（平成30年度の赤字（見込み）額）2億8千3百万円
少額工事の増加により、現行の事務費算定基準で
は必要な事務費が確保できず、赤字が発生した
が、各種の効率化に努めた結果、赤字額は前年度
と比べ約4,500万円改善した。

事業収支の改善

下水道事業での赤
字決算
（～2016年度）

・事業収支にかかる
詳細な分析

・事務費算定基準の
見直しに向けた検討
に着手

・関係市町村連絡協
議会に対し、事務費
算定基準の見直し
について働きかけを
開始

・引き続き、収支構造や採算性等の分析を進め、
分析内容を踏まえた事務費のあり方や業務の効率
化策について検討を行い、適正な事務費算定案の
策定及び業務の改善方針案の検討を行う。

・上記の方針に基づいて2019年度中に事務費の見
直しを含めた対応策を検討し、関係機関との調整
を進めていく。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 地域支援事業による収益の確保

戦　　　　　　略 地域支援事業における適切な資産活用と新規事業化

３年後の到達目標
　土地建物の貸付について、収益を確保するため、テナント誘致などリーシングの強化や、建物価値の維持向上と費用の抑制との費用対効果のバランスを考慮した建物修繕などにより、安定的
な資産運用を図る。また、木密不燃化にかかる事業やまちづくり事業とも連携しつつ、地域や関係自治体とともに建物の共同化を進め、防災性の向上や土地の高度利用を図る。こうした取組に
より、毎年度８億円規模の利益を達成し、地域の活性化や発展に貢献していく。

団体自己評価

新規収益事業の開
拓

事業化に向け
た検討
（2017年度）

・自治体や権利者等
との土地活用方法
の検討
・基本設計

・権利者等との調整
を継続

・事業手法や事業ス
ケジュールを精査

・新規収益事業は土地区画整理事業区域内の公
社保有地で予定しているが、土地区画整理事業の
事業計画の変更があった。このため、土地区画整
理事業の進捗を見極めて、事業手法及び事業スケ
ジュールなどの精査を実施した。

・土地区画整理事業の事業計画変更に伴い、事業
化に向けたスケジュールを見直すこととなった。公
社用地の整備及び活用時期に合わせたスケ
ジュールに変更となるが、継続して自治体や関係
権利者との調整を図り、活用可能となった時期に
速やかに事業に着手できるよう進捗を図る。

　新規収益事業の開拓については、土地区画
整理事業の事業計画変更に伴い、スケジュー
ルの変更が生じたが、実施手法や今後の予定
を精査するなど、新たな収益事業の開拓に向
けて着実に取組を進めた。
　建物共同化事業の推進については、取得す
る床を確定し、権利変換計画認可を取得する
等、2022年のしゅん工に向けて、着実に事業
を実施した。
　戦略的な財産管理については、長期修繕計
画に基づき計画的かつ効率的な修繕を実施
し、建物価値の維持向上を図った。
　こうした取組を通じて、2018年度は、８億円
の利益を達成する見込みである。引き続き、土
地区画整理事業の完了や再開発事業による
取得権利床の新規有効活用を行うとともに、
保有建物の収益力の維持に努めることで、今
後とも毎年度同規模の利益を達成し、地域の
活性化や発展に貢献することが出来ると評価
する。

建物共同化事業の
着実な推進
（東池袋Ｂ街区）

再開発組合の設立
（2017年度）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

建物価値の維持向
上のための戦略的
な財産管理

保有建物にかかる
長期修繕計画の改
定
（2017年度）

・修繕工事の実施に
よる建物価値の維
持向上
・修繕実施８棟

・修繕実施９棟

・長期修繕計画に基づき、現地調査及び管理会社
と調整を行い、計画的な修繕による建物価値の維
持向上を図った。工事の発注については、早期発
注に努めるとともに、管理会社やテナントとのスケ
ジュール調整等を密に行い、予定通り年度内の修
繕を完了した。こうした取組により、建物価値の維
持向上に努めた。

・再開発組合との調
整による権利変換に
より取得する床の確
定

・権利変換計画の認
可

・取得する床を確定
し、権利変換計画認
可を取得

・建築着工

「東池袋四丁目２番街区地区第一種市街地再開発
事業（Ｂ街区）」について、権利者として理事会・総
会を通じて進行管理に関与することで、着実な進
捗を図った。

・今後も継続して再開発組合の理事会・総会を通
じ、進行管理に関与し、着実な進捗を図る。
　また、取得区画の運営に向け、管理規約等の決
定に向けて再開発組合との調整を図る。

・2022年のしゅん工に向け、今後、取得床の運営
方法の検討とテナント誘致に注力する。

・長期修繕計画に基づき、引き続き計画的かつ効
率的な修繕工事を実施し、建物価値の維持向上を
図る。また修繕にあたっては管理会社やテナントと
調整を図り、ニーズに合わせた修繕内容を検討す
る。

50



　公社は、6つの戦略それぞれについて、個別取組事項に積極的かつ着実に取り組むことで、具体の成果を伴って、各取組を大きく前進させた。
　「①経営力の強化と信頼性の維持等による安定した収益確保」については、大学と連携した研究調査等を実施し、将来の新規事業分野の検討を進め、公社主催の都市づくりフォーラム等で発
表するとともに、全社システムリプレイス、自治体情報の内容充実と情報管理の一元化を行い、経営分析力と事業提案力の強化のための取組を着実に進めた。
　加えて、事業別、事務所別の収支構造を分析するとともに、関係機関に対し、事務費算定基準の見直しについて働きかけを開始するなど、収支構造の改善のための取組を計画的に進めた。
　また、2018年度も約250億円の経常収益と黒字決算の達成を見込むなど、安定経営確保に向けて着実な取組みを進めている。
　「②職員のマンパワーの確保と人材育成」については、事業を担う人材を確保・育成・評価していく仕組みの再構築、様々なライフステージにおいて、誰もが働きやすい職場環境の構築、ま
ちづくりの課題に的確に対応する専門性の高い組織の形成に向けて計画的に取組を推進した。
　「③土地区画整理事業の着実な実施と新規事業化」については、総務部と事業部である区画整理部が連携して各自治体にヒアリングを行うなど、新規受託に向けた営業活動を強化し、新規地
区の受託に向けて積極的な取組を進めた。また、2018年度も100億円規模の事業実施を達成しており、着実な取組を進めたことで、多摩地域の発展に貢献した。
　「④都市機能更新事業の重点的な推進と新規事業化」についても、総務部と事業部である事業推進部が連携して各自治体にヒアリングを行うなど、新規受託に向けた営業活動を強化し、用地
買収の受託実績がない自治体も含め、事業化路線の予定など新規受託業務ニーズを把握するなどし、新たに2件道路整備事業を受託し、着実に取組成果を上げた。
　「⑤下水道事業の着実な実施と新規事業化」についても、総務部と事業部である下水道部が連携して各自治体にヒアリングを行うなど、新規受託に向けた営業活動を強化した。その結果、下
水道事業については、島しょ部での下水処理施設整備や多摩地域でのストックマネジメントなど、自治体の新たなニーズに対応する事業を受託した結果、目標の2件を上回る5件となり、成果を
上げた。
　「⑥地域支援事業における適切な資産活用と新規事業化」については、2018年度も８億円規模の利益を達成する見込みであり、地域の活性化や発展への貢献に向けて着実に取組みを進めてい
る。
　以上の取組を通じ、公社は自ら企画し、提案する、都市づくりの総合支援を担う取り組みを着実に進めている。これは、政策連携団体として、都の政策の方向性に合致するものである。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都都市づくり公社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

戦　　　　　　略

2018年度実績 要因分析

戦　略

東京都住宅供給公社

・資産の効率性を向上させ財務基盤が強化【事業活動によるキャッシュ・フロー毎期200億円以上】
・借入金残高が圧縮され、資本負債構成が改善【都借入金残高：3,717億円　全体借入金残高：約6,200億円】
・安定的かつ有利な条件で資金を調達するための格付が維持【ＡＡ－】

３年後の到達目標

経　営　課　題 自主自立かつ長期的安定経営の確立に向けた財務基盤の一層の強化

公社賃貸資産の経営効率の向上と負債の圧縮

テスト施工を踏まえ
た空家補修仕様の
見直し及び試行実
施（23団地）

テスト施工による、施工方法や工事コストの検証と
ともに、経営収支全体への影響等の検討を行い、
補修仕様の見直しに取り組んだ。
全団地への本格実施に向けて、2018年12月から
試行的に、23団地で新たな仕様による空家補修工
事を開始し、工期への影響を検証するとともに、職
員と工事店の習熟度の向上に取り組んだ。

試行実施において、施工方法、コスト、工期等の
検証を行うとともに、運用方法の検討に取り組み、
新たな仕様による空家補修工事を2019年度内に
本格的に実施する。

対応方針 団体自己評価

賃貸資産の経営効
率の向上

公社住宅ストックの
更新・改善（建替え、
空家リニューアル）

公社住宅ストックの
更新・改善
（建替え333戸、空家
リニューアル50戸）

建替え
333戸竣工

コーシャハイム向原ガーデンコート（板橋区）333戸
の建替えにおいて、的確な工事監理を行い、計画
どおり竣工させた。利便性の高い立地の特性を踏
まえ、住戸内や共用部の魅力を高める新たな設備
を導入するなどの商品企画に取り組んだ結果、高
い入居率を確保している。

都民の居住ニーズに一層対応した安全・安心で良
質なストックの形成に向けて、公社住宅の建替え
を効果的かつ効率的に推進していく。2019・2020
年度２か年で新たに３団地の竣工を目指す。

空家リニューアル
50戸竣工

お客様のニーズや投資効果の検証を行った上で、
個々の団地の特性に応じた商品企画やプランニン
グに取り組み、50戸の空家リニューアル工事を竣
工させた。

住宅ごとの状況に応じて、間取りの変更や設備の
更新などのリニューアルに取り組み、空家の縮減
を図るとともに、価値向上が期待できる団地につ
いては収益の向上を図っていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

2018年度に行った課題解決に向けた方向性の整
理を踏まえ、空家期間の短縮を図るための改善策
の検討・実施に取り組む。加えて、ＰＲの強化によ
り早期の客付けにつなげる。

平均空家期間の把
握

事務手続きの洗い
出し、効率化に向け
た検証

空家期間短縮に向
けた課題の洗い出
し、課題解決に向け
た方向性の整理

空家期間の短縮に向け、社内に「退去事務等改善
ＰＴ」を設置した。退去者への敷金返還手続きや空
家補修工事などの工程ごとにワーキンググループ
を設け、それぞれ課題の洗い出しや課題解決に向
けた検討項目の整理に取り組んだ。

公社賃貸資産について、ストックの更新・改善
を計画的に推進し価値向上に取り組むととも
に、オープンルームの開催やＷＥＢ広告の強
化など効果的な募集活動により入居促進を図
り、年間利用率は目標の96.0％を上回る
96.5％と高い水準を達成した。
その結果、2018年度の事業活動によるキャッ
シュ・フローは目標を上回る241億円と堅調な
数字を確保することができた。

安定した収益を支えに借入金残高を172億円
縮減し、資本負債構成の改善は着実に進んで
いる。（2018年度末現在：都借入金残高3,919
億円、全体借入金残高6,331億円）

こうした収益基盤・財務基盤の評価に加え、都
の政策と連動した取組が評価され、発行体格
付けがＡＡ－(ダブルエーマイナス)からＡＡ(ダ
ブルエーフラット)に引き上げられた。

これまで「経営戦略会議」において価値を向上
させるための投資の検討に取り組んできた。
今後も、長期安定経営の実現に向けた財務
基盤の強化を進めていく。
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2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度

東京都借入金の着
実な償還

前倒し償還を開始し
た2008年度から
2017年度までの償
還額
1,430億円
（76団地償還完了／
194団地）

償還額103億円
償還完了４団地
（80団地償還完了／
194団地）

賃貸市場動向や団
地ごとの入退去状
況の分析、入居促
進策の実施

賃貸住宅利用率
96.5%

毎月、住宅ごとに入居・退去状況のデータを整理
し、利用状況の把握、分析を行った。
利用率の改善が必要な団地を対象に、その特性
に応じた効果的な空家リニューアルを実施すると
ともに、引越し需要期にあわせて募集キャンペー
ンやオープンルームなどの空家対策に取り組ん
だ。
また、人気のある物件については、優先的に空家
補修工事を行い、早期入居につなげた結果、高い
利用率を確保することができた。

（住宅１戸当たりの
年間家賃収入の向
上）

2017年度見込
78.2万円／戸

【78.8万円／戸】 79.2万円／戸 コーシャハイム向原ガーデンコート（板橋区）の建
替えが計画通りに進んだことに加え、既存ストック
の改善による商品価値向上・競争力の強化や募
集キャンペーン等の効果的な入居促進策に取り組
み利用率を改善させた結果、家賃収入が増加し目
標値を上回った。

地域の賃貸市場動向や団地ごとの入退去状況の
分析を行い、空家リニューアル、オープンルーム、
広告宣伝など、個々の住宅の状況に応じた効果
的な空家対策を迅速に行う。
人気が高く、今後も安定した需要が期待できるエ
リアの住宅については、住戸内や共用部の改善な
どにより、住宅の商品価値向上を図りながら、引き
続き高い利用率の維持に取り組む。
一方、郊外の階段室型住棟の上層階では空家が
増加していることから、魅力を高めるための空家リ
ニューアルだけでなく、若年世帯やひとり親世帯、
学生などをターゲットとして顧客層の拡大に向けた
施策を推進する。
また、当公社のインターネット募集サイトにおいて
は、モバイル端末への幅広い対応や条件検索機
能の改善など、外部の声を取り入れながら、他社
に劣らない機能への改善を図る。

償還額103億円
償還完了４団地
（80団地償還完了／
194団地）

年間家賃収入の向上や高い利用率、家賃収納率
の維持により、償還原資となる事業キャッシュフ
ローの確実な確保に取り組んだ。2018年度は通常
償還11億円に加え、92億円を繰上償還し延べ80
団地の償還が完了した。

家賃収入の維持・向上に取り組むとともに、コスト
管理を徹底し、償還原資となる事業キャッシュフ
ローの確実な確保に努める。

入力作業の簡素化や業務間の連携機能を改善
し、業務の効率化を図るため、社内システム全体
の統廃合に係るスケジュール管理の徹底に取り組
み、2020年度の完了を目指す。

人事系システムの
開発

人事系システムの
要件定義着手

開発事業者を選定するプロポーザルを実施し、提
案内容の精査や審査を行った。業務の効率化を
図るため、人事給与や出退勤管理等の個別シス
テムを統合し、一連の業務が１システム内で完結
できる機能の構築に向け、要件定義に着手した。
勤務間インターバルなどの働き方改革関連法改
正に対応したシステムとし、開発完了後にシステ
ム修正を発生させないようスケジュールの見直し
を行った。

業務を効率的に行う
ためのシステムの統
合、機能の改善

現行システムの課
題分析
新システムの体系
検討
共通基盤の開発

入札・契約系システ
ムの開発

入札・契約系システ
ムの要件定義完了

仕様書や開発計画を作成するため、開発事業者と
綿密な打ち合わせを行い、システム開発に必要な
要件定義を実施した。要件定義において、他の業
務システムで登録した工事内容や委託内容と、本
システムで入力する入札・契約情報を相互に連携
させる機能の構築に取り組んだ。
当公社と入札参加事業者とでシステムを共有する
ために使用していた通信会社の認証サービスが
急遽終了することとなり、新たに仕組みを検討す
るため、スケジュールの見直しを行った。

家賃収納率の維持
98.5％　（2012～
2016年度平均）

口座振替の促進 家賃収納率
98.7％

新規入居者に確実に口座振替を利用していただく
ため、入居契約時に手続きの確認に取り組んだ。
また、入居者に対してDMの送付や広報誌で口座
振替の利用を促した結果、高い家賃収納率を維持
することができた。

口座振替の促進が家賃収納率の維持・向上につ
ながっていることから、引き続き促進策を継続して
実施していく。また、高い家賃収納率を維持してい
くための方策を検討していく。

賃貸住宅利用率の
維持
95.9％　（2012～
2016年度平均）
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②

②

経　営　課　題 時代のニーズや変化に対応できる有為な人材の確保・組織の構築

戦　　　　　　略 高い専門性と実践力を持った人材の確保と組織の活性化

３年後の到達目標

・自らの経営責任の下、有為な人材の確保、配置が可能【中期採用計画の作成・実施】
・職員（技術職）のスキル向上【新たな技術系資格取得者数　３か年で10名以上】
・従来の業務経験を活かした職員の能力向上【資格助成制度を利用した資格取得者数　３か年で50名以上】
・ライフ・ワーク・バランスの確立と職員への意識の浸透により、すべての職員がいきいきと働くことができる職場が実現【職員一人当たりの超過勤務時間数 10％削減（2016年度比）】

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都住宅供給公社 評価年度：2018年度

団体自己評価

特に技術職におけ
る柔軟な採用の実
施

単年度ごとの計画
による採用

中期採用計画の策
定

中期採用計画の策
定

職種別の定年退職者や将来の業務量の見通しを
踏まえ、中期的な必要採用者数の検討に取り組
み、中期採用計画を策定した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

複数年度の期間で
の採用、通年募集
の検討

職員の能力・スキルの向上を図るため、資格
取得について、助成対象者の業務職員への
拡大や助成対象となる技術系資格の追加な
ど組織的な支援を拡充した。
その結果、資格助成制度を利用した資格取得
者数は2017年度の20名から2018年度は37名
に増加した。また、新たに技術系資格を取得
した職員数は2017年度の３名から2018年度は
８名に増加し、いずれも目標達成に向け早い
ペースで進んでいる。

お客様の声を経営資源と捉え、社内全体で共
有し、関連部署が連携して改善策を検討・実
施する仕組みづくりに取り組むなど、お客様の
声を活かす体制の構築を進めることができ
た。

また、ノー超勤デーの徹底や業務システムの
機能改善による事務の効率化、サテライトオ
フィスの拡大など、超過勤務時間数の削減に
向け取組を強化していく。（2018年度末現在：
0.1％削減）

時代のニーズや変化に的確に対応できるよ
う、引き続き高い専門性と実践力を持った人
材を確保するとともに、業務の効率化を図りな
がら組織の活性化に取り組んでいく。

複数年度の期間で
の採用、通年募集
の検討

今後の退職者見通し等を見据え、複数年度の期
間で採用を平準化したり、１年の中で採用時期を
複数設けるなどの検討に取り組んだ。障がい者の
採用については、2018年度から適宜募集を行い、
通年で採用している（13名採用）。

大学等への会社説
明会の実施

大学等への会社説
明会の拡充・採用活
動用ツール等の見
直し

大学の研究室への
訪問説明会

１日完結型のイン
ターンシップの試行
実施

新卒採用のアプローチを拡大するため、従来の大
学単位に加え、研究室への個別訪問による会社
説明に取り組んだ。
また、気軽に学生が参加でき、より多くの学生が
業務に触れる機会を確保するため、これまで実施
してきた１週間型に加え、１日完結型のインターン
シップを試行実施した。

大学へのアプローチの拡大に引き続き取り組むと
ともに、学生が公社事業に触れる機会を増やし、
採用につなげていく。

これまでの単一年度での人材確保の視点に留ま
らず、３～５年の中で有為な人材を柔軟に確保す
るため、中期採用計画に基づき弾力的な採用活
動に取り組む。また、通年募集を実施するなど、若
年技術者の採用活動を強化していく。

人財育成戦略の策
定（改定）

人財育成戦略の改
定

費用助成制度や研修制度について、他社の制度
の情報収集や意見交換を行い、当公社との比較
検証に取り組んだ。これらを踏まえ、人材育成の
基本的な考え方を改めて整理するとともに今後の
人材育成の方向性を定め、「人財育成戦略」の改
定を行った。

有期雇用契約社員
の無期転換と「人財
育成戦略」の策定

人財育成戦略（2010
年４月）に基づき、
OJT、自己啓発支
援、研修を実施

有期雇用契約社員
の無期雇用転換

有期雇用契約社員
315名を無期雇用
（業務職員）に転換

業務職員を対象とし
た研修の実施

労働契約法の改正に基づき、有期雇用の契約社
員を特定の業務を担う専任職（業務職員）として、
無期雇用契約に転換できる新たな人事制度を導
入した。法で定められた期限よりも１年前倒しし、
2018年４月に315名を有期から無期に転換した。
また、業務職員のモチベーション向上と更なる活
躍を後押しするため、人事評価制度の策定ととも
に、能力向上研修や資格取得助成制度の充実に
取り組んだ。

中長期的な視点に立って業務職員を育成してい
く。研修の充実とともに、スキルアップに応じて熟
練専門職員を指導者的役割として活用するなど、
業務職員のモチベーション向上と専門性・実践力
を持った人材として育成していく。

研修計画の整備 研修計画の整備 業務職員や契約社員の知識・能力向上を図るた
め、これまで正規職員を対象としていた研修項目
について、試行的に受講対象者を拡大するととも
に、業務職員向けの新たな研修を開始した。この
成果及び「人財育成戦略」の改訂を踏まえ、新た
な研修計画を整備した。
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団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

2018年度に行った実態調査や働き方改革関連法
の動向等を踏まえ、制度拡充の必要性を含めた
検討に取り組む。
また、立川窓口センターでの試行実施の効果検証
を行い、設置拡大に向けた検討に取り組み、職員
のライフ・ワーク・バランスを推進するとともに、都
の施策である時差Bizにも寄与していく。

職員（技術職）のス
キル向上

一級建築士取得支
援

外部派遣研修

支援対象資格の拡
充（勉強会、助成制
度）

資格取得に係る費
用助成に関する要
綱の改訂

職員の知識・能力向上を図るため、２級建築士や
２級施工管理技士（各職種）、１級、２級電気通信
工事施工管理技士といった技術系資格を中心に、
新たに21の資格を助成対象に追加した。
また、地区計画やまちづくりをテーマとした勉強会
を実施するなど、職員のスキル向上に取り組ん
だ。

改訂した助成制度の利用状況を検証し、必要に応
じて見直しを図るとともに、社内勉強会の実施を促
進し、引き続き職員のスキル向上に取り組む。

お客様の声を迅速
に業務に活かすた
めの組織づくり

お客さまセンターに
寄せられた声を関
係部署へ展開

業務改善運動の実
施

お客様の声を組織
全体に共有する仕
組みづくり

お客様の声の分
析、課題抽出
改善策検討・実施

お客様の声の分
析、改善策の検討

お客様の声を組織
全体に共有する体
制・運営方法の検討

社内に「お客様の声を活かした業務改善ＰＴ」を設
置し、お客様の声をリスト化（2018年度147件）して
内容を分析するとともに、お客さまセンターオペ
レーター向けのＱ＆Ａを追加するなどの改善策を
検討した。
同ＰＴにおいて、お客様からの改善要望等の声を
組織全体で継続的に共有できる体制及び運営方
法の検討に取り組んだ。

お客様からの改善要望等の声を組織全体で継続
的に共有するため、2019年度内に「お客様の声改
善会議」を設置する。
同会議において、公社に寄せられたお客様の声に
ついて、改善方針を検討し、対応状況の進捗確認
を行うことで、お客様の声を迅速に業務に活かし
ていく。

女性リーダーの育
成、育成する側の意
識を高める研修の
実施

女性リーダー研修
の実施

行動計画の策定

ダイバーシティマネ
ジメント研修の実
施・検証

行動計画の検証、
新たな計画の策定

ダイバーシティマネ
ジメント研修の実施

行動計画の検証、
新たな計画の策定

女性職員の更なる活躍を推進するため、女性職員
を部下に持つ管理職を対象に「女性リーダーの育
て方研修」（12月）及び女性係長を対象に「女性
リーダー研修」（12月、1月の２回）を実施した。
また、女性活躍推進法に基づく行動計画（第一期：
平成28年４月１日～平成30年９月30日）の結果検
証を行い、今後３年間（平成30年10月１日～平成
33年９月30日）の新たな計画を策定・公表した。

女性職員がより一層働きやすい環境を整備するた
め、引き続き研修を実施する。早期からキャリア
アップの意識付けを行う観点から、女性リーダー
研修の受講対象者を従来の係長級職員から主任
級職員まで拡大するとともに、研修内容の充実に
取り組む。

家庭と仕事の両立
を支援する制度の
拡充

両立支援制度の運
用

現行の両立支援制
度の検証

現行の両立支援制
度の検証

サテライトオフィスの
試行実施

育児休業の再延長や介護時間の創設など、制度
改正（2017年10月）前後の利用状況を項目ごとに
比較し、現行制度が職員に浸透しているか、有効
に活用されているか等の実態調査を行い、改善効
果や課題の洗い出しに取り組んだ。
また、立川窓口センター内のスペースを活用し、
2018年10月にサテライトオフィスを試行的に設置し
た。これにより本社勤務の職員は、市部の現場に
行く際、本社に出社することなく、サテライトオフィ
スでの事務作業が可能となった。
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③／ 5

③

③

経　営　課　題 居住ニーズの変化に対応した住まいとサービスの提供（人口構造の変化、超高齢化社会の到来に対応した事業展開）

戦　　　　　　略 計画的・効果的な公社住宅ストックの更新・活用と多様な世帯の居住の促進

３年後の到達目標
・まちづくりと連携し、地域に開かれた団地として再生【再編整備事業　着手７団地以上】
・住戸1戸当たりの年間家賃収入【80万円以上】
・バランスのとれた、活気・活力のあるコミュニティが形成【学生の団地自治会活動への参加 ２団地以上】

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都住宅供給公社 評価年度：2018年度

団体自己評価

団地活用方策の策
定

建替えの方向性を
検討・整理

団地活用方策の策
定40団地

団地別活用方策
作成（40団地）

公社住宅ストック全体を建設年代や立地により分
類し、分類ごとに特徴と活用に当たっての課題を
整理した。
このうち40団地について、立地や規模、入居者属
性、損益等の管理状況を整理したうえで、活用の
方向性の検討に取り組んだ。

毎年度40団地程度を対象に、団地ごとの特性を踏
まえた上で、活用の方向性の検討に取り組む。

老朽化した団地の
再編整備

49団地

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

多様な世帯と暮らしを支える住まいとサービ
スを提供するため、ハード・ソフト両面から公
社住宅団地の再生に取り組んだ。

ハード面では、建設年代が古い団地のうち賃
貸住宅需要が見込まれるものについて、居住
ニーズや周辺環境、住宅規模や入居者の特
性等を踏まえた検討を行い、２団地の建替え
事業に着手した。2019年度以降の再編整備
事業の推進に向け、地元自治体との協議等
が着実に進んでいる。
長期活用を図る団地については、新たな計画
修繕の仕様の検討を行い、建物の長寿命化と
老朽化による事故防止に取り組んだ。また、
既存ストックの商品力の向上を図るため、住
戸内（間取りや水廻り設備）や共用部（エントラ
ンス改修、コインパーキング・宅配ボックスの
設置）の改善に取り組み、居住性向上を図る
ことができた。
この結果、住戸1戸あたりの年間家賃収入は、
前年の78.9万円から79.2万円となり、目標の
80.0万円達成に向けて着実に向上している。

ソフト面では、ひとり親世帯向けの新たな入居
制度の導入や親子の近居を促進する制度の
改善とともに、地元自治体と連携した相談会
の開催やＰＲの強化に取り組み、高齢者や子
育て世帯の入居機会の確保を図った。
また、子育て世帯等の入居促進に加え、高齢
化が進む団地に学生が入居し地域活動に参
加するモデル事業を１団地で開始し、バランス
のとれた活気・活力のあるコミュニティの形成
に向けた取組が進んでいる。

少子高齢対応を一層推進するため、社内に
「子育て・高齢者支援推進会議」を設置し、子
育て世帯や高齢者が安全・安心に暮らせる環
境づくりに向けた検討を進めていく。

建替対象外団地に
おける再生事業の
実施

事業者が参画でき
る条件、事業規模等
に関する課題の整
理

実施団地の選定

商業事業者及び地
元自治体と協議・調
整

建替えまで相当の期間を要する多摩川住宅を再
生事業の実施団地として選定した。
団地の再生に伴い、地域の賑わいの核となる商業
施設及びコミュニティの核となる広場を整備するた
め、動線計画や緑化計画などについて、商業事業
者及び地元自治体と協議・調整に取り組んだ。
団地の中心となる広場について、商業施設との一
体的な利用を想定し、整備・管理内容についての
方針を取りまとめた。

商業施設及び広場の整備に向け、地元自治体と
の開発協議に取り組む。多摩川住宅地区の各権
利者で構成する街づくり協議会での協議内容を踏
まえながら、団地再生計画を策定する。

建替事業着手累計
52団地／建替対象
69団地

建替事業着手累計
51団地／建替対象
69団地

地域の将来の需要等を踏まえ、団地のすべての
住棟を建替えるのではなく、一部住棟の建替えを
行う手法を検討し、「一部建替」に着手した（１団
地）。
長期に活用する住棟については、適切な修繕によ
り建物の長寿命化に取り組んだ。

都市計画上の風致地区に指定されている団地で
は、周辺環境への配慮について地元自治体と協
議・調整を行うとともに、多世代共生を推進するた
め、若年単身者から高齢者世帯まで多様な世帯
に対応した住宅の供給に向け、企画・設計に取り
組んだ（１団地）。

集約型建替えを予定していた団地では、建設コス
トや人件費が高止まりしている中、福祉インフラ整
備を含め、改めて敷地の最有効活用策を検討して
いくため、事業着手のスケジュールの見直しを

再編整備計画に基づき更新時期を迎えている団
地について、建替えを中心とした再編整備に継続
して取り組む。
立地や規模など住宅ごとの特性に応じた事業手
法を検討するとともに、地域のまちづくりと連携し
ながら事業の推進を図っていく。
市場では供給が少ないファミリー向けの間取りを
中心に、多様な世帯に対応した住宅を供給すると
ともに、居住ニーズに応じた魅力ある住宅づくりに
取り組む。

部分建替えに伴う移
転制度の検討

移転制度の検討、
策定に向けた試行
実施

団地の「一部建替」に伴う新たな移転制度を検討
し、2019年度の策定に向けて試行実施に取り組ん
だ（１団地）。
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団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

建物の劣化状況調
査、建築部材・設備
の劣化や不具合の
発生状況の把握

事故防止に向けた
工事実施計画の策
定（窓枠改修・樹木
診断）

窓枠改修・樹木診断
の実施計画策定

窓枠改修、樹木診断について、今後の修繕需要を
踏まえた上で、修繕コストを勘案しながら、新たな
改修仕様の検討に取り組み、実施計画を策定し
た。

建物の長寿命化・事
故防止に向けた修
繕工事の計画的な
実施

計画修繕の質的向
上による建物の長
寿命化を図るため
の改修仕様の見直
し

建物長寿命化に係
る技術的検討

屋上防水・外壁改修
の実施計画策定

長期活用する住棟
における建物劣化
調査及び分析

新たな仕様に基づ
いた屋上防水・外壁
改修の実施計画策
定

「一部建替」を行う団地において、長期に活用する
住棟のコンクリートや鉄筋の劣化状況について調
査及び分析を行った。

屋上防水、外壁改修について、今後の修繕需要を
踏まえた上で、修繕コストを勘案しながら、建物の
長寿命化を図る改修仕様の検討に取り組み、新た
な仕様に基づいた実施計画を策定した。

公社住宅ストックの長期活用に向けて、建物の長
寿命化や事故防止を図るため、建物等の耐用年
数や劣化状況、修繕コストを総合的に勘案しなが
ら修繕工事を計画的に実施する。

住宅ごとの状況に応じて、間取りの変更や設備の
更新などのリニューアルに取り組み、空家の縮減
を図るとともに、価値向上が期待できる団地につ
いては、収益の向上を図っていく。
全住戸タイプでの設計が完了した団地において、
空家発生の都度、迅速にリニューアル工事を実施
する。

住戸内・共用部の改
善(既存ストックの居
住性向上)

・空家補修水準の見
直し
・空家リニューアル
推進

空家補修工事仕様
書の見直し
テスト施工実施

新たな仕様等に基
づいた工事の試行
実施、仕様の検証・
見直し

テスト施工を踏まえ
た空家補修仕様の
見直し及び試行実
施（23団地）

テスト施工による、施工方法や工事コストの検証と
ともに、経営収支全体への影響等の検討を行い、
補修仕様の見直しに取り組んだ。
全団地への本格実施に向けて、2018年12月から
試行的に、23団地で新たな仕様による空家補修工
事を開始し、工期への影響を検証するとともに、職
員と工事店の習熟度の向上に取り組んだ。

試行実施において、施工方法、コスト、工期等の
検証を行うとともに、運用方法の検討に取り組み、
新たな仕様による空家補修工事を2019年度内に
本格的に実施する。

施工内容の検討・見
直し

企画住戸の検討 公社住宅における
住戸リノベーション
にかかる地元大学
との共同研究契約
の締結（1大学）

足立区所在の団地において、地元大学と連携・協
力し、学生ならではの発想による若年・子育て世
帯向けの住戸リノベーションの実現に向け、共同
研究契約を締結した。

空家リニューアル施
工実績108戸

リニューアル手法の
見直し

空家リニューアル
竣工 50戸
全住戸タイプのリ
ニューアル設計（１
団地）

比較的立地は良いが、間取りや設備の陳腐化が
進んでいる団地において、空家が発生する都度、
迅速にリニューアル工事を実施するため、全住戸
タイプでのリニューアル設計に取り組んだ。

大学連携による企画住戸の設計・施工に取り組ん
でいく。
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団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

コインパーキングの設置スペースの検討や事業性
の分析を行い、優先順位を整理した上で計画的に
設置していく。

近居制度の開始 近居制度の効果的
なＰＲの実施

近居制度の効果的
なＰＲの実施

近居制度の見直し

近居支援制度について、ホームページや広報誌を
通じたＰＲに取り組み、2017年度は年間48件だっ
た成約件数が、2018年度には98件に増加した。
また、近居制度の利用拡大を図るため、これまで
の利用状況を踏まえ、登録時の「希望条件」項目
の追加や子育て世帯限定の「ご紹介開始時期」の
指定など、制度内容の改善に取り組み、2018年12
月１日から運用を開始している。

近居制度のＰＲを引き続き実施するとともに、利用
状況等を踏まえ、適宜、制度の検討・改善を行って
いく。

高齢者、子育て世帯
の入居支援の強化

優先入居の実施 地元自治体等と連
携した入居相談会
の検討

地元自治体と連携し
た入居相談会の実
施

ひとり親世帯向けの
入居支援策の創設

ひとり親世帯の入居支援を図るため、2018年11月
から、収入要件の緩和や家賃減額を行う新たな入
居支援策を導入した。
江戸川区、板橋区、八王子市とタイアップして「ひ
とり親世帯向け住宅相談会」を実施するとともに、
多摩市の「住み替え相談会」へ参加し、当公社の
高齢者、子育て世帯を対象とした入居支援策の周
知及び来場者の入居相談に取り組んだ。
また、ひとり親世帯と接する市の職員が集まる連
絡会に参加し、当公社の入居支援制度の周知に
取り組んだ。

地元自治体と連携した入居相談会やＰＲに引き続
き取り組む。
また、社会的ニーズに応える観点から、新婚世帯
や婚約カップルを対象として、優先入居や家賃減
額を行う新たな入居支援策に取り組む。

団地コミュニティの
活性化に向けた学
生の入居促進

モデル事業協定締
結に向けた大学と
の協議

モデル事業協定締
結１団地

モデル事業協定締
結
（１団地）

学生と自治会との交
流イベントの開催

モデル事業の実施に向け、公社と学生との契約方
法や学生の地域活動への参加方法等の検討を行
うとともに、大学等との協議に取り組み、連携協定
を締結した。
公社住宅の近隣に所在する大学に対して、学校
法人向け賃貸制度の説明を行うとともに、学生と
自治会との交流イベントの開催に取り組んだ。

協定に基づき、高齢化が進む団地に学生が入居
し、地域活動に参加することによって団地コミュニ
ティの活性化を図るモデル事業を実施する。
入居した学生と自治会による地域の交流イベント
の計画や実施を公社が支援することで、地域コ
ミュニティの活性化を図るとともに、学生の人材育
成にもつなげていく。
モデル事業の効果検証を行い、協定締結を拡大し
ていく。

宅配ボックス設置２
団地

宅配ボックス設置４
団地

４団地竣工 団地ごとに需要や周辺物件の設置状況等を調査
し、改修規模やコストを勘案して設置団地を選定し
た。宅配ボックスの設置場所や管理方法を決定し
た上で工事発注を行い、４団地で設置完了した。

宅配ボックスの設置可否、改修規模、コスト等の
検討を踏まえ、優先順位を整理した上で計画的に
設置していく。

コミュニティルーム
の整備１団地

コミュニティルーム
の整備１団地／計
画４団地

１団地 2018年度竣工したコーシャハイム向原ガーデン
コート（板橋区）に、キッズスペースを確保したコ
ミュニティルームを整備した。当該コミュニティルー
ムを活用して、子ども会と当公社の共催による子
育て世帯向けイベントを開催し、交流支援に取り
組んだ。

子育て世帯への支援を一層推進するため、建替
えにあたっては、キッズスペースを備えたコミュニ
ティルームなどの共用施設を整備するとともに、子
育て世帯の交流支援に取り組む。

コインパーキング設
置12団地

コインパーキング設
置８団地

８団地 コインパーキングの設置需要を調査した上で、需
要の高い団地を選定した。設置に必要なスペース
の確保に向けた既存利用者の駐車区画の移動
や、運営事業者の募集・契約手続きに迅速に取り
組んだ結果、８団地で設置完了した。
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④

④

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都住宅供給公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 住宅事業を通じた地域社会への貢献

戦　　　　　　略 地域のまちづくり等と連携した良好な住環境の整備と居住者や地域社会の理解と信頼の向上

３年後の到達目標 ・地域包括ケアの充実や地域の防災性向上など公社団地を核として利便性が高く生活しやすい環境が実現【福祉機能や防災機能等を整備した団地　８団地以上】

対象住宅一帯が広域避難場所に指定されている
ことを踏まえ、災害時の一時避難場所となる広
場、公園（オープンスペース）を整備するとともに、
防災井戸・マンホールトイレ・かまどベンチ等を整
備した。また、災害時に広場と一体的な利用がで
きるよう、集会所を広場に面して配置するなど、地
域防災への貢献に取り組んだ。

自主防災活動を実施する自治会等に対する防災
資機材の提供期間を５年間延長し、公社住宅にお
ける防災組織の設立、育成に取り組んだ。

団体自己評価

創出用地等を活用
した高齢者、障害
者、子育て支援施設
等の整備・誘致

介護事業所等３箇
所

保育所３箇所
－ － －

施設の整備や開設などに関する地元自治体等と
の協議・調整、運営事業者の支援（地域への事業
説明会、補助金申請）に取り組み、2019年度に特
養等３箇所、2020年度に障害者施設１箇所、保育
所２箇所の開設を目指す。

高齢者等への生活
支援サービスを提
供する拠点の整備

スーパー事業者に
よる移動販売３団地

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

既存団地のオープンスペースを活用し、団地
や地域の高齢者等に生活支援サービスを提
供する拠点の2020年度の開設に向けた取組
が進められた。

公社住宅（１団地）の建替えを通じて、災害時
に一時避難場所となる広場の確保や避難時
に必要な機能を計画どおりに整備した。

地元自治体と連携し、公社住宅の再編整備等
を通じて、福祉機能を補完・強化する施設等
の整備・誘致とともに、防災拠点としての機能
の維持・形成に向けた取組を進めていく。

団地選定に向けた
課題の整理

居住者ニーズの把
握

地区計画について
の地元自治体との
調整

事業者に意向のヒ
アリング

事業者等に対する
意向ヒアリング

生活支援サービス
やコミュニティ支援
の実施内容の検討

団地の選定及び拠
点整備の方針決定

民間事業者や自治体等へのヒアリングを行い、生
活支援サービスやコミュニティ支援の実施内容等
の検討に取り組み、実施団地の選定及び拠点整
備の方針をとりまとめた。
また、運営事業者の選定に向けた公募条件等に
ついて検討を行った。

2019年度は運営事業者の公募・選定を行い、選定
した運営事業者と具体的な生活サービスの内容
やコミュニティスペースの運営方法等について、協
議・調整に取り組む。
また、拠点施設の開設に向け、住民自治会や店舗
会との調整を進めるとともに、地元自治体等との
連携体制の構築に取り組む。

団地の建替えに当たっては、一時避難場所となる
オープンスペースの確保とともに、マンホールトイ
レや防災井戸、かまどベンチ等、避難時に必要な
機能の整備に努めるとともに、地元自治体と協議
の上、団地ごとの状況に応じて公園や歩道状空地
の整備、周辺道路の拡幅など地域における防災
性の向上に取り組む。

今後も公社ホームページや広報誌を通じて積極的
にＰＲを行い、防災資機材の普及に取り組むととも
に、自主防災組織の立ち上げを支援する。

団地の建替えを通じ
たマンホールトイ
レ、防災井戸等の災
害時に必要な機能
の整備

12箇所 １箇所／計画５箇所

防災活動支援事業
の拡充

１箇所

自主防災組織の設
立支援及び防災活
動支援の実施
（防災ｺﾐｭﾆﾃｨ活動
新規承認６団体）
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団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

公社事業・地域社会
貢献等の取組の情
報発信

各事業単位でＰＲ 情報発信強化策の
策定

地域・住民に対する
情報発信

地元自治体への働
きかけ

情報発信強化策の
策定

地域・住民に対する
情報発信の強化

地元自治体への働
きかけ

他社の広報戦略を情報収集し、内容の研究・分析
を行うとともに、情報発信に係る媒体や効果・検証
方法の検討に取り組み、情報発信強化策を策定し
た。

公社ホームページへの向原住宅団地再生事業や
地域交流イベントの特設ページを開設した。また、
地元自治体等の広報誌へのイベント情報の掲載
やチラシの配布、メールマガジンの配信を行った。
これにより地域・住民に対し公社の取組や入居制
度について積極的な情報発信に取り組んだ。

ひとり親世帯の入居支援を図るため、2018年11月
から、収入要件の緩和や家賃減額を行う新たな入
居支援策を導入した。
江戸川区、板橋区、八王子市とタイアップして「ひ
とり親世帯向け住宅相談会」を実施するとともに、
多摩市の「住み替え相談会」へ参加し、当公社の
高齢者、子育て世帯を対象とした入居支援策の周
知及び来場者の入居相談に取り組んだ。
また、ひとり親世帯と接する市の職員が集まる連
絡会に参加し、当公社の入居支援制度の周知に
取り組んだ。

広報戦略会議の設置など広報・宣伝活動の体制
を整備するとともに、プレスリリースを活用するな
ど積極的に情報発信を行う。また、スマホ対応や
ユーザビリティの向上など情報発信強化に資する
ホームページの全面改修の検討に取り組む。公社
の事業や地域社会への貢献の取組を発信し、お
客様や地域社会の理解と信頼を得ていくとともに、
業務の拡大にもつなげていく。

地元自治体と連携した入居相談会やＰＲに引き続
き取り組む。
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⑤／ 5

⑤

⑤

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都住宅供給公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 都営住宅管理における高い水準のサービス提供

戦　　　　　　略 公的住宅管理のスケールメリットを活かした都営住宅管理における入居者サービスの向上

３年後の到達目標
・長年にわたり蓄積してきた公的住宅管理の経験や実績を踏まえた創意工夫を重ね、都営住宅管理者としての評価向上【都営住宅管理サービスの総合的な満足度55％以上（５段階評価の
上位２項目（満足・まあ満足）の割合）】
※下位２項目（やや不満・不満）の割合は約５％

団体自己評価

都営住宅管理制度
へのフィードバック

・お客様の声を踏ま
えた業務改善及び
東京都への政策提
案

・都民の共有財産で
ある都営住宅の有
効活用の提案・支援

業務内容の検証

都への改善提案・働
きかけ

業務改善提案の実
施

お客さまセンターや
窓口センターに寄せ
られる意見・要望、
相談内容の分析

お客様の声の分
析、改善策の検討

社内に「お客様の声を活かした業務改善ＰＴ」を設
置し、お客様の声をリスト化（2018年度92件※都営
関連）して内容を分析するとともに、お客さまセン
ターオペレーター向けのＱ＆Ａを拡充するなどの
改善策を検討した。
同ＰＴにおいて、お客様からの改善要望等の声を
組織全体で継続的に共有できる体制及び運営方
法の検討に取り組んだ。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

都への業務提案 長年都営住宅管理業務の現場で培った経験・ノウ
ハウを活用し、巡回管理人の機能強化や自治会
支援の強化といった「高齢化への対応」に係る事
業や、地元募集戸数の拡大といった入居者公募
に係る改善提案を行った。

巡回管理人業務の強化や地元自治体の福祉部門
等との一層の連携などによるきめ細かい高齢者支
援や、「自治会活動事例集」の作成・配布などの自
治会活動支援に取り組むとともに、入居者向け広
報紙の外国語版を公社ＨＰに掲載するなど外国人
入居者への配慮に取り組む。

東京都や地域包括支援センター、社会福祉協議
会、民間事業者等との連携を強化し、移動販売の
実施など生活支援サービスの充実に取り組む。

団地コミュニティの
形成・維持

自治会懇談会の開
催

自治会向け新聞の
発行

窓口センターへの外
国人入居者向け自
動翻訳機の導入

全16窓口センターへ
の外国人入居者向
け自動翻訳機の導
入

６窓口センターで試行的に導入した多言語翻訳機
の効果検証に取り組んだ。その結果、外国人入居
者への応対時間が短縮されるなど有効性が確認
できたことから、全16窓口センターに導入を拡大し
た。

団地内掲示物に係
る翻訳版の設置

外国人入居者向け
広報紙の作成検討

外国人入居者への対応を強化するため、都営住
宅入居者向け広報紙「すまいのひろば」について、
日本語、英語、中国語、韓国語の４ヶ国語版の作
成検討に取り組んだ。

東京都と方向性協
議

東京都と協同した市
場調査の実施

都営住宅入居者向けの生活支援サービスの検討
にあたり、東京都と協同して様々な業種・業態の
事業者に対し、実施可能な事業内容や条件などに
ついてヒアリングを行うとともに現地視察に取り組
んだ。
都営住宅において実施可能な生活支援サービス
のあり方や事業スキーム等に係る方向性につい
て東京都と協議を行った。

災害対応の充実 工事店契約書に「災
害時における応急
対策業務への協力」
条項を追加

工事店との災害協
定を作成

工事店向けの災害
発生時対応マニュア
ルを作成

「災害協定」の作
成、協定締結に向け
た工事店との協議・
調整

工事店向けの災害
発生時に使用する
チェックリストの作成

工事店が夜間・休日の対応を含め自主的に被災
状況を確認できるようにするため、役割や連絡体
制、担当地域の割り振りの検討に取り組んだ。
工事店向けに、災害発生時に被害・被災状況の把
握や、ライフラインの確保状況の確認を迅速かつ
的確に行うためのチェックリストを作成した。
新たに「災害協定」の締結に向けて工事店との協
議・調整に取り組んだ。

2018年度の総合的な満足度は、49.8％と前年
と比較し微増となっている。（下位２項目の割
合は9.1％）
３年後の目標の達成に向け、満足度調査の内
容や公社に寄せられるお客様の声について
年齢別やエリア別などきめ細かな分析を進め
ている。また、改善の貴重な機会となるネガ
ティブな意見についても細かく分析している。

さらに高齢化への対応として、民間事業者等
と連携した生活支援サービスの提供、巡回管
理業務の強化、団地自治会への更なる支援
の検討も着実に進めている。

今後はこれらの取組を実施につなげるととも
に、地元自治体の福祉部門とのより一層の連
携、工事店とのネットワークを活用した平常
時、緊急時における迅速かつ円滑な対応、安
全・安心に向けた更なる取組を進めるととも
に、公社住宅の取組を都営住宅管理にも取り
込みながら、更なるサービス水準の向上に取
り組んでいく。

お客様からの改善要望等の声を組織全体で継続
的に共有するため、2019年度内に「お客様の声改
善会議」を設置する。
同会議において、公社に寄せられたお客様の声に
ついて、改善方針を検討し、対応状況の進捗確認
を行うことで、お客様の声を迅速に業務に活かし
ていく。
より一層の管理サービスの向上を図るため、団地
ごとの規模や立地等の特性を踏まえ、当公社の経
験・ノウハウを活かしながら、入居者、自治会の
ニーズに対応したサービスの検討に取り組み、都
に改善策を提案する。

工事店との「災害協定」の締結、合同の防災訓練
に取り組み、大規模災害発生時に円滑に応急対
応できるよう、ネットワーク機能のレベルアップを
図っていく。
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広報紙等により、団地自治会に対し、収集した各
自治体における災害用備蓄品の支援情報の提供
や、防災訓練の実施促進に取り組む。

災害用備蓄品に係
る各自治体の支援
情報の収集

災害用備蓄品に係
る各自治体の支援
情報の収集

入居者の高齢化等により、自治会の機能が低下し
ていることを踏まえ、各自治体の災害用備蓄品に
係る支援情報の収集に取り組んだ。
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　公社は、東京都の住宅政策の一翼を担う重要なパートナーとして、５つある戦略に対して意欲的に取り組み、３年後の到達目標の初年
度として概ね評価できる実績を残した。

　戦略１では、ストックの計画的な更新・改善や効果的な入居者募集活動により、賃貸住宅利用率の目標の96.0％を上回る96.5％の高い
水準を達成し、事業活動によるキャッシュフローは目標の200億円を上回る241億円となった。安定した収益を支えに借入金残高の縮減を
着実に進めた。こうした収益基盤・財務基盤等が評価され、発行体格付がAA-からAAに引き上げられた。

　戦略２では、資格取得制度の拡充により、制度を利用した資格取得者が37名に増加し（目標：３か年で50名）、技術系資格については
新たに８名の職員が資格を取得し（目標：３か年で10名）、目標の過半を上回る実績となった。また、超過勤務時間の削減については、
３年後の目標達成に向けサテライトオフィスの新設等の取組を始めた（目標：10％削減）。

　戦略３では、２団地の建替え事業に着手し、４団地の建替えについて地元自治体との協議等を着実に進めている（目標：７団地）。ま
た、既存ストックの商品力向上のため、住戸内や共用部の改善に取り組み、住戸１戸当たりの年間家賃収入は79.2万円となり、目標の
80.0万円に向け、着実に向上した。また、バランスのとれたコミュニティの形成に向け、学生が入居し地域活動に参加するモデル事業を
１団地で開始した（目標：２団地）。

　戦略４では、５団地において福祉施設の建設を進めるとともに、１団地においてオープンスペースを活用した生活支援サービスを提供
する拠点整備の取組を進めた。また、公社住宅の建替えを通じて災害時に一時避難場所となる広場の確保や避難時に必要な機能を有する
団地を１団地整備し（前記５団地に含む）、２団地で工事に着手した（目標：８団地）。

　戦略５では、お客様の声を組織全体で共有し業務改善に結びつける仕組みづくりや入居者にきめ細かく対応する取組の検討を進め、３
年後の目標達成に向け都営住宅管理者としての評価向上に取り組んだ（目標：満足度55％）。

　以上の実績をあげる中で、公社は都の重要施策である少子高齢社会対応や環境負荷低減などにも成果をあげ、都のパートナーとしての
社会的な使命と責任を果たした。

「経営改革プラン」評価シート（案）
団体名： 東京都住宅供給公社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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○概ね全ての取組事項は目標値を達成しており、
時代のニーズや政策課題に対応した研究を推進す
るとともに、プレゼンス向上に向けた取組が進んで
いる。

○研究の質的向上を目的として2017年度より開始
した自主研究事業によって、研究数の増加、研究レ
ベルの向上を図ってきたことが、科研費や推進費
の採択に繋がり、2018年度実績は目標数の2件を

大きく上回り4件となった。

○2018年度から開始したエネルギー分野の研究に
おいても先取り課題の認識により自主研究が都受
託研究となるなど、調査研究能力の向上を図ったこ
とにより、都が環境施策を展開するためのシンクタ
ンク機能として、着実な成果を上げている。

○研究発表等を組織目標化するとともに、研究員
の発表能力等の向上に努めてきたため、学会発表
数が2018年度の30件を大きく上回り、37件の学会
発表を行い、研究成果の外部への積極的な発信が
進んでいる。

戦　略

○研究者間のネットワークを構築するための各種セミ
ナーや交流会に積極的に参加させたほか、論文検索や
プレゼンテーション資料の作成などの研修を実施し、更
に所内で応募前に適切な助言を行うことを通じて、審査
の厳しい科研費等外部資金導入研究への応募を積極
的に行うよう促してきた。

○科研費等の応募の母体となる研究は研究員の自主
性に基づいた自主研究である。2018年度の科研費等

採択の母体となる自主研究は、2017年度中に2018年

度実施予定とした自主研究であり、その研究数は19件

（前年度15件）と着実に増加するとともに、研究内容が
充実してきた。

○本研究は、将来的な省エネ対策を検討するため、研
究員の自主性に基づき、2018年度から実施する自主
研究である。

○局では、「スマートエネルギー都庁行動計画」の改定
を控えており、これまでに収集した都有施設のエネル
ギー使用データを詳細に分析し、計画に反映する必要
がある。　このため、この研究については都との協議の
結果、2019年度に都受託研究に移行した。

○本研究は、研究員の自主性に基づき2018年度に実
施予定とした自主研究であるが、科研費取得研究に応
募し、採択された。

○応募内容については、研究所内の研究等審査会を
通して、他分野の研究員からの意見を反映するなど多
角的に検討したことなどが成果に結びついたと考えられ
る。

○都や地球温暖化防止活動推進センターと連携して省
エネ診断報告書等の分析及び事業者へのヒアリングを
実施し、当年度に予定していた研究内容を完了させた。

○今後とも、科研費等の取得に向けた研究者の交流促
進や研修などを行っていくとともに、自主研究に取り組
むことを奨励し、外部資金導入研究への積極的な応募
を促していく。

【2019年度取組目標】
○研修内容のレベルアップ
○科研費または環境研究総合推進費
　 新規採択1件 （累計5件）

○都の環境施策のより一層の進展に資するよう、外部
資金導入研究やその取得にも資する自主研究という枠
組みを活用して、環境課題を先取りした独自の研究に
取り組み、その研究成果を都受託研究等や都の環境行
政の新たな展開につなげていく。

【2019年度取組目標】
○自主研究や外部資金導入研究から都委託研究等に
組み込まれた件数　（2019年度から2020年度　累計2

件）

団体自己評価

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

【2018年度】
○科研費取得研究
として新規採択さ
れ、3ヵ年にわたる研
究として実施中

○事業所の用途毎
の省エネポテンシャ
ルの推計及びヒアリ
ング等による省エネ
要因の抽出・分類・
検証を完了

○外部資金取得に
向けた研修の検討・
実施

【2018年度】
○科研費
新規採択1件

○推進費
新規採択2件

(累計4件）

【2018年度】
○自主研究として実
施

【2019年度】
○都受託研究に移
行

2018年度実績個別取組事項

科研費等外部資金
導入研究の推進

・中小規模事業所の
省エネに係る自主研
究の検討

・事業所の用途毎の
省エネポテンシャル
の推計

・ヒアリング等による
省エネ要因の抽出・
分類・検証

新たな研究の創出 ・都有施設の省エネ
に係る自主研究の
検討

・都有施設のエネル
ギー使用の実態調
査の実施

・都有施設の省エネ
方策の策定及び次
年度都受託研究へ
の提案

公益財団法人東京都環境公社

○戦略的で質の高い調査研究を支える人材が育成され、調査研究能力が更に向上している。
○時代のニーズに応じた新たな調査研究分野へ参入し、多様化・複雑化する政策課題に確実に対応している。
○調査研究機関としての知名度が高まり、プレゼンスが向上することで、優秀な人材が確保されている。

３年後の到達目標

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

-1公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（環境科学研究所のシンクタンク機能強化）

・外部資金取得に向
けた研修の検討・実
施
【2017年度】
・科研費
新規採択１件等

・外部資金取得に向
けた研修の実施

 

・科研費または環境
研究総合推進費 新

規採択１件
（累計２件）

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

64



①／ 4

①

①

戦　略

団体自己評価

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

2018年度実績個別取組事項

公益財団法人東京都環境公社

○戦略的で質の高い調査研究を支える人材が育成され、調査研究能力が更に向上している。
○時代のニーズに応じた新たな調査研究分野へ参入し、多様化・複雑化する政策課題に確実に対応している。
○調査研究機関としての知名度が高まり、プレゼンスが向上することで、優秀な人材が確保されている。

３年後の到達目標

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

-1公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（環境科学研究所のシンクタンク機能強化）

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

○学会発表数37件

○原著論文（筆頭）
　2018年度　4件

○学会発表については、研究数の増加、発表能力向上
のため研修を実施するなど量・質両面からの取組を進
めた結果、目標に到達したものと考える。

○学会発表を含めた研究成果の効果的な発信方法に
ついては、他の研究機関のHPを比較調査するなど、情
報発信方法を収集し、検討した。

○原著論文については、研究所の実績の中でも過去最
高の掲載件数を目標として掲げたものである。
2018年度は8件投稿しているが、査読に時間を要して
いるものもあるため、現在のところ、掲載件数は目標を
下回っている。

○今後も、研究数の増加、発表能力や論文執筆能力の
向上に向けた研修など、量・質両面からの取組を進め、
学会発表や原著論文の投稿など研究成果を積極的に
発信し、調査研究機関としての知名度を高め、プレゼン
スの向上を図ることにより、優秀な人材の確保に繋げて
いく。

【2019年度取組目標】
○学会等発表数
30件以上とし、学会発表を含めた研究成果の効果的な
発信を試行
○原著論文（筆頭）の専門誌掲載件数8件以上

（2018年度から2020年度までの平均）

学会等や原著論文
を通じた研究成果の
積極的な発信

・学会等発表数30件
（見込み）

・原著論文（筆頭）の
専門誌掲載件数６件
（見込み）

・学会等発表数　30

件以上とし、学会発
表を含めた研究成
果の効果的な発信
方法を検討

・原著論文（筆頭）の
専門誌掲載件数８件
以上
（2018年度から

2020年度までの平
均）

65



①／ 4

①

①

事業者向け講習会・
セミナー開催及び講
習会講師の育成

・2013年度～排出
事業者向け講習会
を実施

・排出事業者セミ
ナー1回

・2015年度～処理
業者向け講習会を
実施

・処理業者セミナー1

回

・2017年度～
ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ研修
1回

・講師 4名

○講習会の開催にあたっては、理解度90%以上確保に
向け、外部現場視察や公社現場で得た知見・経験をテ
キスト資料に取り入れ、実例を加えた具体的な説明を
行った。また、直近の法改正などについて最新情報を
収集し、都の対応を含め具体的な情報提供を行った。

○全受講者に対しアンケートを実施し、有益な要望内容
については改善を検討し、副教材の活用や時間配分の
見直し等きめ細やかな対応を行った。

○スタートアップ研修は、中小企業が多い産業廃棄物
業界の新入社員教育の場となっており、業界の位置づ
けや重要性、廃棄物処理法等について、分かりやすく
解説するなど、業界からニーズの高い研修となってい
る。参加人数は募集人員100名に対し、126名と大きく
上回る結果となった。

○引続き、排出事業者及び処理業者向けの講習会を
適切に実施、理解度の向上を図っていくことで、3R・適
正処理の促進を図っていく。

○また、国内における廃プラスチック類の処理が逼迫し
ている状況を踏まえ、今後の持続可能な3R・適正処理
の促進には排出事業者と処理業者の相互理解が必要
不可欠であることから、講習会やセミナーの開催を通じ
て、双方に有用となる情報の提供や知識付与を行い、
排出事業者と処理業者の有効なパートナーシップの構
築を目指していく。

【2019年度取組目標】

○排出事業者向け4回　（理解度90%以上）

○処理業者向け 6回　（理解度90%以上）

○産業廃棄物処理業者・排出事業者合同セミナー1回

○ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ研修1回

○ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ研修 1

回（6/12開催）

・排出事業者向け　4

回
（理解度90%以上）

・排出事業者セミ
ナー　1回

・処理業者向け
６回
（理解度90%以上）

・処理業者セミナー1

回

・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ研修
1回

○排出事業者セミ
ナー1回 (2/27)

○処理業者向け6回

（9/13、9/27、

10/10、10/22、

1/24、2/12開催）

○理解度96%

○処理業者セミナー
1回（12/6）

・新規2名育成

（延べ6名）
・研修計画の策定、
研修の実施

○新規4名育成

（延べ8名）

○研修計画の策定、
研修の実施
（外部研修7件、社

内研修・視察9件、

検定3件）

○研修計画を策定し、外部講習等の受講を通して必要
な知識を計画的に習得した他、より分かりやすい表現と
なるよう工夫を図るなど、講師の技量向上を図った。

○9/10、9/27、10/10、10/22の講習会では、それぞれ

新規講師4名が講習を実施し、培った能力の実践を
図った。

○将来的な講師人材の確保を図るため、他部署の医療
廃棄物の適正処理に関連する部署と連携して講師育成
を行った。

○当面の講師数確保のため、2020年度までに延べ10

名以上の講師を育成する。

○公社設立以来、廃棄物分野において培ってきたノウ
ハウや技術力などの専門性を公社全体で継続して高め
ていくための講師育成スキームを構築し、廃棄物処理
事業者の育成支援や排出事業者への適正処理の啓発
など実効性のある事業展開につなげていく。

【2019年度取組目標】

○新規2名育成（延べ10名）
○研修計画の見直しと充実（講習会講師育成スキーム
の策定）

2018年度実績 要因分析 団体自己評価対応方針

○排出事業者向け

4回（7/19、9/10、

10/15、11/14開催）

○理解度96%

○全ての取組事項で目標値を達成しており、処理
業者による適正処理や排出者責任の徹底、廃棄物
処理・リサイクルに係る環境への負荷の低減に向
けた取組を着実に進めることができた。

○排出事業者及び処理業者向け講習会では、産
業廃棄物管理責任者の責務を果たせる知識の付
与、法令順守はもとより、その経営の安定化や人
材育成に寄与することを主たる目的として講習して
おり、目標回数を計画的に実施するともに、理解度
も目標値を上回るなど、3Rと適正処理の促進につ
なげた。

○スタートアップ研修では、産業廃棄物業界におい
て将来を担う人材の育成を着実に支援した。

○また、講師育成についても、当初目標としていた
2名に加え、その他若手職員と新規採用職員にも、
外部研修や視察等の知識醸成を促したうえで、実
際の講習会で実践を図り、最終的に4名の講師を
育成し、今後の安定的な事業基盤の構築ができ
た。

○技術支援業務は、主に多摩、島しょ等の自治体
の一般廃棄物処理施設に対する技術支援を着実
に実施し、整備点検、改修工事、精密機能検査、計
画策定など総合的な支援業務を行うことで、特に若
手職員の技術力・現場力を高めることができた。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

戦　　　　　　略 -2 公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（廃棄物に関する事業者育成支援と廃棄物処理に関する技術・技能の継承）　

３年後の到達目標

○産業廃棄物処理業者による適正な処理が行われ、排出者責任が徹底されるとともに、廃棄物処理・リサイクルに係る環境への負荷が低減されている。
（排出事業者、処理業者向け講習会及びセミナーを年間13回、参考：参加者の理解度を90%以上とするとともに、2020年までに延べ10名の職員を講師として育成）

○自治体における廃棄物施設建設・運営のDBO化に伴うマネジメント業務やアドバイザリー業務等の高度な総合的技術支援を自治体から受託している。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度
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2018年度実績 要因分析 団体自己評価対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

戦　　　　　　略 -2 公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（廃棄物に関する事業者育成支援と廃棄物処理に関する技術・技能の継承）　

３年後の到達目標

○産業廃棄物処理業者による適正な処理が行われ、排出者責任が徹底されるとともに、廃棄物処理・リサイクルに係る環境への負荷が低減されている。
（排出事業者、処理業者向け講習会及びセミナーを年間13回、参考：参加者の理解度を90%以上とするとともに、2020年までに延べ10名の職員を講師として育成）

○自治体における廃棄物施設建設・運営のDBO化に伴うマネジメント業務やアドバイザリー業務等の高度な総合的技術支援を自治体から受託している。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

自治体の廃棄物処
理施設に対する総
合的な技術支援の
実施

・業務進捗報告会の
実施（年１回）

・業務レビューの実
施（年１回）

・エネルギー関連や
周辺整備など総合
的な支援の開始

・左記の事項を定例
的に実施することに
加え、技術指導員に
よるOJTを実施

○ゴミ処理等の基本
計画、周辺整備を含
めた施設整備基本
計画をはじめ、ごみ
処理施設の建設・修
繕等に関する調査・
設計積算など、廃棄
物処理に関する総
合的な支援を実施
（八丈町等13市町
村・組合）

○技術指導員による
OJTを実施

○多摩地域や島しょ地域の焼却施設などの維持管理
や建替えについて、廃掃法に基づく一般廃棄物処理基
本計画及び一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定
支援、循環型社会形成推進地域計画の見直し支援、設
備整備工事の設計積算など、技術的支援を実施した。

○精密機能検査等設備の状況調査を実施するととも
に、焼却施設の修繕計画、設計・積算を行うなど、総合
的な支援を実施した。また、燃焼不良等不具合の調査
を行い、改善を実施した。（小笠原村、三宅村、西多
摩、立川市等）

○可燃ごみ焼却処理施設建設の設計積算、施行図の
確認等の技術支援を実施した。

○清掃工場等の建替え支援や、計画策定等法に関す
る対応について、各現場において、技術指導員及び都
OBによる支援・指導を受けることで、職員の技術能力
向上が図られた。

○外部からの廃棄物処理施設に詳しい人材を活用して
いくとともに、公社職員のエンジニア能力の向上を図り、
自治体における廃棄物施設建設・運営のDBO化に伴う
マネジメント業務やアドバイザリー業務等の高度な総合
的技術支援受託を目指していく。

【2019年度取組目標】
○エネルギー関連や周辺整備など総合的な支援の実
施
○同業他組織と連携しての業務実施
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○事業実施による省
エネ効果等をHPで
紹介
※中小事業所向け
熱電エネルギーマネ
ジメント支援事業及
び事業所の省エネ
診断の活用事例を
HPに掲載

（平成30年10月）

○中小規模事業所に焦点を当て、美容室・介護施設・
スーパーマーケット・公衆浴場など建物の用途ごとに省
エネ診断等の活用事例として、空調設定温度の適正化
やLED照明の導入などによる省エネ対策を分かりやすく
紹介した。
※　紹介件数：11件

○今後、活用事例を公表する対象事業を拡大するなど
見える化を推進し、事業効果を高めていく。

【2019年度取組目標】
○公表内容の更なる充実

各種事業の省エネ
効果やCO２削減量
等を分かりやすく紹
介

・地球温暖化対策報
告書制度においてエ
ネルギー使用量の
公表

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

中小規模事業所へ
の省エネ推進事業
（都受託事業）

・省エネルギー診断
（累計3,600事業所）

・業種別テキスト（全
29業種）

・省エネルギー診断
（300事業所）

（累計3,900事業所）

・業種別テキスト（１
業種追加）

（全30業種）

・事業実施による省
エネ効果等のHP紹
介に向けた検討・関
係者調整

2018年度実績 要因分析 対応方針

○全取組事項で目標値を達成しており、クール・
ネット東京の情報発信機能など現場力強化に向け
た取組が確実に進んでいる。

○特に、中小規模事業所への省エネ診断は、人材
不足等の理由により省エネ活動の取組内容・方法・
メリット等の理解不足が課題となっていることから、
区市町村や業界団体と連携を強化し、省エネのメ
リットを分かり易く示したチラシの作成や省エネ研
修会開催などの広報展開を図ったほか、業界の実
態に沿ったきめ細かい省エネ提案や省エネ診断後
のフォローアップを充実させるなど事業効果の向上
に努めた。

○また、各種事業の省エネ効果やCO2削減量等を
分かりやすく紹介するとともに、区市町村や国と調
整し、公社以外の補助金情報を一覧に公開して利
用者の利便性を大幅に向上させるなど、情報発信
機能の強化について2019年度目標を前倒して、都
民や事業者に向けて実施した。

○省エネルギー診断
（309事業所）

（累計3,909事業所）

○業種別テキスト
（1業種作成）

（全30業種）

【省エネルギー診断】
○業界団体（32件）や区市町村（7件）、事業者（5件）を
訪問し、リーフレット配布や理事会等での事業周知を行
う場の提供について協力依頼を実施し、件数の確保に
努めた。また、事業周知に積極的な業界団体へ再度訪
問し、連携の強化を図った。
　※リーフレット配布数：約26,000部

　※理事会等での事業周知：5回

○また、診断後のフォローアップの充実を図るため、診
断結果報告書を、郵送から原則手渡しに変更し、提案
内容の詳細説明や対策実施に向けたサポートの強化を
図った（昨年度比：50件増）。

○さらに、地球温暖化対策報告書制度において提出実
績のある事業者のうち、ベンチマークと比較しエネル
ギー使用量が特に多い事業所を100件程度選定し、省
エネに係る取組を推奨するとともに、事業者の負担を軽
減するため、申込手続の簡素化、診断時間を事業者の
要望に合わせ柔軟に対応したほか、HPに改善提案事
例を公表し、成果の見える化を図り、省エネ診断の有効
性をPRした。

【業種別テキスト】
○業種特有の省エネ対策の余地がある新たな業界団
体としてペットショップ業界を選定し、アンケート調査や
省エネ診断等の実施について業界団体と連携を密に図
り、実態に即した業種特有の省エネ対策テキストの作
成を進めた。ペットショップ業界団体会員を対象に、省
エネ対策テキストの内容について周知を図る。

団体自己評価

○引続き、毎年300程度の事業所に対し、効果的で分

かりやすい省エネ手法を提案していき、2020年度まで

に累計4,500事業所の省エネルギー診断を実施する。

○また、業種ごとの特徴を踏まえた具体的な省エネ手
法について、オリジナルテキストを作成し、業界全体に
周知を図っていくことで省エネ実践の醸成を図っていく。

【2019年度取組目標】

○省エネルギー診断（300事業所）

（累計4,200事業所）

○業種別テキスト（1業種追加）

（全31業種）

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

戦　　　　　　略 -3 公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（クール・ネット東京の現場力の強化）

３年後の到達目標

○省エネルギー診断の直接的に都民・事業者と接する現場力を活かすことにより、温暖化対策の普及啓発が進んでいる。
○中小規模事業所への省エネルギー診断を2020年までに4,500事業所に実施するとともに、報告書制度が適切に運用・活用されている。各種事業において、省エネ効果やCO２削減量等が分かりやすく紹
介されている。
○家庭の省エネ対策の定着及びエネルギー消費量の削減に向け、区市町村との連携及び情報発信機能が強化されている。
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個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

戦　　　　　　略 -3 公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（クール・ネット東京の現場力の強化）

３年後の到達目標

○省エネルギー診断の直接的に都民・事業者と接する現場力を活かすことにより、温暖化対策の普及啓発が進んでいる。
○中小規模事業所への省エネルギー診断を2020年までに4,500事業所に実施するとともに、報告書制度が適切に運用・活用されている。各種事業において、省エネ効果やCO２削減量等が分かりやすく紹
介されている。
○家庭の省エネ対策の定着及びエネルギー消費量の削減に向け、区市町村との連携及び情報発信機能が強化されている。

○引続き、都民・事業者にとって利便性の高いHPとなる
よう見直しは継続的に実施していくこととするが、当初
の目標を2018年度に達成したため、「助成金事業の利
便性向上」として取組目標を変更し、クール・ネット東京
の事業の大半を占める助成金事業の効果を高めていく
ため、制度構築を行う都所管部と連携した検証や分析
に基づく改善提案を行うなど、相互補完的な事業実施
体制を構築していく。（経営改革プラン改訂版にて変更
済）

【2019年度取組目標】

○2018年度の助成金事業の実績を踏まえた効果検
証・分析を実施
○都所管部と定期的な議論を行う検討会の実施

総合的な情報発信
機能の強化（自主事
業）

・公社HPに、区市町
村の補助金・助成金
一覧を掲載

・「区市町村補助金・
助成金一覧」（HP）
の利便性向上

○都の補助金に加
え、都民が居住する
区市町村の補助金
情報をHPで閲覧可
能とした。
（H30.5.27公開済）

○また、都と同様の
補助等に該当する
国等助成金情報も
閲覧可能とした
（H30.8.1公開済）

○補助金に関する問合せの傾向として、①申請する案
件が補助金等の対象であるか、②居住区における同様
の補助金等はあるか、③国の助成金はあるか、などが
多く寄せられており、2017年度までは、それぞれの担
当機関の窓口に確認するようご案内していたため、利
用者の視点からすれば各機関に問合せを要し、非常に
わかり難いものであった。

こうした状況を踏まえ、関係先への確認を迅速に行い、
都の補助金等に加え、区市町村や国の情報についても
前倒して公開することで、クール・ネット東京HP上で必
要な情報を得られるよう利便性の向上を図った。
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2018年度実績

・新規植生回復着手
2か所

・継続管理4か所

○新規2ヶ所
・八王子館町緑地保
全地域（9月）
・八王子長房緑地保
全地域（10月）

○継続管理4ヶ所
・八王子大谷緑地保
全地域（7月）
・海道緑地保全地域
（7月）
・小比企緑地保全地
域（9月）
・矢川緑地保全地域
（2月）

○活動団体との情報共有により、作業が行き届いてい
ないことが確認された八王子館町緑地保全地域（9月）

及び八王子長房緑地保全地域（10月）を選定し、植生
回復作業を実施した。

○2015年度から植生回復に着手した4か所の緑地保全
地域については、良好な自然を将来にわたり引き継い
でいくため、計画的な巡視とボランティア団体の協力の
元、維持管理作業を実施した。

○また、活動効果については、植生回復作業及び維持
管理作業をとりまとめ、HP上で公開した。

○引続き、ボランティア団体との協力体制により、保全
地域内の荒廃した樹林地などについて、皆伐更新や湿
地復元などの植生管理を計画的に取り組み、多様な生
物の生息、生育空間の確保を推進するともに、その活
動効果をHP等で公開し、見える化を図っていく。

【2019年度取組目標】

○新規地域における植生管理の実施 2ヶ所

（継続管理累計6ヶ所）

○新たなボランティア人材の掘り起しのため、森林・緑地保全活動情報センターによる情報発信強化や保全地域体験プログラムの開催により、保全活動の参加者数が拡大し、都民の生物多様性への意識が
醸成されている。（WEB会員登録者数2,770名、体験プログラム開催35回）
○保全地域内の荒廃した樹林地などについて、皆伐更新や湿地復元など植生回復の取り組みにより多様な生物の生息・生育空間の確保が推進されている。
○公社やボランティアのよりきめ細やかな指導・サポートの結果、保全地域の新たな担い手となりうるリピーター層が一定程度確保されている。（リピーター層拡大数250名）

団体自己評価

情報発信力の強化 ・ＷＥＢ会員数の増
加

・2015年度からの合

計1,000名（見込み）

・年550名増

合計1,550名

○566名増

合計1,715名

○保全地域体験プログラムの企画回数を増加させたほ
か、フェイスブックやツイッター等、SNSにおける情報発

信を延べ192回実施したことに加え、デジタルサイネー

ジ、電車広告、WEB広告を継続して実施したことによ
り、登録数の増加に繋がった。

○また、直接都民に訴求するPR事業として、イベント出

展を年6回企画し、合計206名の会員登録を確保した。

○事業開始から4年目となり、会員登録の増加数は緩
やかな傾向となっているが、保全活動への理解を深
め、参加者の増加を図ることが、新たなボランティア人
材の掘り起こしに繋がるため、保全地域の魅力につい
てPRし、WEB会員登録者数の増を図っていく。

【2019年度取組目標】

○年570名増　（合計2,285名）

活動効果の見える
化

・2015年度から4か
所で皆伐更新や湿
地の復元などの植
生回復に着手

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

○全取組事項で目標値を達成していることに加え
て、3年後の到達目標として掲げる「保全地域の新
たな担い手」の育成についても、リピーターが保全
活動団体へ加入するなど、豊かな自然環境の保全
を支えていく環境整備に向けて取組が進んでいる。

○ボランティアによる緑地保全活動を今後とも継続
して行っていくためには、新たな担い手の確保が必
須である。HPやSNS、電車広告などを活用した積
極的な広報展開などの情報発信力の強化、都民へ
植生管理状況を公開するなど、活動効果の見える
化、参加者ニーズに応じた体験プログラムの実施
など、複合的に取り組み、新たなボランティア人材
の掘り起こしが進んでいる。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

要因分析 対応方針

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

戦　　　　　　略 -4 公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（緑地保全活動における人材の確保及び事業拡大に向けた体制の強化）

３年後の到達目標
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2018年度実績

○新たなボランティア人材の掘り起しのため、森林・緑地保全活動情報センターによる情報発信強化や保全地域体験プログラムの開催により、保全活動の参加者数が拡大し、都民の生物多様性への意識が
醸成されている。（WEB会員登録者数2,770名、体験プログラム開催35回）
○保全地域内の荒廃した樹林地などについて、皆伐更新や湿地復元など植生回復の取り組みにより多様な生物の生息・生育空間の確保が推進されている。
○公社やボランティアのよりきめ細やかな指導・サポートの結果、保全地域の新たな担い手となりうるリピーター層が一定程度確保されている。（リピーター層拡大数250名）

団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

要因分析 対応方針

経　営　課　題 公社のプレゼンスと情報発信のあり方の見直し

戦　　　　　　略 -4 公社プレゼンスの向上と事業効果の見える化（緑地保全活動における人材の確保及び事業拡大に向けた体制の強化）

３年後の到達目標

・2016年度

24回実施

・2017年度

11月までに19回実
施

・参加者の満足度
90%以上

・体験プログラムに３
回以上参加したリ
ピーター100名

（2017年11月12日
現在）

・当日の運営につい
て委託などを試行
（満足度90%以上）

・体験プログラムに３
回以上参加したリ
ピーター数
140名

・25回以上/年度

○運営補助として委
託を試行
（満足度96％）

○3回以上参加リ

ピーター数　205名

○体験プログラムの回数増については、従事職員の増
員や運営補助の委託によりスタッフを確保したことに加
えて、企画運営に不可欠となる保全活動団体の協力を
確保し体制を整えたことによるものである。さらに、荒天
による中止を考慮し、実際に予定していた回数より多く
の企画を行うことで、目標を超える34回の開催を実現し
た。

○体験プログラムにおける、現地スタッフの4名体制（委
託を含む）を確保し、安全性の強化と、参加者に対する
きめ細かなサービスが提供できるようになったことによ
り、満足度は平均で96％を実現した。

○自然観察やクラフト体験など家族層が参加しやすい
プログラムを企画したほか、保全地域と最寄駅のバス
送迎など参加しやすい環境づくりにより、一定数のリ
ピーターを確保した。

体験プログラムの実
施とリピーター層の
拡大

○体験プログラムの回数増を図るほか、下草刈りや間
伐作業などに特化するなど作業レベルを上げた中級者
向けプログラムを企画するなど、体験プログラムの充実
を図り、更なるリピーター層の増加を目指していく。

【2019年度取組目標】

○30回以上/年度　（中級者プログラムの企画・試行）

○満足度90%以上

○体験プログラムに3回以上参加したリピーター数250

名

○34回実施
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・社内連携による環
境学習・イベントを関
連づけた年間計画
の策定及び進行管
理

・SNSや地下鉄車内
広告など、多様な広
報媒体を活用した情
報発信と費用対効
果の検証

幅広い環境事業を
行う公社の強みを生
かした総合的な環境
学習及び効果的な
情報発信の実施

・環境学習・広報担
当者連絡会における
情報共有及び横断
的環境学習・広報活
動
・社内連携による環
境学習やイベントの
実施

○社内連携（コラボ
見学会、スタンプラ
リー、エコプロ2018）
に加え、民間施設と
の連携イベントも実
施

○環境科学研究所
施設公開などに公社
各種事業関連ブー
スを出展

○広報担当者連絡会を通じてイベントカレンダー、実施
報告書及び広報ノウハウ等の情報共有を図り、社内連
携イベントの効果的な実施につながった。民間施設との
連携（ぐるっと3館スタンプラリー）により相乗的な広報効
果を獲得でき連携体制を構築できた。

○多くの都民が訪れる研究所施設公開などの場を有効
に活用し、公社各事業所と相互に連携した事業PRを展
開することで、効率的かつ効果的な広報展開につなげ
た。

○WEB・SNS広告、
交通広告の実施

○緑地保全活動において、WEB（Yahoo!、Google)、

Facebook及び地下鉄車内広告を掲出し情報発信を強
化により認知度向上やメンバー獲得につながった。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

環境科学研究所を
ハブとした公社事業
相互間のシナジー効
果の発揮

・公社独自の中期計
画の検討のなかで、
シナジーの洗い出し

・長期ビジョン・中期
計画の策定

・シナジー効果を公
社事業間での連携
で強化し、お互いの
ノウハウ、強みを生
かせる事業を推進

要因分析 対応方針

○長期ビジョン・中
期計画（素案）を作
成
（公社経営会議で共
有化11/6）

○中小規模事業所
における省エネポテ
ンシャルの推計と省
エネ推進・阻害要因
の定量的分析の実
施
（東京都地球温暖化
防止活動推進セン
ターとの連携）

○経営企画課が中心となり素案を作成した。
○素案をもとに各部との調整を行っていたが、政策連
携団体活用戦略の考え方を踏まえたものとするため、
策定年度を2020年度に変更した。

○東京都地球温暖化防止活動推進センター（以下
「クール・ネット東京」という。）が収集した中小規模事業
所のデータを活用し、環境科学研究所において、省エネ
ポテンシャルの推計と推進の阻害要因を科学的・詳細
に解析する調査研究を実施した。
○これによりクール・ネット東京が行う既存の支援策や
新規支援策の検討に活用するなど、両者の強みを生か
しながら、事業全体の推進が図られた。

○全体として取組事項の目標を達成しており、公社
内での広報担当者連絡会や業務連絡会などを通じ
て、連携した広報展開を図るとともに、総合的・横
断的な環境学習授業を実施したほか、民間企業や
自治体など多様な主体と連携したイベントに積極的
に取り組んだ。

○特に、中小規模事業所における省エネポテン
シャルの推計と省エネ推進の阻害要因の定量的分
析においては、クールネット東京で得られるデータ
と環科研の知見を活用し、事業相互間でシナジー
効果を発揮した。

○公社で培った知見を活用して、オリパラ教育と関
連付けした水素エネルギー出前授業を行うなど、環
境学習コンテンツを拡大させた。

○環境学習の強化への取組は、今後も継続して実施し
ていくこととする。（経営改革プラン改訂により今後は評
価の対象外）

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社事業間のシナジー効果が十分に発揮されていない

戦　　　　　　略 公社事業間のシナジー効果の発揮（幅広い環境事業を展開する公社の強みを生かした環境学習・情報発信）

３年後の到達目標

〇公社基幹４事業の連携が強化され、シナジー効果が高まっている。
〇幅広い環境分野で事業を行う公社の利点を生かし、総合的、横断的な環境学習の仕組が構築されている。
〇SNSや無料のメディアなど、多様な媒体を最大限活用した、効果的な情報発信が行われている。
〇区市町村等の関係機関との連携強化による、環境学習メニューやコンテンツが拡大している。

団体自己評価

○公社事業コンテンツを並べて検討するのではなく、人
事や知的刺激の交流などの活動を促しオープンイノ
ベーションの取組を生み出す土壌を公社に醸成するこ
とが重要と捉え、戦略自体を見直し、新戦略②「新たな
行政課題にも対応する人材の育成と確保」において、
新たな取組を設定し実施していく。

新戦略②
「新たな行政課題にも対応する人材の育成と確保」
【2019年度取組事項】
○オープンイノベーションを喚起する機会の創出
・公社各部において、検討会を設置
・経営会議で各部の取組状況を定期的に報告
・次年度事業計画や予算への反映

2018年度実績
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個別取組事項 ～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社事業間のシナジー効果が十分に発揮されていない

戦　　　　　　略 公社事業間のシナジー効果の発揮（幅広い環境事業を展開する公社の強みを生かした環境学習・情報発信）

３年後の到達目標

〇公社基幹４事業の連携が強化され、シナジー効果が高まっている。
〇幅広い環境分野で事業を行う公社の利点を生かし、総合的、横断的な環境学習の仕組が構築されている。
〇SNSや無料のメディアなど、多様な媒体を最大限活用した、効果的な情報発信が行われている。
〇区市町村等の関係機関との連携強化による、環境学習メニューやコンテンツが拡大している。

団体自己評価2018年度実績

○水素普及啓発に向けた出前授業及び事業間連携に
よる、スマートエネルギーセミナーの実施は、今後も継
続して実施していくこととする。（経営改革プラン改訂に
より今後は評価の対象外）

幅広い環境事業を
行う公社の強みを生
かした総合的な環境
学習及び効果的な
情報発信の実施

・環境学習・広報担
当者連絡会における
情報共有及び横断
的環境学習・広報活
動
・社内連携による環
境学習やイベントの
実施

○ TOP改修による
検索性能の向上、
Twitterのフォロ
ワー数及びインプ
レッションの増加

○環境学習WEBサイトについて、都民や事業者が、エ
ネルギーや廃棄物、自然環境保全などの目的に応じて
必要な情報に容易にたどり着ける構成にするなど、3月
末に改修を完了した。

○TOPページを改修し（H30.10月）、ページごとのアク

セス数などの閲覧状況の検証を行った。Twitter投稿

の活性化を図りフォロワー数（70→175人）及びインプ

レッション数（4千→1万件/月）が対前年度比で増加し
た。

水素普及啓発に向
けた出前授業や、事
業間連携による、ス
マートエネルギー都
市の実現に向けたセ
ミナーの実施

・再エネ由来FIT電
気供給のノウハウを
蓄積するため、公社
施設に供給

・オリパラ教育と関
連付け、小中学校へ
水素エネルギーの出
前授業の試行実施：
2校

・FITが給電されて
いるスイソミルにお
いて、CNTが蓄積し
た再エネ電力事業
のノウハウを伝える
セミナーの試行：1回

○オリパラ教育と関
連付けした水素エネ
ルギー出前授業
・エコプロ2018

（12/6,7,8）
・墨田区立業平小学
校4年生（1/10）
・江戸川区立清新ふ
たば小学校4年生

（2/13）
・江東特別支援学校
（2/28）

○スイソミルにおい
て再エネを活用した
新電力設立検討セミ
ナーを開催（2/6）

○東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で活
用が期待される水素エネルギーへの理解を深め、持続
可能な社会づくりのために行動できる人材育成を目的
として、小学生4～6年生をターゲットに、スイソミルコン
テンツを活用した教材作りについて課内で検討を重ね
た。また、公社職員自らが先生となり他の環境学習イベ
ント等で演習を行うなど授業の質の向上に努めた。

○再エネ由来FIT電力普及促進モデル事業では、平成

30年度より従来のセミナーによるノウハウ提供に代え
て、より具体的な支援の可能な出張アドバイス支援事
業を開始したほか、スイソミルにおいて、再エネを活用
した新電力設立検討セミナーを開催した（2/6）

○全体として取組事項の目標を達成しており、公社
内での広報担当者連絡会や業務連絡会などを通じ
て、連携した広報展開を図るとともに、総合的・横
断的な環境学習授業を実施したほか、民間企業や
自治体など多様な主体と連携したイベントに積極的
に取り組んだ。

○特に、中小規模事業所における省エネポテン
シャルの推計と省エネ推進の阻害要因の定量的分
析においては、クールネット東京で得られるデータ
と環科研の知見を活用し、事業相互間でシナジー
効果を発揮した。

○公社で培った知見を活用して、オリパラ教育と関
連付けした水素エネルギー出前授業を行うなど、環
境学習コンテンツを拡大させた。

○環境学習の強化への取組は、今後も継続して実施し
ていくこととする。（経営改革プラン改訂により今後は評
価の対象外）
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・契約、会計監査の
実施
・各監査等の指摘事
項の改善案策定

・監査未実施の服務
及び法令順守の監
査等実施に向けた
体制検討・課題抽出

・財務分析実施に向
けた検討・試行

○第1回会計事務監

査 （10/29～11/7）

○第2回会計事務監
査（2/27～3/7）

○監事による期中監
査の実施

○服務監査の試行
（11/12～11/30）

○情報セキュリティ
対策として標的型攻
撃メール訓練を実
施：2回

○H30の収支予測
や運転資金の分析
を実施

○第1回会計事務監査では、現金の出納管理を重点項

目として実施した。（6件の指摘-是正済）

○第2回会計事務監査では、少額契約及び30万円以上

の非公表契約案件を対象に実施した。（注意事項-是正
済）

○2018年度より監事による期中監査（12月）を新たに
実施しており、内部統制の強化を図った。

○本格的な服務検査の実施に向けて、検査項目や体
制、その手法について検討を実施した。また、本格実施
に向けた課題抽出等を行うべく、検査項目や対象職員
を絞り、実験的に服務検査を試行した。

○試行実施の成果として、業務終了後の30分以上の居
残り時間や打刻漏れ等が確認され、勤怠管理に社内
ルールを周知徹底するとともに、定期的に検査を行こと
で、職員の服務に関する意識向上を図っていく必要が
ることを確認した。

○情報セキュリティ対策の一環として、不審メールを模
した訓練用メールを作成し、職員に対し配信した。情報
セキュリティ委員会を通じて状況報告を行い、不審メー
ル対処法として、発信元のアドレスやドメインを必ず確
認するなど注意喚起を図った。

○収支予測を年2回（10月、2月）行い、収支状況を適

切に把握するとともに、29年度の赤字決算を踏まえた、
運転資金の分析を行った。

○ガバナンス体制強化に向けた取組は、今後も継続し
て実施していくこととする。（経営改革プラン改訂により
今後は評価の対象外）

○財務分析は、新戦略①「公社の持続的可能な成長を
可能にする戦略的な経営の推進」において、新たな取
組を設定し、実施していく。

【2019年取組事項】
○事業効果やニーズと財務分析を踏まえた今後の事業
展開の検討

○概ね全ての取組事項で目標を達成しており、会
計事務や服務の監査など計画的に実施しガバナン
スの強化に向けて着実に取組を推進するとともに、
決算分析や事業効果の検証などの取組により財務
体質の大幅な改善に繋げ、2019年度以降、課題に
対応していくための財政基盤を確保した。

○特に、安定的な財務基盤の確保にあたっては、
上期終了後と年度末の計2回の収支予測の実施に
より収支状況を適切に把握し、投資費用を始め支
出経費の縮減に努めたほか、運転資金の分析を詳
細に行い、キャッシュフロー重視の事業運営を推進
した。

○さらに、関係者との調整を重ね、赤字体質の「廃
蛍光管適正処理事業」を終了するなど、これまでの
赤字基調の経営を解消した。

服務、契約、会計、
法令順守、情報セ
キュリティに係る監
査等の実施

・契約、会計、情報
セキュリティ監査等
の実施及び指摘事
項の改善

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

長期ビジョン・中期
計画の策定

・2017年度中に構成
案を作成

・長期ビジョン・中期
計画の策定
・公表及び社内での
情報共有
・年度末に数値目標
等の時点修正

2018年度実績 要因分析 対応方針

○長期ビジョン・中
期計画（素案）を策
定。

○11/6経営会議に
て情報共有化。

○経営企画課が中心となり素案を作成した。
○素案をもとに各部との調整を行っていたが、政策連
携団体活用戦略の考え方を踏まえたものとするため、
策定年度を2020年度に変更した。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 ガバナンス体制と財務基盤の見直し

戦　　　　　　略 公社におけるガバナンスの強化と安定的な財務基盤の確保

３年後の到達目標

○団体の経営理念をはじめ、各事業の進むべき方向を明確にした公社独自の長期ビジョン及び中期計画が策定されるとともに、ガバナンスが強化され、財務基盤の確保に向けた方向性が示されている。
○服務、契約、会計、法令順守及び情報セキュリティについて、計画的な監査制度が導入されている。
○外部からの多様な意見を事業運営に反映する仕組みが構築されている。
○赤字体質の自主公益事業の見直し・集約化について、検討及び関係者との調整が進んでいる。

団体自己評価

○戦略自体を見直し、新戦略①「公社の持続的可能な
成長を可能にする戦略的な経営の推進」において、本
取組を設定し、実施していく。（経営改革プラン改訂によ
り変更済）

○暑さ対策や廃プラスチック対策など都の施策展開に
応じた公社役割の変化や今後の社会経済状況を見据
え、公社が持つ「現場力」の強化策や活用方法につい
て、改めて中長期的な視点にたった経営方針を策定し
ていく。
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個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 ガバナンス体制と財務基盤の見直し

戦　　　　　　略 公社におけるガバナンスの強化と安定的な財務基盤の確保

３年後の到達目標

○団体の経営理念をはじめ、各事業の進むべき方向を明確にした公社独自の長期ビジョン及び中期計画が策定されるとともに、ガバナンスが強化され、財務基盤の確保に向けた方向性が示されている。
○服務、契約、会計、法令順守及び情報セキュリティについて、計画的な監査制度が導入されている。
○外部からの多様な意見を事業運営に反映する仕組みが構築されている。
○赤字体質の自主公益事業の見直し・集約化について、検討及び関係者との調整が進んでいる。

団体自己評価

適切な競争性を確
保するため、公社の
契約制度に係る見
直しの実施

・少額案件の取扱い
について契約制度
の見直しを実施

・随意契約を中心に
契約状況を分析し、
競争制に移管する
案件を検討
・公表案件について
電子入札システムを
試験導入

○契約事務規程を
改定（少額契約の上
限金額を50万円以

下から30万円未満
に変更）

○特定契約業者選
定委員会の付議案
件予定金額の変更
（400万円以上⇒

250万以上）

○競争契約移行件
数
・30年度　7件

・31年度　1件

○「ビジネスチャンス
ナビ」の導入。

○これまで以上に公平性や競争性を確保していく必要
があること、東京都の少額契約上限金額が30万円と

なっていることを踏まえ、少額契約の上限金額50万円

から30万円とした。

○特定理由の妥当性について、チェック機能を強化す
るため、特定契約業者選定委員会の付議案件予定金
額を400万円以上から250万円以上に引き下げた。

○対象部署において、特定契約から競争契約への移行
の検討を開始した。検討結果を踏まえ、次年度契約よ
り、対象となった特定契約を競争契約に切り替えてい
く。

○公表案件（400万以上の契約）については、「ビジネス
チャンスナビ」による電子入札で運用を開始し、より多く
の企業が参加できるようにした。
※3月末現在：18件実施

○ガバナンス体制強化に向けた取組は、今後も継続し
て実施していく。（経営改革プラン改訂により今後は評
価の対象外）

○戦略自体を見直し、新戦略①「公社の持続的可能な
成長を可能にする戦略的な経営の推進」において、本
取組を設定し、実施していく。

○定例理事会及び定時評議員会開催時のほか、個別
ヒアリングなど、公社事業運営の積極的な情報提供と
意見交換を行い、タイムリーに公社経営へ反映する仕
組みを構築する。

外部からの多様な意
見を事業運営に反
映する仕組みの構
築

・モニター制度やア
ンケートなど、外部
の意見を取り入れる
方法を検討

○スイソミルや環境
学習講座等で実施
する参加者アンケー
ト結果を踏まえ、PR

方法や講座内容を
改善。

○参加者アンケートの認知経路結果を分析し、次回の
イベント告知に活用することで、認知度の向上や参加者
数の増加につながった。
講座内容やテーマに関する意見・要望を次回実施の改
善に生かし、高い理解度や満足度につなげている。

・スイソミル
（分析）チラシ配布による来館割合が多い
（対策）教育委員会を通じ近隣地域・小学校へ配布を集
中的に実施
（結果）参加者数増。H29/14,694人⇒H30/19,514人

（3月末現在）

※　上記事業のほか、環境学習、中防見学（自主）、産
業廃棄物講習会や自然保全活動においても、アンケー
ト結果など外部の意見を取り入れたイベント等を実施し
た。
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個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 ガバナンス体制と財務基盤の見直し

戦　　　　　　略 公社におけるガバナンスの強化と安定的な財務基盤の確保

３年後の到達目標

○団体の経営理念をはじめ、各事業の進むべき方向を明確にした公社独自の長期ビジョン及び中期計画が策定されるとともに、ガバナンスが強化され、財務基盤の確保に向けた方向性が示されている。
○服務、契約、会計、法令順守及び情報セキュリティについて、計画的な監査制度が導入されている。
○外部からの多様な意見を事業運営に反映する仕組みが構築されている。
○赤字体質の自主公益事業の見直し・集約化について、検討及び関係者との調整が進んでいる。

団体自己評価

自主公益事業につ
いて、今後の施策展
開を踏まえた見直し
や集約化の検討

・恒常的に赤字が発
生している自主公益
事業について、各事
業の施策動向、採算
性等を調査、検討

○戦略自体を見直し、新戦略①「公社の持続的可能な
成長を可能にする戦略的な経営の推進」において、新
たな取組を設定し、実施していく。

【2019年取組事項】
○事業効果やニーズと財務分析を踏まえた今後の事業
展開の検討

（30年度収支予測において、公社全体としてこれまでの
赤字基調からの収支改善する状況を踏まえ、自主公益
事業については、都や一組、区市町村からの受託事業
の効果を高める事業として、事業実績や事業ニーズを
踏まえながらあり方を検討していく）

○「廃蛍光管適正処
理推進事業」の終了

○H30の収支予測

やH31予算編成を
踏まえた各事業の課
題と対応案を検討。

○赤字体質である「廃蛍光管適正処理事業」について
は、民間事業者による代替が可能であるとの判断か
ら、30年度末をもって終了とした。終了にあたっては、
東京都や関連団体との事前調整を図り、円滑に事業終
了した。

○29年度の赤字決算を踏まえ、30年度は予算執行方
針を掲げ社内に周知徹底し、経費の縮減に取り組んだ
結果、30年度は、これまでの赤字基調の経営を解消す
ることができた。

・収支ベース（二回目）
（H29/▲245,442千円　⇒　H30/110,504千円）
・正味ベース（二回目）
（H29/▲146,174千円　⇒　H30/▲4,962千円）

○投資費用を始め支出経費の縮減のほか受託事業の
スキーム変更が収益改善に繋がっている。
○こうした状況を踏まえ、自主財源によって実施してい
る環境学習や広報普及は事業効果やニーズを検証しな
がら引続き実施していく。
○都の要請によって自主事業として実施している浄化
槽事業、優良性事業、再生砕石事業は、財源確保策や
事業の在り方について都と協議を重ねていく。
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○新戦略②「新たな行政課題にも対応する人材の育成
と確保」を策定し、引続き本取組を実施する。

【2019年度取組目標】
○技術職に特化した採用活動の試行実施
○オンライン面接の検討
○大学等への働きかけ
○法改正や職員提案を下に適宜制度の見直しを実施

○売り手市場にあっても優秀な人材を確保していくた
め、従来の転職求人サイトを活用した採用活動に加え、
大学等への働きかけ等を行い、より有為な人材が確保
できるよう、不断の見直しを行う。

○2018年度に実施した提案型研修4件について、2019

年5月20日に提案型研修成果報告会を開催し、研修生
が得た知見について、職員への還元を図った。今後も
有意義な研修とするため、本研修の効果的な活用方法
について検討し、改善を図っていく。

○平成31年4月1日付で就業規則を改正し、育児介護
支援制度の拡充を行った。今後も社会経済状況等を踏
まえ、必要に応じて各種支援制度の見直し等を実施し
ていく。

2018年度実績 要因分析 対応方針

○概ね全ての取組事項として目標を達成しており、
多様化する環境課題や事業の質的変化に対応す
るための人材の育成に繋げている。

○資格取得支援制度の充実やOJTの推進等によ
り、公社の専門性を一層高めるとともに、若手職員
に継承する取組を進めた。

○また、提案型研修では、職員のモチベーション
アップを図り、他団体の先進的な取組を知るととも
に公社内で共有を図ることで、将来の公社経営に
活かしていくなど組織力の向上に繋げた。

○さらに、都が抱える喫緊の課題である暑さ対策に
ついて、暑さ対策緊急対応センターを新たに開設す
るなど、今後の対策に向けて体制整備を行った。

新規採用職員の確
保に向けた採用手
段の拡充と人材の
確保・定着

・求人情報サイトを
活用した新規職員の
採用活動を実施

・提案型研修制度の
試行実施

・育児介護支援制度
等、現行制度利用者
等からの意見聴取
他情報収集

・技術職に特化した
採用活動の検討
・新卒採用の検討

・提案型研修制度の
改善、本格実施

・支援制度の拡充検
討、就業規則等の改
正、制度施行

○求職者の公社に
対する理解度を高め
る仕組みの検討、導
入

○提案型研修4件実
施

○育児介護支援制
度改正（案）の作成

○平成29年度職員採用においては、技術職採用予定

者数3名を確保すべく2回にわたり採用活動を行うなど、
人材確保に苦慮した。
○平成29年度における採用難の要因分析をすべく技術
職の内定者にヒアリングを実施したところ、公社での業
務内容や待遇がイメージしにくい等の回答があった。
○そこで、平成30年度職員採用においては、人材の採
用に長けた専門業者を活用し、求職者からの公社の業
務内容等に関する問い合わせに答えることで、求職者
の不安要素を解消するサービスを導入する等した結
果、技術職採用予定者4名を年１回の採用で確保する

ことが出来た。

○提案型研修を予算化し、本格実施した。2018年度

は、職員から9件の提案があり、提案内容等を鑑み、う

ち4件を研修対象として決定し、実施した。

○都と公社の育児介護支援制度を比較し、支援制度の
新設や拡充が必要な点について洗い出しを行った。

○洗い出し結果を基に平成31年4月1日施行を目途とし
て、就業規則の改正案の作成や東京都への協議等、
必要な手続きを滞りなく実施した。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 人材育成と企画立案機能の強化が急務

戦　　　　　　略 人材の確保・定着と育成及び企画立案機能の強化

３年後の到達目標

○多様化するニーズや事業の質的変化に対応していくための、人材の確保と定着が図られている。
○東京都や関係機関との人材交流や企画部門の組織人員体制の充実が進み、都庁グループの一員としての企画立案力が向上している。
○自治体における廃棄物施設建設・運営のDBO化に伴うマネジメント業務やアドバイザリー業務に対応する職員が育成されている。
○安定的で付加価値の高いサービスを、都内自治体に提供するため、廃棄物処理施設の維持管理・運営に関する技術・技能の継承の仕組が円滑に運用されている。
○自主事業であるFIT電気供給モデル事業によって得られた経験やノウハウにより、積極的に都に政策提言をしている。

個別取組事項 団体自己評価
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～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 人材育成と企画立案機能の強化が急務

戦　　　　　　略 人材の確保・定着と育成及び企画立案機能の強化

３年後の到達目標

○多様化するニーズや事業の質的変化に対応していくための、人材の確保と定着が図られている。
○東京都や関係機関との人材交流や企画部門の組織人員体制の充実が進み、都庁グループの一員としての企画立案力が向上している。
○自治体における廃棄物施設建設・運営のDBO化に伴うマネジメント業務やアドバイザリー業務に対応する職員が育成されている。
○安定的で付加価値の高いサービスを、都内自治体に提供するため、廃棄物処理施設の維持管理・運営に関する技術・技能の継承の仕組が円滑に運用されている。
○自主事業であるFIT電気供給モデル事業によって得られた経験やノウハウにより、積極的に都に政策提言をしている。

個別取組事項 団体自己評価

○オリパラ組織委員
会への職員派遣定
数化

○ 2018年度は、事務職員1名を都環境局総務部環境
政策課へ研修派遣している。

○関係機関への拡大に当たっては、研修目的及び内
容、期間、派遣先、定数要求等の検討課題があるた
め、現段階から課題抽出を行い、2019年度において必
要な検討を図っていく。

○資源循環分野の知見や専門性の強化を図ることを目
的として、東京2020大会の持続可能性に配慮した準
備・運営を行うオリパラ組織委員会への職員派遣を検
討するとともに関係機関と調整し、職員派遣の定数化を
実現した。

○企画立案機能を高め、高度化するニーズに対応する
職員を育成するため、東京都への派遣研修を継続的に
実施する。

○清掃一組等関係機関への拡大に向けて、各部からヒ
アリングを実施するとともに、新たなニーズを踏まえた
事業展開の企画立案を行う人材を育成していくという観
点から、組織定数要求等に反映させていく。

【2019年度取組目標】
○派遣研修（関係機関への拡大を検討）
○オリパラ組織委員会への職員派遣

○東京都地球温暖
化防止活動推進セ
ンターの部への昇格

○2018年度は、東京都地球温暖化防止活動推進セン
ター（以下「センター」という。）の企画立案機能を強化す
るため、センターを総務部から独立した部とし、部長級
のセンター長を設置した。
（再エネFIT事業における新たな調達電源の検討・調整
／新事業立上げのための迅速な準備／クール・ネット
東京の収支改善等）

○今後、公社全体の企画立案機能の強化に向けて、そ
の手法の検討を進めていく。

○都と公社の相互交流を通じて、双方の知見の共有と
相互に高めあう人材の育成を図り、環境行政の更なる
推進と公社の知見や専門性強化につなげていく。

○昨年度より実施した提案型研修を継続して実施し、
民間企業等の取組を参考にするなど若手職員の育成
に資していく。

【2019年度取組目標】
○企画立案機能の強化に向けて、都と公社の共同勉強
会等の人材交流を検討・試行
○提案型研修の実施

東京都や清掃一組
など関係機関への
派遣研修の継続

・東京都への派遣研
修1名

企画立案機能の強
化に向けた組織の
見直し

・企画立案機能の強
化策の検討

・派遣研修1名
（関係機関への拡大
に向けた課題抽出）

・民間企業との短期
間での人材交流を
検討

○事務職員1名を環
境局へ研修派遣
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～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都環境公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 人材育成と企画立案機能の強化が急務

戦　　　　　　略 人材の確保・定着と育成及び企画立案機能の強化

３年後の到達目標

○多様化するニーズや事業の質的変化に対応していくための、人材の確保と定着が図られている。
○東京都や関係機関との人材交流や企画部門の組織人員体制の充実が進み、都庁グループの一員としての企画立案力が向上している。
○自治体における廃棄物施設建設・運営のDBO化に伴うマネジメント業務やアドバイザリー業務に対応する職員が育成されている。
○安定的で付加価値の高いサービスを、都内自治体に提供するため、廃棄物処理施設の維持管理・運営に関する技術・技能の継承の仕組が円滑に運用されている。
○自主事業であるFIT電気供給モデル事業によって得られた経験やノウハウにより、積極的に都に政策提言をしている。

個別取組事項 団体自己評価

○出張アドバイス支
援事業の開始・実施
1件

○公社以外の施設
への供給開始（檜原
都民の森）4/22～

○平成30年度より従来のセミナーによるノウハウ提供
に代えて、より具体的な支援の可能な出張アドバイス支
援事業を開始した。（青梅市）

○関心のある自治体等からの問い合わせもあり、中長
期的には支援事業の需要はあるものと推察される。

○指定管理者施設等で、価格優先の選定方法（入札
等）が採用されているなど、供給拡大には課題がある
が、引き続き、都とも連携しながら、集客が見込まれる
公共施設等を中心に供給先の検討を進めていく。

○新戦略②「スマートエネルギー都市の実現に向けた
実効性の高い事業展開の推進」において、引続き本取
組を実施する。

○再エネ電力の普及拡大を図るため、新電力設立を検
討している自治体等へノウハウ提供を強化する。

○再エネ電力の新たな調達や公社外部施設への供給
を踏まえた電力需給調整等のノウハウを蓄積し、新電
力設立検討のための「虎の巻」を改定するなどノウハウ
提供の強化を図る。

○また、集客力の高い施設への供給を拡大することで
可能になる戦略的な広報・普及策の政策提言を行って
いく。

【2019年度取組目標】
○ノウハウ提供の強化
〇再エネ電力の調達と公社以外への供給調整を踏まえ
たノウハウの蓄積

○知識と蓄積と技術の継承は、事業継続に必要な取組
であるため、引き続き実施する。（経営改革プラン改訂
により今後は評価の対象外）

○計画に基づく必要
資格取得
・酸欠作業主任者2

名
･安全管理者3名
・フォークリフト運転
技能者1名

･防火防災管理者2

名
・溶接技能者1名
・低圧・高圧電気取
扱者 2名

 

○OJTの実施
・絶縁抵抗計、テス
ター（電気)

・pH計等(水質)の取
り扱い

○2018年度の資格取得については、当初計画を前倒
しで資格を取得した。
（防火防災管理者2名、安全管理者2名）

○また、計画になかった資格を取得し、効果的な事業
運営に努めた。
（溶接技能者1名、低圧・高圧電気取扱者2名）

○計画していたクレーン運転士の資格取得について
は、2019年度に取得する予定。

○電気主任技術者及び有資格者によるOJTを実施し
た。

再エネ由来ＦＩＴ電気
供給モデル事業（自
主事業）

・再エネ由来ＦＩＴ電
気を公社施設に供
給

・ノウハウ提供の開
始

・調達先・供給先の
拡大の検討、ニーズ
調査

蓄積されたノウハウ
と技術の継承

・資格取得の調査、
受講

・OJTによる技術継
承

・計画に基づく必要
資格取得
・酸欠作業主任者1

名
・安全管理者1名

・クレーン運転士1名
・フォークリフト運転
士１名

・OJTの実施（電気･
水質）
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評価年度：2018年度

ほぼすべての目標を達成しており、各経営課題に対して戦略的に取り組むことができている。

　公社プレゼンス向上と事業効果の見える化に係る取組については、研究所における科研費の着実な取得や産業廃棄物分野における講習会理解度の促進等、各取組を着実に推進しており、各分
野で求められる役割を十分に果たしている。

　公社事業間のシナジー効果発揮に係る取組については、東京都地球温暖化防止活動推進センターと環境科学研究所が省エネ分野においてそれぞれの強みを活かし、連携して事業を推進するな
ど、シナジー効果を着実に生み出している。今後は、オープンイノベーション型の取組を積極的に行い、これまでの公社の枠組みにとらわれない新規事業の創出ができる土壌の形成を期待した
い。

　ガバナンスの強化と安定的な財政基盤の確保については、これまで赤字基調であった収支が30年度は黒字に転じる見込みであるなど、経営改善に向けた自主事業精査等の取組成果が着実に表
れている。今後は、引き続き財政基盤の強化に努めるとともに、長期ビジョンの策定等、将来を見据えてより戦略的な経営ができるような取組を期待したい。

　人材育成と企画立案機能強化については、課題となっている技術職採用において、専門業者の活用等を通じて着実に採用者数を確保したほか、企画立案機能強化のため東京都温暖化防止活動
推進センターの独立した部への昇格や、オリンピック・パラリンピック組織委員会への人材派遣などを行っており、多様化するニーズや事業の質的変化に対応するための取組が図られている。

　都と公社における相互補完的な事業実施体制の構築などにより、公社の執行体制をさらに強化し、暑さ対策や廃プラスチック対策等、多様化・複雑化する環境課題へ積極的に対応していくこ
とを期待する。

公益財団法人東京都環境公社

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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○経営効率化
・定型業務の外注化

対象業務の抽出と
予算要求

実施
（社会保険事務）

当初計画通り外注
化を実施

・業務の効率化を推進するため、2018年度はこれ
まで職員が実施していた社会保険事務の一部（雇
用保険手続き等）の外注化を実施した。
・外注化の結果、社会保険に関する書類作成と関
係機関への届出等が迅速に処理されるとともに、
担当職員の超過勤務の削減の効果があった。
・次年度以降予定している給与事務の外注化の拡
大については、外注業務の検討及び予算要求を
行い、実施に向けた準備を着実に進めた。

・給与事務の外注化を拡大するとともに、費用対
効果を踏まえ、新たに人事・庶務事務も含めた複
数業務の業務支援システムの導入を2019年度に
進めることとし、当初計画以上の定型業務の効率
化を図っていく。

新たな人事制度改
正の運用開始と専
門職の採用・確保

当初計画通り新た
な人事制度運用を
開始

・2017年度末に無期雇用転換可能職種及び報酬
額（有期雇用職員）の関係規程を改正した。
（2018年４月１日施行）
・規程改正後、職員への周知と意向確認を行い、
2018年度末に対象となる職員２名の無期雇用転
換を実施し、専門性の高い人材を引き続き継続雇
用することができた。

・次年度以降も無期雇用転換対象となる職員への
周知を早めに行い、専門人材の早期の確保を図っ
ていく。

・研修成果を財団の事業等に活かす目的を果たす
ため、研修生による研修成果報告会を次年度上
半期に開催するとともに、研修方法等の改善を継
続的に行い、より高い研修成果があげられるよう
見直しを進めていく。

・安定した業務運営と職員育成との両立が実現で
きるよう、人事配置において柔軟に対応していく。

○人材育成
・固有職員の専門性
の向上

人事制度や研修制
度の改正

若手職員の現場研
修開始

専門性を必要とする
職やポストを検証し
た人事制度改正の
検討

当初計画通り研修
を実施

人事制度改正を検
討中

・2018年度は、研修実習先の選定・調整及び職員
への説明会等を開催し、実施に向けた準備を進め
た。
・当初予定通り、2018年11月から2019年１月の期
間で３法人（４施設）で主任３年目の職員が研修を
実施した。

・2019年４月の定期異動においては、職員の職務
経験や専門性を踏まえ、従前よりも柔軟な配置を
実施するとともに、政策連携団体のガバナンス強
化の動きを踏まえ、財団の契約担当業務に従事
する職員は、原則３年で異動させる異動基準を改
正した（2019年４月１日施行）。

団体自己評価

○中長期的な経営
方針に基づく運営体
制の構築

中期経営方針の策
定

中期経営方針に基
づく実施計画の策
定

計画実施

計画内容の検証と
見直し

「中期経営方針の実
施計画」の各計画事
業を着実に実施

・実施計画の進捗状
況を把握し、必要な
見直しを実施

・2018年度の実施計画については、28の計画事業
の進行管理等を行い、必要な予算・人員措置等を
講じ、運営体制の構築を図った。
・実施計画の進捗状況の把握と検証を行うととも
に、必要な見直しを実施した。

・今後とも、実施計画を着実に実施するとともに、
必要な見直しを行うことにより、中期経営方針が目
指す自律的な経営に向けた体制整備を進めてい
く。

・中長期的な経営方針に基づく運営体制の構
築については、必要な予算・人員措置等を講
じて中期経営方針実施計画事業・事項の着実
な実施を図った。また、一部の取組内容につ
いて時宜を踏まえた見直しを行うなど、財団の
強みを活かし、現場のニーズを踏まえた研修
事業等を展開し、経営の自主性を発揮した。
・人材の育成・確保については、専門人材の
確保を目的とした新たな人事制度を運用する
とともに、職員の専門性向上の観点から、現
場体験研修の実施や異動基準の改正を行っ
た。また、経営効率化については、社会保険
事務の外注化を実施するほか、新たに人事給
与・庶務事務システムの導入に着手するな
ど、職員の育成と定着が進み、運営体制の強
化や業務の効率化を図ることができた。

○人材確保
・専門職の確保

人事制度改正の検
討

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 自律的経営に向けた体制の整備

戦　　　　　　略 自律的経営を支える経営基盤の強化

３年後の到達目標

○中長期的な経営方針に基づく運営体制の構築
・中長期を見据えた経営方針や事業計画が策定され、財団の強みを活かし、現場のニーズなどを踏まえた事業を展開している。
○人材の育成・確保
・職員の計画的な採用と専門性が高い職員の育成や任用が進み、運営体制の強化が図られている。
○経営の効率化
・内部管理事務の外部委託が進み、効率的な執行体制が実現している。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度
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・助成事業者の拡大には、法人・事業所の人事制度
整備に向けた支援が必要なことから、2018年度か
ら、キャリアパス制度の作成・改善についての集合
研修や個別相談、訪問支援などの取組を開始し
た。
　また、事業者の導入に向けた意欲を引き出すた
め、導入成果を評価し、離職率の改善等の成果が
見られた事業者に対し、新たに助成金を支給するな
ど、制度普及に向けた改善策を講じた。
　こうした取組により、助成申請事業所数は前年度
とほぼ同数を確保したが、交付実績は申請数を下
回った。
・要因は、第一に、本事業は国のキャリア段位制度
を活用し、処遇改善に取り組む事業者を支援するも
のであるが、助成対象事業所数の見直しや補助対
象の要件の緩和を行ったものの、前提となる段位制
度におけるレベル認定者数が、都及び全国でも当
初計画を大幅に下回っているため、対象者が限ら
れている。
　第二に、事業者側でも、法人の給与規程等の改
正に時間を要することや、レベル認定者にのみ手当
支給することが困難であるなどの理由をあげてい
る。

・2018年度に引き続き、説明会の参加促進に結び
付くよう、追加募集の実施や集合研修や個別相談
等を委託している人事コンサルタント業者によるき
め細かな支援体制を整備するなどし、制度の導入
促進につながる取組を行う。
　また、本事業が成果をあげるためには、前提とな
るキャリア段位制度の普及促進が欠かせないこと
から、国やキャリア段位制度を運用する（一社）シル
バーサービス振興会に対し、都を通じ同制度の普
及促進を働きかける。あわせて、事務処理手続の
軽減、人事制度改善支援事業への参加資格事業
者の要件緩和などについて、事業者からの意見を
踏まえ、改善内容を都に働きかけていく。

団体自己評価

○福祉人材の確保 ○福祉人材の確保
支援
・働きやすい福祉事
業所等の見える化
実施規模120 件

・新たに取組を行う
障害分野の事業所
の見える化の着実な
実施

・高齢分野、児童分
野に加え、障害分野
等の受付を開始。
・障害分野等の申請
件数：33法人（障害
分野等事業所336
件）

・障害分野等の受付を開始するにあたり、現地確認
の対象範囲、実施方法等について、都所管課と協
議し、法人・事業所の負担軽減を図った。
・より多くの法人・事業所から申請を促すために当
初計画になかった３回目のスタートアップセミナーの
開催及び申請受付を実施した。
・障害分野等の見える化並びに職場宣言事業の周
知、申請受付につなげるため、働きやすい福祉の
職場ガイドラインをわかりやすく解説したガイドブッ
クを作成し、約7,500法人に送付した。

・障害分野等の事業所における見える化の更なる
周知のため、「ふくむすび」および職場宣言事業の
周知を財団内コンテンツ（福ナビメルマガ、各種研
修事業での周知）を活用し行う。
　また、都内福祉サービス事業所を運営している法
人に対しては、ガイドブック・リーフレット等を活用
し、法人本部所在地に関わらず広く周知を図る。
・申請時の法人・事業所の負担軽減を図るため、マ
ニュアル等の刷新、申請書類の削減や現地確認の
簡素化等を検討する。

・介護職員のキャリ
アパス導入への支
援による定着促進

助成対象1,000事業
所

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・行政支援分野の拡大については、障害分野
に関して、新たに４つの事業（人材対策３事業、
事務受託１事業）を開始するとともに、次年度以
降の分野の拡大に向けた準備を進めるなど、
都における喫緊の課題である福祉人材対策へ
の取組に貢献した。
・区市町村支援の強化等については、区市町
村に対し、事務受託法人事業の障害サービス
分野の開始や、高齢者虐待に関する現場調
査・指導に従事する職員等向けの研修受講機
会の拡大に取組んだことで、区市町村の指導
検査体制の充実や、高齢者権利擁護に関する
区市町村支援の充実が図られた。
・高齢分野における人材育成事業等について
も、今後、各取組の検証等を的確に行い、必要
な改善を図り、目標達成を目指していく。

○介護人材の確保・
育成・定着

○介護人材の確保・
定着支援
・介護職員の宿舎借
り上げ支援
新規助成212 戸

・効果的な事業執行
のための柔軟な対
応を都と調整
新規助成212 戸

・申請に係る事業者
の負担軽減等への
取組実施
・新規助成111戸
　（申請268戸）

・助成戸数の確保に向け、事業者から申請にあたっ
ての提出書類が煩雑である等の意見が前年度あっ
たことを踏まえ、2018年度に提出書類の簡素化など
の改善策を講じた。
　さらに、助成の継続性への不安や法人・事業所内
での入居者の選定等の調整にも時間を要する実情
を踏まえ、事業周知案内を前年度内に開始すること
や、必要書類の不備等の時間的なロスや負担を軽
減するため、事業計画提出時と交付申請時にそれ
ぞれ説明会を開催するなどの工夫を行った。
　こうした取組により、申請件数は268戸と助成計画
数を上回っていたが、法人側の辞退により実績が
下回った。
・辞退した事業者からの聞き取りでは、事業所内で
の入居者の申し込みがなかったことや、入居職員の
選定に困難な状況が生じたことなどをあげていた。
　また、本事業は、介護現場の職員定着と地域の災
害福祉の拠点確保を目的に、福祉避難所の指定を
助成要件としているが、区市町村からの指定が受
けられなかったことも要因としてあげられる。

・本事業を活用した事業者からは職員の確保・定着
につながっているとの評価を得ていることから、助
成を受けた事業者に対しヒアリングを行い、好事例
を収集し、事業の説明会や個別相談等の機会に、
人材の確保・定着につながるなどの事業成果を伝
えることにより、事業者に対する働きかけを強めて
いく。
　また、事業者からの助成期間の延長や助成要件
である福祉避難所指定の緩和などの意見を、都に
対して情報提供し、引き続き制度改善を要望してい
く。

・相談支援事業の再
構築や新たに開始
する研修の実施によ
る助成事業の活用
促進
助成対象600 事業所

・新たな活用促進策
の実施（人制度改善
等支援）
282事業所
（申請358事業所）

経　営　課　題 福祉保健医療行政の補完・支援機能の強化

戦　　　　　　略 行政支援分野の拡大や区市町村支援の強化等

３年後の到達目標

○行政支援分野の拡大
・財団が強みを持つ福祉人材の育成・確保に関するノウハウを活かし、従来からの高齢・保育分野における人材育成事業に加え、新たに障害分野においても取組を拡大し、都の喫緊の課題である福
祉人材対策に総合的に対応する体制やノウハウを構築している。その他の既存事業においても、障害分野への展開を進めている。
○区市町村支援の強化等
・指定市町村事務受託法人事業（指導検査業務）や高齢者の権利擁護事業等の高い専門性を求められる分野において、財団が持つ専門的ノウハウや専門人材を活用した区市町村への支援を展開
している。事務受託法人事業については、介護サービス分野に加え、区市町村からのニーズの高い障害分野においても受託を拡大し、区市町村の指導検査体制の充実強化に寄与している。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度
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②／ 3戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

○介護保険制度の
円滑な運営に資する
人材の養成

○ 介護支援専門員
（ケアマネジャー）養
成事業（1998 年度開
始）
・実務研修受講試験
（ 自主事業）
受験者10,000人
・実務研修
受講者2,317人

・新カリキュラムへの
移行に対応した執行
体制の整備

・各年度8,000 人～
11,000 人程度の受
験を想定
・各年度1,600 人～
2,800 人程度の養成
を想定

・2018年度制度改正
を踏まえた介護支援
専門員実務研修ＤＶ
Ｄ・テキスト作成
・試験
受験者数3,636人
（申込者数4,178人）
・実務研修
（第２期）1,439人
（第３期）359人
（第１期（1～3月期））
354人

・制度改正に対応したＤＶＤ研修教材を作成するとと
もに、財団内の出版部門（自主事業）からは、研修
テキストも発行した。
・試験は、2018年度から受験資格要件の厳格化等
に伴い、大幅に受験者が減少した。受験者減に対
応するため、試験会場の絞り込みや、当日運営業
務委託契約の見直しなどの経費縮減に努めた。
・実務研修（第１期(1～3月)）は、上述のとおり今年
度受験者数の大幅減により、受講者数も大幅減と
なった。第1期（1～3月）については、外部研修会場
借上げの見直しなどの経費縮減に努めた。

・2018年度受験者・受講者動向及び今後の見込を
踏まえ、本制度を安定的に運用していくため、業務
委託の見直しなどを行い、都と連携して、指定機関
としての役割を果たしていく。
・あわせて、都や関係団体と検討した結果、研修実
施機関としての指定を受けた専門研修Ⅰについて、
既存の研修の運営体制を活用し、2019年度から新
たに実施主体となることで、これまで以上に本制度
の円滑な運営に貢献する。

団体自己評価

・新卒学生の介護職
採用に繋がる支援
策（都と連携しながら
事業実施内容の調
整）

・事業周知の徹底に
よる活用促進
【新規】事業開始
助成数　600人

・積極的な活用促進
策の実施
169人（127事業所）
（申請193人）

・2018年度から奨学金返済に関する助成制度を立
ち上げ、事業者による若手介護職員の確保・育成・
定着に向けた取組への支援を開始し、助成制度の
案内を、就業を目指す新卒学生に対して、241の大
学に送付するとともに、法人に対しても年間で6回の
説明会を開催し、新制度の周知に向け取組を行っ
た。
　こうした取組により、193事業所から申請があった
ものの、助成要件として、事業者は対象者に対し手
当を支給していることが必要なため、就業・給与関
係規程の整備や、手当支給実績に必要な財源確保
が申請後に困難になったこと、助成対象となる奨学
金貸与を受けた職員の把握に時間を要したことなど
により、実績は申請数を下回った。

・職員の離職防止や定着に一定の成果があると見
込まれることから、本制度を活用した事業者に対し
てヒアリングを行い、人材の確保・育成・定着の成
果を収集し、その結果を未実施の事業者に対しＰＲ
を行うことや、導入のための相談支援を強化すると
ともに、申請にかかる事務処理の簡素化・省力化に
ついて、都と協議していくことで、制度普及につなげ
ていく。

・事業ニーズに応じ
て、柔軟に対応でき
るよう都と調整
助成数 270 人

・計画を上回る事業
ニーズへの柔軟な対
応
814人

・計画数を大幅に上回る申請があったため、当該
ニーズに対応できるよう、都と協議し、助成原資で
ある財団に対する予算額を増額することにより、申
請者全てに助成を行った。

・今後も、資格取得のニーズに応えられるよう、左記
と同様の対応を行う予定である。

・介護資格取得支援
による人材育成

助成数 225 人
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②／ 3戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度

○ 虐待防止や権利
擁護に関する研修
受講定員650 人

・積極的な活用促進
策の実施
1,393人
※受講決定者
（申込者数2,368人）

・全ての対象事業所に対し、積極的な事業周知等を
行い、基礎研修・実践研修ともに、事業計画を大幅
に上回る申込みがあった。当該研修ニーズに対応
するため、都と調整し、予算の補正等を行った上
で、研修規模をそれぞれ大幅に拡大して実施した。

・事業周知の徹底に
よる受講促進
受講定員650 人

・積極的な活用促進
策の実施
679人
※受講決定者
（申込者数1,336人）

・全ての対象事業所に対し、積極的な事業周知等を
行い、事業計画を大幅に上回る申込みがあったた
め、当初の研修規模を拡大し、実施した。

・受講ニーズに応えられるよう、既定の予算の範囲
内で定員増の工夫を図るとともに、都と予算措置に
向けた協議を行う。

○ 強度行動障害支
援者の養成
受講定員900 人

・事業周知の徹底に
よる受講促進
受講定員900 人

○障害分野事業の
拡大

・受講ニーズに応えられるよう、既定の予算の範囲
内で定員増の工夫を図るとともに、都と予算措置に
向けた協議を行う。

・障害人材の宿舎借
り上げ支援（都と連
携しながら事業実施
内容の調整）

・事業周知の徹底に
よる活用促進
【新規】事業開始
助成戸数 120 戸

・積極的な活用促進
策の実施
助成戸数34戸
（申請58戸）

・先行する介護職員対象者向けの事業スキームを
参考に、2018年度から新たに事業を開始し、介護職
員向けの事業のノウハウを活用し、都と連携しなが
ら、助成対象の要件に該当する事業所の情報をも
とに、リーフレットを送付するなど、事業周知の取組
を積極的に行った。
　こうした取組により、58戸の申請があったものの、
法人側の辞退により実績が下回った。
・辞退した事業者からの聞き取りでは、新規事業の
ため助成を受けるための法人内での調整に時間を
要したことや、入居職員の選定に困難な状況が生じ
たことなどをあげていた。また、本事業は、現場の
職員定着と地域の災害福祉の拠点の確保を目的
に、福祉避難所の指定を助成要件としているが、指
定事業所数が限られていることも要因としてあげら
れる。

・本事業を活用した事業者からは職員の確保・定着
につながっているとの評価を得ていることから、介
護職員向けと同様に、助成を受けることに意欲的な
事業者に対し、訪問や面談を通じた個別相談や、新
規に助成を希望する法人に対し、分かりやすく詳細
な説明会を開催するなどの取組を行っていく。
　また、介護職員向けの事業と同様に、助成事業者
からの意見などを整理し都に対して制度改善を要
望していく。
　なお、今後の助成戸数については、申請及び対象
事業者からの聞き取り等を行い、都と調整を行う。

・2018年度から、障害福祉サービス職員の育成と
サービスの質の向上等を目的に新たに事業を開始
し、都内全事業所に事業案内のチラシを送付すると
ともに、説明会の開催も行った。
　こうした取組により、147人の申請件数があったも
のの、助成要件に必要な就業・給与関係規程の整
備や、一部助成のため、事業者負担分にかかる費
用の財源確保が申請後に困難になったことなどに
より、実績は申請数を下回った。

・先行する介護分野での同事業では、毎年度多くの
実績があがっており、事業者アンケート結果からも、
助成金の活用により多くの法人で職員の定着や安
定した事業運営、職員の意識向上に成果があった
との回答を得ており、事業の継続により、今後は障
害サービス分野でも同様の成果があがることが見
込まれる。
　このため、介護分野での事業周知の方法等を参
考にしながら、障害サービス事業所の実情に即した
助成を受けられるために必要な相談支援を強化す
るとともに、助成対象資格に2019年度から新たに公
認心理師を追加するなど、制度の活用促進に向け
取組を進めていく。

・経営管理研修を通
じた事業者への支援
（都と連携しながら事
業実施内容の調整）

・研修カリキュラムの
策定と初年度の研修
の着実な実施
【新規】事業開始
受講定員 200 人

・研修運営委員会を
設置し、カリキュラム
策定
252人
※受講決定者
（申込者数717人）

・事業計画を大幅に上回る717人の申込みがあった
ため、当初の研修規模を拡大し、実施した。
・要因としては、事業者の抱える課題を的確に分析
し、ニーズに応じたカリキュラムを策定した上で、効
果的な事業周知を行ったことによるものと考えられ
る。

・受講ニーズに応えられるよう、既定の予算の範囲
内で定員増の工夫を図るとともに、都と予算措置に
向けた協議を行う。
・引き続き事業者ニーズに即した時宜にかなったカ
リキュラムを検討する。

○ 障害分野の人材
の確保・育成・定着
支援策
・資格取得支援によ
る人材育成（都と連
携しながら事業実施
内容の調整）

・事業周知の徹底に
よる活用促進
【新規】事業開始
助成者数 200 人

・積極的な活用促進
策の実施
130人
（申請147人）

団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度

○区市町村支援の
強化
・指定市町村事務受
託法人事業（2009 年
度開始）

○ 障害サービス分
野への拡大に向け
た準備

○既存の高齢サー
ビス分野の着実な実
施
受託件数480 件

【新規】
・障害サービス分野
受託開始
・区市の意向調査結
果を踏まえて毎年度
目標値を設定

・障害サービス分野
　当初計画どおり、
障害サービス分野の
受託を開始
　（受託実績52件）

・高齢サービス分野
　区市の意向調査を
踏まえ、目標値（505
件）を設定
　（受託実績504件）

・障害サービス分野については、ノウハウ等習得の
ため職員を都に派遣するなど準備を進め、５月に都
から指定を受け、予定どおり７月から受託を開始し
た。３区７市から52件の受託をうけ、区市町村が行う
事業者に対する立入検査等を支援することにより、
障害福祉サービス等の適正な運営に寄与した。

・高齢サービス分野について、目標値の水準に到
達した。要因としては、調査員の定着がみられたこ
と、及び区市と連携を取りながら実地指導の日程や
実施内容の調整など区市側のニーズにきめ細やか
に対応したことによるものと考えている。

・障害サービス分野については、都と連携し、事業
周知を徹底するとともに、区市のニーズに応じた受
託サービスの拡大を検討することにより、受託件数
の拡大を図る。

・高齢サービス分野については、未契約の区市も含
めた情報交換会の開催や、日程・実施内容の調整
等を通じて、区市の意見をできるだけ聴取し、きめ
細やかな対応を行っていくことで今後とも、着実な事
業実施を図っていく。

○高齢者の権利擁
護に対応する行政職
員・事業所職員の確
保と育成

○ 介護サービス事
業管理者向け研修
の実施
受講定員3,600
人

・権利擁護に関する
都内の情勢等を踏ま
えたテーマを都と調
整し、研修実施
受講定員3,600 人

・増加傾向にある身
体拘束等の高齢者
虐待をテーマとして
研修企画
3,988人
※受講決定者
（申込者数4,295）

・居宅系及び施設・居住系の研修は、事業計画を上
回る規模で実施した。有料サ付きの研修も、受講申
込者等は、事業計画を上回る数値となっていた。
・要因としては、事業者の関心の高い身体拘束廃止
など時宜にかなったテーマを設定するほか、都内対
象施設（約15,800事業所）すべてに虐待防止に向け
た組織的対応の必要性などを強調した訴求力の高
い研修案内を作成・送付するなど、積極的かつ効果
的な周知を実施した。また、2017年度大幅に計画未
達成となった有料老人ホーム・サービス付き高齢者
向け住宅管理者研修について、2017年度の検証を
踏まえ、受講回数を見直すなど実施方法を変更し、
希望者が受講しやすい条件を整えた。

・ 権利擁護に関する都内の情勢を踏まえ、時宜に
応じた研修テーマを企画するとともに、研修の場
所、実施時期、時間帯について工夫するなど、受講
しやすい環境を整える。

団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針
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③／ 3

③

③

―

新規事業のニーズ
調査・検証

新規事業のスキーム
構築

・小規模法人への運
営支援・介護人材の
確保等に関する事業
実施（詳細は、後述
のとおり）
・福祉用具に関する
既存事業を活用した
事業実施（詳細は、
後述のとおり）
・職員提案提案制度
の創設

・これまで、都の施策展開を支援するために実施し
てきた委託・補助事業により得た、事業実施ノウハ
ウ等の経営資源を活用するとともに、都の関係部署
や事業者へのヒアリング等を行い、ニーズや課題に
応える新たな研修事業を実施した。

・職員提案制度を創設し、職員の発案による業務改
善や自主事業の企画を汲み上げる仕組みづくりを
進めた結果、８つの事業提案・業務改善提案があっ
た。

小規模法人の運営
上の課題の抽出（予
定）やニーズ調査や
評価結果等の分析

ターゲット分野やモ
デル事業の実施規
模等のスキーム整理

・都所管部署・法人
に対するヒアリング
の実施及び結果分
析
・当初計画を前倒し
て、分析結果に基づ
き、課題に対応する
研修の試行実施を
企画（12月開催）

・ヒアリングにおいて、社会福祉法人制度改革につ
いて、小規模法人の対応の遅れや、非正規職員の
定着等の課題があることが判明した。
・制度改革への適合は、喫緊の課題であり、制度の
円滑な運用を早期に実現するためにも、財団として
取組が必要であるとの認識に立ち、当初2019年度
に予定していた小規模法人向けのモデル事業（研
修）を、研修内容を精査し前倒しして実施した。

・2018年度実施した左記研修の成果、アンケート結
果を踏まえ、2019年度は、中堅職員を対象とした
コーチングやカウンセリング手法を学ぶ研修内容を
検討し実施する。あわせて、2020年度以降の新たな
自主事業展開に向け、福祉現場が抱える課題等へ
の対応に関する調査研究を行う。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度

個別取組事項

経　営　課　題 福祉ニーズを支えるための自主事業の展開や施策提案能力の強化

戦　　　　　　略 財団の持つ経営資源や強みを活かし、新たな福祉ニーズに応える分野への事業展開

３年後の到達目標

○財団が持つ情報や資源を活用した自主事業の展開
・現場を持つ強みや財団が保有するノウハウや経営資源を有効に活用し、自主事業を展開し都の施策が行き届かない分野や対象にきめ細かな支援が行われている。
○将来の福祉のニーズ・動向を踏まえた事業展開
・都において、次世代介護機器（介護ロボット）に関する新たな取組が開始される。財団が持つ福祉用具関連事業のノウハウや福祉用具の展示・実習室を有効に活用し、区市町村に対する専門的
支援の強化や、都民への普及啓発の推進に向け、新たな事業を展開している。

～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

・2018年度の実施状況や、アンケート及びヒアリング
等を踏まえ、今後とも新規事業の検討・実施をして
いく。（詳細は、後述のとおり）

・優れた提案の具体化に向けて、組織的に検討を
行う措置を講じるともに、検討状況等の進行管理を
実施することにより、提案内容の実現に向けた取組
を進める。また、職員提案制度の審査方法や、より
職員が参画しやすい方法の検討などを行うことによ
り、制度の改善・定着を図っていく。

・財団が持つ情報や資源を活用した自主事業
の展開については、喫緊の課題である社会福
祉法人制度改革への対応や介護人材の確保
に、迅速に対応するため、検討を早め、自主事
業としての研修を１年前倒しして実施するなど
都の施策が行き届かない分野や対象にきめ細
かな支援を図ることができた。引き続き、新規
の自主事業を検討・実施するための体制を整
備し、組織的に新規事業を展開する環境を整
え、事業を展開して行く。
・将来の福祉のニーズ・動向を踏まえた事業展
開については、財団の経営資源を活用し、次世
代介護機器の普及啓発に向けて、新たに普及
啓発セミナー等を開催し、体験展示コーナーを
開設した。また、都内最大規模の福祉用具実
習展示室を活用し、新たに第三者評価研修と
の共同開催や区市町村職員等を対象とした見
学会を実施するなど、将来の福祉ニーズを踏ま
えた事業展開が図ることができた。

（②介護事業所の人
材の確保・育成に関
する研修）

現状分析を財団内
ＷＧで実施中

介護事業所の人材
の確保・育成に関す
るニーズに応じた研
修内容検討

・他業種から介護職
に転職した方へのヒ
アリング実施及び結
果分析
・当初計画を前倒し
て、分析結果に基づ
き、課題に対応する
研修を企画（２月開
催）

・財団内ＷＧで検討した結果、他業種から介護現場
へ転職してきた職員への支援が必要との認識のも
と、各種統計調査等の分析や、他職種から転職歴
をもつ職員（３法人４施設）に対し、ヒアリングを実施
した。
・介護人材の確保は、喫緊の課題であり、財団とし
ても都と連携し早期に対策を講じる必要があること
から、上記対象者に対する研修事業を当初計画を
前倒しして実施した。

・新たな福祉ニーズ
へ対応する事業の
検討
（①小規模法人への
運営サポート）

現状分析を財団内
ＷＧで実施中

○財団が持つ情報
や資源を活用した自
主事業の展開
・都委託事業等の効
果を高める事業（上
乗せ・横出し）
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③／ 3戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度

○福祉用具の普及・
拡大
・福祉用具の利用促
進を担う人材の育成
や普及啓発事業の
充実
（①財団研修の受講
生を対象とした体験
講習会の開催）

事業スキームの検討

（②区市町村職員を
対象とした見学会の
開催）

事業スキームの検討 事業実施
実施結果の検証
（課題整理等）

・区市町村職員等向
け福祉用具見学会
実施（3回）
・ヒアリング及び結果
検証実施

・福祉用具利用者から直接相談を受ける区市町村
職員等の福祉用具に関する知識等の向上等を目的
として、福祉用具の見学・体験ツアーを財団の独自
の取組として実施した。
・参加者や、他講習会を受講した区市町村職員に
対し事業スキームに関するヒアリングを行い、実施
時期等に関する意見を聴取し、追加募集を行った。
・また、他の自治体職員との意見交換、情報共有な
どのニーズも把握したため、見学・体験会という形
態に限定しない、新たな手法も併せて検討した。

・左記ヒアリング、アンケート結果の分析及び展示会
の試行実施結果等を踏まえ、2019年度から都民向
け福祉用具展示会を実施する。

事業実施

実施結果の検証
（課題整理等）

・第三者評価研修と
の共同開催実施（１
回）
・介護専門支援員研
修と連携した見学会
の実施（10回）
・既存研修受講者等
を対象としたオー
ダーメイド型個人講
習会の実施（２回）

・都内最大規模である福祉用具実習展示室の有効
活用を図る検討を2017年度に行い、研修等で財団
に来所する方を対象に、実習展示室で福祉用具を
見学・体験する取組を2018年度から開始した。

・研修等の参加者に対しアンケート等を行い、意見
を聴取した。当該意見等を踏まえ、年度内に見学会
での財団関係ラインとの連携や個人講習会の追加
開催を行い、次年度の事業実施に向け、検証を
行った。

・左記アンケート結果の分析等を踏まえ、財団研修
の受講生を対象とした体験講習会を実施する。
・利用者の自立支援と介護者の負担軽減に向け福
祉用具の効果的な普及を図るため、実習展示室の
紹介及び福祉用具の適切な使用方法に係る動画を
制作するとともに、次世代介護機器等財団内の他
事業との連携を推進する。

・左記ヒアリング及びアンケート結果の分析等を踏
まえ、区市町村職員等向け福祉用具見学会を実施
する。

（③メーカーとのタイ
アップ（貸与等）によ
る都民向け見学会の
開催）

現状分析を実施中

○将来の福祉ニー
ズ・動向を踏まえた
事業展開
・介護ロボット等の新
技術関連分野

次世代介護機器の
普及啓発事業の実
施に向けた検討
（都と連携しながら事
業内容を調整）

次世代介護機器の
普及啓発セミナー
受講者数500名

次世代介護機器の
展示（ﾒｰｶｰ貸与）

・普及啓発セミナー
　受講者数115人
　（４回開催）
・次世代介護機器の
活用支援事業に関
する事業説明会を都
と共催
　参加者198人（171
事業所）
　（申込244人（204事
業所））
・９月末体験展示
コーナー開設（展示
機器数累計15台）
　見学者：延べ955人
　体験者：90人
　相談：2件
　出張展示会：町田
市（10月）、大田区
（12月開催）

・次世代介護機器を効果的に普及させるため、普及
啓発セミナーでは、体験展示コーナーの紹介、体験
機会の確保を図るため、外部会場から財団内研修
室に変更し、小規模で体験時間が十分に確保でき
る開催形式に変更するなど、適宜当初計画内容の
見直しを行って、実施した。
・また、次世代介護機器の活用支援事業に関する
事業説明会を都と共同で開催した。
・さらに、利用者や介護現場の現状や国の動向に即
した機器の情報提供を実現するため、有識者等か
ら構成される展示機器に関する委員会を設置し、展
示機器を選定し、当初予定どおり、体験展示コー
ナーを９月に開設した。
・このほか、展示コーナーを紹介する動画を作成し、
展示会等で来場者向けに放映し、展示コーナーの
活用を促進した。

事業スキームの検
討

・次年度実施に向
け、ＰＴを立ち上げて
事業スキームを検討

・福祉用具メーカー及び区市町村に対し、ニーズや
実施上の課題を把握するため、ヒアリング及びアン
ケートを実施し、分析を行った。
・また、専門職を対象とした既存の福祉用具展示会
で、試行的に一般都民にも開放する取組も行った。

・普及啓発セミナーは、プログラムや開催場所等の
見直しを行うことにより、参加者の増加を図る。ま
た、セミナー当日に体験できる機器を増やすことで、
更なる充実を図る。
・体験展示コーナーの展示機器については、定期的
な入れ替えを行い、介護現場のニーズを踏まえた
機器の情報を提供することにより、機器の活用・定
着を促進するとともに、出張展示会を継続して実施
する。
・次世代介護機器の効果的導入や活用・定着の拡
大に向け、導入経費補助と連動する機器導入前後
のセミナーやモデル事業所の育成のを図るための
セミナーを新たに開催することにより、事業者ニーズ
に細かく対応する。

対応方針 団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析
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【戦略①　自律的経営を支える経営基盤の強化】
　中長期経営方針に基づく実施計画を着実に進め、また、常に現場ニーズに応えられるよう計画内容の検証と見直しを行うなど、財団の強みを活かした事業展開を図っている。加えて、若手職
員を民間法人へ派遣し研修を実施し職員の専門性の向上を図るとともに外部への委託化を推進し、効率的な執行体制を整備するなど、自律的経営を支える経営基盤の強化に向け、着実に取組が
進捗している。
【戦略②　行政支援分野の拡大や区市町村支援の強化等】
　福祉人材の育成・確保に関するノウハウを活かし、都の喫緊の課題である福祉人材対策に関する事業を新たに障害分野で実施するなど、都の福祉保健医療の向上に寄与している。また、区市
町村に対し、事務受託法人事業を新たに障害分野へ拡大するとともに、高齢者権利擁護推進事業を着実に実施するなど、福祉サービスの質の向上に向け、区市町村支援の取組が着実に進捗して
いる。
【戦略③　財団の持つ経営資源や強みを活かし、新たな福祉ニーズに応える分野への事業展開】
　社会福祉法人制度改革に関する小規模法人に向けた研修や他業種から介護職へ転職した職員を支援するための研修など、都の施策が行き届かない分野や対象へのきめ細かな支援について、財
団の自主事業として、機を逸することが無いよう１年前倒しで実施したことは高く評価する。

　以上のことから、福祉保健財団では「３年後の到達目標」に向け、全ての戦略について、成果を上げていることを評価する。引き続き、都の福祉保健施策の一翼を担う重要なパートナーとし
て、東京の福祉保健医療の向上に寄与できるよう取組を推進してもらいたい。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京都福祉保健財団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都医学総合研究所 評価年度：2018年度

経　営　課　題 研究体制の見直し

戦　　　　　　略 都民ニーズ・都政課題に密着した研究体制の再編整備

３年後の到達目標
社会医学系の研究による都政への貢献及びゲノム解析による疾患の診断・治療法の開発など、研究を取り巻く環境の変化に対応した推進体制が構築されており、引き続き都民ニーズ・都政課題を踏まえた高い研究
水準を確保し、その成果を社会に還元している。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

第４期プロジェクト再
編に向けた検討・準
備

第４期プロジェクト
再編方針案検討

第４期プロジェクト
再編方針検討

見直し案検討
（第４期プロジェクト
再編方針と連動）

・５年間の目標と計画を立て、毎年
度外部評価を受けながら進めるプ
ロジェクト研究に加え、自らが持つ
課題の研究を行いながらプロジェク
トへの支援や都立病院との連携を
行う「ゲノム医学研究センター（仮
称）」、また、都の福祉保健施策に
直接貢献する「社会健康医学研究
センター（仮称）」の二つの組織を新
たに設置することとした。
・ゲノム医学研究センター（仮称）の
設置にあたっては、疾患のゲノム解
析を行うバイオインフォマティクス
（生命情報科学）の知識を持った専
門人材の確保が不可欠であること
から、外部から募集及び選考を行っ
た。（2019年4月より開設準備担当
として着任）

・病院等の臨床現場の中で患者の診断や治療法などゲノ
ムによる医療が導入されつつあることや基礎研究の分野
においてもゲノム解析が主流となっている中、都立病院等
とのさらなる連携強化、プロジェクト研究の基盤を支える
新たな組織を立ち上げる必要性が出てきた。
・難病患者へのケア手法の確立や思春期のコホート調査
など、社会医学系の研究を行っている２つのプロジェクト
は、「難病患者の訪問看護師養成研修」や「認知症ケアプ
ログラム推進事業」など、都の保健福祉施策を推進する
事業を受託している。こうしたプロジェクトについては、５年
間の目標を立てて毎年評価を受けるプロジェクト研究には
馴染まないことから、社会健康医学研究センター（仮称）
へ再編することとし、都の保健福祉施策の直接貢献できる
体制づくりの強化を図ることとした。

研究支援組織を見
直すとともに、社会
医学系の研究及び
疾患ゲノムの解析を
行う新たな研究組織
の設置を検討

現状課題整理

・ゲノム医学研究センター（仮称）については、採用
した専門人材を中心として体制整備案を検討する
とともに、2020年4月開始に向けて必要な準備を行
う。また、病院等連携研究センターを通じて都立病
院等に対してセンターの設置及び活用について周
知を行っていく。
・社会健康医学研究センター（仮称）については、
都の保健福祉施策に応えることができる体制づくり
を検討するとともに、福祉保健局の関係部署を通
して必要な周知を行っていく。

団体自己評価

・2018年度の選定結果を踏まえた再編方針を確定
させ、所内合意及び都との協議を踏まえて最終的
には外部委員で構成するプロジェクト研究評価員
会の評価を受けて、2020年度に第４期プロジェクト
を開始させる。

・2020年度からの第４期プロジェクト研究再編
の課題として「質の高い研究水準の確保」「臨
床現場へのゲノム医療の導入を踏まえた都立
病院等との連携強化」「福祉保健施策への貢
献」などを挙げ、限られた予算・人員・研究所
スペースの中で、「ゲノム医学研究センター
（仮称）」「社会健康医学研究センター（仮称」
というこれまでにない新たな役割を持つ組織
の設置方針を固めるなど、再編に向けた基礎
をまとめることができた。
・2019年度は再編方針に基づいて準備を進め
るとともに、新たに設置する二つのセンターに
ついては都立病院等や福祉保健局の関連部
署等との具体的な連携を働きかけていくことが
必要である。

2018年度実績 要因分析 対応方針

・都民ニーズ・都政課題を踏まえた
高い研究水準を確保するため、第４
期プロジェクト期間中（2020年～
2024年度）に定年退職を迎える管
理職研究員に対し、人事評価、論
文業績、プロジェクト研究外部評
価、外部研究費獲得状況、都及び
研究所への貢献度など多角的な視
点からの評価及びヒアリングを実施
し、存続するプロジェクト及び廃止
するプロジェクトの選定を行った。

・2017年度の検討では、第４期プロジェクト（2020年度～
2024年度）期間中に定年退職を迎えるプロジェクトリー
ダー等の管理職研究員が多数いることが、質の高い研究
水準を確保する上での課題とされた。（現27プロジェクト中
13プロジェクトが該当）
・一方で、限られた予算、人員、研究スペースの中で「ゲノ
ム医学研究センター（仮称）」、「社会健康医学研究セン
ター（仮称）」を新たに設置することができるよう、存続する
プロジェクト、廃止するプロジェクトの選定を行う必要が
あった。
・そのため、再任用制度を活かし、優秀な人材を確保する
こととした。
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評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

2018年度受入状況
・客員研究員 19人
・協力研究員 22人
・研修生 4人
・学位取得者2人（累計）

・患者の疾患の原因を解明したいなど、リ
サーチマインドのある都立病院等の医師
が共同研究を気軽に申込ができ、研究所
の病院等連携研究センターが医師と研究
員とのマッチングをする新たな制度を構築
した。（一件あたりの研究費年間５０万円
で単年度）
・都立病院等から申込が6件あり、うち4件
を採択した。残り2件の申込については、
技術的に困難である等の理由により取り
下げとなった。
（内訳）
都立駒込病院 2件
都立神経病院 1件
公社東部地域病院 1件

・少額規模（30～60万円程度）のものを多
数採択していた従来の制度を見直し、年
間最高100万円で3年間継続可能という研
究費を重点化した新たな共同研究制度を
構築した。
・都立病院等から申込が3件あり、都立病
院長などが委員として構成する評価委員
会でのプレゼン審査の結果3件とも採択し
た。
（内訳）
都立駒込病院
都立松沢病院
公社多摩北部医療センター

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

都立病院等の医師
等の受入れ・学位取
得の推進

公益財団法人東京都医学総合研究所

原因不明の疾患など、都立病院等の医師による疑問や問題意識に応える取組みが新たな共同研究に発展し、これまで連携のあった３病院（駒込病院、神経病院、松沢病院）以外でも臨床現場のニーズに即した研究が行われ
ている。

３年後の到達目標

経　営　課　題 都立病院等とのさらなる連携強化

新たな研究シーズの探索による都立病院等との連携強化

2017年度受入状況
・客員研究員 28人
・協力研究員 18人
・研修生 2人
・学位取得者 2人
（累計）

・都立病院等向けカ
ンファ、フォーラムで

の周知
・受入れプロジェクト

の拡大

都立病院等との共
同研究制度の見直
し

臨床現場における研
究シーズの発掘

制度構築
試行開始

・試行実施
・課題等検討
・必要に応じ見直し

・実用化シーズの発
掘

2016年度　11件
2017年度   3件
*2017年度は制度構
築のため、新規募集
停止

・実用化シーズの発
掘

・研究費重点化によ
る新たな共同研究制
度の実施

戦　略

・臨床現場における医師の疑問に応える研究
シーズの発掘制度とその発展形であり研究費
を重点化させた共同研究制度は、これまで連
携実績がなかった公社病院から申込があった
ことから一定の成果をあげることができた。
・こうして新たな連携が進むことによって、客員
研究員及び協力研究員、さらには学位取得を
目指す医師の研修生の受け入れるプロジェクト
が増え、都立病院等とのさらなる連携強化に寄
与することができた。
・２つの制度はまだ試行実施であるため、2019
年度の申込状況や病院側のニーズを把握した
上で、第４期プロジェクト開始となる2020年度に
合わせて本格実施を目指す。

・周知用チラシを作成し、病院経営本部や保健医療公社の
協力を得ながら各病院に配布するとともに、病院等連携セ
ンター長が個別に各病院の医師へ周知した。これまで連携
があった都立駒込病院、都立神経病院の他、新たに公社
東部地域病院から申込があった。なお、都立多摩総合医
療センター、都立北療育医療センターからも各1件ずつ申
込があったが、検体の受け入れ方法等技術的に困難であ
ることがわかり取り下げとなったケースもあった。

・周知用チラシを作成し、病院経営本部や保健医療公社の
協力を得ながら各病院に配布するとともに、病院等連携セ
ンター長が個別に各病院の医師へ周知した。
・都立駒込病院1件、都立松沢病院1件、公社多摩北部医
療センター1件合計3件の申込があった。うち1件（公社多摩
北部医療センター）は2017年度に臨床現場における研究
シーズ探索の仕組みで採択された案件が共同研究に発展
した成果といえる。

・客員研究員を受け入れていた研究員の退職や特別研究
の終了などにより受入れ数の変動はあったが、2017年度と
比較して受入れているプロジェクト等は客員・協力研究員
が１増（10プロジェクト）研修生が1増（3プロジェクト）となっ
ている。
・都立病院とのカンファレンスやフォーラム、連携大学院説
明会などを通して周知した結果、学位取得を目指す医師の
受入れが2名増えた。

・都立病院及び公社病院向けに周知ポスターや
2018年度の採択課題の事例紹介を作成するととも
に、直接的な働きかけが有効であったため、都立病
院向けカンファレンスやフォーラム等で周知し、申
込を促していく。
・また、申込から採択までの過程において医師の負
担を軽減するため手続きの簡素化を諮る。

・都立病院及び公社病院向けに周知ポスターや
2018年度の採択課題の事例紹介を作成するととも
に、直接的な働きかけが有効であったため、都立病
院向けカンファレンスやフォーラム等で周知し、申
込を促していく。
・2018年度～2019年度までの実施状況の分析や病
院側からのニーズを把握した上で、2020年度に向
けて新たな制度構築（申込事務手続き、研究費の
配分額等）を検討していく。

・チラシ、ポスターを通じて各都立病院等に周知を
するとともに、例年5月に開催する連携大学説明会
などを通じて学位取得に関心のある医師等の受入
れを進めていく。

団体自己評価
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・

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都医学総合研究所 評価年度：2018年度

経　営　課　題 都立病院等への支援

戦　　　　　　略 知的財産における都立病院等への支援体制の構築

３年後の到達目標 都立病院等に対する知的財産の権利化や都立病院等と企業の共同研究・受託研究への支援体制がとれており、都立病院等における臨床研究の成果の都民還元に寄与している。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

都立病院等におけ
る知的財産の権利
化及び活用の支援

病院経営本部との
協議

病院経営本部との
協議

・都立病院等の知的
財産権利化及び活
用業務に関する受
託の業務内容検討

【都立病院への支援】
・病院経営本部（都立病院）においては、知的
財産の権利化や企業との共同研究契約に関
するノウハウの重要性についての理解が薄
かった。
・このため、臨床現場からの個別の相談に応
える形でアドバイス重ね続けることにより、知
的財産の権利化等の必要性について理解を
得られたことから、一定の成果を上げることが
できた。
・今後は、知的財産にかかる業務委託契約を
締結できるよう働きかけていく。

【公社病院への支援】
・保健医療公社と「包括的業務支援及び秘密
保持契約」を締結したことから、公社病院への
支援体制をとることができた。

【都立病院・公社病院共通】
・引き続き個別対応と普及啓発活動を行いな
がら、今後は事務処理がスムーズに進めるこ
とができるよう、関連規程等の整備の支援を
行っていく。

都立病院等と企業と
の共同研究・受託研
究契約の交渉と締
結の支援

病院経営本部との
協議

病院経営本部との
協議

・都立病院等の共同
研究・受託研究の交
渉や契約締結業務
に関する受託の業
務内容検討

【都立病院への支援】
・病院経営本部との協議の結果、支援のための規程整
備や包括的な支援契約等に先行して、具体的な個別案
件に対する協力を行うこととした。
（個別対応実績）
都立駒込病院　企業との交渉
都立神経病院　企業以外の研究機関との交渉
都立松沢病院　企業以外の研究機関との交渉
都立小児総合医療センター
　職務発明届の作成・企業との交渉
・2019年3月末に病院経営本部と「包括的秘密保持契
約」を締結した。

【公社病院への支援】
・保健医療公社事務局と協議の結果、「包括的業務支
援及び秘密保持契約」について2018年12月に合意し、
2019年2月に締結した。
・契約に基づき、各病院への個別対応を実施している。
（個別対応実績）
公社多摩北部医療センター　企業との交渉・契約
公社荏原病院　特許出願・企業との契約
公社東部地域病院　企業との交渉
・加えて知的財産関連規程・共同研究契約関連規程の
整備に向けた協議を実施した。

【都立病院・公社病院共通】
・病院におけるカンファレンスやセミナー、フォーラムなど
の場を通じて知的財産関連の活動に関する普及啓発を
実施した。
2019年1月　都立駒込病院、公社多摩北部医療センター
2019年3月　都立多摩総合医療センター、都立小児総合
医療センター、都立神経病院

【都立病院への支援】
・病院経営本部（都立病院）では、知的財産の権
利化等の事例が少ないため、支援の有用性に
ついて理解を得ること自体が難しい側面があっ
た。
・こうしたことからまずは個別の支援を行って実
績を積み重ねることとなった。その過程の中で
徐々に有用性や支援の必要性について理解が
深まり、「包括的秘密保持契約」を締結すること
となった。

【公社病院への支援】
・保健医療公社（公社病院）では、知的財産の権
利化等の支援の有用性について当初から理解
をいただき、契約締結に向けた準備を行いなが
ら個別の支援や関連規程の整備に向けた協議
を進めることとなった。

【都立病院への支援】
・引き続き臨床現場からのニーズを吸い上げ個別
対応を進めていく。
・また、5月に開催する臨床研究審議会発表会の
場において説明を行うとともに、各病院で開催する
倫理講習会やセミナーの場を借りて普及啓発を実
施していく。

【公社病院への支援】
・引き続き個別対応を進めるとともに、知的財産関
連規程の整備に向けた支援を行うため、月１回程
度、保健医療公社事務局との協議を行っていく。
・また、公社院長事務長会など各病院が集まる場
を借りて普及啓発を実施していく。

団体自己評価対応方針

91



④／ 4

④

④

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都医学総合研究所 評価年度：2018年度

経　営　課　題 広報体制の見直し

戦　　　　　　略 都民にわかりやすい普及広報活動の強化

３年後の到達目標
研究の専門的な内容や成果について、都民に対しわかりやすい広報が実施されており、中でも都民講座においては、概ね75％の参加者が内容に満足している。また、海外の専門家に対しては「東京」の先
進的な取組が発信されている。

団体自己評価

都民向け広報及び
HPの充実

都民向けHPの作成

都民向けHPの充実
（研究成果プレス発
表の都民向けペー
ジ作成）

・都民向けに研究をわかりやすく
紹介するページを2018年4月に
作成したところ、「統合失調症」
「緑内障」「脳卒中」「花粉症」な
どを研究しているプロジェクトの
ページを中心にアクセス数が増
え、全体のホームページアクセ
ス数が前年度より1.6倍増加し
た。

・都民向けのホームページは理解しやすいようサイ
エンスライターを活用し、研究者へのインタビュー形
式でイラストなどを使いながら専門的な研究内容を
わかりやすく伝える工夫を行った。
・また、各プロジェクト研究紹介ページを印刷ダウン
ロードできるようにしたり、ヤフーなどの検索サイトの
上位に来るよう工夫も行った。
・さらに、SCIENCEなど、影響力の高い雑誌で論文発
表した3件の研究成果について、イラストや用語解説
を用いて都民向けにわかりやすく紹介するため、該
当するプロジェクトの研究紹介ページに随時追加し、
内容も充実させた。

・引き続き最新の研究成果を都民向けにわかりや
すく紹介するためのページを充実させていく。
・また、2020年度から開始する第4期プロジェクトに
合わせてホームページだけでなく、パンフレット等
紙媒体の作成も検討し、今後は研究所への見学者
なども配布していく。

・従前のホームページは研究者向けの専門的
な内容が多かったが、都民向けの研究紹介
ページを新たに作成したことによって全体のア
クセス数が増えたこと、また、都民講座におい
て試行実施した日曜日や夜間の開催の効果
は引き続き検証していく必要はあるが、すべて
の回において満足度が80％以上であったこと
から、一定の成果をあげることができた。
・さらに海外に対しては、新たな取組を行うこと
により先進的な取組を発信することができた。
・引き続き国内・海外ともに研究所の最新の研
究成果を発信していく。

都民講座・シンポジ
ウム等の見直し

現状課題整理
＊都民講座参加者
満足度
（2014～2016年度3
か年実績平均68％）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

海外プレス強化

・海外向けプレス実
施ルール検討
・Nature Indexへの
研究所紹介記事掲
載

・海外向けプレス実
施
・英語版研究所紹介
リーフレット作成

・SCIENCEなど、影響力の高い
雑誌で論文発表した3件の研究
成果について海外向けプレスを
実施した。
・研究所紹介の英語版冊子及び
パンフレットを作成した。

・研究所紹介の英語版冊子（1,000部/2018年10月発
行）とパンフレット（1,000部／2019年3月発行）をそれ
ぞれ作成した。研究所に来訪する外国人研究者や
国際シンポジウム、研究員が海外の学会に行った際
にこの冊子やパンフレットを使い、研究所の研究内
容を国際的に発信することに寄与した。

・都民講座一部試行
実施
・効果的なイベント
の実施策の検討

・2018年4月から2019年2月にか
けて、都民講座を全8回開催し
た。このうち、第4回目について
は日曜日の午後、第6回目につ
いては平日の夜間に開催した。
・全8回の満足度（満足、やや満
足を選択）は平均86.9％となっ
た。また、すべての回において
参加者の満足度が80％を越える
ことができた。特に第4回目は悪
天候（台風）だったにも関わら
ず、参加者の満足度は概ね良好
（83.8％）だった。また、夜間開催
については全８回の中で2番目
に高い満足度（89.7％）であっ
た。

・これまで平日の午後に開催していた都民講座につ
いて、第４回目を日曜日の午後、第６回目を平日の
夜間に試行的に開催した。参加者の年齢層、職業、
これまでの参加回数など他の回との優位な差はあま
り見られなかったが、第４回目については「はじめて
参加した」という割合が他の回より多かったため、新
たな層の関心をひくことができた。
・さらに当日の講演内容にわかりづらいところがある
場合には用語解説を参加者に配付するなどの工夫
も行った。

・平日の午後開催と休日及び夜間開催で優位な差
はあまり見られなかった。2019年度においては全8
回のうち2回を土曜日、1回を日曜日とし、さらには
多摩地域での開催など、会場も工夫しながら引き
続き効果を検証していく。
・今後も用語解説など、参加者が講演内容をより理
解できる工夫に努め、満足度の向上に貢献してい
く。

・2018年度に作成した冊子及びパンフレットをあら
ゆる機会で配布し、研究所の研究成果を引き続き
発信していく。
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評価年度：2018年度

＜戦略①都民ニーズ・都政課題に密着した研究体制の再編整備＞
２０２０年度から開始する第４期プロジェクト研究の再編に向けた体制整備を着実に進めるとともに、これまでにない新たな役割を持つ新組織として、「ゲノム医学研究センター（仮称）」と
「社会健康医学研究センター（仮称）」を立ち上げるための専門人材を確保するなど、目標達成に確実に近づいており、評価できる。新プロジェクト研究及び新組織体制の元で、都の保健福祉
施策に応える高い研究水準を維持し、その成果を社会に還元することを期待する。

＜戦略②新たな研究シーズの探索による都立病院等との連携強化＞
研究シーズの発掘及び共同研究ともに、都立病院及び公社病院への積極的なアプローチにより、過去に連携実績のなかった病院からの申し込みがあるなど、一定の成果をあげており、高く評価
できる。研究員の受け入れについては、人数の変動はあるものの、受け入れるプロジェクト数は増えており、幅広い分野での連携が進んでいると言える。より積極的に都立病院や公社病院への
働きかけを行い、連携を深めながら、臨床現場のニーズに即した研究が行われることを期待する。

＜戦略③知的財産における都立病院等への支援体制の構築＞
都立病院及び公社病院への積極的なアプローチの結果、病院経営本部とは「包括的秘密保持契約」を、公社病院とは「包括的業務支援及び秘密保持契約」を締結するまでに至り、目標達成に確
実に近づいる。引き続き知的財産の権利化の有用性について都立病院側の理解を得る取り組みを進め、最終的には「業務委託契約」の締結ができるよう期待する。

＜戦略④都民にわかりやすい普及広報活動の強化＞
サイエンスライターの活用による団体HPの刷新はアクセス数が1.6倍となるなど大きな成果を上げた。都民講座については、すべての回において満足度が80%を超えており、都民への研究内容の
還元に大きな寄与をしたと言える。海外向けプレスの実施や英語版冊子の発行にも力を入れており、目標達成に確実に近づいている。引き続き、わかりやすい普及広報活動に積極的に取り組ん
でいくことを期待する。

以上のことから、「３年後の到達目標」に向け、全ての戦略について成果を上げていることを評価する。引き続き各戦略を着実に推進していくとともに、より一層、都民ニーズや都政課題を踏
まえた研究を推進し、都民の生命と健康を守る国内トップレベルの医学総合研究所として、研究成果を都民・社会へ還元することを期待したい。

公益財団法人　東京都医学総合研究所

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

「シニア業務補助職
員就業要綱」を策定
し、より幅広い人材
を確保する体制を整
備し、2名を採用した

10回実施

6回実施（参加者延
66名）
研修講師が設定し
たテーマ候補から職
員アンケートにより
テーマを決定

１名が社会福祉主事
資格取得の通信課
程を修了し、資格を
取得

法人3団体から講師
を招き、事業概要説
明会・質疑を実施
（参加者延65名）し、
ＮＰＯ法人の事業へ
の理解を深めた

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

人材の育成と組織
力の向上

人材育成指針策定
（2015 年度）

外部研修機関の活
用10 回
（2016 年度）

面接相談研修6 回
（テーマ：積極的傾
聴訓練・相談記録の
書き方・心理療法）
（2016 年度）

専門資格の取得支
援（社会福祉主事任
用資格3 名取得）
（2016 年度）

公益財団法人　城北労働・福祉センター

退職不補充の方針を堅持しつつ、新たな人材確保策を検討・実施するとともに、研修の充実等により、職員の専門性の向上が図られ、少数精鋭の体制の下で、山谷対策事業が円滑に実施され
ている。

３年後の到達目標

経　営　課　題 退職不補充等による職員体制の脆弱化

円滑な業務運営のための執行体制の確保

外部研修機関の活
用10 回
（ニーズに応じて科
目を選択）

面接相談研修6回
（職員アンケートによ
るテーマ設定）

専門資格の取得支
援

山谷地域で活動す
るＮＰＯ法人の業務
紹介・情報交換
（居住支援等）

円滑な事業継続の
ための人材確保策
の検討・実施

退職不補充による法
人職員数の減少

新たな人材確保策
の検討・実施

戦　略

退職不補充の方針を堅持し、新規常勤職員の
採用など職員の確保が困難な中で、知識や経
験を有している職員を活用するための「シニア
業務補助職員就業要綱」を策定し、ベテラン職
員を業務補助職員として雇用するなど執行体
制を確保した。
また、外部研修機関が主催する研修や面接相
談技術の向上を図るための研修、さらには利
用者支援の参考にするため、山谷地域で活動
するＮＰＯ法人の業務を理解するための研修
を主催するなど、職員の専門性の向上を図る
ことができた。

業務を安定的かつ円滑に執行するため、「シニア
業務補助職員就業要綱」を策定することで、キャリ
アを積んだ即戦力のシニア職員を業務補助職員と
して採用し、人材の確保につなげた。

外部研修機関が実施する研修科目で、センター職
員が必要と考えられる科目を選定。

年度当初に年間計画を作成し、年間の日程を決定
したうえで実施しており、計画どおり実施した。
（今年度のテーマ①支援プログラムの在り方と活用
の仕方②ケース検討会の現状とあるべき姿③面接
事例とカウンセリングのポイント）

社会福祉主事の資格取得により、職員の専門性の
向上を図る。

これまで業務上関連のあるＮＰＯ法人などに連絡を
し、講師を依頼した。

早朝の職業紹介を60歳を超えた6名を含めてロー
テーションで行っているため、職員確保の観点か
ら、今後もシニア業務補助職員の活用を図ってい
く。

他の外部研修機関の活用や社会福祉主事以外の
資格についての検討も行いながら、「人材育成指
針」に基づき、引き続き、外部研修機関の活用や専
門資格取得支援などにより、人材育成及び組織力
の向上に努めていく。

団体自己評価
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　城北労働・福祉センター 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　日雇労働市場の衰退と公的就労への依存

戦　　　　　　略 自立に向けた就労支援、適切な就労機会の確保

３年後の到達目標
安定した就労による自立を支援するため、就労訓練や日雇労働者技能講習事業などの取組が充実するとともに、高齢者特別就労事業の実施や、高齢者向けの業種にも拡大した求人開拓な
どにより、日雇労働者の高齢化等に対応した求人が確保されている。
○利用者一人当たりの職業紹介数 45 件／年

団体自己評価

就労自立に向けた
支援

就労訓練事業1 名
（2016 年度）

日雇労働者技能講
習事業28科目（う
ち、建設業以外6 科
目）
（2016 年度）

就労訓練3 名
対象業種拡大に
向けた検討

29 科目（うち、建設
業以外7 科目）

建設業以外の科目
の充実

業種の拡大につい
ての検討を行った
が、訓練に結びつく
利用者なし

26科目設定（建設業
系10科目、建設業
系以外16科目）し、
「ビル清掃」を新設し
た

業種の拡大に向け、これまで実施していた清掃業
以外の業種について検討するとともに受け入れ可
能な事業者についても調査するなど訓練に参加し
やすい環境整備に努めた。一方、就労訓練の対
象となる利用者分析を行い、参加につなげようと
努力したが、本人の意欲や健康上の理由により就
労訓練への参加を希望しないなど、訓練への参加
には結びつかなかった。

技能講習受け入れ企業との調整が困難となった
ため、26科目の設定となった。

センター利用者の高齢化の進行、山谷地域の生
活歴の長期化により、常用就職への気力、体力が
弱ってきているなどの理由により就労訓練の対象
となりうる利用者が減少しているが、本人の意向を
尊重しつつ、粘り強く支援を行っていく。
技能講習については、国家資格等の資格取得が
可能となる科目などを設定し、就労自立につなげ
ていく。

就労訓練については実績には結びつかな
かったが、就労自立支援の対象となりうる利
用者の分析を行い、就労訓練への参加などに
向けた働きかけを行うとともに、就労訓練の業
種の拡大に向けた検討やＮＰＯ等との協議を
行った。
職業紹介については、利用者数や景気の影
響など外的要因に左右されるところはある
が、利用者への就労促進や求人開拓に努め
た結果、就労につなげ、成果を得ることができ
た。

高齢者特別就労事
業の実施

職業紹介件数
8,600 人
(2016 年度)

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

民間の求人・紹介数は景気に影響されやすい面
があるが、利用者の高齢化を踏まえ、体力、技能
等を考慮した求人開拓と紹介に努めていく。

職業紹介件数
8,000 人

8,000人 高齢者カード保持者数は前年度より減少したもの
の、就労意欲のある利用者に就労促進を図り、計
画どおり紹介ができた。 高齢者特別就労の職業紹介件数は、東京都の山

谷対策総合事業計画に基づくものであるため、計
画数を着実に達成していくことになるが、対象とな
る高齢者カード保持者が減少傾向にあるため、適
正規模について東京都との協議が必要であると考
えている。

民間求人の開拓・確
保

民間職業紹介
2,726 件
（うち造園・掃業
1,767 件）
（2016 年度）

民間職業紹介
2,500 件
（うち造園・清掃業
1,700 件）

3,856人
（達成率154.2％）
うち造園・清掃業
1,733人
（達成率101.9％）

好況に支えられ、建設系の求人が増加したことに
加え、利用者への就労促進や求人開拓に努めた
結果、大きな伸びとなった。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　城北労働・福祉センター 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　利用者の高齢化、路上生活の長期化

戦　　　　　　略 利用者の状況に応じたきめ細かな支援

３年後の到達目標

個別担当制による支援プログラムに基づき、理事長ヒアリング及び相談部門におけるケース検討会や来所相談の少ない利用者に対し、就労先や居所を訪問するアウトリーチ等を通じて、利用
者一人ひとりの実情に応じた総合的な相談支援が行われるとともに、生活訓練事業等により利用者の居住安定と生活向上が図られている。
また、ＮＰＯ法人等との連携が強化され、民間のノウハウを活用した多様な利用者支援が実現されている。
○利用者一人当たりのアウトリーチ回数 8 回／年
○新規居住安定者数 10 名（３年間の累計）

団体自己評価

支援プログラムに基
づく生活総合相談の
実施

理事長ヒアリング及
び相談部門における
ケース検討会
各11 回
（2016 年度）

利用者一人当たりの
アウトリーチ回数8回
（2016 年度）

理事長ヒアリング及
び相談部門における
ケース検討会
各11 回
全ケース対象に支
援プログラム策定か
ら関与

利用者一人当たりの
アウトリーチ回数
8 回

理事長ヒアリング
13回実施
研修（ケース検討の
進め方）2回実施

利用者一人当たりの
アウトリーチ回数
9.5回

理事長以下、センター一丸となって全ケースに関与
し、適切な支援を行った。

利用者の個々の生活実態を把握するため、困難
ケースを中心に、支援プログラムに基づき、アウト
リーチを着実に実施した。

支援プログラムについては、引き続き、ケース検討
や理事長ヒアリングを行い、利用者一人ひとりの実
情に応じたきめ細やかな支援を行っていく。
来所相談が少ない利用者を中心に、接触機会を確
保し、信頼関係の構築や必要に応じた助言・指導
を行うため、積極的にアウトリーチを実施していく。

利用者一人ひとりの実情に応じたきめ細やか
な相談支援を実施するため、利用者毎に支援
プログラムを作成し、理事長ヒアリングなどに
より進行管理を行うとともに、アウトリーチによ
る積極的な利用者との接触や、簡易宿所を活
用した生活訓練を通じて、生活保護につなげ
るなど、生活安定に結びつけることができた。
また、ＮＰＯとの連携促進については、地域の
ＮＰＯ等が主催する「地域ケア連携をすすめる
会」に加入し、グループワークによる地域の事
例を検討し、関係性の強化に結びつけること
ができた。
さらに職員研修として、地域で活動するＮＰＯ
法人から講師を招き、事業概要説明会を開催
し、職員の知識の修得に役立てることができ
た。

簡易宿所等を活用し
た生活訓練の推進

生活訓練29名
（簡易宿所29 名）
（2016 年度）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

引き続き、「地域ケア連携をすすめる会」に参加し、
関係機関との関係を強化するとともに、センター利
用者への支援について、連携や役割分担が可能
かどうかについての意見交換を行い、できることを
模索し、利用者支援に結び付けていく。

生活訓練3 名
（簡易宿所またはア
パート）

アパート等での生活
訓練開始

生活訓練2名
(簡易宿所)

高齢利用者に対して、適宜生活訓練を勧めていた
が、「現状を変えたくない」との思いが強く、実績は2
名であった。例年冬場は寒くなることから希望者が
生じるため、利用者の状況を踏まえ生活訓練を勧
めたが、希望者はいなかった。
なお、アパートによる生活訓練は希望者がいな
かった。

常に利用者に寄り添い、気持ちの変化を的確に捉
えつつ、居住の安定に向けた支援に取り組んでい
く。

ＮＰＯ法人等との連
携促進

健康相談、敬老室運
営等業務委託を通じ
た個別的関係

地域で活動するＮＰ
Ｏ法人の実態把握

地域ケア連携会議
への参画

ＮＰＯ法人との相互
理解の促進

6月に「地域ケア連
携をすすめる会」加
入
3回（延9人）参加
グループワークによ
る事例検討を実施

法人3団体からそれ
ぞれ職員を講師に
招き、事業概要説明
会・質疑を開催（参
加者延65名）
逆にセンター職員が
ＮＰＯ法人1団体に
出向き、事業概要を
説明をし、相互理解
を深めた

積極的に事務局に連絡し、手続き等を確認して加
入することができた。
会議に積極的に参加し、様々な機関と事例検討や
意見交換を行い、関係を強化することができた。

これまで業務上関連のあるＮＰＯ法人などに連絡を
し、講師を依頼した。
残りの２団体に対するセンターの事業概要説明に
ついては、日程の調整ができず実施に至らなかっ
た。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　城北労働・福祉センター 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　ゴミの不法投棄など地域が抱える問題への対応

戦　　　　　　略 地域と連携した環境改善の取組

３年後の到達目標

地元町会、商店会、旅館組合、福祉施設、区、警察、消防などが参加する地域づくりフォーラムが定期的に開催され、関係機関の連携により、路上炊飯行為やゴミの不法投棄など山谷地域が
抱える課題が共有されるとともに、その解決に向けた一斉清掃や花壇の設置などの取組が定着し、地域の環境改善が目に見えて進んでいる。
○地域づくりフォーラム 4 回／年
○地域クリーンアップ作戦 12 回／年

団体自己評価

地域との連携強化
地域づくりフォーラ
ムの開催 4 回

地域づくりフォーラ
ムの開催4回

山谷地域の環境変
化に応じた新たな課
題への対応（検討）

4回開催

環境改善（ゴミの不
法投棄）の課題に対
応し、一定の改善が
図られた

町会及び関係機関との連絡を密に、開催に向けた
調整を行い、着実に実施した。

年度当初に３か所あったゴミの不法投棄場所のう
ち２か所について、台東区や地域の取組により解
消でき、環境改善が図られた。

今後も地域づくりフォーラムを定期的に開催し、関
係者が地域の課題について共通認識を持ち、改
善に向けて取り組んでいけるよう努めていく。

地域クリーンアップ作戦を定期的に実施する
ともに、参加者拡大に向けた積極的な働きか
けにより、新たに１か所の参加につなげること
ができた。
各取組については関係機関と連携し、着実に
実施することで、ゴミの不法投棄場所の解消
など地域の環境改善や環境美化に結びつい
ており、一定の成果があった。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

環境美化の推進

地域クリーンアップ
作戦を毎月定期的
に実施

地域の拠点となる場
所への花壇の設置
41 基
（2017 年度まで）

地域クリーンアップ
作戦12 回

未参加のチェーンス
トア・簡易宿所・事業
所等への働きかけ

計46 基

花の心プロジェクト
推進協議会に参画
するなど、台東区と
の協力関係を一層
強化

11回実施

5か所への働きかけ
を実施し、1か所の
参加が決定

計46基

協議会未開催

2月開催分については予備日も含めて雨天により
実施できなかったが、それ以外は毎月着実に実施
した。

直接訪問して趣旨を説明し、賛同を募った。
4か所については、何度も訪問をしたが、業務多忙
などの理由により回答が得られなかった。

花壇の設置については地域のＮＰＯなどの関係団
体などに積極的に働きかけ、理解を得た。

花の心プロジェクト推進協議会（台東区主催）は年
度末の3月に実施予定であったが、区長選・区議
会議員選挙のため開催が見送られた。

今後も引き続き、地域クリーンアップ作戦の参加
者拡大に向けた働きかけを継続していくとともに、
清掃活動や花壇の設置などにより、地域一体と
なって環境美化を推進していく。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　城北労働・福祉センター 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　山谷地域を取り巻く環境変化への対応

戦　　　　　　略 センターの将来的な在り方検討とそれを踏まえた事業運営

３年後の到達目標
次期山谷対策総合事業計画で示される山谷対策の今後の方向性を踏まえたセンターの組織及び事業の在り方について、関係者間の合意形成が図られている。
また、センターの今後の在り方とも整合を図りながら、福祉的視点に重点を置いた利用者支援が行われている。

近年の山谷地域の日雇労働者を取り巻く急速な
環境変化を踏まえ、次期東京都山谷対策総合事
業計画（令和2～4年度）の策定にあたっては、山
谷対策事業の実施拠点として、現場の実態や利
害関係者の動向等を計画の策定主体である都に
伝えるなど緊密に連携し、センターの今後の在り
方の検討を進めていく。
また、福祉的視点からの支援については、引き続
き、生活保護への移行など、利用者の生活安定に
向けた支援を推進していく。

団体自己評価

東京都山谷対策総合事業計画を踏まえた検
討を行い、今後の利用者数の動向を念頭に職
業紹介の方法の一部を見直し、31年度から実
施することとした。
また、福祉的視点に重点を置いた利用者支援
についても16名を生活保護につなげるなど、
一定の成果を上げることができた。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

センターの在り方検
討

山谷対策総合事業
計画に基づく事業実
施と体制確保

職業紹介と生活相
談による利用者支
援

現状分析・将来予
測、関係者の意向
確認・調整等

福祉的視点からの
支援の充実

今後の利用者数の
動向を念頭に職業
紹介のあり方等を検
討

生活保護への移行
16名

東京都の山谷対策の考え方を踏まえ、現時点で
可能な範囲で検討を実施した。

生活相談を通じ利用者の健康状況や意向を把握
し、台東区、荒川区のケースワーカーとも連携を図
り生活保護申請につなげた。
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評価年度：2018年度

【戦略①　円滑な業務運営のための執行体制の確保】
　退職不補充の方針を堅持するため、ベテラン職員を活用する体制を整備するとともに職員の専門性を向上するための研修を充実させるなど少数精鋭での円滑な業務運営のための執行体制の確
保に向け、着実に取組が進捗している。
【戦略②　自立に向けた就労支援、適切な就労機会の確保】
　センター利用者の分析を行い、就労訓練に向けた働きかけの実施や就労訓練に向けた検討などとともに職業紹介については、求人開拓に努めることで目標以上の職業紹介を行うなど適切な就
労機会の確保に向け、着実に取組が進捗している。
【戦略③　利用者の状況に応じたきめ細かな支援】
　利用者毎の支援プログラムによるきめ細かな支援やアウトリーチによる積極的な利用者との接触により生活安定に結び付けている。また、「地域ケア連携をすすめる会」に加入するなど地域
で活動するＮＰＯ法人とも関係性を強化しており、利用者の状況に応じたきめ細かな支援に向け、着実に取組が進捗している。
【戦略④　地域と連携した環境改善の取組】
　地域クリーンアップ作戦への取組や関係機関との連携によりゴミの不法投棄場所の解消など地域の環境改善に向け、着実に取組が進捗している。
【戦略⑤　センターの将来の在り方検討とそれを踏まえた事業運営】
　今後の利用者数の動向を念頭に職業紹介の方法の一部見直しや区と連携し、福祉的視点に重点を置いた利用者支援を推進しており、着実に取組が進捗している。

　以上のことから、城北労働・福祉センターでは「３年後の到達目標」に向け、具体の成果を伴って着実に取組が進捗していると評価する。また、山谷地域を取り巻く環境は大きく変化し、利
用者の高齢化などにより支援は複雑化しているが、環境変化に対応しながら、利用者へ適切な支援が行われることを期待する。

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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要因分析

【ＰＲ事業の充実】
・学校訪問77校
(2017年度41校)、法
人主催採用説明会７
回（2017年度４回）、
その他採用イベント
出展12回（2017年度
８回）、施設見学会
45回（2017年度27
回）

【内定者辞退防止】
・Instagramの活用
（2018年度新規）及
び内定者向けメール
マガジンの発行
（2018年度新規）、
内定者交流会２回
（2017年度２回）

【採用制度・選考】
・正規職員採用機会
の拡大（2017年度２
回から2018年度３
回）及び募集開始時
期の１か月前倒し

・離職理由等調査を
実施
・ＯＪＴ推進担当者や
チューターの配置、
メンタルヘルス研
修、資格取得への財
政支援等を実施
・施設の全職員を対
象にアンケートを実
施（1,186人回答）

2018年度実績

【ＰＲ事業の充実】
・当法人への就職実績のある学校の他、定員数の
多い大学・専門学校等への訪問ＰＲを行った。法人
主催の採用説明会の実施回数を増やすとともに、
仙台等地方で開催される就職イベントにも初めて
出展した。

【内定者辞退防止】
・内定者に対し当法人の魅力を継続的に伝えるこ
とにより辞退の防止を図るため、Instagramやメー
ルマガジンを活用して、各施設のイベント情報等を
発信した。
・内定者交流会では、採用前の不安等を解消する
ため、先輩職員（各施設の中堅職員で構成する
「人材確保育成委員会」メンバー）との懇談を充実
させる等の内容の工夫を行った。

【採用制度・選考】
・中途採用者の確保を目的とし、正規職員募集を３
期に分けて実施した。
・新卒者の就職活動の早期化に対応するため、１
回目の募集開始時期を、例年より１か月早め５月
から実施した。

・2017年４月から2019年３月までに退職した職員に
ついて、各園において離職理由等に係る調査を実
施した。
・このうち、2017年度中に退職した職員の離職理由
について、年代別・職級別・勤続年数別に分析し
た。
・職員の不安解消とモチベーションの維持のため、
ＯＪＴ推進担当者やチューターの配置、メンタルヘ
ルス研修、資格取得への財政支援等を行った。
・個々の職員の置かれている状況や意識を把握
し、風通しの良い職場づくりに活かすため、施設の
全職員を対象にアンケートを実施し、その結果につ
いての意見交換会を全施設で実施した。

【ＰＲ事業の充実】
・当法人への就職実績のある学校、定員数の多い
福祉系の大学・専門学校等に加え、新たに福祉分
野の認知度が低いと想定される特別支援教育関
係教員養成大学への訪問ＰＲを行う。
・また、法人主催の採用説明会、施設見学会、採
用イベントへの出展に加え、事業団の魅力を積極
的に発信するための職員採用ホームページの充
実、学校主催の説明会への参加等、効果的なＰＲ
活動を展開する。

【内定辞退防止】
・内定者に対し当法人の魅力を継続的に伝えるこ
とにより辞退の防止を図るため、引き続きＳＮＳを
活用するとともに、採用前の不安等を解消するた
めの内定者交流会を実施する。

【採用制度・選考】
・中途採用者の確保のため、引き続き正規職員募
集を３期に分けて実施するとともに、新卒者の就職
活動の早期化に対応するため、募集開始時期を更
に前倒し（４月中に募集開始）する。

・離職理由等調査の分析結果を踏まえ、早期に着
手可能なもの、中長期的な視点で検討が必要なも
のに分けて、対応策の検討を行っていく。
・離職理由の多くが人材不足に起因すると想定さ
れるため、上記人材確保対策の充実を離職防止策
の一環として位置付けて取り組んでいく。
・職員の不安解消とモチベーションの維持のため、
引き続きＯＪＴ推進担当者やチューターの配置、メ
ンタルヘルス研修、資格取得への財政支援等を
行っていく。
・引き続き施設の全職員を対象とするアンケートを
実施し、風通しの良い職場づくりに活かしていく。

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

　事業団が都立施設の運営を通じて培ってきた支援技術を確実に継承し、将来にわたり質の高いサービスを提供し続けていくために必要な人材を確保するとともに、今後、法人や施設の経営を
担っていくことのできる人材の育成が進んでいる。
・採用ＰＲ事業の充実等により、安定的な施設運営が可能な人材を確保できている。
・働きやすい職場環境の整備を進め、固有職員（福祉職）の離職率11.7％以下を維持
・各棟・寮で中核となる職員が育っている。
・管理監督層職員に占める固有職員の割合　18.9％（2017年度）⇒40.0％（2020年度）

３年後の到達目標

経　営　課　題 危機的な人材不足への対応と人材育成の一層の強化

支援技術の継承と将来の法人・施設経営を担う人材確保・育成に向けた取組強化

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
戦　略

団体名：

戦　　　　　　略

個別取組事項

人材確保対策の充
実

採用ＰＲ事業や採用
制度・選考の見直し
などの人材確保策
の実施

・ＰＲ事業の充実策
の検討実施（学校訪
問、採用説明会、各
種広報媒体の活用
等）

・内定者辞退防止策
の検討実施（ＳＮＳを
活用した情報提供、
内定者交流会等）

・採用制度・選考の
更なる見直し

離職防止策の検討・
実施

チューター制度や自
己啓発支援、メンタ
ルヘルス対策などの
実施

・離職者の状況（世
代、要因等）を詳細
に分析し、離職防止
策を検討する。

～2017年度 2018年度 団体自己評価

【人材確保】
・採用については、福祉人材の確保が年々厳
しさを増し、競合する保育分野では待機児童
解消のため好待遇の求人が散見される状況
の中で、ＰＲ活動や内定者辞退防止の充実・
強化に取り組んだことにより、交代制勤務が前
提の職場でありながら、102人の新規採用者を
確保し、成果を上げることができた。
※2018年度東京都有効求人倍率
　介護関連：6.42倍
　全職業　：1.92倍
・離職防止については、ＯＪＴ推進担当者や
チューターの配置、メンタルヘルス研修、資格
取得への財政支援、全員アンケートとその結
果についての意見交換会等、働きやすい職場
環境の整備に取り組んだことにより、事業団固
有職員の離職率を、民間の介護職の離職率を
大幅に下回る目標である11.7％以下を維持す
ることができた。
※離職率比較
　民間の介護職：16.2％（2018年度調
査）
　事業団　　　：11.6％（2018年度）
・これらにより、質の高いサービスを提供し続
けるために必要な人材を確保することができ
た。また、離職理由の分析を行い、更なる対策
を講じるための検討に着手した。
・必要な人材の確保に向けて、より一層、人材
確保対策の充実、離職防止に取り組んでいく。

対応方針
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社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
戦　略

団体名：

・見直し後の研修を着実に実施し、それぞれの職
層の目指すべき姿、求められる役割等の意識付け
を行い、中堅職員の育成を強化していく。
・研修内容については、受講者アンケートの結果等
を踏まえ、障害・養護のそれぞれの部門長・グルー
プリーダー会議や、各施設の中堅職員で構成する
「人材確保・育成委員会」において検証・改善して
いく。

・事前勉強会
１回実施、36人参加
・採用前説明会
１回実施、対象者
137人中88人参加
・新任研修の標準化
とレベルアップに向
けて「業務の手引き
（児童養護施設編、
障害施設編）」を作
成

・主に障害施設配属になった者（特に無資格者や
希望していた種別と異なる配属になった者）の中か
ら、受講希望者を対象に、事前勉強会を３月２日に
実施した。不安感を軽減する目的で、障害者を理
解する上で必要となる基礎的な知識の付与を行っ
た。
・採用前説明会を３月24日に実施し、事業団職員と
しての意識、服務、福利厚生、障害・養護施設で働
く上で必要となる基礎的な知識の付与等を行った。
参加できなかった職員向けに同内容の研修を４月
９日に実施し、新任職員全員が受講できるよう対応
した。（採用前説明会未受講者49人中44人参加。）
・障害・養護のそれぞれの部門長・グループリー
ダー会議において、新任職員の育成について議論
を行い、各施設実施の新任研修の標準化とレベル
アップに向けて「業務の手引き」を作成した。

・障害分野の事前勉強会に加え、児童養護分野の
事前勉強会を実施し、虐待に起因する愛着障害や
発達の偏り等により様々な課題を抱える児童を理
解する上での知識の付与を図っていく。
・新たに作成した「業務の手引き」を活用した事前
勉強会、採用前説明会、新任研修を実施し、新任
職員の早期戦力化に取り込んでいくとともに、「業
務の手引き」を活用していく中で内容についての検
証を行い、障害・養護のそれぞれの部門長・グルー
プリーダー会議において内容をブラッシュアップし
ていく。

2018年度実績

・事業団全体での３
年目職員研修、外部
の中堅職員研修の
受講等

・契約職員、１級職、
２級職に対する意識
を明確にするため、
現行の研修制度の
内容を見直す。とり
わけ２級職について
は、昇任時研修、現
任研修などを導入す
る。

中堅職員の育成強
化

新任職員の早期戦
力化に向けた育成
強化

事業団全体及び各
施設での新任職員
研修、チューターに
よるＯＪＴ等

・内定者に対して事
前勉強会など早期
教育を実施
・各施設で実施して
いる新任研修の内
容の標準化とレベル
アップを図る見直し
を行う。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 対応方針 団体自己評価要因分析

【人材育成】
・新任職員の早期戦力化に向け、「業務の手
引き」を作成するとともに、中堅職員の育成強
化では、それぞれの職層の目指すべき姿、求
められる役割等の意識付けを行うための研修
体系を整備する等、現時点で考えられる取組
を2018年度に全て実施し、支援技術を確実に
継承できるよう努めた。
・これらの取組により、固有職員の管理監督層
職員への登用を進め、管理監督職層に占める
固有職員の割合を、18.9％（2017年度）から
33.7％（2019年度当初）に大幅に引き上げるこ
とができた。
・今後、取組結果を検証し、必要に応じて改善
を行う等、人材育成策を更に充実させ、事業団
の中核を担う職員の育成と登用を進めていく。

・研修体系を以下の
とおり見直した。

【新任・昇任時研修】
（従来）
新任（契約・１級職）
昇任サブマネー
ジャー
昇任マネージャー
（今年度）
新任契約
新任１級職
内部選考１級職
昇任２級職
昇任サブマネー
ジャー
昇任マネージャー

【現任研修】
（従来）
正規職員３年目
サブマネージャー
マネージャー
（今年度）
１級職員
２級職員
サブマネージャー
マネージャー

・研修内容を見直し、学びのタイミングを逃さないよ
う、各職層ごとに昇任（新任）時研修、現任研修を
導入し、それぞれの職層に求められる役割等の意
識付けを行い、目指す姿を明確にした。

【新任・昇任時研修】
・今まで新任研修は契約職員、新任１級職員と内
部選考で契約職員から正規職員となった１級職員
（以下、内部選考１級職員）の研修の内容は同じで
あった。2018年度からは、以下のとおり３つに分け
て実施した。
①契約職員はコミュニケーション力の強化
②新任１級職員はコミュニケーション力の強化＋事
業団職員としての意識を高める内容
③内部選考１級職員は事業団職員としての意識を
高める内容
・２級職員の昇任時研修を新たに始めた。

【現任研修】
・現任研修は、正規職員３年目研修を１級職員研
修と２級職員研修に分けて実施した。
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社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
戦　略

団体名：

法人・施設経営の中
核を担う職員の育成
と登用

・マネージャー・サブ
マネージャー研修の
実施等

・組織のリーダーとし
てマネジメント力を
発揮できる人材の育
成に向けた研修内
容の見直し
・他法人が運営する
施設への派遣研修
の検討・調整

個別取組事項 ～2017年度 対応方針 団体自己評価2018年度 2018年度実績 要因分析

・マネージャー・サブマネージャーに対し、マネジメ
ント力を強化するために「コーチング」研修を実施
するとともに、他団体の研修（（一財）東京都人材
支援事業団主催　統括課長代理研修等）に参加さ
せ、チームを作る上での必要なスキルの付与等を
行った。また、法人運営に必要となる知識の向上を
目的に「社会福祉法人の経営」研修を実施した。
・他法人が運営する施設への派遣研修は、今後の
都立施設のあり方を見据えて対象や派遣先、学ぶ
ポイント等の整理が必要なため、検討の一環とし
て、12月20日にジェネラルマネージャーへのヒアリ
ングを実施した。

・組織のリーダーとしてマネジメント力を発揮できる
人材を育成するため、見直し後の研修を実施し、
検証していく。
・他法人が運営する施設への派遣研修を検討、実
施していく。

・マネージャー、サブ
マネージャーを対象
にマネジメント力を
発揮できるようスキ
ルを学ぶ研修（現任
研修）を新設
・ジェネラルマネー
ジャーへのヒアリン
グの実施
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②

②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 社会福祉法人としての運営基盤の強化

戦　　　　　　略 法人運営体制の基盤強化

３年後の到達目標

　将来にわたって安定的な法人・施設の経営を確保し、質の高いサービスを提供し続けられる組織運営体制、財務基盤の確立に向けた取組が進んでいる。
・社会福祉法人としての内部管理体制・組織体制が整備されている。
・ＩＴ環境の統一化に向けた整備が進行している。
・自主運営施設において必要な積立金が計画的に積み立てられている。

団体自己評価

経営組織のガバナン
スの強化

・理事会・評議員会
組織の見直し、会計
監査人の導入
・内部管理体制の現
状把握、課題認識等

・内部管理体制の基
本方針の策定
・必要な規程整備等
の検討

・内部管理体制の基
本方針策定にあた
り、必要な規程であ
る監事監査規程を制
定、施行
・内部管理体制の基
本方針を策定

・内部管理体制の基本方針策定にあたり、理事会
運営に関する規程、個人情報保護に関する規程、
コンプライアンスに関する規程、監査に関する規程
等を制定する必要がある。
・既存の規程を点検した結果、監査に関する規程の
みが未整備であったため、2017年度第４回理事会
において監事監査規程を制定し、2018年４月から施
行した。これに基づき、2018年度監事監査計画を定
め、監査の時期、項目及び方法を決定した。
・必要な規程の整備が完了したため、厚生労働省
が示している「参考例」を基に、事業団の規程等を
踏まえた内部管理体制の基本方針を策定（2018年
度第４回理事会決定）した。

・監事監査規程及び内部管理体制の基本方針の整
備により、社会福祉法人としての内部管理体制の
整備は計画どおり完了した。今後は整備した規程を
運用していく。

【組織運営体制】
・内部管理体制については、必要な規程の整
備等が完了し、2018年度から運用段階に入っ
ており、経営組織のガバナンスの強化が図ら
れている。
・組織体制については、全ての施設で部門長・
グループリーダー制を導入するとともに、固有
職員の部門長・グループリーダーへの登用を
進め、部門長・グループリーダーに占める固有
職員の割合は、32.4％（2018年度当初）から
41.6％（2019年度当初（77人中32人））に大幅に
引き上げることができた。引き続き、固有職員
の登用を進めていく。
・ＩＴ環境の整備・統一化については、計画どお
り各事業所のネットワーク回線をＶＰＮ閉域網
によるネットワーク網へ移行させた。このネット
ワークを基盤に、法人全体でのＩＴ環境の統一
化に取り組んでいく。

【財務基盤】
・自主財源の確保については、自主運営施設
における収入増、経費削減に取り組んだ。
・この結果、日野療護園の施設整備積立金に
おいて、2017年度の12百万円を大幅に上回る
45百万円を2018年度に積み立てる等、財務基
盤の確立に向けた取組を着実に進め、成果を
上げることができた。
・引き続き、財務基盤の確立に向けて、自主運
営施設２施設の経営状況分析のためのコンサ
ルティングの調査結果報告（2019年５月末予
定）を踏まえ、新たな取組を進めていく。

組織体制の見直し
（部門長・グループ
リーダー制への移
行）

・新組織への移行に
向けた課題の検討・
調整、人材育成
・１施設で先行して移
行

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

ＩＴ環境の整備・統一
化

・各施設独自のＩＴ整
備

・法人全体でのネット
ワーク環境の整備

・９月、ネットワーク
等の整備業務を行う
事業者を決定
・３月、各事業所の
ネットワーク回線をＶ
ＰＮ閉域網による
ネットワーク網へと
移行

・ＩＴ環境の整備・統一化の第一段階として、各事業
所のネットワーク回線をＶＰＮ閉域網によるネット
ワーク網へと2018年度末までに移行させた。
・これにより、セキュリティを確保した通信方法を構
築し、2023年度末までに段階的に整備する各事業
所のＩＴ環境統合（ハード・ソフト面）の基盤とする。

・これまでの取組に加え、自主運営施設２施設の経
営状況分析のためのコンサルティングの調査結果
報告（2019年５月末予定）を踏まえた新たな取組に
より、計画的に施設整備経費等を積み立てていく。

・全施設での新組織
への移行
・固有職員を管理
職、部門長、グルー
プリーダーへ順次登
用

・全施設で部門長・
グループリーダー制
を導入
・部門長・グループ
リーダーポストの固
有職員の割合を向
上（32.4％→41.6％）

・2018年４月から全ての施設において、従来の「課
長補佐・係長制」から新たな管理スパンによる事業
団独自の部門長・グループリーダー制へ移行した。
・部門長については80人程度、グループリーダーに
ついては30人程度を管理スパンとしている。
・本人の能力等に応じ、マネージャーを部門長に、
サブマネージャーをグループリーダーに登用した。

・2018年４月から全ての施設において、計画どおり
部門長・グループリーダー制に移行した。
・引き続き、固有職員を管理職、部門長、グループ
リーダーに順次登用していく。

・移行したネットワークを基盤に、法人全体での端
末の統一に向けた調整、サーバーの一元管理に向
けた整理、事業団のホームページのリニューアル
（本部（職員採用（再掲）を含む）及び全12施設分の
仕様統一、一括管理化）に取り組んでいく。
・管理業務等のシステム化についても、コンサル
ティングを実施しながら、実現に向けた検討を進め
ていく。

自主財源の確保
・自己保有資産、自
主財源を保有しない
脆弱な財務基盤

・2018年度報酬改定
を受けた新たな加算
取得、新規開設施設
のランニングコストの
モニタリング等によ
り、自主運営施設２
施設における収入
増、経費削減に取り
組み、計画的に施設
整備経費等を積み
立てる。

【決算】
・日野療護園
介護給付費
23百万円（8.2％）の
収入増
（対2018年度予算
比）
・希望の郷
介護給付費
24百万円（4.8％）の
収入増
（対2018年度予算
比）

・報酬改定を受けた新たな加算を含め、現在取りう
る加算は全て取得している。
・毎月、財務状況をモニタリングしながら経営状況を
分析し、新規開設施設（希望の郷）を含めランニン
グコストの低減に努めている。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 専門的な支援を提供できる体制の強化

戦　　　　　　略 利用者のニーズに対応した専門的支援を提供する体制の強化

３年後の到達目標

　特別な支援が必要な利用者を積極的に受け入れ、利用者のニーズに的確に対応しサービスの充実を図るため、各施設の状況や特長に応じた専門的支援の提供体制の整備が進んでいる。
・医療職以外にも医療的ケアに対応できる職員の育成を強化する等により専門的支援の体制の整備が進んでいる。
・連携型専門ケア機能モデル事業において連携して児童の復帰を支援した施設の数の拡大　事業開始から延べ17施設
・児童養護施設退所児童に対して、自立した生活を営むことができるよう支援する取組の充実が図られている。
・グループホームの増設等による障害児者施設からの地域生活移行　３年間で43人

団体自己評価

専門的なケアが提
供できる体制の充実

・喀痰吸引等研修受
講者累計延べ19人
・強度行動障害支援
者養成研修受講者
累計延べ55人

・医療的ケアを提供
できる福祉職の拡充
（喀痰吸引等研修を
15人受講）
・強度行動障害のあ
る利用者に専門的
支援が提供できる職
員の拡充（強度行動
障害支援者養成研
修を27人受講）

・喀痰吸引等研修受
講者３人
・強度行動障害支援
者養成研修受講者
46人

・喀痰吸引等研修修了者は３人である。受講実績
が低い理由は、研修未受講者12人中11人を占め
る日野療護園において、職員に欠員が生じ、講師
役及び受講生の職員の双方が、本来業務に専念
せざるを得なかったためである。
・強度行動障害のある利用者に専門的支援が提供
できるよう、今年度新たに強度行動障害支援者養
成研修を受講修了した者は46人である。

・喀痰吸引等研修については、日野療護園におけ
る研修受講が確実に可能となるよう体制を整備す
る。（2019年度は既に４月から喀痰吸引研修を開
始し、年度末までに12人が受講修了となる見込み
である。）
・強度行動障害支援者養成研修については、引き
続き計画的な受講に取り組んでいく。

・強度行動障害支援者養成研修については、
計画（27人）を大幅に上回る46人の受講によ
り、専門的なケアが提供できる体制の整備を
着実に進め、利用者サービスの充実を図る成
果をあげることができた。
・喀痰吸引等研修については、2019年度計画
の達成に向けて、指導資格を有する看護師と
受講体制の整備に取り組んだ。
・引き続き、専門的支援の体制の整備に取り
組んでいく。

・連携型専門ケア機能モデル事業について
は、事業開始以降、延べ11施設（2018年度は
新たに３施設）と連携して児童の復帰を支援し
た。引き続き、原籍施設及び教育関係者と連
携して児童の復帰を支援していく。

・児童養護施設退所児童のアフターケアにつ
いては、対象児童の状況把握のための総点検
を実施し、アフターケアの実施が可能な全ての
児童に対する支援を実施する成果を上げるこ
とができた。
・また、退所児童が園と連絡を取りやすい環境
作りに努める等、退所児童が自立した生活を
営むことができるよう取り組んだ。

・重度の障害に対応したグループホームのユ
ニットを計画どおり開設させるとともに、地域へ
の移行が可能な利用者について、保護者・家
族の理解を得ながら地域移行支援に取り組ん
だことにより、計画（３年間で43人、１年あたり
約14人）を大幅に上回る23人の利用者の地域
移行を進める成果を上げることができた。

連携型専門ケア機
能モデル事業の検
証と充実

・児童の復帰を支援
した施設の数（事業
開始からの延べ数）
８施設

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・引き続き、児童本人や親族の意向、生活の状況
等を把握した上で、自立支援担当者（自立支援
コーディネーター、自立支援スタッフ）を中心に、職
場や家庭訪問、電話相談等を行うとともに、誕生日
等のメールや園行事の案内の送付等により、退所
児童が園に連絡しやすい環境づくりに努めていく。

・事業の検証・課題
把握とそれを踏まえ
た充実策の検討・試
行

・事業の検証・課題
把握のため、都が立
ち上げた検討会に
参加（開催回数１
回）
・教育関係者との連
絡協議会の実施（開
催回数１回）
・復帰した施設への
訪問や電話連絡を
月１回実施

・４月に都が立ち上げた連携型専門ケア機能モデ
ル事業検討委員として石神井学園から３人、本部
から２人参加した。
・事業の評価及び利用児童の状況について、都が
１月に実施した原籍施設復帰児童の調査結果を教
育関係者との連絡協議会で共有した。

・引き続き、原籍施設及び教育関係者（都・区教育
委、学校）と協力しながら、児童の原籍施設への復
帰を支援していくとともに、事業の検証、課題把握
を行い、都及び教育関係者と連携してモデル事業
の総括をしていく。

児童養護施設退所
児童のアフターケア
の充実

・アフターケア実施
率51.7％ (2016年度)

・退所（予定）児童の
状況を踏まえて計画
的なアフターケアの
実施
・退所した児童を支
援する行事の開催
等、各園でアフター
ケアに繋がる取組を
実施

・アフターケア実施
率53.4％ （335人実
施）

・アフターケアの対象となる退所児童（2018年度
627人）の中には、児童本人や親族が連絡を拒否し
たり、住所不明等によりアフターケアの実施が困難
な児童（同119人19.0％）や、生活が安定しているた
め園との接触に消極的な児童（同173人27.6％（他
児童等を通じて状況は把握））がおり、これらを除
いた全ての児童について、アフターケアを実施し
た。
・各園に配置した自立支援担当者（自立支援コー
ディネーター、自立支援スタッフ）が中心となって、
職場や家庭訪問、電話相談等を行った。
・６施設の自立支援担当者会議を毎月開催し、各
園の退所児童の情報交換を行い、支援方法を相
互に確認した。
・退所児童の誕生日等にメールを送付したり、園行
事の案内送付、ＯＢ会の開催等、退所児童が園に
連絡しやすい環境を作ってきた。
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③／ 5戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

　

団体自己評価

障害児者施設の地
域移行支援の充実

・障害児者施設から
の地域移行者数20
人（2016年度）
・グループホーム数
９か所

・重度の障害に対応
できるグループホー
ム設置の促進（新規
１か所開設）

・障害児者施設から
の地域移行者数23
人
・グループホームの
ユニット１か所新設

・重度の障害に対応したグループホームのユニット
を2018年４月１日に開設し運営を開始している。
（定員７人で東村山福祉園から５人入所）
・2019年４月１日にグループホームの女性専用ユ
ニットを開設するため準備を行った。
・保護者・家族の理解を得ながら、利用者の障害特
性に合わせた移行先の開拓、移行に向けた課題
の整理・調整等に取り組み、福祉型障害児入所施
設から20人、障害者支援施設から３人をグループ
ホームに移行させた。

・2019年４月１日に、重度の障害に対応したグルー
プホームの女性専用ユニットを開設した。（定員７
人）
・引き続き、地域への移行が可能な利用者につい
て、保護者・家族の理解を得ながら、利用者の障
害特性に合わせた移行先の開拓、移行に向けた
課題の整理・調整等の地域移行支援に取り組んで
いく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針
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④／ 5

④

④

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 地域の支援ニーズへの対応

戦　　　　　　略 地域生活を支えるサービスの充実

３年後の到達目標
　各施設が地域の社会資源として地域の福祉ニーズに的確に対応し、地域で支援を必要とする住民を対象としたサービスを充実することで、地域福祉の向上に寄与している。
・施設整備等の機会に地域生活を支えるサービス（通所・短期入所等）を拡充している。

団体自己評価

希望の郷東村山の
整備に伴う通所・短
期入所の拡充

・東村山福祉園での
通所（生活介護）定
員20人

・通所（生活介護）定
員25人（2017年度か
ら５人増）
・新たに短期入所定
員10人

・通所（生活介護）
定員25人（４月１日
から）
・短期入所
定員10人（４月１日
から）

・通所(生活介護）は、定員５人増の25人で事業を
行った。延べ利用者数は、希望の郷東村山の2018
年度事業計画を上回った。
※通所（生活介護）延べ利用者数
　計画：6,100人
　実績：6,395人（計画達成率104.8％）
・４月より新たに定員10人の短期入所事業を開始
した。（施設開設初年度のため、東村山福祉園から
の継続利用者のみを対象として開始した。）開始直
後の４月は施設開設初年度で入所利用者が適応
不調であったため、利用者の受入れを停止してい
たが、受入れを開始した５月以降は積極的に受け
入れた。
※短期入所延べ利用者数
　計画：2,920人
　実績：1,788人（計画達成率61.2％）

・通所（生活介護）については、2019年度に定員を
５人増やし30人とし、引き続き利用者を積極的に受
け入れ、地域福祉の向上に寄与していく。
・短期入所については、2019年度から新規登録・利
用を開始し、利用者を積極的に受け入れていくこと
で地域の福祉ニーズに応えていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・希望の郷東村山の通所（生活介護）について
は、計画どおり開設し、生活環境が変わり適応
不調となった利用者がいた中でも、2017年度
の東村山福祉園における高い計画達成率
（105.8％）と同水準（104.8％）を維持するととも
に、短期入所については、新規登録者を抑制
した中でも、一定の利用実績を保った。

・東村山福祉園においても、５月28日の仮設建
物への移転から１か月程度、生活環境が大き
く変わった入所利用者の適応不調により、短
期入所事業の利用者の受入れ停止等の対応
を迫られたものの、施設入所利用者とマッチン
グできるよう利用ユニットの調整に取り組み、
最終的には計画を上回る数の利用者を受け入
れた。

・両園を合わせて、通所（生活介護）の延べ利
用者数は、5,162人（2017年度）から6,395人
（2018年度）に大幅に増加し、短期入所の延べ
利用者数は、新規登録者の抑制や受入れ停
止等の対応を迫られた中でも、3,507人（2017
年度）から3,597人（2018年度）に増加する等、
地域福祉の向上に寄与する成果を上げた。

東村山福祉園の改
築に伴う通所の充実
に向けた検討

・地域の障害児向け
のサービスとして短
期入所、日中一時支
援の実施

・施設の改築に向
け、仮設建物への移
転

・５月28日移転実施

・短期入所事業は今年度より定員８人で事業を
行った。
・短期入所利用者は施設入所利用者と同じユニット
を使用しているが、移転前は移転準備のため、移
転当初は施設入所利用者が生活環境の変化によ
り適応不調であったため、５月９日から６月17日ま
で短期入所利用者の受入れを一時停止した。
・受入れを再開した６月18日以降は、短期入所利
用者の年齢・性別・障害特性に応じ、可能な限り、
施設入所利用者とマッチングできるよう利用ユニッ
トの調整を行い、円滑な事業の実施に努めた。
・事業の対象は障害児であるため、休日利用が中
心となっており、６月18日以降の土日祝日夏休み
は90.7％の高い利用率となり、延べ利用者数は、
東村山福祉園の2018年度事業計画を上回った。
※短期入所延べ利用者数
　計画：1,800人
　実績：1,809人（計画達成率100.5％）
・日中一時支援事業については、対象の市（東村
山市、東大和市、小平市）から確実に利用者を受
け入れ、仮設建物移転後も安定して事業を実施し
た。
・移転後は、従来は確保できなかった専用スペース
を確保し、個別に配慮が必要な利用者に対しても、
それぞれに合った学習や遊びの機会を提供した。
（延利用者数127人）

・短期入所については、関係機関にＰＲ用のパンフ
レットを配布し、事業の認知度を上げ、より多くの利
用者を受け入れることで、地域の福祉ニーズに応
えていく。
・日中一時支援については、引き続き安定的に事
業を実施し、地域の福祉ニーズに応えていく。
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④／ 5戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

・都の調整結果及び自主運営施設の経営状況分
析のためのコンサルティングの調査結果報告
（2019年５月末予定）を踏まえ、改築に向けた検討
を進めていく。

対応方針

日野療護園改築に
伴う通所・短期入所
の拡充に向けた検
討

・短期入所定員４
人、通所（生活介
護）定員５人

・改築の基本計画の
検討
・地域の支援ニーズ
の把握、通所・短期
入所等の拡充の検
討

・改築の基本計画の
検討会を開催（開催
回数６回）

・改築に向けた検討会を開催した。
・改築に伴う課題等を洗い出し、都に調整を依頼し
た。

団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析
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⑤／ 5

⑤

⑤

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 既存の施設のあり方の検討

戦　　　　　　略 都立施設のあり方の見直しへの対応

３年後の到達目標
　事業団が、都立施設や民間移譲先運営事業者として、将来にわたり施設を安定的に運営していくための中長期的な計画が確立されている。
・都立施設のあり方の検討状況を受けて、事業団としての施設の適正規模・支援体制等の検討が進んでいる。

・都における都立施設のあり方の検討の場に
参加し、職員確保や施設管理の実態を踏まえ
た意見を述べる等、運営事業者としての役割
を果たした。

団体自己評価

事業団運営施設の
あり方の検討

・都の都立施設の民
間移譲の方針のも
と、民間移譲先運営
事業者の応募に参
加できる条件を整
え、２施設の移譲を
受ける。

・都における都立施
設のあり方の検討
状況を受けて、事業
団として施設の適正
規模・支援体制等の
検討を進める。

・都立施設のあり方
に係る都との打合
せに参加（４回）
・個別施設に係る都
との打合せに参加
（３回）

・都における検討の場に参加し、事業団としての意
見を述べてきた。
・建替等の課題がある個別の施設についての検
討の場に参加し、事業団としての意見を述べてき
た。

・引き続き、都と連携しながら事業団としての施設
の適正規模・支援体制等の検討を進め、2019年度
に策定する第Ⅱ期中期経営計画（2020年度～
2024年度）に反映させていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針
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＜戦略①支援技術の継承と将来の法人・施設経営を担う人材確保・育成に向けた取組強化＞
・全業種と比べ介護関連の有効求人倍率が高い中、採用ＰＲ事業の充実等により102人の採用者を確保したことや、働きやすい職場環境整備による離職防止対策の実施により民間の介護職の離職
率を大幅に下回る目標である11.7%以下を維持していることは、高く評価できる。また、「業務の手引き」の作成を行ったことや、管理監督職層に占める固有職員の割合を大幅に引き上げた
（18.9%（2017年度）→33.7%（2019年度当初））ことも、支援技術の確実な承継や人材育成の観点から評価できる。

＜戦略②法人運営体制の基盤強化＞
・法人の運営体制の基盤強化に向け、組織体制の見直しやＩＴ環境の整備・統一化、事務の効率化など着実に取組が進んでいる。さらに、自主運営施設の収入増・経費削減に積極的に取り組む
などの経営努力を行い、2017年度を大幅に上回る積立金を確保したことは、高く評価できる。

＜戦略③利用者のニーズに対応した専門的支援を提供する体制の強化＞
・強度行動障害支援者養成研修の受講者数やグループホームの増設等による障害児者施設からの地域生活移行については、計画値より大幅に上回った実績を残している。さらに、連携型専門ケ
ア機能モデル事業についても着実に連携施設数を伸ばすとともに、児童養護施設退所児童のアフターケアについても、実質的な対象者全員に対して支援を実施する等、いずれの取組も大きく前
進している。事業団全体の経営努力に加え現場職員の継続した努力が見え、高く評価できる。

＜戦略④地域生活を支えるサービスの充実＞
・希望の郷東村山及び東村山福祉園の通所（生活介護）・短期入所の延べ利用者数は、大幅に増加しており（通所（生活介護）：5,162人（2017年度）→6,395人（2018年度）、短期入所：3,507
人（2017年度）→3,597人（2018年度））、両園ともに十分に具体的成果を上げていると評価できる。また、東村山福祉園においては、短期入所の利用率が90%を超えており、地域の福祉ニーズ
に応え安定的に事業を実施していると言える。開設初年度の施設等にも関わらず、団体の経営努力により取組が進んでおり、非常に高く評価できる。

＜戦略⑤都立施設のあり方の見直しへの対応＞
・都立施設のあり方の見直しという大きな課題に対し、職員確保や施設管理の実態を踏まえた意見を述べる等、事業運営者としての役割を確実に果たしていると評価できる。引き続き、都と連
携し、３年後の到達目標の達成に向けた取り組みを期待したい。

＜定性評価＞
・上記以外の取組として、高齢者グループホームの認知症利用者等のために開発された機器（見守り支援システム）を、重度の身体障害者への支援に応用した取組は、先駆的・先進的な取組と
して評価できる。導入に向けた開発業者との調整や１年間のデータ収集、システム改良を経て、高齢分野で発展した技術を障害分野に応用しており、団体の経営努力が認められる。さらに、他
法人から当該機器の見学を受け入れる等、波及効果も生まれてきている。このように、当該取組は、団体のみのサービス向上等にとどまらず、公的団体として、業界全体の利用者サービスの向
上・職員の負担軽減に大きく寄与する可能性があり、非常に高く評価できる取組である。一方、利用者の支援に関し重大な問題が発生したことに対し、研修実施や管理体制の見直しなどの改善
報告が提出された。今後も引き続き改善策の徹底が求められる。

以上のことから、「３年後の到達目標」に向け、全ての戦略及び戦略以外の取組について優れた成果を上げていることを高く評価する。引き続き、児童養護・障害児（者）支援に関し、高い専
門性を発揮するプロフェッショナル集団として、福祉の向上に貢献することを期待している。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都社会福祉事業団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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（公財）東京都保健医療公社

・　新入院患者数の確保やコスト削減に努め、地域医療確保事業会計医業収支比率の向上（平成28年度89.6％→平成32年度90.8％（＋1.2ポイント））
・　後発医薬品の導入促進と医薬品購入品目の標準化
（後発医薬品の数量シェア目標　平成30年度85％、平成31年度87％、平成32年度90％）

３年後の到達目標

経　営　課　題 病院間の効率的な経営情報の共有

スケールメリットを生かした経営

スケールメリット等を
生かした契約手法
の導入

・共同購入の推進
（平成20年度～）
・後発医薬品の導入
促進（国の目標80％
は達成済）と医薬品
購入品目の標準化

・高額医療機器の保
守委託契約の見直
し（試行・効果検証）
・医薬品等の共同購
入の更なる推進
・医薬品のコスト削
減手法検討
・契約交渉権獲得入
札等の柔軟な契約
手法の検討

戦　略

団体自己評価

・放射線画像管理シ
ステムの保守委託
契約の見直しにより
約900万円を削減

・CT・MRI等の保守
委託契約の見直し
により約1,100万円
を削減

・電力契約の見直し
により、約5,300万円
を削減

・コピー用紙・トナー
等の契約を見直し、
約2,800万円を削減

・医薬品の共同購入
の推進や契約交渉
により約5,000万円
を削減

・契約交渉権獲得入
札を試行的に実施

・契約後に価格交渉を行う契約交渉権獲得入札に
ついて、試験的に導入し、効果に基づく検討を行っ
た。

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

・後発医薬品の導入
促進により、後発医
薬品シェアを91.6％
に拡大

・放射線画像管理システムの保守委託について、
スケールメリットを生かすため、病院毎に行ってい
た契約を事務局による一括契約に見直すととも
に、見直した契約手法について多職種の職員で効
果検証を行い、同一手法による2019年度契約では
更に契約額を削減した。

・各病院１種以上の医薬品について、有効性と経
済性に基づいた医薬品フォーミュラリー（薬剤選択
基準）を導入するなど、後発医薬品の導入を促進
した。

・コピー用紙・プリンタートナーの購入及び電子カ
ルテシステムの保守を事務局での一括契約に見
直し、2018年度対比で契約額を削減した。

・各病院個別に行っていた電力契約について、事
務局において2019年度からの３年間の一括契約
に見直し、契約額を3年間で約1億5,800万円削減
した。

・2019年度準備契約で、新たにＣＴ・ＭＲＩ等の保守
委託を事務局での一括契約とするとともに、コンサ
ルティング会社等との契約により購買力・交渉力を
活用できる新たな契約手法を導入し、契約額を削
減した。

○地域医療確保事業会計医業収支比率
　　　　　　　　　　　　　2018年度実績：89.4％

・医業収支比率に関しては、他の戦略におけ
る連携医との医療連携の強化等の取組を通
じ新入院患者数が前年度より増加し、医業収
入が前年度対比で６億円（1.3％）増加したこと
に加え、支出に関しても放射線機器の保守委
託契約等へのスケールメリットを生かした一括
契約の導入や医薬品の共同購入の推進など
に取り組んだことでコスト削減を図った。しか
し、退職金の増加や医師不足に対応するため
の非常勤医師の増加による人件費の増加、
看護師不足に対応するための人材紹介・人材
派遣の活用による委託費の増加等が大きく影
響し、2018年度の地域医療確保事業会計医
業収支比率は、89.4％となった。
2019年度は、2018年度中に行った準備契約
における経費削減の効果を収支に反映しつ
つ、さらなる収支改善に向け、事務局機能を
発揮しながら、一層の収入確保・経費縮減の
取組を強化し、経営改善を図っていく。

○後発医薬品シェア　2018年度実績：91.6％

・後発医薬品シェアについては、共同購入や
医薬品フォーミュラリーの導入等により、2018
年度実績は2018年度目標値の85％を大きく
超える91.6％となり、後発医薬品の導入促進
と医薬品購入品目の標準化に取り組んだ成
果が表れた。

・スケールメリットを生かした契約手法について
は、実績を踏まえながら、対象の拡大について検
討していく。

・公社推奨後発医薬品の選定方法について、改善
策を洗い出したことから、今後各病院との調整を
進めていく。

・契約交渉権獲得入札については、契約担当者の
事務が増すことも確認されているため、対象案件
を定めながら公社全体に展開していく。

・医薬品の共同購入の推進では、医薬品標準品
目の選定に向け、同種同効薬の一覧を作成し、各
メーカーの競争による効果的な価格交渉を行った
ほか、更なる効果的な標準品目選定方法の検討
を行った。
・薬剤師が同種同効薬検索や平均納入価格の調
査に活用できるベンチマークシステムの使用環境
の整備や、従前の交渉時にはなかった、薬品ごと
の納入価格の推移、後発薬品の影響、同種同効
薬の状況、ベンチマーク比較等の資料を作成し、
契約交渉に活用することで、予定数量ベースでの
医薬品の契約価格を削減することができた。

・医薬品の共同購入の推進にあたっては、引き続
き更なる効果的な標準品目選定方法の検討を
行っていく。
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戦　略

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

人材育成の推進

対応方針 団体自己評価

経営ノウハウの蓄
積に向けた仕組み
の構築

・情報共有の方法に
ついて検討

・６病院や都立病院
との合同研修を実
施

・６病院や都立病院
との合同の研修に
ついて、研修内容を
精査（試行実施）

・グループウェアを
活用した情報共有
ツールの立ち上げ

・病院独自に実施し
ているベストプラク
ティスの共有

・看護職員を対象とした６病院合同による研修を
実施し、公社における人材育成の推進を図った。

・公社が主催した経営に関する講演会（３回）と、
都立病院主催の講演会（１回）及び公社・病院経
営本部共催による講演会（１回）に相互に参加し、
経営改善に資する講演を合同で聴講した。

・引き続き、東京都が主催する看護職員や各コ・メ
ディカル職員などの職種に応じた研修への参加を
支援した。

・引き続き６病院合同の研修の実施に加え、実績
を踏まえた研修内容の精査を行っていく。

・看護職員合同研修
の実施（２０研修）

・都立、公社それぞ
れが開催する講演
会等への相互参加
（５回）

・東京都が主催する
職種ごとの研修へ
の参加

・病床利用率等を把
握する情報共有サ
イトを立ち上げ

・病院運営に有益な
病院独自の取組を、
会議を通じて公社全
体へ展開

・公社共通のグループウェアにより、各病院の診
療科ごとの病床利用率等の実績を把握する情報
共有サイトを6月に立ち上げたほか、同一職種間
での情報共有を行う職種別情報共有サイトも合わ
せて整備し、各職種の科長会等で説明を行うな
ど、活用の促進を図った。

・「病院内部の共有サイトでの予約患者数の目標
設定及びリアルタイムでの進捗状況の共有」など、
各病院との意見交換会などを通じて得られた病院
独自のベストプラクティスについて、事務局が集約
し、事務局主催の会議等を通じて公社全体で共有
し、他病院に展開することで経営改善に資する情
報を共有した。

・情報共有サイトのさらなる有効活用に向けて検
討していく。

・病院経営に有益な情報を共有できるよう、会議
体や共有サイトなどの様々な媒体を活用しなが
ら、効果的な展開手法を検討していく。

　

・引き続き講演会の実施等、東京都と連携を取り
ながら、有用な研修の実施や相互参加に向け調
整を行っていく。
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戦　略

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

都施策協力に向け
た企画力の強化

・これまでも都施策
に協力し、都施策実
現に向けた取組を
実施

・東京都との調整

対応方針 団体自己評価

・2018年度に行ったデータ分析の結果に基づき、
各病院において都立病院との連携の具体的な方
策について、調整を進めていく。

・内部業務についてキャッシュレス決済の実現に
向けた検討など、2018年度の取組を一層加速させ
るほか、RPAの導入検討など、都が進める「しごと
改革」の動向を注視しながら、公社における業務
改善を進めていく。

・新たな内部統制システムに基づき、公社としての
コンプライアンス強化に取り組んでいく。

・新たに各病院の副院長等により構成される準備
委員会を公社内に設置し、2020大会開催に伴う諸
課題への対応方針を検討していく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・引き続き三宅島への派遣など、必要な人的支援
を行っていく。

・病児・病後児保育事業については２病院での運
営を進めるとともに、自治体からの要望に対し柔
軟に対応していく。

・2019年度は、残り３病院でJMIP認定を目指すな
ど、外国人患者受入環境整備をさらに強化してい
く。

・三宅村中央診療所
及び町立八丈病院
への医師の派遣

・公社病院と都立病院での連携施策の企画・立案
に向け、東京都よりDPCデータを収集し、公社内
部の検討体制において、各病院の診療エリア等の
分析を実施した。また、豊島病院と都立大塚病院
においては、分析結果に基づいた意見交換会を実
施するなど、各公社病院で隣接する都立病院との
連携可能性について、調整を開始した。

・東京都が進める「しごと改革」施策と軌を一にし
た取組として、大型電子ディスプレイを活用した
ペーパーレスの取組を進めたほか、全病院での交
通系電子マネー等に対応したキャッシュレス決済
の導入や公社内の業務における現金取扱いの現
況調査の実施など、キャッシュレスの取組を推進
した。
・監理団体改革の実施方針に基づく取組として、
法人としての機能強化に向けた内部統制システム
の検討を行い、新たに「内部統制に関する基本方
針」「公社役職員行動規範」「コンプライアンス規
程」を整備した。

・東京オリンピック・パラリンピック2020大会におけ
る医療サービスの提供体制の構築に向け、公社
からの医療スタッフの派遣に向けて調整を行っ
た。
・大久保病院、荏原病院、豊島病院において、多
言語による診療案内や、異文化・宗教に配慮した
対応などが認められ、外国人患者の受入れに資
する体制を認証するJMIPの認証を受けたほか、
大久保病院で福祉保健局の「外国人患者受入れ
環境整備事業」を受託し、地域における会議体の
設置などを通じて、外国人患者の受入環境の整備
に貢献した。

・島しょ部への医師派遣の協力として、平成21年
度から実施している三宅村中央診療所への医師
派遣に加え、町立八丈病院での小児科医師不足
に対し、公社内部での調整に基づき医師派遣を
行った。

・多摩北部医療セン
ターでの病児・病後
児保育室の運営及
び、東部地域病院で
の病児保育室の新
規開所

・引き続き多摩北部医療センターにおいて、東村
山市からの受託による病児・病後児保育室の運営
を行うとともに、葛飾区・足立区から新たに受託す
る東部地域病院での病児保育事業の実施に向け
て関係各所と調整を行い、2019年2月1日から運営
を開始し、病児・病後児保育事業へ貢献した。

・都立病院との連携
施策の企画に向け
た分析の実施

・東京都の「しごと改
革」と軌を一にした
ペーパーレス・
キャッシュレスの取
組の検討・実施

・監理団体改革の実
施方針に対応した
内部統制システム
の構築

・東京2020大会への
医療スタッフ派遣に
向けた調整を実施

・３病院でのJMIP認
証や「外国人患者受
入れ環境整備事業」
の受託による、都が
進める外国人患者
受入環境の整備の
推進
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・病院業績評価制度として、経営目標の達成状況を
基に、備品更新経費と研究研修費の配付を行っ
た。

・経営改善に向けたモチベーションの一層の向上を
図るため、単年度の自己収支比率等の評価基準を
前年度実績に対する増減値から、目標値に対する
増減値に変更するなど、業績評価項目の一部見直
しを行った。

・地域の医療需要や
診療実績を踏まえた
即応が可能となる、
経営企画機能の強
化を検討
・引き続きＢＳＣの活
用（有効な指標の検
討）

・引き続き、より効果的な制度実施に向けて検討・
見直しを行っていく。

・経営改善意見交換
会における課題の進
捗管理や病院ベスト
プラクティスの共有
による会議体の機能
強化により、経営企
画機能を強化

・経営目標管理にお
けるスケジュールの
見直しやSWOT分析
の活用

・収支改善に向けた
目標を掲示し、公社
全体で取組を推進

・病院と事務局による経営改善意見交換会では、新
たに病院の懸案事項や意見交換会で出た課題を集
約し、進捗管理を行うことで、積極的な課題解決を
促した。また、全病院の院長が集まる経営会議を活
用し、各病院のベストプラクティスの共有や、講師を
招き公社が抱える課題に関する講演会を開催する
など、各病院の経営改善に資する情報の提供を
行った。

・経営目標の管理を年度当初から行うべくスケ
ジュールの見直しを行うとともに、経営改善を目指し
た病院経営を図るため、SWOT分析に基づく目標管
理に見直しを行うなど、経営目標の管理に関して改
善を図った。
・公社を挙げて収支改善に取り組んでいくため、
2018年度には公社全体での黒字、2019年度には全
病院合計の全体収支差額で黒字を目指すとした段
階的な目標を掲げ、公社全体で在院日数の適正化
等の収入確保や一層の経費縮減等の収支改善に
取り組んだ。その結果、2018年度は、全病院合計で
の収支差額黒字化を達成した。

・既存の会議体については、それぞれの会議の役
割を踏まえながら、さらなる効果的・効率的な運用
に向けて、資料の見直し等に取り組んでいく。

・改善した経営目標について、進捗管理状況を踏ま
えながら、更なる効果的な管理手法について検討を
行う。

・収支改善に向けて掲げた段階的な目標を着実に
達成するため、収支改善の重要性を公社全体で共
有し、2019年度は全病院での全体収支差額黒字化
を目指す。

病院業績評価制度
の導入

業績評価制度の検
討

・制度検討後、試行

・各病院の経営努力
に基づき備品購入経
費等を配分する病院
業績評価制度の実
施
・次年度のより効果
的な実施に向けた項
目の一部見直しの実
施

団体自己評価

柔軟な人員の運用

・「公益財団法人東
京都保健医療公社
の業務の運営に関
する協定書」に基づ
く、予算・人員等に係
る東京都への協議

・東京都と調整し、人
員の柔軟な運用方
法等を検討

・柔軟な人員管理手
法の運用方法を整
備

・診療報酬改定等に即応可能な医師の新たな人員
管理手法について、東京都との調整に基づき、考え
方・運用方法を整備し、導入に向けて制度の概要・
運用方法について周知を行った。

・医師の柔軟な員管理手法の運用を進め、効果検
証を行っていくとともに、実施状況を踏まえ、より効
果的な事業運営が可能となるよう検討していく。

・効率的な運営による経営改善を目指し、経営
目標管理においてSWOT分析の活用やスケ
ジュールの見直しを行った。また、2018年度期
中において収支改善に向けた目標を具体的に
定め、全病院で在院日数の適正化等による収
入確保や一層の経費縮減に取り組み、経営管
理体制の強化を通じて、2018年度の経常収支
を約３億円の黒字とすることができた。

・柔軟な人員の運用は、医師の柔軟な人員管
理手法について、東京都との調整を実施し、運
用方法を整備した。今後は制度の活用により
医師の柔軟な配置を行うことで、収入を増やし
収支改善を図っていく。

・経営管理体制の整備としては、会議体の機能
強化や目標管理体制の改善を図るなど、着実
に取組を推進できた。

経営管理の体制整
備

・既存の会議体を再
編整備し、経営管理
体制の見直し
・ＢＳＣ（バランススコ
アカード）（※６）を活
用

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 迅速な経営判断を可能とする仕組みの整備

戦　　　　　　略 より効率的な運営のあり方の検討

３年後の到達目標
・　柔軟な人員の運用
・　経営管理体制や業績評価制度の整備

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度
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団体自己評価

特定行為に係る看
護師の育成

 ・特定行為に係る
看護師の育成につ
いて、決定

 ・研修受講開始
　（豊島病院、大久
保病院で試行し、２
名受講）

・各病院で必要な手
順書を作成

・新たに東部地域病院・荏原病院で受講者を決定
し、４月から通学を開始するとともに、特定行為研
修を終えた看護師の有効な活用方法について、検
討を進めていく。

・公社運営を担う人材の確保・育成として、管
理職候補者研修や看護師の施設間研修を通
じて公社固有職員の管理職育成に取り組むと
ともに、資格取得・自己啓発支援などにより、
職員の専門性向上に着実に取り組んだ。

○特定行為に係る看護師
　　　　　　　2018年度実績：２病院で受講修
了

・2018年度は、特定行為に係る看護師の研修
を計画通り２病院で行うとともに、研修を終え
た職員を患者支援センターで活用し、地域包
括ケアシステムの構築に貢献していく人材の
育成・活用を推進した。

・公社の持つ公的な使命の遂行や病院運営
の安定化に貢献できる事務職員を育成してい
くため、事務職員の活性化を図る新たなプロ
ジェクトを開始し、チューター制度を整備する
など、「公社運営を担う人材」という視点を加え
た育成に向け、大きく舵を切ることができた。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・医事研修の充実

・職員のデータ分析
能力の向上を目指
した大学院派遣研
修や経営分析調査
分科会の実施

・医事研修については、研修内容を追加し、より効
果的に医事業務の知識を習得しうる研修に強化し
た。

・病院経営に必要となるDPC等のデータ解析スキ
ル習得に向け、豊島病院より1名が大学院派遣研
修を受講したほか、各病院の職員で構成される経
営分析調査分科会での分析調査・研究を通じて、
職員のデータ分析力向上を図った。

経　営　課　題 公社に期待される役割を果たすことが出来る人材の育成　

戦　　　　　　略 専門性を高め、地域に貢献できる人材の育成、活用

３年後の到達目標
・　特定行為に係る看護師について、豊島病院、大久保病院の2病院でモデル的に実施。
計画的に受講修了者を増加し各病院に１名以上配置する等、公社職員のスキルアップを図る。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

・２病院で各１名が
研修修了するととも
に、受講修了生の
活用

・特定行為の実施に
必要となる手順書の
作成

・特定行為研修について、大久保病院、豊島病院
で各1名が研修を修了し、上期で研修を終えた大
久保病院においては、患者支援センターにおいて
在宅移行患者等の対応を行った。

・特定行為の実施に必要となる手順書について、
特定行為研修中に作成・使用した手順書を、病院
において見直し及び更新を行った。

・事務職向けの研修
の継続実施（８研
修）

・専門性を高めていくための会計知識や施設管理
研修などを引き続き実施した。

・管理職候補者研修
の実施及び充実に
向けた検討

・放射線科都立病院
派遣研修の実施

・施設間派遣研修の
実施に向けた検討

・引き続き管理職候補者研修を実施するとともに、
受講生に対するアンケート等を通じ、充実に向け
た検討を行った。

・放射線科において都立病院への派遣研修を行
い、職制別の研修として、課長代理・放射線主任
技術員が係わる放射線業務を実地研修として実
施した。

・看護職員の施設間での派遣研修の実施に向け、
調整・検討を進めた。

事務職員の経営ス
キルの向上

 ・会計知識や経営
分析、医事請求事
務等、事務局にて研
修を開始
・診療報酬算定業務
の直営化施設での
人材育成
・ＤＰＣ等のデータ解
析に係る大学院派
遣研修

・現在開始している
研修は引き続き継
続
・現在実施している
研修も含め、体系的
な研修計画の策定、
研修開催に向けた
準備

・実施状況を踏まえながら、研修内容の充実に向
けた検討を行っていく。

・看護部施設間研修については、都立病院または
他施設との研修の実施に向けた検討を行ってお
り、研修期間や派遣先等、年度内または次年度の
試行に向け検討を進めていく。

・引き続き、より効果的な研修を行えるよう、適宜
見直しを図っていく。

・経営分析調査分科会においては、分析力の向上
に加えて、経営改善策を実現させる提案・企画力
の強化も図っていく。

・事務職活性化に向
けたプロジェクトの
推進体制を構築し、
事務職員の効果的
な育成方法などを検
討
・チューター制度の
要綱等を策定

・各病院の事務長等を集めた事務長連絡会や各
病院若手職員で構成する事務活推進会議を発足
し、職員参加での事務職活性化に向けたプロジェ
クトの推進体制を構築し、より効果的な育成方法
などの検討を開始した。

・新規採用職員の円滑かつ効果的に育成していく
ため、2019年度からの導入に向けチューター制度
の要綱等を整備した。

・「ひと」、「しごと」、「組織」の３本柱で活性に向け
た取組を進めていくものとして、キャリアパスの明
確化、既存業務の整理、事務職員を育成する体制
整備などの取組を進めていく。

・2019年度４月からチューター制度の運用を開始
し、運用状況を踏まえながら、適宜見直しを行って
いく。

固有職員の管理職
の育成 ・研修等の実施

 ・研修充実に向け
た計画立案
・看護部の施設間派
遣研修の検討
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

 ・処遇の改善を検
討
・拡充、さらなる活用
方法を検討

・更なる処遇の改善については、引き続き検討を
行い、必要に応じて、関係機関と調整を行う。

・現行制度の活用状況を調査し、利用状況を注視
しつつ、制度策定の必要性を含めて検討していく。

短時間勤務制度等
柔軟で多様な働き
方を可能とする環境
の整備

 ・育児・介護を行う
各種休暇や勤務時
間制度の導入、各
職場の状況に応じ
た柔軟な勤務時間
設定

・制度等の検討
・短時間勤務制度を
改正し、運用を開始

・2018年４月から、育児短時間勤務制度の対象と
なる子を小学校就学の始期から中学校就学の始
期に拡大し運用を開始するとともに、制度の周知
や職員からの問合せ対応を行った。

・医師事務作業補
助・看護助手の賃金
単価に、勤続年数に
基づき増額する制
度を導入
・医師事務作業補助
の状況調査を実施

団体自己評価

資格取得支援や自
己啓発支援の実施

 ・職種の特性に応じ
た資格取得支援や
自己啓発支援を実
施

 ・支援のあり方を検
討

・資格取得支援対象
資格の新規９資格
の追加及び、資格
更新の対象を22資
格に拡充

・効果的な支援のあり方を検討し、新規に９資格を
対象とするとともに、資格の更新についても、支援
の対象を22資格に拡充するなど、支援の充実を
図った。

・2018年度の実績を踏まえ、引き続きニーズの高
い資格に対して支援を行っていけるよう、随時見
直しを図っていく。

　

医師事務補助・看護
助手の活用

 ・医師事務補助・看
護助手を採用し、タ
スクシフトを実施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・各病院の医師事務作業補助・看護助手（アルバ
イト職員）の賃金単価について、2019年4月より、
勤続年数に基づき賃金単価を増額する制度を導
入し、処遇改善を図った。

・医師事務補助の更なる活用に向け検討を行うた
め、各病院における配置状況や管理方法、育成の
状況等について調査を実施した。
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・在宅医やケアマネ
ジャー、介護事業所
等への講演会や勉
強会を開催

・講演会や勉強会の
実施
・地域のニーズに応
じた看護師等の訪
問看護への技術支
援
・定期的な情報交換
の実施

対応方針

訪問看護師との切
れ目のない連携の
構築

・救急隊との意見交
換会や消防署訪問
等を通じたニーズ把
握

・円滑な救急受入体
制の構築検討

・引き続き円滑な救急受入体制の構築に努めると
ともに、多摩南部地域病院、多摩北部医療セン
ターでの総合診療内科医の配置の状況などを踏
まえながら多様な取組を進める。

・引き続き病棟看護師の活用や地域のニーズに応
じた支援を行い、地域医療機関と切れ目のない連
携を構築していく。

・円滑な救急受入体
制の構築に向けた
検討の実施

・各病院で救急実績等や多摩南部地域病院及び
多摩北部医療センターでの総合診療医の実績を
踏まえながら、適宜受入体制の検討を行った。

・病棟看護師の退院
前・退院後訪問への
参加を促進
・認定看護師による
訪問看護ステーショ
ン向けのセミナー開
催
・在宅看護交流会等
の開催

・病棟看護師の退院
前・退院後訪問への
参加の促進

・大久保病院において、患者支援センター看護師
と病棟看護師が連携し必要時に訪問実施を行うな
ど、病棟看護師の退院前・退院後訪問への参加を
促進させた。
・認定看護師による訪問看護ステーション向けの
セミナーや在宅看護交流会等を開催するととも
に、東部地域病院で医療従事者等へのコンサル
テーションの実施や大久保病院での認定看護師
による研修会を開催するなど、地域のニーズに応
じた技術支援を実施した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・患者支援センター
の設置
・東部地域病院等で
看護専門外来を設
置

・福祉指導（ＭＳＷ）
や地域の在宅医、
介護関係者と「顔の
見える関係」の構築
に向けた意見交換
等を実施
・看護専門外来の設
置検討

・引き続き、地域包括ケアシステムの構築に向け、
地域の在宅医や介護関係者に対し技術支援等を
行い、「顔の見える関係」の構築を目指した取組を
進めていく。

・公社がこれまで培ってきた医療連携のノウハ
ウを活用して、介護等の保健・福祉を含めた
連携を進め、区市が進める地域包括ケアシス
テムの構築に貢献していくため、コンサルテー
ションの実施や認定看護師による研修会の開
催や指導・相談のほか、訪問看護ステーショ
ン向けのセミナー等による技術支援を行うな
ど、公社病院が有する知識を地域にフィード
バックし、在宅移行支援を推進した。その結
果、介護支援等連携指導料算定件数が、
2017年度の1,001件に対し、2018年度は1,151
件となるなど、着実に取組を推進した。

・救急隊との意見交換や消防署訪問を通じた
ニーズ把握等に基づき、積極的な救急受入れ
に努めた結果、救急応需率は2017年度の
78.3％を上回る79.2％を達成し、在宅療養患
者の急性増悪時の受入れを含めた救急の円
滑な受入れ体制の整備を着実に推進した。

・総合診療医については、多摩南部地域病
院、多摩北部地域医療センターにおける導入
の成果を踏まえながら、公社全体での展開に
ついて検討を行っていく。

急性増悪時の積極
的な受入れを含め
た救急体制の整備

・24時間365日受入
可能な体制を維持
・救急隊との意見交
換会等を実施

・かかりつけ医の普及に関しては、引き続き医師
会と連携しながら、地域住民に向けて周知を図っ
ていく。

・在宅医や介護事業
所等に対する講演
会や勉強会の実施

・コンサルテーション
や認定看護師によ
る研修会の実施

・連絡会の開催を通
じた情報交換の実
施

・住民向け講演会を
活用したかかりつけ
医制度の普及

・公社が有する知識を講演会や勉強会を通じて共
有を図った。

・東部地域病院でのコンサルテーションの実施や
大久保病院での認定看護師による研修会の開催
など、地域のニーズに応じた技術支援を実施し
た。
・連絡会等の開催により、双方の現状・ニーズを理
解しあうことができ、円滑な在宅移行支援の実現
に寄与した。

・公社病院が開催する住民向け講演会において、
地元医師会と共同でかかりつけ医制度の普及を
行うなど、地域医療に関する情報提供を行った。

在宅医や介護施設
等への支援

・訪問看護ステー
ションとの連携とし
て、認定看護師によ
るセミナー開催、事
業所訪問によるス
タッフ交流等を実施

経　営　課　題 地域包括ケアシステムへの貢献

戦　　　　　　略 「地域包括ケアシステム支援モデル事業」の実施

３年後の到達目標
・　区市が進める地域包括ケアシステムの構築に向け、急性期病院として公社が有する知識等を地域にフィードバックし、在宅移行支援を行うとともに、在宅療養患者の急性増悪時には円滑に受
入れを行う体制を６病院で整備していく。
・　全６病院における日本病院総合診療医学会認定施設の指定

・退院支援カンファ
レンスの実施（退院
時共同指導料２算
定461件、介護支援
等連携指導料算定
1,151件）及び研修・
講演会等の技術支
援の実施（162回）

・認定看護師等によ
る指導・相談手法の
検討

・積極的な地域の在宅医や介護関係者との連携
により、合同での退院支援カンファレンスを実施
し、６病院合計で461件の退院時共同指導料２算
定実績と1,151件の介護支援等連携指導料算定実
績を挙げた。地域のニーズに応じた認定看護師主
催の研修会の開催やコンサルテーション等の技術
支援を６病院合計で162回行い、在宅移行支援を
進めた。

・東部地域病院で設置した看護専門外来の実績
や地域からのニーズを踏まえながら、認定看護師
等による効果的な指導・相談の手法を検討した。

・救急隊との意見交
換会等を通じ、
79.2％の救急応需
率を達成したほか、
「連携医診療サポー
ト」などの取組を実
施

・各病院で救急隊との意見交換会や消防署訪問を
通じたニーズ把握に基づき、積極的な救急受入に
努めた結果、救急応需率は公社全体で79.2％と前
年度を上回った。また、豊島病院で実施する、在
宅医の休日時に患者を受入れ診療を行う「連携医
診療サポート」など、病院ごとに積極的な受入れを
目指した取組を推進した。

・訪問看護ステー
ション向けのセミ
ナーや医療従事者
向けのコンサルテー
ション等の実施

団体自己評価

入院前・早期から退
院を視野に入れた
在宅移行支援の推
進

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度
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④／ 6戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

・地域の状況に応じ
た体制のあり方を検
討、２病院（大久保
病院、豊島病院試
行）
・試行状況の検証

・先行して充実強化を図った２病院での一層の体
制強化及び４病院での充実強化を行っていくた
め、地域の状況を踏まえつつ試行状況の検証を
進め、東京都との調整を行っていく。

・引き続き、質の高い栄養情報提供書の作成に取
り組むとともに、積極的に栄養情報提供の発行に
取り組んでいく。

・地域における公社の役割を発揮していくため、一
層の体制強化に向け、試行状況の検証及び東京
都との調整を実施した。

対応方針

栄養管理分野での
協力・連携

・一部病院で、必要
に応じて「栄養情報
提供書（栄養サマ

リー）」による情報提
供を開始

・質の高い栄養情報
提供書の作成を目
指した研修等の実
施

・日本栄養士会等実
施研修の受講や「栄
養情報提供書の実
施状況報告会」の開
催

・栄養講習会の実施
（２３回）や地域の管
理栄養士の研修受
入（９名）

・栄養情報提供書の
発行　329件

・日本栄養士会、臨床栄養協会、品川大田栄養士
の会が実施する研修の受講により、栄養情報提供
書作成のノウハウを習得するとともに、栄養情報
提供書作成を先行実施している公社病院の管理
栄養士により、状況報告会を開催し、情報の共有
及び今後作成予定である算定用書式の意見交換
を実施した。

・在宅医療に従事する医療スタッフへの技術支援
として、栄養講習会を開催したほか、ホームページ
による栄養情報の提供、在宅医療に関わる管理
栄養士の研修での受入れを行った。

・退院後も公社病院で提供する適切な栄養管理を
継続させるため、栄養情報提供書による情報提供
を推進した。

・在宅医療関係者と
の会議への参加

・介護施設等のス
タッフに対する研修
会の企画、開催

・入退院支援加算算
定実績：大久保病院
1,162件、豊島病院
2,440件、
・相談件数：大久保
病院29,508件、豊島
病院52,404件

・試行状況の検証及
び調整の実施

・先行して充実強化を図った大久保病院及び豊島
病院での試行実施において、入退院支援加算算
定実績は大久保病院で1,162件（前年度対比＋
537件）、豊島病院で2,440件（＋969件）に増加した
ほか、相談件数は大久保病院で29,508件（＋2,902
件）、豊島病院で52,404件（＋14,497件）に増加し
た。

団体自己評価

在宅医療分野の後
方支援のための
ネットワーク構築

・地域のネットワーク
への参加を開始

・地域ケア会議等の
地域の会議への参
加
・介護施設等のス
タッフへの研修計画

・地域の在宅医療関係者との会議への参加のほ
か、介護施設等のスタッフに対する研修会等の開
催を通じ、地域の在宅医療関係者とのネットワー
ク構築を図った。

・引き続き、地域の在宅医療関係者とのネットワー
ク構築を図りながら、在宅医療分野の後方支援を
充実させる。

　

患者支援センターの
充実強化

・全病院に設置
・センターの将来像
を計画、人員要求

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析
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・地域の医療機関のニーズを捉えながら、引き続き
共同利用の高額医療機器の予約が取りやすい環
境を整備していく。

・医療提供に係る機
能的な連携強化
・人事交流（医師が
不足する診療科へ
の相互の診療応援、
合同カンファレンス
や合同研修等の実
施による人材育成
等）

共同診療、高額医療
機器の共同利用の
推進

・連携医と共同診療
を実施
・公社が有するＣＴや
ＭＲＩ等の高額医療
機器の共同利用を
実施

・共同診療や高額医
療機器の共同利用
をＰＲ
・高額医療機器の予
約が取りやすい環境
整備に向けた検討

疾病別地域医療ネッ
トワークの推進

・精神科救急や急性
心血管疾患に対す
る迅速な救急搬送に
向けたＣＣＵﾈｯﾄﾜｰｸ
等、疾病・事業ごと
の医療連携体制の
構築に向けた取組に
参画

・引き続き参画する
ための体制の維持

・地域のニーズ等を
踏まえ、新たなネット
ワークへの参画を検
討

団体自己評価

アライアンス連携の
検討・実施

・仕組みの検討

・１病院（豊島病院）
で試行

・前年度に連携を結
んだ医療機関との試
行実施に加え、新た
に２機関と連携を締
結

・新規に２つの医療機関と連携の協定を締結し、合
計３医療機関と継続的・安定的な連携を行うための
体制を構築した。

・豊島病院での取組実績の検証を行い、必要に応
じて拡大を検討していくとともに、人的交流について
も検討を進めていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

○紹介患者数　2018年度実績：65,628人
○逆紹介患者数　2018年度実績：74,090人

・「地域完結型」医療の実現に向け、地域医療
ネットワークへの参画や共同診療の実施など
のほか、従前から実施する医療機関への訪問
や地域向けの公開講座の開催等の地道な取
組により、地域の医療機関・診療所等との連携
強化に取り組んだ。その結果、2018年度の紹
介患者数は65,628人、逆紹介患者数は74,090
人と、2020年度の目標値を上回る実績を上げ
ることができ、地域医療連携の推進に大きな成
果を挙げることができた。

○アライアンス連携
　　　2018年度実績：豊島病院において実施

・従前の共同診療等を通じた医療連携に加え、
紹介・逆紹介を円滑に進めるため、あらかじめ
各自の役割を具体的に定め、相互に機能を補
完することで患者により良い医療を提供してい
くことを目的としたアライアンス連携について、
新たに協定を締結した２医療機関を加えた３医
療機関と連携体制を構築し、地域での効率的
な医療提供体制の構築に貢献した。

都立病院との連携
強化

・それぞれの診療基
盤や役割に基づく医
療連携を実施
・医師が不足する診
療科への相互派遣
・合同の人材育成等
を実施

経　営　課　題 地域全体での効率的で効果的な医療提供体制の構築

戦　　　　　　略 医療連携の更なる推進

３年後の到達目標

・　１病院（豊島病院）でアライアンス連携をモデル実施すること等により、これまで培ってきた医療連携を更に充実強化し、患者に切れ目のない医療提供が可能となるよう、地域包括ケアシステ
ムの構築を踏まえ、効率的な医療提供体制の構築に貢献
・　紹介・逆紹介の推進（紹介患者数：平成28年度61,979人→平成32年度63,700人（＋1,721人）、
　　逆紹介患者数：平成28年度67,113人→平成32年度69,000人（＋1,887人））

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

・引き続き多様な分野で都立病院との連携を行うほ
か、2018年度における経営分析調査分科会での
「都立病院と公社病院の連携」に関する分析結果を
活かした連携について、検討していく。

・引き続き相互にとって有用な講演会等の情報につ
いては、病院経営本部と共有しながら、各病院へ展
開し、公社病院の運営に活用していく。

・2018年度に行ったデータ分析の結果に基づき、各
病院において都立病院との連携の具体的な方策に
ついて、調整を進めていく。

・共同利用の現状調
査及び自施設の自
己分析を実施

・予約が取りやすい
環境整備に向け、公
社7施設での情報共
有のもと、検討を実
施

・高額医療機器の共同利用の機種別現状調査及
び、自施設の強み・弱みの分析を行い、分析結果を
施設間で共有し、外部向けの資料へと反映させた。

・連携施設からの要望や公社各施設の取組内容に
ついて情報共有を行い、各施設において実施可能
性を検討した。

・継続的な医師派遣
や脳血管疾患の新
たな連携の実施、都
立病院とのコメディカ
ル職員の人事交流
に向けた調整の実
施

・合同研修の実施や
都立、公社それぞれ
が開催する講演会
等への相互参加（５
回）

・都立病院との連携
施策の企画に向け
た分析の実施

・従前から実施している多摩北部医療センターへの
小児総合医療センターからの医師派遣の継続のほ
か、新たに東部地域病院と墨東病院における調整
のもと、脳血管疾患に関する連携を開始した。ま
た、新たに都立病院と公社病院でのコメディカル職
員の人事交流の実施に向けた調整を進めた。

・公社主催の経営講演会（３回）と、都立病院主催
の講演会（１回）に相互に参加し、経営改善に資す
る講演を合同で聴講したほか、病院経営本部・公社
合同での講演会（１回）を開催した。

・公社病院と都立病院での連携施策の企画・立案
に向け、東京都より都立病院のDPCデータを収集
し、公社内部の検討体制において、各病院の診療
エリア等の分析を実施した。また、豊島病院と都立
大塚病院においては、分析結果に基づいた意見交
換会を実施するなど、各公社病院で隣接する都立
病院との連携可能性について、調整を開始した。

・引き続きネットワークに参画するための体制・実績
を維持していくとともに、新たなネットワークの情報
収集に努めながら、必要に応じて参画も検討してい
く。

・引き続きCCUネット
ワークなどの疾病別
地域医療ネットワー
クに参画

・地域のニーズや各病院が提供する特色ある医療
や重点医療と整合性を踏まえながら、疾病別地域
医療ネットワークへの参画を通じて、ネットワークの
推進に貢献している。
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⑤／ 6戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

団体自己評価

薬薬連携の強化
一部病院で、保険薬
局との意見交換会
等を実施

・地域医療機関向け
緩和ケア・認知症対
策・ポリファーマシー
等の講習会の開催
・地域における薬品
使用動向の分析に
向けた人材育成、保
険薬局との情報共
有の実施を検討

　

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・地域医療機関向け
の講演会や地域薬
剤師会等との合同
研究会等の開催　６
病院計102回

・院外採用薬の使用
量調査及び院内採
用薬品のホーム
ページでの公表

・各病院において、近隣の医療機関向けの講演会
や地域薬剤師会、近隣薬局との合同研究会、勉強
会等を開催し、より安全で継続した薬物療法の提供
に努めた。

・薬品使用動向の分析として、院外採用薬の調査を
行い、不要な薬品について削除したほか、各病院で
院内採用薬品を病院ホームページ等を通じて公表
するなど、薬品使用動向について地域の関係機関
と共有を図った。

・引き続き地域の医療機関の要望に合った講演会・
勉強会を継続的に開催していく。

・地域の薬品使用動向の調査分析を行うなど、引き
続き地域との情報共有を推進する。
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運営協議会の充実
検討

・各病院で開催（年
２回）

・あり方を検討 ・運営協議会や地域医療構想調整会議等での地
域からの要望を踏まえ、2018年度より荏原病院に
おける新たに重症心身障害児（者）短期入所に係
る病床確保事業を実施したほか、地域医療機関に
対するアンケート調査を年度末に開始した。

・地域医療機関に向けて実施したアンケートの結
果を運営協議会において報告するなど、引き続き
地域の医療との緊密な連携を構築していくため、
効果的に運営協議会の開催にあたる。

・運営協議会等での
地域の要望を踏ま
えた事業の実施

・各病院で設置目的
を踏まえた運営協
議会の開催　2回

・関係諸機関との緊密な連携を図ることで、地域全
体の医療供給体制を向上していくため、2018年度
病院運営協議会を各病院で２度ずつ実施し、協議
会を通じて得られた意見等を病院経営に反映する
とともに、公社内で共有した。

・引き続き臨床指標
の公開
・医療の質に係る指
標（ＱＩ）の公表に向
けた準備

・引き続き臨床指標（クリニカルインディケーター）
の公表を行っていくとともに、医療の質に係る指標
（ＱＩ）の設定・公表に向け、公社内での検討を進め
ていく。

・指標の検討や他病
院での公表状況調
査の実施

・放射線科において公表指標の検討を進めたほ
か、他の民間病院での公表状況について調査を
行うなど、ＱＩの公表に向けた検討を進めた。

・実施したアンケート調査の結果を踏まえ、地域に
求められる情報を提供する。

・公社病院から提供する情報に関して、ニーズを
把握するためのアンケートの設問項目の精査を行
い、年度末から調査を開始した。

・ホームページやＳ
ＮＳ、広報誌、講演
会、院内での電子
掲示板を活用した情
報提供等に関する
ニーズ調査
・ホームページのス
マートフォン対応画
面の充実や動画利
用に係る費用対効
果の検討

・ニーズ調査の設問
項目の検討及び調
査の開始

・スマートフォン未対応施設においては、改修に向
け検討を進めていく

・かかりつけ医の普及に関しては、引き続き医師
会と連携しながら、地域住民に向けて周知を図っ
ていく。

・病院紹介にあたっては、引き続き効果的な資料
を検討・作成し、活用を図っていく。

・引き続き監理団体改革を踏まえた情報公開につ
いて取り組んでいく。

・情報発信の強化に向け、各病院・所に状況を説
明して働きかけを行い、５施設において、ホーム
ページをスマートフォン対応に改修した。

・公社病院が開催する住民向け講演会において、
地元医師会と共同でかかりつけ医制度の普及を
行うなど、地域医療に関する情報提供を行った。

・診療科別リーフレットを作成し、医療機関訪問に
活用することで、効果的に病院の強みや特色の紹
介を行った。
・団体情報の公開の取組として、2018年度に行わ
れた理事会及び評議員会の議事要旨の公開を
行った。

・住民向け講演会を
活用したかかりつけ
医制度の普及

・リーフレットを活用
した効果的な病院
紹介の実施
・理事会及び評議員
会の議事要旨の公
開

団体自己評価対応方針

急性増悪時の積極
的な受入れを含め
た救急体制の整備
【再掲】

・24時間365日受入
可能な体制を維持
・救急隊との意見交
換会等を実施

・救急隊との意見交
換会や消防署訪問
等を通じたニーズ把
握
・円滑な救急受入体
制の構築検討

・引き続き円滑な救急受入体制の構築に努めると
ともに、多摩南部地域病院、多摩北部医療セン
ターでの総合診療内科医の配置の状況などを踏
まえながら多様な取組を進める。

○新入院患者数　2018年度実績：51,172人

・運営協議会や地域医療構想調整会議等で
の地域からの公社病院への要望に対し、荏原
病院での重症心身障害児（者）短期入所に係
る病床確保事業の実施や地域医療機関に対
するアンケート調査の実施など、地域ニーズ
の把握・対応に取り組んだ。また、積極的な救
急搬送の受入れにも取り組み、救急応需率に
ついても前年度を上回る79.2％となった結果、
新入院患者数は2018年度実績で51,172人とな
り、地域において必要とされる医療の提供を
推進することができた。

○病床利用率　2018年度実績：71.8％

・その一方で病床利用率については、在院日
数が短縮した影響により、2018年度実績で
71.8％にとどまっていることから、一層の地域
の医療ニーズの把握や地域医療機関との連
携強化に努め、更なる患者獲得、病床利用率
の向上を図っていく。

臨床指標及び医療
の質に係る指標（Ｑ
Ｉ）の公表

・臨床指標の公開

情報発信の強化

・ホームページやＳ
ＮＳ等の充実
・地域住民や医療機
関向けの講演会等
の開催
・病院・センターでの
医療情報コーナー
の充実
・外来待合等での治
療法等に関する映
像の上映

・救急隊との意見交
換会等を通じ、
79.2％の救急応需
率を達成したほか、
「連携医診療サポー
ト」などの取組を実
施

・円滑な救急受入体
制の構築に向けた
検討の実施

・各病院で救急隊との意見交換会や消防署訪問を
通じたニーズ把握に基づき、積極的な救急受入に
努めた結果、救急応需率は公社全体で79.2％と前
年度を上回った。また、豊島病院で実施する、在
宅医の休日時に患者を受入れ診療を行う「連携医
診療サポート」など、病院ごとに積極的な受入れを
目指した取組を推進した。

・各病院で救急実績等を踏まえながら、適宜受入
体制の検討を行った。

・2017年度の各病院
における臨床指標
の公開

・各病院の2017年度実績に基づく臨床指標（クリニ
カルインディケーター）の公表を行った。

・５施設のホーム
ページをスマート
フォン対応の画面に
改修

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

経　営　課　題 地域に必要とされる医療の提供　

戦　　　　　　略 地域の医療ニーズに的確に対応する仕組みの構築

３年後の到達目標
・　連携医との連携強化の取組を通じた紹介患者数の増加や救急搬送患者数の積極的な受入れ等による新入院患者数の増加（新入院患者数　平成28年度50,153人→平成32年度51,100人（＋
947人））
・　病床利用率の向上　（平成28年度72.4％→平成32年度79.5％（＋7.1ポイント））

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度
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⑥／ 6戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

・データ分析結果の
公開に向けた準備
（公開対象の精査
等）
・地域医療機関向け
研修計画

・公開対象について
の検討及びアン
ケート調査の開始

・地域医療機関に向
けた研修手法の検
討

・各公社病院における連携実績等のデータに加
え、地域医療機関に向けたアンケートの分析結果
を加えるため、設問項目等の検討・調整を行い、
2018年度末に調査を開始した。

・地域医療機関のデータ分析の向上に向け、効果
的な研修手法の検討を行った。

・アンケートの結果を含めた連携実績をとりまと
め、適切に公表していく。

・引き続き効果的な情報提供の手法を検討し、地
域への情報フィードバックを推進する。

・調査結果をとりまとめ後、いただいた意見を病院
運営に活かすため、地域に必要とされる医療の提
供に向けた体制等を整備していく。

　

地域への情報の
フィードバック

・平成28年度にデー
タ分析研修を開催

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

地域医療に関する
調査研究の充実

・各病院で必要に応
じて実施
・ＤＰＣや病床機能
報告等のデータを活
用したデータ分析の
実施

・アンケート調査の
項目精査等検討、
実施

・地域医療機関及び
介護・福祉施設に向
けたアンケート調査
の設問等の検討及
び調査の開始

・公社病院に対する要望を効果的に把握するた
め、地域医療機関及び介護・福祉施設に対するア
ンケート調査の実施に向け、調査対象や設問項目
等について検討を行い、2018年度末に調査を開始
した。

団体自己評価

121



　公社がプランに掲げる６つの戦略について、概ね目標を達成したと評価する。
　特に、公社が地域完結型医療の推進役としての役割を果たすための重要な戦略である、戦略④から⑥については、従前の医療連携の取組に加え、豊島病院において地域の医療機関との機能補
完に着目したアライアンス連携を拡大するなど、地域の医療機関との役割分担を踏まえた医療連携の推進に努めた。その結果、地域からの紹介患者数は2020年度の目標をも大きく上回る65,628
人を達成、新入院患者数も2020年度の目標を上回る51,172人を達成した。また、急性期を脱した患者を地域の医療機関に紹介する、逆紹介患者数についても、2020年度の目標を大きく上回る
74,090人を達成し、地域完結型医療の推進役として着実な成果を上げている。
　さらに、公社が持つ医療連携のノウハウの活用や患者支援センターの充実強化を通じて、訪問看護ステーション等在宅医療従事者向けのセミナー等を積極的に展開し、地域の看護等の保健・
福祉分野での連携体制の強化を進め、在宅移行支援を推進している。その結果として、医療と介護をつなぐ取組の指標となる「介護支援等連携指導料」の算定件数について目標を上回る1,151件
を達成し、2020年度の目標に向けて、着実に成果を上げている。
　戦略①の医業収支比率については、目標値90.0％に対して、89.4％にとどまった。これは、医療連携を通じた、紹介患者や新入院患者の増加、断らない救急の徹底などにより、医業収益が対
前年度比で約６億円増加する一方で、医師不足に対応するための非常勤医師の増加による人件費増や高額医薬品の使用増による材料費増により、医業支出が収益を上回る増加となったことによ
るものである。なお、後発医薬品シェアは、目標の85.0％を大幅に上回る91.6％となっており、支出の減に向けた経営努力について、一定の評価をするものである。今後ともスケールメリット
を活かした、共同購入の推進などによる、さらなる費用削減の効果を期待する。
　また、戦略③では事務局において「事務職員の活性化プロジェクト」を導入するなど、公社病院の経営の根幹を担う人材の育成にも着手し、公社病院のさらなる業務改善や経営力の向上に向
け、着実に取り組んでいることを評価する。
　所管局としては、地域全体での効率的で効果的な医療提供体制の構築に向け、引き続き公社の経営基盤の強化や医療の質の向上に向けた取組を支援するとともに、公社病院と都立病院との連
携を推進していく。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都保健医療公社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

要因分析 対応方針

中小企業のニーズ
及びシーズを把握
する取組

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度

公益財団法人東京都中小企業振興公社

利用者満足度90％以上を確保し、中小企業のニーズ及びシーズに一層応える経営を実現することで、都内産業の一層の底上げを図る。３年後の到達目標

経　営　課　題 都内中小企業のニーズやシーズのさらなる把握

中小企業ニーズ及びシーズに一層応える公社経営の推進

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

○これまでの会員
制度を改めて分析
○新システムの開
発に際して、会員制
度の再整理に向け
た検討を実施

○公社CS向上委員
会での利用者意見
等の共有及び分析
○利用者満足度調
査の本格実施

○経営層をメンバー
に含んだ公社CS向
上委員会を６回実施
○満足度や事業活
用実態等を把握し、
事業運営の改善に
活かすため利用者
満足度調査を実施
し、結果を分析（満
足・計 88.5％）

○CS向上委員会に
おいて、寄せられた
意見等の全文を共
有
○新システムの開
発に合わせて、新た
な意見集約方法を
検討
○テーマ別意見交
換会実施を検討

公社会員制度の見
直し

○一般会員及び
ネットクラブ会員制
度

○これまでの会員
制度の効果検証
○新会員制度及び
会員向けサービス
の検討
○会員のシステム
上での管理方法の
検討

戦　略

○2018年度の利用者満足度の調査結果によ
ると、公社職員の対応やサービスに対して満
足度が高く、全体としての満足度はおよそ
90％であり、2017年度に引き続き、一定程度
の評価を維持することができた。

○また、CS向上委員会を年６回実施し、利用
者意見や苦情・要望等を共有し、各課が課題
に対する改善策を検討する体制を構築するこ
とができた。

○今後は、利用者満足度調査の結果分析を
踏まえ、公社の潜在的な課題を明確化し、業
務改善を継続的に実施することで、到達目標
達成に向け、取組を実施していく。

○2017年度試行の利用者満足度調査により収集
した利用者意見を、CS向上委員会内で共有すると
ともに、事業所管課において分析・調整を行いCS
向上委員会に途中経過を報告するなど、具体的な
改善策の検討を実施
○2018年度の調査結果より、「満足の理由」及び
「不満の理由」をとりまとめるとともに、「公社への
要望・ご意見」を事項毎に整理し、課題を抽出

○各課による苦情等対応や公社代表メールに届く
意見・苦情・要望等の全文をCS向上委員会内で共
有することで、課題の共通認識を持ちながら改善
策を検討する体制を確立
○2019年度以降に運用を開始する新システムの
開発において、アンケートフォームの機能要件を
設計
○テーマ別意見交換会参加候補企業としてリスト
案を作成するとともに、意見交換会のテーマ検討
を開始

○利用企業への調査等を通じて、活用状況を分析
し、課題を抽出
○会員制度の再整理とともに、登録必須項目の削
減や、電子申請・動画配信の機能を追加するな
ど、会員メリット創出に向けて開発業者と調整を実
施

○不満足のご意見から、公社の潜在的な課題を
掘り起し、それを踏まえた改善策を検討・実施して
いく。
○具体的には、年数回開催するCS向上委員会に
おいて、利用者満足度調査結果を共有し、業務改
善に活かすPDCAサイクルに取り組んでいく。

○新システムにより収集した利用者意見等に基づ
いた、業務改善を実施していく。
○また、利用者との公社事業に係るテーマ別意見
交換会を実施していく。

○新会員制度を構築し、新会員向けのサービスを
開始していく。
○また、新規会員獲得に向けた広報を実施してい
く。

団体自己評価

○事業所管課ごと
に意見・苦情・要望
等の把握・分析

○公社CS委員会で
の利用者意見等の
集約・共有方法の確
立
○システムを活用し
た利用者意見等集
約方法の検討
○公社を積極的に
活用し、問題意識も
高い利用者のリスト
化
○利用者との公社
事業に係るテーマ別
意見交換会検討

利用者満足度の向
上に向けた取組

○公社CS向上委員
会の設置及び試行
開催
○利用者満足度調
査の試行実施
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②

②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都中小企業振興公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 中小企業支援の「現場」を担う公社職員の育成強化

戦　　　　　　略 「現場」感覚に基づいた中小企業支援及び施策立案を行うことができる職員の育成

３年後の到達目標 「現場」感覚に基づいた中小企業支援及び施策立案を行うことができる人材を育成する重層的なスキームを構築することで、公社の支援力の維持・向上を図る。

団体自己評価

人材育成基本方針
の見直し

○人材育成基本方
針の見直しの検討

○人材育成基本方
針の見直しの検討
○人材育成基本方
針の改正

○人材育成基本方
針の改正

○公社内で検討会を実施し、公社職員に必要な能
力を新たに定義するなど、必要な見直しを行い、
人材育成基本方針を改正
○全職員向けに当方針の改正内容に関する説明
会を開催し、公社内ポータルサイトにも掲示するな
ど、職員への理解･浸透を図った。

○改正後の人材育成基本方針に対する効果検証
をしていく。
○また、必要に応じて人材育成基本方針の見直し
を検討していく。

○2018年度は、人材育成基本方針の改正を
踏まえ、職員一人ひとりの「中小企業を支援
する力」の向上に向け、研修内容を見直し、段
階に応じた人材育成の仕組みを構築した。

○また、所属組織に関わらず企業に対する現
場支援を実施する中長期支援事業について、
情報連絡会を開催し職員間で現場経験を共
有した。

○これらにより、「現場」感覚に基づいて中小
企業支援ができる人材育成の環境を築くこと
ができた。

○今後は、人材育成に関するPDCAサイクル
を確立し、不断の見直しを実施することで、到
達目標達成に向け、取組を実施していく。

研修体系及び内容
の見直し

○研修体系の見直
しに係る検討会実
施
○人材育成チーム
による若手職員へ
の現場支援ノウハ
ウの継承

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

研修等で培った能
力の実証機会の確
保

○パイロット事業提
案制度による職員
の施策立案機会の
確保

○中長期的な現場
支援機会を提供す
る中小企業のリスト
作成
○パイロット事業提
案制度の実施（2018
年度以降も継続）

○現場支援機会の
確保
○パイロット事業提
案制度の継続実施

○中長期支援ノウハウを蓄積し、中小企業支援力
を高める場として、所属組織に関わらず企業に対
する現場支援を実施する取組である、中長期支援
事業を構築
○パイロット事業提案制度を引き続き実施し、若
手を含む職員から積極的な提案を受けるととも
に、幹部職員を含めた議論を通じて、職員の政策
立案能力の向上を図った。

○研修体系の見直
しの実施（特に現場
で支援する力の強
化など）
○見直し後の体系
による研修実施
○現場経験のノウ
ハウ継承手法のブ
ラッシュアップ

○研修区分を再整
理するなど、研修体
系を見直し
○企業訪問等を通
じた現場ノウハウの
継承実施

○研修区分を①職層別②目的別研修から、①共
通研修②階層別研修③スキルアップ研修④中小
企業支援力養成研修へと変更し、各区分で基本
から応用に係る研修メニューを設け、実施
○課長・係長・主任と新規採用職員とでチームを
編成し、企業訪問等を通じて支援ニーズの把握や
公社事業の提案を行い、現場経験のノウハウ継承
を実施

○現場での支援力強化に係る研修を実施するほ
か、関連資格の取得を奨励していく（支援対象資
格の拡充）。
○また、必要に応じて研修・資格取得奨励に係る
取組の検証及び内容の見直しをしていく。

○中長期的な現場支援を提供する企業リストに基
づき、経営課題の分析や支援方針の策定などを
実施していく（10社）。
○また、必要に応じて施策立案機会の確保の効
果検証及び見直しをしていく。
○パイロット事業提案制度において、現場感覚に
基づいた新規事業を提案していく。
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③

③

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都中小企業振興公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社の認知度向上

戦　　　　　　略 多様な手法を活用した質の高い情報の発信

３年後の到達目標

公社事業の新規利用者数を1,000社確保し、多種多様な都内中小企業への幅広い支援を実現する。
【重点的に認知度向上を図る対象の例示】
○　分野　・・・　サービス業、食品関連産業など
○　課題　・・・　事業承継の課題を抱える中小企業、海外展開を志向している中小企業など

団体自己評価

対象別の公社認知
度の向上

○正確な公社認知
度の把握が不十分

○対象別（業種、地
域など）の公社認知
度の把握方法の検
討
○公社認知度把握
調査の実施（下半
期）

○認知度把握調査
を実施（「公社の名
前も業務内容も知っ
ている」13.9％、「公
社の名前は知って
いるが業務内容は
知らない」も含める
と40.9％）
○新規利用者数968
社

○2018年度の調査結果より、「期待する支援メ
ニュー」等をとりまとめ、課題を抽出
○2017年度実績が1,043社であり、ほぼ同じペー
スで新規利用者を獲得

○新規利用者の分析や公社の今後の方向性を示
す中長期的な支援指針の内容を踏まえ、重点的
に認知度向上を図る対象を明確化していく。
○また、対象別の公社認知度向上のための広報
戦略を策定していく。

○2018年度の公社事業の新規利用者数はお
よそ1,000件であり、2017年度に引き続き、一
定水準を維持することができた。

○また、ＨＰ改修や事業案内の刷新、新商品
発表会の企画・実施など、様々な媒体を利用
した、公社事業のＰＲを行うことができた。

○なお、2018年度の認知度把握調査の結果
によると、「公社の名前も業務内容も知ってい
る」のは13.9％であり、「公社の名前は知って
いるが業務内容は知らない」も含めると
40.9％。公社認知度向上のための広報戦略
の検討が必要である。

○今後は、ＨＰの全面改修・スマホ対応、SNS
の活用など情報発信ツールの見直しを実施す
るなど、到達目標達成に向け、取組を実施し
ていく。

情報発信ツールの
見直し

○HP一部改修
○事業案内の内容
の一部見直し
○機関誌の内容見
直し

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

パブリシティの強化
○メディア等に対す
る個別の情報提供

○経済関係メディア
との関係性の構築
の検討
○プレスリリース方
法の見直し

○自主事業におけ
る試験的な取組を
通じて、メディアとの
関係性を新たに構
築
○ストーリー性を
持ったプレスリリー
スのモデルケースを
発信

○自主事業である展示商談会において、これまで
関係性の無かった経済誌等のメディアに対する取
材案内や、新商品発表会等の新企画を実施し、展
示商談会へのメディアの来場を促すとともに、関係
性を新たに構築
○プレスリリースに関する専門家の意見を参考
に、支援製品の紹介を通じた公社事業の記事化を
試行

○把握した支援成果の活用方法及び効果的な発
信方法を検討していく。
○また、HP上で成果事例を一覧で見られるように
するなど、成果発信も積極的に実施していく。

○事業案内の全体
見直し
○HP全面改修
○SNSを活用した
PRの検討
○各事業チラシの
質の向上を目指す
研修実施

○事業案内の全体
見直しを実施
○その他の情報発
信ツールについても
見直しに向けた検
討を実施

○2018年度事業案内において、公社の事業体系
にこだわらず、利用者目線を意識したレイアウトに
するなど、内容・ビジュアルを刷新
○HPについては、2019年度の全面改修に向け
て、訴求力のある内容となるよう委託業者との調
整を実施
○SNSの有効活用に向けて、各部署における使用
実態調査を実施
○事業チラシの質向上研修開催に向けて企画を
検討

○改修後のHPによる情報発信を実施していく。
○また、デジタルデバイスを活用した情報発信を
検討していく。

○関係性を構築したメディアに対する情報提供に
よる記事化を実現していく。
○また、パブリシティの強化につながるメディアの
更なる開拓をしていく。

公社支援企業のプ
レゼンスの向上

○事業の一部で成
果事例集作成

○各事業における
支援成果の体系的
な把握方法の検討
○公社支援事業を
活用して成長してい
る中小企業のさらな
る掘り起し

○公社内の成果事
例発信状況の調査
を検討
○中小企業表彰とし
て、今後成長が期待
される企業を表彰

○支援成果の体系的な把握を行うため、各事業に
おいて作成している事例集等の成果発表方法を
取りまとめ、効果的な発信へとつなげる。
○支援企業のプレゼンス向上の一環として表彰制
度を実施し、地域経済の発展に貢献した功労賞を
２社、今後成長が期待される企業を１社表彰
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都中小企業振興公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 多様化する中小企業ニーズを的確にとらえた施策展開

戦　　　　　　略 中長期的な視点も踏まえた施策の見直し

３年後の到達目標

公社の今後の方向性を示す中長期的な支援指針の策定と指針に基づく支援を実施し、都内中小企業への戦略的な支援を実現する。
【中長期的視点のニーズをもとに絞り込んだ支援テーマと施策展開の例示】
　「サービス業の生産性向上」→モデル企業を選択、中長期のハンズオン支援を行うことで生産性向上を図る
　「中核人材の確保・育成」→モデル企業を選択、人材のマッチングから育成計画の策定と実施をハンズオン支援
　「シルバー創業」→高齢者の新規事業に絞り込んだ創業支援の展開

団体自己評価

公社事業の棚卸の
実施

○公社事業の実績
及び成果を集約し、
分析
○公社事業棚卸の
検討会を公社内に
設置

○公社事業棚卸の
検討会の実施
○棚卸結果に基づ
いた都への予算要
求

○事業の棚卸しを
行い、その結果を踏
まえた予算要求を
実施

○都（商工部）と実施する検討会に連動する形で
事業の棚卸しを実施し、創業支援・技術支援・経
営基盤強化等様々な視点から、トレンドや都の動
向等を踏まえ、現状把握分析・課題抽出・今後の
方向性検討を実施し、事業を整理
○上記の結果を踏まえて、都への予算要求を実
施

○棚卸し後の事業体系に基づいた中小企業支援
を開始していく。
○また、継続的な事業見直しを実施していく。

○2018年度は、都（商工部）とも連携し、ニー
ズの把握や成果の検証するなど、公社事業の
棚卸しを実施し、事業体系を整理することがで
き、それを踏まえた支援事業の構築ができ
た。

○今後は、「東京都中小企業・小規模企業振
興条例」や「東京都中小企業振興ビジョン」を
踏まえ、公社の今後の方向性を示す支援指
針を策定し、中小企業への戦略的な支援を実
現していく。

都と連携した支援事
業の検討

○各事業課におけ
る予算要求等の議
論を通じた検討
○都商工部検討会
への参加

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

中長期的な支援指
針の策定

○各事業課におけ
る予算要求等の議
論を通じた施策検討

○企業ヒアリング等
を通じた支援対象
（経営課題、業種な
ど）の抽出
○公社事業棚卸し
結果及び都商工部
検討会結果の共有
○中長期的な支援
指針検討会設置（下
半期）

○棚卸し結果等を
全社で共有
○中長期的な指針
の方向性の検討を
開始

○公社事業棚卸し結果や都（商工部）とのＰＴにお
ける検討結果については、経営会議等を通じて全
社で共有
○2018年11月12日に、都産業労働局が策定する
中小企業振興に関する中長期ビジョン（仮称）の
中間のまとめ（案）が公表されたことを受け、中長
期的な支援指針の方向性の検討を開始

○都（商工部）検討
会への参加及び中
小企業支援の現場
からの意見・提案の
実施
○公社事業棚卸結
果の共有
○都（商工部）検討
会結果に基づく都へ
の予算要求

○検討会を計５回実
施し、その中での議
論を踏まえ予算要
求を実施

○都（商工部）と公社による中小企業支援ＰＴを
2018年１月～６月の間に計５回実施し、現場の実
態を踏まえた中小企業支援ニーズ・シーズについ
て議論
○公社事業の棚卸しを踏まえた提言を各事業に
対して行い、予算要求につなげた。

○都（商工部）と定期的な議論を行う場を設定して
いく。
○また、都（商工部）との議論の結果を踏まえ、予
算要求を実施していく。

○中長期的な支援指針検討会実施（上半期）して
いく。
○そして、2019年１月に策定された「東京都中小
企業振興ビジョン」や事業棚卸し結果を踏まえた、
中長期的な支援指針を策定していく。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都中小企業振興公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 新たなニーズ等に対応するための支援方法の構築

戦　　　　　　略 中小企業支援の充実に向けた有機的な連携の強化

３年後の到達目標 他の中小企業支援機関（中小企業関係団体、地域金融機関、区市町村、支援機関等）との連携事業数を100件確保し、中小企業支援の充実を図る。

団体自己評価

地域金融機関等と
の連携

○事業承継・再生支
援での連携
○公社事業連携融
資制度
○「TOKYO創業ス
テーション」融資相
談
○セミナー等の共同
開催
○包括業務協定締
結

○地域金融機関等
の連携ニーズの把
握及び分析
○これまでの連携
の効果検証
○事業可能性評価
企業への地域金融
機関等との連携支
援
○地域金融機関等
と連携した広報の検
討

○５つの視点から連
携ニーズを分析
○事業可能性評価
において2件の連携
事例
○地域金融機関へ
の公社事業説明機
会拡大の検討

○地域金融機関とのこれまでの連携についての
効果検証を行うとともに、①行員等に対する事業
説明ニーズ、②融資取引先に対する支援ニーズ、
③展示会出展ニーズ、④後援名義ニーズ、⑤公社
への顧客紹介ニーズの５つの視点から分析
○事業可能性評価事業において、信用金庫や地
方銀行と連携し、事業者や行員に対する事業説明
等を実施した。
○行員を通じた公社事業の紹介を増加させるた
め、連携実績のない地域金融機関への事業説明
を検討

○事業承継・再生について、金融機関との連携体
制を強化し、支援を必要とする顧客の紹介を受け
るルートを構築していく。
○また、連携ニーズ及び効果検証を踏まえた地域
金融機関等との新たな連携事業を、支援テーマ別
に検討していく。

○地域金融機関等や海外展開支援に係る関
係機関、東京商工会議所などのその他の機
関と、公社事業説明や各事業を通じて、確実
に連携を図ることができた。

○また、インドネシアやベトナムの商工会議所
と連携した商談会を開催するほか、タイ工業
省と連携しセミナーも実施するなど、海外の関
係機関との連携強化を図ることができた。

○今後は、連携ニーズや効果検証を踏まえ、
新たな連携事業を検討していくことで、到達目
標達成に向け、取組を充実させていく。

海外展開支援に係
る関係機関との連
携

○JETRO等海外展
開支援機関との連
携（海外展示会出展
など）
○タイ事務所におけ
る連携（地元省庁、
商工団体等）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

その他の機関との
連携

○「中小企業世界発
信プロジェクト推進
協議会」運営
○展示商談会・セミ
ナー等の共同開催
○各種委員等への
職員派遣
○包括業務協定締
結

○事業承継・再生支
援での東京商工会
議所（事業引継ぎ支
援センター）との連
携
○連携ニーズの把
握及び分析
○これまでの連携
の効果検証

○事業引継ぎ支援
センターへの案件紹
介等を実施
○各事業を通じて連
携ニーズを調査

○事業引継ぎ支援センターとの連携打合せや事
業関係者向け勉強会を実施し、具体的な案件紹
介につなげた。
○各事業におけるこれまでの連携事業の整理を
行うとともに、今後の連携ニーズについて、調査を
実施

○支援ノウハウ等「見える化」の取組を実施してい
く。
○また、新システムを稼働していく。

○海外展開支援機
関との連携協議会
立ち上げ（JETRO、
JICA、海外大使館
等）
○海外の商工団体
との連携強化（イン
ドネシア、ベトナム
等）

○連携協議会を３回
実施
○海外展開に係る
連携事業実施

○タイ・インドネシア・ベトナム大使館、JETRO、
JICA出席のもと、連携協議会を立ち上げ、ビジネ
スマッチングにおける課題を各国と共有するととも
に、連携事業やマッチングイベントを検討
○インドネシアやベトナムの商工会議所会員企業
との商談会の開催やタイ工業省と連携したセミ
ナーを実施

○タイ、インドネシア、ベトナムの関係機関との更
なる連携強化をしていく。
○また、ASEAN諸国の経済状況、投資環境等を
踏まえた新たな連携を検討していく。
○具体的には、中小企業の海外展開支援を行う
上では、現地関係機関との連携が重要となること
から、商工会議所等との連携を深め、タイやベトナ
ムにおいて、商談会等を充実させる予定。

○都（雇用就業部）及びしごと財団と連携し、企業
巡回を通じて、人手不足に対する公的支援メ
ニューの活用を促進していく。
○また、連携ニーズ及び効果検証を踏まえた他機
関との新たな連携事業を、支援テーマ別に検討し
ていく。

社内連携の強化

○特定案件ごとのＰ
Ｔ設置
○社内システムへ
の支援情報の登録

○支援ノウハウ等を
「見える化」する取
組の検討
○支援効果を高め
るシステムの検討

○「見える化」を実
現するためのポータ
ルサイトの立ち上げ
を検討
○システム開発を推
進

○企業支援の実例紹介や、企業支援に当たって
の悩みの共有・アドバイスの提供等を行うポータ
ルサイトの立ち上げを構想するとともに、積極的に
活用される方策を検討
○2020年3月の新中小企業支援システムへの移
行に向けて、サブシステムの情報を一元化するこ
とで、複数事業の情報を共有できるよう調整
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都中小企業振興公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 東京発の新たなビジネスモデルの創出

戦　　　　　　略 新事業を創出するための着実な支援

３年後の到達目標 ハンズオン支援による中小企業の新事業創出件数を100件確保し、東京発の新たなビジネスモデルの創出を図る。

団体自己評価

起業家への支援の
強化

○「TOKYO創業ス
テーション」による専
門家を活用したハン
ズオンの創業支援
○創業希望者やイ
ンキュベーション施
設などへの創業活
性化特別助成
○多摩地域のもの
づくり分野に特化し
た創業支援

○「TOKYO創業ス
テーション」運営の
効果検証
○「TOKYO創業ス
テーション」による専
門家を活用したハン
ズオンの創業支援
○創業活性化特別
助成の規模拡大
○多摩地域のもの
づくり分野に特化し
た創業支援
○創業形態別の創
業支援方法の検討
（例：チーム型創業
など）

○創業拠点事業に
関する利用者アン
ケートを実施
○プランコンサル
ティング終了者が
124名
○創業助成採択件
数151件
○多摩地域におけ
るものづくり分野創
業予定者等7名
○チーム型創業イ
ベントを実施

○TOKYO創業ステーションの登録者に対して、起
業状況アンケートを実施し、創業実態を確認する
とともに、運営方法を検証
○プランコンサルタントの増員や女性プランコンサ
ルタントを活用した女性相談ブースの設置などを
実施し、ハンズオン支援を充実させ、積極的な利
用を促進
○創業助成採択件数は、151件に達しており、前
年度と比較して36件増加
○多摩地域のものづくり分野に特化した創業支援
において、創業への入門セミナー、実践的な集中
プログラム等を実施した上でビジネスプランの作
成支援を実施することで、創業予定者を育成
○一つのケースとして、チーム型創業という創業
形態を発信するとともに、新たな形態についても
検討

○2020年度中の創業支援拠点（多摩）開設に向け
て、機能や役割等を明確化するとともに、施設の
整備を実施していく。
○また、ものづくり創業の関心を高めるための各
種支援策の強化をしていくほか、シニア創業の支
援実施など創業形態別支援の更なる展開をしてい
く。
○さらに、創業後のフォローアップの充実に向けた
検討や「TOKYO創業ステーション」運営方法の見
直しを実施していく。

○創業支援事業や経営革新等支援事業等に
より、ハンズオン支援や助成金交付を行うこと
で、中小企業の新事業創出を支援することが
できた。

○TOKYO創業ステーション利用の起業者数
は100件を超えるなど、既に目標に達してい
る。

○今後も、引き続き各種事業を着実に実施す
るほか、適時見直しを行うことで、目標達成を
維持していく。

新事業展開への支
援の強化

○事業可能性評価
の実施及び評価企
業へのハンズオンで
の事業化支援
○事業化チャレンジ
道場による新製品
開発支援
○革新的サービス
支援事業による
サービス分野におけ
る事業化支援

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

○事業可能性評価
の規模拡大（評価委
員会開催回数の増
加など）
○評価企業に対す
る資金調達支援の
充実（地域金融機関
等との連携）
○新事業創出支援
関連事業の効果検
証（棚卸）

○事業可能性評価
委員会を17回開催
○地域金融機関連
携融資を実行
○新事業創出支援
関連事業の現状を
把握

○事業可能性評価委員会を増やしたことにより、
評価件数も36件と前年度を上回る実績（2017度末
実績：25件）
○事業可能性評価企業のうち３社に対して、きら
ぼし銀行連携融資である「事業のチカラ」の実行に
よる資金調達を実現
○新事業創出支援関連事業の支援状況や課題の
把握を実施

○革新的サービスの事業化支援事業の規模を拡
充していく。
○また、事業化チャレンジ道場において、事業化
を促進するための社内体制構築を支援する新た
な取組を実施していく。
○さらに、新事業創出支援関連事業の効果検証
結果に基づく見直しをしていく。
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○3年後の到達目標の達成に向けて、各戦略のもと、個別取組事項に着実に取り組んでいる。
○現場を有する公社の強みを活かして、現状を的確に把握、分析しながら必要な取組につなげていくことで、2018年度時点において到達すべき点に達していることは大いにに評価できる。

戦略① 中小企業ニーズ及びシーズに一層応える公社経営の推進
　2018年度の利用者満足度調査は88.5％と高い水準を維持していることに加え、CS向上委員会（年4回実施）で利用者の意見や苦情・要望等を共有し、課題の共通認識を持ちながら改善策を検討
する体制を確立しており、利用者満足度の更なる向上に繋がる取組が実施されている。

戦略② 「現場」感覚に基づいた中小企業支援及び施策立案を行うことができる職員の育成
　人材育成基本方針の改正や研修体系の見直しを行ったほか、中小企業支援力を高める場として中長期的な現場支援機会を提供する事業を構築するなど、3年後の到達目標の達成に向けた環境づ
くりを着実に進めている。

戦略③ 多様な手法を活用した質の高い情報の発信
　2018年度の新規利用者数は968社であり、1000社確保するという3年後の到達目標をほぼ達成していることに加え、利用者目線を意識した事業案内の刷新やこれまで関係性のなかった経済誌等
のメディアに対するアプローチなど、積極的な取組が実施されている。

戦略④ 中長期的な視点も踏まえた施策の見直し
　3年後の到達目標の達成に向けて、公社事業の棚卸と事業体系の整理を行うなど、公社の今後の方向性を示す支援指針の策定の基礎となる取組を着実に進めている。

戦略⑤ 中小企業支援の充実に向けた有機的な連携の強化
　地域金融機関や海外展開支援機関、東京商工会議所などのその他の支援機関との連携の可能性やニーズの分析等を行うとともに、着実に連携実績を積み上げている。

戦略⑥ 新事業を創出するための着実な支援
　東京発の新たなビジネスモデルの創出に向けて、TOKYO創業ステーションのハンズオン支援や創業助成、多摩地域のものづくり分野に特化した創業支援など、あらゆる角度から起業家への支援
を強化しており、TOKYO創業ステーションを利用した起業者数は、3年後の到達目標である100件を既に超える実績をあげている。

　

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都中小企業振興公社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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要因分析 対応方針

○管理職候補研修
のモデル実施

○管理職候補研修
の実施、必要に応じ
て研修内容を見直し

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度

（公財）東京しごと財団

①　「研修プラン」を作成し、都民ニーズに応えることのできる雇用就業支援のプロ職員の育成を進め、利用者サービスの向上を果たす。また、固有職員の管理職候補の育成、2020年度まで
に管理職への登用を目指すことで、財団職員の組織力強化を進めていく。
②　固有職員のうちキャリアコンサルタント試験合格者等の割合を2020年度までに70％に向上させることで、求職者に対して、質の高い支援サービスを実施していく。

３年後の到達目標

経　営　課　題 新規採用職員の増加等に伴う財団職員の育成強化

雇用就業支援のプロ職員の育成強化

研修プランの作成・
実施

○検討作業 ○検討作業

○プラン策定

キャリアコンサルタ
ント試験合格者等割
合の向上

○資格取得への助
成、規模拡充の検
討等

○試験合格者等割
合　固有職員全体
の45％

○資格取得への助
成促進（規模拡充）

○試験合格者等割
合　固有職員全体
の50％

固有職員の管理職
候補の育成・登用

戦　略

○職員構成や職層構成等のデータを集計した上
で、人材育成における研修実施の基本方針を示し
た研修プランを策定した。

○研修プランで示した基本方針をもとに2019年度
職員研修計画を策定し、事業企画提案研修など5
科目を新設した。

○課長代理昇任時にマネジメント研修を実施し、
組織運営に関する意識の醸成やマネジメント能力
の向上を図った。

○管理職選考については、受験資格を持つ職員
に対して選考を行い2019年4月から1名を登用する
こととなった。

○年度の早い時期に募集を開始し、所属長を通じ
て職員の関心や受講意欲を高めたことにより、受
講者が7名となった。また、受講者が一定数いたこ
とで受講者間での情報共有が図られ、学習に対す
るモチベーションの維持・向上という相乗効果が得
られた。

○研修プランについて説明会等を通じて全職員に
周知し、内容の理解・浸透を図る。また、職員研修
計画に基づき個別の研修を企画・実施していく。さ
らに、研修内容に関して職員の意向等を調査し、
研修プランの内容拡充につなげる。

○引き続き課長代理昇任時に、マネジメント研修
を実施する。また、課長代理昇任後一定年数を経
過している職員に対しては、その他の研修等を通
じて組織運営能力のレベルアップを図る。

○管理職に昇任した者に対しては、研修や実務の
フォローアップを通じて管理職に求められるマネジ
メント能力の向上を図る。

○引き続き年度の早い時期に募集を開始し、多数
の職員に関心を持ってもらうよう啓発を図る。ま
た、受講者の学習に対するモチベーションの維持・
向上を図るため受講者同士の情報共有、合格者
のサポートなどについて、研修担当からもフォロー
アップを行う。

団体自己評価

○研修プランの検討・策定
　財団歴の浅い職員が多いことも考慮し、採
用年次や職層に応じた研修メニューを充実さ
せ、適切な人材育成が可能となるプランとし
た。今後はさらなるプランの充実を図ってい
く。

○管理職候補研修の実施等
　研修等を通じた組織運営に関する意識の醸
成やマネジメント能力の向上により、管理職へ
の登用を１年前倒しして実施することができ
た。引き続き管理職候補者に対して研修等を
実施し育成を図るとともに、今後は新たに管
理職となった者の能力の向上を図っていく。

○資格取得への助成促進等
　所属長によるフォローや受講生同士の情報
共有によるモチベーションの維持・向上のほ
か、資格を有する職員によるアドバイスもあ
り、合格者等割合の目標を達成することがで
きた。引き続き職員へのフォロー等を組織一
丸となって行い、目標達成を目指していく。

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

○資格取得への助
成促進（規模拡充）
・受講者７名で実施
・全員合格

○試験合格者等割
合　固有職員全体
の50％

○2019年3月に研修
プランを策定

○研修プランをもと
に、2019年度職員
研修計画を策定

○課長代理昇任時
にマネジメント研修
を実施

○2019年1月に選考
を実施し、2019年4
月から１名を管理職
に登用予定
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業務改善の実施、
職員の休暇取得の
促進の取組

○業務改善の取り
組み（しごとﾀﾞｲｴｯﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の実施
○年休取得目標値
の周知
※2016年度目標値
達成者39.8％

団体自己評価

経　営　課　題 職場の労働環境改善、働き方改革の推進

戦　　　　　　略 職員の働き方改革のための制度整備等の推進

３年後の到達目標
①　職員の新たな働き方として「テレワーク制度」を構築し、制度利用者数を正規職員数の30％以上を目指すとともに、飯田橋・多摩間の会議は、原則「テレビ会議」で実施することで、働きや
すい柔軟な働き方制度の整備、効率的な業務執行体制を構築し、職員の労働環境の改善、さらには財団の人材確保につなげていく。
②　正規職員（都派・固有）の休暇取得について、目標日数取得者割合の55％超を目指すことで、職員の仕事のモチベーション維持、健康管理面の向上、業務の効率化へとつなげる。

対応方針

テレワーク制度の導
入、　テレビ会議の
実施

○情報収集等 【テレワーク制度】
○課題の洗い出し
○就業規則の改正
○機器導入作業
○試行実施　　等

【テレビ会議】
○上半期
・運用ルールの策
定、機器導入
○下半期
・試行実施

○７・８月、トライア
ル（試行）で課題を
洗い出し、テレワー
ク勤務実施要綱や
機器導入の準備を
実施

○８月、運用ルール
を策定、機器導入・
会議での試行を開
始
11月～職員研修を
テレビ会議で実施
し、利用拡大

○テレワーク勤務制度の準備段階で、管理職を含
む全課でトライアルを実施したことで、導入に向け
た課題抽出、必要な機器･通信環境の確認ができ
た。

○幹部会議から試行し、職員に機器操作や活用
方法の説明会を開くことで各種会議等での利用を
促進した。また、３拠点（飯田橋、多摩、雇用環境
整備課）をテレビ会議でつないだ職員研修も実施
できるようネットワーク環境を整備した。

個別取組事項

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京しごと財団 評価年度：2018年度

～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

○終日型・半日型・出張等併用型の３つの取
得タイプや、利用頻度･期間の違いによる長期
利用型･臨時利用型の２つの利用型を設定す
る等、職員が柔軟に働ける制度構築を図っ
た。また、テレワーク勤務の予定申請・勤務報
告書を既存のグループウェアのワークフロー
（簡易電子決裁）システムで行えるようにし、
制度を利用しやすい仕組みづくりに注力した。

○テレビ会議については、職員への活用方法
の周知や各種会議、研修での実施により、財
団内での活用が進んだ。これにより、職員の
移動に係るコスト等が削減され、業務の効率
化につながった。

○制度開始後のテレワーク機器･通信環境の利用
に関する職員の不安を解消し利用しやすい制度と
するため、活用事例やQ&A集による例示、説明会
を実施するとともに、必要に応じ実施要綱を改定
する。

○試行開始後、拠点間の会議･研修等で週３回程
度、テレビ会議が利用されている。今後もテレビ会
議が実施しやすいよう、資料を事前共有する等の
会議運営の改善を継続し、テレビ会議利用の定着
を図る。

○取組を複数年度組織を挙げて継続して行う
ことで財団内に改善意識が根付いている。ICT
を活用したものから地道な改善まで、実現し
た取組事例を事例集で共有し、更なる改善へ
の取組を目指す契機としている。

○経営改革プランに目標値を掲げ、休暇取得
促進への働きかけを強化したことについて周
知徹底を図ったことなどにより、前年度実績を
大きく超えて目標達成することができた。今後
はこれに加え、休暇の取りやすい職場環境の
整備に努めるとともに業務の効率化を進めて
いく。

○業務改善ＰＴの設
置、検討
○職員提案による
改善案の募集、実
施

○年休取得目標値
の周知（管理職及び
正規職員15日）
○実績値管理
目標達成者割合
45％

○業務改善は、115
の改善提案に対し、
検討終了94％（改善
82、見送り26、検討
継続７）

○年休取得日数の
平均は、管理職及
び正規職員ともに目
標（15日）を上回っ
た。また、目標達成
者の割合も59％と
なった。

○業務改善は、案件数が多く検討に時間を要した
が、優先取組事項や複数部署にまたがる事項の
集中検討や、先行事例を共有する機会を設ける等
の取組により、90％以上の提案の検討を終了させ
た。

○WEBや執務室内の掲示板等を活用し、休暇の
計画的・積極的な取得を奨励するとともに、安全
衛生委員会で行う休暇の取得実績の報告に加
え、2018年度から課別の休暇取得状況を課長に
明示したことなどにより、休暇の取得を一層促し
た。

○業務改善は、職員提案に基づく多くの案件をPT
で検討してきたが、今後は改善の必要な共通課題
を設定し、優先順位をつけることで迅速な検討に
つなげる。

○年休取得15日以上の割合については目標を達
成した一方で、取得日数が10日未満の職員も存
在する。こうした取得の少ない職員への働きかけ
を行い、全体の底上げを図っていく。
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○潜在的求職者の掘り起こしについては、地域
型セミナー等実施に当たってのテーマ選定、規
模拡充等の工夫により総数（高齢者＋女性）と
しては目標を上回る成果を達成した。
さらに、他府県施設の視察や支援体制の見直
しを行うことで、組織力の向上につなげた。
また、シルバー人材センターにおける労働者派
遣事業については、地区シルバー人材セン
ターと連携しながら事業を着実に実施すること
で、目標を大幅に上回る成果を達成した。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京しごと財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 生産年齢人口の減少を見据えた潜在的求職者の掘り起こし

戦　　　　　　略 高齢者・女性の就業支援の強化

３年後の到達目標

①　雇用情勢の改善に伴い都内求職者数が減少する中、高齢者・女性をターゲットとした潜在的求職者の掘り起こしの取り組みを2020年度までに9,000人に実施し、就職活動に踏み出すための
支援を強化していくことで、高齢者・女性の雇用ニーズの高まりに対応するとともに企業の人手不足の解消につなげていく。
②　シルバー人材センターにおける労働者派遣事業の年間就業延人日の80,000人日超を達成することで、会員の拡大並びに多様な就業機会を確保するとともに、企業の人手不足解消の一助
とする。

団体自己評価

○シニア世代の関心が高いテーマ設定や地域開催
が功を奏していることから、講義内容や時間配分を
さらに精査しつつ引き続き実施する。また、2019年
度からは、セミナーだけでなく、地域展開型の合同
面接会を実施し、掘り起こしだけでなく、就職までの
道筋をつける。
○高齢者向け職場体験の実施
　企業における高齢者活用の意欲は衰えていない
ことから、企業向け電話調査を引き続き実施するな
どし、さらに多くの企業が体験を受け入れるよう開
拓する。

○女性求職者の掘り起こし（地域型ｾﾐﾅｰ・啓発ｲﾍﾞ
ﾝﾄ）
　地域コミュニティ誌の活用や区市町村の協力を得
て周知し、さらに地域女性求職者の掘り起こしを図
る。当日のキャンセル等を見越して申込者の確保を
図る。
○職場見学会の実施
　人材不足に悩む企業に見学会を案内するなど、
見学受入れ企業の開拓に努める。

利用者目線での支
援体制の検討・構築

○実施なし

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

高齢者・女性をター
ゲットとした潜在的求
職者の掘り起こし、
職場体験等の実施

○セミナーの実施、
新規イベント等の検
討
○職場体験等の実
施

○高齢求職者の掘り
起こし（1,800人）
・地域型セミナーの
実施（60回）
○高齢者向け職場
体験の実施（100件）

○女性求職者の掘り
起こし（1,150人）
・地域型セミナーの
実施（25回）
・啓発イベント（4回）
○職場見学会の実
施（10回）

○高齢求職者の掘り
起こし（2,016人）
・地域型セミナーの
実施（60回）
○高齢者向け職場
体験の実施（134件）

○女性求職者の掘り
起こし（1,130人）
・地域型セミナーの
実施（28回）
・啓発イベント（4回）
○職場見学会の実
施（10回）

○セミナーのテーマをシニア世代の関心が高いライ
フプラン・マネープラン・キャリアプランとし、ハロー
ワークや区市との連携による広報を実施したとこ
ろ、定員を上回る参加者があり、多くの潜在的求職
者を掘り起こすことができた。
○高齢者向け職場体験の実施
　高齢者活用を考える企業の増加に加え、企業向
け電話調査を活用した開拓により、体験受入れ企
業が増加し、体験希望者の選択肢が増えたことに
より、予定を上回るマッチンク゛・体験を実施すること
ができた。

○計画以上の回数で実施し、申込者も定員以上
だったが、育児等の理由による直前キャンセルが多
くあり、参加者は目標を若干下回った。
○予定の10回を実施。担当アドバイザーによる職
場見学の意義説明や啓発によって、多くの対象者
の参加につながった。

○引き続き、人手不足分野を中心とする就業開拓
の促進、請負契約から派遣契約への切り替えの促
進、派遣手数料の見直し等の強化により事業実績
の拡大を図る。

○引き続き、人手不足の企業等への広域企画提案
を実施し、シルバー人材センター会員の就業機会拡
大を図る。
　また、一括受注の理解促進により、受注規模の拡
大を図る。

○支援体制の検討、
類似の就業支援施
設等の取組事例調
査

○支援機能の強化
検討

○類似施設の取組
事例の視察

○アドバイザーの支
援力強化

○類似施設の取組事例の視察
　外国人材活用に向けた調査に先立ち、1月に京都
ジョブパークを視察。外国人留学生への支援や企
業支援の手法・体制を聴取した。

○アドバイザーの支援力強化
　ヤングコーナーアドバイザーと総合相談コーナー
の専門相談員による意見交換を通じ、利用者への
サービス案内の明確化・適正化を図った。また、ミド
ルコーナーでは、アドバイザーを3グループに分け、
グループ長から実績のフィードバックと支援スキル
の確認を行うことでアドバイザー全体の支援力向上
を図った。

○外国人材活用に向けた調査の実施
　外国人材活用に関する調査として、さらに関係機
関へのヒアリング等を実施する。

○アドバイザーの支援力強化
　各コーナー間で情報共有、意見交換、利用者導線
の確認をさらに進めることで、各コーナーアドバイ
ザーの支援ｽｷﾙを向上させるとともに、利用者に
とって効率的・効果的なサービス提供を図る。

シルバー人材セン
ター労働者派遣事
業、広域企画提案の
実施

○労働者派遣事業
の実施（2016年度：
派遣届出事業所34
センター、就業延人
日16,497人日）
○広域企画提案に
よる就業開拓

○派遣事業の拡大、
派遣届出事業所の
増（45センター）

○広域企画提案に
よる就業機会の確保
・広域ｴﾘｱをまたぐ人
手不足の企業等へ
の企画提案、契約の
一括受注

○派遣届出事業所
52センター、就業延
人日153,894人日

○広域企画提案に
よる就業機会の確保
・提案件数88件
・一括受注センター
数延べ40センター

○保育・運輸業分野における人手不足の常態化に
よるニーズの増加のほか、適正就業に関する発注
者側の理解の促進による契約の切り替え拡充、他
センターの受注状況提供による受注可能職種の理
解促進等により、目標を大幅に上回る実績を達成
することができた。

○人材確保に苦慮している介護施設やドラッグスト
アチェーンに対し、高齢者の活用を提案した。
　また、複数のセンターとの契約を一本にまとめるこ
とによるメリットを説明することで理解を促進し、一
括受注につなげた。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京しごと財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 企業の人手不足の深刻化、障害者雇用促進への対応

戦　　　　　　略 企業の人材確保、障害者雇用支援の展開

３年後の到達目標

①　採用に悩みを抱える中小企業等に対して専門家派遣によるコンサルティングを2020年度までに900社に実施することで、企業の人材確保の取り組みを支援する。
②　TOKYO働き方改革宣言企業への専門家の巡回による助言等を2020年度までに3,000社（2016年度から5,000社）に実施するとともに、テレワークの活用助成事業を2020年度までに600社へ
実施することで、都内企業の働き方改革の取り組みを支援し、雇用環境の向上を推進していく。
③　障害者雇用率未達成企業への個別訪問による直接的な支援を2020年度までに900社に対して実施することで、雇用率未達成企業へのアプローチ、普及啓発を進め、企業の障害者雇用率
向上へとつなげる。

関係機関との連携
強化

○中小企業振興公
社との人材確保支
援の連携
○ＴＹＦＧ等協定金融
機関との連携

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 団体自己評価

企業の人材確保支
援

○人材確保相談窓
口の開設、相談対応
○人材確保セミ
ナー、専門家派遣コ
ンサル等の実施

○企業へと専門家を
派遣し、採用に関す
るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを実施
（拡充・300社）

○東京労働局と連
携したマッチング支
援事業の実施（新
規）

○専門家派遣コンサ
ルティング（317社）

○合同企業面接会
（62社、340名参加）

○コンサルティング支援の内容を具体化した事例
集の作成やHPﾘﾆｭｰｱﾙ、関係機関と連携した広報
活動により目標数を上回る317社に対して、延べ
1,412回のコンサルティング支援を実施した。

○東京労働局との連携のもと、各ハローワークを
訪問し面接会の周知依頼を行うことにより、目標数
以上の求職者が参加した。また、事業所に対して
は求人要件の緩和等を促した結果、24社で採用内
定に至った。

○コンサルティング支援について、引き続き広報を
強化するとともに、企業のニーズや課題に沿った効
果的な支援の提供に努めていく。

○引き続き、東京労働局との連携により合同面接
会の参加者増及びマッチング促進を図り、中小企
業の人材確保を支援していく。

2018年度実績 要因分析 対応方針

○広報活動の工夫や関係機関との連携によ
り、年間目標を上回るコンサルティングを実
施、支援終了企業の77.5％が採用内定に至る
等、人材確保に寄与することができた。

○東京労働局と連携し、効果的な事業運営に
努めた結果、採用に苦慮する企業とのマッチ
ングを促進することができた。

○企業の人材確保
について財団の「採
用」支援から中小企
業振興公社の「人材
育成・定着」支援へ
つなぐ連携を実施

○ＴＹＦＧ 等協定金
融機関の取引企業
への人材確保支援
事業の実施

○コンサルティング
実施企業に対し、公
社「人材育成・定着」
支援事業を情報提
供

○東京きらぼしFG共
催ｾﾐﾅｰ・行員向け
勉強会及びりそな銀
行共催セミナーにて
財団事業をPR

○コンサルティング支援の過程で、採用者の受入
体制の整備を勧めるとともに、人材の「育成・定着」
についての取組意欲を高め、公社と中長期での人
材確保の取組を促進する等、相互に協力して事業
を推進した。

○金融機関等へ恒常的に広報活動を行い、事業
の利用促進に取り組んだ。

○公社と継続的に情報交換を行い、企業ニーズに
沿って人材確保支援事業を推進する。

○中小企業と接する機会を有する金融機関と引き
続き連携し、人材確保に課題を抱えながらも、打ち
手を持たない事業主に対して事業利用を促進す
る。

○「採用・育成・定着」という人材確保策の流れ
を確立することができた。

○多くの中小企業が人材確保に課題を有する
状況の中、事業の認知度を高めることが重要
であり、更なる連携強化が必要である。
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京しごと財団 評価年度：2018年度

企業の働き方改革、
雇用環境整備の支
援

○「TOKYO働き方改
革宣言企業」に対す
る巡回・助言の実施
○女性の採用・職域
拡大等に向けた環
境整備
○多様な勤務形態
の実現に向けた環
境整備

○宣言企業に対す
る巡回・助言の実施
1,000社

○テレワーク活用推
進コース（新規・200
社）

○働くパパママ育休
取得応援コース（新
規・ママ1000社、パ
パ50社）

○巡回・助言（946
社）

○テレワーク活用推
進コース申請　61件

○働くパパママ育休
取得申請　49社
（ママ17社・パパ32
社）

○平成29年度宣言企業1,015社に対し、946社
（93%）へ実施した。未実施企業については、担当
者への連絡が取れない等が要因となっている。

○テレワーク活用推進コースは、2018年度から対
象企業に中堅企業が加わり、さらにサテライトオ
フィス利用事業が新設され、規模が拡充した。新た
な広報戦略等により説明会参加者数は増えたもの
の、拡充要素となった中堅企業やサテライトオフィ
ス利用事業の申請が少ないことが、件数が伸び悩
んだ原因のひとつとして考えられる。

○働くパパママ育休取得応援コースは5月15日か
ら事業開始したこともあり、育休復帰者が多い時期
が対象から外れたため申請件数が伸び悩んだ。マ
マコースでは都内在住要件とテレワーク規程要件
が申請の壁となった。パパコースでは環境整備の
要件がないため、後半で件数を延ばしてきたが、連
続休業要件が壁となり目標を達成できなかった。

○2019年度の事業目標が、個別訪問年間延べ900
社に拡充されたことから、関係機関との連携を一
層深め、計画的に訪問を実施する。

○引き続き、職場内障害者サポーター養成講座の
受講者増に努めるとともに、講座受講者に対し、後
続の事業（サポーター登録、奨励金受給）利用促
進を行う。

○見学先企業の拡大や年度早期からの見学会実
施を着実に進める。

○未実施の企業について引き続き連絡を行ってい
く。

○新規事業「はじめてテレワーク」等との連携によ
り、中堅企業を含めさらに多くの企業の活用を促進
する。

○2019年度は、育休復帰者が多い時期も対象とな
り、一部申請要件を緩和する要綱改正も行ったこと
から、さらなる広報の強化を図りつつ、件数の増加
に繋げていく。

対応方針

中小企業等への障
害者雇用支援

○雇用率未達成企
業への支援
○職場内障害者サ
ポーター事業の実施

○雇用率未達成企
業へ個別訪問による
直接的な支援300社

○職場内障害者サ
ポーター事業の実施

○障害者雇用先行
企業の見学会(新規)

○雇用率未達成企
業への個別訪問に
よる直接的な支援
829社

○職場内障害者サ
ポーター養成講座受
講者数362名

○障害者雇用先行
企業の見学会参加
者数299名

○障害者の法定雇用率が引き上げられた中、東京
都、国（労働局、ハローワーク）、都内障害者就労
支援機関と連携し、雇用率未達成企業に対し、計
画的に個別訪問することにより、目標の300社を大
幅に上回ることができた。

○障害者の法定雇用率が引き上げられた中、効果
的に周知、広報を実施することにより、多くの都内
企業の人事担当者等が、障害者支援のノウハウが
学べる職場内障害者サポーター養成講座を受講し
た。

○障害者の法定雇用率が引き上げられた中、適切
な見学先企業の選定や効果的な周知、広報によ
り、障害者雇用未経験の都内中小企業の人事担
当者や就労支援機関の支援員等が障害者雇用に
先進的に取り組む企業等の見学を実施した。

○巡回・助言の実施により、宣言内容の実現
が「達成」「概ね達成」と答えた企業は約7割で
あることを把握した。企業の個別の課題につい
て更に制度利用を進める等の助言を行うこと
ができた。
○新たな広報戦略等により説明会参加者数を
大きく増加させたほか、関連事業との連携を強
化することで次年度の実績増への道筋をつく
ることができた。

○育休復帰者が多い時期が対象から外れた
ため、全体の申請件数は伸び悩んだが、復帰
時期が偏らないパパコースでは受付期間が実
質半年と短い中で目標の６割を超える実績を
上げることができた。次年度の実績増に繋げ
るため、利用企業の声を反映した要綱改正を
行った。

○各事業とも関係する機関との連携を深め、
効果的に周知、広報を実施し、計画的に事業
を推進することにより、目標を大幅に上回る支
援を実施することができた。

団体自己評価個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析
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⑤

⑤

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： （公財）東京しごと財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 財団・しごとセンターサービスの都民・企業からの認知度不足

戦　　　　　　略 多様な手法を活用した求職者・企業への財団認知度向上

３年後の到達目標
①　2020年度までに「しごとセンター新規利用者数」90,000人を確保することで、若者から高齢者、女性など多くの求職者に対して、就業支援を広げていく。
②　2020年度までに「企業向け人材確保セミナー参加企業数」1,500社を達成することで、人材確保に悩む企業への支援の役割を果たしていく。

団体自己評価

インターネット上の
広報ツールの見直
し

○事業別ホーム
ページの作成
○ＳＮＳアカウントの
取得

○新しごとｾﾝﾀｰﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞの運用開始

○ＳＮＳ等の広報ﾂｰ
ﾙについて情報内容
や用途に応じたあり
方を検討

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの閲覧
向上のための改良

○時流に合わせた
ＳＮＳ利用の検討

○2018年3月19日運用開始の新しごとセンター
ホームページについて、トップページへのスライド
バナー配置やイベントカレンダー表示方法の改善
を施し、閲覧者（利用者）がより最新情報やイベン
トにアプローチしやすいよう工夫した。

○SNSの利用が多いヤング層を中心に、SNSによ
る積極的な情報発信を行った。その結果、ヤング
コーナーのSNSの場合、フォロワー数は前年度に
比べ、Twitterでは13.3%増、Facebookでは18.0%
増、LINE@では11.8%増となった。

○しごとセンターホームページについては、閲覧
者（利用者）の利便性が向上するよう、随時改善を
図る。また、就職に時間を要しているミドル後半層
に対するキャリアチェンシﾞに向けた専用ホーム
ページを新設する。

○ヤングコーナーを中心に、さらにSNS活用を進
めるとともに、メルマカ゛による情報発信を通して、
最新情報の周知を図る。

○新しごとセンターホームページの運用や
様々なＳＮＳの活用等により、一定の認知度
向上は図れたと考えられるが、好調な雇用情
勢の影響もあり、しごとセンターの新規利用者
数は前年度より減少している。2020年度まで
の新規利用者数90,000人を確保するため、さ
らなる認知度向上に向けた取組を実施してい
く必要がある。
　一方、企業の人手不足の深刻化もあり、人
材確保セミナーの参加企業数は好調であっ
た。引き続き関係機関との連携を深めつつ、
事業周知を図っていく。

ターゲット別広報の
実施、新たな広報
ツールの活用

○年齢別にネットを
活用した広報や紙
ベース主体の広報
等を展開

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

関係機関との連携
による都内中小企
業に対する事業周
知

○東商メルマガへの
事業情報の掲載
○セミナーでの員、
行員への事業案内
○テレワーク協会へ
の加入等

○財団事業の利用
者数向上のため 関
係機関、地域ﾈｯﾄﾜｰ
ｸとのさらなる連携
の取組を実施

○東商メルマガに事
業情報掲載
ハローワークや東京
きらぼしＦＧ等との
連携による事業案
内

○メルマガによる情報提供、銀行各支店へのチラ
シ配架、人材確保に関するセミナーの実施等によ
り、都内中小企業への事業周知を行うことができ
た。

○広報実績・成果等
を活用した効果的ｱ
ﾌﾟﾛｰﾁ手法の検討、
ﾀｰｹﾞｯﾄに応じた広
報ﾂｰﾙの最適化の
実施

○効果的な広報手
段の検証

○動画の活用によ
る新規利用者の確
保

○ヤング・ミドル・シニアの各コーナー利用者の認
知経路を調査・確認した。その結果、各コーナー共
通で高い実績となった経路は、知人（利用者）から
の紹介、しごとセンターホームページ、ハローワー
クからの紹介（リファー）であった。

○財団事業の説明会等において動画を放映する
ことにより財団事業を効果的にＰＲし、新規利用者
確保につなげた。

○効果的な広報手段の検証
　検証結果を踏まえ、多くの利用者がしごとセン
ターを知るきっかけとしている媒体での広報を強
化するとともに、効果の薄い広報ツールについて
は活用を見直すなど、さらなる最適化を図る。

○さらに動画を活用し、財団事業のＰＲを行い、新
規利用者確保を図っていく。

○効果を踏まえ、連携する関係機関を増やすこと
も検討し、さらなる内容の充実を図る。
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○総合的には、設定した目標は概ね達成しており、未達成であった項目についても分析を行い、改善につなげていることから十分に評価できる内容である。

【個別取組事項別評価】

戦略①　新規採用職員の増加等に伴う財団職員の育成強化
　採用年次や職層に応じた研修メニューを充実させ、研修プランを作成。職員の能力向上に着実に取り組んでいる。また、目標より１年早く固有職員から１名の管理職者を登用している。ま
た、職員のキャリアコンサルタント資格取得では、昨年度7名の受験者全員が合格しており、2020年度の経営目標の達成に向け積極的に取り組んでいる。

戦略②　職場の労働環境改善、働き方改革の推進
　テレビ会議システムの導入やテレワーク制度を全課で試行するなど効率的な執行体制の構築に取り組むとともに、年休取得率の向上を図り、職場の労働環境改善等に確実につなげている。ま
た、業務改善プロジェクトにおいて、紙文書の電子化や旅費システムの試行など82の改善を実施し、業務の効率化を積極的に進めている。

戦略③　生産年齢人口の減少を見据えた潜在的求職者の掘り起こし
　高齢求職者及び女性求職者の掘り起こしについて、ハローワークや区市と連携した取組を実施するなど多様な事業を展開し、概ね目標を達成している。また、シルバー人材センター労働者派
遣事業では、各地区のセンターと密接に連携し、目標を大幅に上回る実績を上げている。

戦略④　企業の人手不足の深刻化
　金融機関と連携した事業ＰＲを行った結果、企業の採用に精通した専門家の派遣などで目標を上回る実績を上げるとともに、支援した企業の多くが採用内定に至るなど成果を上げている。な
お、幾つかの事業では目標に届いていないが、例えばテレワーク活用推進事業では、本格導入までは躊躇する企業が多いことが実績の伸びない理由であり、新規事業の「はじめてテレワーク」
などで、都と連携しながら事業を進めていくこととするなど、要因を分析し対策を講じている。

戦略⑤　財団・しごとセンターサービスの都民・企業からの認知不足
　サイト利用者の利便性を考慮したホームページの工夫や、ＳＮＳの活用等のほか、東商やハローワーク等とも連携して都内中小企業への周知を進めており、一定の認知度向上につながってい
ると考えられる。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京しごと財団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

課単位での区分経
理の実施

・区分経理の実施に
向けたシステム変更
等の準備作業

・課単位での区分経
理の実施

・課単位での区分経
理の実施（事業別収
支の明確化）

・財団では、公益認定上の事業区分に基づき会計
処理を行っているが、事業執行の区分とリンクして
いない。このため、各課やセンターがどのような事
業をどれくらいの経費をかけて実施し、どれくらい
の成果（アウトプット）を生んでいるか、都民に分か
りにくい状況となっている。
・そこで、事業ごとの事業費とその成果・実績を示し
た事業別収支を係・センター単位で作成した。
・これにより、事業別収支が把握できるようになり、
単位あたりのコストが明らかになった。また、収支
は概ね均衡することや、事業により東京都からの
委託金・補助金への依存度は大きく異なることなど
が明らかになった。

事業成果の公表 ―
・課単位での情報開
示方法の検討

・課単位での事業別
収支の情報開示方
法の検討

・各事業ごとに成果（アウトプット指標）を定量的に
明確化することで、経年的な推移や財団以外の事
業主体との比較が可能になる。それらをどのような
方法で開示していくか、公表用の書式を検討した。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都農林水産振興財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 都民に対する情報公開・情報発信

戦　　　　　　略 情報公開の推進・情報発信力の強化に向けた取組

３年後の到達目標

○　課ごとの区分経理を実施して財団ＨＰ上で公開していく。
○　東京の農林水産の情報を一括で集約したＨＰ「TOKYO GROWN」の更新回数を2017年度の100回程度（12末実績86回）から2020年度には160回へと増加させる。
○　発信強化に向けた取組により、ページビュー数の増加を図る（2017年度目標40万ＰＶ⇒2020年度目標100万ＰＶ）。
　以上により、財団の情報公開を推進し、財団の経営状況について都民に分かりやすくする。また、ＨＰの内容の充実や見やすさを改善することで、東京の農林水産業に関する都民からの理
解・関心を高める。

団体自己評価

ターゲット層を意識したデザインやコンテンツの
充実を図ったリニューアルにより、目標ＰＶを
40%以上、上回るなど、東京の農林水産業に関
する都民からの理解・関心の向上に貢献した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

TOKYOGROWNのコ
ンテンツ拡充

・サイト公開時のコン
テンツをベースとし
た情報の更新・追加
（更新回数12月末実
績86回）

・現サイトの課題を
洗い出すためのｗｅ
ｂコンサルティングの
実施
・改修および情報の
更新・追加

(更新目標120回)

・9月、リニューアル
サイト公開

・更新回数
122回

・9月下旬、東京農林水産総合サイト「TOKYO
GROWN」をリニューアル公開した。改修にあたっ
て、20～40代女性のターゲット層を意識したデザイ
ンを検討したほか、Webコンサルティング事業者の
分析に基づきＳＥＯ対策を実施し、サイト制作を
行った。サイト内の多くのページを閲覧してクイズに
答えるプレゼント企画を毎週実施した他、食材ハン
ターやTOKYO LOVERSなど女性が共感できる人材
を活用した取材記事の更新を適宜行った。これら
の取組により月平均ＰＶ数は、リニューアル前比
200％超となっている。
・掲載情報の提供について、関係機関等への協力
要請を行い、季節に合わせた最新情報や特集コン
テンツを充実させる等、東京の農林水産業の魅力
をタイムリーに広く発信している。

・東京2020大会におけるインバウンド需要を見据え
て、東京の農林水産業を国外にも広く発信するた
め、外国語ページの充実、多言語化を推進。2019
年度に中国語（簡体字・繁体字）、韓国語の３言語
について、ネイティブ翻訳による外国語サイトを構
築する。
・観光施策等、幅広い場面でサイトの活用を検討す
ると共に、SNS、Twitter、Instagram等を最大限活用
した効果的な情報発信方法を確立し、東京の農林
水産業に対する理解度・認知度の向上に寄与して
いく。

・「TOKYO GROWN」のコンテンツの更なる充実、改
善を図る。
・「TOKYO GROWN」を活用した財団情報の発信の
実施
・アクセス解析の充実やアンケート調査等により利
用者動向やユーザーニーズを把握する。
・利用者の流入元の検証、検索頻度の高い語彙の
分析、ユーザーの利用実態の把握等、サンプリン
グ手法やWebマーケティング手法を活用してサイト
の改善に向けた対応策を検討、実施する。

TOKYO GROWNの
活用

・経営目標40万ペー
ジビュー

・TOKYO GROWNを
活用した財団情報
発信の検討
・60万ページビュー

・ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ数86.3万
件
（日本語84.9万件、
英語・中国語・韓国
語1.4万件）

・サイトのリニューアルに合わせてＳＮＳによる情報
発信、メルマガ配信、イベント出展、外部媒体（マイ
ナビ農業等）との連携等、積極的にＰＲを実施。
・サイトリニューアルを機に、10月以降ＰＶ数が大き
く増加。収穫体験や「Oneday trip」などのアクティビ
ティ系のＰＶ数が特に伸びている。
・外国語サイトへのアクセスが少ないため、外国語
ページの充実、対応言語の増強等を検討した。

財団の事業別収支と事業成果の公表により、
財団情報をより分かりやすく都民に伝える手段
を検討し、情報公開を推進していく道筋を整え
た。

・事業収入や寄付金などの収入が見込まれる事業
については、その拡充方法についてさらに検討して
いく。
・生産品の売上がないなど事業収入等が見込まれ
ない事業については、実施回数や参加人数、配付
数、満足度などからニーズに対応した目標を設定
し、事業改善に繋げていく。
・採算性は低くても、都民ニーズや公益性の観点か
ら事業の必要性が高いものも多い。それらについ
ては、把握した実績・数値等データを基に事業執行
体制の見直し（例：業務のアウトソーシング化等）に
役立てていく。

・平成30年度決算より、従来の公益認定区分に基
づく決算情報に加え、事業別収支や事業成果を財
団ＨＰ等で公表する。また、事業成果の詳細と推移
をまとめた事業報告書（年報）を作成する。
・財団の経営状況を明らかにして、情報公開を一層
推進し、財団情報の透明性確保と都民への説明責
任を果たしていく。
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②

試験研究情報の共
有化

・研究計画や研究成
果についてセンター
内で共有

･共有利用すべき研
究情報、資料等を検
討・選定

･共有情報の種類ご
とに管理・運用方法
の構築

・共有利用すべき研
究情報、資料等を検
討・選定

・試験研究情報の管
理運用要領の策定

･研究成果情報を
データベース化(研
究成果数：10,779
件）

･マニュアル化すべ
き定型的試験研究
業務を選定

･業務マニュアルの
作成

・一部調査や分析業
務でマニュアルを作
成

○　研究センターの人材育成方針及び研究員の個別指導育成計画を作成し、中長期を見据え、また、研究員のキャリアと研究課題に応じた新たな指導育成システムを構築する。
○　研究業務に係るマニュアルを作成し、基本的研究業務の早期習得と業務の効率化を図る。
○　試験研究情報を共有できるシステムを構築することにより、研究開発手法の早期習得や研究力の向上を図る。
これらの取り組みにより、研究開発体制を強化し、限られた人員で最大限の研究開発力を発揮することで、迅速に都民ニーズに対応していく。

・農林総合研究セン
ター人材育成方針
の作成

・研究員の個別指導
育成計画作成要領
の制定

・農林総合研究センターが中長期的に行うべき研
究課題を踏まえ、科長会等で検討を重ねキャリア
に応じた人材育成方針を作成した。
・農林総合研究センターに設置されていない農業
機械や都市農業経営等の研究分野や、ＩＣＴや遺
伝子解析等の先端技術を活用したより高度で専門
性を有する研究分野に対応するため、産学公連
携、指導研究員制度等を明記した。
・新たに作成した人材育成方針を踏まえ、新任、若
手、中堅、ベテラン研究員からのヒアリング等も行
い、４ステージの育成目標をそれぞれ定めた個別
指導育成計画作成要領を３月に策定した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・人材育成方針及び研究員個別指導育成計
画作成要領を策定したことで、多様化･高度化
する研究ニーズへの対応に向け、組織的に研
究員を育成していく基盤ができた。

・これまで個別に引き継いできた研究技術をマ
ニュアル化することで、組織的に技術承継でき
る環境が整備された。研究業務４分野で56件
のマニュアルを作成したことで、基本的研究業
務の早期習得と業務の効率化が図れる体制
が整った。

効率的に試験研究情報を共有できるシステム
を構築することで、研究開発手法の早期習得
や研究力の向上に向けた体制が整った。ま
た、農林総合研究センター及び都農業関係研
究機関の過去の試験研究成果のデータベー
ス化を前倒しで実施することができた。

･マニュアル化すべき業務として、①試験設計、②
調査・分析、③施設管理、④飼養管理の４つに選
定した。各研究チームごとにマニュアル化すべき業
務を洗い出し、試験設計６件、調査・分析41件、施
設管理６件、飼養管理３件のマニュアルを作成し
た。
・これらを全研究員に周知するとともに、共有ファイ
ルに電子データを保存し、いつでも検索可能な状
態とした。

・策定したマニュアルを実際の研究業務で活用す
ることにより、研究員の早期育成と業務の効率化
に繋げていく。
・マニュアルを活用しつつ改善・工夫を加えることに
より、研究のさらなる効率化、レベルアップを図って
いく。

・2019年度からは、新たに策定した研究情報の管
理・運用要領に基づき、研究成果のデータベース
を積極的に利活用し、運用しながら新たな試験研
究情報を追加していく。
・研究成果情報データベースのうち、成果の性格や
知財等を考慮して公表可能なデータを精査し、財
団HPで公表する。

・ＩＣＴ等を活用した先進的技術の開発等に向けて、
人材育成方針に基づき、組織として計画的・戦略
的に研究員を育成する。
・先進技術を習得する農総研セミナー、国立研究
開発法人への派遣研修、研究課題に応じた外部
専門家の招聘、研究員の自主研究活動支援、多
様な研究機関との交流や共同研究、学会発表など
様々な手法を組合せ、研究員の指導育成を進めて
いく。また、大学・民間企業等との共同研究につい
ては25件を目標に取り組むとともに、民間等の専
門家を指導研究員として積極的に招聘を行う（３
人）。
・研究員の個別指導育成計画作成要領に基づき、
個々の研究員のキャリアプランにあわせたオー
ダーメイドの育成計画を作成・実施する。

･共有すべき試験研究情報、資料を検討・選定し、
その情報の管理・運用方法を定めた管理運用要領
を策定した。
･より効率的に試験研究情報を収集整理するため
のシステムを構築し、農林総合研究センター及び
都農業関係研究機関の過去の試験研究成果の
データベースを、2019年度から前倒しして作成・共
有した。

試験研究業務のマ
ニュアル化

・研究センター人材
育成方針の検討・作
成

･研究員の個別指導
育成計画作成要領
の制定

･マニュアル化すべ
き定型的試験研究
業務を選定

･業務マニュアルの
作成

団体自己評価

・新規採用研究員の
年間研修計画を作
成

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都農林水産振興財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 新時代に対応した研究開発体制の強化

戦　　　　　　略 将来を見据えた戦略的な研究員の育成

研究員の個別指導
育成計画の作成

３年後の到達目標
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・専門家派遣後の調
査により、派遣前後
で販売促進に効果
があったかについて
調査を実施

アンケート調査結果
「農産物の売上向上
に効果あり」と回答し
た割合　89.6%

　専門家派遣の改善効果として、農産物の売上向
上では、「大変満足する効果」「強い効果」「効果あ
り」を合わせると89.6%に達した。また、農産物のPR
や経営安定に効果があった、農業経営に一層やる
気が起きた、第2、第3弾の専門家派遣を考えてい
るとの声もあった。支援終了後1年未満の農家は、
まだ具体的な経営改善効果が現れていない事例も
見受けられたが、継続的にフォローし必要な支援を
行っている。

・販売促進のほか農商工連携、経営方法、経営の
効率化、農業のICT、IoT化など農業者の多岐にわ
たる要望に的確に対応するため、中小企業振興公
社や東京都商工会連合会等との連携を図り、専門
家の継続的な発掘及び登録に努めるとともに、複
数の専門家の派遣など柔軟な対応を検討する。
・専門家のアドバイスを受けた後、相談内容の実現
に向けて助成事業の活用を誘導するなど適切に
コーディネートを行い、魅力ある農業経営の展開を
支援していく。

・利用者アンケート調査の実施は、到達目標値
である満足度80%以上を達成しており、一定の
事業成果が現れている。

・農業の支え手育成、経営支援策や都民参加
型の体験事業等について、利用者の意見・要
望等を踏まえ事業の検証を行い、支援内容の
充実・強化に努めた。

・チャレンジ農業支援事業の専門家派遣後の
販売促進効果について、目標値70%以上を達
成し、一定の事業効果が得られている。各分
野の専門家とのネットワークや財団が有する
支援ノウハウを活かして効果的な事業運営を
行い、多様な農業経営モデルの創出を支援し
ている。

チャレンジ農業支援
事業における専門家
派遣後の調査実施

・調査内容の検討

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・アンケート内容の
検討

・アンケート調査実
施

・アンケート内容を
踏まえた事業内容
の見直しの検討

・東京の青空塾
満足度82.1％

・チャレンジ農業支
援事業
満足度97.6％

・とうきょう林業サ
ポート隊
満足度98.7％

・東京の青空塾
　H30援農ボランティア養成講座参加者を対象にア
ンケート調査実施。「大変良かった」「良かった」を
合わせた満足度は82.1%。科目別では、受入農家
での農作業実習は満足度100%に達したが、講義・
圃場見学については見学ではなく実際の作業や、
より専門的な説明が聴きたかったとの意見もあっ
た。

・チャレンジ農業支援事業
H25～H28支援農家を対象にアンケート調査実施。
「大変満足」「良かった」「勉強・参考になった」を合
わせた満足度の割合は97.6%。自家農産物のPR・
ブランド化に対する支援ニーズが高いことから、こ
れらの分野の専門家登録・派遣を強化した。また、
説明会5回、地域相談会6回、講演会3回開催し、
支援事例や活用方法の紹介等、JA等関係機関と
連携して事業周知に努めた。

・とうきょう林業サポート隊
ボランティア活動参加者対象にアンケート調査実
施。「大変良かった」「良かった」を合わせた満足度
の割合は98.7%。指導員の作業指導のもと安全対
策に細心の注意を払い、下刈り、枝打ち等の森林
施業を実施。雨天等で森林現場の作業が難しい場
合は内業を主体としたメニューに変更。

・東京の青空塾
参加者の求める研修ニーズや技術レベルが多様
化していることから、調査結果を踏まえ、より多くの
ニーズに対応すべく事業内容を見直し改善してい
く。

・チャレンジ農業支援事業
調査及び効果検証を継続的に実施し、指導内容の
検討や事業内容の改善を行う。
・農業経営の多角化・改善に向けた新たな取組に
対して、従来の専門家派遣に加え、都直営で実施
していた助成事業を一体的に受託し、支援内容を
拡大する。今後も高い満足度を維持しつつ、更に
利用農家の裾野を広げていく。

・とうきょう林業サポート隊
森林施業の実施にあたり、現場作業の安全管理を
徹底するとともに、ボランティア保険に加入して参
加者の活動環境を改善する。
本事業を通じて都民の林業に対する興味関心を高
め林業就業への機運醸成を図る。

団体自己評価

利用者アンケート調
査の実施

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都農林水産振興財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 農業者・都民サービスの一層の向上を目指した事業展開

戦　　　　　　略 財団事業の内容の充実と効果検証の実施

３年後の到達目標

○　アンケート調査による財団事業の満足度８０％以上
（東京の青空塾（援農ボランティア養成講座参加者）、チャレンジ農業支援事業（専門家派遣先農家）、とうきょう林業サポート隊事業（サポート隊参加者））
○　チャレンジ農業支援事業における専門家派遣後に販売促進に効果があったと回答した農家の割合７０％以上
以上の取り組みにより、都民サービス、農家への支援等の事業内容の一層の充実へとつなげ、都民の農業に対する興味・関心を高め、都全体で農業に関する問題を考えていく機運の醸成を
図っていく。
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団体自己評価

後継者対策事業の
より効果的、効率的
な事業体系の見直
し

・実施事業の点検

・財団への要望等を
アンケート調査
・新規就農企画会議
等を活用し、関係機
関等からの意見聴
取
・現行事業の課題、
効果等整理
・関係する実施要領
等の改正

・区市町村に財団事
業に関するアンケー
ト調査実施

・就農支援企画会議
及び就農促進会議
を開催（各１回）

・事業体系の見直し
及び要綱類の改正

・新たな支援体制の
検討

・アンケートのほか、２回の会議を通じて都、区市
町村、関係機関担当者等との意見交換を実施。さ
らに各地の農家の現状や財団事業の活用状況等
についてヒアリングを行った。研修や研究活動等
への助成に関する要望が多かったことから、助成
対象者の範囲や募集期間の拡大など現行事業の
課題、効果等を整理した。
・既就農者向け事業が新規就業者支援事業内に
組み込まれているなど、事業が混在していたことか
ら、財源（自主財源、一般財源）、事業内容により
事業体系を見直すとともに、助成対象者が分かり
やすいように要綱・要領を整理した。また、資料や
財団HPの掲載内容を体系的に整理し、分かりや
すい情報発信に努めた。
・都関係機関との定期的な検討を通じて、農外か
らの新規就農希望者に対する研修や就農相談か
ら経営発展期までの体系的な支援体制の構築に
ついて方向性をまとめた。

・整理、再構築した事業等については、引き続き、
利用者（農家、都民）及び関係機関等からの意見
聴取等を通して検証を行い、必要に応じて改善を
行う。

・農外からの新規就農希望者が農業技術等を学べ
る、実践フィールドを用意した集合研修や就農相
談から経営発展期までの体系的な支援体制であ
る「東京農業アカデミー（仮称）」の創設に向けて都
と一体となって実施体制を構築する。

自主財源の効率的
な活用

・実施事業の見直し

2018年度実績 要因分析

・農業団体からの寄附など自主財源をもとに実施
している事業について、事業内容の検証を行った。
・援農ボランティア制度について、ボランティア希望
者と受入れ農家のマッチングが課題となっていたこ
とから、自主財源を活用して両者をつなぐための
援農ボランティアwebサイトを制作し、登録・派遣等
事務手続の効率化や利用者の利便性の向上な
ど、より効果的な事業実施に向けて改善を図った。

～2017年度 2018年度

・見直した内容での
事業実施

・事業を実施し結果
の再検証

･自主財源で実施し
ている事業の再検
証・見直し

・援農ボランティアwebサイトを通じて事業ＰＲや情
報提供等を行い、多様な農業の支え手として地域
農業を応援するボランティアの養成、登録・派遣制
度の充実を図り、受入農家を支援する。
・自主財源の効果的な活用については、後継者等
対策事業の実施・検証と併せて、継続的に効果検
証を行う。

対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都農林水産振興財団 評価年度：2018年度

　

・後継者対策事業の事業体系の見直し及び実
施事業の検証と併せて自主財源の効率的・効
果的な活用について検討し、農業の担い手育
成・活動支援や意欲ある農業者の経営改善支
援の改善を図った。

・新規就農者支援の強化に向け、既存の財団
事業の充実を図るとともに、農外からの新規
就農希望者に対する新たな支援メニューの実
施等について、都と連携して検討を行った。

・利用者目線に立った効率化・利便性向上な
ど改善を図ったほか、限られた財源の中でワ
イズスペンディングを意識した事業執行体制
の見直しを行った。

経　営　課　題 後継者対策事業の見直しについて

戦　　　　　　略 後継者対策事業の効果的・効率的な実施

３年後の到達目標

○　後継者対策事業について、各方面からの意見等も聴取しながら効果的、効率的な実施を図るため、事業体系を見直して改善を図る。
○　さらに、農業団体からの寄附を財源として実施している事業については、不足分を繰越金の充当により実施しているため、より効果的な事業実施の検討を行い、繰越金の充当をなくし自主財
源の範囲での事業実施を目標とする。
以上の取り組みにより、都やJA等と連携し、限られた財源でより効果的・効率的に事業を実施し、ワイズスペンディングを意識した事業執行体制を推進することで、事業内容の充実を図る。

個別取組事項
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研究課題選定プロセ
スの再構築

・生産現場からのニーズを迅速かつ的確に研究課
題に反映させるため、下記の観点からプロセスを構
築した。
①行政・普及部門からの研究要望の時期を前倒し
（３月）し、研究計画作成に十分な検討時間を確保
②行政・普及部門と新規課題案を十分に議論する
場（５月）を設定
③新規課題検討会議への普及部門管理職の参加
により、生産現場の問題を迅速に課題化

・行政・普及部門からの研究要望時期の前倒しや
検討体制の充実など、研究課題の検討体制を再構
築したことから、今後、この体制で現場ニーズを的
確、迅速に研究推進に反映していくとともに、再構
築したプロセスを検証し、改善を加えていく。

・研究成果公表方針に基づき、研究成果発表会や
広報紙、マスコミ、イベント、展示会、技術マニュア
ル、学術誌等、創意工夫により多様な手法を活用し
ていく。
・今後、成果公表数について数値目標を設定し、よ
り積極的な情報発信に取り組む。
・新たなターゲット掘起しのため、首都大学東京
（TMU)と連携し、プレミアム世代と位置付けた50歳
代以上の一般都民を対象とした講座「東京農業の
今とこれから」の開設により、研究成果や東京農業
に関する情報を発信する。
・研究成果情報データベースの公表（再掲）

・意見交換会において都民からの意見を研究推進
や研究成果情報の発信等に反映させていく（オリジ
ナル品種の開発・ＰＲ、ＩＣＴを活用した新技術開発
等）。
・テーマを定めた幅広い都民との情報交換会を引き
続き開催するとともに、研究成果発表会や農林水
産省が主催するアグリビジネス創出フェア等の様々
な機会を活用して、積極的な都民ニーズの把握を
行う。

・意見交換会の開催や研究課題選定プロセス
の再構築により、都民や事業者ニーズを一層
把握し、研究課題に反映させる体制を整備し
た。

・研究成果公表方針の作成により、積極的・効
果的に研究成果を情報発信していく体制が整
備できた。さらに、新たなチャレンジとして首都
大学東京（TMU)と連携した取組も着手した。

・こうした取組を通じ、職員全体に研究課題の
選定の段階から情報発信を意識する機運が高
まった。

研究課題検討体制
の再構築

・行政・普及部門と
の連携のもと研究課
題を設定

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

効果的な研究成果
情報の発信

・行政・普及部門へ
の情報提供、研究成
果発表会、学会発表
等

・情報提供先別に効
果的な研究成果の
公表方法を検討
・研究成果公表方針
の作成
・研究計画に公表方
法を明記し、研究実
施に反映

・研究成果公表方針
の作成

・研究計画書の様式
変更

・2019年度TMUプレ
ミアム・カレッジでの
講座開設の検討

・研究成果の公表先を都民、生産者、研究機関、行
政・普及部門と区分し、それぞれに効果的な公表方
法を検討し、研究成果公表方針としてとりまとめた。
・研究計画書に公表方法を記入する項目を追加し
た。
・公表方針の作成とあわせて、新聞・テレビ等のマ
スコミへの情報発信を強化してきた。
・新たなチャレンジとして、首都大学東京と連携し、
2019年度からプレミアム世代（50歳以上）を対象に
スタートするTMUプレミアム・カレッジの開設に向け
て検討・調整し、2019年度に東京農業に関する講
座を開設することになった。

・研究ニーズを迅速・
的確に課題化するた
めの仕組みを検討・
再構築

幅広い都民との情報
交換の場の設置

―

・研究推進に効果的
なテーマや情報交換
会の運営方法等に
ついて検討
・テーマを定め情報
交換会を開催
・情報交換会の検証
と改善

・都民と農総研の意
見交換会の開催
１回

・消費者、流通業者、飲食業者、農業者等の代表
者６名を選定し意見交換会を実施した。
・テーマを「都民が思わず応援したくなる東京ならで
はの農産物～研究開発への期待～」とし、ほ場見
学や試食会も併せて実施した。
・都民からは、○販売戦略として東京オリジナル農
産物の開発(差別化できる品種開発、積極的なＰＲ
等）や○限られた農地での先端技術の導入（必要
な施設整備にしっかりと投資すべき、開発した意図
を確実に伝える必要性等）などに関する意見のほ
か、農総研が開発したオリジナル品種や技術等の
ＰＲ不足等の指摘があった。
・意見交換内容について科長会等で検証し、研究
課題の設定や研究成果の発信・利活用の参考とし
た。内容は、12月に財団HPで公表した。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都農林水産振興財団 評価年度：2018年度

団体自己評価

経　営　課　題 研究ニーズの的確な把握と成果の着実な還元

戦　　　　　　略 都民や事業者ニーズに応える研究開発の推進

３年後の到達目標

○　幅広い都民との情報交換の場の設置や、研究課題の検討体制の再構築により、多様化･高度化する都民や事業者ニーズに一層的確に応える研究課題の設定を図る。
○　積極的かつ効果的な研究成果の提供方法を確立し、都民生活や事業者の経営改善に一層貢献する試験研究を推進する。
以上の取り組みにより、都民や事業者ニーズを的確に捉えた研究開発の実施と、研究成果の都民への着実な還元を行い、豊かな都民生活や農林業・食品産業の発展への貢献を果たしてい
く。
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戦略①　情報公開の推進・情報発信力の強化に向けた取組
　財団の経営状況等について、従来の情報に加え、事業別の決算情報等を開示できるような改善を進めたほか、東京農林水産総合サイトについて、利用者ニーズに基づいたリニューアルを実施し、
ＰＶ数の大幅な増加を達成した。財団情報の透明性確保や東京の農林水産業に対する理解・関心の向上に繋がる取組であり評価できる。

戦略②　将来を見据えた戦略的な研究員の育成
　限られた人員で最大限の研究開発力を発揮するため、新たに作成した人材育成方針に基づき個別指導計画を策定したほか、研究業務4分野のマニュアル作成や1万件超の研究成果のデータベースを
当初計画より前倒しして作成するなど、迅速に都民ニーズに対応できる体制を整備しており評価できる。

戦略③　財団事業の内容の充実と効果検証の実施
　事業者の経営力の向上に貢献するとともに、都民の農林業に対する興味・関心を高めるため、アンケート等の内容を踏まえ、ニーズの高い分野へ派遣する専門家の強化や、ボランティアの活動内
容にきめ細かく反映するなどの改善を実施している。こうした一連の取組が利用者の高い満足度に繋がっており、都民サービスの向上につながる取組として評価できる。

戦略④　後継者対策事業の効果的・効率的な実施
　農業者や区市町村、関係機関などへの幅広いヒアリングを踏まえ、利用者にとって、より分かり易くなるよう事業体系を事業内容や財源（自主財源・一般財源）別に見直し、要綱・要領を整理す
るとともに、農外からの新規就農者等に対する支援体制の体系について方向性をまとめるなど改善を図った。また、自主財源による事業についてもボランティア希望者と受け入れ農家をマッチング
する援農ボランティアwebサイトを制作するなど利便性の向上につながる改善を実施しており評価できる。

戦略⑤　都民や事業者ニーズに応える研究開発の推進
　都民や事業者ニーズを的確に捉えた研究開発の実施に向けて、都民との意見交換会を実施し、オリジナル品種や先進技術など、都民や事業者ニーズの一層の把握ができたほか、研究課題プロセス
の再構築により生産現場の課題を迅速に課題化できる体制を整備した。また、研究成果公表方針の策定により、都民へ積極的・効果的に研究成果を発信していく体制が整備できた。多様化・高度化
するニーズに応え、豊かな都民生活等への貢献につながる取組を行っており評価できる。

◎全体を踏まえた団体評価
・利用者ニーズに基づいたWEBサイトのリニューアルや農業者等へのヒアリングにより得られた意見等を踏まえた事業体系の見直しなど、都民や事業者の視点に立った多くの改善を図りながら事業
を展開するとともに、研究部門においては、人材育成方針の策定など中長期を見据えた体制の強化を図り、目標とした数値、取組はすべて達成した。

・農林水産業の担い手の確保・育成から経営基盤強化、試験研究まで幅広く担う、農林水産事業者の総合支援拠点として東京の農林水産業の振興に大きく貢献することを期待する。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： (公財）東京都農林水産振興財団 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①／ 6

①

①

専門性向上の
ための能力開発

○人材育成方針の
作成（2016）
○階層別研修の
導入（2016）
○専門性の分析・
明示化（2017）

○専門性向上研修
の試行

○ディスティネーショ
ンマーケティング研
修の試行実施（４
回）

○ディスティネーションマーケティングを実行する組
織や具体的事例、理論等を学ぶための研修を全職
員向けに実施し、職員の専門性を高めた。

○講師を依頼した外部の民間識者や学識経験者
等と相談しながら、個々の研修を組み立てた。次年
度の実施に向け、職員の専門性の底上げが図れ
るよう、体系化やシリーズ化を検討した。

○2018年度の試行実施内容を踏まえ、引き続き、
職員の専門性向上に向け、体系的な研修項目の
設定、内容の高度化に取り組んでいく。

○管理部門の体制
強化

○組織構造の分析・
設計

○現行の業務フロー
の分析・改善対象の
洗い出し

○スペシャリスト採
用等により管理部門
を強化

○オンラインを含め
た一体的なマーケ
ティング体制への移
行方針決定、課長
代理制の導入方針
（係制廃止）決定

○勘定体系の見直
しの実施、ルーティ
ン業務のマニュアル
化、改善対象の洗い
出し

○経理・会計、人事・労務のスペシャリストをスカウ
トするなどして、管理部門を６名から９名に増強し、
業務改革に必要な体制を整えた。

○組織機能をより高めるため、ウェブサイトによる
海外への情報発信部門を外国人旅行者誘致部門
へ集約し、オンラインも含めたマーケティングをより
一体的に行える体制への移行を実施した。また、
係制を廃止し、時機に応じた柔軟なチーム編成を
可能とする課長代理制を新たに導入し、より機動力
のある組織づくりを実施した。（それぞれ2019年度
より運用開始）

○事業ごとの決算分析を容易にするため、勘定体
系の見直しを実行したほか、手戻りが多い海外旅
費の精算等の事務について、業務フローや事務処
理方法を明確化するため、マニュアルやFAQを整
理し、事務の効率化に繋げた。また、物品管理や
小口現金に係る事務など、改善対象の洗い出しを
継続しており、業務フローの見直しの設計ができた
ものから、引き続き見直しに着手していく。

○2018年度に確定した新たな体制での業務執行
状況を分析し、組織力向上に向けた見直しを図っ
ていく。

○引き続き洗い出している改善対象の業務フロー
の見直しを進めるとともに、見直した業務フローに
ついても更なる改善点の洗い出しや業務フローの
見直しを継続していく。

団体自己評価

職員が共有すべき
価値観の明文化・
浸透

○MISSION
STATEMENT
（第1階層）の策定
（2017）

○BASIC
STRATEGY（第2階
層）・行動指針（第3
階層）の策定

○策定したMISSION
STATEMENT等の浸
透のための取組を
実施

○BASIC
STRATEGY（第2階
層）・行動指針（第3
階層）の策定

○全職員向け説明
会開催、新規採用
職員向け説明会開
催（計３回）

○固有職員による組織理念策定のためのＰＴでの
議論や案文を踏まえ、全職員を巻き込んだ意見交
換等を実施し、組織理念の第2・3階層を策定した。
策定過程を通じて、組織への帰属意識や一体感を
一定程度醸成することができた。

○これまでに策定したMISSION STATEMENT、
BASIC STRATEGY、行動指針に記載の文言を詳し
く解説するための説明会を開催し、組織内への浸
透を図った。

○今後は、策定したMISSION STATEMENT等を浸
透するため、PTを立ち上げて浸透策を検討してい
く。

○研修やワークショップの開催など、浸透のための
取組を継続するとともに、ツールなどを活用した新
たな浸透のための取組も実施していく。

各取組について、以下のとおり2018年度目標
を達成し、2020年度の到達目標実現に向けて
着実に取組が進んでいる。

○組織理念の策定を完了し、その過程でも組
織力の強化を図ることができた。

○ディスティネーションマーケティング研修を実
施することで、職員の専門性を高め、組織力の
向上を図ることができた。

○組織を支える管理部門を強化し、より一体的
で機動力のある組織体制の見直しを図り、業
務フローを改善することで、体制を強化するこ
とができた。

組織構造・業務
フローの見直し

○勤怠管理事務
での電子決裁の
導入（2017）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 拡大した組織に対応した仕組みづくり

戦　　　　　　略 強固な執行体制の確立

３年後の到達目標
○当財団組織理念（Shared Value）の浸透、専門性向上のための能力開発、組織構造の見直し等の取組を2020年までに完了させる。
以上により、「東京」の観光施策を強力かつ現場実態に合わせて進めるための体制が整備される。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京観光財団 評価年度：2018年度
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②

②

○2018年度の試行実施で得たノウハウを活かし、
今後は本格稼働に向けて、都への企画提案を想
定したテーマを選定し、グループインタビュー等を
実施していく。

在京外国人の
知見等の反映
スキームの構築

－

○企画（出身国、性
別、年齢、職業等の
属性を考慮したグ
ループインタビュー
の企画等）

○試行実施（クリエ
イティブや旅行者の
嗜好トレンド等に関
するグループインタ
ビューを想定）

○欧・米等から、観
光、デザインおよび
日本文化に詳しい
人を選定しパネル
ディスカッションを企
画（2回）

○観光マーケティン
グにおけるデザイ
ン・クリエイティブ等
に関するディスカッ
ション及び日本の伝
統庶民文化をいか
に観光コンテンツと
して活かすかについ
てのディスカッション
をそれぞれ実施した

○出身国や職業等を考慮し、人選した。

○民間事業者を聴衆にディスカッションを行ったた
め、具体的な質問なども得られ、実践的な議論を
行うことができた。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京観光財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 企画機能の強化と外国人材の活用

戦　　　　　　略 現場力や外国人材を活用した企画提案の実施

３年後の到達目標
○「東京」の観光施策について、都に対して現場経験に基づく企画提案を行うとともに、当財団の事業運営に係る中期的な計画を策定すること
○有為な外国人材を組織内外に抱え、当財団の運営に活用していること
以上により、都の観光施策に対する提案を行うとともに、「東京」の観光振興のハブの役割を担うことを目指して2020年以降の施策をより主体的に展開する。

団体自己評価

企画・調査部門の
立ち上げ・企画
提案力の向上

〇検討（2017）

○企画・調査部門の
立ち上げ

○組織内の現場情
報の集約

○民間事業者等と
の意見交換による
「東京」の観光課題
の把握・分析

○次年度都予算要
求時の都との意見
交換

○調査・検討対象と
する中期的な課題
の洗い出し

○企画・調査部門の
立ち上げを行った

○「共同研究」を進
める過程で、組織内
の現場情報の集約
を実施

○「共同研究」を進
める過程で、民間事
業者等とのヒアリン
グ及び共同分析を
実施。「東京」の観
光課題の把握と分
析を実施。また、報
告会開催を通じて民
間事業者との課題
共有を行った

○次年度都予算要
求に向けて都と意見
交換を行った

○調査・検討対象と
する中期的な課題
の洗い出しを実施す
るために「共同研
究」を実施（3件）

○企画・調査部門の立ち上げ初年度であり、事業
部門で活躍し、観光施策等に精通している職員３
名（いずれも事業部門と兼務）でチームを組成し
た。

○民間事業者等との意見交換の一環として、観光
に精通している民間シンクタンクと共同で２０２０年
以降を見据えた「東京」の観光課題に関する調査・
分析を行うスキーム（「共同研究」という。）を企画
し、公募したところ、３社と協定を締結するに至っ
た。

○「共同研究」を実施することにより、民間シンクタ
ンクと「東京」の中期的な課題に関する情報交換並
びに共同調査・分析が可能となった。そして、財団
内の部署間を越えた意見・情報交換もさることなが
ら、東京観光財団と民間シンクタンクそれぞれの専
門性やネットワークを駆使できるようになり、民間
事業者等との意見交換も容易になっている。

○この「共同研究」で得た知見等を、観光関連業
界向けに報告会を実施し、また報告書をウェブサ
イトで公開することで広く共有が可能になった。

○民間事業者等との「共同研究」を継続して実施
し、東京の観光に係るマーケティング、企画機能を
高めるとともに、現場職員や民間事業者等の意見
を集約し、都と意見交換を実施する。

〇「共同研究」等を通じて、東京の観光の質的向
上に関する課題についても調査・分析を実施して
いく。

○中期的な計画の策定に向け、調査・検討対象と
する中期的課題の選定を行う。

○選定した中期的な課題に対する施策案の調査・
検討を実施していく。

各取組について、以下のとおり2018年度目標
を達成し、2020年度の到達目標実現に向けて
着実に取組が進んでいる。

〇共同研究の実施を通して、部署間を超えた
意見・情報交換や民間事業者等との意見交換
も容易になり、財団としての企画機能を高める
ことができた。

〇グループインタビューの施行実施により、本
格実施に向けたノウハウを得ることができた。

〇外国人材も１名採用し、組織内で活躍して
いる。

〇以上より、「東京」の観光振興のハブの役割
を担うべく、２０１８年度の目標を着実に達成し
ている。

外国人材の
職員採用

○雇用条件等の整
理（2017）

○採用手法の検討
（2017）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

○採用活動
○外国人材１名の
固有職員採用

○台湾出身の日本国内観光機関勤務経験者をス
カウトし、日本語も堪能なことから、固有職員として
採用した。ウェブサイトによる海外への情報発信部
門に配属し、外国人の感性をウェブサイトのコンテ
ンツに反映する効果を得ている。

〇引き続き、有用な外国人材の採用に向け、これ
までの実績を分析し、必要な採用活動を検討して
いく。
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経　営　課　題 外国人旅行者誘致に向けての効果的なプロモーション

様式４

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京観光財団 評価年度：2018年度

戦　　　　　　略 外国人旅行者誘致のためのプロモーション効果の最大化

３年後の到達目標
○海外に向けて実施する「東京」のプロモーション（ＴＶＣＭ、旅行博出展、観光公式ウェブサイトの運営等）の結果として得られる『リーチ数』を最大化する。
○「東京」のオウンドメディア（観光公式ウェブサイト、ＳＮＳ等）での『「東京」ファン』数を最大化する。
以上により、「東京」のディスティネーションとしての認知度を高め、訪都外国人旅行者の拡大につなげていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

○2018年度実績を踏まえ、広告媒体ごとのパフォー
マンスを分析するなど、リーチ数の最大化に向け、
プロモーション方法の改良を行っていく。

○ラグビーワールドカップ2019TM観戦層を意識し、
メガイベントへの注目を活かしつつ、効果的なプロ
モーションを展開していく。

各取組について、以下のとおり2018年度目標
を達成し、2020年度の到達目標実現に向けて
着実に取組が進んでいる。

○『リーチ数』については、各メディアを効果的
に運用し、見せ方の工夫や事業者提案の磨き
上げ、広告デザインの工夫や効率的な広告運
用を実施できたことで、目標値を上回る27億人
の『リーチ数』獲得へとつながった。

○『「東京」ファン数』については、SNSとウェブ
の連動やプロモーションの強化、ターゲットに訴
求するSNSでの発信を実施することで、目標値
を上回る399万人の『「東京」ファン数』獲得へと
つながった。

『「東京」ファン数』の
最大化

2017年度末までに
2018年度に目指す
べき『「東京」ファン
数』を算出

○『「東京」ファン数』
目標値（初期値）
390万人

○市場特性や最新
の旅行者トレンドを
踏まえ、オウンドメ
ディアでどのようにリ
ピーター数を増やす
ことができるかを検
討し、実施（興味の
ある素材の発信、コ
ンテンツの見せ方の
工夫等）

○399万人

○ターゲット層に合
わせた情報発信及
びコンテンツを提供
することによりSNS
ファンの獲得を進め
ることができた

○達成に向けて、コンテンツの更新、SNSとウェブ
の連動やプロモーションの強化を順次行った。

○特に、SNSについては、キャンペーンも展開し、
ターゲットに訴求する情報を発信することで、ファン
化が計画以上に進んだ。

○2018年度実績を踏まえて、ターゲット市場、テー
マを絞ったコンテンツの更新等を行っていく。

○企画・調査部門と連携し、在京外国人の知見等も
踏まえたうえで、「東京」ファンの増加に繋がる魅力
等を整理し発信していく。

『リーチ数』の最大化
2017年度末までに
2018年度に目指す
べきリーチ数を算出

○『リーチ数』
目標値（初期値）
24.7億人

○市場・ターゲット特
性、及び各市場にお
けるボトルネックを考
慮した上でプロモー
ションを実施し、リー
チ数の最大化を図
る。

○市場横断型メディ
アの活用に関して
は、東京ブランドの
イメージを強く打ち出
すことで視聴者・
ユーザーの認知から
関心を拡大する。

○27億人

○欧米市場におい
てより関心の高い題
材、見せ方を工夫し
オンラインプロモー
ションを実施（5件）。
また、旅行博におい
ても各市場に合わせ
た工夫（告知や装
飾）を行うことで集客
力向上を図れた（16
件）

○東京ブランドを
"Unstoppable
Journey"という
キャッチフレーズと一
緒に強く打ち出し、
魅力的な映像として
発信、関心の拡大に
努めることができた

○年度当初の計画に基づき、各メディアの活用にお
いて効果的な運用ができた。

○オンラインプロモーションにおけるウェブデザイン
やコンテンツの見せ方を工夫するなど、事業者提案
をより磨き上げることで、現地に訴求するコンテンツ
を創ることができた。

○10月よりオンエア及びYouTubeにて流し始めた新
CMが好評で、視聴者数が増加するなど好循環を生
んでいる。

○広告デザインやターゲットへの訴求方法などを工
夫することで効率的な広告運用ができた。
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経　営　課　題 激化する国際競争下でのMICE誘致

様式４

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京観光財団 評価年度：2018年度

○新規誘致対象国
際会議の調査・分析
に基づくセールスの
推進

○国際会議誘致専
任のチームと、開催
時の支援選任チー
ムへの組織機能分
化を検討・実施

○協議会のテーマ
や構成員等につい
て見直しを行いなが
ら、国・民間事業者
との連携を推進

○MICE業界を対象
とした人材育成講座
の高度化

〇財団が支援した
国際会議誘致件数
実績：19件

〇新規誘致対象国
際会議の調査を開
始

〇誘致支援と開催
支援のチーム分化
を実施

〇協議会において
国際会議誘致部会
を開催

〇人材育成講座実
践編を実施

〇財団が加盟する国際会議協会（ICCA)のデータ
ベースを活用するなどして、新たに誘致可能性が
ある国際会議を抽出しながら、集約したデータをも
とに誘致活動をこれまで以上に幅広く展開した。

〇誘致専任チームを設置した。今まで以上に誘致
の効率化が図られ、国際会議の誘致活動強化に
つながっており、着実に誘致実績を積み上げるこ
とができた。

〇協議会の部会編成を見直すとともに、国際会議
誘致部会については、ホテルや旅行会社からの
委員を増やした。国際会議誘致に向け、民間との
連携が進みつつある。

〇世界130のPCOが加盟する国際PCO協会との
連携により、新たにMICEグローバル人材育成講
座実践コースを実施し、国内では習得できない知
識やノウハウを学ぶ機会を提供した。

戦　　　　　　略 MICE誘致件数の拡大

３年後の到達目標

〇2020年の国際会議誘致件数　　30件
〇2020年の報奨旅行等誘致件数　45件
以上により、訪都ビジネス客の拡大及び東京の国際都市としてのプレゼンスの向上を図る。
（参考）
財団が支援した国際会議誘致件数　　2014年度: 4件、2015年度:13件、2016年度:15件、2017年度:15件
財団が支援した報奨旅行等誘致件数　2014年度:10件、2015年度:18件、2016年度:34件、2017年度:39件

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

〇2020年以降のより戦略的な誘致に向けたマー
ケティング調査を実施するとともに、重点分野・
ターゲットの再設定なども検討していく。

〇新規誘致対象国際会議の調査・分析に基づく
セールスを継続的に実施していく。

〇国際機関等への職員派遣を通じたネットワーク
の拡充と専門性の強化を図る。

〇協議会のテーマや委員について、委員の意見
を集約し継続して改善を加える。

〇人材育成プログラムの改善を行い継続的に実
施していく。

各取組について、以下のとおり2018年度目標
を達成し、2020年度の到達目標実現に向けて
着実に取組が進んでいる。

○2017年度が15件、2018年度が19件と実績
を伸ばしている。2019年度の国際会議誘致・
開催資金助成が拡充されたため、2020年度
の国際会議誘致件数30件に向けた取組を着
実に進めることができていると考える。

○2017年度、2018年度と続けて39件という実
績でここ2年は横ばいではあるが、東京2020
大会に向けてイベント主催者等からの問い合
わせ件数は年々着実に増えてきていることか
ら、2020年の報奨旅行等誘致件数：45件に向
けた取組は着実に進めることができていると
考える。

○北米への営業等で面会した海外主催者やミー
ティングプランナーに対しPR等を継続すると共に、
2019年度はアジアを中心としたPRやセールス活
動を重点的に進めていく。

○今年度得たノウハウをもとに、欧州や北米での
商談会出展やファムトリップ実施等によるPRや誘
致活動も続けていく。

○人材育成講座（MI実践編）の実施で得た知見を
活かし、講座内容や集客方法等を改善すること
で、都内MICE関連事業者に対し国内では習得で
きない知識やノウハウを学ぶ機会の提供を継続し
て実施していく。

○日本有数のビジネスエリアである有楽町エリア
等と連携して誘致活動を展開する。

ユニークベニュー
利用促進

財団が支援したユ
ニークベニュー利用
件数
2014年度:2件
2015年度:1件
2016年度:3件
2017年度:10件

○ワンストップ窓口
の開設

○PRツールの制作

○ユニークベニュー
の開発事業の完了

◎財団が支援した
ユニークベニュー利
用件数実績：13件

○ワンストップ窓口
にて相談受付を実
施

○ＰＲツールとして、
パンフレット及び
ウェブサイトを完成

○上記ＰＲツールに
掲載する新規ユ
ニークベニューを開
発：民間等施設16
件

○ワンストップ窓口が都内ユニークベニューの相
談窓口として機能し、イベント主催者等からの問い
合わせ等が飛躍的に増加した。

○パンフレット及びウェブサイトを完成させた。作
成にあたっては、実際のパーティーシーン等現場
の写真掲載や360度動画等、ユニークベニューで
のレセプション等の実施につき主催者等が具体的
にイメージできるようなコンテンツの収集に努め
た。

〇海外MICE主催者にとってイベントスペースとし
て魅力ある美術館・博物館や神社仏閣、屋外空間
等バラエティーに富んだユニークベニューを増や
すべく調査を実施し、新たに16施設のユニークベ
ニューを開発した。

○国内外のMICE関連媒体に都内ユニークベ
ニューに係る記事広告等を掲載し、ユニークベ
ニューの紹介だけでなくワンストップ窓口について
も更なる周知を図っていく。

○PRを継続していくため、完成したパンフレットや
ウェブサイトを活用することに加え、ショーケースを
実施し、国内外の主催者やミーティングプランナー
等に対し、都内ユニークベニューの活用法につい
て具体的なイメージを提供していく。

〇現在、都内ユニークベニューとして主に57施設
（都立11施設、民間等46施設）のPRを実施してい
るが、新規のユニークベニュー開発に向けた調査
も継続していく。

報奨旅行等
誘致の強化

○報奨旅行等誘致
から開催までをワン
ストップで対応

○MICE人材育成講
座の実施
（再掲）

○北米を中心とした
新規誘致対象イベ
ントの調査・分析に
基づくセールスの推
進

○MICE人材育成講
座の高度化
（再掲）

◎財団が支援した
報奨旅行等誘致件
数実績：39件

○北米への営業活
動や北米からのファ
ムトリップ等を実施

○人材育成講座実
践編を実施

○北米3都市（ダラス、オレンジカウンティ、サンフ
ランシスコ）へのセールスコール（訪問営業）や
ロードショー（都内MICE関連事業者との共同プロ
モーション・営業）、IMEX AMERICA（商談会）への
出展、北米からのファムトリップ（ミーティングプラ
ンナー招請）を実施するなど、北米を中心とした
PR、セールス活動を重点的に進めてきた。また、
海外主催者やミーティングプランナーとの商談など
により、報奨旅行等の具体的な見込案件の把握
や誘致活動に努めた。並行して実施している欧州
や東南アジアでの商談会出展やファムトリップ実
施等によるPRや誘致活動成果と合わせ着実に実
績を積み上げることができた。

○世界的なミーティングプランナー業界団体であ
るMPI（Meeting　Professionals　International）との
連携により、人材育成講座（MI実践編）を実施し、
国内では習得できない知識やノウハウを学ぶ機会
を提供した。

国際会議
誘致の強化

○国際会議誘致か
ら開催までをワンス
トップで対応

○「東京都MICE
連携推進協議会（協
議会）」の立上げ

○MICE業界を対象
とした人材育成講座
の実施
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京観光財団 評価年度：2018年度

経　営　課　題 地域の魅力を活かした観光振興

戦　　　　　　略 地域の観光振興のための取組強化

３年後の到達目標
○2020年までの３年間で、62件（都内区市町村数と同数）の地域の観光資源を発掘又は磨き上げる。
以上により、「東京」の観光都市としての魅力向上を図っていく。

団体自己評価

観光関連団体等
向けワンストップ
総合窓口の設置・
運用

-

○ワンストップ総合
窓口の設置

○観光関連団体等
の支援ニーズ等の
把握

○既存事業等を活
用した観光資源開
発支援

○観光まちづくりを
総合支援する「地域
支援窓口」を設置

○都内の観光関連
団体（61団体）の支
援ニーズ等を把握

○20件の観光資源
の開発を支援

○「地域支援窓口」を財団内に設置するとともに、
区部、多摩、島しょの各エリアを担当する専任職
員を配置した。

○各区市町村に所在する観光関連団体等を訪問
し、各地域の観光課題や支援ニーズを俯瞰的に
把握しながら、地域の実情に応じた様々な施策の
活用などについて、各団体と意見交換等を重ね
た。

○観光まちづくりの総合窓口として行う上記の
コーディネート活動と、助成金等の支援ツールを
組み合わせて、20件の観光資源の開発を支援し
た。

〇今後も、観光関連団体等への訪問を重ねること
で、話しやすい関係づくりを進め、潜在的な支援
ニーズ等を把握する。

〇開発した観光資源づくりの取組が継続し、観光
客にとって魅力的なスポットとして定着するよう「地
域支援窓口」の機能を活用して引き続き支援して
いく。

各取組について、以下のとおり2018年度目標
を達成し、2020年度の到達目標実現に向けて
着実に取組が進んでいる。

○地域の観光資源の発掘・磨き上げを実施し
ていくため、ワンストップで対応できる「地域支
援窓口」を新たに設置し、各団体との意見交
換等を通じてニーズ把握を進めることができ
た。

〇「地域支援窓口」職員による観光関連団体
等への訪問調査により、他団体の参考となる
ベストプラクティス10件を抽出し、「東京都内
観光協会交流サロン」や財団HPを活用して共
有することで、観光資源の発掘・磨き上げを促
進するための情報提供を進めることができ
た。

〇ラグビーワールドカップを契機とした広域連
携を推進するための支援事業の採択も行っ
た。

○2018年度は、上記取組や助成金等の支援
ツールを組み合わせることで、20件の観光資
源開発を支援することができた。

観光関連団体等の
ベストプラクティスの
共有

-

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

○ヒアリング調査

○ベストプラクティス
共有

○10件のベストプラ
クティスを抽出

○「東京都内観光
協会交流サロン」に
てベストプラクティス
を共有(3回)

○「地域支援窓口」職員による観光関連団体等へ
の訪問調査等により、多様な主体の参画による観
光事業の継続的な取組や、大学・学生との連携に
よるものづくり産業の観光資源化など、他団体の
参考事例となり得る10件のベストプラクティスを抽
出した。

○観光関連団体相互の交流に対するニーズが高
いことから、「東京都内観光協会交流サロン」の展
開を図った。区部２回、多摩１回。
・参加者ニーズに即して、①ベストプラクティス事
例研究、②インバウンドを視野に入れた街歩きツ
アー等をテーマとして、各団体の取組や課題など
について意見交換を実施した。
・財団ＨＰも活用して情報発信を行っている。

〇引き続き、「地域支援窓口」職員による訪問調
査や交流サロン等の機会をとらえ、ベストプラク
ティスの抽出を継続していく。

〇交流サロンは、観光関連団体等の相互のネット
ワークづくりの場として今後も継続して開催し、定
着させていく。

観光関連団体等の
連携推進

-
○支援対象選定

○支援策の企画

○ラグビーワールド
カップ2019TMを契
機とした広域連携を
選定し支援を開始

○観光関連団体等は、区市町村の行政区域内で
それぞれ活動することが一般的だが、ラグビー
ワールドカップ2019TMを契機として、競技会場周
辺地域の観光関連団体等に働きかけ、周辺地域
が連携した事業企画提案に繋げ、それを支援事
業として採択した。
  今後は、開催効果を地域へ広く波及させるため、
各市で実施する文化体験等の新たな体験コンテン
ツ、モデルルート等をPRすることにより、観光客等
を広域で周遊させる取組などを支援していくことを
決定した。

〇秋のワールドカップ時に来場者が開催地の魅
力を感じ、開催効果が波及するよう着実に準備や
ＰＲを進めていく。

○引き続き、観光関連団体等や民間事業者との
連携を推進し、区市町村の行政区域を超えた観
光資源化開発等を推進するための広域の取組に
ついて、「地域支援窓口」や交流サロンなどを活用
しながら掘り起こしていく。
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評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

○賛助会員向け新
規事業「ＴＣＶＢビジ
ネス交流会」の企
画・開催（計５回）

○賛助会員数
582社・団体
（60増）

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

新たな賛助会員の
獲得

○賛助会員数
（社・団体）
2012実績：376
2013実績：377
（1増）
2014実績：400
（23増）
2015実績：432
（32増）
2016実績：468
（36増）
2017実績：522
（54増）

公益財団法人東京観光財団

○2020年までの３年間で、180社・団体の新たな賛助会員の獲得を目指す。
（2014～2016年度の３年間の増加数（91社・団体）の約２倍の獲得を目指す。）
　より多くの賛助会員を獲得することで、賛助会員ネットワークを拡充するとともに、当財団のプレゼンスの向上につなげていく。

３年後の到達目標

経　営　課　題 観光関連産業への貢献

賛助会員ネットワークの拡充

○賛助会員数
目標値
580社・団体
（60増）

賛助会員向け
新サービスの提供

○ニーズ調査（2017）
○新サービスの
企画・実施
（ビジネス交流等）

戦　略

各取組について、以下のとおり2018年度目標
を達成し、2020年度の到達目標実現に向けて
着実に取組が進んでいる。

○賛助会員のニーズを踏まえた新サービスも
好評を得ており、財団のプレゼンス向上に向
け、着実に取り組みが進んでいる。

〇3年度の到達目標である3年間で180社・団
体の新たな賛助会員の獲得に対し、2018年度
目標数である60社・団体の獲得を達成するこ
とができた。

○ビジネスチャンスの拡大のため、賛助会員間の
交流機会を増やして欲しいというニーズを踏まえ、
「ＴＣＶＢビジネス交流会」を５回開催した。延べ97
社・団体が参加し、参加者からのアンケート調査で
も好評を得ている。

○事業活動を通じた地道な活動により、86社・団
体の新規会員を獲得した。一方で、26社・団体の
退会があったことから、差し引き60社・団体の増加
となっている。

○また、本年度内に他社とタイアップした非会員
向けセミナーの開催を実施し、財団の認知度向上
へとつなげた。

〇各参加回のアンケートで得た要望も元に、賛助
会員のニーズを踏まえて、ビジネス交流会を継続
して実施していく。

〇賛助会員と非賛助会員とのマッチングの機会や
コーポレートサイト等を活用した情報発信にも取り
組み、賛助会員向けのサービスを継続して実施し
ていく。

〇引き続き、目標達成に向けて地道な活動を続け
ていくとともに、認知度向上に向け、上記に掲げる
取組等を実施することで、更なる会員数の増加へ
とつなげていく。

団体自己評価
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団体名：公益財団法人　東京観光財団

　

「経営改革プラン」評価シート
評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)

○東京観光財団は、国内外とのネットワークや現場ノウハウを活用して事業を実施するとともに、政策実現に向け都と連携するなど、東京の観光振興の発展に貢献している。今後も、自主事業
の拡大や都への事業提案を積極的に行うなど、効果的かつ実効性のある事業のさらなる展開を期待している。

○経営改革プランに掲げた６つの戦略について、３年後の到達目標に向け、それぞれの取組事項を創意工夫を行いながら実施し、目標数値について全て達成したことは評価できる。

・戦略①について、拡大する組織の運営において、組織理念から行動指針までを策定し、職員の能力向上や管理部門の体制強化などに着実に取り組んでいる。
・戦略②について、民間シンクタンクと共同で東京の観光課題に関するテーマを設定し、調査・分析する新しい取組を始めた。今後は、外国人職員やグループインタビュー等を活かし、外国人
目線でのプロモーション等を展開するなど、企画能力を一層高めていくことを期待したい。
・戦略③について、広告デザインやターゲットへの訴求方法について、効果の最大化に向けて各市場に合わせた見せ方やキャンペーン展開など工夫を行っている。
・戦略④について、商談会出展や訪問営業などＭＩＣＥ誘致活動を展開するとともに、国際団体等と連携した講座の実施により、国内の専門人材の育成にも寄与している。ユニークベニューに
ついても、ワンストップ窓口による利用支援や民間等施設の開拓を進めている。
・戦略⑤について、都内観光関連団体訪問、地域支援窓口、観光協会交流サロンなど、地域の先導役として各地域でのプレゼンスを高めるべく、地域の意見の収集や団体相互のネットワークづ
くりを着実に進めている。
・戦略⑥について、賛助会員のニーズを踏まえた新サービスの提供や固有職員を中心とした活動により認知度の向上や会員獲得を図り、着実に賛助会員数を増やしている。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 長期的視野に立った着実な人材育成

戦　　　　　　略 新たな人材育成体系の構築

３年後の到達目標
・新たな人材育成体系を構築し、協会および都立動物園・水族園運営に必要な人材の計画的な輩出により、安定的かつ継続的な人材確保を目指す
・組織の運営に必要な専門的人材を検討し、制度を整備の上、外部からの即戦力人材を登用
・国際競争力のある人材の育成により、日本の動物園のリード役としてさらなる存在感の発揮と、動物園運営における東京都のパートナーとしての信頼度の向上

団体自己評価

新たな人材育成体
系の構築

・これまでの人材育
成の取組みを継続
・変化する社会に
あった人材育成体系
を検討

・現状分析と課題抽
出を踏まえた、新た
な人材育成制度及
びキャリアコースの
検討への着手

・各職級において求
められる人材要件の
取りまとめ
・人材育成のための
キャリアモデルの取
りまとめ

・職級ごとに求められる能力や知識・スキルについ
て根本的な検討を行い、人材要件を取りまとめ
・求められる人材像を類型化し、その人材育成の
ためのキャリアモデルを設定。そのうえで、各コー
スの定義、概ねの割合、分化の時期や標準的な育
成期間を取りまとめ

・新たなキャリアモデルを踏まえた人事制度を設計
し、稼働させる。
・その条件整備として、都及び組合との協議を経て
関連規程の整備を行う。

・平成18年度に指定管理者制度が導入され、
協会が飼育展示も含めた園の管理運営全般
を担うこととなり、飼育系の職員は、都派遣か
ら固有に移行することになった。

・これにより固有職員の人材育成・技術の継承
が求められることになったが、協会として抜本
的な対応に苦慮していた。

・この度、「（公財）東京動物園協会　人材育成
のあり方について（ＰＴ報告書）」を取りまとめ、
人材育成体系を構築することができた。
　またその補完策として、生物系職員の研修
制度や外部登用制度立ち上げの準備を整え
た。

・今回、固有職員の人材育成についての課題
を洗い出し、制度的な対応策を策定したこと
は、協会運営にとって大きな成果である。

・また、人材育成体系の具体的な運用につい
ても、職員異動のシミュレーションに着手し、
2019年度においては人材育成委員会を設置
し、人材育成についての手法を確立させる目
途がついた。

・以上のことにより、2018年度の目標を十分に
達成することができた。

人材育成における課
題の抽出とその対
応の検討

・多様な雇用体系の
中、協会固有職員の
新規採用、人材育成
を実施
・生物系の技術継承
が課題

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・年齢構成と今後の
推移を踏まえた現状
分析及び管理監督
者へのヒアリングや
職員アンケートによ
る課題抽出

・職員の年齢構成の
推移に係る分析及
び課題抽出
・ヒアリングやアン
ケート調査による実
態把握
・上記項目をまとめ
た報告書を作成

・都派遣及び固有職員の年齢構成の推移に係る分
析及び課題抽出
・各園へのヒアリング及び職員へのアンケート調査
による実態把握
・課題の抽出と調査を進め、協会内の専門ＰＴにお
いてその対応を検討し、「（公財）東京動物園協会
人材育成のあり方について（PT報告書）」を取りま
とめ、その中で課題ごとに具体的な取組を整理

　この報告書に沿って、人材育成、研修体系等の
確立、外部登用及び職員管理を行っていく。

外部登用等、柔軟な
人事配置体制の検
討

・内部登用が原則
・他園園長経験者を
園長に登用した事例
あり

・組織運営に必要な
専門的人材及び配
置すべき部署等に
関する検討

・外部登用が必要な
ポスト・期間を検討
・専門的人材の確保
について、その手法
や処遇を検討

・固有職員中心の職員構成へ移行することを踏ま
え、園の適切なマネジメントや飼育技術の着実な
継承に向け、経験豊富な技術指導のスタッフ職や
母数の少ない水族園スタッフなど、具体的な専門
人材の活用ポストを検討
・専門的人材の発掘について、他園館の事例等も
参考に、確保に向けた取組や雇用契約のあり方な
ど受け入れに向けた条件整備について検討

・専門人材の活用ポストと必要人数を確定させ、募
集を開始し、人材を確保

・職員の在籍状況をベースにしたシミュレーション
を、個人の特性、業績等を加味してブラッシュアッ
プ
・新たに「人材育成委員会」を設置し、シミュレー
ションの結果をもとに、計画的な育成・配置につい
ての手法を確立し、運用を開始

新たな人材育成に
向けた職員研修制
度の検討

OJTのほか、都及び
協会独自の研修制
度を活用しているが
不十分

総務部及び各園の
実施する研修につい
て、現状把握、及び
比較検討を通じた課
題抽出

・求められる人材育
成のための研修体
系の取りまとめ

・生物系職員についての職級やコースごとに必要
な研修を取りまとめ
・飼育動物の健康管理や継続的な繁殖に係る技術
を継承・発展するためのOJTのあり方を検討。さら
に、プレゼンテーション能力や他園館との調整力の
向上策等について検討

・PT報告書で取りまとめられた生物系職員に必要
な研修内容（職級ごとに求められる研修内容のレ
ベル、手法、講師等）を具体化した実施計画を策定
・都人材支援事業団、組合等関係団体とも協議し、
職員研修制度を確定させ、運用に着手

協会および都立動
物園・水族園運営に
必要な人材の計画
的な排出

・固有職員からの管
理監督職輩出に向
け人材育成に取り組
んできたが不十分

・長期的な視点で
の、管理監督職の具
体的な人材輩出計
画策定

・固有職員の具体的
人事配置シミュレー
ションを実施
・その結果を踏まえ
た育成策を検討

・職員の計画的な配置管理を実現するため、都派
遣職員との切替時期、育成期間等の仮定を置いた
人事配置シミュレーションを実施
・その結果をもとに、課題の洗い出し、シミュレー
ションの前提条件の修正等を行い、適用レベルの
向上を図った。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 社会教育施設としての教育普及活動の組織体制の強化

戦　　　　　　略 教育普及活動部門の体制強化

３年後の到達目標
・4園の教育普及事業を統括する部門として教育普及センターを2019年度に設置し、社会教育施設としての機能を強化
・教育普及プログラムの評価検証及び改善を行い、教育普及プログラムの参加者満足度（2018年度よりアンケート実施予定）の対前年比を向上させる

団体自己評価

教育普及センターの
設置

・2016年度からの指
定管理者事業計画
に記載
・センターの役割に
ついて検討

･教育普及センター
と各園の役割分担
整理
・センター設置につ
いて都と協議

・2019年度からの教
育普及センターの設
置を決定
・各園とセンターとの
役割分担をPTにお
いて整理

・各園の教育普及課長を含む教育普及センター検
討PTにおいて、社会教育施設としての動物園の教
育普及事業の役割を改めて検討の上、教育普及セ
ンターの担うべき役割を整理
・PTの検討結果を踏まえ、センターの業務量や年
間スケジュール等をまとめた人員要求資料を作成
し、東京都に提出

・新たに設置した教育普及センターにおいて、協会
全体の教育普及事業の方針を策定
・教員対象セミナーの実施、4園の学校利用状況実
態調査、新たな学校向け教育プログラムの開発
等、学校連携の推進
・教育普及プログラムの評価検証の実施や体系的
教育プログラムの構築に向けた取組みの推進

・協会の事業の大きな柱である教育普及事業
について、教育普及センター検討PTにおいて、
その必要性を改めて検討し、人員要求を行っ
た結果、2019年度より教育普及センターを設
置し、統括部門としての活動を開始できること
となった。

・各園の教育普及部門と教育普及センターと
の役割分担をPTにおいて検討・整理すること
で、年度当初から企画を検討する「教員対象セ
ミナー」等の事業についても、円滑に教育普及
センターへと移行することができた。

・各園の実施している年齢層別のプログラムに
ついて、PT及び教育普及分科会での内容を検
討し、次年度以降の改善につなげることができ
た。

・サポーター事業のPRや、ボランティアとの連
携強化により、市民協働の取組みを推進した。

・以上の取組みにより、教育普及活動部門の
体制強化が図られ、2018年度の目標を達成す
ることができた。

教育普及プログラム
の評価検証及び改
善のプロセス構築

･一部で評価手法の
検討を開始したが、
評価手法は未確立

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・これまでの評価事
例を踏まえた評価方
法の検討
・実績のある大学等
との連携強化

・評価事例について
内容を分析し、検証
を実施
・各園においてプロ
グラム参加者へのア
ンケートを実施

・東京大学海洋アライアンスや東京工科大学、帝
京科学大学などと共同で行った教育普及プログラ
ムの評価手法について、分析・検証を実施
・評価検証から見えたプログラム改善につながる視
点（生物観察の動機づけ、観察フィールドの設定方
法等）を取りまとめ
・各園のプログラム参加者アンケートにおいて、参
加者の属性やイベントの評価、今後のイベントへの
要望等をとりまとめ

・評価対象として、①スタッフが実施する教育プロ
グラム、②動物展示前のサインや解説装置、③特
設展示、④配布物等において対象プログラムを抽
出し、評価を実施
・各園が実施しているプログラム参加者アンケート
を検証するとともに、教育普及センターにおいて別
アプローチから参加者満足度調査を実施し、これら
をもとにPDCAサイクルにより次年度の事業への反
映・改善を実施

学校教育との連携
強化

・各園において地元
周辺の学校等と連
携

・4園の取組状況の
取りまとめ
・学校連携に関する
教育普及センターと
各園の役割分担の
整理

・4園の取組状況の
取りまとめ、課題の
抽出と改善案の検
討
・学校連携に関する
教育普及センターと
各園の役割分担の
整理

・各園で実施している学校連携のプログラムについ
て、実施内容を取りまとめ、各園に共通した課題と
特有の事情による課題を抽出し、改善策の検討を
実施
・上記を踏まえPTにおいて、各園及び教育普及セ
ンターの役割分担を整理
・実習受入、職場訪問、職場体験、ゲストティー
チャー等に関する総合的な窓口や、教育に関する
法律や学習指導要領等の現状把握と4園への情報
共有をセンターの機能と位置づけ

・教育普及センターにおいて、「教員対象セミナー」
の全体計画と企画調整を実施
・4園の学校向け教育プログラムの現状把握と評
価・改善に向けて、学校教育関係に特化した年報
を作成
・教育普及センターにおいて、4園利用促進動画や
配布教材、アウトリーチプログラムなど、学校向け
教育プログラムを開発

・企業のCSR活動との連携強化のため、各種メディ
アを活用した広報の強化を図るとともに、東京商工
会議所等、連携の相手先への営業活動を展開
・ボランティアが行う教育普及活動について、前年
度の検討結果を踏まえ、教育普及センターにおい
て連携事業の指針を策定

体系的な教育プログ
ラムの構築

・年齢別のプログラ
ムを実施している
が、一部の園にとど
まり限定的

・現状でターゲット外
となっている年齢層
などの抽出
・体系的プログラム
構築に向けた各園
の中長期計画検討

・教育普及プログラ
ムについて、次年度
以降の改善策を策
定

・各園で実施している年齢層別のプログラムについ
て、その内容及び現状における課題を検討し、「サ
マースクール」や「大人のための動物園講座」につ
いて、名称や内容を変更した実施計画案を策定

・生き物と親しむことから始まり、保全に向けて考え
行動することへとステップアップするような、対象年
齢ごとのプログラムの指針を教育普及センターに
おいて策定
・各園の中長期計画を教育普及センターの総合調
整機能内に位置づけ対応

企業のCSR活動や
NPO団体、ボラン
ティア等との連携の
推進など

・専門の担当者が不
在であり、受け入れ
態勢、物理的な受入
場所などが不十分

・現在実施中の都民
協働に関する実態
調査
・対応方法の違いな
どの情報整理

・「動物園サポー
ター」個人登録者数
前年比１割以上増
・ボランティア研修会
参加者685名

・各園サポーターのPR強化に努めた結果、個人登
録者数対前年比11.5％増
・各園におけるボランティアの活動実績及び課題を
共有化し、次年度の事業内容に反映
・多様な内容のボランティアを対象とした研修会を
実施し、多くの会員が参加
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 幅広い財源を活用した固有公益事業の充実

戦　　　　　　略 東京動物園協会野生生物保全基金等の拡充

３年後の到達目標
・東京動物園協会野生生物保全基金について、助成支援制度および財源確保の両面からの見直しを図り、助成規模（助成金総額）については現行の1.5倍以上とし、国内外における野生生物保全活動を一層推進
・同基金を当協会の固有公益事業に活用し、より幅広い保全活動に寄与することを目指す
・その他の基金事業も含め外部からの資金獲得制度について検討

団体自己評価

東京動物園協会野
生生物保全基金に
よる助成制度の見
直し

・助成金額の上限を
定め、一定の水準で
助成

・助成対象や助成金
額及び助成件数を
検証し、要綱を変更
・新たな助成制度に
基づく対象事業の募
集

・新たに部門の創
設、助成金額及び
助成件数の引き上
げなど、制度を大幅
拡充
・申請件数が3倍と
なり、審査の結果、
中学・高校を含む全
国11団体に助成を
決定

・実績の検証を踏まえた再検討を行い、制度内容の大幅な拡充を実施。
具体的には、①助成対象活動の明確化（保全活動、調査研究、普及啓
発の３部門を創設）、②助成金額の上限を100万円／件（現行50万円／
件）に引上げ、③助成件数を10件程度／年（現行3〜4件／年）に引上
げ、④対象を学生や地域団体等にも拡大。
・要綱を改正し、新募集要領による公募を2月に実施。広く周知を図るた
めに、募集告知ダイレクトメールを大学や博物館、研究機関、理科教育
に関心の高い高校等、全国349箇所に送付。また、ウェブやSNS等でも積
極的にPRした。結果、過去平均申請件数の3倍を超える35件の申請を得
た。審査委員会で助成対象を11件と決定し、助成金総額は従来平均の
約5.5倍、9,785,210円となった。

・拡充された助成制度の更なる周知を図り、内容を
充実させ、野生生物保全事業への貢献を推進
・2019年度の申請件数については、目標を50件以
上とし、助成決定通知交付式を初開催し、広くア
ピールを図り、助成対象内容をレベルアップ
・報告講演会を通じた教育普及事業の推進

・野生生物保全基金については、制度の大幅
な拡充を図ること、またＰＲ活動を積極的に展
開したことで、前年度の３倍となる申請件数を
受け付けることができた。

・審査の結果、助成対象となったのは前年の３
倍にあたる１１件で、北海道から沖縄まで全国
の団体・個人を対象とした。また、制度創設以
来初めて中学生及び高校生の活動を対象とし
た。
このことにより、都の政策連携団体として、都
内に留まることなく『全国との共存共栄』を具
体化できた。

・また、基金について、2019年度における収益
事業からの繰り入れ開始、『特定テーマ』の導
入など、新たな事業展開についても道筋を描く
ことができた。これらの一連の取り組みによ
り、平成22年の事業開始以来、初めての再構
築を果たすことができた。
　
・外部資金の獲得については、国内外の事例
調査をもとに今後の重点事項の洗い出しを行
い、その具体策を整理することができた。ウェ
ブのリニューアルなど既に対応に着手してい
る。

　以上の取り組みにより、幅広い財源を活用し
た固有公益事業の充実について目標を達成
することができた。

幅広く民間などから
も資金を得る制度の
検討

・東京動物園友の会
のバザーや地元商
店街からの寄付など
限定的

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・基金への寄付金募
集の告知について、
その方法を含め検
討

・寄付金PR手法に
ついて事例調査等
による検討を実施
・検討結果に基づ
き、基金ウェブペー
ジのリニューアルを
実施

・以下の項目について事例を収集・検討し、翌年度以降の方針を決定し
た。
　①告知媒体：印刷媒体、ウェブ媒体（サイト、クラウドファンディング、オ
ンライン寄付等）、口コミ等
　②告知先：助成制度情報サイト、各種法人・団体
　③提携先：遺贈を取り扱う金融機関等
・寄付を呼び込むために基金ウェブページをリニューアル（2019年3月）

・2019年度に次の取組みを実現：
　○広く寄付金を募るため、新たな手法としてイン
ターネット上の寄付システムを開始
　○基金のPRを図るために、リーフレットを作成し、
広く配布
　○金融機関と提携し、遺贈等による基金財政の
拡充

外部からの資金獲
得制度に関する検
討

・野生生物保全基金
の他に、サポーター
基金やジャイアント
パンダ保護サポート
基金を運用

・幅広い資金獲得方
法に関する国内外
の団体における事
例の調査

・国内の助成団体や
保全活動団体等に
ついてヒアリングや
事例調査を実施
・国外の助成活動に
ついて事例調査を
実施

・国内で助成を主事業としている団体（伊藤忠記念財団や自然保護助成
基金等）や、寄付による資金調達を行っている団体（東山動植物園や山
階鳥類研究所等）についてヒアリング調査及び資料収集による事例調査
を実施した。
・米国のWCS（野生生物保全協会）や英国のZLS（ロンドン動物学協会）、
WWF等、保全活動事業に取り組む国外の団体の事例を調査した。

・前年度の調査・検討に基づき、より有効な手法を
選定し、新たな資金獲得活動を2019年度に開始

・基金を通じた『協会独自の保全活動』を開始する
ための調整に着手
・「特定テーマ」を選定し、支援対象・期間・規模等
を定め、関係機関との協議の上、新たな手法によ
る保全活動を実施

収益事業から基金
への繰入れ制度の
検討

・野生生物保全基金
の残高は毎年目減
り
・2017年度に大口の
寄付あり

・基金の拡充と安定
的な運用に向けた
収益事業からの益
金繰入規模等の検
討

・収益事業から基金
への繰入れについ
て、シミュレーション
の上、モデルを策定

・基金財政を中長期的視点から安定的に推移させるため、収益事業から
の繰入れと外部資金との最適バランスをシミュレーションした。
・収益事業における繰出し可否の判断基準、繰出し規模等ルール化に向
けて各要素の検討を行った。
・公益法人会計上の処理方法等の観点から検証を行った。

・収益事業からの繰入れについて理事会等で決定
・基金への繰入れの実施
・収益事業の成績に応じた利益の繰入れの実施
・基金の効率的かつ効果的な運用

公益財団の固有公
益事業としての、保
全活動等への基金
活用の検討

・基金の使途は助成
事業に限定
・自らの事業には未
活用

・基金の活用が有効
な事業活動範囲の
検討

・協会による主体的
な保全活動を推進
するための制度や
規模を検討

・指定管理事業の枠外で取組む、法人独自の公益事業について、基金
を活用した推進策を検討。
具体的には、基金事業の中に従前の「自由公募型」とは別に「特定テー
マ型」を創設するなど、協会が動物園事業を運営する上で参考とする
テーマを選定し、先進的取り組みを行う団体や個人を支援する手法の適
否等について検討を行った。また、実施にあたってのテーマ設定のあり
方、助成期間・規模等についても議論した。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 野生生物の研究活動や保全活動の一層の推進

戦　　　　　　略 改正種の保存法が定める「認定希少種保全動植物園等」としての活動の推進

３年後の到達目標

・「認定希少種保全動植物園」の早期認定により、種の保存に関する動物園等の公的機能を明確化し、社会的な認知度を向上させる
・環境省の進める希少野生動植物の保護増殖事業への一層の貢献
・大学や研究機関との連携拡充により、学術的・技術的な機能強化を図る
・来園者向けの情報発信の強化のため、キーパーズトークの実施回数増に取組み、4園合計年間5,000回の実施を目指す
・シンポジウム等の参加者の満足度や理解度（2018年度よりアンケート実施予定）の対前年比を向上させる

団体自己評価

「認定希少種保全動
植物園」の認定

・2017年に法律が改
正
・認定制度の詳細は
定まっていない

・認定制度の制定
（H30/6頃施行予定）
・認定申請に向け、
必要なハード整備の
要求などの検討及び
準備

・前倒しで4園分の申
請資料を作成し、環
境省と事前調整を実
施

・6月の改正法施行後、申請に必要な書類が明らか
になり、資料作成を開始
・都立動物園・水族園は対象となる動物種が多く（上
野52種、多摩38種、葛西5種、井の頭12種）、資料
が膨大となるため時間を要したが、各園において資
料を作成し、環境省に事前確認を依頼
・事前確認について環境省と対応協議中

・当初目標では2019年度に上野と多摩、2020年度
に葛西と井の頭の認定を取得する予定であったが、
2019年度に4園全ての認定を取得予定
・認定を受けたことを積極的に情報発信し、都立動
物園が取り組む保全活動の状況と、その意義を広く
普及啓発

・認定希少種保全動植物園について、当初予
定よりも前倒しで葛西及び井の頭でも申請書類
の作成を完了し、4園とも2019年度に認定を取
得する見込みとなった。

・ツシマヤマネコ及びトキについて、環境省の保
護増殖事業の確認を受け、環境省との連携に
よる国内希少種の保全活動を一層推進する体
制を作った。

・様々な機会を捉えてキーパーズトークを実施
し、実施回数を大幅に増やすことで、多くの来
園者に野生動物の生態や、保全活動の重要性
について、普及啓発を図ることができた。

・保全に関する都立動物園・水族園の取組につ
いて、多くの講演会・シンポジウムを開催するこ
とで、都民に伝えることができた。

・大学や研究機関との多様な共同研究を進め
ることで、希少野生動物の繁殖生理等、保全活
動に必要な知見を得ることができた。

・以上の各項目により、野生生物の研究や保全
に向けた活動を推進し、2018年度の目標を達
成することができた。

環境省保護増殖事
業や日本動物園水
族館協会への貢献

･アカガシラカラスバ
ト他小笠原産動物や
トキなどの保全活動
を実施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

･トキやツシマヤマネ
コの保護増殖事業に
おいて、都が環境省
の確認を受けるため
の資料作成等

・多摩のトキ、井の頭
のツシマヤマネコに
ついて、環境省の保
護増殖事業に位置
づけられ、認定証を
受領

・トキについて、今後の展示も視野に入れ保護増殖
事業確認申請書類を東京都を通じて環境省に提出
し、確認証を受領
・ツシマヤマネコの保護増殖事業期間満了に伴い、
新たな申請書類を東京都を通じて環境省に提出し、
確認証を受領

・「認定希少種保全動植物園」の認定を受け、認定
園館同士での繁殖のための移動を活性化させ、日
動物加盟園館と連携し、環境省の進める希少野生
動物の保護増殖事業を一層推進
・2018年10月に策定された第2次ズーストック計画対
象種において、評価検証の結果を踏まえ、飼育繁
殖・教育普及・保全への取組みを推進

来園者向け情報発
信力の強化

・直接来園者に解説
するキーパーズトー
クを4園合計で年間
3,400件を目標に実
施

･キーパーズトーク 4
園合計の実施回数
4,000回

・キーパーズトーク4
園合計の実施回数
4,286回

・保全に関する調査研究や、動物福祉への配慮な
ど、飼育職員の業務が増大しつつある中、飼育作
業の見直し等により時間を創出し、実施回数を増加
・上野の子ども動物園70周年イベント、多摩の開園
60周年記念イベント、各園の飼育の日などでスペ
シャルトークを開催するなど、機会を捉え新たな
キーパーズトークを実施

・第2次ズーストック計画対象種等について、重点的
にキーパーズトークを実施
・キーパーズトーク年間実施回数4園合計2020年度
5,000回

・各種学会での発表・出席や、各園で開催するシン
ポジウム・講演会へ研究者を招待することなどを通
じ、大学や研究機関との交流を深めることにより、
共同研究を発展・深化

希少種保全の取り組
みに関する情報発信
力の強化

・シンポジウム等（野
生生物保全に関する
講演会やシンポジウ
ム）を各園で積極的
に開催

・シンポジウム等を
各園で実施
・参加者の満足度や
理解度に関する評価
方法の検討及び試
行

・各園で希少種保全
に関するシンポジウ
ム・講演会を開催
・シンポジウム等で
はアンケート調査を
行い、満足度の調査
を実施

・4園連携小笠原保全講演会、連続講演会「身近な
水辺の生き物を守る」、ジャイアントパンダ国際交流
シンポジウム、「東京動物園協会野生生物保全基
金」報告講演会、野生生物保全センター講演会「ア
ライグマとどう向き合うか？」など、保全に関して幅
広いテーマで各種講演会・シンポジウムを開催
・参加者からのアンケート調査結果をもとに、次年度
の開催内容の充実に向けた検討を実施

・各園において、アンケート結果を踏まえ、より充実
させた内容にて希少野生生物の保全に関する講演
会／シンポジウムを実施
・各園が実施しているプログラム参加者アンケートを
検証するとともに、教育普及センターにおいて別ア
プローチから参加者満足度調査を実施し、これらを
もとにPDCAサイクルにより次年度の事業への反
映・改善を実施

大学や研究機関との
連携強化

・大学や研究機関等
と、野生生物保全に
向けた協定や共同
研究契約を計40件
程度締結

・大学や研究機関等
との共同研究の取組
み推進
・新規の協定や共同
研究契約の締結

・各園で大学や研究
機関等との協同研究
を実施
・新たなテーマでの
共同研究15件を実
施

・東京大学とのハダカデバネズミiPS細胞を用いた
異種間キメラの研究、京都大学野生生物研究セン
ターとのユキヒョウの繁殖生理に関する研究など合
計56件の共同研究を実施
・新たに岐阜大学応用生物科学部との間で、飼育
動物のクラミジア保有状況調査についての共同研
究の覚書を締結し、調査を推進
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 国内外の動物園・水族館のネットワーク強化

戦　　　　　　略 国内外ネットワークの更なる強化

３年後の到達目標

・日本動物園水族館協会を通じた国内ネットワークを強化し、国内の種保存事業等を推進
・特に動物福祉に配慮した展示施設の整備について、東京都の整備計画への提案を実施
・国際会議への出席や、世界動物園水族館協会を通じた国際ネットワークを強化し、日本を代表する動物園としてリーダーシップを発揮
・国内外動物園・水族館や関連機関との連携協定の締結を進め、新たに5件の連携協定を締結することにより、希少野生生物の繁殖計画を推進

団体自己評価

日本動物園水族館
協会を通じた国内
ネットワークの更なる
強化

・日動水（日本動物
園水族館協会）が取
組む各種事業や保
全活動に協力

・東京の担当種につ
いての動物福祉に配
慮した飼育マニュア
ル策定等、日動水の
計画の推進

・日動水が行う希少
動物の飼育マニュア
ル作成及び『飼育ハ
ンドブック』の改訂を
支援

・日動水において、JSMP種（JAZA Species
Manegement Progream：個体群管理計画策定対象
種）についての飼育マニュアルの策定作業を行って
おり、ゴリラ、チンパンジー、小型サル、ルリカケス
等について担当機関としてマニュアルを策定
・7年ぶりに日動水が行う『飼育ハンドブック』の改訂
にあたり「資料」「保存」「広報」「環境エンリッチメン
ト」の項目を担当し、内容の検討・充実を支援

・日動水の各専門委員会（総務委員会・教育普及委
員会・安全対策委員会・生物多様性委員会）に委員
を選出し、加盟園館と連携した希少野生動物の保
存事業や動物福祉に関する事業を推進

・日動水の各事業に協力し、推進することで、
日本の動物園・水族館全体のレベルアップに貢
献している。

・国際的な動物福祉基準を踏まえることで、オ
カピ等の特定の動物の新たな個体を導入する
ことができた。

・多くの国際会議への職員の派遣や、葛西にお
ける世界水族館会議のプレイベント開催を通
じ、新たな知見を得るとともに、今後の動物交
流等につながる国際的ネットワークを強化する
ことができた。

・日本語版ZIMSを導入・共有化し、飼育動物に
関する国内外の園館との情報共有を図り、希
少種の飼育繁殖に繋がる情報を得ることがで
きた。

・様々な団体との連携活動の結果、国内外の
動物園・水族館や研究施設、自治体等との５つ
の新たな連携協定を締結し、一層強固な連携
体制を築くことができた。

・上記の様々な取組みを進めることで、研究や
保全、動物交換に繋がる各種ネットワークを強
化し、2018年度の目標を達成することができ
た。

特に動物福祉に配
慮した展示施設の整
備に関する提案

・これまでに得られた
知見を活用し、都の
展示施設整備計画
策定に協力

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・動物導入の際の条
件となる国際的な動
物福祉基準等の調
査

動物飼育基準の調
査及び資料作成の
結果、オカピの新た
な個体を上野に導入

・AZA（アメリカ動物園水族館協会）やEEP（ヨーロッ
パ絶滅危惧種計画）における動物飼育基準を調査
・上野動物園の既存の飼育施設がAZAの飼育基準
に適合していることを確認し、アメリカのホワイト
オーク・オカピ・コンベンションセンターよりオカピの
新たな個体を導入

・上野へのフォッサの新たな個体導入に向け、昨年
度の調査結果を元に飼育展示施設の改修計画を
策定
・今後整備される見込みの展示施設に関する動物
福祉基準を検証

国際会議・シンポジ
ウム等への職員派
遣

・WAZAやCPSGの年
次総会や国際会議、
シンポジウム等に職
員を派遣し、研究発
表等を実施

・引き続き国際会議
等へ出席
・福島で行われる第
10回世界水族館会
議のプレイベントを
葛西で開催

・国際会議へ職員を
派遣（７ヵ国、13回）
・世界水族館会議の
プレイベントを葛西で
開催

・WAZA（世界動物園水族館協会）、CPSG（保全計
画専門家グループ）、SEAZA（東南アジア動物園水
族館協会）の年次総会等に職員を派遣し、関係者
間のネットワークの構築を行うとともに、協会内に国
際的な知見を共有
・世界水族館会議において、アイスブレイク及び施
設見学等のプレイベントを葛西で開催、世界33ヵ国
から延べ231名の参加があり、世界の水族館関係者
との交流を実施するとともに、東京都の水族館事業
について、情報を積極的に発信

・新たにIZE（国際動物園教育者協会）例会に出席す
るほか、引き続きWAZAやCPSG等の国際会議、シ
ンポジウムへの積極的な参加し、研究発表等による
国際的な情報共有を実施
・2019年9月に京都で開催される国際博物館会議に
出展し、都立動物水族館が行う保全等の活動をPR
・日本動物園水族館協会が主催するアジア地域に
おける動物園水族館協会の連携構築会議／シンポ
ジウムを上野において開催

・国内外動物園等との新たな連携協定等をさらに5
件締結
・水産研究・開発機構との協定に基づき、二ホンウ
ナギの種苗飼育や調査船への乗船調査を実施
・タイ王立動物園機構や東山総合公園との協定に
基づき、職員派遣研修を実施

国際的動物学的情
報管理システムを活
用した連携強化

・4園でZIMSを導入し
ているが、活用して
いる機能は限定的

・日本語版ZIMSの制
作のための翻訳作
業等への協力

・日本語版ZIMSの活
用を開始

・協会職員がZIMSの日本語版制作に協力し、リリー
スの前倒しを実現
・機能を検証の上、データ入力等日本語版ZIMSの
活用を開始（例：ニシアフリカコガタワニの育成に活
用）
・ZIMSを作成しているSpecies360事務局代表者等と
同システムの普及などについて意見交換を実施

・ZIMSが有する飼育管理、血統解析、獣医学等の
機能について、各園が連携しデータの充実を図り、
活用及び共有を推進
・ZIMSに集約されたデータの活用事例等について
情報発信を行い、さらなる普及へ協力

連携協定等による国
内外ネットワークの
強化

・他施設との協定等
の締結に関する要綱
を設置
・国内外動物園や関
連機関と協定や覚書
等を締結

・国立研究開発法人
水産研究・教育機構
との協定内容協議
等、新たな協定締結
に向けた取組みを推
進

・水産研究・教育機
構や名古屋市東山
総合公園との連携協
定や、タイ王立動物
園機構やモスクワ動
物園とのMOU等、5
件の新規協定を締
結

・協会と水産研究・教育機構との包括連携協定を締
結、二ホンウナギの種苗飼育や調査船への乗船調
査等、連携活動への協議を実施
・上野とモスクワ動物園の間でMOU締結、園内で
ホッキョクグマ保全に関するパネル展開催
・葛西と北海道羽幌町とのパートナーシップ協定締
結、天売島での海鳥保全活動を展開
・協会と東山総合公園との連携協力協定締結
・協会とタイ王立動物園機構とのMOU締結
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 展示やサービスのより一層の魅力向上による利用者満足度の向上

戦　　　　　　略 利用者満足度調査を活用したＰＤＣＡサイクルによる利用者サービスの向上

３年後の到達目標

・多様化する利用者ニーズの把握、ＰＤＣＡサイクルによる課題の継続的改善により、利用者満足度の向上を図り、新たに実施する利用者アンケートにおいて、対前年度比を向上させる。
・苦情、要望及び利用者満足度調査結果の情報公開を推進し、都立動物園に対する信頼度の向上と利用促進を目指す。
・2020オリンピック・パラリンピック競技大会までに電子マネー等の導入を行う。
・増加する外国人来園者に対応するため、2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間に、上野にツーリストインフォメーションを設置する。

団体自己評価

より広範な利用者満
足度調査を活用し
た、ＰＤＣＡサイクル
による改善

･一般的な「利用者ア
ンケート」や店舗に
特化した「店舗利用
者アンケート」結果を
受け改善を実施

・各園の展示等に対
する満足度調査など
の手法を検討

・新たな組織「サービ
ス向上委員会」を設
置
・現在実施している
利用者満足度調査
について、調査項目
等の検証を実施

・現在実施している利用者満足度調査について、調
査項目が十分に活用されているか検証し、課題を
抽出
・レストラン・売店等の収益事業について『店舗利用
者アンケート』の実施結果を検証し、商品構成の見
直しなどPDCAサイクルによる改善を実施
・新たな利用者満足度調査を実施するための「サー
ビス向上委員会」を前倒しで設置

・「サービス向上委員会」により以下を実施
①既存の利用者満足度調査の結果に基づくPDCA
サイクルを確立させるため、これまで不十分であっ
た「評価」と「改善」を着実に実施
②ヒアリング等による新たな調査を実施し、得られ
た結果をPDCAサイクルにより改善
・井の頭自然文化園の彫刻園に専従職員を配置
し、保有作品の整理、展示の充実等を実施

・「サービス向上委員会」を前倒しで設置し、新
たな利用者満足度調査の実施とPDCAサイクル
の構築に向けて、検討を開始することができ
た。

・苦情要望データベースの運用を開始し、情報
の共有化を図り、各園で統一した対応がとれる
体制を構築した。

・苦情要望や利用者満足度調査結果につい
て、HP上での公開を開始し、透明性の向上を
図った。

・これまで大きな課題となっていた入園料に関
するキャッシュレスについて、解決の目途が立
ち、園内の売店・レストランを含め、園全体での
キャッシュレス化の実現に向けて大きな成果を
あげることができた。

・2020年に向けて、サイン多言語化やツーリスト
インフォメーションの設置に向けた取組みを着
実に推進した。

・以上のことから来園者サービスの一層の向上
を図り、2018年度の目標を達成することができ
た。

「苦情・要望データ
ベース」の構築と運
用

･各園で別々に受け
ている苦情及び要望
について、2017年度
中にデータベース化
を行う

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

･新たに構築する
データベースの試行
運用
・区分についての判
断基準作成

・苦情要望データ
ベースの運用を開始

・「苦情」「要望」「評論・感想」「激励・感謝」等の区分
について、各園担当者の判断を統一するための区
分基準を作成
・4園及び総務部の担当者と外部委託業者がアクセ
スし、入力・閲覧・検索ができるようにクラウド上に
DBを構築し、運用を開始

・改善が必要な内容について、レベルに応じた対応
策を検討し、園での対応・協会としての対応・都への
要望を実施
・実施した対応策の内容について、ホームページ等
で公表

苦情・要望や利用者
満足度調査結果をＨ
Ｐ等で公表

・主な苦情とその対
応内容等の公開に
向けた準備

・「苦情・要望データ
ベース」の試行を経
た、各月の苦情及び
要望等の取り纏め
・ＨＰ等への公開に
向けた試行

・意見・要望及び利
用者満足度調査結
果をホームページ上
で公開開始

・データベースから公開すべき情報を抽出し、公開
用フォーマットに記載の上、ホームページ「東京ズー
ネット」での公開を6月分から開始（合計76件）
・利用者満足度調査の結果について、集計・解析を
行った上、3月にホームページ「東京ズーネット」に
公開

・主な苦情及び要望、利用者満足度調査結果を公
表
・公開された内容に対する協会としての対応結果及
び今後の対応方針を発信

・多摩及び井の頭について、対応の必要なサインの
リストを作成の上、東部公園緑地事務所と調整し、
デザイン修正案を策定
・4園において園内サインの多言語化完了
・2019年度に上野においてツーリストインフォメー
ションを設置し、サービスを開始
・2020年度には外国語ガイドツアーの実施など、
サービス内容を充実

前売り券やクレジット
カード、電子マネー
の導入

・条例等の制約もあ
り、入場券の販売は
各園での窓口での現
金販売に限定

･３園（除く井の頭）の
新たな券売機のリー
ス契約締結
・改修計画を踏まえ
た井の頭の券売機
導入の検討

・キャッシュレス対応
の自動券売機を選
定（次年度導入予
定）
・園内サービスに交
通系電子マネーを新
たに導入

・東京都が入場料にかかるキャッシュレスの導入を
検討していることから、クレジットカード及び電子マ
ネーに対応可能な券売機をコンペ方式により選定、
次年度のキャッシュレス化に向けた準備を推進
・売店・レストラン等の園内サービスについて、従来
のクレジットカードに加え、交通系電子マネーを導入

・2019年7月に4園において入場料に係るキャッシュ
レスを導入（クレジットカード5大ブランド、交通系IC
カード等の電子マネー）
・QRコード決済の実証実験を上野で実施
・園全体としてキャッシュレスを導入していることの
周知を実施

増加する外国人来
園者及び2020オリン
ピックに向けた対応

・訪日外国人動向調
査を定期的に実施
・園内サイン等の多
言語化を実施

・上野及び葛西の園
内サインの多言語化
完了
・ツーリストインフォ
メーションの設置に
向けたＰＴによる検
討

・上野及び葛西の園
内サインの多言語化
のためのリスト及び
デザイン修正案を策
定
・ツーリストインフォ
メーション検討PTに
より設置概要を策定

・上野及び葛西について、対応の必要なサインのリ
ストを作成の上、東部公園緑地事務所と調整し、デ
ザイン修正案を策定
・東部公園からの発注時に入札不調となり、施工は
次年度に持ち越し
・8月にツーリストインフォメーション検討PTを設置、
以降毎月PTを開催し、設置に向けての基本計画を
策定

155



・政策連携団体活用戦略に掲げる「高度な飼育繁殖技術や国内外とのネットワークを活用し、持続可能な社会の実現や東京の魅力向上に貢献する団体」に資する取組が着実に行われており、
「３年後の到達目標」の達成に向けた取組を大きく前進させた。

　具体的には、
・戦略①「新たな人材育成体系の構築」では、協会内部にＰＴを設置し、「人材育成のあり方」について課題を抽出し、具体的な取組や対応策を策定するなど、新たな人材育成体系の構築・運
用を開始するとともに外部からの即戦力人材の登用制度を立ち上げるなど、今後の詳細な仕組みづくりを確立させた。

・戦略②「教育普及活動部門の体制強化」では、四園の教育普及事業を統括する部門である「教育普及センター」の設置に向け、検討ＰＴにおいて必要性や役割分担を精査し、都との協議を経
て、2019年度から活動を開始することができることとなり、社会教育施設としての機能強化といった目標達成に向け、取組を大きく前進させた。

・戦略③「東京動物園協会野生生物保全基金等の拡充」では、制度の大幅な拡充とＰＲ活動の積極的な展開を図ることで、助成対象を前年の３倍、助成金総額を従来の５．５倍に拡大するな
ど、幅広い財源を活用した固有公益事業の充実と野生生物保全活動の一層の推進に資する取組を大きく前進させた。

・戦略④「改正種の保存法が定める「認定希少種保全動植物園等」としての活動の推進」では、当初計画を前倒しして、2019年度に四園すべてで認定希少種保全動植物園の認定を取得できる見
込みとなったほか、シンポジウムの開催や共同研究の実施など、種の保存に関する動物園等の公的機能の明確化をはじめ、社会的な認知度の向上と野生生物の研究や保全活動を強力に推進し
た。
　
・戦略⑤「国内外ネットワークの更なる強化」では、日本動物園水族館協会への事業協力や国際会議への職員派遣、国内外の動物園等と新たな連携協定を締結するなど、研究や保全、動物交換
に繋がる各種ネットワークの強化を図り、目標達成に向け取組を着実に前進させた。

・戦略⑥「利用者満足度調査を活用したＰＤＣＡサイクルによる利用者サービスの向上」では、「サービス向上委員会」の前倒し設置による満足度調査や苦情要望データベースの構築・運用開
始など、多様化する利用者ニーズの把握とサービス向上に向けた取組を大きく前進させた。
　また、四園すべての入場料に係るキャッシュレス導入に向けた検討を開始し、2019年7月に実現できる見込みとなった。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京動物園協会 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①／ 3

①

①

組織の最適化・人的
資源の再編成によ

る業務効率化および
コスト削減

・本社・現場統括組
織（ブロック）・現場
による事業運営体

制の構築

ＡＩ導入、ＩＣＴ化等の
推進による業務効
率化およびコスト削

減

・苦情・要望システム
の導入

・スマホ版情報収集
ツール導入検討

経　営　課　題 多様化する公園マネジメントへ対応できる組織への転換

戦　　　　　　略 新たな時代の公園マネジメントに対応するための原資（人員・予算）の確保

３年後の到達目標

これまでの指定管理事業では、風格ある景観の創出や安全・安心の徹底を主眼に置いた重厚な組織運営を着実に実施してきたが、新たな時代の公園マネジメントにおいては、都市経営の視点から
のエリアマネジメントや、地域の特性やニーズに応じた公園施設の設置など、多様なニーズに柔軟に応える公園マネジメントの実施が求められる。
これらを実施するための原資を生み出すため、ワイズスペンディングの観点から組織改編や運営体制の見直しを含む抜本的な経営改革を推進し、全社を挙げたコスト削減に取り組み1億円を捻出す
る。

団体自己評価

・本社・BL・現場サー
ビスセンターの3重
構造による重複業
務見直し等、組織再
編を見据えた全事業
の調査分析レポート
の作成

・コスト改善のため、
部署ごとの業務量把
握や業務リストを作
成する調査を実施し
分析レポートを作成

●分析レポートの作成に当たって、本社・ブロック・
現場サービスセンター64箇所を対象とし、民間のコ
ンサルタント会社を活用して、業務分析調査を実施
し、分析レポートを作成した。
●分析レポートの策定と同時に、社内を横断する
作業部会を設置し、現場の実情に基づいた組織の
見直し検討等を進めた。

・今後は、分析レポート結果により明らかとなった、
3重構造による重複業務の改善を実施するための
組織体制・人員配置プランを作成し、東京都との調
整を実施する。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都公園協会 評価年度：2018年度

3年後の到達目標であるコスト削減1億円に向
かって、計画に挙げた以下の成果物を策定し
たほか、人事制度プランやペーパーレスなどに
ついては一部計画を前倒しして実施するなど、
具体の成果を伴って取組が進捗し大きく前進
した。

➣成果物
・事業分析レポート
・新人事制度プラン
・ＩＣＴ活用計画
・はんこレス推進計画
・ペーパーレス推進計画
・キャッシュレス推進計画

➣個別取組別評価
１．個別取組：組織の最適化・人的資源の再編
成による業務効率化およびコスト削減
①組織再編を見据えた全事業の調査分析レ
ポートの作成　⇒　組織課題がより鮮明になっ
たことで組織再編スピードを向上させることが
でき、取組が大きく前進
②働き方改革を踏まえた新人事制度のプラン
策定
　⇒　一部計画を前倒しして実施するなど、多
様な働き方を推進する取組が大きく前進

２．ＡＩ導入、ＩＣＴ化等の推進による業務効率化
およびコスト削減
①ＩＴ等を活用した窓口サービスの利便性向上
に向けたプランの策定　⇒　綿密な情報収集
や業務適合性の調査・検討により、ＩＣＴ化によ
る業務効率化に資する業務の選定を行うな
ど、具体的な導入にむけて、取組が大きく前進
②はんこレス、ペーパーレス、キャッシュレス推
進プランの策定　⇒　ペーパーレスとキャッシュ
レスについては一部計画を前倒しして実施し
たほか、電子決済システムの導入に向けて方
針・行程を定めるなど、取組が大きく前進

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・IT等を活用した窓
口サービスの利便
性向上に向けたプラ
ンの策定

・ICT活用計画の策
定

●先進地事例視察などを通じて対象業務を絞り込
み、ICT活用計画を策定した。定型的な事務作業
が多い霊園業務では、RPA導入による帳票電子化
による内部事務の効率化と、チャットボットの導入
による問い合わせ等の案内業務におけるサービス
向上を図る。さらに、財務課支払処理業務におい
てもOCR及びRPAを導入する。

＜はんこレス＞
・今後は、文書決裁フローや決裁権限の見直しと
同時に、システム構築を進め、2020年度に電子決
裁を導入する。
＜ペーパーレス＞
・今後は、紙削減の対象部署を全社に広げ2017年
度比20％に設定するほか、ペーパーレス会議実施
率も全部署で50％に目標設定する。また、プランの
ひとつとして、給与明細の電子配布を予定してい
る。
＜キャッシュレス＞
・引き続き、公園売店、水上バス、庭園、植物園で
クレジットカード等の電子決済を導入する。

・働き方改革を踏ま
えた新人事制度の
プランニング

・働き方改革を踏ま
えた新人事制度の
プラン策定

●社内を横断するプロジェクトチームを設置して、
新人事制度プランを策定した。
●また、プラン策定に先行して、長時間労働の改
善やライフワークバランスに配慮した時差勤務（時
差Biz）を試行する（1月）など、働き方改革を推進し
た。

・今後は、新人事制度導入に向けた社内調整（社
員説明・組合交渉等）及び東京都との調整を実施
する。
・長時間労働の改善やライフワークバランスに配慮
した時差勤務を4月から正式導入するなど、引き続
き働き方改革を推進する。

・今後は、試験導入や効果検証を経て正式導入を
図っていくとともに、新たなICT技術の導入可能性
についても引き続き検討していく。

・はんこレス、ペー
パーレス、キャッシュ
レス推進プランの策

定

・各種プラン取組の
検討及び試行を通じ
て、3つのレス推進プ
ランを策定

●以下の取組等を通じて、はんこレス、ペーパーレ
ス、キャッシュレス推進プランを策定した。
＜はんこレス＞電子決裁システムの各社デモや導
入自治体への視察を通じて、導入時の課題や費用
対効果を検証し、はんこレスプランを策定した。
＜ペーパーレス＞
プラン策定に先行して、本社の紙使用量を2017年
度比8.8.％削減したほか、プロジェクター等の会議
設備を整備して、ペーパーレス会議を推進した。ま
た、旅費の電子許可申請システムも全部署で導入
した。
＜キャッシュレス＞
公園売店でのクレジット決済を1店舗導入したほ
か、庭園の窓口においても導入に向けた東京都と
の調整を実施した。
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②／ 3

②

②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都公園協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公園の多面的活用やエリアマネジメントを推進するスペシャリストの不足

戦　　　　　　略 新たなステージを支える人材の確保

３年後の到達目標

東京都公園審議会答申や都市公園法の改正に基づき、公園の多面的活用の促進を見据え、より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントを実施することのできる、新たなス
テージを支える人材の育成と活用を図り、都市公園の管理の質の向上を図る。
これらを実現した成果指標として、コーディネーターを活用する公園の顧客満足度調査の総合満足度（5点満点、例：代々木公園2017年度4.6ポイント、2016年度4.7ポイント、2015年度4.6ポイン
ト）を2020年度前年比0.1ポイント向上させる。

団体自己評価

都民ニーズに応える
スペシャリストの登
用

・大手小売業マネー
ジャー経験者の採用
・生物多様性保全研
究者の採用

・地域の特性やニー
ズに応じ、公園毎に
必要なスキル分析レ
ポートの作成

・上記レポートに基
づく人材採用計画の
策定

・公園毎に求められ
るスキル調査を実施
し、分析レポートを作
成

・人材採用計画の策
定

・エリアマネジメント
のスペシャリスト採
用

●人材採用計画の策定に当たって、全41公園にお
いて、公園毎の管理品質レベル、必要スキル・人
員配置の方針などを盛り込んだ公園別スキル分析
レポートを作成した。
●上記のスキル分析レポートに基づき、人材採用
計画を策定した。
●人材採用計画の策定に先行して、地域の特性や
ニーズを踏まえたエリアマネジメントを推進する人
材として、外部からファシリテーターの募集を行っ
た。（2018年度2月に1名、2019年度4月に1名を採
用配置）

・2019年度は採用した人材を中心に、関係機関な
どと調整を経て、公園からまちづくりを発信するエリ
アマネジメントを実施する。

3年後の到達目標であるコーディネーターを活
用する公園の総合満足度アップに向け、以下
のとおり、具体の成果を伴って取組が進捗し大
きく前進した。

➣成果
・スキル分析レポートの作成
・人材採用計画の策定
・ファシリテーター2名採用
・人材育成計画の策定
・エリアマネジメント協議会（3協議会）立ち上げ
準備・調整実施

➣個別取組別評価
１．都民ニーズに応えるスペシャリストの登用
①公園毎スキル分析レポートの作成
　⇒　計画通りに進捗
②スキル分析レポートに基づく人材採用計画
を策定し一部人材を前倒し配置　⇒　一部計
画を前倒しして実施するなど取組が大きく前進

２．スキル・ノウハウを継承する人材の専門性
の向上と活用
①スキル分析レポートに基づく、人材育成計画
の策定　⇒　計画通りに進捗

３．採用・育成したスペシャリストを活用し、公
園とまちを活性化するためのエリアマネジメン
ト協議会による公園運営の推進
①地域の特性やニーズに応じたエリアマネジメ
ント協議会の立ち上げ準備と調整の実施
　⇒　エリアマネジメントの推進戦略に基づき、
協議会立ち上げ準備や調整を効果的に実施
することができたため、次年度の協議会の運
営および次年度以降の新規立ち上げにむけ
て、取組が大きく前進

スキル・ノウハウを
継承する人材の専
門性の向上と活用

・社内研修の実施に
よる人材育成

＜有資格者数＞
・公園管理運営士
「100名（公園に携わ
る固有・契約職員の
35％）」

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

採用・育成したスペ
シャリストを活用し、
公園とまちを活性化
するためのエリアマ
ネジメント協議会に
よる公園運営の推
進

・ボランティア・協働
団体の定例会議の
運営
・案件毎の関係団体
会議の組織化（防災
協力会、ねこ餌やり
を話し合う会など）

・地域の特性やニー
ズに応じたエリアマ
ネジメント協議会の
起ち上げ準備と調整
の実施

・エリアマネジメント
協議会の立ち上げ
準備及び調整を実
施

●オープンハウスによる公園への意見や課題の把
握・関係者ヒアリングなどを実施して推進戦略を立
て、主要10公園の中から、3公園（木場・砧・城北中
央）のエリアマネジメント協議会の立ち上げ準備と
調整を行った。
●その一環として、日比谷公園において協議会の
受け皿となるパークミーティングを開催し、周辺20
の企業・団体が参加して公園に対する地域ニーズ
などを話し合った。

公園毎スキル分析
レポートに基づく、人
材育成計画の策定

・公園毎のスキル分
析レポートを作成

・人材育成計画の策
定

・契約職員のスペ
シャリスト活用

・公園管理運営士資
格保有者の計画的
増加方策の検討

●人材育成計画の策定に当たって、全41公園にお
いて、公園毎の管理品質レベル、必要スキル・人
員配置の方針などを盛り込んだ公園別スキル分析
レポートを作成した。
●上記のスキル分析レポートに基づき、年度末に
人材育成計画を策定した。
●人材育成計画の策定に先行して、人材育成と専
門的な活用を図るため、契約職員の係長昇任選考
を実施した。
●内部人材のスペシャリスト化のひとつの指標で
ある公園管理運営士については、2020年のトータ
ル120名の目標達成に向けて、養成研修の強化・
充実等を図った結果、本年度7名が合格し合計102
名となった。

・今後は、内部人材のスペシャリスト化を図るため、
研修やシンポジウム参加などを積極的に行う。
・2019年度の公園管理運営の資格取得目標は12
名。

・2019年度は3公園（木場・砧・城北中央）でのエリ
アマネジメント協議会立ち上げに向けて、引き続き
調整していく。
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③

③

要因分析 対応方針

賑いを創出するソフ
ト事業の展開

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度

公益財団法人東京都公園協会

公園の多面的活用が促進される社会的なニーズに対応し、公園毎の地域特性やニーズに応じて、新たなイベントの実施や公園施設の設置などを通じて、公園とまちの活性化を促進する。
これらの成果を示す指標として、新たにイベントを実施した公園で、公園毎の顧客満足度調査における「催事・イベント等の充実度」評価（5点満点）を2019年度前年比0.1ポイント、2020年度
前年比0.1ポイント向上させる。
（参考数値：主要10公園注平均2017年度4.2ポイント、2016年度4.3ポイント、2015年度4.2ポイント）

３年後の到達目標

経　営　課　題 多面的活用の促進に向けた積極的投資への転換

地域の特性やニーズに応じたソフト・ハードの整備推進

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・都立公園大改革を
促進するため、計画
を大幅に前倒しして
実施
・東京都に対して4公
園7施設提案
①日比谷公園ワーク
スペース、②日比谷
公園スポーツステー
ション&カフェ、③葛
西臨海公園レストラ
ン、④葛西臨海公園
カフェ&BBQショップ､
⑤木場公園親子連
れで楽しめるスペー
ス、⑥木場公園ＢＢ
Ｑショップ、⑦潮風公
園全体魅力アップ計
画
・うち、3施設オープ
ン

・主要10公園（※注）
の地域特性・ニーズ
分析レポートを作成

・主要10公園で地域
特性・ニーズ分析レ
ポート策定に向けた
調査を実施

・新たな大型イベント
の実施3公園
①日比谷公園大江
戸祭
②駒沢オリンピック
公園駒沢ファンタジ
ア
③代々木公園ス
ポーツフェスタ

積極的・戦略的投資
による魅力的な公園
施設の設置と利用促
進

・上野恩賜公園、駒
沢オリンピック公園
のカフェ・レストラン
の運営
・BBQ場5店舗（水元
公園・舎人公園・小
金井公園・葛西臨海
公園・潮風公園）の
運営
・アシックスと連携し
たスポーツプログラ
ムの実施

・取組①の主要10公
園地域特性・ニーズ
分析レポートに基づ
いた公園施設の設
置について企画し、
東京都へ提案
3店舗

戦　略

3年後の到達目標および都立公園大改革を推
進するため、目標の3件を大きく上回る7施設の
提案を実施した。また、当初計画では2020年ま
でに2施設開業のところ、大幅に拡充して9施設
を開業する計画に改訂するなど、公園とまちの
活性化および魅力向上の促進をさらに高度に
達成する。

➣成果
・主要10公園の地域特性・ニーズ分析レポート
の作成
・大型連携イベントの実施3公園
・新たな公園施設の提案7店舗実施（目標比
230％）、うち3施設オープン（2年間前倒して実
施）

➣個別取組別評価
１．多様化する都民ニーズの迅速・的確な把握
①主要10公園の地域特性・ニーズ分析レポー
トの作成　⇒　公園を利用しない人の潜在需要
も把握するなど、利用促進に向けたヒントを得
ることができ、取組が大きく前進

２．賑わいを創出するソフト事業の展開
①公園とまちの魅力アップに貢献する新たな大
型イベントの実施（3公園）　⇒　関係団体と連
携してイベントを開催し多くの来園者を集客で
きるノウハウが得られるなど、取組が大きく前
進

３．積極的・戦略的投資による魅力的な公園施
設の設置と利用促進
①地域特性・ニーズ分析レポートに基づいた公
園施設の設置提案（3店舗）　⇒　計画を拡充お
よび大幅に前倒しして実施

●ニーズ分析レポートの作成に当たり、対象10公
園において、公園利用者に対するアンケートを実施
したほか、公園を利用していない人のニーズも把握
するため、Ｗｅｂによるサンプリング調査（1,000人）
を実施した。
●年度末に、上記調査に基づくニーズ分析レポート
を作成した。

●3つの大型イベントを実施し、公園とまちの魅力
アップに貢献した。
①日比谷公園　大江戸祭
・6月8日～10日実施　来園者70,000人
・神輿体験や縁日など日本文化を楽しむイベント
②駒沢オリンピック公園　駒沢ファンタジア
・11月25日実施 来園者4,700人
・ファーマーズマーケットやイルミネーションイベント
③代々木公園　スポーツフェスタ
・11月24日実施　来園者67,000人
・発達障害をテーマとしたスポーツプログラム
・オリパラ機運醸成とダイバーシティ向上イベント
●次年度の新たな大型イベントの企画提案および
企業連携・協賛獲得に向けた働きかけを実施した。

●東京都に対して4公園（7施設）の公園施設の設
置等を提案した。
①日比谷公園【2施設オープン済】
＜HIBIYA PARK BIZ＞
・緑の中のワークプレイスとしての空間の提供
＜SPORTS STATION & CAFÉ＞
・スポーツの拠点となるカフェ
②葛西臨海公園【1施設オープン済】
＜PARKLIFE CAFÉ（旧葛西ブルーマリン）＞
・ファミリーでくつろげるレストランへリニューアル
＜クリスタルカフェ（旧葛西クリスタルビュー）＞
・海を感じる開放的なBBQエリア
③木場公園
＜木場キッズリアム＞
・親子で楽しめるキッズコーナー
＜パークス木場BBQショップ＞
・BBQレンタル器材や食材の提供、軽飲食の販売
④潮風公園
＜公園全体の魅力アップ計画＞
・都内最大級ＢＢＱエリア、グランピング施設等の整
備

・地域特性・ニーズ分析レポート結果を踏まえ、指
定管理事業等などへの反映を進める。

・公園とまちの魅力を向上させるための大型イベン
トの開催に向けて、地域の多様な主体との連携をさ
らに拡大していくほか、企業協賛金やクラウドファン
ディング、文化庁や生活文化局の助成金獲得など
新たな資金調達方法の導入や、日本を代表するフ
リーでボーダレスな音楽イベント（日比谷音楽祭）、
日本の伝統文化を世界に発信する文化芸術イベン
ト（浜離宮大江戸文化芸術祭）の開催など、創意工
夫を凝らしたこれまでにない質の高いイベントを継
続的に実施していく。

・すでにオープンした施設については、利用者の反
応を的確に捉え、サービスやメニューなどのブラ
シュアップを通じて魅力・集客力の維持に取り組
む。
・2019年度にオープンとなる施設については、東京
都や公園関係者等との調整を継続し計画的に準備
を進めて行く。
・そのほかについては、東京都と連携しながら、提
案した案件の実現に向けて取り組んでいく。

団体自己評価

・代々木公園50周年
等の大規模集客イベ
ントを実施
・地域に根差したイ
ベントを多数実施
・文化財庭園のライ
トアップ
・日本三大ガーデニ
ングショーである日
比谷ガーデニング
ショーの実施

・公園とまちの魅力
アップに貢献する新
たな大型イベントの
実施
3公園

多様化する都民ニー
ズの迅速・的確な把
握

・顧客満足度調査の
実施
・スマホを活用した利
用者満足度投稿アプ
リの構築
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・政策連携団体活用戦略に掲げる「都のパートナーとして利用者に望まれる公園づくりを担う団体」に資するよう、団体のノウハウを発揮し、新たな魅力の創出や公園マネジメントの展開に貢
献する取組を着実に実施するなど、「３年後の到達目標」の達成に向けた取組を大きく前進させた。

　具体的には、
・戦略①「新たな時代の公園マネジメントに対応するための原資（人員・予算）の確保」では、事業分析レポートや新人事制度プランを作成するなど、業務効率化及びコスト削減に向けて、着
実に取組を進捗させたほか、ライフワークバランスに配慮した時差勤務を試行するなど計画を前倒しして実施し、多様な働き方を推進する取組を大きく前進させた。
　また、ICT活用計画を策定し、ＲＰＡ導入による内部事務効率化や、ペーパーレス、キャッシュレスに係る推進プランを策定し、一部計画を前倒しして実施するなど、具体的な導入に向けての
取組を大きく前進させた。

・戦略②「新たなステージを支える人材の確保」では、より柔軟に都市公園を使いこなすことができる人材育成に向け、公園ごとのスキル分析レポートを作成するとともに、エリアマネジメン
トのスペシャリストの採用を前倒しして実施するなど、取組を大きく前進させた。
　また、2019年度からのエリアマネジメント協議会の運営に向け、協議会の立ち上げ準備や調整を実施し、公園とまちの魅力の向上に向け着実に取組んだ。

・戦略③「地域の特性やニーズに応じたソフト・ハードの整備推進」では、地域特性・ニーズ分析レポートを作成し、多様化する都民ニーズの迅速・的確な把握に取組むなど、利用促進に向け
た取組を大きく前進させたほか、地域の多様な主体と連携した大型イベントを実施し、今後の公園とまちの魅力アップに貢献できるイベントノウハウを獲得するなど、取組を大きく前進させ
た。
　また、都の戦略的政策課題である「都立公園大改革」を促進するため、地域特性・ニーズ分析レポートに基づいた公園施設の設置提案に係る計画を大幅に前倒しして達成するとともに、拡充
に取組んだ。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都公園協会 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

最適な経営形態の
検討 等、最適な経営形態

の検討に向けた情
報収集・分析、条件
整理等

し等を踏まえ、都と
連携して最適な経
営形態を検討

戦　略

・ ガバナンス機能の強化については、2018年
度の目標である理事、監事、評議員の構成等
見直しの方向性を決定し、評議員について
は、法律及び経済の専門家の選任を2018年
度中に完了し、「新たな構成による評議員会
の開催」を当初計画から1年前倒しすることが
できた。
・ 事業の見える化については、公社の役割や
ノウハウなどを見える化して都民や職員等に
情報発信していくため、より分かりやすい事業
案内の作成、業務内容の映像化、「広報戦略
検討委員会」による広報戦略の検討等、実施
可能な取組について、当初計画から前倒しで
実施することができた。
・ また、事業部制の導入や最適な経営形態の
検討についても、都の「東京都政策連携団体
活用戦略」等を踏まえながら、計画に基づき、
さらに検討を進めた。
・ 以上のとおり、3年後の到達目標に向け、ガ
バナンス機能の強化、事業の見える化による
都民等への情報発信の取組を積極的に推進
したことから、2018年度目標は達成できたと評
価している。

・ 都における東京都政策連携団体の役割が増大
する中、都庁グループの一員として、安定的・効率
的な運営を行うには、ガバナンス機能の強化が必
要である。
・ このうち、評議員は、2020改革プラン及び公社
経営改革プランに基づき、自律的な経営を進める
一方、事業運営を監督する視点から、構成員バラ
ンスを考慮し、法律及び経済の専門家を加えてい
くこととし、必要な調整・手続きを経て、2018年度
中に選任を完了した。
・ 2018年度事業案内については、各事業の事業
規模や取組内容を見える化するため、再構成を
行った。「自己点検シート」の事業区分に準じた構
成とし、受託事業について都政における公社の役
割を明確化するとともに自主経営事業の収益を活
用した公益事業の位置付けを分かりやすく記載し
た。
・ 2019年度事業案内及び事業概要についても、都
政における公社の役割や公社事業の位置付け等
について、都の「東京都政策連携団体活用戦略」
の検討状況も踏まえながら、より分かりやすくなる
よう内容や構成を検討した。
・ あわせて、都からの受託事業のうち、道路施設
管理事業について、その役割や公社が蓄積してき
たノウハウ等を見える化するとともに、職員の採用
や育成等に活用するため、井荻・練馬トンネル管
理業務の紹介映像を作成した。
・ 効果的･効率的な広報の実施に向け、公社の広
報戦略を策定するため「広報戦略検討委員会」を
立ち上げ、都民等のステークホルダーに対して、
より分かりやすい広報展開に向けた取組について
も検討を進めた。

・ 2019年度に都が策定する「東京都政策連携団
体活用戦略」において、公社の強みや専門性が反
映されるよう、都と調整を行った。
・ 無電柱化推進事業の動向を見据えた多摩地域
での事業拡大のための体制整備を進めたほか、
都の「東京都政策連携団体活用戦略」の検討状況
も踏まえながら方向性を検討した。

・ 評議員については、2018年度中に経済・法律の
専門家の選任を完了したことから、「新たな構成に
よる評議員会の開催」を1年前倒しし、2019年度か
ら行う。

る都関係者割合の見直しを踏まえて、対応する。

・ 公社で行っている広報戦略の検討内容も踏まえ
ながら、都政における公社の役割や公社が蓄積し
てきたノウハウ等を見える化する取組として、より
分かりやすい事業案内の作成、業務内容の映像
化、広報の工夫等を行い、都民等へのPRや職員
の採用・育成等に活用していく。
・ 2019年度に都が策定する「東京都政策連携団
体活用戦略」で示される都政における公社の役割
や公社事業の位置付け、さらには今後の公社の
事業量の見通し等も踏まえながら、都と調整したう
えで、事業部制の導入等を検討していく。

・ 2019年度に都が策定する「東京都政策連携団
体活用戦略」において示される都政における公社
の役割や公社事業の位置付け、さらには今後の
公社の事業量の見通し等も踏まえながら、公社の
最適な経営形態について検討していく。

団体自己評価

資料として、事業別
損益等を作成

・ 事業部制の導入
等、各事業の損益
や成果等を見える
化するための課題
整理・検討

ガバナンス機能の
強化 事会・評議員会のガ

バナンス機能の強
化を図るため、理
事、監事、評議員の
構成等の見直しを
検討中

員の構成等見直し
の方向性決定

議・調整

基づき、順次理事、
監事、評議員の人
選、任用手続

京都政策連携団体
活用戦略」と調整を
図りながら、公社の
方向性を検討

・ 2018年度事業案
内の再構成を実施
し、7月に発行
・ 2019年度事業案
内及び事業概要の
2019年度当初発行
に向け、内容、構成
等を再検討
・ 井荻・練馬トンネ
ル管理業務の紹介
映像を作成

公益財団法人東京都道路整備保全公社

　都から示される中長期的な方針も踏まえ、団体としてのガバナンス機能を強化するとともに、事業の見える化等により、公社の有効性・必要性を明確にし、都民に広く情報発信する。３年後の到達目標

経　営　課　題 東京都政策連携団体として持続可能な経営の実現

ガバナンス機能の強化及び効果的な執行体制への見直し

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

び法律の専門家の
選任を完了(評議員
選定委員会2018年
11月27日、2019年3
月28日開催)

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

事業の見える化
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都道路整備保全公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 道路用地取得事業を支える専門家集団としての職員の育成

戦　　　　　　略 用地取得専門家集団としての技術継承と職員育成による事業執行能力の強化

３年後の到達目標
　道路用地取得事業において、固有職員が中核となる専門家集団を形成するため、高度な技術力を持つ職員を育成する社内システムを構築し、用地取得事務において中心的役割を担う係
長級職員に占める固有職員の比率を25％以上（2017年度21％）とする。

団体自己評価

用地取得事務従事
職員の育成・資格取
得のための研修プ
ログラム等の構築

内研修及びOJT

た際の受験料等を
支援

得ノウハウを固有職
員に継承する育成
システムの検討

事職員の資格取得
に向けた研修計画
の策定・一部試行

キーム検討
・ 育成システムのう
ち、研修資料のデジ
タル化、都の資料・
データの共有化を先
行実施
・ 資格取得研修の
計画策定・一部実施

・ 職員育成と業務効率化のため、建設ナレッジ
等、都の資料やデータの公社での共有について都
と調整し、実施した。
・ 都OBの確保が困難度を増す中、固有職員の専
門性を高めるため、補償業務管理士の資格取得
に向けた研修計画を策定した。
・ 研修計画に基づき、9月～11月に資格取得対策
講座の前期プレ研修(全4回)を実施（24名受講）、
2019年2月～3月に後期直前対策研修（全4回）を
実施（13名受講）した。

・ 2018年度の検討を踏まえ、育成システムを完成
させ、都との情報共有、知識の継承、資格取得
等、多角的な取組による人材育成を実施する。
・ 補償業務管理士の資格取得に向けた研修につ
いては、引き続き、専門性向上の必要性を説明
し、職員の意欲を引き出すことにより、一人でも多
くの受講を促すとともに、合格実績等を踏まえて研
修計画や内容等を改善していく。

・ 用地取得事務従事職員の育成・資格取得
のための研修プログラム等の構築について
は、年度計画である育成システムのスキーム
検討、資格取得研修の計画策定・一部実施に
ついて、積極的に推進するとともに、育成シス
テムのうち、研修資料のデジタル化と都の資
料・データの共有化を、当初計画から前倒しで
実施することができた。
・ 用地取得事務従事職員の嘱託から固有へ
の振替については、公社の振替計画に基づい
て都と調整しながら着実に推進し、2018年度
現在、係長級職員に占める固有職員の比率
を約23％とした。
・ 都との相互派遣交流については、都との調
整の結果、相互派遣交流は見送ったが、公社
からの派遣を1名増員した。
・ 以上のとおり、3年後の到達目標に向け、道
路用地取得事業における固有職員が中核と
なる専門家集団の形成に向けた取組を積極
的に推進したことから、2018年度目標は達成
できたと評価している。

用地取得事務従事
職員の嘱託から固
有への計画的な振
替

事職員の嘱託から
固有への振替計画
を策定

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

振替の実施 固有振替を実施

振替（4名）を決定

・ 公社の振替計画に基づき都と調整し、2018年度
は2名（事務1、土木1）の振替を実施した。
・2019年度については、4名（事務3、土木1）の振
替を2019年度調整人員要求に反映のうえ、都と調
整を行い、決定した。

・ 固有職員が中核となる執行体制の構築を目指
し、引き続き、嘱託から固有への計画的な振替を
実施していく。

用地取得事務従事
職員（固有職員）の
都との相互派遣交
流の実施

用地部に派遣 交流（2名程度）の検
討

議・調整

設局用地部）への派
遣（2名）を調整

・ 都と調整を図り、公社からの派遣を1名増の2名
とし､2019年度調整人員要求に反映のうえ、都と調
整を行った。

流は見送り、公社からの派遣研修の増員にて対
応することとした。

・ 都との相互派遣交流については、都との調整の
結果、公社への派遣が困難のため、公社からの単
独派遣とし、2019年度から1名増の2名の固有職員
を研修として都（建設局用地部）へ派遣する。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都道路整備保全公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 公社の技術力を支える土木技術職員の確保

戦　　　　　　略 土木技術職員の確保・育成体制の構築

３年後の到達目標
　無電柱化推進事業等において、自主的かつ柔軟に職員を採用するとともに、公社独自の研修システムを構築し、人材育成を図ることで、都や区市の要請に応えられる技術力を維持し、都及
び区市から受託した無電柱化に係る電線共同溝本体工事を累計延長25km（都道22km・区市道3km）以上完了できる体制を構築する。

団体自己評価

土木技術職員の確
保

・ 都との協議により
定数が確定する12
月以降に社会人経
験者を採用

職員採用に関する
都との調整

の導入

・ 大卒や高卒等の
新卒者を採用する
ため、都との採用協
議を2018年1月に前
倒しで実施（前年度
は2017年8月に実
施）

用を実施し、2名を
内定
・ 2020年度採用に
向けてインターン
シップを実施
・ 職員採用PR冊子
を新たに作成し、採
用活動に活用

12月以降に社会人経験者を採用していたが、大卒
や高卒等の新卒者を採用するため、都との協議を
前倒しで実施した。
・ 2019年度採用に向けた取組として大卒・専門卒
向け会社説明会（1回）、高卒向け学校訪問（11
校）、職場見学対応（3回）等を実施した。
・ これらの結果、2019年度新卒採用として2名(大
卒1名、高卒1名)を内定した。
・ 学生の受け入れに向けて大学と調整を行い、8
月に3日間のインターンシップ、9月に5日間のイン
ターンシップを実施した（計5名参加）。
・ 12月～2月で、1日間のインターンシップを延べ7
回実施した（計20名参加）。
・土木技術職員等の採用に向けて内容を充実した
職員採用PR冊子を新たに作成し、採用活動に活
用した。

・ 2019年度は、2018年度の採用実績を踏まえ、イ
ンターンシップへのより一層の参加を促すための
期間・内容等のメニュー多様化等、採用活動のさ
らなる改善を図り、公社事業に必要な土木技術職
員を確保していく。

・ 土木技術職員の確保については、都との採
用協議の前倒し実施、新卒採用の実施、イン
ターンシップの実施等を積極的に行うととも
に、採用活動の改善として、新たな職員採用
PR冊子の作成及び活用を前倒しで実施した。
・ 公社独自の研修システムの構築について
は、育成研修システムと高度な専門研修プロ
グラムのスキーム（原案）を作成するともに、
「事例調査研修」を活用した高度な技術研修
を先行して試行することができた。また、年度
計画のとおり、2019年度の研修組織の設置を
決定した。
・ 年度計画どおりに70歳超職員の雇用を開始
し、また、固有新規採用職員の初任給を改定
し処遇改善を図った。
・ 電線管理者等からの派遣職員の活用につ
いては、土木技術者の不足により実施困難な
ことが判明したため、方針転換を図り、無電柱
化関連分野の企業退職予定者への採用活動
を実施することとした。その結果、区退職の土
木技術者1名及び電線管理者（NTT）の退職
者1名を採用するともに、2019年度採用に向け
て電線管理者（東電・NTT）の退職者予定者2
名を内定することができた。
・ 以上のとおり、3年後の到達目標に向け、自
主的かつ柔軟な職員採用と、人材育成を図る
ための公社独自の研修システムの構築に向
けた取組を着実に推進したことから、2018年
度目標は達成できたと評価している。

公社独自の研修シ
ステムによる土木技
術職員の育成

技術者を育成する
仕組みを検討中

者を育成する仕組
みを検討中

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・ 2018年度に再整理した土木技術職員の育成に
係る各年度の取組内容に基づき、2019年度に設
置する研修組織において、育成研修システムを適
切に推進していく。
・ 2018年度の職員確保状況から、土木系学科卒
業者や建設・設計会社の土木業務経験者の育成
に主軸を置きつつ、土木未経験者の転換・採用も
引き続き視野に入れていく。
・ 土木技術職員の都への派遣研修については、
都の立場から事業実施に必要な知識･技術等を学
び、同時に関係者との連絡調整を行うことで、都を
はじめとする関係機関とのパイプ役となれる人材
に育成することを目的に、平成20年度から毎年、
固有職員を1名ずつ派遣している。人材確保が困
難な状況のなかで、より効果的に職員の育成を図
るため、開始から10年を経過した派遣研修につい
て、今後の事業動向や東京2020オリンピック･パラ
リンピック競技大会後の都の動向等を踏まえなが
ら、今後の方向性等について検討する。

高度な技術・ノウハ
ウを有するベテラン
職員の活用

用を検討中 用開始
・ 4月1日より70歳超
の土木技術職員5名
の雇用を開始

・ 2018年度の雇用開始に向け、制度設計や必要
な規定整備を行うとともに、必要部署と採用に向
けた意向調査と調整を実施した。
・ 今後も、70歳以下の職員の確保を基本としつ
つ、見込まれる事業量を踏まえ、70歳超職員を活
用していく。

・ 現行の70歳超職員の雇用制度は72歳を定年と
しており、2018年度から雇用を開始した職員が
2019年度末をもって定年を迎える。今後も技術・ノ
ウハウの豊富な職員を継続的に確保していくた
め、2019年度に制度の検証を行ったうえで、個別
取組事項「土木技術職員の確保」の取組の一つと
して整理し、対応していく。

転換・採用も視野に
入れた公社独自の
育成研修システム
の構築

員等）の設置に向け
た都との調整

木技術が必要な業
務に従事するため
の高度な専門研修
プログラムの検討

含む育成研修シス
テムと高度な専門研
修プログラムのス
キーム（原案）を作
成
・ 「事例調査研修」
を活用し、高度な技
術研修を試行

組織設置に向け、技
術研修担当係長1
名､係員1名の計2名
の配置を決定

を都（建設局道路管
理部）に研修として
派遣

・ 「土木人材確保・人材育成WG」、「土木技術職員
の確保分科会」を立ち上げ、新人からベテランまで
業務遂行上必要となる技術力の段階的な向上を
図る、土木技術研修スキーム（原案）を作成した。
・ このスキームにおける技術士の資格取得や最
新の技術習得等を目的とした高度な専門研修プロ
グラムの一つとして、諸外国における電線類地中
化取組状況を調査し、東京の無電柱化事業の整
備促進に役立てるため、「事例調査研修」を活用し
た高度な技術研修を試行した。
・ 上記調査に関して、社内外の報告会を10月及び
11月に行った。
・ 技術研修担当係長1名､係員2名の計3名を2019
年度調整人員要求に反映のうえ、都へ提出し、都
と協議・調整した結果、技術研修担当係長1名､係
員1名の計2名の配置を決定した。
・ 都と調整を図り、2018年度も引き続き、公社の土
木技術職員（固有職員）1名を研修として都（建設
局道路管理部）に派遣した。
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人材確保につなげ
るための初任給等
の改定

円（大卒）

た民間企業動向を
調査し、初任給等改
定案を検討

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

電線管理者等から
の派遣職員の活用 電・NTT）からの職

員派遣に係る都や
関係企業との調整

電柱化関連分野の
企業経験者を窓口
として、無電柱化関
連分野の企業退職
予定者への採用活
動を実施
・ 区退職の土木技
術者1名、 電線管理
者（NTT）の退職者1
名を採用
・ 2019年度採用の
電線管理者（東電・
NTT）の退職者予定
者2名を内定

・ 無電柱化関連分野の企業からの現役職員派遣
を検討したが、調整の結果、企業の業務増大によ
り土木技術者が不足していることが判明したた
め、方針転換を図り、企業等退職予定者への採用
活動を実施することとした。
・ 2018年度は、採用活動の結果、 区退職の土木
技術者1名及び電線管理者（NTT）の退職者1名を
採用した。
・ 2019年度採用に向け、電線管理者（東電・NTT）
退の職者予定者2名を内定した。

向けた都との協議
与規則を改正（8月1
日付）

・ 民間企業動向の調査結果を踏まえ、検討した初
任給改定案について東京都と協議を行い、了承を
得た。
・ 理事会にて給与規則を改正した。

・ 国、都の動きや民間企業動向等を踏まえ、検
討・対応していく。

団体自己評価

・ 無電柱化事業の更なる推進のため、土木技術
職員の確保に当たっては、電線管理者を軸に、無
電柱化関連分野等を対象とすることとした。なお、
現役職員の派遣については、派遣元の土木技術
職員が不足しているため、企業等退職予定者の
採用を行うこととする。
・ 前年度の実績等を踏まえ、採用活動の拡充を
図っていく。

　―

対応方針
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都道路整備保全公社 評価年度：2018年度

・ 管理監督職に必要なマネジメント力を、組織運
営力、実行力、課題設定力に分けた上で、各々を
強化する研修を2018年度、2019年度の2年間で全
管理職及び管理職候補者を対象に実施し、その
結果を踏まえ、研修内容を改善していく。

研修体系を再整理

ト力向上研修を一部
試行

経　営　課　題 ワイズスペンディングを踏まえた事業の効率化

戦　　　　　　略 生産性の向上による効率的な事業執行

３年後の到達目標
　管理監督者のマネジメント力の強化を図り、委託発注方法の見直しや事務作業のシステム化等の効率化策を戦略的に実施することで公社全体の生産性を向上し、特に高コストが課題であ
る都道無電柱化において約10％の経費削減を実現する新たな手法を試行する。

・ 委託･工事の効率化については、設計委託
等の路線または業務の集約に向けた条件の
検討を行った。
・ 管理監督者のマネジメント力の強化につい
ては、管理監督者向け研修体系を再整理する
とともに、当初計画を前倒しして管理職マネジ
メント力向上研修を一部試行することができ
た。
・ 電子承認システム等の導入については、当
初計画を前倒しし、旅費管理システムは2019
年度中の追加を決定し、社会保険等電子申
請システムは2018年度に運用を開始した。ま
た、公社内情報システムについても、年度計
画に基づき、アウトソーシングの検討を行っ
た。
・ 以上のとおり、3年後の到達目標に向け、管
理監督者のマネジメント力強化、委託発注や
事務作業のシステム化等による効率化の取
組を積極的に推進したことから、2018年度目
標は達成できたと評価している。

・ 研修種別や内容を精査し、管理監督者の意欲と
能力向上を図るような研修体系の再整理を行っ
た。
・ 公社の管理監督職としてのマネジメント力向上
を図る研修として、管理監督者に対し、2018年4月
に管理職昇任・採用時研修、6月に経営改革プラ
ン研修、10月に危機管理研修、11月に人事労務
管理研修、2019年2月に実践力向上（リーダーシッ
プ）研修を実施した。

職としてのマネジメ
ント力向上を目的
に、全管理職を対象
とする研修体系の
再整理

直し対象範囲の検
討

踏まえ、電子承認シ
ステム及びモバイル
ワークの導入可否を
検討

え、電子承認システ
ム及びモバイルワー
ク導入を検討し、旅
費管理システムの
追加、社会保険等
電子申請システム
の導入を決定
・ 社会保険等電子
申請システムの運
用開始

・ 出張・旅費申請と社会保険等申請の業務効率
化に向けて事務分析を実施した。
・ 出張・旅費申請については、現行の出退勤管理
システムに機能を追加することとし、2019年度の
稼働に向け、委託業者との契約等を行った。
・ 社会保険等申請については、申請書類作成に
係る時間短縮や業務効率向上つながることから、
電子申請の導入を決定し、12月から運用を開始し
た。

団体自己評価

無電柱化推進事業
に係る発注の集約
による効率的な執
行

設計委託、施工等
は、都と同様に工区
毎に分割して、発注

集約するための手
法の検討、関係機
関との調整

約に向けた条件を
検討

・ 2018年3月に改訂された東京都無電柱化計画の
内容を精査し、新規受託路線の設計委託等の集
約に向けた条件を検討した。

か、②路線の集約化が可能となった場合、予備設
計･測量･地質調査の合併が可能かを検討した。

・ 無電柱化事業に係る発注の集約は、新規に受
託する路線の箇所の地理的要件によるため、予
備設計については集約が可能な路線がある場合
に試行発注し、工事については集約が可能な本体
工事と歩道舗装工事の合併起工を試行することと
し、3年後の到達目標を見据え、設計と工事の総
体でコスト削減を図っていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

事業執行力の強化
に向けた管理監督
職のマネジメント力
強化の取組

に管理監督職研修
を実施

電子承認システム
及びモバイルワーク
の導入

を活用し、一部申請
は電子化している
が、起案や旅費申
請等、大部分の事
務作業は紙ベース

・ 引き続き、他部門の電子承認システム及びモバ
イルワークの導入可否を検討する。

公社内情報システ
ムのアウトソーシン
グ

バー等を設置し、職
員用端末を含め、公
社職員が管理

端末の障害対応業
務のアウトソーシン
グを検討

端末の障害対応業
務のアウトソーシン
グを検討

・ 公社情報システム担当者の業務効率化及び情
報セキュリティの組織力強化を図るため、職場の
情報化を推進する人材を組織的に位置づけたＩＣＴ
リーダーの設置と外部専門技術者の管理によるセ
キュリティ強化を図るための情報システム業務の
アウトソーシングを検討した。

・ 業務効率化及び情報セキュリティ強化のため、
ネットワーク及び端末の障害対応業務のアウト
ソーシングを2019年度から実施する。
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⑤

⑤

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都道路整備保全公社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 駐車場事業の管理・運営ノウハウを活かした経営体質の強化

戦　　　　　　略 新たな事業展開による駐車場事業の経営体質強化

３年後の到達目標 　公社が管理する高架下等の道路空間における新たな事業展開や駐車場の効率的運営により、経営体質の強化に取り組むことで収益性の向上を図る。

団体自己評価

高架下等の道路空
間の効果的な活用
をマネジメントする
仕組みの提案

職員各層によるPT
等により新規事業を
検討

されたアイデアの実
現可能性を検証

ている高架下等の
道路空間の管理・活
用のさらなる効率化
を検討

ディング等、高架下
等の道路空間の利
活用に関する可能
性調査を実施

踏まえ、新たな方策
を都に提案

・ 高架下等の道路
空間の利活用に関
する可能性調査を
実施
・ 調査結果を踏ま
え、都と調整しなが
ら利活用方策の方
向性をとりまとめ

・ 高架下等道路空
間の活用の一つとし
て、オートバイ駐車
場の新設及び既設
四輪駐車場のデッド
スペースの活用や
四輪駐車枠からの
転用により、受け入
れ可能台数を増加

・ 高架下等の道路空間の効果的な活用について
は、都と調整しながら可能性調査のスキーム等を
整理した。
・ 整理したスキームに基づき、9月に調査実施業
者を企画提案により選定し、10月から高架下等の
道路空間の利活用に関する可能性調査を開始し
た。
・ 可能性調査の結果を踏まえ、都と調整しながら
利活用方策の方向性をとりまとめた。

・ 公社のノウハウを活かしてオートバイ駐車対策
を推進するため、道路空間の活用の一つとして、
オートバイ専用駐車場(10台)を新設した。
・ さらに、デッドスペースの活用や四輪駐車枠から
の転用により、オートバイ駐車スペースの増設が
可能な既設駐車場の洗い出しを行い、43台を増設
した。

・ 2018年度にとりまとめた利活用方策の方向性を
踏まえ、マーケット・サウンディング等による実施
可能な事業提案の検討を行い、提案内容につい
て都と協議する。

・ オートバイ駐車対策については、2019年度から
新たな個別取組事項「道路空間の活用等、公社の
ノウハウを活かした効果的なオートバイ駐車対策
の推進」として整理し、都の調査による駐車需給
等を踏まえ、引き続き、都の所管局や警視庁・所
轄警察署、特別区等と連携しながら、新たなオート
バイ駐車場整備に取り組む。

・ 道路空間活用マネジメントの仕組みの提案
については、年度計画どおり可能性調査を実
施
し、調査結果を踏まえ、都と調整しながら利活
用方策の方向性をとりまとめた。
・ また、当初計画に加え、高架下等の道路空
間を活用し、オートバイ駐車場の新設及び
オートバイ駐車スペースの増設を行い、オート
バイ駐車対策を推進した。
・ 都営駐車場の効率的な運営体制の提案に
ついては、年度計画に基づき、駐車場シェアリ
ング等、新たな民間サービス活用の仕組みを
検討した。
・ 以上のとおり、3年後の到達目標に向け、道
路空間における新たな事業展開や駐車場の
効率的運営の取組を積極的に推進したことか
ら、2018年度目標は達成できたと評価してい
る。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

都営駐車場の効率
的な運営体制の提
案

策を推進するととも
に道路設備と一体
で都営駐車場を運
営

なる民間活用を図る
等、都営駐車場の
効率的な運営体制
を検討

グサービスや定期
契約者募集等、新
たな民間サービス
活用の仕組みを検
討

・ 新たな民間活用案として、直営駐車場で実績の
ある駐車場シェアリングサービスや定期契約者募
集等の導入を検討した。

・ 2019年度は、2018年度に検討した駐車場シェア
リング等、新たな民間サービス活用の仕組みを都
営駐車場で導入する。
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　政策連携団体活用戦略に掲げる「都庁グループの一員として、無電柱化事業、道路用地取得、重要な道路施設の管理等の専門性を強化し、東京の道路行政を支える団体」に資する取組が着実
に行われており、団体が掲げる各戦略の「３年後の到達目標」の達成に向けた取組を大きく前進させている。

・戦略①「ガバナンス機能の強化及び効果的な執行体制への見直し」では、理事、監事、評議員の構成等見直しの方向性を決定して評議員の選任を完了したほか、公社の役割やノウハウを見え
る化する取組を前倒しで実施する等、ガバナンス強化や都民への情報発信の取組が進捗し、大きく前進している。

・戦略②「用地取得専門家集団としての技術継承と職員育成による事業執行能力の強化」では、育成システムのスキーム検討や資格取得研修の計画策定・実施を推進するとともに、都の資料・
データの共有化を前倒しで実施する等、固有職員が中核となる専門家集団を形成するための取組が進捗し、大きく前進している。

・戦略③「土木技術職員の確保・育成体制の構築」では、新たな職員採用ＰＲ冊子の作成・活用等により採用活動を強化すると同時に、高度な技術研修を試行する等職員の育成にも取り組み、
都や区市の要請に応えられる技術力維持と体制構築に向けた取組が進捗し、大きく前進している。

・戦略④「生産性の向上による効率的な事業執行」では、無電柱化推進事業に係る設計委託等の集約に向けた条件の検討に加え、社会保険等電子申請システムの運用を開始する等、公社全体の
生産性を向上させ経費削減を実現するための取組が進捗し、大きく前進している。

・戦略⑤「新たな事業展開による駐車場事業の経営体質強化」では、道路空間の利活用に関する可能性調査を実施したほか、オートバイ駐車場の新設や駐車スペースの増設を行う等、経営体質
の強化により収益性の向上を図る取組が着実に進捗している。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京都道路整備保全公社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京防災救急協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 社会変化を踏まえた執行体制のあり方

戦　　　　　　略 業務執行体制の強化

３年後の到達目標
東京消防庁からの消防業務委託の増大及びＯＢの確保が困難な状況となるおそれがあることから、ＯＢ職員とプロパー職員との業務分担、職員採用・就業規則のあり方の見直し等を検討し、安定
した業務執行を行うことのできる体制を構築する。

団体自己評価

東京消防庁OB職員
とプロパー職員との
業務分担の見直し
等の検討

○業務の大半をOB
職員が担っている。

○OB職員とプロ
パー職員の業務分
担の見直し、グロー
バル化を見据えた多
様な採用について検
討

１　プロパー職員の
計画的な人材育成
に向け、在職してい
るプロパー職員の人
材育成の土台とし
て、能力向上のため
の研修受講を推進
するとともに、主任
級職の育成を図っ
た。

２　消防に関する高
い専門知識を有する
職員を確保するため
の新たな採用方法
の導入に向けた準
備を実施した。

１　今後、事業の高度化、効率化を進めるにあたっ
ては、消防の専門性に加えて新たな視点での事業
展開を担うことができる人材の育成が必要となる。
そのため、今後の人材育成の土台として、東京都
人財支援事業団が実施している研修の受講や任
用規程に基づき「２級職（主任級職）昇任選考」を実
施しプロパー職員の能力強化を図った。なお、2018
年度はプロパー職員の人材育成を優先したことか
ら、東京消防庁OB職員とプロパー職員との業務分
担の見直し等の検討は実施していない。

２　消防に関する高い専門知識を有する職員の確
保方策の一環として、他の消防本部OBの採用につ
いて検討し、東京消防庁ＯＢに限らず、幅広く専門
性のある職員を確保するための新たな採用方法の
導入に道すじをつけた。

　2019年度から、政策連携団体活用戦略に基づ
き、局と団体の役割分担を見直すとともに、具体的
に団体が担う業務や役割について検討することとし
ている。
　団体の事業の性質から、消防に関する高い知識
を有する職員、いわゆる消防の現場経験及び知識
を有するＯＢ職員の採用が中心となっている。しか
し、今後、事業の高度化、効率化を進めるにあたっ
ては、ＩＣＴ化を含め、新たな視点に立った事業展開
が必要となる。
　そのため、プロパー職員には、事業の高度化に
向けた職員の能力強化を図るとともに、多様な能
力を備えた人材確保に向けた採用方法を検討して
いく。
　また、消防の専門性が必要となる業務について
は、消防ＯＢ職員を中心に実施することとなること
から、当庁ＯＢに加え、他の消防本部ＯＢなども含
め、幅広く専門性をもった職員の採用に取組んで
いく。

【成果及び進捗状況】
　各種取組については、実績を上げているが、
今後、人材確保・育成策の検討を重点に具体
的な実践方法等の策定及び推進が必要であ
る。

【根拠】
１　東京消防庁OB職員とプロパー職員との業
務分担の見直し等の検討は、2018年度に設定
していた目標を推進することができなかった。
　他方、在職しているプロパー職員の育成を実
施し、人材育成の土台として主任級職を育成し
た。
２　東京消防庁OBに限らず、消防の高い専門
知識を有した職員を確保していくことの方策と
して、他の消防本部に出向き、人材募集の周
知を働きかけた。
３　受託事業増大への対応については、協会
に内部の委員会を立ち上げ検討を進めること
で、課題への対応策を明確にした（防災館の開
館日拡大）。
４　料金収納代行システムを導入したことで、
救命講習当日の現金支払いの手間を解消し、
職員の教材費徴収事務及び現金紛失リスクの
削減をすることで、都民の利便性向上、かつ、
職員の業務軽減を実現した。
５　ソフトウェアやシステムの導入により、セ
キュリティ対策の強化、業務の効率化及び契
約の透明性向上を図ることができた。
６　救命講習の電子一括申請について、試験
運用により都民の利便性向上及び職員の業務
負担軽減につながることを確認し、今後のシス
テム拡大への有効性における検証をすること
ができた。
【課題】
１　効率的な業務運営に必要な職員数や人材
を整理するため、現状の業務分析を実施し活
用していく。
２　人材派遣を活用した採用など、公募枠の拡
大を推進する。
３　都庁グループの一員として局と協働していく
ためには、局と情報共有を密にし、現場の声を
事業展開に活用していく必要がある。

委託事業増大への
対応の検討体制の
構築

○２０１８年度からの
新規受託事業のた
めに増員を要求し
た。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

就業規則の見直し
○雇用継続はできる
が、柔軟な勤務形態
がない

○柔軟な勤務形態
の構築に向けた検
討

無期労働契約への
対応として就業規則
の改正

１　労働契約法の一部改正に伴い無期労働契約へ
の転換が規定され、施行されたことに合わせて就
業規則の改正を行った。

２　今後、定年延長や従来の勤務形態、就業日数
に捉われない就業規則等のあり方について検討す
る必要がある。

　各種業務において使用するシステム等のセキュリ
ティ状況を再点検し、セキュリティ事故根絶に向け
た検討を行うとともに、都民の利便性の向上はもち
ろんのこと、協会職員の業務効率化に向けた検討
を行っていく。
　具体的には、
・救命講習で使用している料金収納代行システム
は拡張性があることから、他講習への拡大導入や
各講習の特性に応じたデビッドカード、クレジット
カード、電子マネー等の導入による各種講習の完
全キャッシュレス化を図る。
また、
・各種講習受付の完全ICT化
・移動時間・費用削減のための電子決裁対象案件
の拡大
について検討していく。

○受託事業増大へ
の対応に向けた検
討委員会の設置

検討委員会を８月に
設置し、受託事業拡
大の提案に対する
調整を実施し、池袋
防災館の開館日を
拡大した。

　防災館の更なる利用促進を目的とした開館日の
拡大についての提案に対し、検討委員会において
検討した結果、休館日を見直すこと等により池袋防
災館の開館日の拡大を実現し、都民の利用機会を
増やすことができた。

　今後、更に増大する消防行政需要に対し、専門
知識を必要とする業務の委託拡大が予想される。
東京消防庁とともに消防行政サービスの維持・向
上を目指す団体として、新たな委託拡大について
は、検討委員会の中で実現に向けた検討を実施し
ていく。また、受託事業の効率化、利便性向上、更
なる効果の向上など、現場の視点やデータなどを
元に、民間等のノウハウの活用等も含めて、各種
受託事業のブラッシュアップ、グレードアップを図っ
ていく。

　無期労働契約への転換は就業規則を改正した
が、今後の勤務形態等については、東京消防庁の
動向なども踏まえながら、機会を捉えて検討するも
のである。

ＩＣＴ化の推進
○一部講習につい

て決済代行を導入し
た。

○ＩＣＴ化できるもの
の抽出

１　一括送信用メー
ルソフトウェア及び
遠隔監視システムの
導入によるセキュリ
ティ強化

２　キャッシュレス化
の拡大

３　団体一括WEB申
請の導入

４　電子入札（ビジネ
スチャンス・ナビ
2020）の導入

５　労働社会保険シ
ステムの導入

１　情報セキュリティ事故（メールアドレス流出）の再発
防止のため、複数宛先へ一斉にメール送信する際に使
用する専用のソフトウェアを導入した。
　また、パソコンの稼働状況の監視、各ソフトウェアの
アップデートの一括管理及びパソコンの使用状況の一
括管理を行うシステムを導入し、セキュリティ体制の強
化及び職員の業務負担軽減につながった。

２　キャッシュレス化の拡大について、
平成29年度にコンペ方式で選定した料金収納代行シス
テムを救命講習において、平成30年4月から本格導入し
たことにより、講習日当日に受講生が現金を支払う手間
及び協会の教材費徴収事務の大幅な削減、現金紛失
リスクの削減につながった。（協会公募講習における事
前決済率99.5％）

３　企業等からの救命講習の団体受講受付について、
インターネットによる受講者事前一括申請（電子一括申
請）の実現に向けて、平成３１年２月から１署にて試験
運用を開始した。運用の過程において、受講生の利便
性向上と職員の業務負担の軽減につながることが確認
できた。

４　業務の効率化及び契約の透明性向上を目指し、平
成３１年３月に「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」を導入し
た。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京防災救急協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 博物館・防災館の利用促進

戦　　　　　　略 博物館・防災館の利用しやすい体制の構築

３年後の到達目標 博物館、防災館が外国人を含むすべての利用者にとって利用しやすく、学習効果の高い施設になることを目指す。

団体自己評価

外国人来館者への
接遇要領向上及び
多言語表記の推進

※２つの取組事項に
共通

〇都民防災教育セン
ターの多言語化等に
関する調査研究にオ
ブザーバーとして参
画

〇各館独自での対
応

○外国人接遇に関
する研修実施
○外国人来館者に
対する満足度調査
の実施
○多言語表記の推
進

１　「やさしい日本
語」に関する職員研
修を実施し、外国人
来館者に対するサー
ビス向上、学習効果
の向上を図った。

２　外国人来館者に
対して満足度調査を
実施、満足度の把握
に加え、今後のサー
ビス向上等に対する
課題を得た。

３　外国人向けの
リーフレットとして、３
か国語（英語、中国
語、ハングル）を作
成した。

１　来館する外国人の国籍、言語が多様になってき
たことにより、多言語化による対応には限界がある
ことから、「やさしい日本語」（普通の日本語よりも簡
単で外国人にもわかりやすい日本語）を学ぶこと
で、外国人来館者へのよりわかりやすい案内が可
能となり、学習効果の向上につながった。

２　外国人来館者に対し満足度調査（日本語、英
語、中国語、ハングル）を１２月から１月にかけて実
施した。調査の結果、満足度は約96％であり、ま
た、わずかではあるが一部コーナーにおいて満足と
いう回答が得られなかったため、更なる外国人に向
けたサービス向上や来館促進を図るための課題を
把握することができた。

３　各館のリーフレットや表示を多言語（英語、中国
語、ハングル）表記にしたことにより、増加する外国
人来館者へのスムースな対応が可能となり、来館
者の増加にもつながった。

１　外国人に対する災害対応サポートとして、地震
等災害時にとるべき行動や、火災等の日常生活事
故等への対応を周知する場として、都民防災教育
センター等は、有効な施設である。そのため、今後
も「やさしい日本語」に関する職員研修の対象者を
拡大するとともに、研修修了者についても、よりわか
りやすい案内につながる「やさしい日本語」の技能
向上を図り、外国人来館者の学習効果を高めてい
く。

２　外国人来館者に対する満足度調査結果等を踏
まえ、今後の施設運営に伴い個別に利用者の声を
集積し、外国人にも利用しやすく、更に学習効果が
得られる施設になるよう、ハード面・ソフト面の改善
に取り組む。

３　外国人来館者にわかりやすい館内表記や印刷
物を整備し、継続的に利便性及び学習効果の向上
を図ることができるよう、東京消防庁に提案してい
く。

４　蓄積される外国人への接遇のノウハウを防災指
導を実施する東京消防庁の職員にフィードバック
し、局と団体の相互の連携により、外国人も含めた
都民の防災力向上につなげていく。

　

【成果及び進捗状況】
　各取組事項ごとに、年度の目標は達成してい
る。

【根拠】
１　外国人来館者対応のため「やさしい日本語」
の研修を実施し、また、リーフレット等の多言語
表記を進めることで、外国人にも利用かつ理解
しやすい施設としての体制整備に取り組んだ。
２　外国人来館者への満足度調査を実施し、外
国人来館者に対する現在の取組の方向性を確
認することができた。
３　　防災館における団体受入れ方法について
検討を重ねた結果、予約内容をわかりやすく整
理するとともに、体験時間などを見直し、より利
用しやすい体制を検討し、受入れ方法の改善
策を策定した。
４　池袋防災館の夜間運営に関して、各イベン
ト等におけるPR動画の放映やチラシの配布等
の広報を推進し、夜間運営についての周知が
図られ、昼間に防災館へ来館しにくい都民の利
便性が向上した。
　また、更なる来館者増を目的として、利用者
へのアンケートを実施し、都民のニーズの把握
に努めた。

【課題】
　池袋防災館における運営時間拡大のアン
ケート結果の分析に基づき、来館者増につな
げていく。

団体予約受付のあり
方の見直し

○課題の抽出
○現状の団体予約
受付方法の見直し、
わかりやすい予約方
法の検討（検討委員
会の設置）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

当協会の要綱に基
づき、「防災館団体
受入のあり方検討分
科会」を設置（６月）
し、分科会開催（７
月、９月、１０月、１２
月）

　東京消防庁防災部をメンバーに加えた分科会に
おいて、団体受入れに関して防災館の体験ツアー
の組み方等について課題を抽出し、ツアーの基本
コーナー数、ツアーの開始時間等の検討を行い、団
体受入れ方法の改善策を策定した。
　また、東京消防庁において整備予定のインター
ネット予約受付システムについては、利用者にわか
りやすく、かつ、職員の業務負担軽減となる仕様を
提案した。

　分科会の結果を踏まえて改善した受入れ方法の
試行を行い、東京消防庁が2019年度中に整備予定
のインターネット予約受付システムへ、スムースに
移行できるように準備する。
　インターネット受付システム導入後には、団体の
受入れ方法を適宜ブラッシュアップしていくととも
に、利用者の更なる利便性向上が図れるようバー
ジョンアップしていく。

防災館の運営時間
拡大

実施なし

○池袋防災館にお
ける運営時間拡大に
よる夜間運営の実施
（試行）
○夜間運営の周知
広報

１　夜間運営（ナイト
ツアー）を年間５２回
実施し、利用しやす
い施設へ改善するこ
とができた。

２　ナイトツアー参加
者にアンケート調査
を実施、今後の夜間
運営に関する需要、
課題を把握した。

３　ナイトツアーのPR
のため、PR動画を作
成・配信、チラシを作
成・配布した。

１　池袋防災館において毎週金曜日に運営時間を２
１時まで延長した。ナイトツアーを実施し、1,700人の
来館者があったことからナイトツアーに対する一定
の需要があることを確認できた。

２　ナイトツアー体験者へのアンケート調査を５０１
人に実施した。調査の結果、来館のきっかけ、開催
時間の要望等を把握することができた。

３　作成したPR動画をインターネットにより、広く周
知できるよう動画配信サービス（YouTube）において
配信するほか、チラシを70,000枚作成し、東京国際
消防防災展等の大規模イベントにおける配布や近
隣事業所及び自治会等への配布により、周知広報
を行ったことで、ナイトツアーへの来館者につなげる
ことができた。また、新聞、雑誌、テレビ番組などメ
ディアからの取材協力依頼（１３件）もあり、広く広報
効果をあげることができた。

１　試行の結果、一定の需要があることが確認でき
たものの、定員に対する充足率からすると、よりよ
いナイトツアーの実施要領を検討していく必要があ
ることから、アンケート結果で得た、開催時間等の
要望等から、利用者のニーズを捉えた開催する曜
日、時間帯や体験内容を検証し一層の来館者増に
つなげていく。

２　アンケート結果から来館のきっかけの傾向を分
析し、周知広報の手法を検証し、認知度を上げ来館
者増につなげていく。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人　東京防災救急協会 評価年度：2018年度

経　営　課　題 行動力あるバイスタンダーの育成

戦　　　　　　略 効果的な救命講習指導の推進

３年後の到達目標

見える化改革（救急活動）を踏まえ、再講習を含めた受講促進等、東京消防庁の各種取り組みに協力するとともに応急手当の実施率向上を目指し、各講習指導において応急手当の重要性の加
え、心肺蘇生やAED取扱いの確実な習得等に向けた教育効果の高い講習を提供し、講習後のアンケートにおいて「倒れた方に応急手当が実施できる」との回答が得られた受講生の割合を指標と
する。
平成28年度の調査では84.9%と比較的高い数値であったが、段階的に更なる向上を目指す。

団体自己評価

講習内容の見直し
○ガイドライン2015
に基づく指導の手引
きの改正

○資器材の整備状
況を踏まえ、実技時
間の確保を重視した
ﾚｯｽﾝﾌﾟﾗﾝの検討

○要点を解りやすく
まとめた講習用動画
を活用して、受講生
１人当たりの実技時
間を１０分多く確保
出来るレッスンプラ
ンを策定した。

① スライドを活用した分かりやすい講義の進行
② 心肺蘇生の手技やAEDの使用方法など重要な
ポイントへの講習用動画の活用
③ 重要なポイントを強調するため、指導員による
展示やテキストによる確認
といった手法を用いたレッスンプランを策定した。
　策定に際しては、講習全体の構成や講習用動画
の特色を生かすポイントの精査等、これまでの指
導経験を活用してプランをまとめ、実技に時間をよ
り多く振り分け、高いレベルで指導内容を均一化さ
せた。
また、本レッスンプランの導入には、動画投影用機
材を各本部に配置するとともに、指導員に対して教
養を実施した。

１　新たに策定したレッスンプランの効果を検証す
るため、受講者からの意見を収集するとともに、専
門的な知見を有した医療従事者による評価等を実
施する。さらに、指導経験を重ねることにより得ら
れる知見を踏まえ、講習内容の更なる改善に向け
て検討していく。

技能を救急指導課長等により評価し、個々の能力
の向上を図るとともに、高いレベルでの指導力の
均一化を図っていく。

きるよう、講習会会場の講習実施環境や配置など
も併せて検討していく。

係る検討を実施し、受講人員の増加を目指す。

【成果及び進捗状況】
　2018年度の到達目標は達成されている。

【根拠】
１　視覚的にも分かりやすい講義と実技時間を
確保したレッスンプラン及び資器材増強整備
計画により、受講生１人当たりが人形に触る時
間が増え、これまで以上に救護活動への自信
をつけ、行動力のあるバイスタンダーの育成を
推進する土壌が形成されたこと。
２　３体、３器体制による効果的な講習の実現
に向けて東京消防庁と協議し、資器材増強整
備計画を策定した。
３　受講管理システムの改修が完了し、料金
収納代行システム及び電子一括申請の運用
を開始したことで、職員の業務負担軽減につ
ながり、指導員の技能向上のための時間を創
出できた。

【課題】
１　教育効果の高い講習を提供し続けると共
に、継続的なレッスンプランの検証及び修正を
実施し、更なる教育効果の向上を図る。
２　指導技能向上に資する教材及び資器材等
を活用し、指導員の指導の質について検証を
行い、更なる向上を目指す。
３　受講管理システムについては、運用拡大に
向けて更なる精査を重ね、安定的な運用を図
り、受講生及び指導員の負担軽減を目指す。

【その他懸念事項】
１　オリンピック・パラリンピック競技大会関係
で大きな講習需要が新たに発生する可能性が
ある。東京消防庁と連携して継続的な情報収
集を実施していく。
２　2020年は心肺蘇生ガイドラインの改正の年
である。新ガイドラインに準拠した講習テキスト
及びレッスンプランの作成等に係る準備が円
滑に進むよう、東京消防庁と連携して情報収
集に努め、柔軟に対応していく。

講習資器材の充実

○指導員1名（受講
生10名）に2体の人
形、2器のAEDﾄﾚｰ
ﾅｰ配置を原則

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

指導員の技能向上

○講習に付随する
多様な業務

○年2回の本部集合
教養

○受講管理システ
ム改修による業務
改善

○　講習付随業務
の効率化・省力化に
より、講習受付から
認定証交付までの
業務負担が軽減さ
れ、指導員の技能
向上に向けた訓練
時間の確保につな
がった。

１　　料金収納代行システムの導入により、講習日
当日の教材費徴収事務の大幅な削減、現金紛失
リスクの削減につながった。（協会公募講習におけ
る事前決済率99.5％）　【再掲】

２　企業等からの団体受講受付について、インター
ネットによる受講者事前一括申請（電子一括申請）
の実現に向けて、平成３１年２月から１署にて試験
運用を開始した。運用の過程において、業務負担
の軽減につながることが確認できた。【再掲】

○講習時指導員1名
（受講生10名）に3
体、3器の配置に配
意した運用
○資器材の増強整
備計画の策定

１　現有資器材を活
用し、大規模講習
等、一部の講習にお
いて3体・3器配置体
制による講習を先行
実施した。2体・2器
配置体制の講習と
比較し、効率的な講
習を展開した。

２　資器材増強整備
計画を策定し、2019
年度から5か年計画
で、毎年55体・55器
ずつ計画的に増強
することとした。

１　東京消防庁救急セミナーや公益財団法人東京
オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
等の講習において、現有資器材を集中投入し、3
体・3器配置体制で臨んだことで、総務省消防庁の
実施要項に基づく「受講生１人あたりの15分の実
技時間」を確保しつつ、総講習時間を30分短縮し
た効率的な講習運営が実現できた。
　また、総講習時間を短縮しない場合、3体・3器配
置体制では、2体・2器配置体制より、受講生1人あ
たりの実技時間を約8分増やすことができるため、
より行動力が身につく講習の運用が可能となる。

２　3体、3器配置体制による効果的な講習の実現
に向けて東京消防庁と協議し、2019年度以降、毎
年55体・55器ずつ計画的に増強されることとなっ
た。2020年度においては、3体・3器配置率は、
87％の見込となる。

・2019年度の3体、3器配置率の見込みは、約40％
となるため、可能な限り多くの講習で資器材の集
中投入による指導員1名（受講生10名）に3体、3器
の配置の講習を運用し、指導の質を保ちながら、
更なる講習需要に応えられる体制の構築を目指
す。

・講習時間の短縮又は受講生の実技時間増加を
目指して、東京消防庁と連携して今後の資器材増
強整備計画を推進し、2021年度までに3体・3器、
2023年までには4体・4器を配置し、講習資器材の
充実により更に効率の良い講習を目指す。

・業務負担軽減により、指導員自身の指導力向上
のための訓練を推進すると共に、指導技能向上に
資する教材及び資器材等の導入により、その指導
の質の評価を実施し、検討する。

・料金収納代行システム及び電子一括申請につい
ては、運用対象の拡大に向けて、受講者が更に利
用し易いよう、改修を加えていく。
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【戦略①について】
　当庁とともに消防行政サービスの維持向上を目指す団体として、事業の高度化・効率化を進めていくために必要な人材育成の土台としてプロパー職員の能力強化を図るほか、消防の専門性の
高い職員を確保するための方策として、他の消防本部ＯＢの採用について検討するなど、人材育成・確保に向けて着実に進捗している。また、ＩＣＴによる業務の効率化として、セキュリティ
体制の強化により情報セキュリティ事故の根絶を図るほか、講習受付のキャッシュレス化の拡大に向けた料金収納代行システムの導入や救命講習の電子一括申請の導入等により、都民等の利便
性向上と職員の業務負担軽減を達成し、安定した業務執行体制の構築に向けて改善を図っている。
【戦略②について】
　博物館・防災館の利用しやすい体制の構築に向けて計画どおり取組を行うことができている。外国人来館者に対する満足度調査の結果、満足と回答した者が９６％であること、ナイトツアー
の実施により昼間に来館できなかった都民の利便性向上を図ることができたことなど、利用しやすい施設への改善にむけた一定の効果が表れている。今後に実施する予定の多言語表記に加えた
「やさしい日本語」によるリーフレット作成、新たな団体受入方法の試行により、利用しやすく学習効果の高い施設になることが期待できる。
【戦略③について】
　計画通りに実施している。講習用動画を活用し実技時間が増加されたレッスンプランを策定したこと、受講生の実技時間増加に向け必要としている資器材数を把握し資器材増強整備計画を策
定したこと、料金収納代行システムや電子一括申請の導入による業務改善を図ったことなど、受講生の自信度向上につなげていくための効果的な救命講習の提供に向けた取組を確実に実施して
いる。今後も、料金収納代行システム及び電子一括申請の対象範囲の拡大による受講生の利便性向上、指導員の指導力を評価し改善につなげること及び資器材の増強による更なる実技時間の増
加により、受講生の自信度向上が期待できる。

　以上のことから、外的要因により実施しなかった事項はあるものの、団体の自助努力によるものについては十分に達成できている。今後、具体的な取組を確実に行うように継続して監督する
必要はあるが、確実に目標を達成していること、また、消防行政サービスの維持向上を図るため、当庁と連携し高度化・効率化された事業の実現に向けた体制づくりを始めていることから、消
防行政の一端を担う重要な政策連携団体として高く評価できる。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 公益財団法人東京防災救急協会 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

　・ラグビ-2019/東京2020の成功に向け、都
及び各組織委員会との連絡・調整を適切に行
い、両大会の円滑な準備に貢献できた。

・大会の気運醸成にかかるイベントへの協力
や自主的な取組を積極的に行った。ラグビー
テストマッチ（来場者4万3千人）、味スタ感謝
デー（来場者3万8千人）など、多くの方に大会
のＰＲを行い、気運醸成に貢献できた。

・全社員に改修工事による影響等を共有し、
社員一丸となって収入確保と経費の見直しを
進めた結果、2018年度決算も黒字を確保し、
健全な経営環境を堅持することができた。特
に、ネーミングライツ契約については継続の
際に減額となる例もある中、増額で契約更新
することができ、ネーミングライツの価値を向
上させることができた。

・都や組織委員会との役割分担について以下の通り整理
し、役割に応じて対応した。
　都及び組織委員会…両大会の開催のための施設の独
占的使用及び大会運営全般
　東京スタジアム…都及び組織委員会への引き渡しまで
の施設の保全、施設利用にかかるノウハウの提供等

・ﾗｸﾞﾋﾞｰ2019/東京2020の準備・開催に向け、都や組織委
員会と施設利用等についての詳細を情報共有する必要が
あったため、当社からも打ち合わせを提案し、開催した。

・都が実施する改修工事において、各工事が円滑に行える
よう施設側からも情報共有や調整を行う必要があったた
め、都、工事業者が行う週一回の定例会議に出席した。

・大会の円滑な開催には既存顧客との調整は不可欠で
あったことから、都、ラグビー組織委員会、クラブチーム等
で構成される会議を企画、継続的に主催した。

・ラグビーワールドカップの認知度は徐々に上がってきたと
はいえ、大会の成功に向けて更なる盛り上がりが必要。当
社として、集客力の向上や都のスポーツ振興への貢献と
いう観点から、気運醸成への各種取り組みを行った。

・ラグビーテストマッチについては大会前年のプレイベント
として重要な試合であったことから、当社としても大会本番
を想定して日本ラグビーフットボール協会及び都と会場使
用にかかる調整等を行った。

・改修工事により、昨年度比で4割程度のイベントが開催で
きず大幅な減収が見込まれたため、黒字を確保できるよ
う、以下の通り本体以外も活用したイベント誘致による収
入確保と業務の見直し等による経費節減に取り組んだ。

・改修工事事業者に利用可能な区域を細かく確認し、味の
素スタジアム本体以外の当社敷地内での開催を提案、誘
致した。

・次期ネーミングライツ契約の更新に当たりこれまで通りの
水準での契約確保が不可欠であることから、スポンサーで
ある味の素社に対し、西競技場への新たな命名権の設定
等を提案し、増額で更新した（5年間10億円⇒11億5千
万）。
また、味の素製品の配布について、従来の契約では当社
が製品を購入して配布を行う規定となっていたが、契約更
新にあたり味の素からの現物支給に改めたことにより、配
付に係る経費を削減（実質750万円分）した。

・全職員に対する個別ヒアリングを通じた業務状況の把握
と過年度と比較して減少するイベントや業務内容の抽出に
より、具体的な超過勤務削減方針を策定、実行した。その
ほか、交付金を活用した施設整備（分煙化推進のための
整備）を行うなど、経費削減に努めた。

・ﾗｸﾞﾋﾞｰ2019/東京2020の成功に向け、都及び両
組織委員会と引き続き密に調整を行う。

・改修工事については、引き続き週1回の定例会
議に参加し、ラグビー2019、東京2020に向けて円
滑に工事が実施できるようにする。

・都、2020組織委員会、クラブチーム等が出席す
る会議を主催し、2020シーズンのJリーグが円滑
に実施されるよう利用調整を行う。

・引き続き、味スタ感謝デーにおいて、ラグビー
2019への気運醸成コンテンツを実施するとともに、
近代五種テストイベント（2019年6月）や地元3市の
ラグビーイベント（2019年12月）の開催に向けて、
東京2020組織委員会や主催者と具体的な調整を
行う。

・武蔵野の森総合スポーツプラザの多目的スペー
ス等を活用しながら、大会のPR等を実施する。

2019/2020については、両大会の準備・開催によ
り、通常通りのイベントが実施できない。大会実施
に伴う減収について都等と調整を行っているとこ
ろであるが、大会以外の期間についても、可能な
限りイベントの実施に向けた調整・誘致を確実に
行い、健全な経営環境を堅持していく。

ラグビー2019/東京
2020の気運醸成へ
の貢献

ラグビー代表戦を2
年連続で実施

都と組織委員会の
依頼に基づき、ラグ
ビーテストマッチや
気運醸成イベント等
を実施

ラグビ-2019/東京
2020における当社
役割の確定と遂行

都及び各組織委員
会との調整

ラグビー2019/東京
2020大会へ向け、
都や組織委員会と
定例的な会議の開
催

健全な経営環境の
堅持

コンサート等の商業
イベントを積極的に
誘致

・改修工事期間中
の、利用可能な区
域でのイベント実施
調整

・施設維持に係る経
費の節減

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針 団体自己評価

株式会社東京スタジアム

・ラグビーワールドカップ2019・東京2020競技大会における当社役割を遂行している。
・両大会の気運醸成への貢献のため、テストイベントや気運醸成イベント等を開催している。

３年後の到達目標

経　営　課　題

戦　　　　　　略

2019/2020両大会関連期間中の経営環境の維持及び大会に向けた協力

2019/2020両大会関連期間中の運営スキーム及び大会への協力体制の構築

様式４

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・改修工事期間において、下
記既存イベントを開催。
○フリーマーケット（　12/16・
1/14・2/10）
○TOKYOスポーツチャレン
ジ　エフチャンネル　ソサイチ
大会（12/23・1/26・3/9）
○調布市民駅伝競走大会
（1/27）
○中学生「東京駅伝」大会
（2/3）
○京王少年少女サッカー
フェスティバル（2/10）

・ネーミングライツ契約を増
額更新（2024年2月まで）
（5年間10億円⇒11億5千
万）

・超過勤務の縮減等、経費
節減対策を実施

・ﾗｸﾞﾋﾞｰ2019/東京2020の準
備・開催に向け、都及び組
織委員会等と月４回程度の
打合せによる状況把握

・改修工事定例会議への参
加（30回（週一回））

・2019シーズンJリーグ等ス
ケジュール調整会議の開催
（4回）

・ラグビーテストマッチを実施
（1回）

・「味スタ感謝デー」でラグ
ビー体験イベントを実施（1
回）

・地元3市の依頼に基づき
「府中調布三鷹ラグビーフェ
スティバル2018」を実施

・武蔵野の森総合スポーツ
プラザにてラグビーパネル展
示等を実施（1回）

2018年度実績個別取組事項

団体名：
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②

②

経　営　課　題

様式４

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京スタジアム 評価年度：2018年度

2020年以降の健全な経営の確保

2021年度に向けた
既存顧客のつなぎ
止め

戦　　　　　　略

３年後の到達目標
・2021年度のイベント日程が円滑に設定され、イベント開催に向けた準備が整っている。
・2021年度以降に向けて、大会のレガシーも活用したイベント誘致等についての施策が検討されている。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

両大会による顧客
への影響把握

補償及び代替施設
の検討

・2019シーズンJリーグ
等スケジュール調整会
議の開催（4回）

・Jリーグ、アメフトの代
替施設の検討・調整

・両組織委員会及び各
テナントに情報提供及び
調整

・2021年以降の経営環
境に影響する恐れのあ
る報道等について情報
収集を実施

・同業施設を訪問（ミクニ
ワールドスタジアム北九
州、ノエビアスタジアム
神戸、埼玉スタジアム）

・代々木のスタジアム新設情報等、当社の経営環
境に影響を及ぼす可能性のある報道等があった
ため、正確な内容確認を行い、社内で共有した。

・当社から同業施設への視察及びヒアリングを実
施し、類似施設の課題等を把握するとともに、リボ
ンビジョン等、改修工事に伴い今後当社で新たに
運用する設備について、状況の確認を行った。

主要なイベントエー
ジェントや音楽事務
所を対象としたセー
ルスの内容や手法
の検討

・広告代理店とともに、プ
ロモーターや他施設へ
のヒアリング内容等を検
討

・新しい貸館メニューの
アイデア出しや大会前に
試行可能なプランを検討

・新規顧客開拓に向けてイベント主催者のニーズ
等を確認することが必要であるため、効果的なヒア
リング調査が実施できるよう当社からイベント誘致
を委託している広告代理店とヒアリング対象や内
容について調整した。

・新たな施設貸出メニューも検討していくため、地
元小学校卒業式の謝恩会を試験的に実施した。
参加者に対するアンケートの結果、顧客の満足度
は高かった。

2021年度に向けた
新規顧客の獲得

なし

2021年度以降に向
けた経営環境の把
握とレガシー活用に
よる誘致施策の検
討

報道等の情報収集
報道等の情報収
集、可能であれば建
築中施設の視察

2020大会後の安定的な自己収益の確保に向けた取組の推進

・既存顧客に対しては、要望等をきめ細かく確
認しながら真摯な対応に努めた。特に、クラブ
チームが最も懸念していた2019シーズンの味
の素スタジアムにおける試合について全日程
確定させることができ、より一層の信頼関係の
構築が図れた。

・新規顧客開拓に向けたセールス手法等の検
討やレガシー活用による誘致に向けた情報収
集等、２０２１年度以降を見据えた事前準備を
着実に行うことができた。

・都、2020組織委員会、クラブチーム等が出席する
会議を主催し、2020シーズンのJリーグが円滑に
実施されるよう調整を行う。

・アミノバイタルフィールド、AGFフィールドを可能な
限り使用できるよう両組織委員会と工事スケ
ジュールを調整するとともに、引き続き、都、組織
委員会と連携して代替施設の利用調整を行う。ま
た、既存顧客の大会に伴う影響を軽減するための
営業支援についても検討する。

・テナント等への補償について、業務委託契約の
範囲内での対応を検討する。

・今後は、上記取組に加え、ヒアリング等により主
要顧客のニーズを確認するとともに、主要顧客や
見識者を委員としたスタジアムの運営方針にかか
る検討会等を立ち上げ、先進的な取組事例の検
証や施設設備の改善に向けた検討を行う。

・ヒアリングを開始し、適宜結果を集約するととも
に、新規顧客開拓に向けたアプローチ方法等を検
討していく。

・新しい貸館メニューについても試行した謝恩会の
利用状況等を踏まえて検証する等して、引き続き
検討していく。

・2021年以降の経営環境の把握のため、マーケッ
トサウンディング等を通じて当施設のポテンシャル
や業界ニーズ等を確認していく。

・引き続き、報道等の情報収集に努めるとともに、
スタジアム情報交換会や視察調査等を活用し、新
たな誘致策を検討する。

・都、ラグビー組織委員会、クラブチーム等による
要望等をきめ細かく把握し調整することが必要で
あったため、各主体の情報を相互に共有するため
の会議を企画、継続的に主催した。

・既存顧客によるスタジアム本体の利用が確保で
きない分については、代替施設の提案も必要で
あったことから、都、ラグビー組織委員会と連携し
てサッカー、アメフトの代替施設の利用調整を行っ
た。サッカーについて秩父宮ラグビー場におけるＦ
Ｃ東京の試合開催を確定するとともに、ＡＧＦフィー
ルドでのアメフト開催に向けた具体的協議を進め
た。

・両組織委員会及び各テナントに対して、大会期間
中のテナントの営業への影響について情報共有及
び調整を行うとともに、各テナントの要望を確認
し、当社としての対応方針を検討した。

2019/2020大会に向
け、利用が制限され
る期間・範囲の確認
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経　営　課　題

様式４

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京スタジアム 評価年度：2018年度

武蔵野の森総合スポーツプラザの安全で効果的な管理運営

戦　　　　　　略

３年後の到達目標
・施設における安全・安心が確保され、継続的に改善されている。
・多摩のスポーツ拠点として、多摩の自治体によるスポーツ事業等のソフト施策の展開が促進されている。
・働き盛り世代や女性等、スポーツ実施率の低い層へのアプローチや利用者ニーズを踏まえた自主事業メニューの充実・展開が図られている。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

多摩のスポーツ拠点として都施策との連動・都民ニーズの反映を実現する施設運営

広域的なイベントの
開催に向けた検討

・地元３市のラグビーフェ
スティバル（7/7）への協
力

・地元3市に対しイベント
予定等の聞き取りを実施

・西競技場で開催された地元3市主催のラグビーイベント
に協力して芝生体験コーナーを実施した。

・複数自治体が参加するイベントの会場として調布市と
調整したが、日程が合わなかった。

重大事故の未然防
止

安全管理研修等によ
る安全対策の実施

・救助法の研修、監視マ
ニュアルの教育を毎月1
回実施（3月末までに12
回実施）

・2,3月に上級救命技能認
定講習を実施

・お客様の救急搬送の事
例をコンソ内で共有し再
発防止への対応

事業計画書に基づく
自主事業の実施

開業準備における安
全・安心の確保

複数の自治体が連
携した広域的な大
会・イベントの開催

各自治体単体でのス
ポーツ事業の実施

自主事業メニューの
多様化

・定期的に安全管理研修を開催していることで
職員の意識も保たれ、お客様の緊急時にも適
切に対応する等重大事故を防止できている。

・指定管理者として提案した各種事業を着実に
実施し、都民にスポーツを実施する機会を提供
できた。

・利用者ニーズを踏まえ、開催日や対象に応じ
て内容を工夫するなど、スポーツ実施率の低い
層も参加しやすい事業を適切に実施。その結
果、アンケートを実施した事業の9割で参加者
の満足度が80％を超える等、高い評価も得て
いる。

・今後も心肺蘇生術やAED操作、救助訓練等、定期
的な研修を実施する。

・引き続き、複数の自治体が参加するようなイベント
の誘致に努めていく。

・引き続き、HPや館内掲示等の広報に力を入れ、参
加者を広く募る。

・スポーツ実施率の低い層の満足度が高く、参加者
も多い事業を含めて事業実施計画を策定していく。

・プール、ジム、受付の職員を対象に、毎月1回の休館
日を活用し、研修を実施。参加できない職員も別の出勤
日で訓練を行い、必ず月に1回受講するようにした。

・救急時の的確な対応を行うため、武蔵野の森、スタジ
アムの全社員が「上級救命技能認定」を取得できるよ
う、転入者を中心に講習を実施した。

自主事業への申し込
み・利用状況の把握

スポーツ実施率の低
い層の掘り起こしを
図るメニューの検討

・スポーツ実施率の低い
働き盛り世代や子育て世
代を対象とした体験教室
等、3月末までにスポーツ
振興事業18事業を実施
し、2134名が参加

・参加者に対しアンケート
を実施し、結果も踏まえ
て次年度の計画を策定

・施設HPや館内での掲示、チラシの配布により、申し込
みを募った。また、味スタと共に発行するイベントニュー
スにも掲載する等、様々な媒体を使用して広報を行っ
た。

・親子で参加できる事業や夜間、土日開催など、スポー
ツ実施率の低い層が参加しやすい事業を実施するとと
もに、参加者アンケートによりニーズを収集した。アン
ケートの集計結果から、概ねどの事業も満足度は高いこ
とが確認された。
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経　営　課　題 味の素スタジアムと武蔵野の森総合スポーツプラザの一体的な活用

様式４

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京スタジアム 評価年度：2018年度

武蔵野の森とスタジ
アムまたは西競技場
一体での事業開催

戦　　　　　　略 武蔵野の森と味の素スタジアムとの一体的な活用

３年後の到達目標
・味の素スタジアムとの一体活用事業が年１回以上継続的に開催されている。
・施設利用者に対して味の素スタジアムとの同時利用を促進するための施策が検討されている。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針 団体自己評価

一体活用による事業
を1件以上実施

【武蔵野の森とスタジア
ムの一体活用】
・味スタ感謝デー、ラグ
ビーテストマッチ

【武蔵野の森とＡＧＦ
フィールド（西競技場）の
一体活用】
・近代五種

施設利用者・利用希
望者へのヒアリング
や説明会を実施

・施設利用者から個別に
一体的な利用にかかる
要望をヒアリングした（東
京ヴェルディ、東京都ス
ポーツ文化事業団、日本
近代五種協会）

・ヒアリングの結果、西競
技場とプラザのサブア
リーナ、会議室等を同時
利用するイベントを実施

スタジアムと比べ、同時利用を行いやすいAGFフィール
ドの利用者に対し、要望等について当社からヒアリング
を行った。（会議室や障害者更衣室等の利用ニーズを
確認）

実施なしの予定

同時利用促進のた
めの施策検討

日常運用の中での
ニーズ把握

・利用者へのヒアリングにより把握したニーズも
踏まえ付帯施設の相互活用を提案したこと等
により、当初の予定を上回る実績（予定１件、
実績３件（味スタ感謝デー等、大規模イベント
のみ計上））を上げることができた。

・2018年度利用実績・顧客ヒアリングをもとに、ペデ
ストリアンデッキや諸室等といった付帯施設の相互
活用をイベント主催者に提案し、各施設の効果的な
活用を推進する。

・引き続き、顧客へのヒアリングを行うとともに、マー
ケットサウンディング等を通じて業界ニーズを確認
し、両施設の同時利用が可能なプランについて検
討を進める。

【武蔵野の森とスタジアムの一体活用】
・味スタ感謝デーについては、各施設の特色を活かした
イベントを実施するとともに、回遊性を高めるため、両施
設を移動する際の導線上に魅力あるコンテンツを用意
するなど、より効果的に一体的利用が出来るよう努め
た。また、様々な個別イベントの開始時間に差を設け、
両会場に、相互に人が流れるよう工夫した。
・ラグビーテストマッチについては、様々な要人向けレセ
プションを両施設で同時並行で行えるよう調整を図っ
た。（スタジアム及びサブアリーナ、多目的室、会議室）

【武蔵野の森とＡＧＦフィールド（西競技場）の一体活用】
・近代五種全日本選手権大会については、両施設に選
手や観客が集まるため、人の流れが円滑になるよう調
整を図った。（西競技場及び武蔵野の森メイン・サブ・会
議室・多目的スペース・プール）
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　多摩地域におけるスポーツ拠点としてスポーツの普及・振興に取り組むほか、ラグビーワールドカップ2019及び東京2020大会の成功へ向けた協力を推進し、会社としての役割を着実に遂行し
ている。

➢戦略１では、両大会に向けて都や組織委員会円滑な調整を行うとともに、ラグビーテストマッチをはじめとする各種イベントを実施し、気運醸成に貢献した。ネーミングライツ契約の更新に
当たっては、西競技場への新たな命名権の設定等を提案するなどの創意工夫を行い、１億５千万円の増額（5年間10億円⇒11億5千万円）で更新し、経営基盤をより強固なものとした。
➢戦略２では、改修工事により既存顧客であるＪリーグクラブチームのホームスタジアムでの試合開催が危ぶまれる中、関係各所との綿密な調整により2019シーズンの全日程を確定させてクラ
ブチームとの信頼向上に繋げるなど、工事による影響が最小限となるよう取り組んだ。また、新たな施設貸出メニューを検討し試験的に実施するなど、新規顧客の獲得に向けた取組を推進し
た。
➢戦略３では、利用者が安全・安心して武蔵野の森スポーツプラザを利用できるよう、安全管理研修を毎月実施するほか、スポーツ実施率の低い働き世代や子育て世代を対象とした体験教室等
を実施し、スポーツ実施率の向上に取り組んだ。
➢戦略４では、年３回、一体活用事業として、従来スタジアム単独で開催していた「味スタ感謝デー」（6月24日）、「ラグビーテストマッチ」（11月3日）を武蔵野の森総合スポーツプラザと
一体で開催するほか、「近代五種全日本選手権大会」（10月31日～11月2日）を武蔵野の森総合スポーツプラザと西競技場で実施した。

　大会準備に伴う改修工事により施設の利用が制限されるという会社にとって厳しい環境の中、利用可能な区域でのイベント実施による収入確保、ネーミングライツ契約の増額更新、不断な経
費削減に努めた結果、2018年度決算においても黒字を確保することができ、健全な経営環境を堅持した。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京スタジアム 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 多摩都市モノレール株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 資金需要への対応

戦　　　　　　略 安定した収益の確保と健全な財務体質づくり

３年後の到達目標
以下の取組を行うことにより、収益性及び財務の健全性を高めていく。
【収益性】売上高営業利益率20%台を維持（2016年度:22%、2015:18%、2014:13%、2013:17%、2012:12%）
【健全性】自己資本比率50％以上を達成（2016年度:42%、2015:40%、2014:38%、2013:37%、2012:35%）

団体自己評価

運輸収入の安定的
な確保

2016年度決算
運輸収入
8,377百万円

2017年度経営目標
運輸収入
8,425百万円

対前年度比0.3%増
8,450百万円

お客様サービスの
向上や地域連携、
広報機能強化によ
り、利用者の増加
を図る。

2018年度速報値
8,557百万円（対前
年度比1.2％増）

※2017年度決算
8,455百万円

・運輸収入は対前年度比で通勤定期2.6%増、通
学定期0.4%減、定期外は0.9%増となった。なお、
輸送人員は5,261万人で、対前年度比1.2%増（通
勤定期2.6%増、通学定期0.1%減、定期外0.9%増）
となっている。
・通学定期は学生数の減少傾向もあり、運輸収
入、人員ともに微減となったが、通勤定期につい
ては、沿線開発の進展による需要増を取り込む
ことができた。定期外についても、沿線行事に合
わせた臨時ダイヤの実施をはじめとした様々な
取組などにより、需要を確実に取り込んだ。

・運輸収入、輸送人員については、通学定期が
減となっているが、学生数が減少傾向にあり、大
幅な増加を見込むことは難しい状況となってい
る。
・その一方で、立川北エリアにおける2020年の大
型複合商業施設の開業や、沿線の土地区画整
理事業の進展等により利用者の増加が見込ま
れる。
・今後、お客様サービスの向上に努め、通勤定
期客の確保に努めるとともに、沿線イベント開催
時に臨時列車の運行を行うなど積極的に需要の
取り込みを行うことで利用者増を図る。
・引き続き、お客様サービスの向上や広報機能
強化により、運輸収入・利用者の増加を図ってい
く。 ・利便性の高いダイヤ改正の実施や沿線のイ

ベント等に対応した臨時列車の運行等によ
り、通勤定期客や定期外乗客の需要を取込
むことで、運輸収入は開業以来最高の水準と
なった。
・また、付帯事業収入については業界全体が
厳しい状況にあるものの、広告代理店との関
係を強化し、新規顧客の開拓など営業活動に
努めたことにより広告料収入は堅調に推移
し、対前年度比3.9%増となった。引き続き、新
たな広告主の獲得や沿線で開催されるイベン
トの活用等により増収を目指していく。
・収益性の向上、財務の健全化を図り目標の
達成に向け取り組んでいく。
【参考】（速報値）
2018年度売上高営業利益率：17％
2018年度自己資本比率：46％

付帯事業収入の維持

2016年度決算
付帯事業収入
241百万円

2017年度予算
229百万円

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・引き続き、第1期中期経営計画に基づき、事業
の進捗管理を行う。外部要因等により計画を修
正する必要が生じた場合は、事業の重要度、緊
急性、長期収支の観点等から検討を行う。

240百万円

・新たな広告代理
店との契約
・広告新商品開発
・グッズ販促（ＨＰク
レジット決済機能の
追加等）
・駅構内の商業利
用の拡充（宅配ボッ
クス・駅構内ＡＴＭ
の設置、拡充）

2018年度速報値
260百万円（対前年
度比3.9％増）

※2017年度決算
250百万円

・広告収入については、交通広告が全体として縮
小基調にある中で、新たな広告代理店との契約
には至らなかったものの、報奨制度の実施など
既存の広告代理店との関係強化に努めるととも
に沿線イベントの開催（東レ　パン・パシフィック
オープンテニストーナメント）に合わせて広告貸
切列車の運行を獲得したことなどにより対前年
度比6.2%増となった。更に、広告効果を高める新
商品（セレクトパネルセット）を導入するなど広告
収入の増加に努めた。
・物販等その他収入については、20周年グッズ
の委託販売等が堅調なこともあり対前年度比
18.8%増となった。なお、ＨＰにおけるクレジット決
済機能の導入については、手数料など費用面の
検討を行っている。
・構内営業収入については、宅配ボックスの増設
や立川南駅の改修に合わせたコンビニの増床な
ど商業利用拡充のほか、ATM設置拡大、自販機
の商品ラインナップの充実に努め、対前年度比
2.4%増となった。

・広告収入については、広告代理店との関係を
引き続き強化し、沿線地域の営業ネットワーク拡
大を目指すとともに、更なる増収に向け広告新
商品の開発を検討する。
・グッズ収入については、引き続き様々なイベン
トへの出張販売や委託販売を行うことに加え、沿
線行事に合わせた新規出店などの販路拡大に
取り組んでいく。
・また、駅舎大規模改修に伴う駅構内の商業利
用の拡充（コンビニスペース等）を図っていく。

長期収支の試算及
び試算に基づく事
業の進捗管理

中期経営計画
(2018～2021)策定
に伴う長期収支の
試算

収支試算に基づく
適切な進捗管理

収支試算に基づく
適切な進捗管理

・長期収支を踏まえた第1期中期経営計画を6月
に策定した。これに基づき、2018年度実施すべき
年度事業計画を策定し進捗管理を行った。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 多摩都市モノレール株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 人事制度と組織体制　

戦　　　　　　略 将来を担う人材の育成と組織の強化

３年後の到達目標

以下の取組を行うことにより、優秀人材を引き付ける会社、成果が処遇に適切に反映し、優秀な人材が流出しない会社を目指す。
・2020年度の採用競争倍率 3.0倍以上（2016年度の採用競争倍率〈受験者／合格者〉3.0倍）
・2019年度～2020年度採用者の定着率（※）90％以上（2014～2016年度採用者の定着率88.9%）
※定着率：（過去3年間の採用者のうち現在も社員である者／過去3年間の採用者）×100

団体自己評価

社員の能力を引き
出す人事制度の構
築

制度設計
・新制度移行準備
（都への協議、規
程類の見直し等）

・新採用制度の導
入
（新卒者の正社員
採用、正社員登用
試験の実施）
・新評価制度の検
討

・これまで運輸職については契約社員として採
用し、動力車操縦者運転免許取得後に正社員
化していたが、社員のキャリアパスの明確化に
よる人材育成の強化や昨今の労働市場の逼迫
に鑑み、新卒者を正社員として直接採用した。
（8月社内決定、同月東京都協議、9月職業安
定所と協議、高校に募集開始、2019年4月高卒
新卒者が6名入社）。
・また、これに伴って、別途契約社員の正社員
登用試験を2月実施した。（合格者11名）
評価制度については、2019年度の制度改正に
向けて、検討を行った。

・引き続き、正社員登用試験を実施することで
人材の確保に努める。
・新人事給与制度（昇級、昇任制度、社員等級
の抜本的見直し、新評価制度）については専任
の担当者を配置し、一部コンサルティング会社
を活用しながら2019年度中の制度設計を目指
す。（2020年度実施）

・職員の採用方法を抜本的に見直し、契約社
員として採用していたものを、当初から正規
職員として採用する方法に改めた。これによ
り、新卒者採用を実施することができた。評
価制度についても検討を進めており、新人事
給与制度の導入と併せて、成果が報いられ
る、社員の能力を引出せる人事制度を実現
する。
・業務の効率化に向けて新組織体制への移
行準備を進めており、ダイヤ改正も順調に実
施できたことから７月１日には新制度に移行
する予定である。
・就労環境の改善に向け、仮泊所の個室化
や本社等の分煙化等の設備改修を実施し
た。また、タイムレコーダーの導入による出退
勤管理の適正化、時差勤務の試行等、職員
の働き易い環境整備に努めた。
【参考】
・2016年度から2018年度に採用された職員の
定着率は91.7%となっている。
・2018年度採用者の採用倍率は5.67倍となっ
ている。

機能的な組織体制
の整備

組織体制の検討

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・引き続き多摩センター駅など　駅舎大規模改
修に合わせて、駅務室の環境整備を行う。
・出退勤管理システムの本格稼働により、タイ
ムカードによる勤怠管理等業務効率化や超過
勤務の適正な管理を図っていく。
・本社部門における時差出勤の本格実施を図
る。

・新組織移行準備
（都への協議、規
程類の見直し等）

新組織移行準備
（都協議、社内向
け説明資料の作成
等）

・グループ制導入をはじめとした組織改正案を
策定し、職員配置計画と併せて都協議を行っ
た。また、社内向け説明会を開催する等、新組
織への円滑な移行に向けて準備を行った。
・実施時期については、2019年2月、3月に発生
した輸送事故への対応や同3月のダイヤ改正を
滞りなく確実に実施するため、4月実施を見直
し、7月1日とした。

・社則類の改正作業や本社のレイアウト変更等
準備作業を遺漏なく行い、滞りなく2019年7月1
日に組織改正を行う。
・また、新組織への円滑な移行のため、2019年
度にも、改めて職員向け説明会を実施する。
・新たに「安全運行及び業務運営の厳正化に
向けた対策会議」を立ち上げ、全業務の再点検
等に取り組み再発防止に努めていく。

就労環境の改善に
向けた取組

未実施

・職場環境の整備
（女性用設備増
設、駅務室の改修
等）

・セキュリティゲー
ト導入による社員
証のICカード化

・職場環境の整備
（立川南駅の女性
用設備増設、駅務
室等の改善、本社
棟の分煙化）
・社員証のＩＣカード
化とセキュリティ
ゲートの設置、タイ
ムカードによる勤
怠管理の導入
・時差出勤の導入

・立川南駅の大規模改修に合わせて、仮泊所
の個室化や女性社員用トイレの新設等、職場
環境改善を実施した。また、本社棟においては
喫煙スペースの一部廃止など分煙化の一層の
徹底を図った。
・また、社員証のＩＣカード化に合わせ、セキュリ
ティゲートの設置やタイムカードによる勤怠管
理を導入した。さらに本社部門における時差出
勤を試験導入した。（15名程度が時差出勤を利
用）
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対応方針

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析

多摩都市モノレール株式会社

お客様のニーズを諸施策に反映させ、路線の利便性の向上、快適な移動空間の創出及びわかりやすい利用者案内を実現することにより、お客様アンケート調査の結果向上（項目「多
摩モノレールの事業全般に対して満足していますか」2017年度68.9％→2019年度75％）を達成する。※数値は、選択肢「満足」、「やや満足」、「どちらともいえない」、「やや不満足」、
「不満足」、「利用したことがない」のうち、「満足」または「やや満足」と回答した者の割合

３年後の到達目標

経　営　課　題 お客様サービスの向上　

利便性・快適性及びわかりやすさの向上によるお客様サービスの強化

路線の利便性の向上

・ダイヤ改正案の
検討
・立川南駅大規模
改修

・ダイヤ改正

・多摩センター駅
大規模改修

・新たな駅業務体
制の検討（無人駅
の業務体制など）

わかりやすい利用
者案内

・案内標記の多言
語化・駅ナンバリン
グの検討
・ホームページリ
ニューアル（列車
位置情報表示の
導入）に着手

・駅サインに4か国
語・駅ナンバリング
（一部駅）
・駅表示器（列車
案内）に英語導入
・車内表示器にナ
ンバリング導入
・デジタルサイネー
ジ試験導入（無人
駅における運行情
報提供の迅速化）
・ホームページリ
ニューアル

快適な移動空間の
創出

・車内空調設備増
設
・トイレのリニュー
アル（機能向上、
更なるバリアフリー
化）
・駅舎照明LED化

・トイレのリニュー
アル(3駅)
・車内空調設備増
設
（4編成）
・駅舎照明LED化
（6駅）

戦　略

・お客様の利便性向上を図るため、2019年
3月、開業以来初めてとなる本格的なダイヤ
改正を実施し、始発時間の繰り上げ、終電
時間の繰り下げ、運転間隔の調整による定
時性の確保、土休日ダイヤの充実等、お客
様からのご要望にお応えすることができた。
十分な事前準備を行うことで、大きな混乱も
なく新ダイヤに移行した。
・乗換駅となる主要駅の大規模改修を順次
行っており、立川南駅が完了した。改修に
際しては、立川市とも協力して市のマスコッ
トを活用したデザインをコンコースの天井に
活用したほか、待合スペースには多摩産材
を活用したベンチを設置する等、地域との
結びつきを強めた。
・誰もが利用しやすく、快適な移動空間を創
出するため、トイレのバリアフリー化や案内
表示の多言語化、車両空調設備の増設な
どお客様サービスの向上にむけて着実に取
り組みを進めた。
・2019年度に実施予定のお客様アンケート
調査において目標を達成できるよう、お客
様サービスの強化に向けた取組を継続す
る。

・3月23日ダイヤ改正を実施した。ダイヤ改正
に先立ち、運行管理システムの更新、所管行
政庁への各種届出や鉄道他社への説明を実
施した。また、マスコミ各社へのプレスリリース
やHPによる周知などによりお客様周知に万全
を期した。
・立川南駅の大規模改修は、契約不調により
再起工となったが、最新のバリアフリーガイドラ
インに対応した上で12月12日に竣工した。多摩
センター駅の大規模改修についてもバリアフ
リーガイドライン対応のため2019年度実施と
し、設計契約を締結したところである。
・駅業務体制を見直し、無人駅における駅業務
外部委託の試験運用を実施した。

・トイレのリニューアルについては立川南駅、高
松駅2駅で竣工したが、大規模改修のスケ
ジュール見直し等に伴い、多摩センター駅につ
いては駅舎改修に合わせ2019年度に実施。
・車内空調設備の増設を5編成行った。
・天候や混雑度に応じて車内温度を適時適切
に管理できるよう、全編成の客室に2カ所ずつ
温度計を、運転席には表示パネルを設置。
・駅舎照明のＬＥＤ化については立川南駅、高
松駅2駅で竣工したが、残り4駅については工
事費用の高騰や電気技術者の不足等により入
札不調となった。
・ホーム・コンコースの床タイル及び誘導ブロッ
クについては、最新のバリアフリーガイドライン
に基づき、立川南駅において張替えを行った。

・駅ナンバリングについて全駅で表記を行っ
た。
・ダイヤ改正に合わせ、全駅におけるサインの
改善を行い、４か国語表記を行った。
・駅表示器への英語導入について全駅で完了
した。
・車内表示器のナンバリング導入は全編成完
了した。
・駅デジタルサイネージについては試験機の設
置工事が完了し、システム上の安全性の確認
を行った。
・ホームページは11/27にリニューアルが完了
した。
・IC専用改札が設置された8駅については、床
面ステッカーによる誘導表示を導入した。

・ダイヤ改正により、始発時間の繰り上げ、終
電時間の繰り下げ、遅延解消や土休日ダイヤ
の改善など多様化するニーズに対応し、より一
層の利便性向上を図った。ダイヤ改正影響調
査の実施・分析を行い、より利便性の高いダイ
ヤの追及を継続的に行う。
・多摩センター駅大規模修繕については、最新
のバリアフリーガイドラインに適合するものとし
て2019年度に実施する。
・無人駅の業務体制については引き続き検討
を行う。

・多摩センター駅のトイレリニューアルについて
は、リスケジュールした駅舎の大改修に合わせ
て実施。
・車内空調設備増設についてさらに1編成実施
し、全編成完了。
・多摩センター駅、泉体育館駅、万願寺駅、大
塚・帝京大学駅4駅の駅舎照明のＬＥＤ化につ
いては業者へのヒアリング等により、工期等を
検討し、順次実施。
・ホーム・コンコースの床タイル及び誘導ブロッ
クについて、全駅張替に係る計画を策定する。

・駅デジタルサイネージについては、「お客様
案内モニター」の運用を4月22日より開始した。
2019年度については無人駅（11駅）への設置
を完了させるとともに、効果等を検証しながら
2020年度以降の導入駅を検討する。また、引
続き効果的活用方法について検討を行う。
・ホームページにおける列車位置情報表示に
ついて、引き続き運用方法を検討。
・ホームにおける整列ラインの敷設を検討。

団体自己評価

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・ダイヤ改正の実
施

・立川南駅大規模
改修

・新たな駅業務体
制の試験運用

・駅ナンバリング
（全駅完了）
・駅サインのデザ
イン一新、4か国語
(全駅完了)
・駅表示器（列車
案内）への英語導
入（全駅完了）
・車内表示器にナ
ンバリング導入（全
編成完了）
・駅デジタルサイ
ネージ試験機の設
置及び検証
・ホームページリ
ニューアルの実施
・IC専用改札への
誘導表示を導入（8
駅）

・トイレのリニュー
アル（2駅）
・車内空調設備増
設（5編成）
・車内温度計の設
置（全編成）
・駅舎照明LED化
(2駅）
・床タイル、誘導ブ
ロックの張替（1
駅）

2018年度実績個別取組事項
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 多摩都市モノレール株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 沿線地域との連携　

戦　　　　　　略 沿線地域との連携と広報機能強化

３年後の到達目標
以下の取組を行うことにより、多摩モノレールの認知度を高め、ファンを増やすとともに、地域のにぎわい創出に貢献していく。これにより、お客様アンケート調査の結果向上（項目「多
摩モノレールの地域貢献全般について満足していますか」2017年度74.0％→2019年度80％）を達成する。
※数値は、選択肢「満足」、「やや満足」、「どちらともいえない」、「やや不満足」、「不満足」、「利用したことがない」のうち、「満足」または「やや満足」と回答した者の割合

団体自己評価

多摩モノレールの
認知度の向上

多摩モノブランドづ
くりに着手
（ユーザーに対す
るイメージ調査・グ
ループインタビュー
の実施及び実施結
果を踏まえたブラ
ンドのコンセプトの
検討）

・ブランド確立のた
めのプラン作成及
びブランディング戦
略に基づくPR活動
・開業20周年記念
事業の実施（Ⅰ期
開業の11月27日を
皮切りに各種記念
イベントを継続的
に実施）

・ブランディング戦
略の策定及びPR
活動を実施
・開業20周年記念
事業の実施（記念
ラッピング列車の
運行、記念グッズ
の販売、特設ＨＰ
の設置等）

・ブランド確立に向けた当社の基本的な考え方
を整理し、沿線市をはじめ関係団体に説明し
た。また、ブランド確立のためのプランを体系的
にまとめたブランディング戦略を2019年3月に
策定した。
・開業20周年に合わせて新たなブランドスロー
ガンを公表する等、記念事業を活用したブラン
ド確立に注力した。
・開業20周年となる11月27日には、記念ラッピ
ング列車を活用し、ブランドスローガンを体現し
た企画列車「さ、いこう！な見晴らしツアー」を
実施した。また、記念グッズや記念乗車券など
を販売した。
・報道各社を直接訪問し、20周年記念事業の
説明を実施して記事の掲載を働きかけるなど
積極的なＰＲ活動により、当社についてＴＶ(2
社)・新聞(3紙)ほかSNS等、様々なメディアに取
り上げられ、当社の認知度を高める機会を増
やすことができた。

・2019年の実施の組織改正において広報を担
う専管組織の設置を予定しており、さらなる情
報発信力強化に努める。
・ブランディング戦略に基づく広報戦略を策定
するとともに、ＳＮＳ等を活用した情報発信を強
化していく。
・開業20周年記念特別期間である20年1月まで
継続的にイベントを開催し、ブランド向上に努
める。

・開業20周年を契機とした多摩モノレールの
ブランドづくりのため、ブランディング戦略の
策定をはじめ、沿線企業・団体と連携し、
様々なイベントを開催した。
・また、普段は入ることができない車両基地
内を開放して開催する「多摩モノまつり」に
おいては、記念グッズの販売、鉄道他社や
沿線市のブース設置に加え、自衛隊車両や
消防車の展示など内容の充実を図った。こ
れにより、2017年度（4948人）に比べ、2018
年度の来場者数が5589人と増加し、過去最
高を記録するなど、地域のにぎわい、多摩
モノの認知度向上と多摩モノファンの増加に
大きく貢献することができた。
・今後は新設する専管組織を有効活用しな
がら、プレスへの積極的なＰＲ活動を行うな
ど引き続き多摩モノレールの認知度向上、
地域のにぎわい創出に資する取組を継続
し、2019年度に実施予定のお客様アンケー
ト調査での結果向上を目指す。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

・企画列車は好評を得ているため、継続的に実
施しつつ新規企画列車を運行していく。
・沿線5市の観光部門と連携し、駅構内におけ
る沿線マルシェの開催について検討を進める。
・過去最高のお客様が来場した基地まつりにつ
いては、20周年事業とも連携しながら新規企画
を検討し、開催する。
・沿線地域とも連携しながら駅を活用した地域
情報の発信について検討を行う。

沿線企業・団体と
の連携

・沿線大学とのコラ
ボ企画の実施（マ
ナーアップキャン
ペーン等）
・沿線企業とコラボ
企画の実施（福永
紙工とのコラボ
グッズの販売）

・地域連携方針の
策定
・沿線市との会議
体立上げ、意見・
情報交換

・沿線企業・団体と
の継続的な情報交
換

・沿線市との会議
体の立ち上げ、意
見・情報交換の実
施
・地域連携方針の
策定
・沿線企業・団体と
の継続的な情報交
換、連携事業の実
施

・沿線5市と当社からなる実務者会議を5月に立
ち上げ、情報共有を行うとともに、今後連携し
て企画を実施する土台作りを行った。
・また、商工会議所や沿線企業などとは日頃よ
り情報交換を行う等、良好な関係構築に努め
た。
・さらに、地域連携方針を策定した。
・沿線企業である百貨店のセールス・プロモー
ションに協力して基地見学会を実施したほか、
玉川上水駅では音楽大学と連携してクリスマス
に合わせたコンサートを開催した。
・また、駅ごとに沿線でのホタル狩りや工場見
学会等を立案・実施したほか、沿線プロスポー
ツチームの選手が当社のイベント列車に参加
する等、地域住民との交流の場を設けた。

・2019年度より地域連携を担う専管組織を新設
し、沿線市・企業等との情報交換、コラボ企画
を推進する体制を整備し、日野市新選組祭りへ
の協力や立川花火大会への協賛など、地域の
イベントに積極的に参加するとともに、沿線市・
企業・団体とのコラボ企画を実施するなどして、
地域との連携強化を図っていく。

地域のにぎわいへ
の貢献

・イベント列車の運
行等
・基地まつりの開
催
・セット券販売
・沿線行事に合わ
せた臨時列車の運
行

・新規企画列車等
の運行
・にぎわい創出に
資する新規イベン
ト（例：沿線マル
シェ）の検討
・基地まつりの開
催
（新規取組事項の
検討・実施）
・セット券販売
・沿線行事に合わ
せた臨時列車の企
画・運行

・新規企画列車の
運行
・にぎわい創出に
資するイベントの
実施
・基地まつりの開
催（沿線企業との
連携、記念乗車券
等の先行販売）
・セット券販売
・沿線行事に合わ
せた臨時列車の運
行（スポーツ試合
等）
・駅名標のリニュー
アル

・新規企画としてチューハイ列車を運行したほ
か、20周年企画の一環として従来のワイン列
車について高級感を演出した「premium」版とし
て実施し、多方面からのファンづくりを行った。
・立川南駅のリニューアルに合わせて、地元野
菜のマルシェを実施した。
・基地まつりでは、鉄道他社や沿線市による
ブース出展、警察・消防・自衛隊等と協力し、車
両展示などを行うことで内容を充実させ、過去
最高となる5,589名のお客様が来場した。
・セット券販売については販売促進のため駅構
内及び社内にポスターの掲出を行った。
・沿線行事等については、臨時列車を運行する
ことでイベント実施に協力し、地域のにぎわい
創出に貢献するとともに、増客増収を図った。
・各地域の特徴的な景色などをデザインした駅
名標へリニューアルし、親しみのもてる駅づくり
を行った。
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評価年度：2018年度

　会社は、経営改革プランに４つの戦略を掲げ、経営課題の解決に向けた取組を進めてきた。
　「①安定した収益の確保と健全な財務体質づくり」では、沿線開発に伴う需要の取り込みや臨時ダイヤの実施により、当初見込を超える運輸収入を確保した。また、付帯事業では広告
新商品の導入、駅構内における商業利用の拡充を行うなど、収益拡大に向けた積極的な施策を展開し、付帯事業収入が増加した。その結果、対前年比増収となり、健全な財務体質づくり
に向けた取組が着実にすすんだ。
　「②将来を担う人材の育成と組織の強化」では、今年度から運輸職の正社員採用を実施するなど、優秀な人材の確保に取り組んできた。また、機能的な組織体制の検討を行い、2019年7
月組織改正の円滑な実施に向け準備を行った。
　「③利便性・快適性及びわかりやすさの向上によるお客様サービスの強化」では、開業以来初となるダイヤ改正、トイレのリニューアル（立川南駅、高松駅）や駅サインのデザインを
一新するなど、ソフト・ハードにわたる取組を実施し、お客様サービスの向上に努めた。
　「④沿線地域との連携と広報機能強化」では、沿線市との会議体を立ち上げるとともに、地域連携方針の策定等を行うなど、沿線企業・団体との関係を深めてきた。また、開業20周年
記念事業の積極的なＰＲを実施するとともに、ブランディング戦略を策定し、ブランド確立に向けた考え方の整理を行った。このような取組は、多摩都市モノレールの認知度向上だけで
なく、沿線地域のにぎわい創出など地域貢献にもつながるものである。
　以上の取組を通じて、会社は、多摩地域の南北を結ぶ交通機関としての役割を果たし、沿線地域の魅力と活力の向上に貢献している。これは、政策連携団体として都の政策の方向性に
合致するものである。
　一方で評価年度においては、社内業務システムのセキュリティ事故や輸送障害などが発生した。これらに対しては、「安全運行及び業務運営の厳正化に向けた対策会議」を立ち上げる
など、迅速に対応している。今後とも、再発防止の徹底を指導していく。

多摩都市モノレール株式会社

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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①

①

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京臨海高速鉄道株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 これまでの運営体制の見直し・強化

戦　　　　　　略 安定的な事業運営の実現に向けた組織・人員体制の構築

３年後の到達目標

　新たな人事・給与制度の構築（※）により、将来的に管理職を担う固有社員の確保に向けて、指導職への登用を着実に進め、人材育成を更に充実させていくとともに、東京2020大会への対応をはじめ中長期的
に必要な体制を整備する。
　固有社員を主体とした事業運営体制の構築に向けて、まずは固有社員比率を高めていくこととし、この3年間で全社員に占める割合を現行の60.7％（平成29年8月1日時点）から65％へと高める。
　※会社が社員に期待する役割や能力を明確にし、社員の能力を処遇に的確に反映していく仕組みとするため、任用制度・人事考課制度・給与制度の見直しを一体的に行うもの。

団体自己評価

新たな人事・給与制
度の施行、定着

・制度見直し
・社員研修、新制度
の一部試行等

・新制度の修正設計
の実施

　明確な能力や業績評価のもと、これまで以上に
社員のモチベーション向上につながる制度構築と
コストバランスも含めた持続可能な組織力向上の
観点に立った上で、制度案について改めて精査し、
特に給与制度案の再検討を行った。年度末に新制
度の修正設計案について社員代表説明を実施し、
概ね確定した。

　制度施行シミュレーション結果も踏まえ、確定した
改正制度案について5月に社員説明会（固有社員
対象）、6月に経営状況説明会（全社員対象）を開
催し、社員への説明・周知を図る。新制度の人事
考課基準の浸透化及び評価者の能力育成に向
け、新たに評価者研修を実施する。関係規程の都
協議等を遅滞なく進め、制度試行運用を経て、新
制度への移行作業を2019年度内に実施し、2020
年4月より新制度を本格施行する。

　人事・給与制度については、社員の理解促
進や制度設計の再検証の必要性から、導入プ
ロセスを見直し、各制度項目の設計・検証を１
年継続し、年度末までに改正制度案を確定し
た。
　体制確保については、東京2020大会時の各
現場における安全・安定輸送達成に向け必要
な体制を整理し、当該配置計画の実現に向
け、採用拡大を行い人員確保を図った。また、
中長期要員計画をとりまとめた。
　指導職以上の固有社員の確保にあたって
は、役職に求められる能力の育成を進めるとと
もに、指導職昇任選考により適格者を選定し、
将来的なポスト状況を見据えた本社及び現場
の指導職ポスト登用を積極的に行った。
　以上のように、次期の組織・人材マネジメント
の中軸となる新たな人事・給与制度の施行に
ついて概ね見通しが立ち、人材確保・登用の
面からも、固有社員が中核を担う組織体制の
基盤確立は着実に前進した。

中長期的な要員計
画に基づく体制確保

・計画策定準備

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

指導職以上における
固有社員比率の引
き上げ

28％ 30％ 31％

・昨年度の指導職昇任選考において、適格基準に
到達した計11名を合格とし、今年度にこれら人材を
各指導職ポスト（主査・助役、課長代理・総括助
役、副課長）への登用を行った。
・固有社員の比率向上は未だ道半ばにあるが、東
京2020大会以後も見据えながら、引き続き指導職
適任者の育成・登用等を進めていく。

・お客様増加、設備
投資、人材育成に向
けた要員計画策定
・計画に基づく人員
確保

・東京2020大会時の
現場体制確保に向
けた採用拡大
・中長期的な要員見
通し精査と中長期要
員計画の策定

・東京2020大会期間中の配置計画を策定し、積極
的に採用を行い、運輸職の人員確保を14名達成し
た。
・企画、管理、調整などの機能強化等に資する組
織のあり方の検討などと合わせ、社員数の見通し
や配置、育成・登用の課題を整理し、中期経営計
画2019の策定に合わせ、今後の基盤となる中長期
要員計画をとりまとめた。

　引き続き、東京2020大会はもとより、中長期的な
視点に立った採用活動を展開する等、安定的な人
員体制の確立に努める。人材のダイバーシティ確
保に向け、障害者雇用を積極的に進める。

　引き続き、教育訓練やOJT等を通じて固有社員
の上位職級ポスト適格者の育成を進めるとともに、
今後の事業展開や出向社員の配置状況等を見据
えつつ、固有社員の指導職以上への登用を進めて
いく。
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②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京臨海高速鉄道株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 長期未払金等の返済及び繰越欠損金の解消による経営基盤の強化並びに関連事業の拡充等による収益力の強化

戦　　　　　　略 営業収益の確保等による財務体質の健全化

３年後の到達目標
　東京2020大会開催中は、東京ビッグサイトの一時閉鎖による営業収益の落ち込みが避けられない状況であるが、大会終了後の営業収益の水準が大会開催前の水準を上回るよう、この3年間で関連事業の
拡充や沿線地域等との連携強化に向けた仕組みづくりを目指す。
　長期未払金・長期借入金の残高を1,063億円まで減少させるとともに、繰越欠損金を332億円まで解消する。

団体自己評価

営業収益の安定的
な確保

208億円 209億円 212億円

・沿線新築マンションへの入居による通勤・通学者
や沿線商業施設への来訪者の増加等がある中、
安全・安定輸送への継続的取組や、沿線魅力紹
介・見どころ創出などの各種PR等の企業努力が
当社利用につながり、前年度に引き続き定期乗車
人員が増加した。また、チームラボによるデジタル
アートミュージアムをはじめとする集客力の高い各
種沿線イベントの開催や施設等とのタイアップ企
画により、定期外乗車人員も着実に確保した。こ
れらにより、乗車人員は0.6万人/日増の26.2万人
/日（前年度比2.4%増）、運輸収入は4.0億円増の
196.2億円（前年度比2.1％増）となった。
　また、関連事業収入はほぼ前年同となった。
　以上により、営業収益は3.9億円増の212.8億円
（前年度比1.9％増）となった。

　今後の営業収益の変動をにらみつつ、更なるコ
スト削減を図るべく、取組推進を継続していく。具
体的には、委託等を発注する際に契約の相手方
となりうる者が複数いる場合の競争契約の実施を
更に徹底し、競争性及び経済性を確保する。ま
た、競争契約の実施が困難な場合においても、契
約履行の確実性や品質に配慮しつつ、減価交渉
等も活用し契約金額の低減に努める。これら契約
の適切な運用に基づくコスト削減効果として、単年
度で5千万円程度の資金を生み出すとともに、
2020年度までで計１億円を目指して取り組む。 　１日当たり乗車人員及び運輸収入は、前年

度に引き続き、2012年度以降7年連続での過
去最高更新を達成し、営業収益ベースでは目
標値(209億円)を上回る212億円となった。地
域との連携等による集客努力に加え、利用者
数の増加やニーズの多様化に対し、臨機応
変の現場対応やサービス向上に向けた現場
体制の強化により的確に対応した。
　関連事業においては、既存事業から着実に
収益を得るとともに、新たな取組として駅外の
保有資産（観光案内所）の空間活用の事業開
始に向け着実に取り組んでいる。
　沿線地域との連携では、新たな取組である
チームラボとのコラボや、既存取組の日本科
学未来館等とのタイアップにより乗車人員の
増加につなげた。また、PR誌るるぶの特別編
集による沿線紹介も好評であり、情報発信の
充実が図れた。
　長期未払金・長期借入金の返済は、鉄道運
輸機構債の繰り上げ償還(10億円)の実施等
により、当初予定(残高1244億円)を上回る返
済を達成した（残高1232億円）。
　以上のように、東京2020大会や市街地開発
等を背景とする沿線利用の機運高まりや来訪
者の増加に着実に応えるハード・ソフト両面の
企業努力により、経常損益の黒字化達成以
降、7年連続で営業収益の過去最高達成につ
なげるとともに、収支管理の徹底等により経
営基盤の更なる安定化が進んでいる。

関連事業の拡充

コンビニ5
カフェ2

飲食店2
書店1
薬局1

自販機159台
コインロッカー510扉

駐車場464台

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

沿線地域等との連
携

まちづくり協議会と
の連携

日本科学未来館と
の連携

・まちづくり協議会
と、沿線地域のイベ
ントを盛り上げる施
策を検討し実行
・進出企業等との連
携を検討、連携候
補企業等のしぼり
込み

・前年度の結果を踏
まえ、連携方法の見
直しや情報共有の
円滑化等を図り、イ
ベントを盛り上げる
施策を検討し実行
・進出企業等との連
携の実施

・臨海副都心まちづくり協議会の事業活動（にぎわ
い・環境・防災防犯の各PT）において沿線イベント
へ協賛、参画した。
・日本科学未来館・東京タワー等施設、東急・東京
モノレール等他社線とのタイアップ（企画乗車券）
を継続実施した。
・新たな取組としてチームラボとの連携による企画
乗車券販売や広告誘致に伴う収入増を図るととも
に、PR誌るるぶの特別編集による沿線の魅力紹
介や、国際展示場駅へのパブリックアート設置な
どにより、沿線の魅力発信・創出を図った。

　必要な施設・設備の維持更新や新規投資等を
行いつつ、引き続き長期未払金及び長期借入金
の返済を着実に進めていく。

・事業フィージビリ
ティ検討
　（外部知見を踏ま
えた事業内容の検
討・決定）

・駅外保有資産を活
用した物販事業調
整
・駅構内スペースの
活用及び社有地の
活用を検討
・新たな媒体を活用
した広告展開の検
討

・駅外の保有資産については、ノウハウを有する
企業と連携し、観光案内所のスペースを活用した
物販事業の展開のため、企業誘致に向けた実現
可能性の検討とともに事業内容の事前調整を
行った。
　駅構内については、専門家の知見を踏まえ、お
客様の動線を妨げないよう、新たな媒体を活用し
た広告展開を検討している。
　また、現在、駐車場としている高架下社有地の
一層の活用については、今後、駅施設補修工事
等に使用する必要があることなどの課題が明らか
になったため事業化には至らなかった。
　引き続き、需要や実現可能性を踏まえ、新事業
の検討を進めていく。

　観光案内所の空間活用については、物販事業
等の新たな取組開始を図っていく。また、保有資
産を活用した更なる事業企画に向け、多様な主体
への働きかけを継続し、前年度レビューを踏まえ
た事業フィージビリティ検討等、新たなビジネスモ
デル構築を模索していく。また、駅構内の広告事
業展開については、東京2020大会の終了まで、駅
空間等はオリパラ関係の案内やスポンサー企業
の広告を優先することで割増掲載料金設定による
収益メリットを確保し、本格的な新広告事業展開
については、大会以降の2021年度からの実施を
目指して引き続き検討する。

　沿線のバリューアップの取組強化に向け、地域
との連携強化に加え情報発信の充実を図ってい
く。2019年度は、前年度の結果を踏まえ、イベント
を更に盛り上げる施策の検討・実行や進出企業
等との連携状況の分析、自社HPやツイッター等を
通じた地域の情報発信の更なる充実を推進する。

長期未払金・長期
借入金の返済

残高
1,334億円

有利子負債キャッ
シュフロー倍率

12.5倍（年)

残高
1,244億円

有利子負債キャッ
シュフロー倍率

12.3倍（年）

残高
1,232億円

有利子負債キャッ
シュフロー倍率

11.5倍（年）

・施設・設備の維持更新や新規投資等を行いつ
つ、長期未払金及び長期借入金の返済を着実に
進めた結果、2018年度末時点で、1,232億円まで
減少した。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京臨海高速鉄道株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 安全・安定輸送の継続的な確保

戦　　　　　　略 ハード・ソフト両面からの安全・安定輸送の確保

３年後の到達目標

 ハード・ソフト両面からの施策により安全・安定輸送をより一層確保する。
① 適時適切な設備更新や訓練等による無事故運行の継続
   ※「事故」とは、鉄道事故等報告規則第3条1項で定める「鉄道運転事故」に該当するもののうち、事故原因が当社の乗務員や駅係員等による取扱い誤りや設備の整備不良等の当社責任によるものを指す。
② 線路内転落の発生件数の抑制（2012～2016年度平均発生件数５件⇒2020年度：３件以内）
 [当社駅]
　新木場駅、東雲駅、国際展示場駅、東京テレポート駅、天王洲アイル駅、品川シーサイド駅、大井町駅

団体自己評価

ホームドア整備によ
るホーム上の安全
対策の推進

・ホームドア設置の
準備作業、点状ブ
ロックや列車非常停
止警報表示装置の
更新設置場所の検
討

・国際展示場駅での
ホームドアの設置
と、それに伴う点状
ブロック、列車非常
停止警報表示装置
の更新
・シミュレータによる
ホームドア運用訓練
の開始

・国際展示場駅ホー
ムドアを新設し、9月
30日より運用開始
・列車非常停止警報
表示装置の更新を
完了
・国際展示場駅の
ホームドア設置に伴
う点状ブロックは、
2018年度設置完了
・運転シミュレータに
よるホームドア運用
訓練を開始
・ホームドアの新た
な導入計画の公表

・国際展示場駅ホームドア導入工事は、表示器・セ
ンサ準備工事、センサ・列車連携調整を先行し、運
転士訓練運転期間を設けるなど、手戻りのリスク
最小化を図った工程計画のもと、当初予定通り、9
月初旬に設置し、9/30より運用開始した。
・国際展示場駅での列車非常停止警報表示装置
更新は完了した。
・国際展示場駅点状ブロックは、ホームドア設置に
先だって改修工事が完了した。
・運転シミュレータを活用した運輸区及び駅のホー
ムドア取扱い訓練を6月より開始。乗務員等を対象
としたシミュレータ訓練を実施している。
・駅における更なる安全確保のため、今後のホー
ムドア設置拡充の検討を行い、導入計画を策定し
た。

　引き続き、安全・安定・安心輸送に向け、計画的
なホームドアの設置を進めていく。具体的には、大
井町駅でのホームドアの設置と、それに伴う点状
ブロック、列車非常停止警報表示装置の更新、国
際展示場駅でのホームドア運用による安全対策の
実施、ホームドア運用上の課題分析、シミュレータ
によるホームドア運用訓練の実施、他駅のホーム
ドア設置計画検討を実施する。

　当社初のホームドアの導入（国際展示場駅）
においては、工事の工程管理を徹底するとと
もに、確実な運用開始に向けた導入作業や訓
練実施（運転シミュレータの活用）により、当初
の予定通り昨年9月末より運用開始を達成し
た。また、お客様の要望等を踏まえ、国際展示
場駅、大井町駅に続く当社駅へのホームドア
導入計画（天王洲アイル駅、品川シーサイド
駅、東京テレポート駅）について、3月に新たな
導入計画を策定した。
　安全管理をより進めるため、リスクコントロー
ルやガバナンス強化に向け人員体制の強化
による取組充実化を図るとともに、安全研修に
よる「気づき・気がかり」＆「ヒヤリ・ハット」制度
による改善の取り組み、制度運用の意義の社
員への浸透や改善取組の周知により、事前・
事後ともに社内のリスク対応の意識の向上が
着実に進んだ。
　テロ等をはじめとする地域と連携した安全対
策の推進にあたっては、まちづくり協議会を通
じた東京都・江東区国民保護訓練への参画、
組織委員会と連携した図上訓練への参画を通
じ、大会期間の有事の際における関係機関と
の連携強化を図った。
　施設・設備(ハード)面での安全対策は当初
予定通り進捗するとともに、ソフト面において
も、当社社員の意識及びリスク対応力の向上
に加え、地域レベルでの危機管理推進を図っ
た。

「気づき・気がかり」
＆「ヒヤリ・ハット」に
よる改善取組

・３年間の試行を経
て本格運用

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

地域と連携した安全
対策の推進

・駅構内での警察と
連携したテロ対策訓
練の実施

・安全管理室増員に
よる取組体制の強
化
・前年度の訓練結果
を踏まえた内容によ
る警察などと連携し
た駅構内でのテロ
等対策訓練の実施
・他社との意見交換

・安全管理室の増員
（指導職）により取
組体制強化を実施
・国民保護訓練や組
織委員会との合同
図上訓練へ参画
・第３セクターを中心
とした鉄道事業者１
２社との安全関連部
署連絡会議を開催
するなど他社との情
報交換を実施

・東京テレポート駅においてテロ対処合同訓練を
当社主催で初めて実施（2018年3月）。その経験を
活かして、2018年度後半に国際展示場駅におい
て2回目のテロ対処合同訓練を警察と連携して実
施予定であったが、警察側で予定調整がつかず、
次年度に持ち越しとなった。
・都の国民保護（大規模テロ災害対処）訓練に、ま
ちづくり協議会の一員として参画した（11月）。
・組織委員会、東京都との連携による大会時を想
定した図上訓練に交通事業者として参画した（2
月）。
・同規模・同形態の鉄道事業者に対し、当社から
安全に関する情報共有・交換の推進を呼び掛け、
安全関連部署連絡会議を新たに設置した。2018年
度は年２回開催し、これにより情報交換が活発化
した。

・安全管理室増員に
よる取組体制の強
化
・社員が挙げた情報
の中から対策を講じ
るべき案件について
改善策を実施

・安全管理室の増員
（指導職）により取
組体制強化を実施
・昨年同時期に比
べ、気づき・気がか
り事象よりもヒヤリ・
ハット事象の報告割
合が増加。対策を講
じるべき案件5件に
ついて、改善策を実
施。

・教育・訓練、内部監査等による全社的なリスクコ
ントロールを強化し、関係機関との連携の一層の
推進、防災計画やBCP（事業継続計画）の継続的
な見直し実施等、新たに指導職選考合格者1名を
配置し、安全管理向上の取組体制を強化した。
・すべての「気づき・気がかり」＆「ヒヤリ・ハット」事
象の内容及び改善等の対応結果を社員全員に公
表するとともに、安全研修を実施することで、制度
が浸透して、より緊急性が高いヒヤリ・ハットや技
術職からの報告が挙がるようになった。
　線路巡視員の合図方法(4月)、品川シーサイド駅
におけるエスカレーター緊急停止(8月)、ホームド
アの電源装置(10月)などの対策を実施した。

　社員から寄せられた「気づき・気がかり」＆「ヒヤ
リ・ハット」事象に対し、改善等の対応や結果を全
社員に共有化するとともに、新たに発生した事象
に対しては、速やかな注意喚起や対策等を実施し
ていく。また、実施した改善策については有効性の
検証を行い、事例の深掘りや分析につなげていく
ことで、リスクコントロールの強化を図っていく。

　警察との対処合同訓練については、国際展示場
駅における実施に向けて調整を進めていく。引き
続き、地域との情報交換、他社の訓練への視察・
参加等を通じて、東京2020大会へ向けた対策の充
実化を図っていく。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京臨海高速鉄道株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 利用客の利便性・快適性の更なる向上

戦　　　　　　略 利用客の利便性・快適性の更なる向上に繋がる取組の加速化

３年後の到達目標

　エレベーターの増設によるバリアフリー対策の推進や多言語対応を含む駅案内サインの整備、また快適な空間の整備など、ハード面の整備を着実に実施していくことはもとより、より高品質なお客様サービスの提
供を目指すなど、ソフト面の取組も合わせて実施することにより、お客様の利便性・快適性の更なる向上を図り、顧客満足度の数値の向上を目指す。

[当社駅]　新木場駅、東雲駅、国際展示場駅、東京テレポート駅、天王洲アイル駅、品川シーサイド駅、大井町駅

団体自己評価

多様なお客様が利
用しやすい駅の施
設整備

・駅案内サイン改修
実施設計
・有人改札の窓口拡
張実施設計

・駅案内サイン改修
工事の実施
・東京テレポート駅、
国際展示場駅の有
人改札の窓口拡張
整備完了

・線路内・近接範囲
のサイン工事に着手
・駅構内のサイン工
事は、駅の改修工
事（エレベーター改
修、券売機室工事、
上層階JR工事（新
木場)等との調整に
よる若干の工期調
整の上、12月着手
・東京テレポート駅
及び国際展示場駅
の有人改札窓口拡
張整備の修正設計
実施の上、工事発
注

・線路内・線路近接範囲のサイン工事及び駅構内
等のサイン工事について年度内に着手した。
・有人改札の窓口拡張整備については、窓口精算
機増備に伴うカウンター窓口などの建築・設備の修
正設計を実施しており、年内に設計を完了した。施
工にあたっては、エレベータなど他の工事との工程
調整などが必要であることから、実施時期を見直し
た。

　案内サインについては、2019年度内に全駅にお
いて多言語に対応した駅案内サインの整備完了を
目指す。東京テレポート駅、国際展示場駅の有人
改札の窓口拡張整備についても着実に進めてい
く。 　案内サインの改修については、年度内に工

事着手できたことにより、当初の予定通り、東
京2020大会前の2019年度末までの全駅で完
了を目指しており、訪日外国人を含めた多様
なお客様にとって分かりやすい案内標示が実
現する見通しである。有人改札の窓口拡張整
備は、更なるバリアフリーの充実や窓口サービ
スの向上、駅務員の業務に適した執務空間の
創出、混雑緩和等の観点から、設計の見直し
を実施し、2駅でオープンカウンター化が実現
する見通しである。
　化粧室や照明LED化、新車両導入に向けた
検討は当初の予定通り進捗し、快適な駅・車
両空間の創出に向けた施設・設備の整備が進
んだ。
　バリアフリー化の取組においては、9月に東
京テレポート駅改札外エレベータ－の運用開
始に漕ぎつけたことで、駅コンコースと地上を
結ぶバリアフリールートの大幅な改善に寄与し
た。引き続き、同駅改札内エレベーター増設
や、国際展示場駅改札内エレベーターの拡張
により、アクセシビリティガイドラインに準拠した
駅のバリアフリー化を進めていく。
　お客様サービスの向上に向けた取組では、
社内PTを立ち上げ、社員間で議論を重ね、当
社の課題と検討の方向性を整理し、年度内に
顧客満足度調査を実施した。
　以上のように、お客様の利便性や快適性の
更なる向上に向けたハード・ソフト両面からの
各種取組を着実に進めており、外国人客を含
め多くの利用客へのサービス向上につながる
ものと考える。

快適な空間の整備
・天王洲アイル駅の
化粧室の更新及び
照明ＬＥＤ化の完了

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

バリアフリー化の推
進

 ・東京テレポート駅
改札外エレベーター
増設工事の実施

・東京テレポート駅
改札外エレベーター
増設工事の完了
・東京テレポート駅、
国際展示場駅改札
内エレベーター増設
工事実施設計

・東京テレポート駅
改札外エレベーター
増設工事の完了・運
用開始
・東京テレポート駅、
国際展示場駅改札
内エレベーター増設
工事の実施設計完
了

・東京テレポート駅改札外エレベーター増設につい
ては、近接工事（地上駅前広場）との工程調整、ア
クセシビリティ・ガイドラインへの対応、駅利用客へ
配慮した施工時間帯設定や仮設計画等、運用開
始時期に向けた工程計画・管理を徹底することで
工事を完了し、9/29より運用開始した。
・東京テレポート駅、国際展示場駅改札内エレベー
ター増設工事の実施設計について、年度内に完了
した。

　顧客満足度調査を通じて客観的に把握した当社
のサービス水準やお客様の満足度を踏まえ、委託
により専門的な知見からサービス改善提案を受け
つつ当社の取組をとりまとめ、サービス改善を進め
ていく。2020年度にはその効果検証等を踏まえ、さ
らなる改善を行い、高品質なお客様サービスの提
供に取り組んでいく。

・品川シーサイド駅
の化粧室の更新及
び照明ＬＥＤ化の完
了
・新車両の導入に向
けた事業計画を策
定

・品川シーサイド駅
の化粧室の更新工
事完了
・品川シーサイド駅
の照明LED化完了
・新車両導入に伴い
必要となる留置線増
設に向けた基本設
計・調査の実施

・化粧室の更新については、品川シーサイド駅は当
初予定通り、2018年度末に工事完了した。
・品川ｼｰｻｲﾄﾞ駅の照明器具更新については、2018
年度末に工事完了した。
・新車両の導入に向け、事業の計画をもとに八潮
車両基地構内留置１番線の増線等に係る基本設
計・調査を実施した。

　引き続き、東雲駅、新木場駅の化粧室の更新及
び照明ＬＥＤ化を完了させ、全駅の更新完了を目指
す。新車両の導入に向けては、留置線の増設とと
もに車両の仕様検討及び設備関係の詳細設計を
進める。

　引き続きバリアフリーの充実化に向け、東京テレ
ポート駅改札内エレベーターの増設、国際展示場
駅改札内エレベーター拡張工事を実施していく。

高品質なお客様
サービスの実現

―

・顧客満足度調査に
よるサービスレベル
の把握及びサービ
ス理念・取組体制の
構築

・サービスレベルの
把握や改善取組検
討に向けた顧客満
足度調査を開始

・お客様の立場に立った質の高いサービスを提供
する仕組みづくりに向け、当事者の認識向上や意
識啓発も視野に固有社員による社内PTを4回開催
し、当社の課題を整理した。
・お客様のニーズ把握を的確に行うため、顧客満
足度調査を年度中に実施し、現在、調査結果のと
りまとめを実施しているところである。
・サービス理念・取組体制の構築に向けては、実効
性を高めるため、専門家に委託し、より詳細な分析
及び提案等を受けることとした（2019年度完了予
定）。
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　都心と臨海部を結ぶ基幹的な鉄道を運行する会社は、経営課題解決のための４つの戦略を設定し、それぞれ目標達成のための取組を行った。
　具体的には、「①安定的な事業運営の実現に向けた組織・人員体制の構築」については、将来的に固有社員が中心の会社運営を実現していくことを念頭に、新たな人事・給与制度の導入に向
けた取組を行った。また、東京2020大会時の安全・安定輸送の確保のため、現場体制の確保に向けた採用を進めた。
　「②営業収益の確保等による財務体質の健全化」については、新築マンションなど沿線開発に伴う定期客の取り込みや、企画乗車券の販売など沿線集客施設との連携による定期外客の利用促
進など営業を強化して、目標値を2.4％上回る営業収益を上げた。長期未払金・長期借入金の残高や有利子負債キャッシュフロー倍率も、目標値を超える結果となり、財務状況全般は、前年度よ
り改善が進んでいる。
　「③ハード・ソフト両面からの安全・安定輸送の確保」については、ハード面では、国際展示場駅にホームドアを設置するともに、新たに天王洲アイル駅、品川シーサイド駅、東京テレポー
ト駅のホームドア導入計画を公表した。ソフト面では「気づき・気がかり」等の改善取組により、社員の報告事項を全社で共有し、具体的な改善につなげた。また、運転シミュレータを活用し
た訓練を新たに開始した。
　「④利用客の利便性・快適性の更なる向上に繋がる取組の加速化」については、バリアフリー対策の取組として、東京テレポート駅改札外エレベーターの運用を開始した。また、訪日外国人
に向けた一層のサービス向上につながるものとして、多言語に対応した駅案内サインの全駅整備に着手した。
　以上の取組を通じて、会社は、鉄道会社の役割である「安全・安定輸送」に向けた取組を継続しつつ、２０２０大会やその後を見据えた、お客さまサービスの改善と財務体質の強化に取り組
み、沿線地域の発展に貢献した。これは、政策連携団体として、都の政策の方向性に合致するものである。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京臨海高速鉄道株式会社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

戦　略

計画どおり実績を上げている。
今後も、ノウハウを蓄積した社員の継続活用
や、多様な業態からの登用により、業務を担う
人材を確実に確保し、会社の競争力を高めて
いく。

東京都への協議、取締役会決議等適正に手続き
を行い、「嘱託設置雇用規程」を改正し、人材の活
用を図るため、常勤嘱託職員の雇用上限年齢を
65歳から70歳に引き上げた。
これにより、嘱託として採用後、経験を積んでも短
期間で退職することがないため、組織として常に
経験者が不足している状況を解決できる。

都OBにはリーシング経験者や不動産取引に通じ
た職員が少数であるため、リーシングノウハウを
持つ人材や技術系社員の都OB以外からの登用
ルートも確立し、安定的な人材確保を図るため、
不動産事業者や銀行などと交渉して、民間企業Ｏ
Ｂからの人材確保ルートを開拓。銀行ＯＢ１名を営
業担当の常勤嘱託職員として採用した。民間企業
等で培われた専門知識や実務経験をリーシング
やテナント管理等に活用できた。

－

短期間での雇用ではなく、当社のノウハウを蓄積
した社員を継続して活用していくことで、業務遂行
の効率化を図り、会社の競争力を高めていく。

都OBに限らず、幅広く民間企業からの雇用を進
め、都OBだけでは確保の難しい技術社員やリー
シングに強い人材を即戦力として確保していく。
今後も、人材情報の交換など連携を図り、ルート
構築を確実にするよう努めていく。

－

団体自己評価

（技術系社員）
技術系社員１名を都
OB以外から採用

（リーシング専門社
員）
実施なし

民間企業ＯＢの人
材確保ルートを構築

雇用年齢の引き上
げ

実施なし 諸規程の改正

人材確保ルートの
多様化

株式会社多摩ニュータウン開発センター

雇用年齢の引き上げによるノウハウを蓄積した社員の継続活用や、民間企業を含む多様な業態からの登用により、必要な専門職人材が確保されている。３年後の到達目標

経　営　課　題 技術系社員およびリーシングに強い人材の確保　

幅広い人材活用の実施

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

－

関係諸規定を確認
の上、嘱託設置雇
用規程を改正

民間企業OBの人材
雇用ルートを構築
し、営業担当の常勤
嘱託職員１名を雇用

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針
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②

②

建物の魅力を高め
競争力向上につな
がるリニューアルの
着実な実施

テナント確保のため
の情報発信力強化

平成29年12月に内
覧会実施。平成30
年１月ホームページ
リニューアル・公開

内覧会の効果検証

リーシング業者・関
係者へのビルの設
備・優位性の周知

内覧会のアンケート
の積極的活用

リーシング業者へ10
階空室の設備・優位
性の周知

自動火災報知設備
更新（設計・施工）

2018年5月
ガレリア・ユギ駐車
場棟の自動火災報
知設備更新工事完
了

ホームページ閲覧
状況の検証

ホームページアクセ
ス分析実施し、閲覧
状況を検証

建物の付加価値向
上に向けたサービ
スの導入

無料Wi-Fiサービス
の需要調査・検討

パオレ低層棟（４・５
階）における無料
Wi-Fiサービスの開
始
（設置箇所・方法の
検討、契約締結）

遠隔操作、画質・ズームの向上の伴う監視カメラ・
システムリニューアルとして監視カメラ設置個所・シ
ステムの検証、新規設置計画の検討を行い、ビル
のセキュリティ対策を図り、建物の付加価値を一層
高めていく。

2017年12月に実施した内覧会時のアンケートを検
証し、要望の多かったエレベーターの案内図のリ
ニューアル、 トイレリニューアル、セキュリティ強化
等に取り組んできた。
また、空室となっていたパオレビル10階 へのテナ
ント誘致のため、建物概要、設備、立地、賃貸条件
などをわかりやすく記載したパンフレットを利用し、
リーシング業者へ配布及びホームページに掲載
し、テナント募集を強化した。この結果、パオレビル
入居率100％を達成することができた。

パオレ４階通路が公共通路のような性格を有して
いることから、テナント利用者だけでなく、ビルの通
行利用者に対しても、イベント情報を発信し、ビル
のイメージと認知度の向上を図っていく。

戦　　　　　　略 ビルの魅力向上と情報発信力の強化

３年後の到達目標 当社保有の３棟の商業・業務ビル（パオレ、ガレリア・ユギ、プラザA）において合計入居率100％が達成されている。

2018年10月
パオレ高層棟７、９
階トイレ改修完了
2018年12月
パオレ低層棟５階ト
イレ改修完了

エレベーターリ
ニューアル等施工方
法等検討中
設計未実施

当初９階のみの改修予定であったが、複数フロア
同時に実施する方が、効率的かつ経費が安くなる
ため、2018年度早々に意匠の検討、設計を行い、
影響を受けるテナントに施工期間を早めに周知す
るなどの努力を行い、2018年10月末にパオレ高層
棟７階及び９階、12月にパオレ低層棟５階のトイレ
リニューアル工事を完了させた。女性用トイレに小
物入れを設置するなど、テナントから好評を得てい
る。

エレベーターリニューアルは、施工方法、メーカー
の選定中である。
エレベーターの設計は未実施であるが、、高層棟７
階、低層棟５階のトイレ改修の前倒しと引換えに先
に送ったもので、改修全体としては、計画以上の
実績を上げている。

2018年度の実績を踏まえ、パオレ高層棟８、６階、
パオレ低層棟４階のトイレ改修を実施する予定で
ある。また、エレベーターリニューアルについては、
施工方法、メーカーの選定を行い、今後、設計を実
施していく。

計画どおり実績を上げており、到達目標であ
る保有ビル３棟の商業・業務ビル（パオレ、ガ
レリア・ユギ、プラザA）において合計入居率
100％を達成することができた。引き続き、ビ
ルの魅力向上と情報発信力の強化を図り、入
居率の維持に努めていく。

（ガレリア・ユギ）
防火シャッターの改
修

2018年４月から９月までの閲覧状況を検証した結
果、７月をピークにアクセス数が減少傾向である事
が判明した。この要因は、「Google」が常時SSL未
対応のサイトの順位を下げていることや「新規情報
（お知らせ）」において魅力的な記事が少ないこと
が要因として想定されるためであり、今後改善を行
う予定である。

ホームページアクセス分析結果を踏まえ、2019年
度早期に常時ＳＳＬ対応などホームページの改良
作業を行っていく。

2018年7月
パオレ低層棟（４・５
階共用廊下部分）フ
リーWi-Fi導入済

2017年度にテナントに行ったフリーWi-Fiサービス
の需要調査アンケート結果をもとに、導入に賛成・
反対のテナントの意見集約や、電波調査、経費の
検証を行い、調査飲食店が入居しているパオレ低
層棟（４・５階共用廊下部分）に2018年７月からフ
リーWi-Fiを導入した。

対応方針

店舗営業後の夜間工事のため、関係者と工程調
整を密に行うなどの努力の結果、2018年５月にガ
レリア・ユギ駐車場棟の自動火災報知設備更新工
事が完了した。

優先度の高い電気設備（受変電設備）の改修計
画、一部雨漏りがある東側１階張出し部分の外壁
修繕を、改修計画に則り、着実に実施していく。

団体自己評価

（パオレ）
10階フロア全面改
修、10階トイレ改
修、大看板更新の
実施

９階トイレ改修
（意匠の検討、内部
全面改修工事の設
計・施工の実施）

エレベーターリ
ニューアル検討
（施工方法・メーカー
の検討、設計の実
施）

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社多摩ニュータウン開発センター 評価年度：2018年度

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

経　営　課　題 増大する資金需要を支える主要事業の安定化
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③

③

保有資産の活用に
よるにぎわい創出に
向けた集客イベント
の新規実施

実施なし

団体自己評価

地場産業との連携
による集客イベント
の検討
（地元産直野菜の販
売業者などと提携
し、即売会の開催を
検討する。）

事業者ヒアリングの
実施、地元市へ企
画説明などイベント
の検討

地元産直野菜を販売している事業者へのヒアリン
グを実施するなど検討を行った。
また、地元市へ企画の説明を行い、地域のにぎわ
い創出の取組として、地元市と調整を図りながら
農業関連団体や本企画に興味を持ちそうな地元
事業者の紹介を５件程度受け、実現可能性を検討
した。うち1件について、翌年度の開催に向け、開
催時間やスペースの大きさなど具体的な調整を
行った。

本企画に興味を持ちそうな地元事業者と調整し、
集客イベントを試行し、更なるにぎわいづくりを推
進していく。

計画以上の実績を上げており、今後は南大沢
地区のにぎわいづくりの牽引役として、地域コ
ミュニティや地場産業と連携し、保有資産を活
用したイベントを試行していく。

対応方針

地域コミュニティとの
連携による集客イベ
ントの検討
（南大沢駅周辺のマ
ンションと連携し、フ
リーマーケットの開
催を検討する。マン
ションとの関係構
築、調整等を行う。）

地域コミュニティとの
連携による集客イベ
ントに関して、公的
住宅管理者との意
見交換実施するな
ど検討の上、ポス
ター掲出等の了解
を得て、掲示

公的住宅団地が多い立地特性を踏まえ、団地を
所有・管理する公的住宅管理者と意見交換を行
い、団地内掲示板にフリーマーケット開催希望者
募集ポスターを掲出することの了解をもらうなど、
関係を構築。
2019年２月より公的住宅団地内の掲示板などに住
民のイベント開催意向を確認するポスターの掲示
を行った。

駅周辺の事業者で構成する「「元気な街」南大沢
協力の会」などの地域コミュニティと連携し、これを
核として地域の各事業主体の調整に努め、更なる
にぎわいづくりを推進していく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

経　営　課　題 新たな収入手段の確保

戦　　　　　　略 資産を活用した新規事業の実施

３年後の到達目標

以下の新規事業のイベントについて、それぞれ当社と実施主体となる事業者との間で実行委員会が結成され、開催が定例化することにより、定期的な収入（約100万円／年）が確保されるとと
もに、周辺商業施設への経済的波及効果が生じている。
　・　地場産業との連携による集客イベント
　・　地域コミュニティとの連携による集客イベント

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社多摩ニュータウン開発センター 評価年度：2018年度
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④

④

近隣商業施設や首
都大学東京等との
連携を促進すること
による、地域のにぎ
わい創出の牽引

平成29年４月より
TOHOとの駐車場提
携の開始

団体自己評価

地域共通駐車場シ
ステムの検討
（近隣の駐車場を有
する商業施設と割
引サービスの一本
化を目指し、当社が
先導役となって、調
整・検討を進めてい
く。）

地域共通駐車場シ
ステムの構築に向
け、三井アウトレット
パークとの意見交
換、など検討を実施

他の商業施設での導入事例の調査や南大沢最大
の集客施設である「三井アウトレットパーク」と意見
交換を行った。また、南大沢への自動車による訪
問客の動向調査を実施した。

動向調査の結果を踏まえ、地域共通駐車場システ
ムを構築に向け、三井アウトレットパーク等の関係
者との調整を進め、割引サービス（無料時間）の合
算処理を可能とし、集客の拡大につなげるなどシ
ナジー効果を生じさせる仕組みづくりを図ってい
く。

計画どおり実績を上げており、今後共通駐車
場システムを構築し、近隣商業施設と連携し
た南大沢地区の集客拡大に向けた仕組みを
整備していく。また、首都大学東京等と連携
し、新たなにぎわいづくりに結びつく取組体制
を構築し、イベントを開催することで、更なるに
ぎわいづくりの牽引役を担っていく。

対応方針

首都大学東京との
連携（学生の活動場
所提供・イベント等）
検討
（首都大学東京と意
見交換を行い、新た
なにぎわいづくりに
結びつく取組を検討
する。）

首都大学東京との
意見交換実施
大学掲示用のポス
ター、チラシの作成

首都大学東京と意見交換を行い、ガレリア・ユギ
店頭スペースを定期的な演奏会を実施するなど街
のにぎわいづくりに資する学生の自主的・主体的
活動の場として提供することとした。
学内に掲出するポスターや学内で配布する募集
用チラシを2018年度内に作成した。

2019年４月より学内掲示及びチラシの配布を行
い、その反応を踏まえ、首都大学東京と具体的な
取組体制を構築し、イベントを試行することで、更
なるにぎわい創出を図っていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

経　営　課　題 開発の先導役からにぎわいづくりの牽引役への転換

戦　　　　　　略 南大沢地区のにぎわいづくりの牽引役としての事業展開

３年後の到達目標
・近隣商業施設間での共通駐車場システムの構築により、駐車場割引サービスの合算処理が可能となり、各団体との協定が締結され運用が開始されることで、近隣商業施設と連携した南大
沢地区の集客拡大に向けた仕組みが整備されている。
・首都大学東京と連携した事業の実施が年間行事として定着し、各イベントの開催が定例化することにより、南大沢地区ににぎわいが創出されている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社多摩ニュータウン開発センター 評価年度：2018年度
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　会社は、経営課題解決のための戦略として、４つの戦略を掲げている。各戦略について、2018年度は下記のとおり取り組んでいる。
　「①幅広い人材活用の実施」では、必要な手続きを適正に行い、嘱託員雇用規程改正を行って、常勤嘱託員の雇用年齢の引上げを行い、会社内でのノウハウの蓄積・活用を進めた。また、民
間企業ＯＢ人材の雇用確保ルートを構築することで、会社の競争力を高めることにつなげた。
　「②ビルの魅力向上と情報発信の強化」では、トイレの改修について、意匠検討・設計を早期に進め、費用面・効率面も考慮し、計画前倒しで複数フロアで進め、また、計画どおりのフリー
Wi-Fiの導入や、10階の内覧会の効果検証、リーシング業者への優位性の周知により、入居率100％を達成した。
　「③資産を活用した新規事業の実施」では、地元産直野菜の販売業者からヒアリングを実施し、地域コミュニティとの連携による集客イベントの検討を進め、マンションとの関係を構築し、
企画の募集まで行うなど、集客イベントの実施に向け取組を進めた。
　「④南大沢地区のにぎわいづくりの牽引役としての事業展開」では、地域共通駐車場システムの構築に向け、着実に検討を進め、首都大学東京と連携検討の上、年度明けの試行につなげた。
　以上の取組を通じて、会社は設立目的である南大沢地域の健全な発展への貢献に加え、にぎわいづくりの企画・運営や近隣商業施設・大学との連携などを着実に進めており、政策連携団体と
して、都の政策の方向性に合致するものである。

評価年度：2018年度株式会社多摩ニュータウン開発センター

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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①

①

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度

・類似施設へのﾋｱﾘﾝｸﾞ及
び先進導入企業の取組
事例調査
・ﾃﾚﾜｰｸ推進ｾﾝﾀｰ主催
研修及び各種勉強会等
への参加

経　営　課　題

戦　　　　　　略

３年後の到達目標

会社を支える組織力の強化

組織力強化に資する働き方改革及び人材育成の推進

○　フレックスタイム制の導入検討やテレワークの調査研究を行い、より多様で柔軟な働き方を実現していく。
○　長期的視点に立った発展性ある人材交流計画を策定し、会社運営、事業運営に有用な人材の育成を推進していく。

団体自己評価

フレックスタイム制の
導入検討

営業部社員のみ4区分
の変則勤務を適用

A勤8:00～16:45
B勤9:00～17:45
C勤11:00～19:45
D勤13:15～22:00

・類似施設へのﾋｱﾘﾝｸﾞ及
び先進導入企業の取組
事例調査
・現行就業規則における
就労状況確認
・外部研修等の受講
・導入における課題整理

・各課の管理職へﾋｱﾘﾝ
ｸﾞを行い、課題を抽出
・民間企業及び東京都
へﾋｱﾘﾝｸﾞを行い、先行
事例を研究
・当社勤務実態に鑑み
た導入のﾒﾘｯﾄ･ﾃﾞﾒﾘｯﾄ整
理
・10月から社内におい
て、ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度を試
行的に実施

・現在、催事対応等で勤務変更が必要な場合には、
４区分の変則勤務を活用して対応
・フレックスタイム制の導入にあたっては、引き続
き、現行就業規則との比較分析や課題整理を行う
とともに、当社の勤務特性を考慮した制度を検討

　当社の勤務特性に鑑みた柔軟で効率的な就業制
度を全社的に試行するとともに、導入に伴う就業規
則改正等、整備を要する規程類の確認

2018年度実績 要因分析 対応方針

　経営課題①「会社を支える組織力の強化」に
ついて、３年後の到達目標の実現に向けて、戦
略①「組織力強化に資する働き方改革及び人
材育成の推進」のもと、個別取組事項として３
点を設定し重点的に取り組んだ。
　フレックスタイム制の導入検討については、当
社の勤務実態に鑑みた導入のメリット・デメリッ
トを整理するとともに、一部試行的に実施。テレ
ワークの調査研究については、専門機関の研
修等に積極的に参加し体系的知識の習得に努
めるとともに、導入に向けたＰＴを立ち上げ、具
体的に検討を実施。人材交流については、これ
までの人材交流実績の効果検証を行い、多様
な人材交流先を検討。
　今後、フレックスタイム制については、勤務特
性を考慮した制度の検討を進め、全社的な試
行に向けて取り組んでいく必要がある。テレ
ワークについては、テレワーク導入に向けた環
境整備に取り組んでいく必要がある。人材交流
についても実施に伴う規程、労使協定等の整
備が必要となる。
　以上、会社を支える組織力強化について、
2018年度実績において、目標達成に向け、着
実に取組みを進捗させることができた。

テレワークの調査研
究

取組実績なし

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

人材育成に資する人
材の交流

（派遣実績）
・東京都2名
・都関係団体2名
・民間会社1名
（受入実績）
・都関係団体
1名
・民間会社1名

・これまで実施してきた人
材交流（外部派遣、受
入）の効果検証
・類似施設への人材交流
取組実績ﾋｱﾘﾝｸﾞの実施
・新たな人材交流先の検
討
・人材交流計画（案）策定

・人材交流経験社員か
らのヒアリングを実施
・過去の人材交流実績
の確認及び効果検証を
行い、多様な人材交流
先を検討
・人材交流計画策定

・当社の会社運営、事業運営に有用となり経営力の
強化を図れる人材を育成するため、長期的な視点
に立ち発展性のある人材交流を促進
・人材交流を経験してきた社員からのヒアリングをも
とに、より一層、自己の能力開発効果が期待される
多様な交流先を選定していく必要
 ・類似施設等から人材交流の実績に関してヒアリン
グを行い、人材交流計画を策定

・各課の管理職へﾋｱﾘﾝ
ｸﾞを行い、課題を抽出
・民間企業へﾋｱﾘﾝｸﾞを
行い、先行事例を研究
・ﾃﾚﾜｰｸ推進センター主
催の研修等へ参加する
ことにより、ﾃﾚﾜｰｸの体
系的知識を習得
・テレワーク導入に向け
たシステム等検討PT立
ち上げ
・無償ﾄﾗｲｱﾙソフト
（チャットワーク）を社内
一部にて試行実施

・テレワークの導入にあたっては、社内において、セ
キュリティ確保の面で慎重な意見がある一方で、ＩＴ
を活用することで、各種業務に関して、時間の短縮
や効率化を図れる可能性あり
・情報システム部門と連携し、ＩＴ環境の構築を進め
るなかで、働き方改革や業務の効率化に資するモ
バイルワークの取組等を推進

　部署及び個人ごとにテレワーク診断を実施すると
ともに、テレワーク導入も可能なインフラ環境を整備

　人材交流実施に伴う規程、労使協定等整備事項
の整理
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②

②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度

・組織委員会からの
説明や基準提示に
対する社内対応
・他会場との情報交
換による施設、館内
店舗や常駐会社等
への影響や対策の
検討

経　営　課　題 　東京２０２０大会競技会場としての万全の準備

戦　　　　　　略 東京２０２０大会競技会場の着実な整備

３年後の到達目標

○　東京２０２０大会までに、アクセシビリティ・ガイドライン及びクリーンべニュー原則ガイドラインへの完全対応、仮設オーバーレイ計画への協力など万全の準備を進め、競技会場として大会の成功に向け積極
的に貢献していく。
　※　アクセシビリティ・ガイドライン：バリアフリー対策に関する大会基準
　※　クリーンべニュー原則ガイドライン：会場内の広告、サイン、その他の営業行為などに関する大会基準
　※　仮設オーバーレイ計画：競技大会の運営、会場セキュリティ等に関する施設の部分改修・仮設の計画

○　大会開催を契機として生み出されるハード・ソフト両面にわたる有形・無形の持続的な効果（オリンピック・パラリンピックレガシー）の創出に取り組み、大会開催後に継承し活用していく

団体自己評価

アクセシビリティ・ガ
イドラインを上回る
バリアフリー化の推
進

トイレのバリアフリー
化、手すりや足元照
明の設置、館内表
示の多言語化等を
実施

・ﾄｲﾚのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
（全便器の洋式化、
国際基準の男子小
便器の採用、ｵｽﾄﾒｲ
ﾄの設置等）実施
・その他、要望等を
踏まえ、優先的に、
部分改修等を実施

・A,B,C,D,G棟のトイ
レの改修を実施
・エレベータ改修に
伴う案内多言語化
の実施

・多機能トイレのうち、スペースを確保できるものに
ついては配置を見直し、オストメイトを設置
・エレベータ2号機の改修に伴い案内を多言語化
・A及びD棟に設置されたトイレは、2019年1月から
3月の大規模修繕に伴うホール休館に合わせ改修
を実施

・引続き、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進に関する取組を推進
・改修や改善された箇所も含め、様々な媒体を通
じ、当館がﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに優れた施設であることを発
信

2018年度実績 要因分析 対応方針

　経営課題②「東京２０２０大会競技会場とし
ての万全の準備」について、３年後の到達目
標の実現に向けて、戦略②「東京２０２０大会
競技会場の着実な整備」のもと、個別取組事
項として３点を設定し重点的に取り組んだ。
　アクセシビリティ・ガイドラインを上回るバリア
フリー化の推進については、トイレのバリアフ
リー化を進めるとともに、一部のエレベーター
に案内の多言語化を導入。クリーンべニュー
原則ガイドラインへの完全対応については、
組織委員会の調査への協力やクリーンベ
ニュー対応に伴う影響や対策の検討などを実
施。仮設オーバーレイ計画への協力について
は、組織委員会が策定する計画に積極的に
関与するとともに、現地調査に協力。
　今後は、引き続き、バリアフリー化を推進す
るとともに、クリーンベニュー原則ガイドライン
対応の検討や、仮設設備の動作確認、観客・
選手の導線確認など、大会競技場の整備を
着実に進めていく必要がある。
　以上、大会競技場としての万全の準備につ
いて、2018年度実績において、目標達成に向
けて着実に取組みを進捗させることができた。
　

クリーンべニュー原
則ガイドラインへの
完全対応

館内店舗や常駐会
社との大会期間中
の対応に関する先
行協議の実施

ﾘｵ大会の実態に関
する情報共有の実
施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

仮設オーバーレイ計
画への協力

組織委員会による
基本設計策定への
協力

年度末の大規模修
繕工事に合わせ、
先行施工可能な施
設にかかる工事を
実施

・組織委員会による
実施設計策定への
協力
・年度末の大規模修
繕工事に合わせた
仮設・部分改修工事
の着実な実施

・組織委員会が実施
する調査等への積
極的な関与、協力

・組織委員会が策定する「仮設オーバーレイ計画」
に積極的に関与し、競技会場として万全の準備を
図るよう、社内にとどまらず、社外関係各所とも連
携して、必要な調整を実施
・仮設オーバーレイ工事の具体的な箇所、期間、
内容については、今後、組織委員会と当社で緊密
な調整を行う

・組織委員会が実施
する調査等への積
極的な協力

・組織委員会からの現地調査要請に応じ、随時積
極的に対応
・有意義な現地調査となるよう、組織委員会と連携
を密にし、事前に内容を十分に把握した上で関係
各所とも調整を行い対応
・引続き関係各所と調整し、クリーンベニュー対応
に伴う影響や対策を検討

・広告やｻｲﾝ、館内店舗や駐車場等の営業に関す
るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対応手法の検討
・他会場との情報交換による施設、館内店舗や常
駐会社等への影響や対策の検討

・7～9月の休館期を活用した仮設設備の動作や
観客・選手導線の確認（支障があった場合には、
速やかな期間内の是正措置の実施）
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度

・海外展示商談会へ
の出展回数増加を
検討
・出展すべき海外展
示商談会の調査、
選択

経　営　課　題 　東京の産業力強化等に資するＭＩＣＥの誘致促進

戦　　　　　　略 ＭＩＣＥの積極的誘致に向けた取組の推進

３年後の到達目標
○　東京の産業力強化、プレゼンス向上及び周辺地域への高い経済波及効果等に資するＭＩＣＥについて、新規案件を２件／年獲得し、将来的なＭＩＣＥ開催件数の増加を目指していく。
　※　ＭＩＣＥ案件の基準：日本政府観光局(JNTO)国際会議統計基準 ①国際機関・国際団体又は国家機関・国内団体が主催、②参加者総数50名以上、③日本を含む3カ国以上参加、④開催期間1日以上を満
たし(「C」以外は①を除く)　かつ　Ⅰ．全館利用、Ⅱ．参加者総数1,000名以上、Ⅲ．発信性の高い催事　のいずれかを満たすもの

団体自己評価

長期的視点に立っ
た誘致活動の推進

当館で開催決定済
みＭＩＣＥについて事
前視察

・将来にわたり誘致
すべきMICEを調
査、分析（調査、分
析にあたっては、
（公財）東京観光財
団（TCVB）と強力に
連携）

・東京都MICE誘致
戦略に基づき、
TCVBが主管となり
設置した「東京都
MICE連携推進協議
会」に参画し、長期
的視点に立った
MICE誘致を推進

・「ＤＭＯ東京丸の
内」の本格稼動に伴
い、地域協力・連携
を一層強化

・ＭＩＣＥの積極的な誘致のため、これまで培った独
自の海外情報チャンネル（主催者、団体・協会等）
と連携し、国際会議情報をいち早く把握
・「東京都MICE連携推進協議会」にて、主として
「東京のMICE誘致にむけた新たな取組等」につい
て協議し、誘致推進していくことを確認
①ﾕﾆｰｸﾍﾞﾆｭｰのPRﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの刷新
②国内会議の国際化支援事業の推進
③官民一体のMICE推進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの設計
・「ＤＭＯ東京丸の内」加盟団体である近隣コンベ
ンション施設等との意見交換や情報共有を推進
し、大丸有地域において、当社が中心的役割を担
う

・調査、分析を踏まえ、MICE主催者ｷｰﾊﾟｰｿﾝ等へ
ｱﾌﾟﾛｰﾁ（訪問、情報収集、信頼関係構築、関係の
深化等）
・調査、分析の継続実施
・定期的な「ＤＭＯ東京丸の内」連絡会の開催によ
るＭＩＣＥ関連情報や地区内イベント情報の共有

2018年度実績 要因分析 対応方針

　経営課題③「東京の産業力強化等に資する
ＭＩＣＥの誘致促進」について、３年後の到達目
標の実現に向けて、戦略③「ＭＩＣＥの積極的
誘致に向けた取組の推進」のもと、個別取組
事項として３点を設定し重点的に取り組んだ。
　長期的視点に立った誘致活動の推進につい
ては、東京都MICE連携推進協議会への参画
に加え、大丸有エリアでの地域協力・連携を
強化。海外主催者に向けたＭＩＣＥ誘致強化に
ついては、海外展示商談会や観光プロモー
ションへの出展。ＭＩＣＥ誘致・開催運営にかか
る人材育成の推進については、専門性の高い
実践的な研修に社員を派遣。
　今後も引き続き、誘致すべきMICEの調査・
分析や、大丸有エリアにおける地域連携の推
進、MICE主催者へのアプローチ強化、専門的
スキルを有する人材の育成に向けた外部研
修への派遣など、長期的視点に立った取組み
が必要である。
　以上、MICE誘致について、2018年度実績に
おいて、目標達成に向けて着実に取組みを進
捗させることができた。

海外主催者に向け
たＭＩＣＥ誘致強化

海外展示商談会へ
の出展（２回/年）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

ＭＩＣＥ誘致・開催運
営にかかる人材育
成の推進

国際会議協会
（ICCA）主催の研修
に参加

・MICE誘致･開催運
営ﾉｳﾊｳの習得に資
する専門研修への
社員派遣の検討、
計画策定、実施
例）
○JNTO/観光庁等
主催研修
・MICEｾﾐﾅｰ
・国際会議誘致ｾﾐ
ﾅｰ
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙMICEｾﾐ
ﾅｰ
○TCVB主催講座
・MICEｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材
育成講座
○ICCA主催ｾﾐﾅｰ
・Forum for Young
Professionals等

・高度な専門性の習
得に資する実践的
な研修に社員を派
遣し、MICE誘致推
進に係る人材を育
成

・長期的な視点で成
長を促進できる人材
を研修内容に合わ
せて選抜

・ＭＩＣＥ市場の状況や誘致・セールス活動手法等
を体系的に習得できる国内外の外部研修へ社員
を派遣し、専門的スキルを有する人材を育成
①ICCA　Forum　for Young Professionals
  11月25日～27日＜スペイン・バルセロナ＞
　新人1名参加（事前試験あり合格）
  23カ国35人（MICE業界経験３年以内）が
　MICEの基礎知識や最新トレンド等を習得
　ﾈｯﾄﾜｰｸやﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙを向上
②TCVB　MICEグローバル人材育成講座（実践）
　12月10日～11日（国際会議編）
　主任1名参加
　国際団体本部/コアPCOのMICE誘致･開催や
　企画運営に対するニーズを海外PCO（会議専門
代理店）から
　直接講義を受け理解促進
③JCCB　下期人材育成研修会
　12月13日～14日（対象：国際会議誘致担当）
　課長代理・係長計2名参加
　国際会議の本格的な誘致活動を講座や
　ワークショップを通して習得

・海外展示商談会や
見本市、観光プロ
モーションについ
て、東京都観光部
/TCVBとの共同出
展により参加
・日本政府観光局
JNTOが出展募集し
ている専門見本市
や旅行博等も含め、
広く情報を収集

・海外における当館の認知度を高め、誘致活動を
推進するため、展示商談会と観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに参
加
・出展を通じた海外主催者との情報交換等により、
ＭＩＣＥの開催動向や会場として求められるサービ
スの世界基準等を収集
①IMEX　America ＜アメリカ・ラスベガス＞
　10月14日～21日 課長代理・一般職員計2名参
加。
　北米最大規模のMICE関連見本市
　会場サンズエクスポ
　東京ブースとして５社共同出展（TCVB,TIF,
  DMO六本木,DMO丸の内,ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ)
②東京観光プロモーション＜フランス・パリ＞
　10月29日～11月2日 係長・主任計2名参加
　新設された富裕層等への観光誘致プロモーショ
ン
　会場パレ・ブロンニャール(旧証券取引所）
　15団体、東京都、TCVBが参加

・海外展示商談会等への出展、海外主催者への
アプローチ、情報収集

・専門性の高い実践的な研修への社員派遣
・他施設の視察やセミナー等への参加促進と自立
的学習
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・前年実績分析（各
ﾎｰﾙの詳細分析）と
当該年度計画の策
定
例）
○注目業界、成長産
業へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
○ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ,ｽﾎﾟｰﾂ関
連催事へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
○ﾎｰﾙの特性を活か
した新たな利用方法
の提案によるｱﾌﾟﾛｰ
ﾁ

・年度計画に基づ
き、以下の活動を展
開
・新たな分野として、
金融ＩＴ系（フィンテッ
ク、ブロックチェー
ン）、興行物販系（ア
イドル系グッズ販売）
を開拓
・ホールD7において
は、新番組発表会、
新製品発表会、記者
発表会としての提案
を積極的に実施

・新規顧客開拓活動のさらなる展開として、注目業
界、成長産業へアプローチするとともに、市場の動
向やトレンド等を踏まえたターゲット選定を行い、集
中的に情報収集や販売促進を強化に併せて、各
ホールの特性を活かし新規顧客開拓を目的とした
見学会を１２月に実施
・ﾎｰﾙ特性を活かした新たな利用方法を積極的に提
案

・前年実績分析（各ﾎｰﾙの詳細分析）と当該年度計
画の策定

・類似及び競合施設調査
・収益シミュレーション実施

施設利用料金体系
の最適化

2003年度以降改訂
なし

・現行施設利用料金
体系の課題抽出
・施設利用料金体系
最適化方針の策定

・現行施設利用料金
体系の課題抽出と施
設利用料金体系最
適化方針の策定に
向け、外部専門調査
会社を選定

・専門的知見による
分析に向けた事前準
備として、実績データ
等の整理

・施設価値に見合った適正な施設利用料金の検討
を進めることで、優良な主催者と催事を誘致し、当
館のさらなるブランド力向上を図る
・その際、施設利用料金の適正性の確保及び顧客
満足度の向上のために、外部専門家の視点による
客観的検証と専門的知見も参考にしながら検討を
進める

団体自己評価

ホール形式の特性を
活かした催事誘致

年間計画を立案し営
業活動を展開

・前年実績分析（各
ﾎｰﾙの詳細分析）と
当該年度計画の策
定
・業界動向等を見据
えた旬な催事の誘致

・3月末時点の主要６
ホールの日数稼働
率は83.7％（年間目
標値:83.2％）

・各ホールの特性を
活かし、時流の変化
や業界動向及び経
年実績の調査・分析
を踏まえた年度計画
を策定
・旬な催事の誘致に
ついては、次項参照

・年度計画を踏まえた取組として、稼働率向上の可
能性が高い平土間ホールの販売促進のため、内覧
会を７月と１２月に実施
特に7月はＢ・Ｄブロックの平土間５ホール全て（過
去最大規模）を見学会場として提供。幅広くＰＲする
とともに、ネットでの予約システムなども導入し、過
去最高の72社192名が来場
・稼働率の向上に向けては、各ホールの特性を踏ま
えた詳細な実績分析による不断の取組を引き続き
実施

・前年実績分析（各ﾎｰﾙの詳細分析）と当該年度計
画の策定
・業界動向等を見据えた旬な催事の誘致 　経営課題④「稼働率向上及び利用料金体系

の最適化に向けた取組の推進」　について、３
年後の到達目標の実現に向けて、戦略④「稼
働率向上及び施設利用料金体系の最適化に
向けた取組の推進」のもと、個別取組事項とし
て３点を設定し重点的に取り組んだ。
　ホール形式の特性を活かした催事誘致につ
いては、これまでの実績や業界動向などを踏ま
えた年度計画の策定や販売促進に向けた見学
会を実施。新規顧客の開拓については、注目
業界や成長産業へのアプローチ強化や市場動
向やトレンドを踏まえたターゲット選定を行うこ
とで新たな分野を開拓し新規顧客獲得に特化
した見学会を実施。施設利用料金体系の最適
化については、現行料金体系の課題抽出と最
適化に向けた外部専門機関を活用した調査を
実施。
　今後は、引き続き、実績の詳細分析を踏まえ
た年間計画の策定を行うとともに、成長分野等
へのアプローチを強化していく必要がある。ま
た、料金については、類似・競合施設の調査、
分析を踏まえ、収益シュミレーションにより最適
化を図っていくことが必要である。
　以上、稼働率向上や料金最適化について、
2018年度実績において、目標達成に向けて着
実に取組みを進捗させることができた。

新規顧客の開拓
年間計画を立案し新
規顧客開拓活動を
展開

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 主要６ホールの稼働率向上

戦　　　　　　略 稼働率向上及び施設利用料金体系の最適化に向けた取組の推進

３年後の到達目標

○　主要６ホールの日数稼働率について、各年度とも過去３か年（2014～2016年）平均値である８３．２％以上を目標とし、営業収益の確保、賑わいの創出や館内店舗等サービス施設への波及効
果に繋げていく。
　※　日数稼働率の積算においては、定期点検、大規模修繕、東京２０２０大会及びプレ大会による休館の影響を除く
　※ 〔参考日数稼働率〕2014年：80.1%、2015年：85.1%、2016年：84.5%

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度

（支出）
・事務局運営業務経
費など経費項目を
適正性、透明性の
観点から抽出、点検
実施
・業務委託内容の見
直し検討、実施
（収入）
・企画制作会社や出
展者等との調整を
踏まえ、各主催事業
の特性に応じた新
たな協賛金収入獲
得策の検討・実施

経　営　課　題 主催事業の意義や効果等を踏まえた事業の見直し　

戦　　　　　　略 主催事業の新たな展開

３年後の到達目標

○　現在実施している５つの主要な主催事業について、主催事業の意義、効果や今後のあり方等の検証を踏まえた既存の枠組（ラインナップ）の再構築を実施し、より魅力的で地域や社会へ貢献し賑わいをも
たらす事業を展開していく。
※　ラ・フォル・ジュルネ音楽祭については、新たな事業スキームを平成２９年度に構築（先行実施）
○　経費項目の点検、業務委託の見直しや協賛金等収入確保策を実施し、主催事業経費の適正化を推進していく。

団体自己評価

主催事業ラインナッ
プの再構築

現在実施している主
要主催事業
①LFJ音楽祭
②ｷｯｽﾞｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
③J-CULTURE
④東京味わいﾌｪｽﾀ
⑤FANTASHION

・主要主催事業の再
構築検討（事業統廃
合、他ｲﾍﾞﾝﾄとの連
携可能性の検証等）
・再構築方針及びｽ
ｹｼﾞｭｰﾙ策定

・次年度に向けての
検証を行い、①、②
について開催の方
向性で調整中
・年度末にかけて予
算規模を含めた主
催事業展開計画を
策定

・①15回目となる次年度の開催は原点に帰り、丸
の内会場における充実を図る。
・②次代を担う子供の育成、支援イベントとしての
意義を踏まえた上で、プレ2020を意識し、組織委
員会や競技団体と密接な連携のもとで開催
・③2020オリ・パラ大会の開閉会式の総合統括で
ある野村萬斎氏プロデュースによるプログラムを
取り入れるなどして、今の時流を踏まえたイベント
内容へ充実

・再構築方針に基づき事業実施
・①については、幅広い世代に訴求力のある曲目
の採用や若い世代をターゲットとしたプログラムな
どを実施
・②については、東京2020関連プログラム等を拡
充して実施

2018年度実績 要因分析 対応方針

　経営課題⑤「主催事業の意義や効果等を踏
まえた事業の見直し」について、３年後の到達
目標の実現に向けて、戦略⑤「主催事業の新
たな展開」のもと、個別取組事項として３点を
設定し重点的に取り組んだ。
　主催事業ラインナップの再構築については、
次年度開催に向け事業スキームの再構築や
組織委員会等との調整を実施。事業経費の
適正化推進については、業務内製化等による
経費削減や協賛企業、出展者を新規に獲得。
　今後も引き続き、主催事業について企画内
容、開催規模、地域貢献度、費用対効果など
様々な視点から検証していくほか、事業経費
の削減、新たな収入の確保などに努めていく
必要がある。
　以上、主催事業の意義や効果等を踏まえた
事業の見直しについて、2018年度実績におい
て、目標達成に向けて着実に取組みを進捗さ
せることができた。

事業経費の適正化
推進

主催事業数の増加
に相関し事業経費
が増加傾向

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

ラ・フォル・ジュルネ
音楽祭の事業ス
キーム再構築
（先行実施）

2005年～
計13回連続開催（当
社単独主催）

新たな事業スキー
ムを構築

・2017年度に構築し
た新たな事業ｽｷｰﾑ
にて初開催
・新事業ｽｷｰﾑの効
果検証

・当社負担金を有限
責任化するという新
たな事業スキーム
により、LFJ2018を
開催

・当社負担金を有限責任化したことにより、2015年
度以降で最小の支出額に縮減
・LFJ2019についても、再構築した事業スキームに
より、引き続き実施

（支出）
・LFJ音楽祭、J-
CULTUREにおいて
事務局業務仕様の
点検を行い、一部業
務内製化等による
経費削減を実施
（収入）
・LFJ、キッズジャン
ボリーにおいて新業
態の出展者を開拓

（支出）
・LFJ2018において事務局の業務内容を精査し、
各種運営計画策定等を内製化したことにより、非
常駐化、ポスト削減を実現
・J-CULTUREにおける委託内容の精査及び委託
期間の縮減
（収入）
・LFJ2018において、協賛企業として、車両メー
カーの誘致に成功。同業種としては初の出展形態
であり、協賛金獲得目標達成に貢献（3,000千円）
・キッズジャンボリー出展者として大型商業施設プ
ロモーションや、ドローン、プログラミング等のテク
ノロジー系コンテンツを新規に獲得（3社 2,920千
円）

（支出）
・経費縮減取組の効果検証
・経費項目の点検実施は必要に応じ次年度以降
継続実施
（収入）
・企画制作会社や出展者等との調整を踏まえ、各
主催事業の特性に応じた新たな協賛金収入獲得
策の検討・実施

・LFJ2019についても、再構築した事業スキームに
より、引き続き開催し、必要に応じて効果検証を踏
まえた事業ｽｷｰﾑの見直しを実施
・また、より訴求力を高める曲目の採用やターゲッ
トを明確にしたプログラムなどを展開
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メディアリレーション
の強化及び地域・業
界との広報ネット
ワークの連携推進

都庁記者クラブへの
プレスリリース

広報目的に合わせ
た個別メディアへの
アプローチ

記者懇談会の実施
（平成28年度～）

・専門ｺﾝｻﾙを活用し
た効果的ﾒﾃﾞｨｱｱﾌﾟ
ﾛｰﾁ手法の検討、実
施
・地域、業界ﾈｯﾄﾜｰ
ｸとの連携強化によ
る広報活動へのﾌｨｰ
ﾄﾞﾊﾞｯｸ

・専門ｺﾝｻﾙを活用
し、新たにメディア向
けｼｰｽﾞﾅﾙﾚﾀｰの発
信を開始するなど、
効果的ﾒﾃﾞｨｱｱﾌﾟﾛｰ
ﾁ手法を検討、実施
・大丸有や、首都圏
大型MICE施設関係
者と連携強化を図
り、そこで得られた
知見・情報を広報活
動へﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・当社独自では最新の動向が把握しづらいメディ
アアプローチ手法について、外部専門家の知見も
活用しながら、メディアリレーションの強化に繋が
る取組を実施
・引き続き、地域・業界との広報ネットワークの強
化を推進

・ﾒﾃﾞｨｱｱﾌﾟﾛｰﾁ手法や地域・業界ﾈｯﾄﾜｰｸの活用に
よる広報活動へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・東京都との連携によるスポーツの魅力発信と地
域のにぎわい創出を展開

・社内ﾋｱﾘﾝｸﾞを実施
し、現在活用してい
る全広報ﾂｰﾙを洗い
出し
・広報ﾂｰﾙのあり方
検討
・情報内容や用途に
応じた広報ﾂｰﾙの
最適化

・社内ヒアリングを実
施し、現在活用して
いる全広報ツール
（紙媒体）の洗い出
し、内容検証、あり
方を検討
・検討結果を踏ま
え、ツールの統廃合
や新規作成、デザイ
ントーンの統一と
いった具体案を策定

・従来、来館者向けに複数に分かれていた広報
ツールについて、お客様が利用しやすいよう情報
内容を精査、統合した新しいリーフレットを作成
・引き続き、当館を利用されるお客様の満足度を
高められるよう、より効果的・効率的な広報を実施

・最適化に基づく広報ﾂｰﾙの作成・活用

・導入効果検証及び効果的な運用方法の検証
情報の見える化によ
る社内連携の推進

各種社内会議等に
よるスケジュール共
有

・「広報計画ｶﾚﾝ
ﾀﾞｰ」（社内や地域の
活動予定等の情報
を見える化）の導入
検討、構築

「広報カレンダー」
（名称変更）及び写
真データ一元管理
システムを導入し、
情報の見える化によ
る社内連携を推進

広報所管部署が社内の情報ハブとなり、社内や地
域の活動予定等の情報を収集し、見える化（デー
タベース構築）することで、各部署の活動と連携し
た広報を展開

団体自己評価

公式ホームページ
の見直し

現行ホームページを
運用中

社内アンケートにて
リニューアルの必要
性が顕在化

・社内横断的PTを
設置し、現行ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞの課題等を整
理
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ
ﾌﾟﾗﾝの策定
・企画ｺﾝﾍﾟによる委
託先選定
・新ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ設計、
構築、運用開始

・社内横断的PT（ﾘ
ﾆｭｰｱﾙPT)等により
現行ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの課
題等を整理し、ﾘﾆｭｰ
ｱﾙﾌﾟﾗﾝを策定。
・PTによるﾘﾆｭｰｱﾙ
プランを企画募集要
項・仕様書・評価基
準等に反映したこと
により、的を射た企
画と優良な委託先
の選定に成功
・新ホームページを
構築し、運用を開始

・新ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの具体的な設計にあたっては、制作
会社（業務委託先）と社内ﾘﾆｭｰｱﾙPTが協働し、調
査・データ収集等を実施
・スピード感を持ち推進していくため、全設計完了
を待たず、完了したところから順次構築
・当社が伝えたい情報を迅速かつ的確に届けると
ともに、お客様が必要な情報を見つけやすい魅力
的なホームページを構築・運用

・新ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの多言語化拡充
・英文ページの内容充実を図るとともに、東京2020
大会を契機とした、世界中の人々からのアクセス
に対応できるよう、充実させた英文ページに自動
翻訳機能を追加

　経営課題⑥「お客様への訴求力やお客様満
足度を高める広報の実現」について、３年後の
到達目標の実現に向けて、戦略⑥「効果的・
効率的な広報による情報発信力の強化」のも
と、個別取組事項として３点を設定し重点的に
取り組んだ。
　公式ホームページの見直しについては、社
内ＰＴのもと、課題等を整理し、リニューアルを
実施。広報ツールのあり方検討最適化につい
ては、全広報ツールについて内容検証し、あり
方を検討。情報の見える化による社内連携の
推進については、広報カレンダーや写真デー
タ一元管理システムを導入。メディアリレーショ
ン強化及び地域・業界との広報ネットワークの
連携推進については、メディア向けシーズナ
ルレターの発信を開始したほか、大丸有エリ
アや首都圏大型MICE関係者との連携強化に
より積極的に情報収集を実施。
　今後は、リニューアルしたホームページにつ
いて多言語化を図るとともに、広報ツールを効
果的に活用したＰＲ、メディアへの効果的なア
プローチなど様々な角度から情報発信力を強
化していく必要がある。
　以上、お客様への訴求力や満足度を高める
広報の実現について、2018年度実績におい
て、目標達成に向けて着実に取組みを進捗さ
せることができた。

広報ツール（媒体）
のあり方検討・最適
化

広報目的に合わ
せ、様々な媒体を活
用

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 お客様への訴求力やお客様満足度を高める広報の実現　

戦　　　　　　略 効果的・効率的な広報による情報発信力の強化

３年後の到達目標
○　ホームページをはじめとする広報ツールの見直し・最適化、情報の見える化による社内連携の推進、メディアリレーションの強化や地域・業界との広報ネットワークの連携推進により情報発信力を強化し、
　　お客様への訴求力、お客様満足度を高める広報を実現していく。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度
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○3年後の到達目標の達成に向けて、各戦略のもと、個別取組事項に着実に取り組んでいる。
○フォーラムの特徴を活かし、現状を的確に把握、分析しながら必要な取組につなげていくことで、2018年度時点において到達すべき点に達していることは大いに評価できる。

戦略① 組織力強化に資する働き方改革及び人材育成の推進
　フレックスタイム制の一部試行的実施や、テレワークの導入に向けたＰＴの立ち上げなど、働き方改革の推進に向けた取組を段階的に着実に進めている。

戦略② 東京2020大会競技会場の着実な整備
　東京2020大会競技会場として万全の準備を図るよう、アクセシビリティ・ガイドラインなど、各種ガイドラインへの対応等について組織委員会と連携しながら必要な調整を着実に進めている
ほか、仮設オーバーレイ計画へ積極的に関与している。

戦略③ MICEの積極的誘致に向けた取組の推進
　先略的なMICE誘致に向け、「東京都MICE連携推進協議会」への参画など、長期的な視点に立った誘致活動の実施に加え、認知度向上のための海外展示商談会や観光プロモーションへの参加
（年2回）やMICE人材の育成など、総合的な取組を計画的に実施している。

戦略④ 稼働率向上及び施設利用料金体系の最適化に向けた取組の推進
　ホールの稼働率向上に向けて、ホールの見学会のほか、注目業界や成長産業など新たな分野への積極的なアプローチを行っている。既に新たな分野として金融IT系や興業物販系を開拓するな
どの成果が出ており、主要ホールの稼働率は83.7%で年間目標値(83.2%)を上回っている。

戦略⑤ 主催事業の新たな展開
　LFJ音楽祭では、東京国際フォーラムが参画する実行委員会において、より幅広い世代に訴求力のある曲目の採用など、プログラム内容を充実する見直しを行ったほか、キッズジャンボリーに
おいてはプレ2020を意識し、組織委員会等との連携を強化している。また、主催事業の再構築に向けた検証や事業経費の再点検など、着実に取り組んでいる。

戦略⑥ 効果的・効率的な広報による情報発信力の強化
　社内横断ＰＴを活用した公式ホームページのリニューアルや、外部専門家を活用した効果的なメディアアプローチの検討など、社内外の資源を有効に活用して情報発信力の強化につながる取
組を進めている。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京国際フォーラム 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)

198



①／ 6

①

①

　地域の更なる発展を目指して、情報発信の
強化・改善や、環境対策や防災対策の取組
を、グループ各社と連携しながら、当社が各社
を先導して推し進めている。
  また、東京2020大会やクルーズターミナル開
業までに具体的なインバウンド対応策を構築
するための調査・分析に取り組んだ。

東京お台場.netについては、企画コンペにて事
業者を選定し、来訪者からのニーズの高いイ
ベントやフォトスポット等の情報を効果的かつ
魅力的に発信するHPへ１１月にリニューアルし
た。また、スマートフォン・タブレット等への対応
や多言語化対応も行い、利便性の向上を図っ
た。

当社HPについては、各社の事業や経営情報
等が都民から見やすく、探しやすく、分かりや
すくなるよう、１１月にHPを再構成するととも
に、グループ各社からのプレスリリースの集約
を行い、利便性を向上させた。

㈱東京テレポートセンターのHPについては、分
かりやすさに加え、所有ビルの強みをPRする
動画を新たに作成するなど、ビル事業の営業
活動の強化にも活用できるよう、１１月にリ
ニューアルを行った。会議室の空室状況や備
品リストの掲載、部屋の大きさや人数での検
索、最新画像の掲載、申込方法の簡便化等を
進めた。また、HPと会議室システムとの連動も
行ったことで利便性の向上と会議室営業の強
化につながった。

グループ子会社において、温室効果ガス削減
の進行管理や、LED化の推進等を行い、温室
効果ガス削減は予定通り進捗している。

当社においても、グループ共同での環境対策
情報交換会を企画し、臨海地域の環境関連施
設の視察、東京都環境局職員による講演（第３
期計画、東京2020大会に向けた取組）、温室
効果ガス削減状況についての情報共有を行っ
た。引き続き環境対策に関する意識啓発ととも
にガス削減の進捗管理を行う。

東京2020大会では競技施設のみならず、国際
放送センターやメインプレスセンターなどが臨
海副都心に配置予定であり、この地域への関
心が大きく高まることが予想される。その機会
を逸することなく、グループ各社の事業や地域
の情報を見やすく、探しやすく、分かりやすく、
随時提供することで、グループ各社や地域へ
の関心や好感度を向上させる。

都が策定する温室効果ガス削減に向けた第三
期計画を踏まえ、当グループにおける環境対
策の具体的な取組を効果的に実施していくた
めの指針・計画として位置付ける環境行動計画
を策定し、地域における環境活動の強化を図
る。

「経営改革プラン」評価シート

個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

戦　略

団体自己評価2018年度実績

株式会社東京臨海ホールディングス

・グループ各社が相互に連携し、東京2020大会の成功及び各事業やエリアマネジメントの課題に的確に対応している。
・事業やエリア、各社の状況等の情報を的確に発信し、グループの状況の見える化が進んでいる。
・取組にあたっては、当社が各社への働きかけを通じて、グループを先導する役割を果たしている。

３年後の到達目標

経　営　課　題 グループとしての一体感と経営の透明性の向上

グループ経営及びエリアマネジメントに資する連携の強化・情報公開の推進

環境対策における
グループ連携

温室効果ガス削減
の進捗管理

超過削減目標2.8万
トン

各社HP・広報物の
見直し

超過削減3.1万トン
（検証準備中）

東京お台場.netにつ
いて、リニューアル
済み

当社及び㈱東京テ
レポートセンターの
ＨＰをリニューアル
済み

当社HPで子会社プ
レスリリースを集約
済み

評価年度：2018年度

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

東京お台場.net に
ついて、企画提案に
よる見直し

各社HP・広報物の
見直し

親会社HPに子会社
プレスリリース等を
集約
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「経営改革プラン」評価シート
団体名：

戦　略

株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

　地域の更なる発展を目指して、情報発信の
強化・改善や、環境対策や防災対策の取組
を、グループ各社と連携しながら、当社が各社
を先導して推し進めている。
  また、東京2020大会やクルーズターミナル開
業までに具体的なインバウンド対応策を構築
するための調査・分析に取り組んだ。

引き続き、総務・企画担当課長会等を設置・運
用することにより、グループ各社との情報共有・
意見交換を促進し、グループのさらなる連携強
化を図る。

共同防災訓練を1
回、無線訓練10回
の実施

災害掲示板の運用
を開始

これまで実施してきたグループ共同防災訓練
において明らかになった課題や反省点等を踏
まえ、より実態に即した防災マニュアルに改訂
し、それに基づく共同防災訓練を実施する。今
後も共同防災訓練、成果検証、マニュアルの改
訂を継続して行うことで、東京2020大会、大会
後を見据え、グループ全体で発災時の対応や
防災への備えを強化していく。

5月に総務・企画担当部長会を開催し、グルー
プ各社との情報共有・意見交換を実施した。

6月に広報企画担当課長会を開催し、今後の
広報活動について各社との情報共有と意見交
換を実施し、8月にグループ広報戦略を策定し
た。

9・2・3月に総務・企画担当課長会を開催し、東
京2020大会によるグループ関連施設の利用制
約やテレワークについて情報共有した。また、
来年度実施予定のグループ課題解決型プロ
ジェクト研修の検討などを行った。

防災対策における
グループ連携

共同防災訓練1回、
無線訓練10回の実
施

災害掲示板を設置、
運用

グループ間連携用の既存無線機の感度が悪
かったことから、新規で「IP無線機」を導入し、
無線訓練テストを４月に実施するなど、定期的
な訓練を行った。

当社で新たにスマートフォンでも閲覧可能な
「安否確認システム」を導入し、社内の緊急時
の連絡体制をより効率的かつ確実にするととも
に、グループ子会社の防災担当及び都の担当
も対象に含めることで、緊急時の情報共有体
制を強化した。

グループの共同防災訓練については、事前に
グループ各社へ訓練に係るアンケート調査を
実施し、その結果を踏まえ、地震が休日夜間
に発生した想定で「安否確認システム」による
情報連絡訓練を行うとともに、新規導入した「IP
無線機」を使った備蓄品の輸送訓練を行い、
現実に即した訓練を実施した。また、共同防災
訓練の結果を踏まえ、マニュアルを改訂した。

まちづくり協議会においても災害掲示板を設
置、会員38団体に対し運用を開始した。

連絡会の設置
総務・企画担当課長
会の設置・運用

総務・企画担当部長
会、
経理担当課長会等
を実施

総務・企画担当部長
会、総務・企画担当
課長会、広報企画
担当課長会を開催
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「経営改革プラン」評価シート
団体名：

戦　略

株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

　地域の更なる発展を目指して、情報発信の
強化・改善や、環境対策や防災対策の取組
を、グループ各社と連携しながら、当社が各社
を先導して推し進めている。
  また、東京2020大会やクルーズターミナル開
業までに具体的なインバウンド対応策を構築
するための調査・分析に取り組んだ。

　臨海地域には多くの来街者がいるが、臨海
地域内の各エリアを回遊する動きを活性化さ
せる努力が必要と考えている。
　東京国際クルーズターミナルや東京2020大
会を活用したまちづくり・地域価値の向上を図
るためにも、回遊性の強化は欠かせない。

　そこで、グループ各社、更には進出事業者と
連携して、東京国際クルーズターミナルの開業
や東京2020大会開催を念頭に置き、戦略的に
マーケティングを行った。

　具体的には、７月に横浜港振興協会のヒアリ
ング、2月には客船及びインバウンド受入れに
実績のある長崎・博多の客船ターミナル及び
近隣商業施設のヒアリングを実施。最前線の
事例を学ぶことでグループ各社及びヒアリング
参加事業者の戦略模索の一助となった。

　また、現在もSNS調査によるターゲット分析や
交通・ナイトイベントに関する課題分析に取り
組んでいる。

東京国際クルーズターミナルの開業や東京
2020大会の開催を通じて特に海外からの来訪
者が増加することが見込まれている。この好機
を生かして臨海地域の価値を向上させるため、
外国人観光客の地域への誘致策について、グ
ループ各社が連携して取り組んでいく。

他地域の事例研
究、進出企業へのヒ
アリング、SNS調査・
分析等を実施し、新
たなエリアマネジメ

ントを検討

新たなエリアマネジ
メントの検討

他地域の事例研究・
進出企業へのヒアリ
ングにより、新たな
エリアマネジメントの
検討
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LGBT（人権）研修
（新規）

多様な「おもてなし
力」の向上に資する
研修を年2回実施

LGBT（人権）研修
（新規）実施

多様な「おもてなし
力」の向上に資する
研修を2回実施（外
国人おもてなし講座
研修・ユニバーサル
マナー研修）

定期的な研修のほか、新規研修として９月に
LGBT研修、10月に外国人おもてなし講座研修
を行った。

また、社会情勢を受け、９月にタイムリー研修と
して幹部社員向けのハラスメント研修を実施す
るとともに、外部講師による、AI等の最先端技
術に関する幹部研修を実施し、将来の事業展
開に資する取組を実施した。

グループ各社の固有社員が参加する課題解決
型プロジェクト研修において、東京国際クルー
ズターミナル開業を契機とした外国人観光客の
臨海地域への誘致策について検討する。
この研修を通じて、課題発見・問題解決能力を
育成し、グループとしてのチームワーク・きずな
等を醸成する。

テレワークの実施状況について、結果の評価
を踏まえ、グループ各社での実施に向けて検
討を進めていく。

テレワーク、時差勤
務の実施

実施内容の検討

社内インフラの整備

試行実施

結果の評価

制度の見直し検討

テレワークは、当社
において2018年6月
より試行実施

円滑にテレワーク業
務を推進することが
できた。

アンケート結果等を
踏まえ、次年度も現
行制度を継続するこ
ととした。
時差勤務を、㈱東京
テレポートセンター
で導入

東京2020大会中の対応も見据えて、テレワーク
や時差勤務の導入に積極的に取り組んだ。

テレワークについては、当社が率先して6月から
試行を開始し、グループ各社が参加する総務・
企画担当課長会において取組内容の共有を
行った。

時差勤務については、2017年度導入した当社と
㈱東京ビッグサイトに続き、当社の取組内容を
参考に、㈱東京テレポートセンターで導入した。

　グループ内外との人事交流や時宜にかなっ
た研修制度により、事業や地域に精通し多彩
な経験を積んだプロパー社員がグループの中
核を担えるよう、人材育成を着実に進めてい
る。
　また、様々な事情を抱えた社員にもより働き
やすい職場となるよう、テレワークの本格実施
に向けて着実な取組を進めている。

団体自己評価

プロパー社員のグ
ループ内外への人
事交流の実施

人事交流実施に当
たっての課題整理と
対応策の検討

人事交流の試行等
の検討

グループ内人事交
流の来年度からの
本格実施に向け、具
体的なポスト等につ
いてグループ各社と
検討し、2019年度か
ら実施することを決
定した。

これまで、各社の取組や共同研修などを通じ
て、グループ各社の中核を担う固有社員を着実
に育成してきた。
今後は、グループ全体として臨海地域の更なる
発展に寄与できる人材を育成するため、人事交
流によりグループ他社で経験を積むことで地域
やグループの課題を共有し、広い視野を身につ
けさせることが重要となっている。

これまでの人事交流を継続しつつ、成果分析
を行い、拡充に向けた検討を行っていく。

2018年度実績 要因分析 対応方針

グループ共同研修

多様な「おもてなし
力」向上に資する研
修を初開催
・ブラインドサッカー
研修
・ユニバーサルマ
ナー研修

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

経　営　課　題 グループを支える人材の育成

戦　　　　　　略 人材の育成に資する制度整備

３年後の到達目標
・グループ内外との人事交流や時宜にかなった研修制度により、事業や地域に精通しつつ多様な経験を積んだプロパー社員がグループの中核を担い、臨海地域の発展に寄与している。
・グループにおいて多様な働き方が実施され、人材マネジメントに良い影響をもたらしている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度
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団体自己評価

進出企業と連携した
エリアマネジメントの
実施
（まちづくり協議会事
業）

　東京2020大会の成功に地域として貢献する
ため、現在、進出企業とも連携しながら、取組
を進めている。そういった取組を大会後の地域
価値向上につなげていくことが重要である。
　そのため、賑わい創出や回遊性向上の取組
をレガシーとして東京2020大会後の地域価値
向上につなげていけるよう、着実に対応を進め
ている。

まちづくり協議会のにぎわい集客、環境、防災
の各PTにおいて、進出企業と密に連携し、地域
価値向上に資するエリアマネジメントに取り組ん
だ。

にぎわい集客では、東京2020大会勉強会の開
催、集客が弱まる夜間の賑わいを強化するた
め、サッカーワールドカップでパブリックビューイ
ングを補助制度でサポートしたほか、パラリン
ピック２年前イベントの一環で、アギトスカラー3
色のライトアップを地域の施設で実施した（Ｐ、
Ｄ）。また、エリアマネジメントの今後の課題や
ニーズ等について進出企業へのアンケートなど
にも取り組んでいる（Ｃ）。アンケートの結果、厳
しい制限が設けられている屋外広告物の掲出
緩和の要望が多く、2019年度にデジタル広告技
術等の活用について、検討していくこととした
（A）。

環境については、花と緑のおもてなしプロジェク
トや花と緑のフラワーフェスタで、花の苗植えや
チューリップの球根植えを進出企業や臨海地域
の学生の参加を集い、実施（Ｐ、Ｄ）。実施後の
PTにおいて、結果報告や反省点・改善点の意見
交換を実施している（Ｃ）。

防災については、東京2020大会に関するセキュ
リティ対策や交通規制の情報収集を行い、進出
企業と共有するとともに、大規模テロ災害を想
定した国民保護訓練に進出事業者とともに参加
する等した（ＰＤ）。

引き続き、進出企業との関係強化に努め、一丸
となってエリアマネジメントに取り組む。目前に
せまった東京２０２０大会の成功のために、事業
ごとに実行委員会方式を採用するなど、迅速か
つ柔軟な地域連携にも取り組んでいく。これは、
大会後のエリアマネジメントの強化にもつながる
ものと考えている。

屋外広告物の掲出緩和について、広告技術等
（デジタルサイネージ等）の新設・活用実現に向
けて、事務局で相応しい使い方を検討し、素案
を提示する（Ｐ、Ｄ）

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

経　営　課　題 臨海副都心の活性化

戦　　　　　　略 エリアマネジメントの拡充

３年後の到達目標

・地域の活性化、魅力の向上を図り、都の臨海地域開発に貢献する。
・年間50万人の来街者数の増加を目指す。
・当社が事務局を務める進出企業38社から構成されるまちづくり協議会を活用し、毎年、各取組におけるＰＤＣＡサイクルを回し、レベルアップを図る。
・当社の経営改革において最も注力する事項として、経営資源を投入していく。

個別取組事項 ～2017年度

進出企業と連携した
エリアマネジメントの
実施
（Ｐ、Ｄ）

新たな進出企業へ
のヒアリング調査を
実施（Ｃ）

分析
（Ａ）

にぎわい集客、環
境、防災の各PTで
事業を実施
（Ｐ，Ｄ）

進出企業に対するア
ンケート・意見交換
を実施
（Ｃ）

アンケート結果を分
析し課題を整理
（Ａ）

2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

情報発信

東京お台場.netの課
題分析

Free Wi-Fiの設置

地域ポータルサイト東京お台場.netの利便性を
向上させるとともに、SNS調査などを踏まえ、イ
ベントや観光スポット、ＳＮＳ映え等に関する内
容を充実させ、地域の強みを活かした来街者の
誘引や周遊性の向上を図る。

区役所や地域の事業者と連携して、お台場.net
に関するポスター等の設置、デジタルサイネー
ジでの広告等を進め、地域の周遊性につなげ
る。

ゆりかもめの沿線に訪問したインバウンド客の
利便性の向上を図るため、車内のFree Wi-Fiに
ついて、2019年度は、さらに１５編成で利用が可
能となる予定（合計２４編成）。

東京お台場.netについては、企画コンペにて事
業者を選定し、来訪者のニーズの高い情報を効
果的かつ魅力的に発信するHPに更新した。

また、スマートフォン・タブレット等への対応や多
言語化対応も行い、利便性の向上を図った。

SNS調査では、景観の良さを臨海地域の長所と
する声が多かったため、フォトスポットやドローン
による空撮動画等を東京お台場.netに掲載し
た。

アクセスの悪さ、地域内の周遊性の少なさ等を
課題とする声に対応するため、東京お台場.net
において、まちづくり協議会で運営している巡回
バスのPR強化や観光等におすすめの周遊モデ
ルの掲載を行った。

ゆりかもめにおいて、１６駅（全駅）及び車両９編
成でFree Wi-Fiのサービスを実施した（2018年
度末時点）。

　東京2020大会の成功に地域として貢献する
ため、現在、進出企業とも連携しながら、取組
を進めている。そういった取組を大会後の地域
価値向上につなげていくことが重要である。
　そのため、賑わい創出や回遊性向上の取組
をレガシーとして東京2020大会後の地域価値
向上につなげていけるよう、着実に対応を進め
ている。

東京お台場.net の
見直し
マーケティングや運
営体制の検討を含
め企画提案により発
注を行う

東京お台場.net につ
いてリニューアル済
み

ゆりかもめ車内での
Free Wi-Fiの設置

当社は地域価値を向上するために、イベントを
契機とした賑わいの創出を行っている。

東京味わいフェスタなど従来から実施している
主要イベントについて、テレビ等の広報活動を充
実させた。
新規イベントとしては、大江戸花火大祭を初開
催し、8万4千人の参加者を集めた。

夜のにぎわい創出に向けた取り組みとして、大
江戸花火大祭の開催日に、近隣商業施設の営
業時間を23時まで延長する調整を行い、実現し
た。

新クルーズターミナルの開業も見据えた地域の
周遊性向上に資する取組の検討に着手した。

東京2020大会に向けて、競技会場予定地をつな
ぐシンボルプロムナード周辺など、来訪者の往
来増加が見込まれるエリアを中心に、暑さ対
策、イルミネーションなどの装飾、各種イベントを
展開し、それらをレガシー・観光資源として大会
後に活用することで地域価値を高めるとともに
課題である周遊性の向上にも取り組んでいく。

東京2020大会に向けて行う、各種新規イベント
について、大会後も継続して実施できるかの検
討を行っていく。

夜のにぎわい創出に向けた、近隣商業施設の
営業時間延長について、他のイベント開催時に
おいても、働きかけを行っていく。

新クルーズターミナルの開業も見据えた地域の
周遊性向上に資する取り組みの検討を進めて
いく。

イベントの実施
（ホールディングス
事業）

各種イベント等を実
施

主要イベントの集客
増
新規イベントの誘致

主要イベントの集客
が約１割増
　

新規イベント誘致
（１件）
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ゆりかもめ
新型車両の導入

新型車両導入に係
る設計等

１編成（６車両）新規
導入

1編成（6車両）新規
導入

６月に車両基地内へ１編成搬入し、試走線、検
修棟、本線にて各種試験を行い、新型車両の
導入を予定通り行った。

また、営業運転開始にあたり、プレス向け内覧
会や関係者向け試乗会、公募により親子グ
ループが参加する出発式を開催するなど様々
なPRを行うとともに、新型車両関連グッズや記
念デザインの一日乗車券を発売するなど、集
客増につながる取組も行った。

　大会期間における事業の課題や制約に的確
に対応するため、アクセシビリティ・セキュリ
ティ対応や、ビッグサイト展示棟の円滑な運営
に努めている。

南展示棟
工事

青海展示棟
工事

南展示棟は予定通
り工事が進行し、
2019年7月より供用
開始予定

青海展示棟は予定
通り完成し、2019年
4月より供用開始

各社の業態に応じ
たセキュリティ対策
の実施

東京臨海熱供給㈱において内閣府サイバーセ
キュリティーセンターNISC主導のリスクアセスメ
ントを実施。
㈱ゆりかもめと警視庁で合同のテロ対策訓練を
実施。
ビッグサイトでは、展示ホール内で、警察、当社
警備会社などと合同で、イベント開催中のテロ
を想定した「大規模施設テロ対処合同訓練」を
実施。

また、他のグループ各社においても、サーバの
セキュリティ強化や緊急時の連絡体制の強化
等を行っている。

セキュリティ対策にグループ各社と連携しなが
ら取り組むことで、更に来街者に安全かつ快適
なサービスを提供していく。

大会による利用制約等に対応するため、南展
示棟及び青海展示棟の供用を開始し、円滑な
会場運営を行っていく。

また、青海展示棟と西または南展示棟で同一
の催事が開催される場合は、シャトルバスを運
行するなど、利用者の利便性を最大限確保す
る。

南展示棟、青海展示棟の工事管理を適切に行
い、計画通りの供用開始（南展示棟は見込み）
となった。

加えて、一件でも多くの展示会等が円滑に開催
できるように、利用制約期間中においても最大
限の利用面積を確保し、丁寧な日程調整、展
示場利用者向け説明会（7月）など、各種サ
ポートを行った。

引き続き、滞りなく、新型車両の導入を進めて
いく。

テロ対策訓練等セ
キュリティ対策の実
施

東京2020大会までに必要な改修を完了させる
ように、スケジュールの調整及び進行管理を徹
底した。

新たにアクセシブルルート最寄駅と想定される
駅が、２駅追加になったが、引き続き、
「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」等を
踏まえた適切な対応を行っていく。

対応方針

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

セキュリティ対策

東京ビッグサイト展
示棟利用制約の対
応

南展示棟
工事

青海展示棟
設計

経　営　課　題 東京2020大会成功に向けた対応

戦　　　　　　略 東京2020大会を経たグループの発展

３年後の到達目標

・グループと都との連携を密にすることにより、大会に伴う地域の変化に関する情報収集と準備を適切に行っている。
・その結果、大会期間における事業の課題や制約に的確に対応することができている。具体的には、アクセシビリティ対応が必要なゆりかもめ６駅で各種改修を実施、展示会場面積の拡大
（95,420㎡ → 115,420㎡）、新型車両８編成を導入してゆりかもめ全車両26編成（156車両）を新型に更新などにより、東京2020大会の成功をグループの発展へと結びつけている。

団体自己評価

アクセシビリティ対応

誘導サイン
１駅
誘導ブロック
３駅
エレベーター
２駅
多機能トイレ
２駅
ＬＥＤ照明
３駅

誘導サイン
５駅
誘導ブロック
２駅
多機能トイレ
１駅

誘導サイン　　５駅
誘導ブロック　２駅
多機能トイレ　１駅
LED照明　１駅
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⑤

⑤

団体自己評価

戦略的な
投資

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

交通事業
・車両購入　6億円
・サイン工事　3億円

11月運行開始した7500系新型車両１編成を購
入した。新型車両は、車内FreeWi-Fiの設置、各
ドア上部に液晶画面を２面設置、車いすスペー
スの手すりの二段化、空調装置の改善など、お
客様の利便性・快適性の向上を図っている。

サイン工事については、各種法令に基づくガイド
ライン等に適応させ、順次各駅において実施し
ているが、一部の駅については、2018年度発
注、2019年度完了となるため執行残が発生し
た。

今年度、完了に至らなかった一部駅について、
着実に工事を進めていく。

熱供給事業

・冷凍機更新
　13億円

経　営　課　題 各事業の設備更新期への対応

戦　　　　　　略 戦略的な投資の実施

３年後の到達目標
・大規模更新や東京2020大会対応等に向け、３年間で500億円の投資を行う。熱供給の高効率設備の導入、ゆりかもめ新型車両の導入、ビル・ふ頭設備の計画的な修繕等により、グルー
プの提供するサービスの快適性・利便性・安全性の向上を図る。
・投資内容については、子会社との協議等を通じて適切なチェックがなされており、グループにとって有用なものとなっている。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

グループの提供するサービスの快適性・利便
性・安全性の向上につながる有用な投資を、計
画的に行っている。

・冷凍機３機更新
 13億円

冷水を製造する冷凍機等は老朽化が進んでお
り、熱供給システムの機能維持・向上、維持管
理コストの抑制のためには計画的な機器更新が
必要である。

20年以上経過した15機の冷凍機の更新を平成
27年度から順次行ってきており、30年度は３プラ
ントで各１機ずつ冷凍機３機の更新を行うことで
累計8機の更新実施済。

効率的な設備運転を示す指標COPはH26年度
の1.20からH29年度は1.25（清掃廃熱蒸気調整
後）に上昇している。

老朽化した冷凍機の更新を着実に進めていく。

設備投資額
　210億円

（主な内容）

・車両購入
　6億円
・サイン工事　6億円

資金収支計画の把握、必要に応じて、グループ
ファイナンスの活用を検討していく。

グループ全体の事業管理を着実に行うため、子
会社から定期的に長期資金収支見積書の提出
を受け、ヒアリングを実施するなど、資金収支計
画の把握を行うとともに事業の進捗確認を行っ
ている。

設備投資額
180億円

設備投資額
130億円

資金収支計画の把
握、グループファイ
ナンスの活用の検討

資金収支計画の把
握、グループファイ
ナンスの活用の検討
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「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度

グループの提供するサービスの快適性・利便
性・安全性の向上につながる有用な投資を、計
画的に行っている。

青海埠頭の再編整備は、同埠頭関係者が中防
外側Y2へ移転することを契機として、具体的な
検討に着手することを予定していた。
しかしながら、検討着手の前提となるY2旧借受
予定者が平成29年に破綻したため、その予約
契約解除にかかる調整に時間を要した。
また、それに伴い、Y2再公募のスケジュールが
後ろ倒しとなったこと等により、当初見込みより
も事業スケジュールに遅れが生じることとなっ
た。
今後、再編レイアウトや施工手順等必要な検討
を進めた上で、関係者と具体的協議・調整を
図っていく。

コンテナ埠頭クレーン更新工事については、利
用船舶の大型化に対応した更新を着実に実施
していく。

埠頭事業

・各ビル設備更新
26億円

・コンテナ埠頭クレー
ン更新工事　25億円
・中防外側Y2CY等
整備工事
　45億円

・コンテナ埠頭クレー
ン更新工事　29億円

・中防外側Y2CY等
整備工事　36億円

ガントリークレーンを耐用年数や利用者の寄港
船舶の大型化等のニーズに合わせ、計画的に
更新している。更新する際には、環境負荷の低
減のため、エネルギー効率の高い電力回収装
置付きクレーン（インバータ制御）を採用した。ま
た、羽田空港が近接するため、航空制限に適応
したクレーンの制作を実施した。

中防外側Y2CY等整備については、借受者の変
更に伴い、当初のオーダーメイドのレイアウトか
ら大幅に変更し、新たな借受者でも使用できる
レイアウトの整備を行った。

・各ビル設備更新
　16億円
(ビッグサイト　13億
円)
(ＴＴＣ  3億円）

㈱東京テレポートセンターにおいては、トイレ改
修及び空調設備の改修などを実施し、ビル機能
の維持向上とともに、お客様のビル利用満足度
の向上を図った。
㈱東京ビッグサイトについては、TFTビルについ
て、第1期大規模修繕を中心に各ビルの今年度
予定工事を実施（計画通り進行中）。なお、計画
額と実績額の差は、契約差金や工事スケジュー
ルの見直し等による。
パークビル、タイム24ビルは第1期、TFTビルは
第2期大規模修繕計画策定委託を実施し、大枠
の計画は策定済み。

ビル事業
最新のテナントの入居動向を踏まえ、２０１９年
度においても状況に応じた設備投資を行ってい
く。
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⑥

⑥

貸付利率の見直し

既存貸付金の借換
え

貸付利率を0.5％引
き下げ
（1.136％→0.636％）

資金調達を行うグループ会社がよりメリットを享
受できるよう、７月に資金貸付要領を改訂し、貸
付利率を金融市場環境に見合った水準に見直
し（引き下げ）を実施した。

９月の約定返済日にあわせ、既存貸付について
も見直し後の貸付利率を適用した。
（147百万円の負担減※完済まで利率変動がな
い場合）

貸付利率については、次年度以降も金融市場
環境を注視しつつ、必要に応じて見直しを行っ
ていく。

引き続き、金融市場環境を注視しつつ、必要に
応じて基準見直しを検討する。

外部運用基準の見
直し

運用商品の拡大等
の基準見直し

運用期間の長期化
を検討

基準見直し済

年度前半に社債・CPを中心として運用を行うこ
とで、現行の金融市場環境下でも、一定の利益
を確保することができた。

更なる運用利益確保のため、次年度以降に運
用期間が３～５年の商品を選択できるように基
準を設定した。

団体自己評価

(株)東京テレポート
センターの借入金の
返済

繰上償還を実施

借入金残高
　558億円

借入金残高
　512億円

借入金残高
　512億円

ビル事業において入居率向上のため、テナント
獲得に向けた営業強化やビルの認知度向上に
取り組んだ。

その結果、臨時駐車場利用台数の減少等によ
る臨時駐車場収入の減少があったものの、一
定の収益を確保し、計画通り返済できた。

引き続き、計画どおり着実に返済していく。

計画通りの着実な借入金の返済や、金融市場
環境に応じた基準の見直しなどにより、資金の
効率的な運用に努めている。

子会社への資金貸付
2013年、2014年子
会社への貸付を実
施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 財務指標の健全化

戦　　　　　　略 グループ資金効率の向上

３年後の到達目標

・グループ子会社である（株）東京テレポートセンターの民事再生計画に基づく借入金の返済を着実に進めていく。
　（３年間の返済額 137億円）
・強固な財政基盤の確立のため、連結自己資本比率を現状の45%から毎年１％ずつ高めることを目指す。
・中長期の運用期間の運用比率を高め、運用収益の増加を図る。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社東京臨海ホールディングス 評価年度：2018年度
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評価年度：2018年度

　
　次のとおり、経営改革プランで掲げた個別取組事項に着実に取り組み、成果を上げている。

①グループ経営及びエリアマネジメントに資する連携の強化・情報公開の推進
　親会社であるＲＨＤが、広報、環境、防災、エリアマネジメント等の各事項に対して、グループ各社を先導する役割を果たしており、課題に的確に対応している。

②人材の育成に資する制度整備
　ＲＨＤが、グループの中核を担う職員育成制度の整備や、能力の向上に寄与する共同研修の開催、多様な働き方に向けた制度導入を、主導的に行っている。

③エリアマネジメントの拡充
　進出企業の意見を集約した課題として屋外広告物の掲載緩和の検討に着手し、また、大型イベントの誘致や利用者ニーズに応じた情報発信にも精力的に取り組んでいる。

④東京2020大会を経たグループの発展
　東京2020大会成功へ向けた施設の改良を行うとともに、大会期間中の課題に対しても対応策を講じるなど丁寧に対応している。

⑤戦略的な投資の実施
　熱供給、交通、ビル、埠頭の各事業で将来を見据えた設備投資が行われている。

⑥グループ資金効率の向上
　借入金返済を計画どおり実施するとともに、グループファイナンスについて、金融市場環境に応じて運用収益の増加を図るための基準見直しが行われている。

　今後とも、「経営改革プラン」の推進により、グループの機能強化とエリアマネジメントの拡充を進めていくよう、局として指導・監督を適正に行うことで東京臨海ホールディングスグルー
プの戦略的活用を図っていく。

株式会社東京臨海ホールディングス

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

一次評価(所管局評価)
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①

①

都立職業能力開発
センター（職業訓練
校）への募集活動

一部の職業訓練校
と意見交換し、求人
票を提出（試行）

３か所の職業訓練校
に求人票を提出し、
募集活動開始

６か所の職業訓練校
に求人票を提出し
１３名を採用

職業訓練校と意見交換を実施したところ、想定以上
に電気や機械、ビルメンテナンス関係の学科の履
修内容が当社事業とマッチしていることが分かっ
た。このため、業務内容のより深い理解につなげる
ため、教師及び生徒を招いた職場見学会を４回開
催した上で６校に求人票を提出した。その結果、１９
名から応募があり、１３名を採用した。

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

４名を採用

・交替制勤務の社員
に時差通勤制度を
導入
・代休制度の見直し
を実施
・昇任制度の改正を
実施
・初任給の改正を実
施

民間の鉄道会社を
はじめとする各社を
訪問し、そのうち２社
から２名を採用

・求人広告の掲出を
拡充
・会社案内パンフ
レットの刷新
・社員採用向け動画
の新たな作成に向け
検討を開始

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

東京交通サービス株式会社

前回募集時の採用充足率（43％）の結果を受け、労働市場の環境変化に柔軟に対応した採用活動を新たに実施し、　　採用充足率100％を達成するとともに、待遇改善策を講じて固有社員が
増加する中においても現在の高い社員定着率（2017年度実績98％）を維持している。
　（採用充足率＝採用者数／募集人数）

３年後の到達目標

経　営　課　題 人材の確保

先を見据えた積極的な採用活動による人材の確保

採用活動期間の柔
軟な設定

―
検討
都との調整

給与水準の
弾力的な運用
及び待遇改善策の
検討

―
検討
都との調整

同業他社の雇用終
了者に対する採用
活動

―
同業他社を個別訪

問（２社）

リファラル採用（社員
紹介採用）

― 採用者の獲得

戦　略

交通局を支える総合保守会社としての役割を
果たしていくため、受託業務が年々拡大する中
でも、必要な人員の確保ができている。これま
では、会社ホームページや都営地下鉄の中づ
り広告による募集活動を実施してきたが、採用
チャネルを増やし、職業訓練校への働きかけ
やリファラル採用、バス車内や日暮里・舎人ラ
イナーの駅への求人広告の掲出などを新たに
実施したことで一定の応募者数を維持し、社員
の質の確保にもつながっている。
なお、定着率は2018年度実績で96％で高い数
字を維持しているものの、大手鉄道会社へ転
職する者が複数名いるなど、予断を許さない状
況である。このため、健康増進や社員間のコ
ミュニケーションの拡充に対する会社の支援な
ど、さらなる待遇改善策を講じ定着率の維持を
図る。

・交替制勤務の社員にも時差通勤制度を導入し、
対象社員の約４０％が利用した。
・休日勤務の代わりに休暇取得か割増賃金かを選
択できる制度の導入をした。
・プロパー社員のモラールアップを図るため、役職
（部長代理・統括課長）を新設することにより早期に
管理職に昇任できる制度を導入した。（平成３１年
度期首導入。）。
・他社から転職して入社するなど年齢の高い新入
社員の処遇を改善するため、初任給の年齢加算を
見直し、初任給の改善を図った。

・駅やバス車内への求人広告の掲出を拡充した。
・毎年作成している会社案内パンフレットについて、
社員の生の声を紹介するなど、入社希望者を含む
多くの方に会社の魅力が伝わるよう編集し、刷新し
た。
・求める人材の特性を鑑み、動画による採用案内
が必要と考え、作成に向けて効果的なコンテンツを
映像制作会社と検討した。

会社ホームページについて、スマートフォンで見る
機会が増えており、社員がその場で知人に説明・紹
介しやすいよう、スマートフォン対応版を新たに構
築した。また、社内ネットワーク掲示板で採用情報
を掲載し、社員による紹介活動を積極的に行うよう
奨励した。その結果、１１名から応募があり、４名を
採用した。

経営機能やガバナンスの強化を図る観点から、常
勤取締役全３名中１名について民間人材を招聘す
ることとし、民間鉄道会社出身者が常務取締役に
就任した。
プロパー社員が監理業務の知識・技能を習得する
には相当の期間を要し、指導育成を担う社員が不
可欠なことから、大手建設会社で土木工事の監理
業務を経験した者を採用した。

引き続き、都と調整しながら適正な給与水準を目指
すとともに、給与面以外の待遇改善を組み合わせ
社員の帰属意識を高め、働きやすい会社を目指
す。

採用活動を実施する際は、求める人材の属性や行
動傾向に応じた手法をとるとともに、他の民間企業
の優れた取組から学ぶなど、時流をとらえ柔軟に実
施していく。

社員から直接説明を受け、会社の現状を理解して
入社することで、ミスマッチを防ぎ社員の定着に効
果的と考えており、引き続き積極的に実施する。

今後、交通局を定年退職する職員も少なく、同業他
社からの即戦力社員の獲得が必要となってくる。し
かし、鉄道事業における電気や機械、土木部門を
経験し、雇用満了する人材は非常に限られることか
ら、より一層協力会社をはじめとする各社から人材
情報の収集に努める。

団体自己評価

職業訓練校においては卒業生の入社後の取組状
況や知識・技能の習得も着実である。このため、近
県の訓練校に範囲を広げ意見交換を行うとともに、
職場見学会にも力を入れ、応募者の拡大を目指
す。
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②

②

サテライトオフィスの
導入

― 導入に向けた検討 導入事業所を選定中
2019年度の導入に向けて、サテライトオフィスの導
入事業所を選定している。

社員が都内広範にわたる作業現場から本社等に
戻ることなく執務できる環境を整備し、業務の効率
化を図るため導入を目指す。
なお、生産性向上や業務効率化に向けて新たな観
点から検討を行い、サテライトオフィスの導入に加
え、複数の事業所を１か所に集約するオフィスの再
編を実施し、本社と事業所間の連絡業務等の効率
化を図る。

検討
同業他社へ短期間
派遣

当社の車両検査担当者に車両整備の実作業を学
ばせるため、延べ20日間（一人当たり10日間）他社
へ派遣した。

今回は、車両整備の実作業を学ばせるための派遣
を実施した。今後は、会社の中核を担いうる人材を
派遣し、他社の事業執行を経験させることに主眼
を置く。他社の知見を身に付け当社にフィードバッ
クすることは、人材育成や会社の技術力向上に資
するため、より長期間の派遣の実施に向けて他社
と協議する。

社員が外部の専門機関から技術ノウハウを得るこ
とは、新たな機器の保守管理に速やかに対応する
ためには不可欠であるとともに、中長期的には会
社の技術力の底上げにも寄与することから、継続
的に取り組んでいく。また、今後は、各人が保有す
る技術の「継承スキル」も重視し、コーチングやコ
ミュニケーション等の研修も取り入れていく。

社外ノウハウの積極
的活用

―
外部専門機関による
研修受講率40％

外部専門機関による
研修受講率65％

・鉄道総研や日本鉄道電気技術協会等が主催す
る研修を社員個々の技術レベルに応じて受講させ
た。
・ホームドア設備や駅務機器の保守は、多種多様
な機器を取り扱うため、メーカーの製造工場や研修
施設に出向いて技術者から直接保守作業を学ぶ
取組を職場単位で実施するなど、研修受講率の向
上に努めた。

団体自己評価

交通局へ出向
（行政実務研修員派
遣扱いでない）

行政実務研修員派
遣実施
（累計７名）

出向制度検討
（局・当社）
都との調整

相互の人材交流に
向けて協議

現在、団体から都への交流は研修扱いのみとなっ
ているが、行政実務研修員扱いでない出向制度の
導入に向けて交通局と協議を行った。

都で2018年度に策定した「東京都人事交流指針」
では、団体から都への交流は引き続き研修生扱い
となっている。都との調整の結果、研修生扱いでな
い出向は現行制度の中では難しいことが判明した
が、引き続き適切な人材交流の方法について、都
との調整を進める。

社員の技術力向上と技術継承については、交
通局を定年退職し当社に入社する社員の減少
や、在籍する局OB社員の高齢化が進行してお
り喫緊の課題となっている。この状況下で、交
通局以外の外部ノウハウも意識的に活用する
こととし、車両整備会社への短期派遣を実施
し、外部機関の研修受講率については目標を
上回った。
また、駅務機器やホームドアの保守点検で
は、実際の駅務機器を購入して中堅社員によ
る実技指導や、ホームドア製作中の工場に中
堅社員が赴いて構造を把握し、作業手順を事
前に考案するなど、固有社員の技術力が着実
に高まってきている。
効率的な働き方を目指して、サテライトオフィス
導入の準備を進めている。

同業他社との
人事交流

―

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 社員の技術力向上と技術継承

戦　　　　　　略 人財重視の経営（技術力向上と技術継承に向けた意識改革及び働き方改革を実行）

３年後の到達目標
局ＯＢ社員と固有社員間の技術継承にとどまらず、固有社員間での技術継承も開始し、会社の技術力の底上げが図られている。
社員一人ひとりに時間を有効活用する意識が高まり、生産性の向上と業務の効率化が進展し、年次有給休暇取得率が５％アップしている。（2016年度年次有給休暇取得率：83％）

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京交通サービス株式会社 評価年度：2018年度
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事業の継続的改善
への取組

【試行実施】
・指標の設定
・役員会における会
計区分ごとの評価

【試行実施】
・指標の設定
・役員会における会
計区分ごとの評価
・必要に応じた事業
見直し

各事業ごとの収益性を比較するため、粗利率（売
上総利益／事業収入）を指標として設定し、月次で
算出した上で役員会で毎月報告した。駅務施設事
業と電気施設事業は粗利率１０％を超える高い収
益性となっている。その他の事業も一桁の粗利率
を確保し、赤字の事業区分はなかった。

各事業で収入に占める人件費率や外注費率、経
費率に差があるため、区分ごとに指標を追加する。
また、今後は指標が経年で比較できることとなるた
め、月次で比較しながら執行状況の変化を早期に
とらえ、役員会等で対策を議論する。併せて、指標
を適宜活用しながら各事業の経営資源の配分見
直しにもつなげていく。

会計区分の
細分化

対応方針個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

５区分に細分化実施 ５区分に細分化実施

ステークホルダーに分かりやすく丁寧な開示が可
能で、かつ、事業執行を行うに当たり当社の組織
構成と一貫性を持たせる観点から、５事業区分に
細分化を実施した（2018年度決算から開示。）。

会社ホームページや事業報告書で決算を公表する
際に、５事業区分ごとの経営数値を記載するだけ
でなく、各区分の事業内容と数値を併記するなど分
かりやすく公表する。

検討

―

会計を細分化し粗利率を把握することで、当社
利益に対する各事業の貢献度合いや事業ごと
に注視すべき費用区分（人件費や外注費等）
がより明確になった。
また、この指標を毎月の役員会で報告し、執
行状況を評価することで今後の経営に活かし
た。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京交通サービス株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 事業分野ごとの財務情報の開示

戦　　　　　　略 分かりやすく丁寧な財務情報の開示と執行管理の継続的改善

３年後の到達目標

早期に会計区分を細分化することで、経年比較がすでに可能な状態で情報開示を行い、都民をはじめとするステークホルダ－に分かりやすく丁寧に経営の状況を伝える責任を果たしている。
社内においては、細分化した財務情報を基に指標を新たに設定した上で、適宜指標を用いて会計区分ごとに執行状況を評価し、継続的改善につなげる取組を行う。
　　現在の会計区分（２区分）：駅務施設事業、技術事業
　　今後の会計区分（５区分）：駅務施設事業、電気施設事業、車両・機械事業、土木・建築事業、発電事業

団体自己評価
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行政実務研修員派
遣の継続

行政実務研修員派
遣の継続

交通局から当社へ技術移転を進めるため、交通局
が実施する駅務機器の更新業務や昇降機設備の
新設・更新業務、電気・機械設備の工事監理業務
について、１年間に及ぶ行政実務研修員派遣を実
施した。交通局職員から学んだ法令解釈や契約手
続き等の知識がフィードバックされることにより、ノ
ウハウの蓄積・継承に寄与した。

工事監理や保守管理における交通局からの技術
移転を着実に実施するためには、社員を交通局に
派遣し業務内容を理解させるとともに、今後は当社
が当該業務を担う意識の下、計画や設計段階から
関与することが重要であるため、継続していく。

都で2018年度に策定した「東京都人事交流指針」
では、団体から都への交流は引き続き研修生扱い
となっている。都との調整の結果、研修生扱いでな
い出向は現行制度の中では難しいことが判明した
が、引き続き適切な人材交流の方法について、都
との調整を進める。

現在、団体から都への交流は研修扱いのみとなっ
ているが、行政実務研修員扱いでない出向制度の
導入に向けて交通局と協議を行った。

相互の人材交流に
向けて協議

出向制度検討
（局・当社）
都との調整

【組織】
　　―

次年度以降の受託
拡大を見据え、新た
な行政実務研修員
を派遣

局職員が当社に派
遣され、電気・機械
設備の工事監理業
務を新規に受託し業
務を立ち上げ

行政実務研修員派
遣で局からノウハウ
提供を受ける

局職員が当社に派
遣され、業務立ち上
げ【人材交流】

交通局と
体制構築に向けた
検討

工事監理専管組織
の設置に向けた検
討

新宿線ホームドア設置後の１か年検査など、より精
密な検査が予定されている中で円滑に対応してい
く。また、設置から20年を経過した三田線ホームド
アについては、前例がない更新を控えている。新宿
線の経験を活かし新たな設備の保守管理体制を
早期に構築するとともに、既存設備の撤去から新
設までの一連の対応ノウハウの蓄積を図る。

地下鉄の施設は開業後半世紀を経過したものもあ
り、老朽化が進んでいることから、更新工事は今後
長期にわたり相当の業務量があると見込んでい
る。交通局が計画的に工事を実施するためには、
監理業務を当社が極力担うことで局を支えていくこ
とが不可欠であり、今後も、受注拡大に対応できる
体制を整備していく。

電気・機械設備の工事監理業務について、既存の
課内に都派遣社員１名と固有社員４名を配置し業
務を立ち上げた。また、平成31年度期首の専管組
織の設置に向け都と協議し、新たに都派遣社員１
名と固有社員５名を加え、総勢１１名体制とする課
を設置することとした。なお、円滑な技術移転に向
けて交通局の事業所と同じ庁舎内に執務スペース
を設け、密に連携が図れる環境を整備した。

工事監理専管組織
の設置（平成３１年
度期首）

都及び団体相互の人材交流を実施し、ノウハウの
蓄積・共有化を進める取組を仕組み化して、着実
に技術移転を行っていく。また、工事監理業務に限
らず、保守管理業務についても、新たな受託の際
には必要に応じてこの仕組みの活用を図っていく。交通局から当社へ技術移転を進めるため、電気・

機械設備の工事監理業務について、新たな研修員
を派遣した。交通局の立場で様々な工事を経験
し、法令解釈や設計図書の把握等のノウハウの蓄
積につながった。

工事監理業務は、現場レベルでの判断や指示を伴
い、高度な知識・経験を要するため、都派遣社員が
固有社員と共に業務を担い、日々研修を開催しな
がら迅速かつ着実な技術継承に努めた。新たに立
ち上げた電気・機械設備の工事監理業務では、勝
どき駅、日比谷駅等の大規模改良工事や新宿線
ホームドアの設置に至る一連の工事等交通局の主
要事業を局職員と一体となって実施した。

団体自己評価

【１計画～
３契約発注】
当社から局へ出向
し、局の業務を経験

―

会社の成長のためには、これまでの保守管理
主体にとどまらず、より川上の領域への参入
が重要と考え、今年度から、電気・機械設備の
工事監理業務を新たに受託した。保守管理業
務に比べ高い専門性が求められる中、都から
の現役職員の受け入れや都への行政実務研
修員派遣、交通局と合同で実施する研修、社
内での勉強会などあらゆる手段を用いてノウ
ハウの蓄積に努め、障害もなく業務を遂行し
た。今後、部門売上高の目標を達成するため
には、より大規模かつ困難な工事案件にも対
応できるように社員を育成する必要がある。こ
のため、本取組を継続的に行い早期に仕組み
を構築していく。
また、交通局の職員が当社の研修に参加し
て、変電設備の保守管理の実務を学ぶなど、
当社のノウハウを交通局へフィードバックする
ことで双方にメリットのある取組に向けて協議
している。

【４工事監理】
局職員と当社社員
が一体となった監理
体制の構築

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

【５～６保守管理】
当社ノウハウを活用
し、円滑に実施

―
新宿線ホームドアの
順次設置に伴い、保
守管理を開始

新宿線ホームドアの
保守管理を開始

これまで三田線や大江戸線のホームドアの保守管
理を行い、ノウハウは蓄積しているものの、新宿線
のホームドアとは製造年の差から構造や機能に違
いがあった。このため、中堅の固有社員が設計図
書の確認や交通局が実施する製造工場での中間
検査に同行して機構を把握し、早期に作業手順を
考案した。この社員を講師に事前に研修を実施し、
円滑に保守管理業務を開始できた。

経　営　課　題 事業領域の拡大への対応

戦　　　　　　略 局と団体の技術ノウハウの共有化を通した円滑な「技術移転」の仕組みの構築

３年後の到達目標

　交通局と当社の双方にメリットがある戦略的な人材交流を１０名規模で行い、技術移転に向けた仕組みづくりが進展しつつある。

                                                                                                                                                                      完成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務フロー　　１計画　　　  ２設計　　　 ３契約発注　　　　 ４工事・工事監理 　　　 　  ５保守管理（現場管理）　　　　　　６保守管理（現場作業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           現在の事業領域
                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３年後の事業領域

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京交通サービス株式会社 評価年度：2018年度
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―
（2019年度取組事
項）

実証実験 ― ―
（2019年度～2020年
度取組事項）

団体自己評価

新技術の
リサーチ ―

リサーチの実施体制
（人員・資金等）の検
討

リサーチの実施体制
の検討（2019年度期
首に新技術導入担
当者１名を配置）

・リサーチの実施体制を検討し、2019年度期首に
新技術導入担当者１名を配置することとした。な
お、来年度、新技術により課題解決が図れる保守
分野を洗い出すに当たり円滑に業務が開始できる
よう、コンベンションセンターで開催された展示会に
２回参加し、出展企業と意見交換を実施した。
・社員1人で行う作業の確実性・安全性を高めるた
め、ウェアラブルカメラで若手社員の作業状況を遠
隔で監視し、必要に応じてベテラン社員が指示が
できる作業支援ツールの導入を検討した。
・高所等危険箇所の点検の際にドローンの活用の
可能性について検討し、試行的に発電事務所にお
いて送電線支障木の伐採状況の確認などにドロー
ンで撮影した映像を活用した。

新技術導入担当者を配置し、現在、活用が見込ま
れるツールについて検討を深める。また、交通局
や社内各部署と密に連携し、作業時における新た
なニーズの把握と新技術のマッチングに取り組ん
でいく。あわせて、技術系展示会を活用し出展企業
のデモンストレーションを精査することに加え、保守
現場における新技術の活用状況について情報収
集に努めていく。

2018年度はリサーチの体制の検討を計画して
いたが、ドローンを購入し、２名をフライト技術
講習会に参加させて操縦できる社員を育成
し、試行的に活用するところまで進展した。ま
た、作業支援ツールの導入を検討し、これまで
懸案であった社員１人で行う作業の確実性・安
全性確保の課題解決に向けて取り組み始める
ことができた。

（実証実験に向け）
技術提案の
募集

―

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 保守管理業務の変革への対応

戦　　　　　　略 新技術を活用した安全性向上・業務効率化への対応

３年後の到達目標
東京都の外郭団体として安全性の向上や業務の効率化を図ることを目的に新技術を積極的に取り入れることとし、交通局等と連携し実証実験を２件実施する。実証実験を通して保守作業に係
る安全性の向上や時間の短縮等、今後の課題解決に効果的なノウハウの獲得を目指す。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京交通サービス株式会社 評価年度：2018年度

214



戦略①：先を見据えた積極的な採用活動による人材の確保
　昇任制度改正等の待遇改善を実施し、固有社員の育成及び定着率の向上に向けて取り組んでいる。また、会社の魅力を伝えるためのパンフレットの刷新や、都立職業能力開発センター（職業訓練校）
への募集活動及び社内でのリファラル採用の推奨など積極的な採用活動に取り組んでいる。これらにより、定着率は高い水準にあるものの、今後も確実に高い水準を維持できるよう、更なる取組を期待
する。

戦略②：人材重視の経営（技術力向上と技術継承に向けた意識改革及び働き方改革を実行）
　同業他社との人事交流について、実作業を学ぶための短期派遣を始めるとともに、外部専門機関による研修受講については、目標を大きく上回るなど、社員の技術力向上と技術継承に向けた取組を着
実に進めている。また、より効率的な働き方に向けてサテライトオフィス導入の準備など取組が進められている。

戦略③：分かりやすく丁寧な財務情報の開示と執行管理の継続的改善
　会計区分を細分化し、2018年度決算から開示するための準備が進められており、都民をはじめとするステークホルダーにわかりやすく丁寧に経営の状況を伝える責任を果たすための取組が進められて
いる。また、細分化した財務情報をもとに指標を設定し、役員会で継続的に報告・評価することにより経営に活かす取組も行われており、事業の継続的な改善への取組が進められている。

戦略④：局と団体の技術ノウハウの共有化を通した円滑な「技術移転」の仕組みの構築
　会社の成長の柱に育て上げることを目指す工事監理業務について、平成31年度期首に工事監理専管組織を設置したほか、新宿線ホームドア保守管理業務の開始に向け、事前に機構を把握し研修を実施
することで円滑な業務開始に取り組むなど、局と団体の技術ノウハウの共有化を行っており、事業領域の拡大への対応を着実に進めている。

戦略⑤：新技術を活用した安全性向上・業務効率化への対応
　安全性の向上や業務の効率化を図ることを目的とした新技術の導入に向けて、ドローン活用の試行が進められているが、今後、他の新技術の導入も含めてスピード感を持って取り組むよう期待してい
る。
　
全体評価：
　会社は、局と一体で局事業の安全・安心を支える保守専門の会社として大きな役割を担っている。局と一体となってお客様の安全・安心を確保しつつサービス向上に努めるという団体の使命を果たす
とともに、局が目指す会社の将来像である「交通事業の総合保守管理を担うリーディングカンパニー」の実現に向け、取組が着実に行われている。
　今後も、都営交通の安全・安定輸送を支えることはもとより、経営改革プランに掲げた取組を推進し、都営交通の発展に貢献することを期待する。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京交通サービス株式会社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

再採用制度（ジョブリ
ターン）の導入

・制度創設に向けた
整理検討

女性活躍の発信

・女性活躍に関する
情報の自社サイト掲
載検討
・くるみん認定※取
得に向けた事業主
計画の策定

・サイト掲載情報の
整理、掲載
・認定に向けた働き
方見直し月間の設
定、育休取得者の体
験を社内報に掲載

若手社員のモチベー
ション向上

・役員による事業所
訪問及び意見交換
実施

・年４か所以上事業
所訪問等実施
・若手社員の意見検
討、反映

・再採用制度の更なる社内周知を図るとともに、再
採用者及び配置職場の所属長意見の聴取・分析を
行い、必要に応じて、制度改善の検討を行ってい
く。

団体自己評価

・受講後アンケートの分析・検証内容を反映した研
修を実施していく。
・引き続き、研修メニューの拡充を検討し、自己啓
発の支援利用者の分析・検証を実施していく。
・庶務担当課長会での周知や社内電子掲示板への
掲載などの従来の取組に加え、キャリアアップ研修
内での自己啓発支援の周知を図ることで、更なる利
用促進を図る。

2018年度実績 要因分析 対応方針

・都OB社員の確保が困難となっており、組織と
しても業務マネジメント力の強化が喫緊の課題
となっている。社の課題に焦点を当てた研修内
容を主査級社員向けキャリアアップ研修に設
定し、固有社員の管理監督者の育成に取り組
んだ。
また、東京水道の技術系業務を担う政策連携
団体として、会社としての技術力のアピールも
兼ねて、資格取得者数をホームページに掲載
するなど、社員のモチベーション向上につなが
る取り組みも行っている。

・固有社員の企画部門への配置、会社統合に
関する業務への参画など、積極的にマネジメン
ト業務に関与させ、都ＯＢ社員、都派遣社員、
固有社員と互いに連携・協力してＯＪＴによる育
成に取り組んだ。

・再採用制度の導入後、わずかな制度周知期
間であったが、１名の採用を行い、業務を熟知
した即戦力を確保することができた。

・女性応募者の増加に関する取組として、自社
サイトに女性活躍の取組を掲載した。
　また、社内に対しても、働き方見直し月間や
社内報を通じて、両立支援の取組を広く周知し
た。

・役員による事業所訪問を実施し、若手社員と
の意見交換を通じて、会社や水道事業の将来
像に対する意見の吸い上げや業務改善等の発
表など、若手社員のモチベーションを向上させ
る取り組みを代表取締役社長自ら熱心に取り
組み、牽引している。

・これらの取組の結果、固有社員の管理監督
者数は101人・27.2％に増加し、女性社員数は
141人・16.3％と現状維持となった。

・５か所の事業所訪
問を実施、新規採用
者研修などで、若手
社員の意見交換を
実施

・若手社員と役員との意見交換を重ねる中で、事務
系研修の充実化検討会の発足や被服の改善など、
若手の意見を引き出し、業務改善につなげている。
・また、水道法改正、（株）PUCとの合併などに伴
い、会社の将来像等についても、役員との意見を交
わしており、若手社員のモチベーションの向上、育
成に資する取組の一つとして実施している。

・引き続き、役員による事業所訪問を実施し、若手
社員と役員との距離感を縮め、会社への理解を深
めさせる。また、役員が直接、若手社員の意見を汲
み上げることで、普段のＯＪＴとは異なる手段によ
り、若手社員のモチベーション、主体性、積極性を
伸長させていく。

・採用活動期前（１
月）に自社サイトに
女性活躍推進法、次
世代法に基づく取組
を掲載
・８月に働き方見直し
月間を設定、12月社
内報に育休取得者
の体験談を掲載

・近年、女性社員の採用が増えている中で、更なる
女性応募者の増を目指し、自社サイト（企業情報・
採用情報）に女性の活躍への取組を掲載した。
・社内に対しても、働き方見直し月間や社内報を通
じて、両立支援の取組、ロールモデルを紹介してい
る。

・くるみん認定要件の充足に取り組み、更なる女性
応募者の増を目指し、積極的に対外的アピールを
進めていく。
・引き続き、社内における女性、子育て世代の昇任
意欲の醸成、後押しを進めるための制度周知、意
見聴取、分析を実施していく。

・職層別にOJT研修
を計４回開催
・企画部門に固有社
員を試行として３名
配置し、マネジメント
業務を経験
・局との人事交流の
試行として、４名を１
年間派遣

・効果的なOJT体制を構築できるよう、都ＯＢが多
数を占める部長級・課長級、実践者（メンター）を対
象とした研修をそれぞれ実施し、組織として育成す
るOJTの環境づくりを行った。
・試行的に固有社員を企画部門に配置し、会社の
経営方針、事業計画など企画業務に積極的に関与
させている。
・局への人事交流を経験させ、局が有する技術・ノ
ウハウを吸収するなど、若手社員の育成を行って
いる。

・引き続き、OJTの推進を実行していくとともに、改
善策等の策定に向けた検証を行っていく。
・2019年度、社の重要課題となっている会社統合に
関する業務に固有社員を積極的に参画・関与させ、
一層の業務経験・能力向上を図っていく。
・事務系社員の企画、調整業務に係るノウハウの
強化を目的として、局への人事交流を実施している
が、更なる拡大に向けて、より効果的な人事交流先
を局と調整していく。

・キャリアアップ研修
を４職層に対して４
回実施、2019年度実
施内容の充実化を
計画
・2018年度末におけ
る資格取得補助の
申込者が2017年度
末時点の申込者数
と比較し、29.5%の増

・社員構成やポストが都ＯＢ社員から固有社員へシ
フトしていく状況において、主査級社員に対して業
務マネジメント能力の習得を目的とした研修を新設
するなど、研修内容の検証、改善を行った。
・受講後アンケートの分析により、同一職層でも年
齢差などの違いから、研修内容の受け止め方に差
があることが分かった。各々のニーズを踏まえた研
修内容の充実化を検討している。

・課題整理及び要綱
作成等制度導入準
備

・2019年１月に規程
策定・社内周知

・規程整備後、社内電子掲示板を活用し、社員に対
して制度周知を図った。
・2018年度末、１名（女性・土木職）の採用選考を実
施し、選考の結果、採用を決定している。

・OJTによる都OB社
員からの技術継承
・主要・困難部署へ
の若手社員配置の
検討

固有社員の積極的
登用

・キャリアパスの作
成・公開

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

キャリアアップに向
けた取組の充実

・取組内容の整理検
討

・キャリアアップ研修
を年４回以上実施、
研修内容の検証
・自己啓発の支援
（資格取得補助）の
周知及び利用促進

経　営　課　題 業務運営の中核を担う固有社員の育成・強化

戦　　　　　　略 固有社員の積極的な登用と一層の定着

３年後の到達目標

・2020年度までに、固有社員の管理監督者（主査以上）の比率を30％以上とする
〔2015年：9.0%（30人/332人）　2016年：13.4%（45人/337人）　2017年：20.5%（77人/376人）〕

・2020年度までに、固有社員に占める女性比率を18%以上とする
〔2015年：14.4%（104人/724人）　2016年：14.5%（108人/747人）　2017年：14.4%（117人/812人）〕

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京水道サービス株式会社 評価年度：2018年度
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戦　略

・労務費の詳細な配賦に加え、間接費及び販管費
について、本社レイアウトを見直すことで余剰と
なったフロアを2018年度末をもって解約し、2019年
度以降に係る経費を削減した。
・プロジェクト別原価管理を活用した収支シミュ
レーションを実施し、国内事業について、より利益
を見込める分野への事業戦略について検討して
いる。
・2017年度収支状況を2018年９月に当社ＨＰ上で
公表したところであり、今後も継続して実施してい
く。

・役員会議を計７回実施し、定期的な経営状況報
告のほか、コンプライアンスや団体統合に関する
事項について議題とし、経営層の意見を迅速に事
業運営に反映させるなど、積極的に活用してい
る。
・常勤及び外部取締役を構成員とした執行調整会
議を計４回開催し、外部の視点を取り入れたプロ
ジェクト別原価管理の分析・検証を実施している。
具体的には、個別案件の収支状況の把握と費用
構造の原因分析を行い、収支改善に向けた対応
を検討した。

・原価管理の費用構造等の分析・検証、それに基
づく改善を進め、着実にPDCAサイクルを実施し、
費用削減を図る。併せて事業戦略の検討結果を
営業活動に反映させ、より収益の見込める分野へ
事業展開していく。
　今後も継続して情報公開を推進し、都民への説
明責任を果たすことで、経営の透明性を確保して
いく。

・取締役会、執行調整会議等の役員会議における
議題について、会議の活性化に向けて経営状況
に限らず幅広く議題を設定するなど、より一層の
充実を図っていく。
　また、引き続きプロジェクト別原価管理の分析・
検証を実施するとともに、より的確な収支状況を把
握するための評価基準を策定する。

団体自己評価

・プロジェクト別原価管理について、当社監査
法人の助言を得て精度を向上させるとともに、
分析・検証を踏まえた経費削減等を実施する
など、健全経営と経営判断の促進に活用して
いる。
　また、対2017年度比で約7％減となった2018
年度の売上状況を踏まえ、新たに原価管理の
実績を基にした収支シミュレーションを実施し
た。
　このシミュレーションを基に、先ずは国内自
主事業の黒字化に向け、今後の事業展開や
営業戦略の見直しを検討している。
　さらに、収支状況を公表し、都民への説明責
任を果たすことで、経営の透明性を確保して
いる。

・これまで議題が経営状況に固定化しがちで
あった役員会議については、人材確保・育成
やコンプライアンス、ガバナンス強化など、広く
経営に影響が及ぶ事項を議題に設定するな
ど、会議の活性化を図った。
　これに加えて、プロジェクト別原価管理の分
析・検証を実施し、外部監査役等の外部の視
点を取り入れ、経営基盤の強化につなげてい
る。

役員会議の積極的
活用

取締役会、執行調
整会議の開催

・取締役会、執行調
整会議等役員会議
の充実に向けた検
討
・非常勤取締役を交
えた役員会議等に
おけるプロジェクト
別原価管理の評価

プロジェクト別原価
管理を基にした費用
分析及び改善

プロジェクト別原価
管理を導入、実施

・プロジェクト別原価
管理の精度向上に
係る調整、実施
・原価管理を基に費
用を分析、改善策の
検討
・セグメント別収支
状況の情報公開

東京水道サービス株式会社

・プロジェクト別原価管理を基にした収支構造分析による課題抽出、改善策の実施
・国内自主事業の黒字化
〔２０１６年：△４１百万円〕

３年後の到達目標

経　営　課　題 より精緻な収支管理の必要性

プロジェクト別の収支分析、より一層の支出抑制

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・労務費について、
より詳細に配賦する
とともに、収支改善
策を実施
・原価管理を活用し
た収支シミュレー
ションの実施
・収支状況をHPにて
公表

・役員会議を計７回
実施
・プロジェクト別原価
管理を議題とした役
員会議等を計４回実
施

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針
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受注者安全指導の
強化

強化項目の選定

・施工計画段階での
安全指導の強化
・頻発事故情報の提
供

・車両系建設機械に
起因する事故減少
に向け安全指導を
強化
・事故発生状況につ
いて社内に13回発
信

・工事着手前に施工計画書のヒアリングを実施し、
現場作業に合った工事安全対策が計画されている
か、安全指導を強化している。
・事故情報の内容、原因について毎月社内共有
し、受注者への安全指導に活用するとともに、類似
事故の発生防止に努めている。

・頻発する事故事例に対して、計画的に対応するこ
とで事故の低減を図った。
・事故情報の社内への水平展開は安全指導の中
でも大きな役割を担っていることから、社内発信を
継続し、情報共有を徹底していく。

・事例集を活用した
頻発事故、再発防止
策の理解促進

・平成29年度に発生
した人身事故３事例
を追加
・平成30年度に発生
した人身事故１事
例、その他事故１事
例を追加

・実際に発生した事故事例の原因やその事故対応
について、社員が日頃から学べるように、社内ネッ
トワークに掲示し共有した。昨年度及び今年度発
生した重大な事故の事例を新たに追加し、事故事
例集の充実を図っている。

・事故事例集は当該部署だけでなく、関連する全て
の部署に配布し、事前確認や事柄の風化を防ぐこ
とができる。このため、今後も、適時事例を追加し、
同様な事故が発生しないよう再発防止を図ってい
く。

・工事現場の安全対策は法令等とともに日々変化
していく。このような状況の変化に的確に対応する
ため、社員だけでなく受注者に対しても、労働安全
の専門家による講習を継続的に実施することによ
り、安全対策や安全意識の向上を図っていく。

事故防止に対する
社員の知識付与や
意識啓発の推進

安全講習会実施の
検討

・外部講師による講
習会の実施

・労働安全衛生総合
研究所講師による安
全講習会を２回実施

・埋設物の物損事故防止に向けて、工事事業者33
社にアンケート調査を行った。アンケート結果を基
に外部講師を招いた講習会を開催し、事故事例を
参考にグループ討議を実施。事故原因の究明及び
安全対策を検討し、受注者や社員一人ひとりの安
全意識の向上を図った。
・講習会では、第三者の段差躓きによる人身事故
防止に向け、高齢者疑似体験も実施した。

団体自己評価

事故防止に関する
計画書の作成

社の事故防止基本
方針の策定

・事業部毎に事故防
止計画の作成、進捗
管理
・本社パトロール実
施

・工事事故防止対策
委員会を２回開催
・本社パトロールを６
回実施

・社の事故防止方針に基づき、事業部毎に事故防
止に向けた行動計画を作成し、６月の委員会で報
告を行った。計画に基づく取り組みとその成果等に
ついて、11月の委員会で中間報告し、進捗管理を
行っている。

・本社パトロールでは、経験の浅い若手社員も同行
させ、工事安全に係わる育成、意識向上を図って
いる。

・工事事故防止対策委員会では、事業部の事故防
止計画を管理するとともに、他部署との意見交換
による情報共有を図ることができるため、今後も適
切に運営していく。
・本社パトロールについても、若手社員自身が現場
を体感することで安全意識の向上に大きく寄与す
ることから、今後も継続的に実施していく。

・各事業部が意欲的に行動計画を作成し、積
極的に事故防止に取り組んだことで、事故発
生件数は大幅な減少傾向にある。
　また、事故に対する高い意識を持って事故防
止に取り組むよう、工事事故防止対策委員会
を中心として活動している。
本社パトロールについては、事故発生状況を
踏まえ、回数や内容について適宜見直しを
図っている。

・事故事例集は事故の発生を防ぐためのツー
ルであるとともに、事故発生時や事後処理の
対応についても参考となるため、随時、事故事
例を追加するなど、有効活用を図っている。

・基本的な事項だけでなく、トピック的な事柄を
取り入れた講習を行うことで、社員や受託者が
興味を持って参加することができた。

・事故情報の社内発信による水平展開により、
安全指導の取組は着実に全社に浸透し、事故
発生の抑制に寄与した。

・これらの取組の結果、2017年度と比較して、
人身事故については微増の９件、物損事故は
26件と大きく減少した。

事故発生時の危機
管理の向上

事故発生事例集の
見直し、追加

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 事故件数の増加

戦　　　　　　略 社員の安全意識向上及び安全指導の強化

３年後の到達目標

・2020年度までに工事事故件数を2016年度比30％減とし、人身事故については10件以下とする
〔2014年：10件（うち死亡事故０件）　2015年：13件（うち死亡事故０件）　2016年：15件（うち死亡事故０件）　2017年：8件（うち死亡事故０件）〕
・物損事故については55件以下とする
〔2014年：73件　2015年：74件　2016年：78件　2017年：48件〕

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京水道サービス株式会社 評価年度：2018年度
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④

④

東京水道サービス
㈱と㈱PUCの二社
連携の強化

・消耗品の共同購入
など二社連携事業
を実施

・二社が連携した業
務受託に向けた検
討

・検討部会を設置
し、計８回開催
・二社が連携した業
務受託に向けたＷＧ
を実施

・これまでに計８回開催した検討部会に代えて、よ
り実務的レベルで検討するＷＧを設置した。
・その中で、二社で行っている自主事業の内容を
①コンサル業務、②委託業務、③開発製品やシス
テム関連、④研修事業のカテゴリー別に分類し、
今後の目指すべき方向性とその課題の整理を進
めている。

・引き続き現状の課題や業務内容を整理し、二社
連携による新規メニューの開発を進めるとともに、
今後の営業活動の在り方を整理するなど、更なる
受注拡大を目指していく。

・蓄積データの解析
方法検討、システム
仕様整理に向けた
水道局との調整

・当社で蓄積する
データを整理した上
で、社内業務システ
ム（他企業立会）の
改善に向けた仕様
等について検討

・水道局との検討の結果、蓄積データを有効に活
用できる仕組みとして、東京水道グループ共通で
使用している水道局保有のシステム（マッピングシ
ステム）と連動することが、最も有用性が高いとい
う共通認識を得られた。
　具体的には他企業立会業務で得られるデータと
水道局の管路データベースとを連動することで、
水道局事業への活用だけでなく、他の埋設企業者
へ提供等、他事業への展開が期待できる。

・社内業務システムの改修を行うに当たり、他企業
システムと水道局システムとの連動に向けた現業
務の改善内容を整理していく。
・引き続き水道局とシステム連携に向けた調整を
進め、費用対効果や仕様詳細について整理してい
く。

・水道事業体等から要望の多い、研修業務や技術
支援業務等の受託を通じて信頼関係を構築し、更
なる新規案件の獲得につなげていくとともに、研修
や技術支援業務の内容を充実させ、既存案件の
継続受託を目指していく。
　さらに、多様化する水道事業体等のニーズに臨
機応変に対応するため、業務に合わせた柔軟な
執行体制の検討を進めるなど、新規受託に向けた
取組を検討実施していく。

水道事業体等から
の新規案件受託

・水道事業体等から
多様な業務を受託

・新規業務受託2件

・千葉県、石川県及
び栃木県の水道事
業体等から３件新規
案件を受託

・昨年度、受託した研修講師業務等をきっかけに、
精力的に業務受託中の事業体への営業・新規提
案に取り組み、新たに技術支援業務を受託するな
ど、受託案件を拡大した。

・水道事業体等に対するデモの実施やニーズの調
査・掘り起しなどの積極的な営業活動に取り組ん
だ結果、新規事業体からの案件獲得に成功した。

団体自己評価

国内事業展開への
取組

・新たな受注に向け
た国内事業展望の
詳細整理

・コンサル業務の新
たな拡充の検討
・新たに改良したシ
ステム（現場管理）
の導入に向けたデ
モ実施

・新規コンサルタント
業務獲得

・水道事業体等を対
象としたデモを計5
回実施

・約70の水道事業体等へコンサル業務等の営業を
行い、維持管理業務プロポーザル支援や基準書
作成等コンサル系業務を４件受注している。

・昨年度までにデモを実施した事業体への再営業
を６件、新規の営業を13件行った。
・IWA国際会議及び福岡市で実施した水道展で計
２回、新規水道事業体への営業で計３回のデモを
実施し、うち１事業体には参考見積を提出してい
る。

・適切な資産管理や官民連携の推進をすることと
した水道法の改正が施行されるなど、変化する社
会情勢を的確に捉えたうえで、今後の事業展開や
営業戦略の見直しを進め、自主事業の拡大につ
なげていく。
　併せてデモや展示会への出展について、当社が
保有する高い技術力やノウハウをより効果的にア
ピールできる手法を検討していく。

・これまで営業活動を行っていた水道事業体
等に加えて、新たな水道事業体等へも営業活
動を展開したことが実を結び、新規案件を獲
得するとともに、今後の案件獲得につながる
ニーズの調査・掘り起こしを積極的に進めてき
た。
　また、受託実績のある水道事業体と情報交
換を密に行うなど信頼関係を構築してきたこと
で、当社からの新規提案に対して前向きな検
討を得られている。

・水道局との検討を重ね、社内業務システム
の改善の方向性と、連動先となる水道局のシ
ステムについて絞り込むなど、蓄積データの
活用方法について整理した。並行して他企業
等への情報展開も含め、蓄積データの効果的
な活用方法を検討している。

・二社が連携した業務受託に向けた検討に当
たっては、ＷＧを設置・開催し、自主事業の現
状を踏まえた上で、事業内容ごとに方向性の
確認、課題の整理を行うなど、掘り下げた議
論を行っている。
　さらに、二社の業務連携によるシナジー効果
等が期待できる分野については、新規メ
ニューを検討するなど、今後の営業活動方針
も含めて整理を進めている。

新たな手法による業
務の効率化

・管路診断等の業務
において多様なデー
タを蓄積

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 事業戦略の見直し

戦　　　　　　略 新たな事業展開により自主事業の収益拡大

３年後の到達目標
・2020年度までに、2016年度の国内事業売上高172百万円を倍増させ、350百万円以上を目指す。
・水安全計画作成、水道施設台帳整備等に関する新たなコンサルティング業務、システム開発・販売等の新規商品化による国内事業を展開していく。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京水道サービス株式会社 評価年度：2018年度
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一次評価(所管局評価)

○当該団体は、３年後の到達目標の達成に向けて、着実に各取組事項を推進していると評価できる。

【戦略①：固有社員の積極的な登用と一層の定着】
・キャリアアップ研修や主要・困難部署への固有社員の配置、役員の事業所訪問による若手社員との意見交換など、固有社員のモチベーションを向上させる取組を着実に実施している。また、
再採用制度の活用や働き方見直し月間の設定により、女性活躍の推進にも努めている。
≪３年後の到達目標：固有社員の管理監督者（主査以上）比率30％以上　2018年度実績：27.2％≫
≪３年のの到達目標：固有社員に占める女性比率18％以上　2018年度実績：16.3％≫

【戦略②：プロジェクト別の収支分析、より一層の支出抑制】
・プロジェクト別原価管理を実施し、適切な経費削減を実施した他、今後の事業展開や営業戦略の見直しに活かしている。また、役員会議において、プロジェクト別原価管理を議題にし、非常
勤取締役の意見を取り入れるなど、経営基盤の強化につなげている。
≪３年後の到達目標：国内自主事業黒字化　2018年度実績：決算分析後記載≫

【戦略③：社員の安全意識の向上及び安全指導の強化】
・事故防止計画の策定・進捗管理や事故事例集の充実により事故を未然に防ぐ努力がなされている。また、本社パトロールでは、経験年数の浅い若手社員を同行させたり、外部講師による安全
講習会を実施することで、社内の事故防止に関する意識向上も図れている。
≪３年後の到達目標：工事事故件数を2016年比30％減、人身事故10件以下　2018年度実績：人身事故40％減、物損事故66％減≫
≪３年後の到達目標：物損事故55件以下　2018年度実績：26件≫

【戦略④：新たな事業展開により自主事業の収益拡大】
・既存の水道事業体だけでなく、新たな水道事業体へ積極的に営業活動を実施したことにより、新規案件を獲得している。また、これまでの業務で得られたデータと当局のデータベースとを連
動することで、当局だけでなく、他の企業等においても活用できる新たなシステムの構想にも着手している。
≪３年後の到達目標：国内事業売上高350百万円以上　2018年度実績：139百万円≫

【定性評価事項】
　平成30年度に総務局が実施した特別監察において、関係団体等との関係や、当局から受託した貯蔵品管理業務等における不適正処理事案、内部統制やコンプライアンスに対する意識の低さ等
について指摘された。
　当該団体は不適正事案が発生する度に再発防止策を講じているものの、特別監察結果報告書の中では、類似案件や全社的な広がりへの危機感に基づいた調査や対応、問題の本質をとらえた対
応が不十分であったと、その後の対応についても厳しい指摘を受けている。
　これらの指摘については当局も大変重く受け止めており、当局が平成31年４月に設置した「東京水道グループコンプライアンス有識者委員会」において、指摘事項についての改善策を検証す
ることとしているが、当該団体は有識者委員会の提言を踏まえ、自己の責任により、改善策をより実効性の高い内容とし、一層のコンプライアンス推進に努めていく必要がある。

評価年度：2018年度東京水道サービス株式会社

「経営改革プラン」評価シート
団体名：
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①

①

評価年度：2018年度

「経営改革プラン」評価シート

・経理システム移行
準備・移行・社内展
開

・収支構造の把握・
分析及び事業運営
上の課題抽出を行
い、評価基準の策定
に向けプロジェクト
別採算管理表や収
支計画を作成（2019
年5月策定）

・セグメント別収支
状況を社HPで公開
（9月）

・モデル案件収支
　　　　▲23,115千円

・役員会議における
プロジェクト評価とし
て意見交換を４回実
施
(6月、8月、11月、2
月）

・社内運営会議にお
けるプロジェクト評
価として、各本部ご
との収支状況を報
告（毎月）

・非常勤取締役を交
えた運営会議を実
施（11月、1月）

2018年度実績個別取組事項

団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

役員会議の積極的
活用

・取締役会と同様に
常勤・非常勤取締
役、監査役が構成メ
ンバー
となる役員会議（年
５回開催）にてプロ
ジェクト別採算管理
について定期的に
報告
（上半期・決算時の2
回/年度）

株式会社　ＰＵＣ

　役員が事業進捗状況やプロジェクト別の採算管理に積極的に関与し、それぞれの課題を把握し、改善への取り組みを促進する管理体制を構築する。また、プロジェクト別採算管理による収支構
造分析の実施に伴う事業効率化等を図るための課題発見、改善策を実施し、個々のプロジェクトの収支改善を目指す。
　具体的な取組として、初めて東京都以外の自治体を契約対象とした案件について、平成28 年度決算時点で収支がとれていない状況であるため、採算管理を徹底し、平成32 年度までに黒字化を
実現する。これをもって今後の自主事業の展開・運用のモデルとする。

３年後の到達目標

経　営　課　題 経営環境変化への対応力強化

プロジェクト別採算管理を活用した事業管理体制の構築

・役員会議にてプロ
ジェクト評価を実施
（毎回）

・常勤取締役全員が
出席する社内会議
（運営会議・毎月開
催）にて、プロジェク
ト評価を実施
 
・運営会議への非常
勤役員参加
 
・収支構造の現状分
析・課題抽出、課題
への対応・改善実施

プロジェクト別採算
管理の強化

・システム化準備
 
・収支構造の把握・
分析

・システム試行、検
証

・評価基準作成

・収支構造の把握・
分析

・事業運営上の課題
抽出

・セグメント別収支
状況の情報公開

戦　略

・新経理システムへの移行について、各本部と
調整を図り、着実に準備、試行、検証を進め、
計画どおり2019年度から新システムを導入
し、作業の効率化などの改善が図られた。

・プロジェクトごとの経費等の積算内容につい
て検証を重ね、プロジェクト別採算管理表の精
度の向上を図り、各事業の運営状況を、より
正確に把握することが可能となった。これをも
とに、各プロジェクトの収支構造や事業分野ご
との特性を分析し、評価基準の作成に取り組
んでいる。

・セグメント別収支状況については、2018年9
月に社HPで公開し、プロジェクト毎の採算管
理を徹底するとともに、積極的な情報公開に
努めた。

・取締役会や非常勤取締役を交えた執行調整
会議等で、プロジェクト別採算管理表を用いて
の実績報告や収支状況の分析・報告などを行
うことにより、次年度へ向けた対応・改善、新
たな事業受託に向けた取り組みについて、意
見交換を行うなど、各プロジェクトの運営状況
の把握や経営判断に活用することができた。

・2019年4月から導入する新たな経理システムによ
る係数等がプロジェクト別採算管理表に適切に反
映できるよう試行・検証を行った。
　試行に伴い伝票を作成する部署への情報提供
の方法など、様々な意見・課題がでてきたが、各本
部と調整と検証を重ね、計画どおり2019年度から
新システムを導入することができた。

・プロジェクト別採算管理表を用いてプロジェクトご
との収支構造について分析を行い、ＣＳ・ＩＴ系の各
事業や局受託事業・自主受託事業など、それぞれ
の事業の特性に応じた評価方法の検討を行い、
2019年５月に評価基準を策定した。

・2017年度決算についてプロジェクト別採算管理
表を作成し、９月に当社ＨＰでセグメント別収支状
況の情報を公開した。

・モデル案件(秋田市)については、第１期の経験を
踏まえて、第２期の収支計画を精査し入札に臨ん
だ結果、第２期の契約（2019年度～）を締結するこ
とができた。

・取締役会に併せて、常勤・非常勤取締役による
役員会議を事前に実施（執行調整会議）し、プロ
ジェクト別採算管理表の実績を報告した。

・社内運営会議で、毎月各本部ごとの収支状況を
分析・報告した。

・非常勤取締役を交えた運営会議を、11月と１月
の２回実施し、収支状況及び事業の進捗を報告し
た。

・プロジェクト別採算管理表について、収支構造や
課題、今後の対応について運営会議の中で説明
し、意見交換を行った。

・プロジェクト別採算管理表について、収支見込の
精度及び作業効率を向上させ迅速かつ適切な事
業評価につなげていく。

・システムの本格稼動により、これまでの取扱いか
らの変更に伴って新たに課題等が発生することが
想定されるため、着実に解決に向け調整を図って
いく。

・TSSとの合併により、プロジェクト別採算管理表の
指標の統一化に向けてシステムを含め検討し、再
検討を進める。

・セグメント別収支状況は、今後も継続して公開し
ていく。

・モデル案件については、2019年度から第２期に
入ったが、プロジェクト別採算管理表による採算管
理を徹底し、黒字化していく。

・引き続き役員会議の場でプロジェクト別の収支を
報告し、経営戦略に積極的に活用していく。

団体自己評価

221



②／ 4

②

②

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社　ＰＵＣ 評価年度：2018年度

経　営　課　題 拡大する事業への対応

戦　　　　　　略 安定的・効率的な事業運営体制の整備

３年後の到達目標

　今後受託拡大が予定される営業所運営業務について、株式会社ならではの雇用手法の活用規模拡大を図り、効率的かつ安定的な事業運営を図る。
　包括的にお客さま窓口業務等を受託している多摩地域を対象に、社員に占める専任社員比率を33％以上とする。
　（平成29 年度実績：18.9％ 228 人中43 人）
　（平成37 年度目標：60％）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

専任社員比率の拡
大

都立高校等への訪
問・説明などによる
採用活動

・都立高校等への訪
問
 
・ＯＢ訪問の実施

・キャリアパス等を
活用したモチベー
ションの向上

・新しいきめ細やか
なＯＪＴ評価シートの
導入

・２人以上／年
・研修修了者の活
用

・３人派遣実施
・研修修了者を本社
に配置

・将来、基幹的な業務を担う優秀な若手を人選し、
2018年度は３人の派遣を実施した（総務部主計
課、サービス推進部業務課、研修・開発センター
へ各１名ずつ）。
・派遣者からは、毎月報告を受け、研修状況を確
認している。
・2017年度の研修派遣修了者２名は、2018年度は
管理本部に配置し、局で学んだ仕事の進め方や
調整の方法など活かし、実務で実践している。

局への派遣研修の
実施

２人／年

・2018年度の研修派遣修了者３名は、管理本部に
配置し、局で学んだ経験を活かし、研修成果を活
用していく。

・2019年度は３人の派遣を実施したところであり、
今後、継続して派遣を実施していく。

団体自己評価

・学校訪問については、採用実績校を中心に訪問
を実施していく。
・職場見学会については、職場の状況がより把握
できる「職場体験会」についても検討していく。
・精力的に採用活動を行ってきたが、働き手不足
が社会問題化し有効求人倍率が年々高まる中
で、高卒新卒者の確保が難しくなっているため、契
約社員からの採用や中途採用等も視野に入れ、
柔軟な採用方法を検討していく。

・学校訪問や職場見学会を精力的に実施し、
募集・試験を繰り返した結果、高卒の専任社
員17名の他、中途採用の専任社員13名を採
用することができ、多摩地域における専任社
員の比率の向上を着実に進めてきた。

・優秀な若手社員を人選し、局への派遣を実
施してきた。研修派遣修了者は、まずは、管
理本部に配置し、本局での研修成果を活用す
ることで社内の業務のレベルアップにつなげ
ている。

2018年度実績 要因分析 対応方針

・学校訪問24校実施

・職場見学会17箇所
　32人実施

・キャリア形成を促
す
　ガイドライン、自己
　申告書を作成・活
用

・ＯＪＴ評価シートの
　活用

・高卒採用の専任社員については、2018年度の高
校新卒者の有効求人倍率が2.53倍と年々高くなる
中（2017：2.23倍、2018：2.04倍、2016：1.85倍）、学
校訪問や職場見学会を精力的に行い、また新た
な採用活動（高校主催の就職ガイダンスへの参加
等）にも取り組み、６サイクルの募集・試験を繰り
返した結果、新卒１７人を採用することができた。
　その結果、多摩地域の専任社員比率は32.6パー
セントに達した。
（2018.4.1：25.3%→2019.4.1：32.6%）

・ＯＪＴによる採用後のフォローなどの離職防止の
取り組みも行った。

・目標成果や業績評価、昇格等、モチベーション向
上につながるよう業務を遂行するうえでのガイドラ
インを作成するとともに、自己申告書の活用により
今後のキャリア形成を支援している。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社　ＰＵＣ 評価年度：2018年度

経　営　課　題 経営基盤の強化

戦　　　　　　略 選択と集中による戦略的な自主事業販路の開拓

３年後の到達目標
　今後予定される大規模システム運用管理の効率化等により、平成32 年度で44 百万円、平成33 年度で76 百万円の売上額の減少が予定されている。これに対応するため、水道関連業務を
中心に自主事業受託営業を展開することにより、平成33 年4 月までに76 百万円を超える売上額の新規受託を図る。

団体自己評価

他都市事業体に対
する販売強化

・都外自治体におけ
る水道料金等徴収
業務包括受託
（H26年度１件、H29
年度１件）
・経営資源投入地域
の絞込み検討、整
理

・営業人材の増員
・広域化を検討して
いる地域の分析
・広域化推進に関わ
る協議会等での提
案活動
・水道料金パッケー
ジ「ＷＩＳＨ」の標準機
能の拡充

・営業社員2名増強
・水道事業の広域化
に向けた営業活動
を実施
・「ＷＩＳＨ」の標準機
能の拡充の実施

・営業社員２名を増員し、新規案件の営業体制の
強化を実施してきた。
・水道法改正等に伴い、水道事業の広域化を計
画、検討している７府県や20数市町村を訪問し、情
報収集を実施してきた。
・現在発注している松阪市や秋田市近隣の事業体
を訪問し、料金徴収業務の包括委託、料金システ
ムの共同処理等の提案活動を実施してきた。
・関東近県、関西地域の10数の水道事業体を訪問
し、今後の調達予定、ニーズ、課題等情報収集活
動を実施してきた。
・「ＷＩＳＨ」については逐次、商品力の強化を進め
ており、クレジット払いなど市場ニーズの高い機能
を追加し標準機能の拡充を行ってきた。

・現行体制を維持し、水道料金徴収システム「ＷＩＳ
Ｈ」を中心とした販売強化や水道事業の広域化に
向けた営業活動を実施するとともに、昨年度、情報
収集した中から、システム改修等を検討している自
治体を中心に営業活動を強化していく。
　また、機能拡充結果の検証、改善策の検討に努
め、「ＷＩＳＨ」の標準機能の一層の拡充を模索して
いく。

・水道法の改正をふまえ、包括委託が見込ま
れることから、営業体制を強化し、営業エリア
の拡大、広域化への対応、及び、「ＷＩＳＨ」の
標準機能の拡充を図り、各事業体の次回契約
更新に向けて、新たなお客さまニーズに合わ
せることなどにより、需要の掘り起こしを図って
きた。

・関係機関との情報交換を随時実施し、信頼
性の高い水道第３セクター企業などの民間企
業と共同で営業活動を積極的に進めてきた。

・営業活動や訪問調査を広範囲にわたり、実
施することで、見込み案件の発掘と商談化を
行い、今後の発注に向けた取組を強化してき
た。

・二社が連携した業務受託に向けた検討に当
たっては、合併を見据え、二社の自主事業全
体の現状を踏まえた議論を行うことで、より網
羅的かつ掘り下げた検討を行っている。

民間企業との連携

・都外自治体におけ
る水道料金等徴収
業務包括業務委託
における地元企業と
の連携

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

水道料金関連業務
以外の事業の販売
戦略

・経営資源投入分野
の絞込み検討、整
理
・勤怠情報管理シス
テム「勤怠Plus」の販
売（H29年度現在５
団体が導入・運用
中）

・ＳＥの専門性・生産
性を高めるため、業
務ジャンル別のグ
ループ制の検討、実
施
・情報収集、分析、
営業活動の強化
・営業体制強化によ
る「勤怠Plus」の営業
拡大

・業務ジャンル別グ
ループ制の実施(4
月）
・情報収集、分析、
営業活動の強化
・「勤怠Plus」を中心
とした営業活動を実
施

・ＳＥの専門性・生産性を高めるため、業務ジャンル
別のグループ制を検討し、実施してきた。
・「勤怠Plus」、「人事給与システム」についてニーズ
を調査するためのローラー活動を第３四半期まで、
広範囲にわたって実施し、第４四半期からは、再構
築、導入ニーズのある自治体・団体にターゲットを
絞込み、受注に向けた活動を精力的に実施してき
た。
・競争入札で、東京都社会福祉事業団の個人番号
制度対応業務などの新規3件、約3千3百万円分の
契約を受注した。
・「勤怠Plus」について、2019年度入札予定の13の
自治体・団体をターゲットに受注前活動に取り組ん
できた。

・引き続き合併に伴う諸課題について整理検討し、
外部専門家の意見も踏まえながら、7月までに成案
を得られるよう、分科会等を精力的に運営してい
く。
　また、自主事業における合併効果を最大限発揮
できる営業活動の在り方を整理し、今後の事業展
開を推進していく。

・協業先民間企業の
情報収集・検討、協
業可能な分野を有
する民間企業との折
衝

・情報交換を随時実
施
・民間企業と共同で
営業活動を実施

・東京水道グループ各社（TSS,AMS)や政令指定都
市の水道第３セクター企業との情報交換を随時実
施した。
・地元ＩＴ関連企業と連携し、水道事業体への営業
活動を実施した。

・引き続き、協業先民間企業の情報収集・検討、協
業可能な分野を有する民間企業との折衝を実施し
ていく。

・業務ジャンル別グループ制の効果検証・改善を実
施していく。
・「勤怠Plus」、「人事給与システム」についてのニー
ズ調査結果を基に引き続き新規顧客の獲得に向
けた営業活動や訪問調査を実施していく。

東京水道サービス
㈱と㈱ＰＵＣの二社
連携の強化

・消耗品の共同購入
など二社連携事業を
実施

・二社が連携した新
たな業務受託に向
けた検討

・検討部会を設置
し、計８回開催

・検討部会において、二社の連携による効率化と柔
軟な事業展開を検討してきた。
・当社と東京水道サービス(株)との合併が取締役
会で決議されたことを受け、従来の検討部会を統
合準備委員会に一本化し、その傘下に３分科会、
12の検討WGを設置し、合併に係る検討体制を構
築した。
・特に、事業計画ＷＧにおいて、二社の自主事業に
関する計画について、検討し、それに伴う課題の整
理を行っている。
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戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社　ＰＵＣ 評価年度：2018年度

経　営　課　題 お客さまセンターサービス水準の維持・向上

戦　　　　　　略 新技術導入等によるお客さまセンター業務の運営安定化

３年後の到達目標
　お客さまセンター事業について、より一層の安定性確保のため、ＡＩ技術の導入及び人員の確保育成策等の取り組みにより、問合せ等に対する応答率（応答率90％の達成日数割合）を引き
上げ、平成32 年度87％以上とする。
　（平成28 年度実績：69.0％）

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

お客さまセンターへ
のＡＩ等ＩＴ技術の導
入

・導入メリットの分析

・導入課題等の検討

・導入にあたって
の折衝

・試行・検証

・離職者・研修期間
等を踏まえた計画
的な確保策の検討・
実施

・面談によるストレス
チェック等職場環境
の改善等によるスキ
ルの高いオペレー
ターの離職抑制

・研修・ＯＪＴの検
証、改善策の検討・
実施

・データ蓄積による
入電予想精度の向
上

・2019年1月に予定
通り採用を実施

・離職者・研修期間
等を踏まえた計画
的な確保策の検討・
実施

・面談によるストレス
チェック等職場環境
の改善等によるスキ
ルの高いオペレー
ターの離職を前年
度比6.1ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ30
年度28.4%）抑制

・研修・ＯＪＴの検
証、改善策の検討・
実施

・データ蓄積による
入電予想精度の向
上

・オペレーターの採用については、近年の労働力
不足から厳しい現状が続いているが、ＳＶ（スー
パーバイザー）による面接の実施、繁忙期等手当
の支給、休憩場所(携帯電話利用可）の増設など
の離職防止策やロールプレイングシートの活用な
どによる早期育成などの取組を行い、オペレー
ター確保に努めてきた。
・毎日の入電予測と実績値を比較し、差異の分析
を行い、入電予測精度の向上を図ることで、予測
と実績との乖離が±5％以内の日が22.4％（2017)
から33.7％(2018）に改善された。
・上記の取組などにより、応答率（応答率90％の達
成日数割合）は、80.1％（2017）から85.5％（2018)
に向上することができた。

オペレーターの確保
と育成

・職場環境の改善等
を通じてスキルの高
いオペレーターの離
職を抑制

・研修やＯＪＴを通じ
たオペレーター育成
・入電予測精度の向
上によるオペレータ
ー適正配置

・従来、実施してきた職場環境の改善やコミュニ
ケーションの向上策を継続するとともに、優秀者の
表彰等のモチベーション向上策、イベント開催など
離職防止への取組の実施や、データ蓄積による
入電予測精度の一層の向上を行い、応答率の向
上を図っていく。

団体自己評価

・2019年2月に開始した試行結果を踏まえつつ、同
年10月に「オペレーター支援機能」を導入し、１時
間あたりの応答件数等、労働効率向上に係る導
入効果を検証していく。

・お客さまセンターへのＡＩの導入については、
2019年2月に予定通り試行を開始し、同年10
月の本格実施に向けて順調に進行している。

・オペレーターの確保と育成についても、様々
な離職防止策や早期育成策に取り組むととも
に、入電予想精度の向上を図ることで、応答
率の向上を図ることができた。

2018年度実績 要因分析 対応方針

・平成３１年２月の試
行導入に向けて企
業等との折衝を実
施

・お客さまセンター
にて、平成３１年２月
より試行・検証を予
定どおり実施

・都の「ICT戦略」や「見える化改革」の中でも、ＡＩ
が推進されている中、2019年2月にお客さまセン
ターへ「オペレーター支援機能」の試行を導入し、
その後、効果の検証を実施してきた。
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○団体は、３年後の到達目標の達成に向けて、着実に各取組事項を推進していると評価できる。
【戦略①　プロジェクト別採算管理を活用した事業管理体制の構築】
・新たな経理システムの試行を通じて課題抽出を行い、2019年度からシステムを本格導入する一方で、プロジェクト別採算管理の社内評価基準が策定されておらず、中長期的なプロジェクトに
おける採算管理を徹底していくためには、早期に策定し、運用していくことが必要である。常勤役員全員が出席する運営会議でプロジェクト評価として、プロジェクト別採算管理表を用いて意
見交換が行われるとともに取締役会のメンバーが参加する役員会議でも共有され、2019年度に向けた売上確保等の経営課題の洗い出しを実施している。これらの取組により、個別案件の黒字化
に向けた検討がなされていると評価できる。
≪３年後の到達目標：自主事業（初めて東京都以外の自治体を契約対象とした案件：秋田）の2020年度(令和2年度)までに黒字化　H30年度実績：モデル案件収支▲23,115千円≫

【戦略②　安定的・効率的な事業運営体制の整備】
・高校の求人倍率が高まる中においても、学校訪問や職場見学会の実施など着実な採用活動を実施することにより、専任社員を30名（うち、高卒の専任社員17名）を採用し、多摩地域の専任社
員比率を高めることができた。
≪３年後の到達目標：多摩地域専任社員33%以上　H30年度実績（H31.4.1時点）32.6%（77人/236人、Ｈ29年度比7.3ポイント向上）≫

【戦略③　選択と集中による戦略的な自主事業販路の開拓】
・H29年度に受託が決定した松阪市の業務を開始するなど着実に実績を積み重ねつつ、水道料金関連業務以外の事業では、新規導入に向けたに向けた営業活動を実施している。新規にシステム改
修など３件33百万円を受託したことは、堅調な実績として評価する。現在受注している大規模システムの運用管理の効率化による売上額の減少を見据え、新規案件を安定的に受注していくこと
が望まれる。
≪３年後の到達目標：76百万円を超える売上額の新規受託　H30年度実績：33百万円の新規受託≫

【戦略④　新技術導入等によるお客様センター業務の運営安定化】
・コールセンターに会話内容から回答を予測するオペレーター支援機能を有するAI技術を試行導入し、検証を行った。また、入電予測精度を向上させるとともに、オペレーターの定着を図るた
め職場環境の改善に取り組み離職率を減少させるなどに着実に取り組んでいると認識している。
≪３年後の到達目標：応答率87%　H30年度実績：85.5%（H29年度比5.4ポイント向上）≫

【定性評価事項】
・H30年度財政援助団体等監査において、競争性が実質的に確保されていない事例について、業者選定の方法を見直すなど、団体の構造的な問題によるものとする認識が示された。また、契約の
公正性や透明性を担保し、説明責任を果たす観点から、契約事務の抜本的な改善と環境整備などが求められている。団体は、新たにチェック体制を構築するなど、改善に向けて取り組んでいる
ところであり、早急な改善策の構築と確実な運用が求められる。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 株式会社　PUC 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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①

①

・【2019年度新規採用】高専・大学訪問
を実施。会社説明会の開始時期を早
め、インターンシップの実施やＩＷＡ・都
庁等企業セミナーへの出展等あらゆる
機会において企業ＰＲを実施
・【2018年度経験者採用】事務職募集
要件を職歴５年以上から実務経験３年
以上に緩和して、経験者採用を実施
・嘱託社員等として、他企業等経験者
を計８名採用
・採用拡大に向けた体制整備として、
2019年度から２年間の時限で採用担
当２名増員承認

・若手社員座談会（全10回、109名出
席）
・若手社員成果報告会（報告13名、聴
講120名）
・異職種交流研修会（研修生29名）
・映像化教材の充実（3D映像も駆使し
た「映像ライブラリー」を構築、社内イン
トラに掲載）

2018年度実績個別取組事項

・「個人で考えた目標に対してどう取り組んだか」を共通テーマとし
て、若手社員の積極的な発言を促すなど、引き続き、若手社員座
談会を実施し、育成方法の検討に反映していく。
・各部社員の育成状況の把握や、多くの社員の参考となるため、
引き続き、成果報告会を実施するとともに、下水道局職員の聴講も
呼び掛けていく。
・本研修の円滑な実施には、研修生の受け入れ時期や受け入れ
先など、各部署との調整が重要であり、今後も社内で十分な連携
を図っていく。
・「映像ライブラリー」の利用状況を適宜、把握するとともに、新たな
コンテンツの追加など「映像ライブラリー」の充実を図る。

団体自己評価

・安定した会社の技術レベルの維持向上を図るために社外講習会
支援を計画的に実施した。
・コンサルタント業務開始に向けて、2018年度新たに関連する資格
（ＲＣＣＭ、環境計量士）などを取得するために強化を図った。
・技術社員の資格取得に向けて、当該資格既取得社員が講師及
びサポート役となった社内勉強会等を実施し、資格取得に向けた
支援を会社全体で取り組んだ。

・技術社員の資格取得に向けて、当該資格既取得社員が講師及
びサポート役となった社内勉強会等を引き続き実施していく。また、
事前に模擬試験を行い、不得意科目を明確にし、社内勉強会で重
点的に学習できるように取り組んでいく。
・2018年度の取組みにて、一定の成果を得ることができたことか
ら、2019年度も引続き、社内勉強会を実施し、資格取得に向けた
支援を行っていく。

東京都下水道サービス株式会社

・安定した事業執行に向けた人材の確保
・会社全体の技術レベル維持向上を図るため、技術社員に高い技術水準が求められる以下の資格取得を促進
土木職 … 技術士、一級土木施工管理技士、下水道管理技術認定
設備職 … 技術士、電気主任技術者、機械保全技能士第１級、下水道第３種技術検定
環境検査職 … 技術士、環境計量士、公害防止管理者、下水道第３種技術検定
・固有社員が行政的業務を経験することで、委託者や都民のニーズを把握することができる人材を育成

３年後の到達目標

経　営　課　題 　人的資源の確保

人材の確保育成と技術継承

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名：

戦　　　　　　略

～2017年度 2018年度 要因分析

・若手社員座談会
・若手社員成果報告
会
・異職種交流研修会
・映像化教材の充実

人材確保の取組強
化

・従来の経験者採
用、高専新卒採用
に加え、2018年度
採用から四大新卒
採用を開始

・会社説明会の開始
時期を早める等、新
規採用の取組を強
化
・経験者採用応募者
の増加を図るため、
募集要件緩和を検
討
・あらゆる採用機会
を活用し、他団体等
からの採用を実施
・採用拡大に向けた
体制整備

技術社員の資格取
得の促進

・【2020年度新規採用】採用活動を強化した結果、３月末時点の選
考応募者数が昨年度比でを大幅に増加した（16名→32名）。
・【2018年度経験者採用】厳しい採用環境の中、募集要件の緩和を
前倒しすることにより、応募者数の確保に努め、計７名の採用が実
現した。
・東京都ＯＢの採用が減少する中（2018年度28人→2019年度16
人）、他企業・他自治体へ人材斡旋を依頼することにより、計８名
の採用が実現した。
・採用拡大に向けた体制整備として、2019年度から２年間の時限
で採用担当２名増員が承認された。

・各職種毎に、若手社員の業務状況を把握し、管理職等とのコミュ
ニケーションの深化を図ることができた。
・下水道局への派遣固有社員からの報告や下水道局幹部職員の
聴講を新たに実施したことで、若手社員の育成状況を把握するとと
もに下水道局と共有することができた。
・2018年度より、「他職種相互現場体験研修」として社内横断的な
研修として位置付けた。具体的には同一処理区内での相互現場を
体験させることで、共通認識や連携を深めるなど、効果的な研修を
実施した。
・これまでに製作した各種映像教材に加え、若手社員の視覚に訴
える３Ｄ映像も駆使した「映像ライブラリー」を構築し社内イントラに
掲載した。社員が自席パソコンより視聴できる環境を構築すること
で、若手社員の技術継承、人材育成に貢献できた。

技術継承の取組の
実施

・人材育成方針の策
定
・技術継承委員会を
立ち上げ、全社的な
技術継承の取組を
実施

評価年度：2018年度

・取得支援、勉強会
実施

・講習会受講支援
・資格取得に向けて
の社内勉強会の実
施（技術士、下水道
管理技術認定、下
水道第３種技術検
定など）

①社外講習会受講支援
　　（11日間：４人参加）
・【新規】RCCM受験講習会
　　（１日：１名）
・【新規】環境計量士受験準備講習会
　　（３日：１名）
・【新規】環境計量士直前講習会
　　（３日：１名）
・【新規】環境計量講習　（濃度関係）
　　（４日：１名）
②社内勉強会を開催
　　（18日間：32人参加）
・下水道第３種技術検定社内勉強会
　　（６日：13人）
　　（固有及び都派遣社員）
・技術士取得社内勉強会
　　（７日：５人）
　　（固有及び都派遣社員）
・下水道管理技術認定資格勉強会
　　（５日：14人）
　　（固有及び都派遣社員）

対応方針

・各個別取組事項の目標を上回り、３年後の到達目標に向
け、大きく前進させた。

【人材確保の取組強化】
・　2018年度の目標を達成した。
・厳しい労働市場環境の中ではあるが、募集要件の緩和を前
倒しする等、採用活動を強化することにより、必要な人材の
確保を行った。

【技術継承の取組の実施】
・　2018年度の目標を達成した。
・若手社員とベテラン社員との座談会を全10回実施し、109名
もの社員の参加により、コミュニケーションの深化を図ること
が出来た。さらに、その中で若手から出た提案について、技
術継承の取組に反映させるなど、全社的に技術継承の取組
を進めることが出来た。
・若手社員成果報告会において、13名の報告が行われるな
ど、技術継承の取組成果につながった。

【技術社員の資格取得の促進】
・　2018年度の目標を達成した。
・会社全体の技術レベル維持向上を図るため、2018年度に
様々な資格を取得することができた。
・目標として掲げていなかった資格についても、新たに講習を
実施し、資格の取得につなげた。

・2019年度から認められた採用体制の強化を受けて、新卒採用の
確保に向けた取組を充実する。

・採用拡大に向けたさらなる取組や採用体制の強化についても、
引き続き検討していく。
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2018年度実績個別取組事項 団体自己評価～2017年度 2018年度 要因分析 対応方針

・会社全体の技術レベル維持向上を図り、技術系社員に高い技術
水準を取得させるため社内勉強会を開催するとともに、当社の主
任級職昇任選考の際に、当該資格の取得を条件とするなど、社を
あげて資格取得の促進に取り組んだ。
・「下水道管理技術認定」、「下水道第３種技術検定」については、
下水道施設の維持管理を適切に行うための資格であり、それぞれ
取得することで当社の技術レベルの維持向上に役立つとともに、
対外的にも高い技術力を有している会社であることを示すことがで
きた。

・資格取得の更なる向上にむけて、受験者に対しヒアリングを実施
し、試験科目の正答率の分析を行い、正解率が低かった科目の強
化を図る。また、現場での体験研修を導入し、より実態に即した内
容で資格取得の促進に取り組んでいく。
・これまでは、入社３年以上の資格取得者数を目標としていたが、
2019年度からは、３年未満の早期の資格取得者の努力も反映さ
せ、対象者を拡大するとともに、全国平均の合格率を用いたわかり
やすい指標に変更する。
・目標達成に向け、社内勉強会を継続実施し、資格取得促進に努
める。

技術社員の資格取
得の促進

局とＴＧＳ間の人材
の交流

・下水道局施設管理
部及び下水道事務
所へ固有社員の派
遣研修を実施
・設備職1名
・環境検査職１名
・土木職１名
・都職員の継続的な
受入

・設備職１名
（１年間）本庁業務を
経験
・環境検査職２名
（２年間）出先と本庁
両方の業務を経験
・土木職１名
本庁業務を経験

・都職員の継続的な
受入

・設備職１名
  （１年間）本庁業務を経験
・環境検査職２名
  （２年間）出先と本庁両方の業務を経
験
・土木職１名
  本庁業務を経験
・【新規】2019年度から東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会
への研修派遣を決定（事務職１名、設
備職１名）
・都職員の継続的な受入

・政策連携団体として求められる体制の整備の一環として、固有社
員の育成が重要度を増している中、計画的に局へ派遣研修を実施
することで、行政感覚の醸成を図っている。

・局派遣者は延べ14人

・下水道管理技術認
定
　入社３年以上の全
土木職固有社員
（対象者101名）
・下水道第３種技術
検定
入社３年以上の
全設備職・環境
検査職固有社員
（対象者98名）

・下水道管理技術認
定
（対象者92名
100%）
・下水道第３種技術
検定
（対象者93名
97.8%）

・「下水道管理技術認定」
2017年度に対して取得者数は92名か
ら101名に増加
・「下水道第３種技術検定」
2017年度に対して取得者数は91名か
ら94名に増加

【局とＴＧＳ間の人材の交流】
・　2018年度の目標を達成した。
・固有社員を計画的に局へ派遣し、局との連携強化の中核と
なる行政感覚をもつ社員を着実に育成している。
・都職員を継続的に受け入れることにより、局との一体的事
業運営の体制を確保している。
・新たに、2019年度から東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会への固有社員２名の研修派遣を決定するな
ど、取組を進めた。

・局との連携を強化し、当社の社員の育成を図るため、固有社員を
継続的に局へ派遣する。

・局との緊密な連携の下、局との一体的事業運営を確保するため
必要な都職員を継続的に受け入れる。

・オリ・パラ準備局及び組織委員会からの要請に対応し、人員面で
厳しい中ではあるが、固有社員の視野を拡げる観点から社員の派
遣を行う。

・各個別取組事項の目標を上回り、３年後の到達目標に向
け、大きく前進させた。

【人材確保の取組強化】
・　2018年度の目標を達成した。
・厳しい労働市場環境の中ではあるが、募集要件の緩和を前
倒しする等、採用活動を強化することにより、必要な人材の
確保を行った。

【技術継承の取組の実施】
・　2018年度の目標を達成した。
・若手社員とベテラン社員との座談会を全10回実施し、109名
もの社員の参加により、コミュニケーションの深化を図ること
が出来た。さらに、その中で若手から出た提案について、技
術継承の取組に反映させるなど、全社的に技術継承の取組
を進めることが出来た。
・若手社員成果報告会において、13名の報告が行われるな
ど、技術継承の取組成果につながった。

【技術社員の資格取得の促進】
・　2018年度の目標を達成した。
・会社全体の技術レベル維持向上を図るため、2018年度に
様々な資格を取得することができた。
・目標として掲げていなかった資格についても、新たに講習を
実施し、資格の取得につなげた。
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東京都区部以外で
の事業実施体制

― ― ― ―

・引き続き、下水道局と調整を行い、方向性を検討するとともに、必
要に応じて、出資構成の見直しに向けた具体的な手続きを関係者
と調整していく。

新規事業の拡大を
目指し企画部門を
拡充

対応方針

出資構成の検討
・出資構成について
検討を開始

・出資構成について
問題点等を整理し、
下水道局と方向性
を検討

・問題点等の整理に向けて、他の大都
市の下水道関連団体の出資状況、出
資の考え方について調査を実施（横浜
ウォーター(株)、名古屋上下水道総合
サービス(株)、クリアウォーター
OSAKA(株)、(株)北九州ウォーター
サービス）
・下水道局では、施設運営手法調査業
務委託の中で民間のグループ経営手
法の分析を実施
・下水道局との意見交換を実施

・他の大都市の下水道関連団体の出資状況、出資の考え方につ
いて調査を実施し、その結果を下水道局に報告した。
・また、調査結果等を踏まえて、当社で問題点等を整理し、下水道
局に報告を行った。
・下水道局と意見交換を行い、問題点等の整理を進めている。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・企画部門の拡充方
法及び営業体制強
化について検討

・関係部署の部長級からなるＰＴを設
置・開催（３回）し、企画営業部門の拡
充や必要な組織形態について議論
役員への中間報告を実施
・新たな事業展開の具体化に向けた情
報収集や意見交換を実施
（クリアウォーターOSAKA㈱、日本下水
道事業団、日本下水道新技術機構、日
本下水道施設管理業協会など）

・東京都区部以外への事業展開（戦略⑥）については、会社に蓄
積された技術、ノウハウ、人材を有効に活用する方向で、検討を
行った。
・また現在、下水道局において、施設の維持管理業務等の新たな
運営手法や、当社との役割分担について検討中であり、連動して
検討も進めていく必要がある。
・人的資源が限られる中で、企画営業部門の最適な組織のあり方
について、主に以下の点で検討を行った。
　・事業部署との連携、指揮命令など社内での位置づけ
　・組織の規模
　・配属すべき職種のバランス
　・組織の拡充方法（新規部署の設立、ＰＴの設置、既存部署への
兼務発令の活用等）

・他団体からの情報収集や意見交換を積極的に行うことができた。

・2018年度、東京都区部以外への事業展開や組織のあり方等に
ついての社内検討や、他団体からの情報収集を進めることが出来
た。これらを基に、東京都区部以外への事業展開の進捗にあわ
せ、必要に応じて企画営業部門の組織体制の拡充を行っていく。

・事業部門ごとに個
別に対応しており、
組織横断的な企画
部門が脆弱

・なし

・各個別取組事項の目標を全て達成し、３年後の到達目標
に向け、着実に取組を進捗させた。

【新規事業の拡大を目指し企画部門を拡充】
・　2018年度の目標を達成した。
・東京都区部以外への事業展開や、最適な組織のあり方等
についての社内検討や、他団体からの情報収集を着実に進
めることができた。

【出資構成の検討】
・　2018年度の目標を達成した。
・他団体の状況を踏まえた問題点等の整理や、下水道局との
意見交換を着実に進めることができた。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　組織運営体制の検討

戦　　　　　　略 今後の事業展開にあわせた体制整備

３年後の到達目標
・企画営業部門の拡充を図り、東京都区部以外への新規事業（⑥参照）の企画立案を進める
・必要に応じて現地事務所等の新たな組織体制の検討を行い、東京都区部以外への新規事業の展開に備える
・現在の会社の実情や今後の事業展開を見据えた出資構成のあり方について下水道局と検討を行い、今後の方向性を整理し、必要に応じて関係者との調整を下水道局とともに進める

団体自己評価
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損害賠償補填積立
金の積立目途額を
再検討

・損害賠償補填資金
の必要額を再検討
・保険の活用など損
害賠償金を補填す
る手法を検討

・ＴＧＳ受託施設の被害状況に関する
想定調査を実施し、３月末に受託会社
から報告
・保険の活用についても、保険金の増
額と掛け金との関係等について検討

・今回の調査で、被害想定金額が一事故約90億円の施設もあった
ことから、損害賠償補填資金の必要額について再検討を開始し
た。
・保険金の増額の可能性と増額した場合の掛け金などについて、
保険活用の観点から保険会社と打合せを行った。

・損害賠償補填積立金の積立目途額の考え方を整理するととも
に、保険の活用についても検討する。

・必要に応じて下水道局等と調整を行ったうえで、新たな資金運用
方法を活用し、リスク管理と運用利回りのバランスがとれた金融商
品への運用を行う。

利益剰余金の有効
な活用

対応方針

資金運用方法の見
直し

・堅実な資金運用
・金融機関等も含
め、資金運用方法を
検討

・新たな資金運用に向けて、複数の金
融機関から金融商品やポートフォリオ
の提案を受け、運用対象を検討
・運用益の確保を目指し、運用可能な
金融商品の対象の拡大、運用期間の
長期化を盛り込んだ資金管理要綱を改
正

・市場金利の低迷が続くなかで一定の運用益を確保することは非
常に厳しい状況であるが、リスク管理と運用利回りのバランスがと
れた金融商品の検討を行った。
・従来の資金管理要綱では、運用できる金融商品が預貯金、国
債、公債に限られていたため、外貨運用や民間社債等も含めた運
用が可能となるよう同要綱の改正を行った。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析

・活用方策を検討
・金融機関、不動産会社及び他団体か
ら情報収集を実施するなど、利益剰余
金の有効な活用方策について検討

・収集した情報を基に、利益剰余金を技術開発及び人材育成など
へ活用することを検討した。
・利益剰余金を技術開発関連に活用するに当たり、項目出しを行っ
た。
・社として優先度の高い課題である人材確保等の観点から、新規
採用者や防災用の住宅について、他団体の現状を調査した。

・下水道局が事業運営体制を検討している中、利益剰余金を下水
道事業に寄与する技術開発や、事業の継続性、人材の確保の観
点から防災住宅などに投資することを引き続き検討していく。

・損害賠償補填や移
転対策など目的別
の積立を実施

・60億円を目途に下
水道局に対する損
害賠償補填積立金
を積み立て

・各個別取組事項の目標を全て達成し、３年後の到達目標
に向け、着実に取組を進捗させた。

【利益剰余金の有効な活用】
・　2018年度の目標を達成した。
・金融機関、不動産会社及び他団体からの情報収集の上、
社内検討を行うなど、技術開発関連や人材育成等への有効
な活用方策について、着実に検討を進めることができた。

【損害賠償補填積立金の積立目途額を再検討】
・　2018年度の目標を達成した。
・ＴＧＳ受託施設の被害状況に関する想定調査について、年
度内に報告を受けるなど、着実に実施に向けた準備を行うこ
とができた。

【資金運用方法の見直し】
・　2018年度の目標を達成した。
・資金管理要綱を改正し、運用可能となる金融商品の対象を
拡大するなど、実施に向けた準備を着実に行うことができ
た。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　利益剰余金の活用

戦　　　　　　略 利益剰余金の活用と資金運用方法の見直し

３年後の到達目標
・利益剰余金のあり方を検討し、人材の確保、育成など当社の課題解決に活用していく
・損害賠償補填積立金について積立目途額を再検討し、必要に応じて目途額を変更する
・現在の金利の状況を勘案し、これまでの堅実な資金運用だけではなく、一定の運用益を目指した運用方法を検討し実施する

団体自己評価
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・事故防止の取組を強化したことにより、社員・工事受注者等に事
故防止の意識がより浸透し、重大事故発生件数０件を達成した。
・設備点検マニュアルの更なる充実を図るため、阻水扉開閉試験
手順書など改訂した。
・点検作業に係わるリスクアセスメントを導入し、危険作業の見える
化を行いリスク低減を図った。

・過去に発生した「墜落・転落」重大事故の原因分析を踏まえた危
険予知活動の実施や安全帯の着用を継続して徹底する。
・事故防止については、事故発生等の分析を通じた業務改善が重
要であるため、原因分析の実施と再発防止策の周知徹底を図る。
・2018年度の取組を継続して実施し、引続き重大事故防止対策に
取り組んでいく。

・各事業所安全衛生
委員会年12回実施
・本社安全パトロー
ル年12回実施
・管理職による夜間
パトロール年５回実
施

安全衛生委員会、
安全パトロールの実
施

・事業所安全衛生委員会（本社及び49
事業所）12回実施
・本社安全パトロール実施
『ポンプ所、センター等現場事業所』
27回　25現場
『中川建設発生土改良プラント』12回
12現場
・管理職夜間パトロールを５回実施
・本社パトロール実施
『管路工事現場』147回 673現場
・局での墜落事故を受けて、臨時に本
社管理職による安全パトロールを２回
実施
・【新規】社員へ「墜落制止用器具特別
教育」受講の促進（173名受講）

・パトロール対象の事業所を拡大し安全管理の強化を図った。
・各事業所（施設26事業所、管路23事業所）において、安全衛生委
員会を毎月実施し、事故発生防止の注意喚起を行ったことにより、
重大事故の抑制に繋がった。
・本社安全パトロールについて、目標数に対し、着実且つ継続して
実施すると共に新たに水質事業所をパトロール対象に加える等、
会社全体で事故防止に取り組んだ。
・【新規】安全衛生法改正に対応するため、社員に対し「墜落制止
用器具特別教育」の受講を促進した。

・2018年度と同様に安全衛生委員会や安全パトロールを実施し、
事故防止に努める。
・安全パトロールを強化してきたが、パトロールを実施する社員の
技術レベルを向上させ、より的確なパトロールができるように安全
に関する特別教育を実施する。

・各事業所における
地区事故防止協議
会の開催
・「下水道局安全心
得」
「ＴＧＳ部門安全心
得」の活用
・ヒヤリハットを含め
た作業前ＫＹ活動の
実施
・再委託業者への安
全作業確認実施
・「設備点検作業マ
ニュアル」の再整備

事故防止の取組の
実施

・年１回実施
・220名参加予定
・二部制で実施
第一部は安全管理
の専門家からの講
演
第二部は土木・設備
の職種別に分かれ
て事故事例をもとに
したグループ討議等
を実施

・11/6実施
・235名参加
・二部制で実施
第一部は気象予報士の講演
第二部は土木・設備の職種別に分か
れて事故事例をもとにしたグループ討
議等を実施

・従来２月に実施していた講習会を、局の事故予防対策強化月間
に合わせ、11月に開催した。
・講習会は、当社社員及び民間派遣社員並びに委託業者も受講
し、安全意識の高揚を図った。
・その結果、参加者の９割から「今後の業務に活用が期待できる」
「安全管理に関する新たな知識が得られた」とのアンケート集計が
得られた。
・また、外部機関が実施する安全管理講習会にも社員を参加させ、
安全意識の向上に努めた。

・過去に身近で発生した重大事故事例を取り上げ現実性のある題
材とするとともに、事故の要因分析・指揮命令系統と役割分担（局・
ＴＧＳ・受注者）の明確化等、多角的な視点から検証し、重大事故
防止に努める。

・取組の継続実施
・「設備点検作業マ
ニュアル」の充実
・設備点検時のリス
クアセスメントの実
施による安全性の
向上
・「安全マニュアル」
（2017年度策定）を
もとに経験の浅い社
員を育成することに
よる安全管理・受注
者指導の強化

・取組の継続実施
・本社パトロールの
実施（管路維持管理
部門：延べ500現場
管路建設部門：延べ
100現場）

重大人身事故、重大物損事故及び第
三者事故の件数　０件
・下水道局・ＴＧＳ部門安全心得を活用
・作業前ＫＹ活動実施
・再委託業者への安全作業確認
・設備点検マニュアル改訂（２件）
・リスクアセスメント実施による安全性
の向上を促進（718項目）
・局での墜落事故を受けて、緊急安全
大会を実施
・各事業所において、地区事故防止協
議会を38回実施
・作業前ＫＹ活動実施
・安全マニュアル（冊子）を関係者全員
に配布し、受注者指導に活用するとと
もに、経験の浅い社員に向けた「安全
管理・受注者指導強化研修」を６回実
施

団体自己評価

局との役割分担を
再検証

・「経営計画2016」
に基づき、専門技術
を活かしつつ下水道
局と密接に連携して
行う必要のある業務
をＴＧＳで実施

・局との役割分担の
再検証

・文献調査や各種講演、他団体との意
見交換等を通じて国内外における官民
連携の状況について資料収集・整理を
図るとともに、役員を含めた社内ＰＴを
開催し、施設運営手法の評価・分析を
実施
・局との定期的な意見交換を図るた
め、東京下水道グループ連絡調整会
議を実施（２回）

・局と綿密な調整を図り、役割分担について検討を行った。
・現在、下水道局においても、施設の維持管理業務等の新たな運
営手法や、当社との役割分担について検討しており、一体となって
検討を進めていく必要がある。

・新たな役割分担に基づく水再生センターの管理業務等の検討を
行う。

・各個別取組事項の目標を上回り、３年後の到達目標に向
け、大きく前進させた。
・重大事故０件を達成した。

【局との役割分担を再検証】
・　2018年度の目標を達成した。
・他団体との意見交換等を通じて国内外における官民連携
の状況について資料収集を行うことができた。
・局との連絡調整会議を実施し、十分に意見交換を行うこと
ができた。

【安全衛生委員会、安全パトロールの実施】
・　2018年度の目標を達成した。
・安全安心の業務運営と危機管理の強化を念頭に、的確に
安全衛生委員会や安全パトロールを実施した。
・目標値以上の安全パトロールを実施し、社全体で安全意識
の向上に努めた。
・安全衛生法改正に伴う、「墜落制止器具特別教育」を社員
に受講を促し、法改正に伴う安全管理措置の周知徹底を
行った。

【安全管理講習会の実施】
・　2018年度の目標を達成した。
・実務に即した内容で、有効な講習会を実施することができ
た。
・講師の選定や内容を工夫することにより、講習参加者から
高い評価を得られた。

【事故防止の取組の実施】
・　2018年度の目標を達成した。
・地区事故防止協議会や作業前ＫＹ活動の着実な実施によ
り、社員並びに工事受注者の事故防止に対する意識を向上
させた。
・リスクアセスメント実施による安全性の向上や点検マニュア
ルの改訂などを確実に実施した。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

安全管理講習会の
実施

・年１回実施
・215名参加
・安全管理の専門家
からの講演及び土
木職・設備職に分か
れてのグループ討
議等の実施

経　営　課　題 　安定した下水道サービスの提供

戦　　　　　　略 受託事業の着実な実施と効率的な事業執行

３年後の到達目標

・23区送泥・遠制ネットワークの一体的管理による効率的な事業執行に向け、局との役割分担を再検証
・下水道局が試行する新たな運営手法での業務実施に向けた体制準備
・重大人身事故、重大物損事故及び第三者事故の件数　０件
　　重大人身事故：重傷で休業30日以上　及び　死亡事故
　　重大物損事故：復旧に１日を超える事故
　　第三者事故：軽傷以上の事故
（過去実績）Ｈ26：３件 、 Ｈ27：１件 、 Ｈ28：０件

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度
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従来技術と比較した
技術開発によるコス
ト削減

・技術開発の成果を
活かし、東京下水道
事業のコストを削減

・工法協会等を強力
に支援し、当社が開
発した技術の採用を
促す
・コスト削減効果額
132億円

・コスト削減効果額
108億円

・コスト削減効果額は、局の再構築工事の不調等のため、目標額
を達成できなかった。

・現行の個別取組事項は、下水道局の執行状況の結果に左右さ
れ、ＴＧＳの努力結果を示すことができないことから、2019年度は
個別取組事項から削除した。

○　上記の理由により、個別取組事項を新規に追加した。

・新たに、ＴＧＳの取組の努力結果を表すことができる「下水道事業
の効率化、環境性能や安全性の向上、コスト削減等に寄与する新
技術の開発」を新規の個別取組事項とし、新技術開発への投資額
を目標として追加した。

・出願件数
（累計）
503件

・出願件数
（累計）
510件

・共同開発者と共同開発や技術の改良・改善を順調に進めること
ができ、出願につながった。

・引き続き、共同開発者と共同開発や技術の改良・改善を進める。

開発技術の普及拡
大

・協会・研究会や共
同開発者などの活
動をサポートし、当
該技術の普及活動
を支援

・協会・研究会や共
同開発者などが実
施可能なＴＧＳ関連
技術のＰＲ内容等の
検討

・ＩＷＡ世界会議や下水道展において、
共同開発した技術の展示・ＰＲ等
・様々な工法協会の技術委員会等に
参画
・協会や共同開発者に対してＰＲ方法
に関するアンケートを実施

・東京で初めて開催されたＩＷＡ世界会議・展示会や下水道展にお
いて、模型やタブレットなどによる展示・説明を行うことにより、わか
りやすいＰＲを行った。また、本社の一角に開発技術のＰＲコー
ナーを設け、訪れるお客さまに開発技術をＰＲした。
・工法協会の技術委員会等に参画し、技術資料の作成（ＳＰＲ－Ｓ
Ｅ工法等）などに貢献した。
・こうしたこれまでの取組の結果、2018年度は、例えば、SPR工法
については、国内では約７０kmを施工し、海外では新たにイギリ
ス、コロンビアで採用された。
・協会・研究会や共同開発者などがＰＲ活動を行うためには、ＰＲ
ツールやＱ＆Ａが必要であることなど、課題について把握できた。

・引き続き、下水道展などにおいて、工法協会等と連携して開発技
術のＰＲ活動を行っていく。
・引き続き、工法協会の技術委員会等に参画し、開発技術の活用
に資する技術資料などの作成に貢献していく。
・技術説明資料などのＰＲツールやＱ＆Ａなどを作成し、協会・研究
会や共同開発者などへの「ＴＧＳ関連技術のＰＲ」に関する研修等
を実施する。

【新規】
・局の政策連携団体活用戦略における、「下水道事業運営に課題
を抱える自治体の支援などを行うことにより、東京ひいては日本の
下水道界を牽引」という方針に基づき、近隣自治体等に対するＴＧ
Ｓの開発技術説明会の開催について企画検討を行う。

団体自己評価

共同開発の強化

・自主開発、共同開
発、受託研究の方
式による技術開発
及び調査を実施

・局及び民間企業等
との連携を強化し、
共同して開発、改
良・改善を実施
・研究・調査件数
85件

・研究・調査件数
88件

・共同開発者や大学と協議・調整を円滑に進めることができ、目標
件数を上回る協定や委託契約を締結することができた。

・引き続き、局や各工法協会などとの意見交換を行い、現場ニーズ
や課題を踏まえた新規研究テーマを抽出する。抽出したテーマに
ついて、実現可能性やビジネスモデル等を検討し、共同開発者や
大学と協議・調整を進め、研究・調査を行う。

・各個別取組事項のうち、外的要因による１項目を除いて
目標を上回り、３年後の到達目標に向け、大きく前進させ
た。

【共同開発の強化】
【産業財産権出願】
【産業財産権による収入】
・　2018年度の目標を達成した。
・局や共同開発者等との連携した技術開発を図るとともに、
工法協会等とＰＲ活動を行うなど開発技術の普及拡大に取り
組んできた。また、新技術についてはマニュアルや設計・積
算資料を作成し、局や関係機関に採用を働きかけた。

め細かな進行管理を実施した。
・このような取組の結果、研究・調査件数、特許出願件数、特
許料等収入額について、目標値を上回った。

【開発技術の普及拡大】
・　2018年度の目標を達成した。
・局や共同開発者等との連携した技術開発を図るとともに、
工法協会等とＰＲ活動を行うなど開発技術の普及拡大に取り
組んできた。また、新技術についてはマニュアルや設計・積
算資料を作成し、局や関係機関に採用を働きかけた。

【従来技術と比較した技術開発によるコスト削減】
・　外的要因により、2018年度の目標を達成できなかっ
た。
・局や共同開発者等との連携した技術開発を図るとともに、
工法協会等とPR活動を行うなど開発技術の普及拡大に取り
組んできた。また、新技術についてはマニュアルや設計・積
算資料を作成し、局や関係機関に採用を働きかけた。
・しかし、コスト削減効果額は、局の再構築工事の不調等の
ため、目標額を達成できなかった。
・現行の個別取組事項は、下水道局の執行状況の結果に左
右され、ＴＧＳの努力結果を示すことができないことから、下
水道事業の効率化、環境性能や安全性の向上、コスト削減
等に寄与する新技術開発への投資額に改訂した。
・今後も、局や共同開発者との連携を充実させるとともに、技
術開発を進めるための投資額を新たな指標として定め、積極
的に下水道事業が直面する課題の解決に取り組むことが重
要と考える。

産業財産権出願
・産業財産権の出願
を実施

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

経　営　課　題 　技術開発の推進と普及拡大

戦　　　　　　略 下水道事業に貢献する技術力の向上・活用

３年後の到達目標
・従来技術と比較した技術開発によるコスト削減効果額　132億円
・産業財産権による収入の確保　２億円

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度
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⑤ ／ 6戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度

　

団体自己評価

産業財産権による
収入

・技術開発の成果を
活かし、産業財産権
による収入を確保

・共同開発の強化や
開発技術の改良・改
善に努めて普及拡
大に取り組む
・特許料等収入額
２億円

・特許料等収入額
約２億7,000万円

・長年にわたり共同開発や開発技術の改良・改善に努め、ＰＲなど
の普及拡大に取り組んだ結果、東京のみならず、全国における開
発技術の利用につながり、目標とする特許料収入を得ることがで
きた。

・継続的に、共同開発や開発技術の改良・改善に努め、ＰＲなどの
普及拡大に取り組む。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針
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・多摩地域は、下水道ストックマネジメントに関わる当社システムの
機能の提案を引き続き行い、収益の確保に努める。
・東京都以外の市町に当社システムの構築並びにデータ更新業務
の受注を目指す。
・既に下水道台帳管理システムを運用している東京都以外の市町に
当社システムをＰＲし、システムの一部機能の追加を提案する。

排水設備工事責任
技術者試験及び更
新講習業務

・東京都に加え、東
京都以外の20団体
から業務を受注
（21,000千円）

・各団体からの要望
に対応し、受注確保
を図る

20団体
21,000千円

・排水設備工事責任技術者試験及び更
新講習業務の受託事業を19団体に加
え、３団体に対し排水設備工事責任技
術者試験前講習の自主事業を実施

計22団体
約24,000千円

・各県下水道協会からの受託事業に対するこれまでの実績によって
ＴＧＳの評価が高まり、各県下水道協会からの要望が増えたことか
ら、当社が実施する自主事業を拡大した。
　（合計　16,835名受講）

下水道台帳情報シ
ステム関連業務

・区部に加え、多摩
地域において１６市
町の業務を受注

１６市町（多摩）
50,000千円

・需要調査、参加資
格登録等
（他都市）

①多摩地域の事業進捗状況
・16市町(多摩)
・事業収入57,201千円（年度目標の
114％）
・国立市において新たな業務を受託（下
水道ストックマネジメントに対応した新
規データ入力）
②自主開発ソフトウェアの販売・導入
・【新規】北海道北見市
・千葉県香取市の新システム導入関連
の技術支援を実施
・本システムのＰＲ及び営業活動（秋田
県秋田市、京都府京都市、大阪府枚方
市、千葉県千葉市）
③需要調査
・東京都以外の６道県（北海道、山形
県、埼玉県、千葉県、群馬県、石川県）
の市町において需要調査を実施
・下水道展を活用した需要調査を実施
④参加資格登録
・区部以外の17市町の参加資格登録要
件等の調査を実施

・多摩地域は、維持管理システムの更新に伴うソフトウェアの販売に
より事業収入が増加した。また、下水道ストックマネジメントに対応し
た新規データ入力で、目標事業収入の確保に努めた。
・既に下水道台帳管理システムを運用している東京都以外の市町に
システムの一部機能の追加を提案するなど、積極的に営業活動を
実施し、ソフト販売の拡大を図った。
・東京都以外の市町への当社システムの構築並びにデータ更新業
務拡大の可能性検討のため、新規システム構築の需要及びシステ
ム構築業務等の参加資格登録要件等の調査を実施した。

2018年度実績 要因分析 対応方針

・需要調査

・各都市における水再生センターの運
営状況について他公社、団体などから
情報収集を実施
・延べ42公社と64テーマについて、共同
化・広域化や技術職員の人材確保など
について情報交換　３回
・日本下水道事業団とモニタリング業務
内容等について情報交換　１回
・講演会に参加　　２回
（「インフラビジネスの未来」、「フランス
における官民連携について」）
・他団体と情報交換を実施　２回
（下水道機構：「フランスにおける官民連
携の詳細について」）
・日本下水道施設管理業協会
（「他都市における包括的民間委託の
状況について」）
・東京都区部以外の水再生センターの
運用状況について情報交換を実施　２
回

・日本下水道事業団や日本下水道施設管理業協会などと、全国の
下水処理場の運営状況をはじめとした課題について、情報交換を行
うことができた。
・全国の公社、団体から委託状況の把握をあらゆる機会を用いて
行った。
・国内・諸外国の官民連携の事例について積極的に情報収集を行っ
た。
・適宜、関連するテーマの講演会の開催を把握することで、各種講演
会に参加し情報収集をすることができた。

・受注方針策定に向け、多摩地域や近隣自治体が、どのような業務
内容、業務範囲などを発注しているか確認し、当社が受注できる業
務をヒアリングにて情報収集を行う。
・前年度の調査内容を踏まえ、近隣自治体５か所に対し、より具体的
なヒアリングを行うなど、受注方針策定に向けた需要調査を実施す
る。

・コンサルタント業務開始に向け、14団
体延べ22回の受注状況調査を実施
・環境計量証明事業登録を完了
・元建設コンサルタント会社の社員を対
象にアンケート調査を実施
・他団体における受託業務の内容及び
建設コンサルタント登録有無の整理
・登録申請書作成に向けた基礎情報を
整理・コンサルタント業務に関する資格
を取得
 技術士　合格者３名（社全体31名）
 ＲＣＣＭ  合格者１名（社全体７名）

・自治体の委託状況や公社・団体の受注状況等について情報収集
を行い、民間委託に関する技術指導、モニタリング業務、事業場排
水指導業務等、コンサルタント業務について市町村からのニーズ・受
注実績があることを把握するなど受注調査を実施した。
・多様な社員構成を活かし、建設コンサルタント会社を経験した社員
へのアンケートを行い、建設コンサルタント業務の実態などを確認す
ることができた。
・大都市下水道事業団体連絡協議会の活用などにより、各団体にお
ける受託業務の内容や建設コンサルタント登録の有無を確認するこ
とができた。
・次年度の建設コンサルタント資格登録に向け、「建設コンサルタント
登録規程」（国土交通省）に基づき、必要事項を確認した上で、社内
の役割分担の整理を行った。

・他公社等での受注実績を確認することができた。この成果をもと
に、今後、当社が受注できる業務をヒアリングにて情報収集を行う。
・前年度の調査内容を踏まえ、下水道台帳システムにおいて関連の
ある多摩地域など、近隣自治体５か所に対し、より具体的なヒアリン
グを行うなど、需要調査を実施する。
・社内の技術士等の資格保有情報や会社の財務状況など必要な情
報について、社内の適切な役割分担のもと着実に整理し、建設コン
サルタント資格登録の申請を行う。
・他都市等のコンサルタント業務等の受注に向け、ＴＧＳの業務実施
上の課題や強み等について整理する。

水再生センターの運
営業務

・実施なし

個別取組事項 ～2017年度 2018年度

・受注調査、環境計
量証明事業所登録

コンサルタント業務 ・実施なし

・各個別取組事項のうち、外的要因による１項目を除いて目
標を上回り、３年後の到達目標に向け、大きく前進させた。

【コンサルタント業務】
・　2018年度の目標を達成した。
・「環境計量証明事業所登録」を行い、コンサルタント業務開始
に向けた体制を整備した。
・2019年度の目標としている、建設コンサルタント登録に向け、
各団体における受託業務の内容把握や基礎情報の整理を
行った。

【水再生センターの運営業務】
・　2018年度の目標を達成した。
・受注方針策定に向け、他団体との情報交換や講演会への参
加により需要調査を行った。
・全国の公社、団体から委託状況の把握、国内・諸外国の官民
連携の事例等の情報収集を行った。

【排水設備工事責任技術者試験及び更新講習業務】
・　2018年度の目標を達成した。
・各県下水道協会からTGSに対する評価が高まり、各県下水道
協会の要望が増加したことから、当社が実施する自主事業を
積極的に拡大し、目標値を上回った。

【下水道台帳情報システム関連業務】
・　2018年度の目標を達成した。
・数年にわたる提案を継続的に実施した結果、国立市から初め
て緊急度判定のデータ入力作業を受託するなど取組が進捗
し、多摩地域での目標値を上回った。
・綿密な打ち合わせや調整の実施や、システムの有効性を積
極的にＰＲするなどの営業活動により、新規販売契約につなげ
ることが出来た。

・各県下水道協会からの受託事業とＴＧＳ自主事業の継続と拡大を
進めていく。

戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度

経　営　課　題 　事業戦略の見直し

戦　　　　　　略 東京都区部以外への事業展開

３年後の到達目標
・東京都区部以外からの事業収入 　71,000千円
・国際展開業務の事業収入（累計）180,000千円（マレーシア国ランガット地区プロジェクト）

団体自己評価
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⑥ ／ 6戦　略

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度

団体自己評価

国際展開業務

・マレーシア国ラン
ガット地区のプロジェ
クトを実施
・ＪＩＣＡの草の根技
術協力事業等を実
施

・施設立上げ、試運
転、運転管理の支援
（ランガット）
（累計）
116,000千円
（草の根技術協力事
業）
28,000千円

①技術支援（建設段階）
（ランガット）
(累計）
・62,997千円
②（草の根技術協力事業）
・21,942千円
【新規】③（個別技術の海外展開）
・水面制御装置の欧州における普及拡
大に向けて、ドイツ国のシュタインハー
ト社との共同研究に関する覚書締結(５
月）

①技術支援(建設段階）
（ランガット）
・下水処理場の建設は、予定どおり進められている。
・全体額の変更はないが、マレーシア国の体制の変更やＴＧＳが直
接関与していない下水処理場に流入する管渠工事の遅延等の外的
要因により、今年度予定していた施設立上げ、試運転、運転管理の
支援が先送りとなった。（Ｈ31実施予定）

②(草の根技術協力事業）
・事業は予定どおり９月末に完了した。
・日本での研修は、マレーシア側のスケジュール上の都合により４回
から３回に集約して実施した。（全体研修員30名は予定通り）
・研修は、当初日程で予定していた項目をすべて完了し、成果を確
認するための「確認試験」でも良好な結果が得られるなど、研修の所
期の目的が十分達成された。
・また、専門家を４月と９月に現地に派遣し技術協力を行い、目標を
達成することができた。

【新規】
③（個別技術の海外展開）
・販売先の拡大に向けて、局、共同開発者と連携して協議、調整を
行った結果、ドイツ国のシュタインハート社との共同研究に関する覚
書を締結することができた。

①技術支援（建設段階）
（ランガット）
○　左記の理由により、目標値を変更した。

・処理場工事の進捗や実際に設置された設備・機器の状況を踏まえ
て当社の技術支援体制を整えるとともに、水処理施設の立ち上げ・
総合試運転実施に向けたスケジュール調整を進める。
・管渠工事を請負っているマレーシアの企業が下請けとして使うこと
になった日本企業の日本での実績を調査し、発注元であるマレーシ
ア政府および受注者であるマレーシアの企業に対して情報を提供す
るなど、工事の円滑な進捗が行えるように連絡調整を図った。

③（個別技術の海外展開）
・引き続き、欧州における普及拡大に向けて、ドイツ国のシュタイン
ハート社との共同研究を進めていく。

個別取組事項 ～2017年度 2018年度 2018年度実績 要因分析 対応方針

【国際展開業務】
・　外的要因により、2018年度の目標を達成できなかった。
・マレーシア国の体制の変更やＴＧＳが直接関与していない下
水処理場に流入する管渠工事の遅延等の外的要因により、今
年度予定していた施設立上げ、試運転、運転管理の支援が先
送りとなったことから、目標を達成できなかった。引き続き、現
地日本企業との密な連絡と、必要な事業調整を継続し、全体
工程は当初の予定どおり2020年度の達成を見込んでいる。

・　2018年度の目標を達成した。
・草の根技術協力事業については、予定通りの目標が達成で
きた。実施に当たっては研修回数の集約化などの工夫により
経費削減も図った。

・2018年度に水面制御装置の欧州における普及拡大に向け
て、新たに覚書を締結し、ドイツ国の大学や自治体と連携して
調査を行うこととするなど、新たな事業展開を行った。
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◇戦略① 人材の確保育成と技術継承について
　全４項目について、目標に掲げた指標や取組を達成しているとともに、目標を大きく上回った項目もあり、３年後の到達目標に向けて大きく前進している。

◇戦略② 今後の事業展開にあわせた体制整備について
　全２項目について、目標に掲げた指標や取組を達成しており、３年後の到達目標に向けて着実に進んでいる。

◇戦略③ 利益剰余金の活用と資金運用方法の見直しについて
　全３項目について、目標に掲げた指標や取組を達成しており、３年後の到達目標に向けて着実に進んでいる。

◇戦略④ 受託事業の着実な実施と効率的な事業執行について
　全４項目について、目標に掲げた指標や取組を達成しているとともに、目標を大きく上回った項目もあり、３年後の到達目標に向けて大きく前進している。
　また、「事故防止の取組」については、重大事故を０件とし、着実な効果が得られている。

◇戦略⑤ 下水道事業に貢献する技術力の向上・活用について
　全５項目中４項目について、目標に掲げた指標や取組を達成しているとともに、目標を大きく上回った項目もあり、３年後の到達目標に向けて大きく前進している。
　なお、目標に到達しなかった項目は、「従来技術と比較した技術開発によるコスト削減」(コスト削減効果額108億円(目標132億円))であるが、未達要因が工事の不調等によるもので
ある。※ 2019年度経営改革プラン改訂版においては、本取組事項(目標値)を削除し、新事項を設定済みである。

◇戦略⑥ 東京都区部以外への事業展開について
　全５項目中４項目について、目標に掲げた指標や取組を達成しているとともに、目標を大きく上回った項目もあり、３年後の到達目標に向けて大きく前進している。
　なお、目標に到達しなかった項目は、「国際展開業務」(ランガットにおける技術支援0.63億円(目標1.16億円))であるが、未達要因が相手国の体制の変更によるものや他工事の遅延
によるものであり、プロジェクト全体額に変更はない。※ 2019年度経営改革プラン改訂版においては、本取組の目標値を修正済みである。

【総括】
　下水道事業を支える重要なパートナーである東京都下水道サービス（株）（ＴＧＳ）は、下水道局と一体的に事業運営を行っており、24時間365日、下水道施設の維持管理業務等を
実施することで、下水道サービスを効率的・安定的に提供した。また、下水道整備の長い歴史において、局とＴＧＳが協働し、困難な課題を克服しながら培ってきた東京下水道の高度
な技術力により、国直轄事業が存在しない日本の下水道界を牽引しているとともに、世界の水環境の改善や日本の産業力の強化に貢献するために東京下水道の技術を海外展開してい
る。
　こうした中、ＴＧＳは、保有する東京下水道の技術・ノウハウを活かし、局の施設運営手法の検討等の進捗と合わせつつ、経営改革プランに掲げたそれぞれの戦略について、積極的
かつ最大限に取組を進めた。①から⑥の戦略について、総合的に考慮すると、局としては、具体的な成果を伴って取組が進められ、３年後の到達目標に向けて大きく前進していると評
価する。

「経営改革プラン」評価シート
団体名： 東京都下水道サービス株式会社 評価年度：2018年度

一次評価(所管局評価)
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